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解　説

【平成元年度】

　昭和63年の経済は、物価が安定するなかで
個人消費の伸びが堅調であり、設備投資も増
勢を強めた。昭和63年度当初予算は一般会計
総額56兆6997億円と対前年度4.8％増であり、
一般歳出も32兆9821億円と1.2％増であった。
当初予算において一般歳出が前年度を上回っ
たのは 6年ぶりであった。
　昭和63年 8 月末に締め切られた昭和64年度
概算要求は総額64兆938億円であり、昭和63
年度当初予算に比して13.0％の伸びを示した。
これを受けて予算の査定がはじまるなかで、
昭和63年 9 月22日に開かれた財政制度審議会
総会（昭和63年度第 2回）で示されたのが、
資料　8-97「64年度予算の問題点」である。
そこでは、税収は昭和63年度当初予算に45兆
900億円を計上したものの、 7 月末までの税
収が前年度2.8％増にとどまること、所得税
減税（昭和63年 7 月成立）の影響がこれから
出ること、税制改革案が減税超過になること
が示されたが、また、この資料では、昭和65
年度特例公債ゼロを実現するために昭和64年
度に 1兆5800億円の減額が必要であること、
概算要求の伸びが前年度より高いこと、人事
院勧告実施による公務員給与改定の経費が
入っていないこと、地方公共団体に対する補
助率引き下げ分を元に戻すと 1兆5200億円の
歳出が増えることなどが記されており、これ
は最近の税収増で財政が楽になったわけでは
なく、厳しい予算編成が必要であることを示
す趣旨であった。
　改元により平成元年となった直後の平成元
年 1 月 9 日に開かれた財政制度審議会総会
（昭和63年度第 3 回）では、資料　8-98「平成
元年度財政事情の概略試算」が示された。国
債費は定率繰入れの停止を継続すること等に
より概算要求時より減少している。一般歳出
増は、概算要求時点の9100億円に比して、政
府購入品目への消費税影響額約3000億円、公
務員給与改定などの影響額約3500億円によっ
て膨らんでいる。その他、税収の伸びや税外
収入の減額、公債発行の減額目標を勘案する

と、この時点でもなお6000億円前後の要調整
額が残っていたことが示されている。
　平成元年 1 月17日に財政制度審議会総会
（昭和63年度第 4 回）が取りまとめた「歳出
の節減合理化の方策に関する報告」は、①社
会保障（医療費の適正化等、生活保護、公的
年金の制度改正、厚生年金の国庫負担繰延べ
措置、恩給）、②文教・科学振興（教育改革、
義務教育費国庫負担制度、第 5次学級編制及
び教職員定数改善計画、私学助成、義務教育
教科書無償給与制度、国立学校特別会計へ繰
入れ、科学技術）、③防衛、④公共事業、⑤
政府開発援助、⑥中小企業対策、⑦エネル
ギー対策費、⑧農業（農業関係予算、食糧管
理制度）、⑨日本国有鉄道（以下「国鉄」と
いう。）改革（長期債務等の処理、鉄道共済
年金問題、整備新幹線）、⑩補助金等（補助
率の見直し、ふるさと創生事業）及び⑪人件
費の抑制について、経費の節減・合理化及び
重点化を進めるべきことを提言した。政府予
算案がまとまった段階で、そこに財政制度審
議会の指摘事項がどの程度反映されたかを平
成元年 2月 7日の財政制度審議会総会（昭和
63年度第 5回）で費目ごとに説明したのが資
料　8-99「「歳出の節減合理化の方策に関する
報告」の平成元年度予算における措置状況」
である。
　平成元年度予算の焦点の 1つが、国から地
方公共団体に対する補助率等が昭和60年度か
ら引き下げられていたのを、どこまで復元す
るかであった。この問題は、①たばこ税の
25％を地方交付税とする等の一般財源充実を
図りつつ、補助率等の暫定措置は原則として
恒久化を図る、②経常経費のうち、生活保護
の国庫負担率は 4分の 3とし、社会福祉の措
置費等は 2分の 1のまま恒久化するが、ホー
ムヘルパーについては 3分の 1から 2分の 1
に引き上げる、③義務教育のうち共済長期負
担金は 2分の 1に復元するが、恩給費は一般
財源化し、共済追加費用等は 2年間の暫定措
置を講ずる、そして④投資的経費は、事業量
確保の要請もあることから、今後 2年間の暫
定措置を講ずる形で決着した。これによる財
政的影響を示したのが資料　8-100「昭和60年
度以降各年度の補助率削減及び平成元年度の
見直しによる地方への影響額と財源措置」で



ある。平成元年度は、恒久措置分が補助率等
の復元、地方交付税（たばこ税の25％）、一
般財源、地方交付税交付金の特例措置及び調
整債により措置された。また、暫定措置分は
地方交付税交付金の特例措置、調整債及び臨
時財政特例債により措置された。
　さらに、資料　8-101「補助率等の見直しに
よる影響額」からは、平成元年度は昭和63年
度と比較すれば補助金等が828億円増加した
ものの、補助率等の引き下げが始まる前の昭
和59年度と比較すると、引き下げた補助率等
の恒久化、一般財源化及び暫定措置のために
1兆2809億円減少していたことがわかる。
　平成元年度に実現した消費税導入は歳入を
増やしただけではない。国が購入する財・
サービスも価格が上昇するために、歳出も増
える。その影響額を示したのが資料　8-102
「消費税導入に伴う歳出の上乗せ額（平成元
年度）」である。合計額は2946億円と見込ま
れたが、影響が大きかった省庁は厚生省、建
設省、大蔵省、農林水産省、文部省の順で
あった。

【平成 2年度】

　平成元年に入っても、日本経済は内需主導
型拡大を続けた。平成元年度一般会計当初予
算は60兆4142億円、対前年度6.6％増であり、
前年度の伸び率を上回った。一般歳出をみて
も、34兆805億円と3.3％増であり、前年度の
伸び率を上回った。当初予算の租税及印紙収
入は、対前年度13.1％増であった。公債金収
入は、対前年度 1兆7300億円減の 7兆1110億
円であり、公債依存度は11.8％と前年度の
15.6％を下回った。とくに、特例公債は 1 兆
3310億円となり、対前年度57.8％減であった。
　平成 2年度予算編成が大詰めを迎えた平成
元年12月14日の財政制度審議会総会（平成元
年度第 4 回）に、資料　8-103「平成 2 年度財
政事情の概略試算」が示された。そこでは、
税収は平成元年度の税収を当初予算より 3兆
円程度多い54兆円と見込み、そこから 7％程
度伸びて58兆円に達すると見込んだ。NTT
（日本電信電話株式会社）株式売払収入によ
る無利子貸付事業は 1兆3000億円を維持した
いが、平成元年 9月に予定されていた株式売

却が中止されたため、財源問題は未解決との
趣旨で、括弧書きつまり外枠になっている。
また、公債金収入は前年度当初より 1兆3000
億円減の 5兆8000億円とされたが、これはす
べて建設公債であり、「特例公債依存体質脱
却」の達成が見込まれていた。国債費は、定
率繰入れを再開するため、前年度より 2 兆
7000億円増えた。一般歳出は、概算要求の 1
兆300億円増に、公務員給与改定、消費者物
価上昇による年金・恩給のスライド、厚生年
金の国庫負担繰延べ措置終了等による9000億
円増を合わせて 1兆9000億円増が実質要求額
とされた。これにより一般歳出は36兆円、歳
出総額は67兆円となり、歳入65兆円との差額
は 2 兆円である。したがって、NTT無利子
貸付事業の財源を除いても7000億円前後の要
調整額が残るとされた。実際の平成 2年度予
算では、一般歳出は35兆3731億円に抑えられ
た。
　同会（平成元年度第 4回総会）では、自由
民主党が平成元年12月 1 日に取りまとめた資
料　8-104「消費税の見直しに関する基本方
針」も示された。そこでは、消費税の逆進性
を緩和し、社会政策的配慮を充実する等の見
地から、非課税範囲の拡大、全食料品に対す
る小売段階非課税及び特別低税率1.5％の設
定及び年金受給者の所得減税が掲げられたほ
か、消費者の立場から指摘された制度上の問
題点の是正、消費者の利便等及び非課税の拡
大等に伴う事務処理の円滑化に資する措置な
どが提案された。それとともに、国分の消費
税収を優先して国民福祉のための経費に充て
る旨の趣旨規定を設けること、及び高齢化に
対応した公共福祉サービスを充実することが、
歳出面の方針として明示された。これらの内
容が盛り込まれた消費税見直し法案は成立し
なかったが、非課税範囲の拡大などは平成 3
年に成立した消費税法の改正法の基礎となっ
た。またこのときの検討をきっかけとして、
「高齢者保健福祉推進十カ年戦略」（大蔵・自
治・厚生大臣合意。平成元年12月21日）が消
費税と結びつけて重視されるようになった。
　平成元年12月21日の財政制度審議会総会
（平成元年度第 5 回）では「歳出の節減合理
化の方策に関する報告」が取りまとめられた。
そこでは、①社会保障（医療費の適正化、老
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人保健制度の見直し、国民健康保険制度の見
直し、生活保護、恩給、その他）、②文教・
科学振興（教育改革、義務教育国庫負担制度、
第 5次学級編制及び教職員定数改善計画、私
学助成、義務教育教科書無償給与制度、国立
学校特別会計への繰入れ、科学技術）、③防衛、
④公共事業、⑤政府開発援助、⑥中小企業対
策、⑦エネルギー対策費、⑧農業（食糧管理
制度、その他の農業関係予算）、⑨国鉄改革
（長期債務等の処理、鉄道共済年金問題、超
伝導磁気浮上方式鉄道）、⑩地方財政、⑪補
助金等及び⑫人件費の抑制について、それぞ
れ歳出の節減・合理化・重点化等が提言され
た。平成 2年 1月19日の財政制度審議会総会
（平成元年度第 6 回）において報告された資
料　8-105「「歳出の節減合理化の方策に関す
る報告」の平成 2年度予算における主な措置
状況」は、その指摘事項が実際の政府予算案
にどのように取り入れられたかを、項目ごと
に整理したものである。
　平成 2年 8月 2日にイラクがクウェートに
侵攻したことをきっかけに、いわゆる湾岸危
機が発生した。日本は 9月までに多国籍軍に
対する20億ドルの資金協力と周辺国に対する
20億ドルの経済協力を決定した。平成 3年 1
月17日に湾岸戦争が開始されると、日本政府
は90億ドルの追加支援を行うことを表明した。
そのための 1兆1700億円については、平成 2
年度予算の補正による歳出の節減合理化等
（既定経費節減、予備費減額、税外収入追加）
2011億円、平成 3年度予算における歳出の節
減合理化等（予備費・防衛関係費等の減額）
3009億円及び臨時特別税（法人臨時特別税、
石油臨時特別税）6680億円を財源措置とし、
財源が確保されるまでのつなぎ公債として臨
時特別公債9689億円が発行された。
　そのために必要な法律案の内容を整理した
のが資料　8-106「湾岸地域における平和回復
活動を支援するため平成 2年度において緊急
に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保
に係る臨時措置に関する法律案について」、
その措置の時系列的な流れと会計間の関連を
示したのが資料　8-107「湾岸支援に係る財源
措置の基本スキーム」である。法律案のうち、
①外国為替資金特別会計から一般会計への繰
入れ1125億円は、平成 2年度予算補正におけ

る税外収入追加の一部である。②一般会計か
ら国債整理基金特別会計への繰入れの特例
3009億円（平成 3年度2017億円、平成 4～ 6
年度992億円）は、臨時特別公債の償還に充
てるための措置である。③臨時特別税の創設
による収入6680億円は、法人臨時特別税4400
億円及び石油臨時特別税2280億円である。④
臨時特別公債の発行等による9689億円は、平
成 2年度第二次補正予算の歳出財源として湾
岸支援に充てられる。⑤臨時特別税の収入は、
平成 3～ 4年度の税収として国債整理基金特
別会計へ直入され、臨時特別公債の元本相当
分の償還に充てられる。
　この法律案及び第二次補正予算は平成 3年
3月 6日に成立した。支援すなわち湾岸平和
基金への払込みは 3月13日に行われたが、臨
時特別公債の償還は平成 6年度までかかると
見込まれた。

【平成 3年度】

　平成 2年初頭から株式、債券、為替の各市
場が同時に下落傾向を示す「トリプル安」の
状況が発生したが、日本経済は内需主導型の
自律的拡大を続けた。平成 2年度一般会計当
初予算の規模は66兆2368億円と対前年度
9.6％増、うち一般歳出は35兆3731億円と対
前年度3.8％増であった。公債金収入 5 兆
5932億円はすべて建設公債であり、公債依存
度は8.4％と前年度を下回った。租税及印紙
収入の対前年度伸び率は13.7％であった。
　平成 2年 6月28日に取りまとめられた「日
米構造協議最終報告」では、日本が社会資本
整備の着実な推進を図るとされ、同日閣議了
解された「公共投資基本計画」では1991～
2000年度の10年間に概ね430兆円の公共投資
を行い、そのうち「生活環境・文化機能に係
るもの」を過去10年間の50％台前半から計画
期間中に60％程度を目途に増やすとされた。
また、平成 2年度末に期限の来る 8分野（住
宅、下水道、都市公園等、廃棄物処理施設、
特定交通安全施設、港湾、空港及び海岸）の
社会資本整備長期計画を更新し、積極的かつ
具体的な整備目標のもとで現行規模を上回る
計画を策定するとされた。
　平成 3年度予算の概算要求基準は、経常的



経費は対前年度10％マイナス、投資的経費は
対前年度同額とされたが、公共事業の補助率
等を復元した場合の影響額2000億円が加算さ
れ、また2000億円の「生活関連重点化枠」が
設定された。
　 8月末に概算要求が締め切られたのを受け
て、平成 2年 9月14日の財政制度審議会総会
（平成 2 年度第 2 回）に示されたのが資料　8-
108「平成 3 年度の財政事情」である。そこ
では平成 2年度当初予算とその時点の「中期
展望」の数値、そして平成 3年度予算の概算
要求額が示されている。歳入面では、従前の
ような大幅な税収増が期待できないこと、
NTT株式売払収入を期待できないこと、特
例公債ゼロに加えて建設公債発行も4000億円
減らすことが前提とされる。そのうえで歳出
の概算要求をみると、国債費は金利上昇の影
響で、平成 2 年度予算を 2 兆343億円上回っ
ている。NTT無利子貸付事業は同額で継続
する要求となっている。一般歳出は36兆9427
億円と、平成 2年度予算を 1兆5696億円上回
り、伸び率は4.4％であった。ここには「生
活関連重点化枠」2000億円も含まれたが、そ
の枠に対する各省の要望額は合計で 1兆1581
億円に上った。さらに、給与、年金・共済、
恩給に係る物価スライド等の影響による追加
分が4000億円強見込まれるので、実質的には
2兆円程度の増額を要求するものであった。
この追加分を除いても、概算要求総額は71兆
1158億円と平成 2 年度予算を7.4％上回り、
それと「中期展望」の歳入66兆2900億円との
差額 4兆8258億円が要調整額であった。
　予算編成が大詰めを迎える時期の財政制度
審議会総会（平成 2年度第 3回。平成 2年12
月14日）に示されたのが資料　8-109「平成 3
年度財政事情の概略試算」である。歳入は、
税収と税外収入の伸びにより、NTT株式売
払収入を見込まず、かつ建設公債を4000億円
減らすとしても、前年度より 2兆5000億円前
後増えて、68兆7000億円、NTT無利子貸付
事業の財源が確保されれば70兆円となること
が見込まれた。これは 9月時点の見込みより
も 2兆4000億円ほど増えている。歳出は、一
般歳出の概算要求に対する公務員給与改定等
による追加分が5400億円見込まれて、実質的
な要求は 2兆1000億円へ増加していた。しか

し、国債費の見込額は 9月よりも減っており、
歳出総額は71兆3000億円となって、要調整額
は 1 兆3000億円（NTT無利子貸付事業の財
源問題を含めれば 2兆6000億円）まで縮小し
た。ただし、税収の伸びは前年度より鈍って
おり、国債金利も上昇している、との問題も
あった。
　平成 2 年12月21日の財政制度審議会総会
（平成 2 年度第 4 回）では「歳出の節減合理
化の方策に関する報告」が取りまとめられた。
そこでは、①社会保障（医療費の適正化、老
人保健制度の見直し、生活保護、児童手当、
恩給）、②文教・科学振興（教育改革、義務
教育国庫負担制度、第 5次学級編制及び教職
員定数改善計画、私学助成、義務教育教科書
無償給与制度、国立学校特別会計への繰入れ、
科学技術）、③防衛、④公共事業、⑤政府開
発援助、⑥中小企業対策、⑦エネルギー対策、
⑧農業（農業関係予算の合理化・重点化、食
糧管理制度）、⑨鉄道（国鉄清算事業の債務
等の処理、鉄道整備基金（仮称）の設立、整
備新幹線問題）、⑩地方財政、⑪補助金等及
び⑫人件費の抑制について、それぞれ歳出の
節減・合理化・重点化等が提言された。平成
3年 1月22日の財政制度審議会総会（平成 2
年度第 5 回）において報告された資料　8-110
「「歳出の節減合理化の方策に関する報告」の
平成 3年度予算における主な措置状況」は、
報告の指摘事項が実際の政府予算案にどのよ
うに取り入れられたかを、項目ごとに整理し
たものである。
　「生活関連重点化枠」は、平成 3 年度と平
成 4年度については2000億円が設定された。
資料　8-111「平成 3 年度、 4 年度の生活関連
重点化枠2,000億円の事業別、省庁別配分額
及び割合」をみると、両年度とも「公共事業
関連費」1750億円のうち、下水道・環境衛生
等が500億円台、道路整備と住宅対策がそれ
ぞれ300億円台、農業農村整備、治山・治水
及び港湾・漁港・空港がそれぞれ100億円台
であった。これを省庁別の割合でみると、建
設省が68％台、農林水産省が12％台、北海道
開発庁が 6％台であった。また「その他の施
設費等」250億円のうち、両年度とも文部省
が75億円、厚生省が40億円、農林水産省が37
億円、通商産業省が30億円、運輸省が22億円
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であった。

【平成 4年度】

　平成 3年は、株価の下落、大都市圏の地価
鎮静化、住宅投資の減少、乗用車販売の頭打
ち、設備投資の先行き減速の兆し等がみられ
たものの、平成 3年前半の時点では「経済が
全体として自律的拡大局面にある」と考えら
れていた。平成 3年度一般会計当初予算は総
額70兆3474億円、対前年度6.2％増であった。
一般歳出は37兆365億円と対前年度4.7％増で
あった。公債金はすべて建設公債であり、そ
の収入は前年度を2502億円下回る 5兆3432億
円となり、公債依存度は7.6％と前年度を下
回った。租税及印紙収入の対前年度伸び率は
6.5％であったが、法人税、消費税及び有価
証券取引税は減収が見込まれていた。
　平成 4年度予算の概算要求基準において、
経常的経費は対前年度10％マイナス、投資的
経費は対前年度同額とされたが、「生活関連
重点化枠」2000億円及び「公共投資充実臨時
特別措置」2000億円が設定された。概算要求
が締め切られた後、平成 3年 9月19日の財政
制度審議会総会（平成 3年度第 2回）に示さ
れたのが資料　8-112「平成 4 年度の財政事
情」である。そこでは、平成 3年度当初予算
と比較する形で、歳入については「中期展
望」の数値が示された。そこでは、税収増見
込み額を 3兆2600億円に抑えること、平成 3
年度予算ではNTT株式売払収入がなくても
国債整理基金特別会計から 1兆3000億円を受
け入れたが、平成 4年度は受け入れを行わず、
ただし歳出にはNTT無利子貸付事業を計上
すること、公債発行を4500億円減らすことが
見込まれた。歳出の概算要求をみると、国債
費は 1兆5100億円、地方交付税は 2兆4000億
円、それぞれ平成 3年度予算を上回っている。
一般歳出は 1兆9200億円増であるが、この他
に給与、年金・共済、恩給に係る追加分が
4000億円程度見込まれた。この追加分を除い
ても概算要求総額は76兆1800億円であり、
「中期展望」の歳入71兆6400億円との差額 4
兆5400億円が要調整額とされた。
　また、平成 3年10月 9 日の財政制度審議会
第一特別部会（平成 3年度第 1回）では、資

料　8-113「財政をめぐる最近の論調」が示さ
れた。これは新聞や経済雑誌等に表れた主な
意見等を項目ごとに要約したものであり、体
系だって整理されてはいないものの、審議を
進めるに当たってどのような論調が注目され
ていたかを窺い知ることができる。例えば、
国内外の経済情勢に関する強気・弱気両方の
見方、財政政策や予算編成における分野ごと
の財源配分の見直し、対外関係などの考慮、
社会保障における年金等の費用抑制、社会資
本整備における財源の選択や生活・自然・文
化との協調、防衛関係費の抑制、政府開発援
助の重点のおき方等に関する意見が紹介され
ている。
　予算編成の大詰めの段階で、平成 3年12月
6 日の財政制度審議会第一特別部会（平成 3
年度第 9 回）に示されたのが資料　8-114「平
成 4年度財政事情の概略試算」である。歳入
のうち税収は、景気の減速が明らかになって
平成 3年度税収が当初予算を 2兆7820億円下
回る見込みになったため、 9月時点の見通し
（資料　8-112）を変更して平成 3 年度当初予
算とほぼ同額とし、税外収入も対前年度同額
とされた。なお、実際の予算では、一般会計
歳出総額は72兆2180億円とされたが、一般歳
出は38兆6988億円に抑制され、地方交付税は
特例減額により前年度より少ない15兆7719億
円になった。また、NTT無利子貸付事業の
ための国債整理基金特別会計からの受入れは
2166億円となり、建設公債発行による 1 兆
834億円分は公共事業関係費に振り替えられ
て合計、無利子貸付事業の規模 1兆3000億円
は維持するものの、その財源のうち国債整理
基金特別会計からの受入れはAタイプ（収益
回収型）とCタイプ（民活事業型）を合わせ
た約3000億円とし、Bタイプ（補助金型）の
約 1兆円は建設公債を増発する方針がとられ
た。そのために建設公債も、限度一杯、すな
わち対前年度 1兆9000億円増の 7兆2000億円
程度発行することが見込まれた。また、歳出
のうち国債費は、平成 2年度剰余金9984億円
を概算要求額から差し引いた16兆5500億円が
見込まれた。地方交付税は、税収を基礎とす
れば16兆6000億円が見込まれた。一般歳出の
概算要求額は38兆9500億円であったが、公務
員給与改定等による追加分が4000億円程度あ



るために、実質的な要求は39兆3600億円、対
前年度 2兆3200億円増であった。その追加分
を除いても歳出総額は73兆4000億円となって、
要調整額は 2兆2000億円に上り、一般歳出の
削減に加えて地方交付税の減額も課題となっ
ていた。
　平成 3 年12月20日の財政制度審議会総会
（平成 3 年度第 4 回）では「歳出の節減合理
化の方策に関する報告」が取りまとめられた。
そこでは、①社会保障（医療費の適正化、国
立病院・療養所、政府管掌健康保険・雇用保
険の負担の適正化、生活保護、恩給）、②文
教・科学振興（教育予算編成上の基本的考え
方、義務教育国庫負担制度、私学助成、義務
教育教科書無償給与制度、国立学校特別会計、
科学技術）、③防衛、④公共事業、⑤政府開
発援助、⑥中小企業対策、⑦エネルギー対策、
⑧農業（農業関係予算の合理化・重点化、食
糧管理制度）、⑨国鉄改革（清算事業団の長
期債務等の処理、整備新幹線問題）、⑩電気
通信、⑪地方財政、⑫補助金等及び⑬人件費
の抑制について、それぞれ歳出の節減・合理
化・重点化等が提言された。平成 4年 1月24
日の財政制度審議会総会（平成 3 年度第 5
回）に報告された資料　8-115「「歳出の節減
合理化の方策に関する報告」の平成 4年度予
算における主な措置状況」は、その指摘事項
が実際の政府予算案にどのように反映された
かを、項目ごとに整理したものである。
　平成 4年度予算の最大の特徴は公共投資の
拡大であった。その背景には、昭和63年の
「世界とともに生きる日本―経済運営 5ヵ年
計画―」が内需主導型経済構造への転換と定
着を掲げ、また平成 2年の「公共投資基本計
画」が「生活環境・文化機能」を重視した社
会資本整備の推進を強調したことがある。資
料　8-116「一般会計公共事業費総額（社会資
本整備事業を含む）の事業別、省庁別配分額
及び割合」に示したように、公共事業費総額
は昭和63年度予算では 7兆2824億円だったが、
平成 4 年度予算では 8 兆1709億円と12.2％増
大している。そのなかで、省庁別の構成比は
建設省60％、農林水産省16％、北海道開発庁
10％、その他の省庁13％でほぼ変わらない。
ただし、事業区分でみると、下水道・環境衛
生等（下水道、環境衛生、公園、再開発等）

が 1 兆1614億円から 1 兆3455億円へ15.9％増
大したのが目立っており、その構成比は
15.9％から16.5％へ上昇した。
　平成 4年に入ると、個人消費と設備投資の
伸びが鈍化して景気の減速感が強まり、経済
は調整過程に入ったとの認識が広まった。平
成 3年末に 2万2983円だった日経平均株価は
平成 4年 3月末には 1万9345円に下落した。
3月31日、政府は緊急経済対策を決定したが、
そのなかで、平成 4年度上半期の公共事業執
行率を75％以上とすることが決められた。そ
して平成 4年 8月の総合経済対策以降、公共
事業の追加を伴う景気対策が繰り返された。
　平成 4年度後半も景気の低迷は続き、決算
の段階で税収不足が顕在化した。平成 5年 8
月11日の財政制度審議会総会（平成 5年度第
2 回）で示された資料　8-117「平成 4 年度の
税収決算額について」にあるとおり、平成 4
年度一般会計決算の租税及印紙収入は54兆
4453億円となり、補正後予算額を 3兆1857億
円、5.5％下回ったが、当初予算と比較すれ
ば 8 兆587億円、12.9％の大幅減であった。
租税及印紙収入の決算額が 2年連続で前年度
を下回ったのは戦後初めてであった。資料　
8-118「一般会計税収の予算額と決算額、税
収弾性値の推移」からわかるように、補正後
予算及び当初予算に対する減収額は最大であ
り、税収弾性値マイナス3.81は最低であった。
資料　8-119「平成 4 年度決算概要」にあるよ
うに、この税収不足は税外収入増額8441億円、
歳出の不用額8006億円及び空港整備事業費等
財源特定財源増38億円によっても埋めきれず、
決算上の不足額 1兆5447億円が発生する昭和
56年度以来11年振りの赤字決算となった。こ
の不足額は、国債整理基金から決算調整資金
に繰り入れられた資金を一般会計が組み入れ
る形で補てんされた。その後、平成 6年度当
初予算において決算調整資金への繰戻し及び
国債整理基金への返済が行われた。

【中期的財政運営】

　財政運営の課題は単年度の予算編成だけで
はない。「平成 2 年度特例公債依存体質から
の脱却」をめざす財政再建が前進するなかで、
平成元年 4月、財政制度審議会のなかに中期
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財政運営問題小委員会（以下「小委員会」と
いう。）が設置され、特例公債依存体質脱却
後の中期的財政運営について議論が行われた。
平成元年 5月17日の小委員会（第 2回）に示
されたのが資料　8-120「財政運営の諸指標の
性格について」である。そこでは、中期的財
政運営の指標として適切なものを選ぶために、
①一般会計歳出伸率、②公債依存度、すきま
率、③公債残高（特例公債残高）、③公債残
高対GNP比、⑤国債費率、及び⑥国民負担
率について指標としての特徴と問題点が整理
された。そのうえで、一般歳出削減努力が最
も重要であり、それが歳出繰延べ等の打切・
残高処理によるその残高減につながると同時
に、特例公債償還費繰入と四条公債（建設公
債）発行減による公債残高減を招き、それが
国債費減を通じて財務体質の改善と財政の対
応力の回復につながる、さらに国民負担率減
は財政の肥大化の防止と社会の活力の維持に
つながる、という指標間の関連が示された。
　同日の小委員会（第 2 回）では、資料　8-
121「57年度以降の各年度予算で行った特例
的歳出削減措置等」も示された。これは、昭
和57年度から平成元年度までの特例的歳出削
減措置等、いわゆる隠れ公債の全体像を示し
たうえで、とくに重要な厚生年金の国庫負担
金の繰入れ等の特例、住宅金融公庫利子補給
金の一部繰延べ、地方財政対策関係（地方財
政対策の改革による特会借入金（国負担分）
の一般会計負担、地方財政対策に伴う後年度
負担）、国債費の定率繰入の停止及び国鉄清
算事業団債務について、経緯と現状を整理し
たものである。これは、特例公債発行から脱
却したとしても巨額の隠れ公債が残っている
ことを強調するものであった。
　小委員会が議論を進める前提として、国・
地方を通じた支出と収入の伸びを想定して租
税と社会保障負担の規模を推計したのが、平
成 2年 1月29日の小委員会（第11回）に提出
された資料　8-122「国民負担率の将来推計」
である。ここでは、昭和47年度から昭和62年
度までの支出の対国民所得比が13.9％増大し、
租税・社会保障負担の対国民所得比（以下、
国民負担率）が12.8％増大した実績をもとに
して、平成12年度（2000年度）と平成22年度
（2010年度）の値を推計した。具体的には、

名目成長率と国債金利を一定の範囲に仮定し
て、①社会保障国庫負担分と国債費を除く支
出の伸び率を名目成長率に抑えるか、それと
も支出全体の伸び率を名目成長率に抑えるか、
②国債発行額を、平成 2年度の建設公債発行
額と同額のまま推移させるか、それとも国債
残高が平成 2年度と同額になるように建設公
債発行を抑制していくか、の 2点で比較する。
この推計では、①の歳出規模を厳しく抑える
ケースⅡ（国民負担率は平成12年度43.0～
43.3％、平成22年度45.9～47.7％）のほうが、
②の国債残高を厳しく抑えるケースⅢ（同じ
く43.8～44.6％、45.6～49.1％）よりも負担抑
制につながることが示された。
　小委員会では、①財政の現状等（これまで
の財政改革、現在の財政事情、財政を巡る環
境）、及び②中期的財政運営を考えるに当
たっての論点（高齢化社会の進展により国民
負担率の上昇が見込まれることへの対応、高
齢化・国際化の進展等を踏まえて中長期的に
財政が果たしていくべき役割、特例公債依存
体質脱却後に再度特例公債の発行に陥らない
ための財政構造の在り方、今後の公債残高・
国債費の水準、公債政策の在り方、今後処理
を要する隠れた負担の取扱い、特例公債の償
還の在り方等）について議論の方向がまとめ
られた。そのうえで、社会保障、文教・科学
振興、防衛、公共事業、政府開発援助、中小
企業対策、エネルギー、農業、地方財政の分
野別に中長期的な歳出の在り方が整理された。
　このような議論の積み重ねを経て、平成 2
年 3月 1日、財政制度審議会総会（平成元年
度第 8 回）は資料　8-123「平成 2 年度特例公
債依存体質脱却後の中期的財政運営の在り方
についての報告」を決定し、大蔵大臣に提出
した。報告は、中長期的財政運営の主な在り
方として、①国民負担率について、その上昇
を極力抑制すること、②公債政策として、国
債残高の減額ないし累増抑制、公債依存度の
引下げ、投資部門経費への部分的な税財源充
当、特例公債の早期償還、過去の財政支出繰
延措置等のすみやかな処理等を進め、定率繰
入れを継続すること、③財政が果たすべき役
割について、国及び地方の歳出規模の伸びを
極力抑制し、歳出の各分野を通じて効率的な
資源配分を行うこと、そして対外不均衡の是



正も健全財政原則に則して行うことを提言し
た。さらに報告は、中期的財政運営の目標と
して、公債依存度の 5％未満への引下げと特
例公債の早期償還に努め、国債残高が累増し
ないような歳出規模を極力抑制する財政体質
を作り上げることを目標として掲げた。
　平成 3年に入って景気が山を越えると、財
政運営の問題が現実化してくる。平成 3年 9
月19日の財政制度審議会総会（平成 3年度第
2 回）に示された資料　8-124「現在の財政構
造と財政運営の在り方」では、財政が持つ資
源配分、所得分配及び景気調整の機能が発揮
される条件を整理したうえで、現在は「財政
の硬直化」、「景気・税収の落ち込みにより特
例公債再発行に陥る脆弱性」、「将来への負担
を内包」という問題を抱えているため、国民
負担率を抑制することと、国債残高累増体質
から脱却するために公債依存度を引き下げて、
特例公債を早期償還し、歳出の伸びを極力抑
制することが、財政運営の在り方として強調
されている。また、資料　8-125「財政を巡る
環境」では、三高（株価、地価、為替）二安
（金利、物価）の状況が変化したため、従前
のような税収増は期待できず、NTT無利子
貸付事業の財源をどう手当てするかという問
題が生じ、他方で高齢化社会に伴う社会保障、
国際的責任の増大による政府開発援助、社会
資本整備のための公共事業等、歳出増加圧力
は一層強まっているため、公債残高と国債費
の増大及び一般歳出比率の低下に示されるよ
うに財政は疲弊している、との認識が示され
た。
　上で述べた平成 2年 3月の財政制度審議会
「平成 2 年度特例公債依存体質脱却後の中期
的財政運営の在り方についての報告」のなか
には「今後の財政規模と歳出の在り方」（第
2 章-Ⅲ-1）として、歳出の各分野において
今後果たすべき基本的方向が示されていた。
それについて、平成 4年 4月28日の財政制度
審議会（懇談会）で示された資料　8-126「「中
期的財政運営の在り方についての報告」の主
な措置状況」では、報告の指摘事項及びその
後の予算がそれにどのように対応しているか
が、①社会保障、②文教・科学振興、③防衛、
④公共事業、⑤政府開発援助、⑥中小企業対
策、⑦エネルギー対策、⑧農業及び⑨地方財

政について、それぞれ整理されている。
　この時期を通じた大きな課題の 1つが補助
金等の整理合理化であった。国が交付する補
助金等は、どの省庁が所管するか、補助する
根拠は何か、誰に対して交付するか、という
観点で分類することができる。その当初予算
段階の状況を示したのが資料　8-127「昭和62
年度以降（昭和62年度～平成 4年度）の各省
庁別・補助根拠別・交付対象別補助金等の件
数・金額」である。平成 4年度の数値をみる
と、総額16兆8241億円のうち、①所管する金
額が 1兆円以上を超えたのは、厚生省（ 6兆
9600億円）、文部省（ 3兆7253億円）、建設省
（ 1 兆9604億円）及び農林水産省（ 1 兆9329
億円）であり、 4 省を合わせると全体の
86.7％に達する。②補助の根拠としては、法
律で「負担する」とされているものが12兆
7140億円（75.6％）と最も多く、法律で「負
担できる」とされているものが 1兆5175億円
（9.0％）、予算措置として補助するものが 2
兆5926億円（15.4％）である。③交付対象は、
地方公共団体が13兆5960億円（80.8％）と大
部分を占めている。
　昭和60年度以降、地方公共団体に対する補
助費等について、補助率の引下げが段階的に
行われた。資料　8-128「昭和60年度以降各年
度（昭和60年度～平成 4年度）の補助率削減
による地方への影響額及び補填策」に示した
ように、経常経費関係は地方交付税の特例措
置、地方たばこ消費税及び調整債で財源措置
がなされ、投資的経費関係は臨時財政特例債
と調整債の発行で財源措置がなされた。平成
元年度からは恒久化、復元といった形で見直
しが進められ、地方公共団体への影響額は縮
小した。

【平成 5年度】

　平成 4年度の日本経済は調整の過程にあり、
個人消費、設備投資、鉱工業生産のいずれも
が停滞し、雇用情勢も急速に悪化していた。
平成 4年度の当初予算は、一般会計総額72兆
2180億円であり、対前年度比伸び率は2.7％、
平成 3 年度の伸び率6.2％と比べると緊縮気
味の予算であった。だが、平成 4年 3月31日
に「緊急経済対策」が決定され、さらには、
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同年 8月28日に事業規模10兆7000億円に達す
る「総合経済対策」が決定されるなど、財政
出動は積極的に行われていった。
　平成 5年度予算は、平成 4年12月26日に政
府予算案が閣議決定され、翌年 1月22日に第
126回国会に提出された。この予算案が提出
される 2日前、財政制度審議会では総会と法
制部会において 2つの資料が審議された。
　資料　8-129は、財政制度審議会総会で示さ
れた「『建議』及び『報告』の平成 5 年度予
算における主な措置状況」である。この資料
では、平成 5年度予算において、一般会計歳
出や一般歳出等の伸び率が前年度に比べて
はっきりと抑えられたこと、その一方で、景
気への配慮から、公共事業関係費については
平成に入ってから最も高い伸び率が確保され、
財政投融資や地方単独事業においても、積極
的な活用が図られたこと、その他、特例公債
の発行を回避するためにとられた臨時緊急の
特例的な措置、いわゆる生活大国の実現に向
けた取り組みの内容などが説明されている。
　法制部会に提出された資料　8-130「『国の
補助金等の整理及び合理化等に関する法律
案』について」は、臨時行政改革推進審議会
の答申などを踏まえて、補助金一括法によっ
てこれまで暫定措置とされてきた国の補助金
等に関して補助率の恒久化を図り、これを平
成 5年度から適用することが示されている。
具体的には、本法律案において、直轄事業の
補助率を原則 3分の 2、補助事業を原則 2分
の 1とすること、義務教育費国庫負担金のう
ち共済費追加費用について平成 5年度に全額
一般財源化することなどが定められた。以上
と併せて、国の負担にかかる繰入れの特例延
長措置もとられている。
　以上に述べた補助金の整理合理化は、当時、
政治的にも関心の高い問題であった。財政問
題に関する記者クラブ「財政研究会」での説
明資料（いわゆるレク資料）として作成され
た資料　8-131「平成 5 年度予算における補助
金等について」では、平成 5年度予算におい
て補助金等の総額が一般歳出の伸び率以下に
抑えられたこと、一般歳出に占める補助金等
の総額のシェアが昭和49年度以来の低い率に
なっていること、公共事業等の補助率等につ
いては恒久化することとしていることが示さ

れ、整理合理化の具体的な中身について、主
なものが示されている。
　次に、財政制度審議会の 2つの資料を取り
上げる。ひとつは、平成 5年11月29日の資料　
8-132「平成 5 年度の国債償還財源繰入れの
特例措置についての報告」である。国は国債
の償還に備えて、定率繰入れを原則とする減
債制度を整えてきた。しかしながら、平成 5
年度の財政は、年度途中に大規模な税収の減
少が見込まれることとなった。政府は、経費
の徹底した抑制、節減合理化を行ったが、そ
れでもなお、大幅に財源が不足するという状
況であった。この不足財源を補填するために
は特例公債の発行が不可避と考えられたが、
経常的経費を経常的収入で賄うという基本原
則に反すること、平成 2年度に特例公債依存
体質からの脱却が達成されたが、再び発行に
踏み切れば、歳出増加圧力に対する歯止めが
なくなることなどが懸念された。こうして、
財政制度審議会は、平成 5年度の減債基金へ
の定率繰入れを暫定的に停止するという結論
に至るのである。
　もうひとつは、平成 5年11月29日の財政制
度審議会総会で示された資料　8-133「平成 5
年度第二次補正予算の概要」である。以上に
述べたように税収の減少は深刻であったが、
第一次補正予算における「総合的な経済対
策」の実施にもかかわらず、急激な円高と冷
夏・長雨による個人消費の停滞とが景気を萎
縮させ、一段の補正予算による景気対策を求
める声が次第に強まっていった。そこで編成
されたのが「緊急経済対策」を盛り込んだ第
二次補正予算である。
　第二次補正予算は、生活者・消費者の視点
に立った社会資本整備、冷害対策が盛り込ま
れたことに特色があるが、ここで注目してお
きたいのは、「緊急経済対策」の冒頭に「規
制緩和等の推進」が掲げられ、そのなかで94
項目にのぼる緩和策が示されたこと、更に
「円高差益の還元」に続いて「厳しい経済情
勢等への対応と調和ある対外経済関係の形
成」が掲げられ、輸入促進のための施策等が
講じられることとされたこと、である。平成
5年 1月、アメリカではクリントン政権が誕
生した。これ以降、国際収支不均衡の是正に
対する、以前にも増して凄まじい外圧が日本



政府に加わるようになり、更には、日本経済
団体連合会の会長であった平岩外四を座長と
する「経済改革研究会」において新自由主義
的な経済路線が打ち出されていった。こうし
た内外の情勢を背景に、規制緩和という小さ
な政府への志向と内需拡大という大きな政府
への志向、このまったく反対を向いた 2つの
方向性が本補正予算において示されることと
なったのである。
　平成 3年度予算以降、概算要求基準のなか
で生活関連分野の公共投資の要求増が認めら
れるようになった。平成 5年度予算では、こ
の生活関連重点化枠について、従来の1750億
円から2190億円に増額が認められた。資料　8-
134「平成 3 年度、 4 年度、 5 年度の生活関
連重点化枠の事業別、省庁別配分額及び割
合」は、それらの増額がどのように省庁別に
配分されたかを知ることができる資料である。
平成 5年度に目立った増加を示したのは、道
路整備と下水道・環境衛生等であった。

【平成 6年度】

　平成 5年度当初予算は72兆3548億円、対前
年度比0.2％増という低い伸び率に抑えられ
た一方、 3次にわたって補正予算が編成され、
大規模な景気対策が実施されることとなった。
平成 4年に引き続いて、平成 5年は設備投資
が減少傾向にあり、有効求人倍率も低迷して
いたことから、春先に「総合的な経済対策」
が発表され、景気回復への期待が高まって
いった。しかしながら、急激な円高の進行と
冷夏・長雨の影響を受け、経済は容易に立ち
直ることができなかった。そこで、「緊急経
済対策」が打たれ、平成 6年に入って少しず
つ景気回復の兆しがあらわれるようになって
いき、 2 月にはこれに加えて「総合経済対
策」が実施された。財政が急激に膨張した年
として、平成 5年は記録に遺ることとなった。
　バブル崩壊後、公共事業関係費は増大を続
けていたが、規模の増大が予想される平成 6
年度予算の編成に当たって、社会資本整備に
おける公共事業の役割、そして、その配分の
あり方が問い直されることとなった。財政制
度審議会歳出の削減合理化等に関する特別部
会の下、公共事業に関する小委員会が設置さ

れ、平成 5年11月26日、そこでの議論の結果
が財政制度審議会により示された。それが、
資料　8-135「公共事業の配分のあり方に関す
る報告」である。
　本資料が強調するのは、景気の低迷が続く
なか、予算規模が増大する一方で、資源配分
の硬直化が顕著になりつつあるという認識で
あった。資源配分を見直すうえで、まず、定
義されなければならないのは、社会資本の範
囲である。平成 3年度予算において生活関連
重点化枠が認められ、また、宮澤喜一政権下
で「生活大国 5か年計画―地球社会との共存
をめざして―」が策定されたことから、社会
資本の再定義が様々な場所で議論されるよう
になった。だが、同小委員会は本資料で、教
育や文化、伝統、人材育成などは、その対象
とすべきではないとし、社会資本を施設に限
定する方針を示す。そのうえで、公共事業関
係費の範囲について見直しを提起し、地下鉄
等のインフラ整備をこれに加えること、その
他の施設費についても、学術研究施設や社会
福祉施設などへの重点的、あるいは着実な配
分を求めることとした。
　この資料のなかで最も注目されるのは、公
共事業予算の配分の基準が示されたことであ
ろう。配分基準は 3つあり、A生活環境整備、
B国土保全、C産業基盤整備に区分された。
そのうえで、生活環境整備に集中的な投資を
求め、一方、産業基盤整備に関しては、抑制
気味にこれを扱うこととされた。公共事業の
配分に抑揚をつけ、抑えるべきところは抑え
るという方向性を示したものといえる。ただ、
高速道路や拠点空港は通常であれば、Cに
区分されそうであるが、本資料では、上記の
三類型に分類しがたいものと位置づけられ、
国土骨格の形成、国際社会との交流のための
基盤的施設であるという認識のもと、着実な
整備を進めるよう求めた点など、やや政治的
な痕跡ものこされている。
　平成 6年度予算は、平成 6年 2月15日に閣
議決定されたのち、同年 3 月 4 日、第129回
国会に提出された。同年 2月28日に開催され
た財政制度審議会では、資料　8-136「『建議』
及び『報告』の平成 6年度予算における主な
措置状況」が示された。平成 6年度予算では、
前年度の第三次補正予算と一体的に運用する、
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いわゆる15か月予算の方針のもと、一般歳出
を全体として抑えながらも、公共投資は相対
的に高い伸び率が確保された。また、建議や
報告における指摘を踏まえ、減債基金への定
率繰入を停止してもなお、その運営上、支障
が生じないようにするため、NTT株式売却
収入のうち、地方公共団体に貸し付けられて
いる残高を国債償還財源とすることとした。
また、資料　8-135「公共事業の配分のあり方
に関する報告」で示された生活環境整備に関
しては、思い切った重点投資が行われ、事業
別シェア、省庁別シェアのいずれにおいても、
過去に例のない大きな変更幅を記録すること
となった。
　平成 6年 2月 4日の財政制度審議会では、
やや異例なことに税制改革を巡る資料が提出
されている。 1 つ目は、資料　8-137「税制改
革草案」であり、 2 つ目は、資料　8-138「税
制改革の草案のイメージ」である。平成 6年
2月 3日、細川護煕首相は、 5兆円を超える
所得減税を盛り込んだ「総合経済対策」を発
表したが、併せて、その財源に関連して、消
費税を廃止し国民福祉税を創設することが発
表された。政治的には、ほとんど調整らしい
調整も行われなかったと見受けられるなかで
発表されたこの新税は、各界からの猛烈な批
判も報じられ、最終的には撤回に追い込まれ
たが、翌日の 4日に、財政制度審議会におい
てこの税制改革案が議論されていたわけであ
る。
　資料　8-137では、冒頭、個人所得課税を軽
減し、間接税に重点を移した税制に改革する
ことによって、活力のある高齢化社会を実現
することが喫緊の課題として提示された。そ
のうえで税率を 7 ％とする国民福祉税（仮
称）の創設が謳われ、「高齢化社会において
も活力のある豊かな生活を享受できる社会を
構築するための経費に充てること」を目的と
することが明記された。ただし、この税は目
的税ではなく、実際に、ここで示されたよう
に、本格的高齢化社会に備え、豊かで質の高
い生活基盤を構築するため、地域の実情に
あった生活環境を中心とする社会資本整備も
含め、広範な使途が想定されていたと見受け
られる。このように、名称と内容との関係が
明確でない側面もあり、多方面からの厳しい

批判や報道の一因となったのではないだろう
か。
　資料　8-138では、以上の税制改革草案の具
体的なイメージが示されている。まず、税率
3％の消費税が廃止され、 7％の国民福祉税
の創設による16.6兆円の増収の一方、所得税
減税、住民税減税、相続税減税、法人税特別
税等に約 6 兆円、「21世紀ビジョン」に示さ
れたゴールドプランの見直し、加えて、生活
扶助基準の引上げ、年金等の物価スライドな
どに0.8兆円、国民福祉税の創設による政府
の財貨・サービス等の購入主体としての負担
増1.3兆円、償還財源に1.4兆円の減収が見込
まれ、全体で9.5兆円の増収が構想された。
以上のように、国民福祉税の創設によって社
会保障の充実が目指されたが、これが具体的
に実現に至ることはなかった。当時、日本政
府に対し、米国クリントン政権から強い減税
要求が加えられていた。そのための財源を新
税の創設によって担保することに政府の意図
があったとも考えられる。

【平成 7年度】

　幾度にわたり実施された景気対策によって、
平成 6年に入ると個人消費、住宅投資に回復
の兆しがみられた。しかしながら、円高を背
景とする企業の海外移転によって国内の設備
投資の上昇は抑えられ、失業率も高い水準で
推移するなど、日本経済は回復に力強さを欠
く状況であった。平成 6年度の当初予算は73
兆817億円、対前年度比 1 ％、一般歳出は
2.3％という伸び率であり、控えめな予算で
あったということができるし、平成 7年 1月
に阪神・淡路大震災が起きたことによって補
正予算が組まれたが、この年度は大規模な経
済対策が実施されない年となった。その意味
で、前年度に比べて緊縮的なスタンスが志向
されたということができる。実際、増大の一
途をたどる政府債務に対する政府の苦しい立
場、葛藤が資料的にも裏づけられる。
　まず、平成 7 年度予算編成過程で問題と
なったのは、前年度に発行が開始された減税
特例債の扱いであった。所得税の大規模な減
税が開始されたことによって、政府は公債の
発行が避けられない状況に追い込まれていた。



一方、平成 6年11月に税制改革関連法が成立
し、平成 9年 4月から消費税率が引き上げら
れることとなったことを背景に、この減税特
例債の位置づけが財政制度審議会で問題とさ
れるに至ったのである。それが資料　8-139
「減税特例公債の発行についての報告」であ
る。
　この資料では、減税特例公債の正当性が強
調されたあと、発行対象が減税先行に係る部
分に限られること、税制改革の完結後には発
行が解消され、かつ償還財源も確保されてい
ること、したがって、税制改革が完結するま
での複数年度にわたって発行の授権を得られ
るという減税特例公債を支える論理が解説さ
れている。また、後世代への負担を残さない
ために、償還期間を通常の60年から20年に圧
縮し、これを平成 6年分の減税特例公債にま
で遡って適用することとされていたが、この
判断に関して、消費税率の引上げを最小限に
抑えつつ個人所得税の負担軽減を行い、さら
に社会福祉等の財源捻出が必要であるという
状況を勘案しつつ、その判断の妥当性を認め
た。できるだけ早く償還を済ませたい大蔵省
の意図が感じられる資料である。
　平成 7年度予算案は、平成 6年12月25日に
政府案の閣議決定がなされ、翌年 1月20日に
第132回国会に提出された。財政制度審議会は、
昭和57年度以降、毎年度、歳出の合理化に関
する報告を閣議決定の前に行ってきたが、以
上に述べた財政状況の悪化を背景に、平成 7
年度のそれ、資料　8-140「歳出の削減合理化
の方策に関する報告」には、ひときわ強い危
機感が表明されることとなった。
　実は、前年度の報告から、それまで「歳出
の節減合理化」とされていたものが「歳出の
削減合理化」という表現に改められていた。
こうした流れを受け、平成 7年度報告は、各
歳出分野の抱える問題点のうち、特に重要と
考えられる点を主要検討項目として提示し、
そのうえで 9年ぶりとなる関係省庁からのヒ
アリングが行われた。財政の構造的な硬直化
への懸念、特例公債の発行再開の可能性が強
まるなか、「聖域」を設けることを戒め、歳
出削減に向けた本格的な政策シフトが示唆さ
れることとなったのである。
　一方、財政制度審議会は、以上の報告とと

もに各年度予算編成に関する建議が出される。
これらを受け、この年度も、平成 7年 1月20
日に資料　8-141「『建議』及び『報告』の平
成 7年度予算における主な措置状況」が総会
で示された。本資料では、冒頭、「あらゆる
歳出項目について聖域を設けることなく削減
合理化を進める」という基本的なスタンスが
明示される。前年度のそれが「制度、施策の
根本にさかのぼった従来以上に徹底した見直
し」という表現であったことから比べても、
一歩押し進めた記述になっている。
　ただし、公共事業の項目をみると、平成 5
年12月にウルグァイ・ラウンドの合意が、平
成 6年10月に公共投資基本計画の改定が成立
したこともあってか、「新しい『公共投資基
本計画』の考え方をも踏まえつつ、また、ウ
ルグァイ・ラウンド農業合意関連対策の着実
な実施を図りつつ、引き続き配分の見直しの
努力を継続していくべき」と、緊縮的スタン
スとは異なる、いささか苦しい記述もみられ
る。実際、平成 7年度予算でも、一般歳出が
3.1％と低い伸びに抑えられるなかで、公共
事業関係費は4.0％と高い伸び率が確保され
ることとなった。
　以上のような厳しい財政事情のもと、政府
債務に対する危機的な問題意識が高まって
いったようである。資料　8-142「特別会計の
借入金の推移」、資料　8-143「ゼロ国債の概
要（平成 6 年度補正）」は、いずれも一般会
計にはあらわれてこない、いわゆる隠れ借金
といわれるものを取り上げたものである。と
りわけ資料　8-142にあるように、平成 6 年度
以降、短期借入金が急激に増大していること
は注目される変化である。その主な理由は、
交付税及び譲与税配付金特別会計の借入れで
あったから、一般会計の債務が特別会計に転
嫁された姿がみて取れる。ここでも政府の苦
しい財政運営の実態が観察される。

【平成 8年度】

　平成 7年は 1月の阪神・淡路大震災、 3月
以降の急激な円高の影響、米国経済の減速な
どがあいまって、一時的に景気の動きが弱ま
りつつあった。しかしながら、平成 7年 4月
に「緊急円高・経済対策」が、そして 9月に
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は過去最大規模の「経済対策」が実施される
など、切れ目のない景気対策が行われ、緩や
かながらも経済は回復の兆しをみせはじめて
いた。一方、平成 8年度当初予算をみてみる
と、対前年度比5.8％という大きな伸びを示
していた。しかしながら、これは、平成 5年
度以降停止されてきた減債基金への定率繰入
れ、平成 4年度以来延期してきた一般会計承
継債務の償還が復活した結果、国債費が急増
したことによるものであった。実際、一般歳
出をみてみると、経常経費部門が厳しく抑制
されたことから、対前年度比2.4％増に抑え
られたという現状であった。このように平成
8年度予算は緊縮予算への回帰を目指す政府
の決意が滲んだものだったといえる。
　このような動きは、財政制度審議会の議論
にも色濃く反映された。平成 7年10月30日に
開催された財政制度審議会基本問題小委員会
で示された、資料　8-144「論点についてのメ
モ」をみてみると、財政健全化に向けての網
羅的な論点整理が行われている。このなかで
は、公共投資の景気拡大効果が弱まってきて
いること、構造改革が景気対策となりうるこ
と、コスト・ベネフィット・アナリシスの重
要性、世代間の負担格差など、その後の緊縮
財政期の論点を先取りするような指摘が行わ
れている点が注目される。
　続く11月24日の基本問題小委員会では、資
料　8-145「財政制度審議会　基本問題小委員
会　海外調査報告」が準備された。調査対象
国は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フラン
ス、スウェーデンの 5か国である。アメリカ
やヨーロッパで実施されている数値目標や支
出上限の設定、拡張的財政政策の効果の乏し
さ、政府が産業フロンティアを開拓するうえ
で果たせる役割は限定されており、財界から
の要求に応えること以上に財政健全化の方に
重きを置くべきであること、などが指摘され
ている。先のメモとあわせ、これらの方向性
は、後の財政構造改革路線へと継承されてい
くこととなる。
　次に、平成 8年度予算に関する資料をみて
おく。上述の11月24日に開催された基本問題
小委員会、また総会においても、資料　8-146
「平成 8 年度の財政事情について」という資
料によって、財政事情に対する大蔵省の認識

が示されている。大蔵省が懸念していたのは
税収の落ち込みである。平成 7年度の税収を
試算した結果、補正後予算額を 3兆円程度落
ち込み、平成 6年度の税収を下回ることが明
らかとなった。こうした見通しのもと、平成
8年度の税収は、平成 7年度の当初予算で見
込んだ税収の53兆7000億円を下回るものと考
えられたうえ、特別減税が継続されれば一層
の税収減が予想された。それまでは定率繰入
れの停止などの特例的歳出削減によってしの
いできたが、国債整理基金特別会計の資金不
足が起き、こうした緊急避難的な措置も限界
に直面しつつあった。こうして、「財政は今や、
容易ならざる事態に立ち至ったと申し上げざ
るを得ません」という大蔵省の強い危機感が
ここに示されることとなるのである。
　平成 8年 1月17日に開催された第 7回総会
で示された 2つの資料がある。 1つ目は資料　
8-147「『平成 8年度における財政運営のため
の公債の発行の特例等に関する法律案（仮
称）』について」である。同法律案に関し、
以前は、特例公債の発行に際して、「財政運
営に必要な財源の確保を図るための特別措置
に関する法律」が制定されていたが、特例公
債の発行再開に際して、「財政運営のための
公債の発行の特例等に関する法律」と名称の
変更が行われた。従来から外国為替資金特別
会計法第13条の規定に基づく一般会計への剰
余金繰入が行われていたが、これとは別に
2000億円を繰入れることができることとし、
この特別な措置を法律上明記したのである。
　 2 つ目の資料、資料　8-148「『建議』及び
『報告』の平成 8 年度予算における主な措置
状況」によると、平成 9年度以降の地ならし
のために従来にも増した洗い直しを行い、一
般歳出の経常部門経費を抑制したこと、減債
基金への定率繰入れをはじめとする特例的歳
出削減措置を大幅に縮減したことが指摘され
ている。公共事業関係費に関しては、前年度
並みの高い伸び率が維持されているが、「公
共事業の配分のあり方に関する報告」（資料　
8-135）で分類されたうちの生活環境整備へ
の重点化が引き続き求められ、効率化の要請
が全体として強められている。
　以上のうち、特例的歳出削減措置について
は、資料　8-149「平成 8 年度予算の編成に関



する建議」（財政制度審議会平成 7 年12月18
日）のなかでその意図が説明されている。す
なわち、償還財源の手当てに目処のない特例
公債を発行せざるを得ない状況への危機感が
吐露され、特例公債は、歳出を経常的な収入
で賄うという財政法の基本原則に「著しく反
し」ており、当初予算の段階からこの公債を
発行せざるを得ない事態が「誠に遺憾」であ
ると強い調子で述べられている。そのうえで、
特例的歳出削減措置等が多用されたことによ
り財政の実態が分かりにくくなってきている
のではないかとの批判があること、財政が特
例公債を発行せざるを得ない危機的状況に直
面していることから、その厳しい状況を国民
に開示する必要があることが示されている。
また、平成 5年度から平成 7年度においては、
日本電信電話株式会社の株式売却収入を活用
するという国債整理基金の資金繰りの方策を
採ることにより国債費の定率繰入れを停止し
てきたが、仮にこれを停止した場合には、国
債整理基金の運営に支障が生ずることとなる
平成 8年度予算においては、国債費の定率繰
入れの実施が適当という懸念が示されている。

【平成 9年度】

　財政制度審議会は平成 8年 1月17日に「財
政構造改革特別部会」を設置し、財政の役割
の見直し及び財政健全化の目標について集中
的な検討を開始した。これは、公的資金によ
る住宅金融専門会社（いわゆる住専）の不良
債権問題が最大の争点に浮上したため、平成
9年度予算の編成に向け、本来の財政構造改
革論議への関心を高めるべく大蔵省が早めに
仕掛けたものとされる。実際、財政構造改革
特別部会が概算要求基準の設定を睨んで大蔵
大臣に提出した「中間報告」を受けて、 7月
30日、「財政構造改革元年予算」を目指すと
する平成 9年度予算概算要求基準が閣議了解
された。そして、衆議院の解散・総選挙を経
て第 2次橋本内閣が発足した直後の11月22日、
内閣総理大臣と大蔵大臣の会談が行われ、そ
の合意内容として財政構造改革特別部会で示
されたのが、資料　8-150「総理―大蔵大臣会
談　 9年度予算編成に当たり、次の方針で取
り組むことに合意した。」であり、予算編成

方針決定の一月前という早い段階で「過去最
大の公債減額幅を上回る 3兆円以上の公債減
額を実現する」という具体的な数値目標が決
められたわけである。会談に同席した主計局
長によれば、大蔵大臣は「退路を断って実現
をいたしたい」との決意を表明したとされて
おり、「財政構造改革元年予算」の編成に向
けた大蔵省の強い決意が窺える。
　この総理・大蔵大臣合意を踏まえ、11月下
旬の段階で、大蔵省が平成 9年度一般会計予
算のフレームを試算し、同じ財政構造改革特
別部会で示されたのが、資料　8-151「平成 9
年度財政事情」であり、これによれば、消費
税率の引上げ及び特別減税の打切りによる税
収増 5兆円を見込んでも、一般歳出の概算要
求額が前年度予算を 1兆4800億円上回るため、
むしろ特例公債の4000億円増発が見込まれる
状況であり、総理・大蔵大臣合意の 3兆円以
上の公債減額を実現するには、少なくとも 3
兆4000億円以上の一般歳出の削減が予算編成
過程で必要であるという。
　財政制度審議会財政構造改革特別部会での
財政構造改革の審議は平成 8年秋以降、他省
庁の審議会との意見交換、海外調査の実施等
を交えて本格化し、同年12月12日、同審議会
総会での審議を経て、「最終報告」が大蔵大
臣に提出された。総会の審議に向け「最終報
告案」を作成した財政構造改革特別部会は、
財政構造改革の趣旨・内容を簡潔に明示する
ため、大部である「最終報告」の大半を占め
る「財政構造改革の方向性」の内容を箇条書
きのように整理している。これが「最終報
告」で資料　8-152「財政制度審議会財政構造
改革特別部会最終報告　11のポイント」と
なった。
　「財政構造改革最終報告」を踏まえ閣議決
定された財政健全化目標に沿って、「財政構
造改革元年予算」の位置づけの下、平成 9年
度予算の編成作業が進み、編成方針の閣議決
定、大蔵原案の閣議提出を経て、平成 8年12
月25日に予算政府案として閣議決定された。
そして、平成 9年 1月17日、予算の国会審議
を前に、財政制度審議会総会が開催され、同
審議会の「建議」、「報告」、「歳出削減合理化
方策」等の指摘事項が平成 9年度予算でどの
ように措置されたのかを、「指摘事項」と
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「措置状況」との対照という形で詳細に示し
たのが、資料　8-153「『建議』及び『報告』の
平成 9年度予算における主な措置状況」であ
る。例えば、「総論」編のプライマリーバラ
ンスの均衡では、「できるだけ速やかに」と
いう指摘事項に対し、措置状況では「 9年度
予算において〔中略〕達成」と早期の実現が
謳われている。他方、「各論」編の社会保障・
医療保険制度改革の給付体系の見直しでは、
「改革が平成 9 年度において必要」という指
摘事項に対し、本予算編成では実現できな
かったため、措置状況には「引き続き検討」
と記されている。
　平成 9年度予算の成立を受け、政府・与党
首脳の財政構造改革会議で財政構造改革の数
値目標や歳出削減策の詰めに向けた検討が進
み、平成 9年 6月 3日に決定された「財政構
造改革の推進方策」に基づき、同年 9月29日
に「財政構造改革法」が国会に提出された。
ところが、秋以降、金融システム不安の表面
化や、景気の停滞が鮮明になり、財政面から
の景気対策実施の要求が強まったため、財政
構造改革と景気対策の両立を図らなければな
らないという極めて難しい状況となった。そ
して、平成 9 年12月17日、資料　8-154「平成
9年度特別減税決定に関する橋本内閣総理大
臣記者会見」で、橋本首相は「日本発の世界
恐慌の引き金は絶対に引かない」との強い危
機感から、政府・与党首脳に対し、平成 9年
度補正予算で 2兆円の特別減税を緊急に実施
するよう指示したことを明らかにした。資料　
8-155「平成 9年度補正予算について」（財政
制度審議会「平成10年度予算の編成に関する
建議」抜粋）によれば、財政制度審議会は
「補正予算に関しても財政構造改革の趣旨が
反映されるべき」としており、財政面からの
景気対策には、財政構造改革の趣旨を直接侵
害しない特別減税しか選択肢がなかったので
あろう。
　平成 9年度補正予算でもう一つ焦点となっ
たのが金融システム安定化措置であった。平
成 9年11月、銀行・証券等の金融機関の危機
が深刻化したのに対して、大蔵省は日本銀行
に特別融資を求めるとともに、金融機関の破
綻防止には「公的資金」の導入が不可欠と判
断し、預金保険機構に対する借入金政府保証

限度の設定及び交付国債の措置というスキー
ムを策定して、平成 9年度補正予算に盛り込
んだ。ただ、資料　8-156「公的資金に関する
国会答弁」のとおり、大臣や政府委員の答弁
にみられるように、このスキームにおける
「公的資金」については、「公的組織を通じて
出されるものだから公的な資金ではないかと
いう判断もあり得る」、また、「最終的にどこ
が責任を負うかというところをもって」など、
議論の観点により解釈に違いがあり、正式な
定義､ 統一された定義はないという。

【平成10年度】

　平成 9年度予算の成立直後から、政府・与
党首脳の財政構造改革会議が量的縮減目標や
歳出削減方策の最終決定への詰めの審議を精
力的に行い、平成 9 年 6 月 3 日に最終報告
「財政構造改革の推進方策」を取りまとめた。
これを受け、資料　8-157「財政構造改革会議
最終報告　橋本総理記者会見」のように、会
議議長・橋本内閣総理大臣が財政構造改革の
主要内容を報告・説明した後、特に景気対策
との関連に言及し、今後は安易な財政依存で
はなく、民需中心の安定成長につなげる規制
緩和等の経済構造改革を積極的に進めること
を力説した。この最終報告は「財政構造改革
の推進について」として閣議決定され、平成
10年度予算編成の概算要求段階に早くも反映
されたのである。閣議決定を受けたもう一つ
の緊要な課題「推進方策の法制化」には、財
政展望等とは本質的に異なって拘束力を有す
ること、予算の国会議決及び単年度原則等の
憲法条項との整合性を確保することなど極め
て厄介な問題が少なくなかったが、大蔵大臣
の強い指示でまず作成したのが、法制化すべ
き項目を箇条書きにした資料　8-158「財政構
造改革の推進に関する特別措置法案（仮称）
の概要」であった。このように、平成10年度
予算に係る最大の特徴は財政面では本格的な
財政構造改革予算の編成であり、法制面では
「財政構造改革法」の制定であった。
　本格的な財政構造改革予算の編成は、長年
の懸案事項の抜本的解決にも道を拓くもので
あった。それが、平成10年度首28兆円近くに
も達する旧国鉄長期債務の処理問題であり、



「財政構造改革の推進について」における基
本方針と財源確保策に沿って、平成10年度よ
り実施される債務処理のスキームが固められ
たが、最大の争点は財源確保や税制改正の財
政問題であったから、スキームの調整に大蔵
省が中心的な役割を果たしたのは当然であっ
た。当該問題の経緯について、平成 9年10月
16日に開催された財政制度審議会歳出の節減
合理化等に関する特別部会で示されたのが資
料　8-159「国鉄長期債務の本格的処理につい
て」であり、同年12月 8 日に開催された同部
会で示されたのが、同月 3日の財政構造改革
会議企画委員会において提示された座長案で
ある資料　8-160「国鉄長期債務問題につい
て」である。「国鉄長期債務を特別会計承継
により国の債務として位置付ける」という運
輸省案を単なる債務の付替えに過ぎないと退
け、将来世代への安易な負担先送りの回避と
いう財政構造改革に従って、特別税創設を含
む多様な財源の確保と組合せに最大限の努力
を払ったことが如実に示されている。
　さて、本格的な財政構造改革予算である平
成10年度予算の編成作業は、平成 9年 7月 8
日の閣議で内閣総理大臣及び大蔵大臣が概算
要求の基本的方針と補足事項を指示したこと
により開始され、この基準に従い各省庁が提
出した概算要求額は同年 9月 9日に大蔵大臣
から閣議に報告されたが、主要経費別に定め
られた財政構造改革の推進方策に対応し、叙
述巻（『平成財政史―平成元～12年度』「第 2
巻　予算」）では、平成10年度に限り、「主要
経費別」の概算要求額調を掲載したので、本
資料巻では、同年 9月下旬の財政制度審議会
に報告された「所管別」の資料　8-161「平成
10年度一般会計概算要求額調」を収録掲載し
た。
　各省庁からの概算要求を受け、平成10年度
予算の編成が本格化した平成 9年10月14日、
大蔵省は 2週間ほど前に財政構造改革会議向
けに作成した資料を資料　8-162「財政事情の
試算」として財政制度審議会で示した。財政
構造改革の推進方策を踏まえ、平成10～15年
度の財政事情を大きく以下の 3つの仮定の下
に試算したものである。①名目成長率は 2つ
のケース（構造改革が進んだ場合の3.5%と、
そうでない場合の1.75%）を前提とし、②一

般歳出は、平成10～12年度は推進方策に従っ
て、後半 3 年度は想定伸び率（ 0 %、 1 ％、
2％）から機械的にそれぞれ歳出額を試算し、
そして、③特例公債を平成15年度まで毎年度
1.25兆円均等に減額して発行をゼロとする。
こうした仮定から試算された歳出額から歳入
額を差し引いたのが要調整額で、国鉄・林野
債務を除いても、平成10年度の場合、成長率
3.5%で2.1兆円、1.75％で2.9兆円に上る。要
するに、特例公債の減額目標の達成には、要
調整額に相当する更なる歳出削減なり歳入増
加が必要なのである。その後、同年12月15日、
財政制度審議会が「平成10年度予算の編成に
関する建議」の最終審議を行った際、経済の
現況に見合った1.75％のケースを前提に、国
鉄・林野債務関連を除いた予算フレーム試算
として、資料　8-163「平成10年度財政事情」
が示された。前記「財政事情の試算」に比較
すると、特例公債の均等削減額 1兆2500億円
は維持されつつ、税外収入の大幅増額、積算
金利引下げによる国債費の減額等によって、
要調整額は 2兆9400億円から 1兆4900億円へ
とほぼ半減している。ところが、前項で述べ
たように、この直後に決定された特別減税の
平成10年度分減収等によって、税外収入の一
段の増額措置にもかかわらず、平成10年度予
算・大蔵原案における特例公債の減額は3400
億円への縮小を余儀なくされたのである。
　平成10年度予算の編成は、編成方針の閣議
決定及び大蔵原案の閣議提出という詰めの手
続きを経て、平成 9年12月25日に予算政府案
として閣議決定された。そして、年明けの平
成10年 1 月14日、財政制度審議会総会・法制
部会が開催され、同審議の「建議」及び「報
告」での主要な指摘事項が平成10年度予算で
どのように措置されたのかを、「指摘事項」
と「措置状況」との対照で明示したのが、資
料　8-164「『建議』及び『報告』の平成10年
度予算における主な措置状況」である。本資
料の冒頭部分「 1．総論」の措置状況では、
財政構造改革法に規定された主要経費の量的
削減目標をすべてクリアし、対前年度比5705
億円減（1.3％減）という過去最大の一般歳
出の削減幅を達成したと謳われている。ただ、
「建議」で、「今回限りのギリギリの対応とし
てやむを得ないものと考えられるが」としな
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がら、「財政事情が更に悪化する事態に至る
ことは遺憾である」とあえて評した特別減税
に関する指摘事項は本資料では取り上げられ
ていない。
　既述のように、財政構造改革法の成立時に
は、金融機関の破綻など経済金融情勢が著し
く悪化していたため、早くも平成10年度予算
の執行開始直後の平成10年 4 月24日に「総合
経済対策」が決定されたのを受け、「財政構
造改革法」の改正を前提に、第一次補正予算
の編成を余儀なくされた。歳出補正の柱は社
会資本整備事業関連予算の大幅増であったが、
追加実施される所得税特別減税の恩恵が及ば
ない老齢福祉年金受給者、低所得高齢者等を
支給対象とした総額約1529億円の「臨時福祉
特別給付金」も重要な歳出増加措置であり、
その仕組みと予算額は資料　8-165「臨時福祉
特別給付金の概要及び平成10年度「臨時福祉
特別給付金」の補正予算内訳概要」のとおり
であった。しかし、その後も経済金融情勢の
低迷が続いたため、平成10年 8 月 7 日、小渕
新内閣は財政構造改革の基本精神は維持しつ
つも、「財政構造改革法」の停止を前提に景
気回復に全力を尽くすとの基本方針を表明し
たが、そうした財政運営の大転換を決定づけ
たのが、閣議に経済企画庁から提出された翌
日の10月 7 日、財政制度審議会で示された資
料　8-166「最近の経済情勢等について」（⑴
平成10年度経済見通し改訂試算、⑵日本経
済の動向について）であった。改訂試算の実
質値（前年度比）によれば、成長率は当初見
通しの1.9%増から改訂試算では1.8%減、民間
企業投資は3.5％増から10.1%減、民間最終消
費支出は2.5％増から0.9％減へといずれも大
きく低下しており、足元の経済情勢について
も「景気は低迷状態が長引き、極めて厳しい
状況にある」と総括しているように、例えば、
雇用面では有効求人倍率0.5倍、完全失業率
4.3%とも過去最悪の水準であった。
　こうした深刻な経済停滞を打開すべく、同
年11月16日に「緊急経済対策」が決定された。
同年12月 8 日には、財政構造改革法の停止と
セットで、約 5兆7000億円規模の第三次補正
予算が成立した。緊急経済対策との関連で整
理した補正予算のフレーム及び主要な追加歳
出の内容は、資料　8-167「平成10年度補正予

算（第 3号）フレーム」に示されている。そ
して、資料　8-168「緊急経済対策（平成10年
11月16日）の効果・財政措置」によれば、社
会資本整備等の財政措置による事業費17兆円
超に所得課税減税・法人課税減税の 6兆円超
を加えれば事業規模は20兆円を大きく上回り、
社会資本整備及び所得課税減税等による今後
1 年間のGDPへの効果は名目で2.5％程度、
実質で2.3％程度である。このように、第三
次補正予算の緊急経済対策の柱は歳出面では
社会資本整備、貸し渋り対策等、歳入面では
所得課税減税であったが、実は緊急経済対策
として最も論議を呼んだのは、事業規模0.7
兆円に過ぎない「地域振興券交付事業」で、
その仕組みの要点は資料　8-169「地域振興
券」のとおりであった。本施策が緊急経済対
策に位置付けられたのは、個人消費の喚起や
地域経済の活性化による地域振興を目的とし
たからであるが、交付対象から明らかなよう
に、実質は福祉給付であって、経済対策とし
ての効果には政府部内でも様々な議論があっ
たという。また、発券・交付等に要する市町
村の事務負担も相当なもので、資料　8-170
「地域振興券交付事業助成費」のように、事
務費は交付事業費のほぼ10分の 1 の700億円
超に上った。

【平成11年度】

　既述のように、平成10年度予算の成立直後
に決定された「総合経済対策」に従って、平
成10年 5 月末に財政構造改革法が改正された
のを受け、平成10年度第一次補正予算が編成
された。しかし、その後もなお厳しい経済状
況が続いたのを踏まえ、同年 7月新たに就任
した小渕内閣総理大臣は、平成10年 8 月 7 日
召集の臨時国会で財政運営の大転換を訴える
演説、資料　8-171「第143回国会における小
渕内閣総理大臣所信表明演説」を行った。同
演説の冒頭で、自らの内閣を「経済再生内
閣」と位置づけ、中長期的な財政構造改革の
必要性は否定されるものではないとしつつも、
厳しい経済情勢を直視し、財政構造改革法を
当面凍結し、政治主導で景気回復に向け全力
を尽くすため、平成11年度予算の概算要求基
本方針は同法凍結を前提とすること、事業規



模10兆円を超える平成10年度第二次補正予算
を編成すること、 6兆円を上回る所得課税の
恒久的な減税を実施することなど、日本経済
再生に向けた決意を表明したのである。こう
して財政構造改革法は「停止」、すなわち期
限の定めなく凍結されたが、凍結解除の規定
が必ずしも明確ではないことが国会の質疑で
も取り上げられた。この点に関し、資料　8-
172「第145回国会　衆議院予算委員会議録」
（平成11年 1 月25日）によれば、大蔵大臣は、
プラス成長と税収増の関係を重視し、「せめ
て 2％ぐらいの成長軌道というものがほぼ確
保できたときではないかと考えております」
と答弁している。
　前述の内閣総理大臣所信表明の 5日後の 8
月12日、平成11年度予算の概算要求基準が閣
議決定された日程に合わせて財政制度審議会
が開催され、同審議会会長から、資料　8-173
「平成11年度予算編成に関する所見（会長談
話）」が発表された。「所見」では、「中長期
的な財政構造改革を推進していくことの必要
性は､ いささかも変わるものではない」とし
た上で、内閣総理大臣所信表明で公約した財
政構造改革法の凍結について、現下の極めて
厳しい経済状況を踏まえ、景気回復のための
特別の臨時的措置が政治決断として行われた
ものであるとの受け止めを強調し、平成11年
度予算編成に当たっては財政構造改革の基本
的な考え方を踏まえるよう強く期待したいと
訴えている。しかし、平成10年12月11日、平
成10年度補正予算（第 3号）と併せて財政構
造改革法停止法が成立し、いわゆる15か月予
算の考え方の下、本予算と一体で、当面の景
気回復に全力を尽くすとの予算編成方針の基
調に従って、12月25日には平成11年度予算政
府案として閣議決定され、公共事業規模の確
保、金融システム安定化対策など、経済運営
に万全を期す積極的な財政運営が展開された
のである。
　特に歳出面の景気回復策の主柱となる公共
事業関係予算では、平成11年度予算で大きく
2 つの工夫がなされた。一つは、資料　8-174
「公共事業関係費の10年度・11年度の支出見
込」で示されているように、「支出見込」額
ベースでの規模の把握である。経済への直接
的な影響という観点から、形式的な基準とも

いえる従来の年度予算計上ベースではなく、
翌年度繰越分を調整し、工事の実施や業者へ
の現金払い等を把握できるより直截的な年度
支出ベースで公共事業関係費の規模を把握し
た上で、平成11年度予算の一部繰越を考慮し
ても、平成11年度で1.3兆円増、11％程度の
伸びを確保したのである。こうした公共事業
関係費の量的拡大の鍵となったのが、もう一
つの工夫である「公共事業等予備費」の活用
で、これにより公共事業関係費の予算総額は、
前年度の 8％近い減額から一転して10％超の
増額となった。資料　8-175「公共事業等予備
費とは」のように、憲法・財政法上は通常の
予備費と異なるところはないが、公債発行対
象経費である公共事業関係費に使途を特定で
きることが歳出の重点化及び景気回復政策の
効果という観点から、また、予備費の故に特
定事業経費の既得権化ないし後年度負担を回
避できることが歳出の合理化という観点から
評価され、久しぶりに復活したものであるが、
予備費の使途特定にはさまざまな議論があっ
た。ただ、予算追加の手続きは、本来、憲法
の定める国会議決主義によるべきであるから、
資料　8-176「予備費の使用について」のよう
に、昭和29年以降、原則として、通常の予備
費と同様に「公共事業等予備費」も国会開会
中は使用しないこととされ、機動的な使用に
は一定の制約があった。そして、この「公共
事業等予備費」5000億円の使用額と内訳は、
平成11年 9 月29日に大蔵省から公表された資
料　8-177「公共事業等予備費の使用につい
て」のとおりであるが、主要な使途である高
規格幹線道路、整備新幹線、関西国際空港等
の「国家的プロジェクトの推進」に関して、
「予見し難い予算の不足」という予備費の要
件に合致するか否かを巡り国会で質疑が行わ
れた。
　平成10年12月21日の大蔵原案の内示、同月
25日の予算概算の閣議決定を経て、平成11年
1 月19日に国会に提出された平成11年度予算
について、例年どおり、財政制度審議会にお
いて資料　8-178「『建議』及び『報告』に関
する主な措置状況」が示された。政治主導の
積極的な景気対策予算に対し、財政制度審議
会は、新規施策には過大な後年度負担をもた
らさないよう十分な精査を、また、既存制
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度・施策には財政構造改革の基本的考え方を
踏まえるよう強く訴えてきたが、一般歳出が
前年度の1.3%減から一転して5.3%増となった
だけに、「措置状況」の記述の重点も、当面
の景気回復に向け全力を尽くすなかで、財政
構造改革の基本的考え方は維持し、経費の合
理化・効率化・重点化を図ったことに置かれ
ている。むしろ、厚生年金国庫負担に係るい
わゆる隠れ借金、すなわち、特例的な繰延措
置（7000億円）を行わないことによる影響を
除けば、社会保障関係費の伸び率は8.4％か
ら3.7％に大きく低下すると、わざわざ注記
しているように、積極財政の方針は、こうし
た隠れ借金の実態を堂々と表に出す機会とも
なったのである。
　平成11年度予算における「当面の景気回復
に全力を尽くす」という編成の観点は、当然
のことながら、予算の執行方針でも踏襲され、
予算成立直後の平成11年 3 月23日、閣議決定
された公共事業の前倒しに関する、資料　8-
179「平成11年度上半期における公共事業等
の事業施行等について」では、上半期末の契
約済額が過去最高の前倒しを図った平成10年
度の実績に比較して10％を上回る伸びとなる
ことを目指すという積極的な目標が掲げられ、
必要適切な事業施行を確保するため、大蔵大
臣を議長とする「公共事業等施行対策連絡会
議」が設置された。こうした公共事業等の前
倒し、「緊急雇用対策」実施のための第一次
補正予算の早期編成、前述の公共事業等予備
費の使用など景気対策にもかかわらず、なお
民需の回復力が弱く、雇用情勢も厳しいとい
う現状認識に立って、平成11年11月11日、介
護対策を含め、総事業規模18兆円程度に上る
「経済新生対策」が決定された。その主要な
事業種類・内容と必要国費概算の全体像が、
資料　8-180「経済新生対策（別紙）」である
（なお、事業規模と国費の差額は地方負担等
である。）。そして、この経済新生対策の実施
に必要な財政措置を精査し、確定した予算額
を計上した平成11年度第二次補正予算が編成
され、同年12月 9 日に成立をみた。事業規模
と歳出予算額とを対応させた本補正予算の枠
組みは、財政制度審議会に報告された、資料　
8-181「平成11年度補正予算（第 2 号）フ
レーム」のとおりである。このうち、「1.社

会資本整備費」から「6.介護対策費」まで 6
項目の合計 6兆5041億円が経済新生対策に対
応する補正予算の一般会計部分で、大蔵省は
「真水相当分」と説明している。ただ、本資
料右側・欄外に記載されたように、この第二
次補正予算の編成により、公債依存度が戦後
最高の水準に上るなど、財政の悪化が一段と
進んだのである。

【平成12年度】

　平成12年度予算の編成では、連立政権の下、
最重要施策の社会保障を巡る連立与党内部の
対立、中央省庁等改革に伴う予算編成手続き
の複雑化など難しい政治・行政環境のなかで、
自律的な景気回復と新たな発展基盤の確立を
目指す積極財政の基調が引き継がれた。まず、
政治環境の面では、自由民主党・自由党のい
わゆる「自自連立政権」に公明党が参加し、
いわゆる「自自公連立政権」の成立をみたが、
平成11年10月 4 日の三党合意、すなわち、資
料　8-182「三党連立政権合意書」における政
治・政策課題のなかで、予算編成のもっとも
大きな争点となったのが社会保障に関する合
意であった。第一は、高齢者社会保障の公費
負担割合を概ね二分の一に大幅拡充し、その
ために消費税を福祉目的税に改めるという基
本政策合意である。これは、消費税収の高齢
者社会保障財源への充当について、社会保険
方式から公費方式（税方式）への転換を訴え、
前年度予算で採用された予算総則での規定を
否とする自由党への配慮であると思われる。
第二は、平成12年 4 月からスタートする介護
保険の円滑実施に向け、高齢者の負担軽減と
そのための財政支援を検討するという個別政
策合意である。
　これに対し、大蔵省は平成11年10月13日開
催の財政制度審議会で資料　8-183「社会保障
関係」と題する大部の資料を示し、平成12年
度予算の編成に係る社会保障の主要な検討課
題と視点、関連データ等を提示したうえで、
財政当局としての考え方を詳しく論じている。
例えば、「Ⅰ．社会保険方式と税方式につい
て」では、社会保障の基本理念、給付・負担
の緊張関係、税・保険料の国民負担バランス
の視点から、税方式に強い疑問を投げかけて



いる。また、平成11年11月の「経済新生対
策」によって、介護保険の円滑実施に向けた
保険料徴収凍結等への特別財政措置が平成11
年度第二次補正予算に計上されることとなる
が、この特別措置についても、「Ⅱ．介護保
険制度」で、「保険料負担なき保険方式」は
「単なる負担の先送りとなるのではないか」
との疑問を表明している。
　次の行政環境の面では、国の行政組織及び
事務・事業運営の簡素・効率性、総合性・機
動性・透明性の向上を図るという基本理念の
下に、平成10年 6 月に成立した「中央省庁等
改革基本法」が平成12年度予算の編成事務作
業に少なからぬ影響を及ぼした。何よりも、
1府22省庁体制から 1府12省庁体制への中央
省庁再編に伴って、平成13年 1 月、平成12年
度を二分割する形で、予算の要求・執行・決
算の主体となる所管府省体制の再編が行われ
たことである。平成12年度予算の編成は、平
成12年 4 月から12月の 9か月分は旧体制、平
成13年 1 月から 3月の 3か月分は新体制で分
割計上しなければならないため、少数の例外
を除き、新所管府省の決定（新旧所管府省の
対照は資料　8-184「新府省所管・旧府省所管」
のとおりである。）、概算要求基準及び要求書
の分割、分割計上への予算編成プログラムに
ついての修正など、煩瑣な準備作業が必要に
なった結果、平成11年度実績に比較し、平成
12年度には、概算要求書のページ数、予算書
の枚数ともほぼ1.5倍に上ると見込まれた。
そのため、国会提出の遅れの一因とされた予
算書の作成についてみれば、校正などの作業
全体で、前年度実績よりも相当多い日数が必
要と見込まれたのである。もう一つ、「中央
省庁等改革基本法」の影響は財政制度審議会
の運営にも及んだ。平成11年10月 1 日開催の
財政制度審議会で資料　8-185「平成11年度の
財政制度審議会の運営について」が示され、
予算編成の透明性やアカウンタビリティの向
上、審議会の公開性の向上等の観点から、説
明・審議方法の改善、財投改革関連事項の審
議、議事録の原則公開等が承認された。
　以上のような難しい政治・行政環境のなか
で、平成12年度予算の編成作業が精力的に進
められ、概ね従来のスケジュールと同様に、
平成11年12月20日の大蔵原案の閣議提出を経

て、12月24日には予算政府案として閣議決定
された。そして、平成12年 1 月20日に開催さ
れた財政制度審議会で、例年どおり、大蔵省
から、資料　8-186「『建議』及び『報告』の
平成12年度予算における主な措置状況」が示
された。「総論」で注目されるのは、公債発
行額が32兆6100億円に、公債依存度が38.4%
に上ることを認めつつ、それは、経済運営に
万全を期すとの観点に立ち、公共事業につい
ては、景気回復に全力を尽くすとの観点に
立って前年度当初予算と同額の公共事業等予
備費を確保することに加え、金融システム安
定化､ 預金者保護を図るため、預金保険機構
に交付する国債の償還財源として4.5兆円を
国債整理基金特別会計に繰入れると強調して
いることである。実際、平成12年度予算の歳
出面の第一の特徴は、歳出総額3.8%増のなか
で国債費が10.8%増という極めて高い伸びを
示していることであるが、その原因は専ら、
前述の預金保険機構保有交付国債償還財源の
予算繰入れを敢えて行ったことにあった。大
蔵省の説明によれば、この償還財源予算繰入
の減額、すなわち国債費の減額によって国債
発行額の減額を図るという手法をとらなかっ
たことが、金融システム安定化､ 預金者保護
に万全を期すという観点の意味であるという。
ただし、資料　8-187「預金保険機構国債の交
付・償還状況等」において、平成13年度の償
還財源繰入がゼロであるように、平成12年度
予算での予算繰入4.5兆円のうち 2 兆円は、
平成13年度分償還財源を歳出増・国債発行増
もやむなしとされた平成12年度予算に前倒し
計上したものであり、それは、翌平成13年度
予算において財政の健全化（30兆円以下への
国債発行額の抑制）に踏み出す布石であった
という。
　また、前年度に続き、公共事業関係費の予
算規模の確保に、公共事業等予備費5000億円
を活用したことも、翌年度予算の編成で財政
健全化への足場を築く努力の一つとされてい
る。特に平成12年度予算においては、予算成
立直後から、景気の下支えの観点等から公共
事業等予備費の早期使用が政府・与党の方針
となっていたが、 4月から 7月にかけての予
期せざる政治情勢の激動に阻まれ、漸く平成
12年 7 月25日の閣議で公共事業等予備費の使
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用が決定された。その使用内訳は、資料　8-
188「公共事業等予備費の使用について」の
とおりであり、基幹的交通網の整備、有珠山
等の緊急災害復旧・防災対策、社会保障・教
育研究基盤の充実等が主な使途であった。し
かし、なお民需中心の自律的回復には至って
いないという経済状況認識、IT革命や循環
型社会の実現といった観点から、平成12年10
月19日、政府が新たに「日本新生のための新
発展政策」を決定したのに従い、その実施の
ために平成12年度補正予算を編成し、11月22
日に成立をみた。資料　8-189「平成12年度補
正予算について」の「『日本新生のための新
発展政策』の事業規模と国費」にあるように、
社会資本整備、中小企業等金融対策、住宅金
融・雇用対策等を柱に「日本新生のための新
発展政策」の事業規模は11兆円程度、国費は
3.9兆円程度と見込まれたのを受け、「平成12
年度補正予算の骨格」にあるように、経済対
策関係歳出 3 兆8521億円を中心に総額 4 兆
7832億円の歳出が計上された。他方、歳入面
をみると、税収は 1兆2360億円に過ぎず、国
債の追加発行額を 2兆円未満に抑制するには、
資料　8-190「『平成11年度歳入歳出の決算上
の剰余金の処理の特例に関する法律案』につ
いて」にある同法律と補正予算とのセットで
成立を図る必要があり、平成11年度の決算上
の剰余金 1 兆403億円全額を補正予算歳入に
計上するという特例措置を講じたのである。

【中期統計】

　本巻に掲載した予算関連資料の大部分は、
一般会計において政府が新たな施策を行った、
もしくは財政再建のための措置をとったこと
に関する資料である。ただし、それ以外にも
記録に値する資料は存在する。
　政府が予算において新規施策をとらない分
野においても、既存の制度を運営するだけで
前年度に比して当該年度の経費は増える。こ

れを当然増経費という。その推移を示したの
が資料　8-191「当然増経費の推移」である。
当然増経費は、国債費や地方交付税交付金に
限られず、一般歳出のなかにもある。そこに
は、給与費の増大に加えて、支出対象の自然
増、制度の平年度化、国庫債務負担行為等の
歳出化等による経費増大も含まれる。「平成
2年度→平成 3年度」のように、多いときは
4兆円台の当然増が生じていた。
　一般会計の経費は、他の会計もしくは機関
を経由して国民へのサービスに用いられるこ
とが多い。資料　8-192「一般会計から特別会
計への繰入れ状況」に示したように、一般会
計歳出のうち特別会計への繰入れが一貫して
6割前後を占めている。とくに、国債整理基
金特別会計への繰入れは平成元年度まで11兆
円台であったが、平成12年度には22兆円近く
に達した。また、交付税及び譲与税配付金特
別会計への繰入れは15兆円前後で推移した。
さらに、厚生保険特別会計及び国民年金特別
会計の年金勘定に対する繰入れも急増した。
それに対して公共事業関連の特別会計繰入れ
は、道路整備、港湾整備、治山、治水の繰入
れがともに平成 6年度をピークとしており、
その後は伸びが止まった。なお、産業投資特
別会計社会資本整備勘定への繰入れは、
NTT株式売払収入を国債整理基金特別会計
から受け入れて公共事業に活用したものであ
る。
　資料　8-193「一般会計から政府関係機関、
公団、事業団への繰入れ状況」に示したよう
に、一般会計から政府関連法人へは、出資金、
補助金等（補助金、委託費、負担金、交付金、
補給金）及び貸付金の形で支出が行われる。
例えば、平成12年度予算についてみると、出
資金8767億円、補助金等 2兆2202億円及び貸
付金1050億円である。これらを合わせた繰入
金総額は 3兆2019億円であり、これは一般会
計歳出予算の3.8％にあたる。



【平成元年度】

8-97　 64年度予算の問題点

◯　歳入
1．税収

62年度決算 　467,979億円
63年度予算 　450,900億円
7月末税収累計 　 90,745億円（対前年比　＋2.8％、進捗割合　20.1％）

・63年所得税減税 △ 13,000億円
・税制改革による減税超過額 △ 24,000億円

2．公債金 （平年度）　  （単位：億円）
年　度 60 61 62 63 64（中期展望）

公 債 発 行 額 116,800 109,460 105,010 88,410 72,600
　うち特例公債 57,300 52,460 49,810 31,510 15,700

（減額幅） △ 4,840 △ 2,650 △18,300
　（中期展望の減額幅） △11,500 △13,100 △16,600 △15,800

◯　歳出
一般歳出

64年度概算要求基準 経常部門　△10％　　投資部門　 0％
概算要求額（対63予算） ＋9,095億円（昭和63年度　　＋5,946億円）
このほかにベア関連の増加要因がある。

（注 1  ）64年度概算要求における特殊要因等
①　石油税財源からの石特繰入れ

63’ 64’ 63’→64’
△1,290億円 ＋1,040億円 ＋2,330億円

②　参議院選挙 370億円
③　共済再計算 330億円
　　特殊要因　　　計 3,030億円

（注 2  ）補助金等特例法等に基づき暫定措置が講じられてきた事業に係る補助金等について、  
（59年度補助率等により算出した金額）－（64概算要求額）＝15,200億円

（出所 ）財政制度審議会総会（第 2 回）昭和63年 9 月22日配付資料⑵「昭和64年度予算編成に
ついて」より抜粋（財政制度審議会「昭和63年度　財政制度審議会資料集　総会編」126
ページ）｡
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8-98　 平成元年度財政事情の概略試算
（単位：億円）

63年度予算 平成元年度予算
備　考

62’→63’ 63’→
元年度

（歳入）
税 収 450,900 38,960 510,000 59,000 ・ （450,900＋30,000（63年度減税後自然増収））×

1.06≒510,000
　　　　（仮置き）

±α ±α

税 外 収 入 14,687 △9,373 10,000 △5,000 ・ＪＡＬ株式売却益の皆減等

Ｎ Ｔ Ｔ 13,000 13,000 13,000 0

公 債 金 88,410 △16,600 72,000 △16,000 ・ 平成 2年度脱却のため特例公債均等減額

計 566,997 25,987 605,000 38,000
±α ±α

（歳出）
国 債 費 115,120 1,785 117,000 2,000 ・ 概算要求額（162,221）－定率繰入（26,080） 

－62’剰余金（18,937）
地方交付税 109,056 7,215 135,000 26,000 ・上記の税収を基礎に仮置き

±α’ ±α’
Ｎ Ｔ Ｔ 13,000 13,000 13,000 0

一 般 歳 出
　経常部門

329,821
258,975

3,987
4,256

346,000 16,000 ・ 実質要求＝概算要求（9,100）＋ベア関連等
（約3,500）＋消費税影響額（約3,000）

　投資部門 70,846 △269

計 566,997 25,987 611,000 44,000
±α’ ±α’

要 調 整 額 ―― 6,000±α

（出所 ）財政制度審議会総会（第 3回）（懇談会）平成元年 1月 9日配付資料⑴（財政制度審議
会「昭和63年度　財政制度審議会資料集　総会編」145ページ）｡

8-99　 「歳出の節減合理化の方策に関する報告」の平成元年度予算における措置状況
平成元年 2月 7日主計局

報告指摘事項 措置状況
1．社会保障
⑴　医療費の適正化等
・レセプト点検の強化、指導監査の徹底など従来から
の施策を更に推進するほか、長期入院の是正、検査の
適正化等を推進するとともに、診療報酬の合理化、薬
価基準の適正化を図る。特に、老人医療については、
その医療費の適正化を図る観点から、自己負担、支払
方式等について見直しを図る。

・医療法に基づく都道府県の医療計画を基本としつつ、
病院・病床等の適正配置を推進

・指導監査、レセプトの点検及び審査、医療費通知等
従来ベースの対策の充実・強化
・ 5人未満法人事業所等の健康保険適用の促進
・高額療養費自己負担限度額の引上げ
　（54,000円／月→57,000円／月）
・長期入院の適正化等老人医療費の適正化
・支払基金、国保連合会等における審査体制の充実
・地域医療計画の早期策定及び地域医療計画に係る病
床規制の実施



報告指摘事項 措置状況
・国立病院・療養所について、国立医療機関として果
たすべき役割を明確にし、施設の再編成・合理化を計
画的に実施するとともに、経営の合理化を引き続き促
進

・昭和61年度より、おおむね10年計画で再編成・合理
化を推進
・国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の
施行による国立病院・療養所の経営等の委譲等を推進

⑵　生活保護
・生活保護の一層の適正化 ・補助率の見直し（3/4　恒久化）

・不正受給ケースの重点調査指導、医療扶助の適正化
など引き続き適正化に努力

⑶　公的年金の制度改正
・平成元年に予定されている公的年金の財政再計算に
当たっては、現役世代の負担を考慮しつつ適正な給付
水準とするとともに、平成 7年を目途に公的年金制度
の一元化を完了するという方向で一元化の地ならしを
進める。

・現役世代の負担との均衡に配慮しつつ、老後生活に
占める年金の役割の重要性を勘案して、年金給付水準
の改定、保険料（率）の引上げとともに、年金支給開
始年齢の段階的引上げ（60歳→65歳、平成10年度着
手）を実施

⑷ 　厚生年金の国庫負担繰延べ措置
・国庫負担繰延べ措置を講ずることもやむを得ず
・財政体質の健全化及び公的年金制度の安定的運営の
見地から中長期的展望に立って所要の見直しを検討す
べき

・厚生年金の繰入れ特例措置
　　　　　　　 昭和63年度　　　平成元年度
　　　繰延額　　 3,600億円 　→　 3,240億円

・全体としての財政体質の改善を図り、国民の年金財
政に対する信頼確保を図るという観点から、過去の特
例措置の一部約15,100億円を繰戻し（昭和63年度補正
予算）

⑸　恩給
・臨時行政調査会、臨時行政改革推進審議会の答申等
を踏まえ、年金制度改革とのバランスを考慮した見直
しを行っていくとともに、新規の個別改定は引き続き
行わない。

・公務員給与改善率、消費者物価上昇率等諸般の事情
を総合勘案して恩給年額を引き上げる（2.02％）とと
もに、公的年金とのバランス等を考慮して、普通扶助
料の寡婦加算、公務扶助料の遺族加算の額等を改定

2．文教・科学振興
⑴　教育改革
・行財政改革の基本方針を踏まえ、教育関係予算の中
で、既存施策の合理化・効率化とともに資金の重点配
分を図ることにより対処

・各種施策について、効率化・重点化に努めつつ、初
任者研修の本格的実施等引き続き教育改革を推進

⑵　義務教育費国庫負担制度
・国と地方の機能分担、費用負担の在り方の観点から、
制度の目的、発足以来の経緯等をも踏まえ、引き続き、
負担対象等について見直しを行う必要

・共済長期給付について 2年間で段階的に　1/2　に復元
を図る等の見直し

⑶　第 5次学級編制及び教職員定数改善計画 
・引き続き財政事情等を勘案し、その実施を抑制 ・第 5次学級編制及び教職員定数改善計画の実施につ

いては、国の財政事情等を考慮しつつ決定
（第 5次計画分）
自然減 △14,400人
改善増 10,132人 40人学級　8,194人
 その他　　1,938人
ネット減 △4,268人
 
（初任者研修分） 3,253人
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報告指摘事項 措置状況
⑷　私学助成
・引き続き総額抑制を図るとともに重点的・効率的配
分等内容の見直しを推進

・私立大学等経常費補助金及び私立高等学校等経常費
助成費補助金については、国の財政事情、私学の果た
している役割、消費税の導入の影響等を勘案
　　　　　　　　　　　　　昭和63年度　平成元年度
　私立大学等経常費補助金　2,453.5億円→2,486.5億円
　私立高等学校等経常費
　　　　　　助成費補助金　　　735億円→　　755億円
・私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助金、
私立大学研究設備整備費等補助金については、特色あ
る教育・研究プロジェクトについての助成を一層重視
　私立大学・大学院等教育
　　研究装置施設整備費補助金
 74億円→ 80.5億円
　私立大学研究設備整備費等補助金　
 14億円→ 17.5億円
・補助の配分の見直しについては、傾斜配分の強化、
経営状況の反映等の観点から検討中

⑸　義務教育教科書無償給与制度
・有償化について引き続き検討 ・教科書有償化問題について引き続き検討することと

し、平成元年度予算では無償措置を継続
　　　　　　　　　　　　昭和63年度　平成元年度
　義務教育教科書購入費　 433億円 →　 436億円

⑹　国立学校特別会計へ繰入れ
・国立大学の入学料・検定料については、私立大学と
の均衡等を考慮して適正化
・国立大学の授業料についても、学部別授業料の導入
等も含め検討

・国立大学の入学料・検定料については、私立大学と
の均衡等を考慮して引上げ
・国立大学の授業料については、学部別授業料の導入
について引き続き検討
　国立大学　　　　　昭和63年度　　平成元年度　
　　入学料　　　　　 180,000円　→　206,000円
　 （うち消費税　6,000円）
 （平成 2年 4月入学者から）
　　検定料　　　　　　23,000円　→　 25,000円
 入試センター
　　　共通一次 試験
　　　　　　　　　　　11,000円　→　 12,000円
　　　二　　次　　　　12,000円　→　 13,000円
  （平成 2年度入  

学志願者から）
　（参考）
　　授業料　　　　　 336,000円　→　339,600円
 3,600円は消費税導入に　
 伴うコスト・アップ分　
 （平成元年 4月入学者から）



報告指摘事項 措置状況
⑺　科学技術
・各種施策の優先順位を十分考慮し、その徹底した見
直しを行いつつ、効果的・効率的に推進

・ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラ
ムの推進、創造科学技術推進制度の拡充等基礎的・創
造的研究に重点的な資金配分を行う一方、既プロジェ
クトについて必要に応じて進度調整を行う等効果的・
効率的な科学技術の振興に配意
　　　　　　　　　　昭和63年度　　　平成元年度
　科学技術振興費　　 4,173億円 　→　 4,480億円
　　　　　　　　　　　 4.2％　　　　　　7.4％

3 ．防衛
・他の歳出項目との調和、正面と後方のバランスに配
慮しつつ、引き続き抑制

・円高、石油価格の低下、消費税の影響等の要因を踏
まえ、全体規模の圧縮に努力

・特に平成元年度については、円高、石油価格の低下
といった要因があることを十分に踏まえるべき

　　　　　　　　　　昭和63年度　　　平成元年度
　防衛関係費　　　　37,003億円　→　 39,198億円
　　　　　　　　　　　　5.2％　　　　　　5.9％
　（対ＧＮＰ比）　　　　　1.013％　　　　　1.006％

4 ．公共事業
・公共事業関係費については、ＮＴＴ株式売払収入の
活用も含めて前年度同額とされている概算要求基準に
沿って予算編成を行うべき

・公共事業関係費については、ＮＴＴ株式売払収入の
活用を含めて前年度と同水準を確保。なお、消費税影
響額を適切に計上したため、総額としては対前年度
2％の増
　　　　　　　　　　昭和63年度　　 平成元年度
　公共事業関係費　　72,824億円　→　74,274億円
　　　　　　　　　　　 19.7％　　　　　 2.0％
　　　うちＮＴＴ分 12,000億円　→　12,300億円

・公共事業の計画の検討及び事業の実施に当たっては、
中長期的に社会的ニーズ、整備の状況等を踏まえ、公
共事業の効率化・重点化に配慮しつつ対応することが
肝要

・事業別配分に当たっては、下水道、公園等をはじめ
とした生活関連事業等に配慮
　　　　　　　　　　昭和63年度　　 平成元年度
　下水道　　　　　　 8,028億円　→　　8,234億円
　　　　　　　　　　　 22.3％　　　　　2.6％
　公園等　　　　　　 1,411億円　→　　1,464億円
　　　　　　　　　　　 32.2％　　　　　3.8％

・厳しい財政事情の下で、効率的に公共事業を実施す
る観点から、ＮＴＴ株式売払収入を活用した収益回収
型の事業として、渋滞対策特定都市高速道路整備事業
を創設
　（平成元年度　294億円予定）
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報告指摘事項 措置状況
5．政府開発援助
・他の経費とのバランスにも十分配慮しつつ、昨年 6
月に設定した第 4次中期目標に沿った政府開発援助の
着実な拡充を図る。

・厳しい財政事情、円高基調、第 4次中期目標に沿っ
たＯＤＡの着実な拡充を図る必要性を総合勘案
　　　　　　　　　　 昭和63年度　　 平成元年度
　一般会計ＯＤＡ予算　 7,010億円　→　 7,557億円
　　　　　　　　　　　　6.5％　　　　　 7.8％

・二国間贈与、特に経済開発等援助費（無償援助）、
技術協力に配慮
　　　　　　　　　　　昭和63年度　　平成元年度
　経済開発等援助費　　 1,471億円　→　1,596億円
　　　　　　　　　　　　 9.8％　　　　　 8.5％
　技術協力　　　　　　 1,834億円　→　2,038億円
　　　　　　　　　　　　10.7％　　　　　11.1％

・食糧増産等援助費、国連等諸機関への贈与について
は円高等を勘案して決定
　　　　　　　　　　　　　昭和63年度　平成元年度
　食料増産等援助費　　　　　460億円　→ 411億円
　　　　　　　　　　　　　　△15.8％ △10.5％
　国連等諸機関への贈与　　　502億円　→ 522億円
　　　　　　　　　　　　　　 △6.0％ 4.0％

・一般会計政府開発援助予算については、実施体制の
充実を図る等、効果的・効率的な援助とするよう努め
る。

・他部門との振り替えを図りつつ、援助実施体制を強
化
　① 　外務省の経済協力担当 21人増
　②　ＪＩＣＡの定員 16人増
　③ 　ＪＩＣＡ機構の整備（国別アプローチを強化する

ため地域第二課を新設する等）

・効果的・効率的な援助の促進のために、
　①　小規模無償資金協力制度の創設 3 億円
　② 　国際開発協力関係民間公益団体（ＮＧＯ）  

補助金の創設 1 億円
　③ 　フォローアップ・アフターケアーの拡充

6．中小企業対策
・施策の優先順位の選択を厳しく行いつつ、資金の重
点的配分に努め、引き続き全体として総額の抑制を図
る。

　　　　　　　　　　昭和63年度　　　平成元年度
　中小企業対策費　　 1,952億円 　→　 1,942億円
　　　　　　　　　　　△1.1％　　　　　△0.5％

・今後の中小企業施策の展開に当たっては、異業種間
の経営資源の融合化の推進など中小企業者の創意工夫
を生かし、自主的な努力を促すことに主眼を置いて効
果的・効率的な推進に努める必要

・融合化促進施策の充実
　　　　　　　　　　　　昭和63年度　平成元年度
　融合化開発促進事業等　 12.4億円　→ 14.7億円
　　　　　　　　　　　　　638.2％　　　18.5％



報告指摘事項 措置状況
7．エネルギー対策費
・施策の優先順位を厳しく見直す等により特別会計歳
出を更に圧縮し、もって一般会計から特別会計への繰
入れを極力抑制するよう努力する必要

・平成元年度は、石油税の税率見直しにより安定的財
源の確保が図られたが、エネルギー政策は中長期的な
観点に立って取り組むべきとの考え方に立って、一般
会計から石特会計への繰入れはできる限り圧縮した。
　一般会計から石特会計への繰入れ　　　　　　　
　　昭和63年度　　　　　　 平成元年度
　　　　　　　　　　　（要求）　　　　（決定）
　　2,960億円　　→　4,000億円　→　3,660億円

8  ．農業
⑴　農業関係予算
・農業関係予算については、施策の重点を中核農家等
に置くこと等を通じ、合理化・重点化をすすめる。

・リリーフ資金の創設
　（融資枠200億円、 5年間で1,000億円）
　中核農家等に対する制度資金等の償還の円滑化を図
るための融資制度
・水田農業等規模拡大特別流動化事業の創設
　（むらぐるみ掘り起こし事業）
　　　　63年度　　　　平成元年度
　　　　　　 0　　→　　7.5億円

・低コスト化水田農業大区画圃場整備事業の創設
　（大区画圃場整備事業）
　　　　63年度　　　　平成元年度
　　　　　　 0　　→　　21億円

⑵　食糧管理制度
　①　生産者及び消費者米麦価
・今後の米麦価の決定を通じ内外価格差の縮小を図る
とともに、流通の合理化、検査業務の合理化等を通じ、
米麦についてのコスト逆ざやを更に縮小
・生産性の高い規模の大きな農家等の生産費を基礎と
する新たな算定方式の本年産米からの適用

　　　　　　 　　63年度　　　 平成元年度 　　　
　食糧管理費　　4,482億円　→　 4,182億円
　　　　　　　　（△17.1％）　　　（△6.7％）
・63年産生産者米価については、昨年度に引き続き引
下げ（△4.6％）を行った
　〔コスト逆ざや　△17.5％　→　　△12.7％〕
　　（予算ベース）

　（参考）米麦価の推移
　　　 　　 米価　　　　　　　　麦価（加重平均）
　　　 生産者　消費者　　　　　生産者　　消費者
　60　　 ―　　　1.5　　　　　　　―　　　　―
　61　　 ―　　　―　　　　　　　△1.2　　△5.0
　62　△5.95　　△2.5（古米△5.5）　 △6.0　　△6.2
　63　△4.6 　　△1.5（古米△7.0）　 △5.6　　△8.0

　②　政府管理経費の縮減等
・流通合理化等により政府管理経費の縮減
・検査体制の簡素合理化を図ることとし、民間能力の
活用を含め、今後の検査の在り方を検討

・米麦集荷（代行）手数料を△1.5％カット
　（昭和23年制度発足以来初めての実質引下げ）
・食糧事務所定員の計画的縮減
　　 58年度末　　　 63年度末　　　　平成 5年度末
　　　約18,000人　→　約14,000人　→　 約11,200人
　　　　　　　△4,000人　　　　△2,780人
　　　（補充率　 約42％　　　　　約37％）
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報告指摘事項 措置状況
　③　米需給均衡化のための対策
・第 3次過剰米の発生を回避し、水田農業確立対策の
後期へ円滑に移行するための的確な需給対策の推進

・転作等目標面積77万haに加え、27万トンの米需給均
衡化緊急対策を継続実施
　また、政府買入数量を削減（△39万トン）
　平成元年度の買入予定数量（250万トン）は、ピー
ク時（43年度実績、1,007万トン）の　1/4　以下

9．国鉄改革
⑴ 　長期債務等の処理
・清算事業団の保有する土地・ＪＲ株式等の資産の早期
かつ適切な処分に努め、極力国民負担の軽減を図る必
要

・緊急土地対策要綱、総合土地対策要綱等を踏まえつ
つ、土地処分の促進を図ると共に、速やかな株式の上
場、売却のための条件整備を推進

⑵　鉄道共済年金問題 
・最大限の自助努力の必要性及びそれを前提とした公
的年金一元化とのかかわりの重要性を指摘した「鉄道
共済年金問題懇談会」の報告書を踏まえ、早急に対応
策を講ずることが必要

・「鉄道共済年金問題懇談会」の報告書の趣旨を最大
限尊重しつつ、今通常国会に所要の法案を提出すべく、
具体策を検討中

⑶　整備新幹線
・適切なＪＲ負担、適正な地方負担を求めるとともに、
財政再建路線を堅持し、例外的な取り扱いをしない等、
行財政改革の趣旨に沿った適切な処理が行われるべき
であり、将来に禍根を残すことのないようにすべき。

・高崎～軽井沢間の着工にあたり、国鉄改革、行財政
改革の趣旨に沿って、
　① 　適正なＪＲ負担を確保（50％）
　② 　従来、新幹線はナショナル・プロジェクトで

あって、地方負担を求めるべきでないと主張され
てきたが、適正な地方負担を確保（15％程度）

　③ 　国の財源は運輸省所管の公共事業関係費の転用
で措置することにより、財政再建路線と両立

　④ 　横川－軽井沢間の並行在来線は、新幹線開業時
に廃止



報告指摘事項 措置状況
10 ．補助金等
⑴　補助率の見直し
・昭和61年度の補助率等の見直しは、補助金問題検討
会の報告の趣旨等を踏まえ、事務・事業の見直しに努
めながら行ったものであり、暫定期間終了後の取扱い
については、このような経緯や措置の性格を踏まえ、
改めて国・地方の機能分担の在り方等を勘案しながら
検討を進め、適切に対処する必要

＜補助率等の取扱い＞
① 　社会保障制度は救貧・防貧対策を中心に発足した
が、年金・医療・福祉といった国民生活の基盤とな
る分野を充実する方向で整備が進められる等社会保
障をめぐる情勢は著しく変化してきているため、こ
のような情勢の変化等を勘案し、生活保護の補助率
等については　3/4　で恒久化
② 　措置費等にかかる補助率等については、61年度に
おいて地方公共団体の自主性の尊重の観点から事務
事業の見直しが行われ、この見直しについては恒久
法で手当てが行われている分野であり、1/2　で恒久化
③ 　義務教育費国庫負担金については、臨調・行革審
答申を踏まえ、その沿革・趣旨、社会・経済状況の
変化等を考慮しつつ改めて見直しを行い、⑴恩給費
については一般財源化、⑵共済長期給付については
2 年間で段階的に　1/2（平成元年度　3/8）に復元、
⑶共済費追加費用等については　1/3　で 2 年間暫定と
し、その後の取扱いについては、今後協議
④ 　公共事業に係る補助率等については、国の厳しい
財政状況、社会資本整備の要請等を踏まえ、平成 2
年度までの暫定措置として、昭和63年度に適用され
ている補助率等とする。暫定期間終了後の取扱いに
ついては、関係省庁間の検討会を設置して総合的に
検討。この場合、昭和62年度引き下げ分については、
平成 3年度から昭和61年度の補助率等の水準に復元
するものとする。

＜恒久財源の措置等＞
　 　地方財政運営に支障が生じないよう、補助率等の
恒久化に伴う財源として、たばこ税の25％を地方交
付税の対象とする等所要の措置を講ずる。

⑵　ふるさと創生事業 
・地方交付税措置により地方の自主的な地域活性化方
策を国が支援する「ふるさと創生事業」に関しては、
施策の効果について地域住民を含め広く評価すること
ができるように、適切なフォローアップを図る必要

・各市町村において、実施する事業内容の決定につい
て懇談会、審議会等の開催等により住民の主体的参加
を求めるとともに、実施した事業の内容を広報紙等に
より住民に知らせ、広く住民の参加のもとに事業を進
めていくよう指導していく。
　また、都道府県においても、この事業の趣旨が広く
住民に理解されるよう普及に努めることとしている。
　国においても、各市町村の事業の成果について情報
の提供を求めるとともに、必要に応じてこれらの情報
を市町村に提供することとしている。

11．人件費の抑制
・第 7次定員削減計画を着実に実施、新規増員の厳し
い抑制により、引き続き定員を純減

・第 7次定員削減計画を着実に実施するとともに、真
に必要とされる新規行政需要についても極力振替に
よって対処し、増員を厳に抑制することとし、定員の
縮減措置を講ずる。
　　　　　　　　　　　　63年度　　　　平成元年度
　〔国家公務員定数（純減）△3,655人　→　△3,069人〕

（出所 ）財政制度審議会総会（第 5回）平成元年 2月 7日配付資料⑵「『歳出の節減合理化の方
策に関する報告』の平成元年度予算における措置状況　平成元年 2月 7日　主計局」（財
政制度審議会「昭和63年度　財政制度審議会資料集　総会編」215-223ページ）｡
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8-100　 昭和60年度以降各年度の補助率削減及び平成元年度の見直しによる地方への影響額と
財源措置

（単位：億円）

年度

経常経費関係 投資的経費関係

合　計
地方交付
税交付金
の特例措
置

地方税措置
（地方たば
こ消費税の
引上げ）

建設地方債（調整債）の増発
計

臨時財
政特例
債

調整債 計
決定
加算分

暫定
加算分

不交付
団体分

60 1,000 ― 1,600 ― 1,000 600 2,600 2,000 1,200 3,200 5,800
61 1,200 1,200 3,700 400 2,440 860 6,100 4,200 1,400 5,600 11,700
62 1,496 1,200 3,874 430 2,480 964 6,570 6,100 2,300 8,400 14,970
63 1,495 1,200 3,974 470 2,520 984 6,669 7,400 2,500 9,900 16,569

（平成元年度における補助率等の見直しに伴う影響額と財源措置）

恒久措置分
＊（　　）内は平成 2年度の姿

暫定措置分

経常経費 投資的
経費

補助率等
の復元

地方交付税
（たばこ税
の25％）

一般
財源

地方交付税交付
金の特例措置

調整債
（不交付
団体分）

地方交付税交付
金の特例措置

調整債
（不交付団体分）

臨時財政
特例債

元 977
（1,282） 2,330 2,762 243

（　0）
62

（　0） 732 180 6,500

（注） 1  ．補助率等の暫定期間終了後に調整するものとされていた金額（いわゆる60’～63’の暫定加算分）の取
扱いについては、4,220億円を 4年度～13年度の間に精算すべき地方交付税交付金の額に加算することと
している。

　　 2  ．臨時財政特例債については、公営企業会計分も含めて、後年度の元利償還費相当額の一定割合（63年
度まで……61’補助率等引下げ分の　1/2　及び62’補助率等引下げ分の　9/10、元年度及び 2 年度……61’補
助率等引下げ分のうち直轄分　9/10、補助分　1/2　及び62’補助率等引下げ分の　9/10）を一般会計から交付
税特別会計に繰り入れることとしている。

　　 3  ．63年度までの補助率等の暫定引き下げ措置による国庫債務負担行為等の影響額に係る臨時財政特例債
1,100億円を加えると、元年度の臨時財政特例債の額は7,600億円となる。

　　 4  ．元年度の地方交付税交付金の特例措置等については、元年度の地方交付税交付金に加算せず、法律の
定めるところにより、 3年度以降の地方交付税交付金の額に加算することとしている。

　　 5  ．計数は精査の結果、異動を生ずることがある。

（出所 ）大蔵省作成資料　平成元年 3月｡



8-101　 補助率等の見直しによる影響額

（単位：億円）
影響額

63年度
⇒
元年度

59年度
⇒
元年度

補助率等の恒久化を行う
もの ＋　977 △　　5,174

一般財源化を行うもの △　149 △ 223
暫定措置とするもの ― △　　7,412

合　計 ＋　828 △　12,809

（注） 1  ．補助金特例法等により昭和63年度まで暫定
措置が講じられてきた事業に係る補助金等に
ついて、平成元年度予算における補助率等に
より算出した額から昭和63年度又は昭和59年
度の補助率等によって算出した額を控除した
額を示す（地方財政計画ベース）。

　　 2  ．計数は精査の結果異動を生じることがある。
　　 3  ．なお、恒久化に伴う財源としてたばこ税の

25％を地方交付税の対象とする（平成元年度地
方交付税交付金：2,330）ほか、暫定措置とす
るものについても地方財政運営に支障が生じな
いよう所要の措置を講ずることとしている。

（出所 ）大蔵省作成資料　平成元年 3月。

8-102　 消費税導入に伴う歳出の上乗せ額
（平成元年度）

（区　分） （消費税影響額）
億円

皇 室 費 2
国 会 3
裁 判 所 7
会 計 検 査 院 0
内 閣 1
総 理 府 560

総 理 本 府 等 6
警 察 庁 22
総 務 庁 4
北 海 道 開 発 庁 157
防 衛 庁 218
経 済 企 画 庁 1
科 学 技 術 庁 48
環 境 庁 5
沖 縄 開 発 庁 44
国 土 庁 55

法 務 省 16
外 務 省 21
大 蔵 省 358
文 部 省 291
厚 生 省 588
農 林 水 産 省 330
通 商 産 業 省 103
運 輸 省 77
郵 政 省 1
労 働 省 5
建 設 省 573
自 治 省 9

合 計 2,946

（注 ）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、
端数において合計とは合致しないものがある。

（出所 ）大蔵省作成資料　平成元年 3月。
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【平成 2年度】

8-103　 平成 2年度財政事情の概略試算
（単位：億円）

元年度予算 2年度予算
備　考

63’→元’ 元’→ 2’
（歳入）
税 収 510,100 59,200 580,000 70,000

±α
税 外 収 入 9,932 △4,755 12,000 2,000

Ｎ Ｔ Ｔ 13,000 0 （13,000） （0） ・ 元年度のＮＴＴ株式売却中止に伴い、財
源問題も含め検討

公 債 金 71,110 △17,300 58,000 △13,000 ・特例公債依存体質脱却

計 604,142 37,145 650,000
（外13,000）

59,000

（歳出）
国 債 費 116,649 1,529 143,000 27,000 ・ 143,000＝概算要求額－63’剰余金（17,321）

地方交付税 133,688 24,632 154,000 20,000

Ｎ Ｔ Ｔ 13,000 0 13,000 0

一 般 歳 出
　経常部門
　投資部門

340,805
268,699
72,106

10,984
9,724
1,260

360,000 19,000 ・ 実質要求＝ 2’概算要求（10,300）＋ベア
関連その他（約9,000）

計 604,142 37,145 670,000 66,000

要 調 整 額 ―― 7,000

±

α ・ ＮＴＴ事業の財源を別にして要調整額を
算出

（出所 ）財政制度審議会総会（第 4 回）平成元年12月14日配付資料⑴（財政制度審議会「平成
元年度　財政制度審議会資料集　総会編」123ページ）｡

8-104　消費税の見直しに関する基本方針
平成元年12月 1 日

自由民主党

（概要）

消費税の見直しに関する基本方針
―消費者の立場に立って思い切って見
直します―

1 ．国民各層の声を幅広く吸収し、消費
税をめぐる様々な指摘をすべて検討の
対象としました。
2．先の参議院選挙における国民の厳し
い批判を謙虚に受け止め、消費者の立
場を十分考慮し、思い切って見直しを
行いました。

基本的考え方



3 ．消費税は、税負担の公平や我が国の
将来を考えると、なくてはならない税
制であり、国民の一層の理解を得られ
るよう、これからも全力を尽くしてま
いります。
4．新税制に対する国民の理解を深める
ため、資産格差の拡大から生ずる不公
平感や、給与所得とその他の所得との
間に見られる不均衡感を除く努力をこ
れからも強力に推進してまいります。

Ⅰ 　逆進性の緩和及び社会政策的配慮の充実
―　消費税は、同じ消費に対し同じ金額の
負担を求めるという意味で公平な税金で
すが、他方、所得に対し逆進的であると
言われます。そこで、この逆進性を緩和
し、社会政策的配慮を充実するため、次
の措置を講ずることとします。

・全ての食料品（酒類を除く。）……
　消費者が買う場合 非課税
　事業者間では 特別低税率（1.5％）

　小売非課税　＋　事業者間特別低税率  は、
 全段階非課税の場合より、消費者にとって
も事業者にとっても、優れた制度です。

○消費者が買う日々の食料品は、これまで
の課税されていた時と比べると、その負
担が半分以下に軽減されます。……この
方式の下では、総体的にみて全段階非課
税の場合よりも値下がり幅は大きく、し
かも卸売業者から小売業者への販売価格
は特別低税率の採用で確実に1.5％下が
りますから、消費者が買う価格も確実に
下がることになります。
○消費税の基本的な仕組みを損なわないの
で、経済取引への悪影響が生じません。
○主要先進国のうちで食料品について特例
を講じている国は、ほとんどが軽減税率
の仕組みを採用しています。

・住宅家賃…… 非課税

○適用対象…… 個人に対する住宅の貸付け 
（一時的貸付けを除く。）

・出産費及び火葬・埋葬料……非課税

○現行の非課税措置……異常分娩費

・入学金
・施設設備費
・学籍証明等手数料　…………非課税

・教科用図書

○現行の非課税措置…… 授業料、入学検定
料のみ

・身体障害者用物品
・第 2種社会福祉事業　…………非課税
・在宅福祉サービス
　 ―ホーム・ヘルパー、ショート・ステイ、デイ・
サービス―

○社会福祉事業法に規定する第 2種社会福
祉事業のうちこれまで非課税でなかった
もの
例①老人福祉センター、  
②身体障害者福祉センター、  
③母子福祉施設、④老人保健施設、  
⑤児童厚生施設、  
⑥精神薄弱者福祉ホーム　等

○寝たきり老人等に対する在宅サービス
例① ホーム・ヘルパー（家庭に派遣され、
在宅老人の身のまわりの世話をする
人）

 ② ショート・ステイ（家族が病気など
の場合、在宅老人を一時施設で世話
すること）

 ③ デイ・サービス（在宅老人に対する
入浴、食事サービス等の提供）

〔⑴～⑸の措置は平成 2 年10月 1 日から実施
を原則として、検討します。〕

⑴　生活の糧への配慮

⑵　暮らしの基本への配慮

⑶　生命を尊ぶ気持ちへの配慮

⑷　学校教育に対する家計負担の軽減

⑸　社会的に弱い立場の方々への配慮
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・年金受給者の所得税・住民税……減　税
―公的年金等控除額の引上げ―

○年金受給者の税負担を軽減するため、公
的年金等控除額を引き上げ、年金受給者
の所得税・住民税を減税します。〔平成
2年分の所得税（住民税については平成
3年度分）から適用〕

区　分 65歳以上 65歳未満

定額控除額
の引上げ

100万円
（現行80万円）

50万円
（現行40万円）

最低保証額
の引上げ

140万円
（現行120万円）

70万円
（現行60万円）

（参考）
課税最低限

321.8万円
（現行301.8万円）

200.9万円
（現行190.9万円）

（注）夫婦世帯の所得税の課税最低限

Ⅱ 　消費者の立場から指摘された問題点の是
正

「消費者の負担した税相当額の一部が国庫に
納付されないのではないか」

⑴　事業者免税点制度等の見直し

1.　事業者免税点制度、簡易課税制度等は、
中小零細事業者の消費税の申告・納付等
の事務負担に配慮した制度であり、申
告・納付が一巡する来年の 5月までは、
中小零細事業者の値決めや事務負担の実
態等の把握に努める必要があります。こ
れらの制度をどう見直すかについては、
そのような実態把握を十分行い、検討の
うえ見直しを提示します。
2.　なお、簡易課税制度のみなし仕入れ率
（現行80％及び90％）については、実態
に合わせ速やかな対応が可能となるよう
今回の改正で政令委任事項とします。

「大企業を中心として納税するまでの間に運
用益を得ているのではないか」

⑵　中間申告・納付回数の増加

 〔平成 2年10月 1 日以降〕
　　大企業（年税額300万円超）の中間申

告・納付回数を 3 回に増やし（現行 1 回）、
3 か月に一度申告・納付が行われる（現行
半年に一度）こととします。

「個人消費と事業用消費の税負担にアンバラ
ンスがあるのではないか」

⑶　消費税の仕入税額控除の制限

 〔平成 2年10月 1 日以降〕
　　個人消費と同様の性質を有する事業用消
費のうち、①交際費等、②一定の乗用自動
車等については、事業者の仕入税額控除を
認めないこととし、個人消費と同様の負担
を求めます。

「円滑な転嫁のための措置は必要最小限のも
のに止めるべきではないか」

⑷　共同行為（転嫁・表示カルテル）の取扱い

　　転嫁・表示カルテルについては、転嫁の
実施状況等を踏まえ、廃止について検討し
ます。

Ⅲ 　消費税の税額表示
　消費者の立場に立って、商品を買う時に最
終的にいくら払えばよいのかはっきりわかる
ような表示に努めます。

Ⅳ 　消費税の使途の明確化
　平成 2年度以降、消費税収（国分）を優先
して国民福祉のための経費に充てる旨の趣旨
を法律で明確にします。

Ⅴ 　高齢化に対応した公共福祉サービスの充
実

―　高齢化に対応して、すべての国民が安心
してその老後を送ることのできるよう、公
共福祉サービスについて、高齢者保健福祉
推進10か年戦略を推進します。

―　10か年の総事業費について、 5兆円を上
回る規模を確保します。

Ⅵ 　非課税の拡大等に伴う事務処理の円滑化
等

―　非課税の拡大等に伴い発生する事業者の
事務負担を軽減し、制度の変更に対応する

⑹　年金受給者への一層の配慮



準備期間を確保するため、次の措置を実施
します。
1.　消費税関連ソフトウェアの任意償却の
適用期限を平成 3年 3月31日まで 1年間
延長
2.　特定事務用機器の即時償却の適用期限
を平成 3年 9月30日まで 1年間延長
3.　簡易課税選択届出等の提出期限につい
て弾力的運用を図る。

　　

　自由民主党は、子供たちと日本の将来
のため、恒久的な税制として消費税を含
む抜本的税制改革を実現しました。今回
の見直しは、この新たな税制が、21世紀
の豊かな長寿福祉社会を支える礎となる
ためのものです。将来のあるべき税制、
いわば本建築の姿を示すことなく、国民
を 2年間の暫定税制と言うバラック小屋
に追い立てるような試みを見過ごすこと
は絶対にできません。
　国民の皆様の御理解を切にお願い申し
上げます。
 ―自由民主党―

「消費税の見直しに関する基本方針」〔全文〕

第一　基本的考え方
　先般の抜本的な税制改革は、来るべき高齢
化社会を展望し、所得、消費、資産等の間で
均衡がとれた税体系を確立することにより、
すべての人々が社会共通の費用を公平に分か
ち合うとともに、税負担が給与所得に偏るこ
となどによる国民の重税感、不公平感をなく
すことを目的としたものである。
　我が党は、この目的の達成のため、昭和62
年 4 月の衆議院議長裁定の趣旨を体し税制全
般にわたり抜本的な見直しを行い、昭和63年
6 月に「税制の抜本改革大綱」を決定した。
　その基本的考え方に立って同年 7月国会に
提出された税制改革関連法案は、議会政治の
原則を無視した野党の審議拒否に遭いながら
も同年12月末に成立をみた。
　この税制改革の一環として創設された消費
税は、税負担の公平や我が国の現況及び将来
展望からみて極めて大きな意義を持つ税制で

あり、我が党は政府と一体となって、その円
滑な導入及び定着のために各般の努力を傾注
してきた。
　消費税の実施状況を現在までのデータに基
づいて分析すると、導入前に懸念された税の
転嫁の状況、物価の状況、消費動向等につい
ては、この種の税が導入されている世界各国
の例と比較しても極めて良好な推移を示して
おり、この間の国民各位の的確な対応と協力
に対し改めて心からお礼申し上げるものであ
る。
　しかし、何と言っても消費税は新しい税制
であり、国民の中には未だに煩わしさを感じ
ている方も多く、制度の内容についての意見
も種々存在する。また、消費税については、
導入後その定着状況等を勘案しつつ見直しを
行うことが、税制改革関連法案に関する与野
党協議に基づき、税制改革法の修正により法
定されている。我が党はこの趣旨に基づき、
先の参議院選挙における国民の厳しい批判を
謙虚に受け止めたうえで、国民各層の声を幅
広く吸収し、消費税の実施状況の実態等を把
握しながら、消費者の立場を十分考慮した思
い切った見直しに向けて鋭意検討を重ねてき
た。
　消費税の見直しに当たっては、国民に対す
る先般の税制改革の趣旨の説明の問題、この
税の持つ所得に対する逆進性や社会政策的配
慮の問題、納税義務者となる中小零細事業者
の納税事務負担への配慮のあり方の問題、税
の転嫁に際しての価格表示の問題、消費税収
の使途の問題等国民各層の様々な指摘を総て
検討の対象とし、この税の趣旨、制度の内容
等について、更に一層国民の理解が得られる
よう各般の措置を講ずることとした。
　なお、先般の税制改革においては、所得税、
法人税、相続税の分野において、不公平是正
を目的として、株式のキャピタル・ゲインの
原則課税、社会保険診療報酬課税の特例の見
直し、みなし法人課税の適正化、法人の土地
取得に係る負債の利子の損金不算入、相続前
3年以内に取得した土地等の課税の特例など
広く見直しが行われた。そもそも消費税の導
入自体も、極端に所得に偏った税負担の是正
や個別間接税制度の不合理な負担の求め方へ
の反省など、不公平是正をその目的の 1つと
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していた。
　しかしながら、今日なお国民の不公平感は
十分には癒されていない。特に、地価の高騰
に伴う資産格差の拡大から生ずる不公平感や、
給与所得とその他の所得の間に見られる不均
衡感の除去については、今後とも積極的に対
応していかなければならない。これらの努力
を強力に推進することは、新税制に対する国
民の理解を求めるためにも不可欠であり、引
き続き審議する平成 2年度税制改正において
もできる限りその実現を図る必要がある。

第二　具体的内容
1  ．逆進性の緩和及び社会政策的配慮の実施
　現行の消費税においては、課税の公平を図
るとともに事業者の事務負担や経済取引への
影響に配慮する等の見地から、非課税範囲を
対最終消費者サービス（事業者が購入しない
サービス）のうち、特に社会政策的な配慮を
必要とするもの（医療・教育・福祉の一部）
に限定している。
　今回の見直しにおいては、このような観点
をも踏まえつつ、さらに消費税の持つ所得に
対する逆進性を緩和し、社会政策的配慮を充
実する等の見地から、一般的な非課税範囲の
拡大、小売段階非課税及び特別低税率の設定
並びに年金受給者の所得減税を行うこととし
た。

　まず、消費税においては、以下の措置を講
ずることとした。
　第一に、人の生命に対する国民感情に配慮
する見地から、出産費用及び火葬・埋葬料を
非課税とした。
　第二に、学校教育に係る父兄の負担を軽減
する見地から、入学金、施設設備費、学籍証
明書等手数料及び教科用図書の譲渡を非課税
とした。
　第三に、社会的弱者への配慮を充実する等
の見地から身体障害者用物品の譲渡等並びに
第 2種社会福祉事業及び在宅サービスを非課
税とした。
　第四に、所得に対する逆進性の緩和の要請
と我が国の住環境の現状を踏まえ、個人に対
する住宅の貸付けを非課税とした。
　第五に、所得に対する逆進性及び家計に及

ぼす影響を緩和するために最も効果のある手
段として、食料品について特例を設けること
とし、その際の経済取引に与える影響の大き
さ等を様々な観点から考慮のうえ、全食料品
の小売段階の譲渡を非課税とするとともに、
全食料品の事業者間の譲渡について、特別低
税率（1.5パーセント）を設定した。

　次に、所得税及び個人住民税において、年
金受給者への配慮を充実するとの見地から、
公的年金等控除額を引き上げ、年金受給者の
税負担の一層の軽減を図ることとした。
　その措置の詳細は次のとおりである。

⑴　一般的な非課税範囲の拡大
1　助産としての役務の提供を非課税とす
る。
2　墓地、埋葬等に関する法律第 2条に規
定する埋葬及び火葬を非課税とする。
3　現行の消費税法別表第一第八号に掲げ
る教育に係る次の料金を非課税とする。

　　①　入学金
　　②　施設設備費
　　③　学籍証明等手数料
4　学校教育法に規定する教科用図書（検
定済教科書等）の譲渡を非課税とする。
5　一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付
け、修理及び製造請負を非課税とする。
6　社会福祉事業法に規定する第 2種社会
福祉事業（保育所、助産施設以外）を非
課税とする。

　　　（参考）
　　　　老人福祉センター経営事業
　　　　 身体障害者福祉センター経営事業
　　　　母子福祉施設経営事業
　　　　老人保健施設利用事業
　　　　児童厚生施設経営事業
　　　　 精神薄弱者福祉ホーム経営事業
　　　　隣保事業　等
7　老人福祉法等に基づく住宅サービスを
非課税とする。

　　　（参考）
　　　　ホームヘルパー
　　　　ショートステイ
　　　　デイ・サービス
8　住宅の貸付け（一時的に貸し付ける場



合を除く。）を非課税とする。

⑵ 　全食料品に対する小売段階非課税及び特
別低税率（1.5パーセント）の設定
1　小売業者が行う全食料品（酒税法に規
定する酒類を除く。以下同じ。）の譲渡
を非課税とする。

　　（注 ）非課税となる「小売業者が行う譲渡」
の要件については、法令で定める。

2 　全食料品の譲渡について、1.5パーセ
ントの特別低税率を設定する。

　　（注 1  ）右記の全食料品とは、①　人の飲用
又は食用に通常供するもの（酒税法第
2 条第 1 項に規定する酒類を除く。）、
②　①の原料、材料その他①の生産の
用に供される動物その他の生物及び食
品添加物、③　①に係る繁殖の用に供
される種子その他これに類するものを
指す。 1においても同じ。

　　（注 2  ） 1 の譲渡に該当するものは、非課税
となる。

⑶　年金受給者の所得減税
　所得税及び個人住民税において、公的年金
等控除額を以下のように引き上げることとす
る。
　①　定額控除の引上げ
　　　　65歳以上　100万円（現行 80万円）
　　　　65歳未満　 50万円（現行 40万円）
　②　最低保障額の引上げ
　　　　65歳以上　140万円（現行120万円）
　　　　65歳未満　 70万円（現行 60万円）
　　（参考） 　この改正により、年金受給者の

所得税の課税最低限は、次のよう
に引き上げられることとなる。

　　　　　　 65歳以上の夫婦世帯  
　321.8万円（現行301.8万円）

　　　　　　 65歳未満の夫婦世帯  
　200.9万円（現行190.9万円）

2  ．消費者の立場から指摘された制度上の問
題点の是正
　現行の消費税の制度等に対しては、消費税
の立場から、①消費者の負担した税相当額の
一部が国庫に納付されないのではないか、②
大企業を中心として事業者が消費税を納税す

るまでの間に運用益を得ているのではないか、
③個人消費と事業用消費の税負担にアンバラ
ンスがあるのではないか、④事業者の税の円
滑な転嫁のための措置については、必要最小
限のものに止めるべきではないかとの指摘が
なされている。
　このような指摘を踏まえ、
　第一に、中小零細事業者の納税事務負担に
配慮した措置に関しては、消費税の実施状況
の実態をさらに十分把握したうえで、公平、
明朗な検討を行うこととした。
　第二に、大規模な事業者の消費税の申告・
納付については、過度の事務負担が生じない
ような方法により、その回数を増加すること
とした。
　第三に、個人消費と同様の性質を有する事
業用消費について、消費者の負う消費税の負
担とのバランスを考慮し、消費者の不公平感
の軽減を図るための政策的措置として、消費
税の仕入税額控除を認めないこととした。
　第四に、臨時、暫定的に措置された転嫁・
表示のカルテルの取扱いについては、独禁法
に関する特別調査会において、その廃止につ
いて検討し、結論を得るものとした。
　その措置の詳細は次のとおりである。
⑴　事業者免税点制度、簡易課税制度等の見
直し

　　事業者免税点制度、簡易課税制度等のあ
り方については、中小零細事業者の消費税
の申告・納付等の事務負担に関連する問題
であり、申告・納付が一巡する来年 5月ま
での間は、これらの事業者の値決めや事務
負担の実態等の把握に努めるべきであり、
これらの制度をどう見直すかは、そのよう
な実態把握を十分行ったうえで、検討のう
え提示することとする。

　　なお、簡易課税制度のみなし仕入率につ
いては、実態に合わせ速やかな対応が可能
となるよう今回の改正で政令委任事項とす
る。

⑵　中間申告・納付回数の増加
　　前課税期間（ 1 年分）の年税額が300万
円を超える売上規模の大きい事業者につい
ては、中間申告・納付回数を 3回（現行 1
回）に改めることとし、その納税額は原則
として前課税期間の年税額の各 4分の 1ず
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つとする。この結果、大規模事業者は、 3
か月に 1度（現行半年に 1度）申告・納付
を行うこととなる。
⑶　個人消費と同様の性質を有する事業用消
費についての仕入税額控除の制限
  次に掲げる支出に係る事業者の仕入税額
控除を認めないこととする。
1　交際費等の支出
2　一定の乗用自動車の購入費、賃借料等
（一時的に借り受ける場合等の料金を除
く。）

⑷　共同行為（転嫁・表示カルテル）の取扱
い
　　消費税の導入に伴い、臨時、暫定的に措
置された転嫁・表示のカルテルの取扱いに
ついては、転嫁の実現状況等を踏まえ、独
禁法に関する特別調査会において、その廃
止について検討し、結論を得るものとする。

3  ．消費者の利便等に資する措置の実施
　消費税の税額表示のあり方については、税
制の問題ではなく、価格表示の問題であり、
基本的には各事業者が、消費者の対応、商品
の性質、支払の態様、取引の形態等に応じ自
主的に選択すべきものであって、一律に法律
で義務付けるといった性格のものではない。
　現在、事業者間の取引においては、外税方
式が主流となっており、それゆえに転嫁が混
乱なく進んでいる。
　消費者との取引における表示の問題につい
ては、消費税について、価格認識に混乱が生
じる、或いは、煩わしいとの消費者からの指
摘が多いこと等を踏まえると、消費者の利便、
保護という観点から考えることも必要である。
即ち、税額が明示されているか否かとは別に
消費者にとってどのような表示が便利か又は
有益かという観点から考える必要がある。
　以上の点を踏まえ、次のような対応を行う
こととする。

⑴　事業者間の取引においては、現在主流と
なっている外税方式が望ましいので、これ
が堅持されるよう、配意する。
⑵　消費者との取引においては、消費者の利
便等に資するため、事業者に対し各商品の
最終的な支払額を何らかの形で明示（総額

表示）するよう指導を行い、普及に努める
こととする。

4．消費税の使途の明確化
　今回の消費税の見直しに伴い、平成 2年度
以降、消費税収（国分）を優先して国民福祉
のための経費に充てる旨の趣旨規定を定める。

5  ．高齢化に対応した公共福祉サービスの充
実

　消費税導入の趣旨を踏まえ、高齢化に対応
してすべての国民が安心してその老後を送る
ことのできるような施策の充実を図るとの観
点に立って、今世紀中に緊急に実施する必要
のある次の公共福祉サービスについて、高齢
者保健福祉推進10か年戦略として目標を定め、
強力にその対策を推進することとする。
⑴　高齢者のねたきり状態を防止するための
施策の充実

⑵　ホームヘルパー、ショートステイ、デ
イ・サービスの在宅三本柱を中心とする在
宅福祉対策の一層の充実

⑶　高齢者のための施設の緊急整備
⑷　在宅福祉等充実のための基金の恒久化、
高齢者の生きがい対策、総合的な長寿科学
研究の推進等

⑸　10か年の具体的整備目標を設定するに当
たっては、これら10か年の総事業費につい
て 5兆円を上回る規模を確保すること。

6  ．非課税の拡大等に伴う事務処理の円滑化
等

　非課税の拡大等に伴い発生する事業者の事
務負担を軽減するとともに、制度の変更への
対応の準備期間を確保する等の観点から、次
の措置を実施することとする。
⑴　消費税関連ソフトウエアの任意償却の適
用期限を平成 3年 3月31日（現行平成 2年
3月31日）まで 1年間延長する。

⑵　特定事務用機器の即時償却の適用期限を
平成 3 年 9 月30日（現行平成 2 年 9 月30
日）まで 1年間延長する。

⑶　簡易課税の選択届出書及び免税事業者の
課税選択届出書の提出期限に関し、平成 2
年12月31日までの間にこれらの書類を提出
した場合には、同年10月 1 日の属する課税



期間からそれぞれの制度を適用する旨の特
例を設けることとする。
⑷　課税売上割合に準ずる割合の承認の時期
に関し、平成 2年10月 1 日の属する課税期
間の確定申告書の提出期限までに承認を受
けた場合には、同日の属する課税期間から
当該割合を適用する旨の特例を設けること
とする。
⑸　その他所要の経過措置を設けることとす
る。

7  ．適用期日
⑴　一般的な非課税範囲の拡大、小売段階非
課税及び特別低税率の設定並びに一定の事
業用消費についての仕入税額控除の制限は、
平成 2年10月 1 日以降の取引から適用する。
⑵　公的年金等控除額の引上げは、平成 2年
分の所得税（個人住民税については、平成
3年度分）から適用する。

⑶　中間申告・納付回数の増加は、平成 2年
10月 1 日以降開始する課税期間から適用す
る。

（付録 ）消費税の見直し過程における各意見
とその問題点

　消費税をめぐる議論の中で、国民の税制に
対する関心は今までになく盛り上がった。
　そのことを背景に税制全般に関し国民各層
において真摯な議論が行われたことは、自由
と民主主義を掲げ国民の負託を得て政権を担
当する我が党にとっても、極めて有意義なこ
とであったと確信するものである。
　消費税の見直しについても国民各層から
様々な意見が提起されたが、我が税制調査会
においては、見直しの検討過程において党内
外を通じ提起された意見については、そのす
べてを俎上に載せあらゆる角度から綿密な検
討を重ねてきた。
　これらの意見のほとんどは、我が国の将来
を展望しこの税の意義を御理解いただいたう
えで、その真の定着を期して提起されたもの
であり、各位の御協力に対し、衷心から御礼
申し上げるものである。
　本日、ここに「消費税の見直しに関する基
本方針」を決定するに当たり、これらの様々

な見直しに関する意見のうち採用に至らな
かったものについて、以下のとおりその問題
点を述べ我が税制調査会の議論の過程を明ら
かにし、この基本方針についての国民各位の
御理解と御協力をお願いするものである。

一 ､ 非課税取引の拡大等の問題点
㈠　飲食料品の取引を全段階にわたってゼロ
税率の対象とする問題点
1　ゼロ税率は、ゼロパーセントの税率で
課税する制度であり、主要先進国ではイ
ギリスだけが採用しているが、イギリス
ではこの制度を採用した結果、多くの品
目にゼロ税率の適用が広がり、付加価値
税の税収が半分以下となっている。

　　このゼロ税率については、他のEC諸
国から、EC内部の付加価値税の統合を
前にして、是正を求められている。
2　ゼロ税率にすれば、広く薄く負担を求
めるという消費税の趣旨が根本から崩さ
れるし、また、取返しのつかない巨額な
税収の落ち込みが発生する。

　　さらに、間接税収が極めて落ち込むこ
とになるので、直間比率の見直しの方向
に反することとなってしまう。
3　飲食料品の売上げにゼロパーセントの
課税が行われる事業者は、その仕入れに
かかっている消費税の還付を受けられる。

　　この結果、飲食料品を取り扱う特定の
事業者だけに税が還付されることとなり、
他の事業者や消費者から不公平との批判
が出てくる。
4　飲食料品を取り扱う免税事業者は、税
の還付を受けるためには、納税義務者と
なって売上げ・仕入れの記帳や帳票類の
保存を行うことが必要となる。

　　そのような記帳や帳票類の保存を行わ
なければ、税の還付は受けられず、仕入
税額を自ら負担せざるを得ない（税率が
ゼロなので、例えば、セリにおいて税額
の上乗せをすることはできない。）。

　　このような事務を零細事業者に負わせ
るのは現実的でない。

　　また、飲食料品を取り扱う簡易課税事
業者も、税の還付を受けるためには、簡
易課税の選択をやめて、新たに仕入れに

308　　Ⅲ　予算



平成 2年度　　309

ついての記帳や帳票類の保存等を行うこ
とが必要となる。
　　即ち、ゼロ税率を採用する場合には、
事業者免税点制度や簡易課税制度の存続
の理由がなくなる。
5　飲食料品を取り扱う企業等から膨大な
数の還付申告書が提出される結果、その
処理のために税務職員の大幅な増員が必
要となり、結局、一旦税を徴収しながら
またその税を還付するという作業のため
に国民の税金が使われることとなる。

㈡ 　飲食料品の取引を全段階にわたって非課
税とすることの問題点
1　飲食料品を非課税としても、その仕入
れの中には、生産資機材、包装費、光熱
費、運送費、保管費等があり、それらに
は消費税がかかっているので、消費者価
格は 3パーセント下がるわけではなく、
現実には、 1パーセント強の値下げにと
どまるものと思われる。
　　また、飲食料品の種類や流通経路の違
いによってそれらの税額がまちまちであ
るので、消費者価格の値下げ幅もまちま
ちとなる。
　　従って、消費者の側からみれば、非課
税となった商品がいくら値下げとなれば
適正な値下げと言えるのかが分からない。
また、そうであるだけに、現実には、非
課税となった分だけの適正な値下げが行
われない可能性もある。
2　他方、事業者の側からすると、価格に
含まれている税額が不明確なため適正な
転嫁の実現が困難となるのではないかと
の大きな不安が付きまとう。例えば、セ
リにおいては、現在行われているような
税額の上乗せができず、農家などは、仕
入れにかかっている税を転嫁できず、負
担を被る可能性がある。
3　輸入品には、国境税調整の国際的慣行
により輸出国の間接税はかかっていない。
従って、輸入の飲食料品は通関時までは
税負担を負っていない。一方、国産の飲
食料品は、仕入れにかかっている税を負
担しているので、輸入の飲食料品に比べ
て価格競争上不利となる。

　　例えば、輸入の缶詰は、通関時に課税
が行われないので、その時点では 3パー
セント丸々値段が下がるが、国産の缶詰
は、缶詰の缶などにかかっている消費税
の分があるので、 3パーセント丸々は値
段が下がらない。
4　非課税となる飲食料品の価格にも隠れ
た税負担があるので、それを仕入れた飲
食店等においてはコストが増加し、結局、
飲食サービスの価格が今よりも上昇する
こととなる。

（注 ）生鮮食料品の取引を全段階にわたって非
課税とする場合には、右記の問題点に加え、
「生鮮食料品」を定義することが極めて困
難であること、一旦定義をしても、今度は
個々の品物がそれに該当するか否かの判定
が困難になること（例：一夜干しの魚、
ローファット・ミルク）等の問題がある。  
　また、「生鮮」という字義に則して、例
えば「未加工の食料品」を生鮮食料品の定
義とすれば、高級牛肉や松茸は非課税でみ
そや醤油は課税となるといった問題が発生
する。

㈢ 　一定金額以下のものを非課税とすること
の問題点
1　一品単位でみて一定金額以下のものを
非課税とする場合には、食肉等の計り売
りのものや詰合せ商品が広範に存在する
ため、一品とは何か（定義）を決定する
ことが困難となるほか、缶ビールは非課
税だが一升瓶の焼酎は課税というアンバ
ランスが発生する。
2　一品単位でみて一定金額以下のものを
非課税とする場合には、メーカー等は、
既存の商品を一定金額以下の商品に変え
たり、新たに一定金額以下の新商品の開
発を行うこととなり経済取引に混乱を与
える。
3　取引単位でみて一定金額以下のものを
非課税とする場合には、分散買いの方が
まとめ買いよりも有利となり、スーパー
等のレジが混乱する。
4　レジ等を使わない又は使えない事業者
は、取引ごとの金額を記録することがで
きないため、これらの事業者には、取引



単位の非課税措置は適用できないことと
なる。従って、取引単位でみて一定金額
以下のものを非課税とする場合には、業
種間の不公平や中小事業者が不利になる
という問題が発生する。
5　一品単位でも取引単位でも、事業者は、
売上げ・仕入れに際して、一定金額以下
か否かを区分する必要が生じ、その事務
負担は膨大となる。
6　一定金額の水準如何によっては税収の
大きな欠落が発生する。

㈣ 　生活必需品又は日用品を非課税とするこ
との問題点
1　消費税は、消費すなわち生活の規模に
応じて負担を求める税であり、生活必需
品又は日用品なども含めすべての消費支
出を課税の対象にするのが基本的原則で
ある。
2　課税と非課税を分ける問題なので、具
体的に何が課税で何が非課税なのかを
はっきりさせる必要があるが、消費態様
や価値観が多様化している現在において
は、生活必需品又は日用品の定義につい
て、具体的品目にわたって国民の間にお
けるコンセンサスを得るのは困難である。

二､ ぜいたく品への高率課税の問題点
　ぜいたく品の具体的範囲を客観的基準に
従って決めることは、以下の理由で極めて困
難である。即ち、旧物品税において問題とさ
れていた「何を課税対象として選定するか」
ということと同様の問題が生じる。
⑴　消費態様や価値観が多様化している現
在においては、ぜいたく品といっても人
によってその具体的内容は様々である。

例えば、衣服に関心の高い人とレジャー
に関心の高い人ではぜいたくの感覚が異
なる。

⑵　仮に、高額なものがぜいたく品だとし
ても、あらゆる物品・サービスには高額
なものがある（例：高級和服、高級洋服、
書画・骨董、高級スポーツクラブ、高級
美容サービス等）。

⑶　高額であるか否かの基準は、商品の種
類（食料品、衣類、家具、家電製品、乗
用車、雑貨等の中の細かい品目）ごとに
別々に設定する必要がある。

　　30万円のダイヤモンドは、一生に一度
の婚約用に所得の低い人も買うことはあ
るが、30万円のセーターは、通常は高所
得者しか買わない。

　　しかし、あらゆる物品・サービスにつ
いて高額であるか否かの価格の基準を設
定することは到底不可能である。

⑷　ダイヤモンドの販売には、20万円から
30万円の婚約指輪の販売が相当含まれて
いること、かつてはぜいたく品であった
乗用車も現在は相当普及してきており地
域によっては生活必需品化していること
等に鑑みると、特定の物品（例えば、ダ
イヤモンド）を取り出して高所得者だけ
が購入するものとして決めつけるわけに
はいかない。

（出所 ）財政制度審議会総会（第 4回）　平成
元年12月14日配付資料「自由民主党　
平成元年12月 1 日」（財政制度審議会
「平成元年度　財政制度審議会資料集　
総会編」130-144ページ）｡

8-105　「歳出の節減合理化の方策に関する報告」の平成 2年度予算における主な措置状況
平成 2年 1月19日　大蔵省主計局

報告指摘事項 措置状況
1．社会保障
⑴　医療費の適正化
・レセプト点検の強化、指導監督の徹底など従来か
らの施策を更に推進するほか、長期入院の是正、
検査の適正化等を推進するとともに、診療報酬の
合理化、薬価基準の適正化を図る。

・指導監督、レセプトの点検及び審査、医療費通知等
従来ベースの対策の充実・強化
・健康保険の任意包括適用事業所の促進
・長期入院の適正化等老人医療費の適正化
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報告指摘事項 措置状況
・国保連合会等における審査体制の強化
・支払基金における中央審査及び重点審査の拡充
・診療報酬の合理化（＋3.7％、 2年 4月実施）
・薬価基準の適正化（△2.7％、 2年 4月実施）

・医療法に基づく都道府県の医療計画を基本としつ
つ病院・病床等の適正配置を推進。

・地域医療計画に係る病床規制の実施

⑵　老人保健制度の見直し
・適正な自己負担やいわゆる社会的入院の是正等を
内容とする診療報酬支払い方式面での対応により、
医療費の無駄を省くとともに、医療に偏らない健
康づくりや在宅福祉などの総合的な施策を推進。

・長期入院の適正化等老人医療費の適正化
・「高齢者保健福祉推進十か年戦略」に沿い、高齢者の
保健福祉施策を総合的に推進。

・今後の老人医療の費用負担の在り方については、
なお論ずべき点が多く、我が国において社会保険
方式が十分に定着し、かつ、多くのメリットを有
していることを評価しつつ、各保険者の負担の公
平にも配慮の上、更に検討。

・ 2年度から老人保健拠出金の加入者按分率が100％に
移行することに伴う被用者保険の拠出金負担増の緩
和措置を講じるとともに、老人保健制度の基盤の安
定化を図る。

（参考）
①　元年度補正予算で、厚生年金国庫負担繰延べ措置
の返済見合い財源を用いて、厚生保険特別会計に当
分の間、資金を設ける。（一般会計から15,000億円を
繰入れ）
②　この資金の運用益を活用して、老人保健制度の基
盤安定化のための事業を行う。（ 2 年度においては資
金の運用益750億円を充当）

⑶　国民健康保険制度（国保）の見直し
・低所得者対策や、医療費の地域格差を是正するた
めの方策について、国と地方の適切な役割分担を
導入した昭和63年度の改革事項を前提として、国
保制度の長期安定化に資するような制度の見直し
を行う。

①　保険基盤安定制度の確立
　構造的問題である低所得者対策の観点から、国庫負
担を充実し、その安定的制度化を図る。
・事業規模 1,055億円（ 2年度）
・負担割合 国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4
・国庫負担の増額 527億円（ 2年度）
②　国庫負担の財政調整機能の強化
　①による国庫負担の増額分については、財政調整機能
の強化を図る観点から、財政調整交付金に重点的に配分。
③　高額医療費共同事業に対する都道府県の助成の継続
　高額医療費共同事業（再保険事業、交付基準額80万
円以上）に対する都道府県の助成措置を 3年間継続。
④　老人保健医療費拠出金に対する国庫負担の合理化
　今回の改正に伴い、老人保健拠出金に対する特例的
に高い国庫負担率を50％に引下げ。
・国庫負担縮減額 322億円（ 2年度）

⑷　生活保護
・生活保護の一層の適正化 ・不正受給ケースの重点調査指導、医療扶助の適正化

など引き続き適正化に努力。

⑸　恩給
・臨時行政調査会、臨時行政改革推進審議会の答申
等を踏まえ、年金制度改革とのバランスを考慮し
た見直しを引き続き推進する。また、新規の個別
改善は行わない。

・公務員給与改善率、消費者物価上昇率等諸般の事情
を総合勘案して恩給年額を引き上げる（2.98％）と
ともに各種加算を引上げ。



報告指摘事項 措置状況
⑹　その他
・厚生年金の国庫負担の繰延べ措置等一般会計から
特別会計への繰入れ調整措置は、本来、臨時的な
性格のものであり、できる限り継続しない。

・ 2 年度においては、厚生年金国庫負担等の繰入れ調
整措置は行わないこととした。

2．文教・科学技術
⑴　教育改革
・行財政改革の基本方針を踏まえ、教育関係予算の
中で、既存施策の合理化・効率化とともに資金の
重点配分を図ることにより対処。

・各種施策について、効率化・重点化に努めつつ、初
任者研修の本格的実施等引き続き教育改革を推進。

⑵　義務教育国庫負担制度
・国と地方の機能分担、費用負担の在り方の観点から、
制度の目的、発足以来の経緯等をも踏まえ、引き
続き、負担対象等について見直しを行う必要。

・事務職員、栄養職員に対する国庫負担については、
引き続き検討することとし、国庫負担を継続。

⑶　第 5次学級編制及び教職員定数改善計画
・財政事情等を勘案し、その実施を抑制。 ・第 5 次学級編制及び教職員定数改善計画の実施につ

いては、国の財政事情等を考慮しつつ決定。
（第 5次計画分）
自然減 △13,300人
改善増 11,963人 40人学級　8,109人
 その他　　3,854人
ネット減 △1,337人
 
（初任者研修分） 2,535人

⑷　私学助成
・引き続き総額抑制を図るとともに重点的・効率的
配分等内容の見直しを推進。

・私立大学等経常費補助金及び私立高等学校経常費助
成費補助金については、国の財政事情、私学の果た
している役割等を勘案。
 元年度 2 年度
私立大学等経常費補助金 2,486.5億円→ 2,520.5億円
私立高等学校等経常費
助成費補助金 755億円→ 776億円
・私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助金、
私立大学研究設備整備費等補助金については、特色
ある教育・研究プロジェクトについての助成を図る。
 元年度 2 年度
私立大学・大学院等教育研
究装置施設整備費補助金 80.5億円→ 80.5億円
私立大学研究設備整備費等
補助金 17.5億円→ 17.5億円
・配分の見直しについては、傾斜配分の強化、経営状
況の反映等の観点から検討中。

⑸　義務教育教科書無償給与制度
・有償化について引き続き検討。 ・教科書有償化問題について引き続き検討することとし、

2年度予算では無償措置を継続。
 元年度 2 年度
義務教育教科書購入費 436億円→ 396億円

312　　Ⅲ　予算



平成 2年度　　313

報告指摘事項 措置状況
⑹　国立学校特別会計への繰入れ
・私立大学との均衡等を考慮して、国立大学の授業
料を適正化。

・国立大学の授業料について私立大学との均衡等を考
慮して引上げ。
 元年度 2 年度
国立大学授業料
（昼間部の場合） 339,600円→ 375,600円
 （平成 3年 4月入学者から）

・学部別授業料の導入についても検討。 ・学部別授業料の導入については、引き続き検討。

⑺　科学技術
・各種施策の優先順位を十分考慮し、その徹底した
見直しを行いつつ、効果的・効率的に推進。

・ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラ
ムの推進、フロンティア研究、創造的科学技術推進
事業の実施等基礎的・創造的研究に重点的な資金配
分を行う一方、既定プロジェクトについて緊要度に
応じて進度調整を行う等効果的・効率的な科学技術
施策の推進に配意。
 元年度　　 2 年度
科学技術振興費 4,480億円→ 4,755億円
 7.4％ 6.1％

3 ．防衛
・最近の急速な国際情勢の変化等も踏まえながら、
他の歳出項目との調和、正面と後方のバランスに
配慮しつつ、引き続き抑制。

・円安・原油高等の要因はあるものの、最近の国際情
勢等を勘案し、全体規模の圧縮に努力。
 元年度 2 年度
防衛関係費 39,198億円　→ 41,593億円

 5.9％ 6.1％
（対ＧＮＰ比） 1.006％ 0.997％

・後年度負担についても規模の抑制を図ることが緊
要。

 元年度 2 年度
後年度負担 27,616億円　→ 29,263億円

 6.6％ 6.0％

4 ．公共事業
・公共事業関係費については、ＮＴＴ事業を含めて前
年度同水準とされている概算要求基準に沿って予
算編成を行うことが適当。

・公共事業関係費については、ＮＴＴ事業を含めて前年
度と同水準を確保。
 元年度 2 年度
公共事業関係費 74,274億円　→ 74,447億円
 2.0％ 0.2％
　うちＮＴＴ分 12,300億円　→ 12,300億円

・公共事業の事業の実施に当たっては、中長期的に
社会的ニーズ、社会資本の整備状況等を踏まえ、
その優先度に十分配慮しながら、公共事業の重点
化・効率化を図っていくことが必要。

・事業別配分に当たっては、下水道、公園等をはじめ
とした生活関連事業等に配慮。
 元年度 2 年度
下水道・環境衛生等 11,917億円　→ 11,997億円
 2.6％ 0.7％
　う　　　ち　　　公　　　園　　　等 1,464億円　→ 1,514億円
 3.8％ 3.4％
　　　　公　　　園 1,200億円　→ 1,211億円
 2.6％ 0.9％
　　　　市街地再開 264億円　→ 303億円
　　　　発等 9.5％ 14.8％
公共事業関係費 74,274億円　→ 74,447億円
 2.0％ 0.2％



報告指摘事項 措置状況
5．政府開発援助
・第 4 次中期目標を踏まえつつ、他の経費とのバラ
ンスにも十分配意するとともに効果的・効率的な
援助とするため、適切な評価や実施体制の充実、
その内容の一層の改善に努めるべき。

・厳しい財政事情、他の経費とのバランス、第 4 次中
期目標に沿ったＯＤＡの着実な拡充を図る必要性を総
合勘案。
 元年度 2 年度
一般会計ＯＤＡ予算 7,557億円　→ 8,175億円
 7.8％ 8.2％

・効果的・効率的な援助の促進のため、
①　評価のための予算の拡充と評価体制の整備
　外務省に「評価室」、国際協力事業団に「評価監
理課」を新設
②　援助実施体制の強化
　外務省の経済協力担当 22人増
　国際協力事業団の定員 44人増
　援助人材育成振興費（新規） 5 億円
③　援助の事前調査の充実
　国際協力事業団に無償資金協力関係の「調査審査
課」を新設

6．中小企業対策
・施策の優先順位の選択を厳しく行いつつ、資金の
重点的配分に努め、引き続き全体として総額の抑
制を図るべき。

 元年度 2 年度
中小企業対策費 1,942億円　 → 1,943億円
 △0.5％ 0.1％

・今後の中小企業施策の展開に当たっては、中小企
業者の創意工夫を生かし、自主的な努力を促すこ
とに主眼を置いて効果的・効率的な推進に努める
ことが必要。

・中小企業の活性化の推進
 元年度 2 年度
地域産業活性化推進事業 　　　 ―　 → 12億円
中小企業による地域の
産業おこしの芽の起業
化の支援
融合化開発促進事業等 15億円　→ 16億円
異業種間の経営資源の 18.5％ 6.8％
融合化を通じた新分野
開拓の支援

7．エネルギー対策費
・施策の優先順位を厳しく見直す等により特別会計
歳出を極力圧縮し、もって一般会計から特別会計
への繰入れを抑制するよう努力することが必要。

　一般会計から石特会計への繰入れ
 元年度 2 年度
  （要求） （決定）

3,660億円　→　4,100億円　→　3,880億円

8．農業
⑴　食糧管理制度
　①　生産者及び消費者米麦価
・今後の米麦価の決定を通じ内外価格差の縮小を図
るとともに、政府管理経費の縮減と併せて、米麦
についてコスト逆ざやを更に縮小。

 元年度 2 年度
食糧管理費 4,182億円　→ 3,952億円

 △　6.7％ △　5.5％

・政府管理経費の縮減
 元年度 2 年度

食糧事務所定員 13,376人　→ 12,786人
 △　650人　→ △　590人
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報告指摘事項 措置状況
（参考）米麦価の推移
 米価 麦価
 生産者 消費者 生産者 消費者
61 ― ― △1.2 △5.0
62 △5.95 △2.5 △4.9 △6.2
63 △4.6 △1.5 △4.6 △8.0
元 ― ― △3.5 △4.6

　②　自主流通米助成
・自主流通米助成の大宗をなす良質米奨励金の在り
方の見直し

・良質米奨励金の取扱いについては、最近の自主流通
米の増加傾向、現在検討中の自主流通米の価格形成
の場の設定等政府米と自主流通米の在り方をどうす
るかなど農政上の課題の一環として今後早急に検討。

　③　水田農業確立後期対策
・ 3 次の過剰を回避するとの観点からの適切な米の
生産調整

・転作等目標面積　83万ha（作柄、在庫数量等に応じ、
調整することがある）
 （前期対策　77万ha＋米需給均衡化緊急対策30万㌧）

・生産者・生産者団体の主体的責任を持った取組み

・対策期間終了時（平成 4 年度末）における転作奨
励金依存からの脱却

・生産者、生産者団体の主体的取組の方策として、転
作等目標面積の地域間調整を可能とする仕組みの創
設。
・水田農業確立助成補助金（いわゆる転作奨励金）
 元年度 2 年度
基本額（一般作物）  20千円/10a　→ 14千円/10a
総額（一般会計） 　 1,711億円　→ 1,511億円

⑵　その他の農業関係予算
・その他の農業関係予算についても、農村地域の持
つ多面的役割にも配慮しつつ、施策の重点を中核
農家等に置くこと等を通じ、合理化・重点化を進
める。

・中核農家等に対する融資制度の充実
①　土地利用型農業経営体質強化資金の創設
 （融資枠　500億円）
②　リリーフ資金の金利負担の軽減
 （融資枠　200億円）
・低コスト化水田農業大区画圃場整備事業の拡充
 元年度 2 年度
 21億円　→ 45億円

・農業農村活性化農業構造改革事業の発足
 元年度 2 年度
 0 億円　→ 89億円

9．国鉄改革
⑴　長期債務等の処理
・長期債務等の処理がいわば金利との競争であるこ
とを考慮し、12月19日の国鉄長期債務等の具体的
処理方針についての閣議決定に沿った土地及びＪＲ
株式の早期かつ有利な処分等、諸般の施策を速や
かに推進する必要。

①　土地売却の促進を図るため、不動産の共有持分権
に変換する予約権付の長期低利の借入を行う方式
（不動産変換ローン）を梅田駅（南）等の中規模用地
数ケ所について実施するとともに、住都公団等への
売却を促進すること等により、土地売却収入を要求
5,000億円に対し、5,000億円積み増し 1 兆円とする。
②　国庫助成1,510億円、新幹線鉄道保有機構からの収
入2,355億円等に加え、上記のように土地処分収入
1 兆円を確保すること等により、長期債務等から発
生する金利等（1.4兆円）を賄い、金利が金利を生む
形で債務等が累増することを防止。



報告指摘事項 措置状況
③　事業団の保有する帝都高速度交通営団に対する出
資持分（再評価後　9,372億円）及び同額の有利子債
務を一般会計に承継することにより、債務元本の償
還に向けて第一歩を踏み出し、債務等の償還の基盤
を確立。
 （注 ）元年度補正予算においては、債務の累増を防止

するため、国庫助成4,500億円を追加計上したと
ころである。

（参考）長期債務等の推移
62年度首 63年度首 元年度首 2 年度首 2 年度末
25.5兆円→26.1兆円→26.9兆円→27.1兆円→26.2兆円
 （実績見込）　（見込）　

⑵　鉄道共済年金問題
・平成 2 年度以降毎年3,000億円の赤字が生ずる鉄道
共済年金について、適切に対処することが必要。

・第116回国会で成立をみた国共法改正法、制度間調整
法等に基づき、適切に対処。

⑶　超電導磁気浮上方式鉄道
・本件が技術開発の問題であって、将来の営業線の
建設とは別問題であることに留意する必要。

・実用化に向けて、山梨に新実験線（長さ約43km、建
設及び実験期間　 2～ 9 年度）を建設し、所要の技
術開発を推進。

2年度事業費 189.94億円
うち国庫補助金 20.17億円

・将来の問題として、営業線の建設については、ＪＲ
自らが経営判断する問題であり、また国鉄改革の
趣旨等を勘案すれば、国がその建設費等を助成す
ることは不適当。

（参考）全体事業費等の見込み
　全体事業費　　　約　3,500億円
　うち国庫補助金　約　　489億円

10．地方財政
・引き続き国と同一基調により経費の節減合理化を
図り、地方財政計画の歳出の増加を抑制する必要。

・ 2 年度の地方財政の規模は、臨時行政改革推進審議
会の答申の趣旨に従い、極力歳出の抑制に努めたと
ころ。
歳出総額  約　67兆2,000億円程度

  （　7.0％増）
同公債費、財源対策債 約　55兆1,000億円程度
償還基金、水準超経費除き （　4.6％増）

・特に、平成 2 年度においては平成元年度に引き続
き大幅な財源余剰が見込まれることから、財政体
質の早期の健全化を図るため交付税及び譲与税配
付金特別会計の借入金の返済及び財源対策債償還
基金の積増しを図る必要。

・ 2 年度の地方財政収支見通しは、昨年度に引き続き
大幅な財源余剰（ 3 兆4,859億円）となり、これを地
方財政の中期的な健全化等を図るため、
①　交付税特会借入金の返済 1 兆4,106億円
② 　財源対策債償還基金の積増し 2 兆　753億円 
の措置に充当

・「ふるさと創生関連施策」に関しても、施策の効果
について十分吟味検討しつつ、財政節度を保った
適切な措置を講ずる必要。

・ 2年度においては、「ふるさと創生」関係の地方財政
措置として、平成元年度のいわゆる 1 億円事業に引
き続き、 1 億円事業に基づき市町村及び都道府県が
行うソフト事業及びハード事業を支援する「地域づ
くり推進事業」（ふるさと創生推進事業）を創設。

316　　Ⅲ　予算



平成 2年度　　317

報告指摘事項 措置状況
11．補助金等
・補助金等の整理合理化に当たっては、今般の国と
地方の関係等に関する臨時行政改革推進審議会の
答申における指摘をも勘案しつつ、今後とも不断
の見直しを行っていく必要。

・補助事業の廃止・縮小、零細補助金等の整理、類似
補助金等の統合・メニュー化等の整理合理化を推進し、
補助金等の総額を抑制。

・地方公共団体間の財政力格差の是正、財政資金の
効率的使用等の観点から、普通交付税不交付団体
に対する補助金等について、富裕団体調整を引き
続き推進することが必要。

・補助金等の性格・内容を勘案しつつ財政資金の効率
的使用の観点等から、これまでの調整措置の政令市
への拡大、調整の対象補助金の拡充等の措置を講ず
る。

12．人件費の抑制
・第 7 次定員削減計画を着実に実施、新規増員の厳
しい抑制により、引き続き定員を純減。

・第 7 次定員削減計画に基づき定員削減を着実に実施
するとともに、真に必要とされる新規行政需要につ
いても、極力振替によって対処し増員を厳に抑制す
ることにより、引き続き国家公務員数の縮減を図る。
 元年度 2 年度
国家公務員定数（純減） △3,069人→ △3,148人

（出所 ）「『歳出の節減合理化の方策に関する報告』の平成 2 年度予算における主な措置状況　
平成 2年 1月19日　大蔵省主計局」財政制度審議会総会（第 6回）　平成 2年 1月19日配
付資料⑵（財政制度審議会「平成元年度　財政制度審議会資料集　総会編」179-187
ページ）｡

8-106　 湾岸地域における平和回復活動を支
援するため平成 2 年度において緊急
に講ずべき財政上の措置に必要な財
源の確保に係る臨時措置に関する法
律案について

平成 3年 2月大蔵省

1 ．法律案の趣旨
　湾岸地域における平和回復活動を支援する
ため、湾岸平和基金に対し平成 2年度一般会
計補正予算（第 2号）に基づき緊急に資金を
拠出するに当たり、これに必要な財源の確保
に係る臨時の措置として、外国為替資金特別
会計からの一般会計への繰入れの特例措置及
び一般会計の歳出予算等に係る節減に伴う同
会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ
の特例措置を講ずるとともに、なお不足する
財源の確保に係る臨時の措置として法人臨時
特別税及び石油臨時特別税を創設するほか、
一般会計からの繰入金及びこれらの税の収入
によって償還すべき公債の発行に関する措置
等について定めるものである。
2 ．法律案の概要
⑴　外国為替資金特別会計からの一般会計へ
の繰入れの特例　（ 2 年度一般会計歳入　

1,125億円）
　平成 2年度一般会計補正予算（第 2号）の
歳出の財源に充てるため、同年度に外国為替
資金特別会計から1,125億円を一般会計に繰
り入れることとする。
⑵　一般会計からの国債整理基金特別会計へ
の繰入れの特例　（ 3 年度国債整理基金特
別会計歳入　2,017億円　 4～ 6 年度同特
別会計歳入　992億円）

　臨時特別公債の償還に充てるため、平成 3
年度に2,017億486万 5 千円、平成 4 年度から
平成 6 年度までの間に991億6,166万 5 千円を
一般会計から国債整理基金特別会計へ繰り入
れることとする。
⑶　臨時特別税の創設　（ 3 年度税収（国債
整理基金特別会計歳入）　6,520億円、 4 年
度税収（同特別会計歳入）　160億円、合計　
6,680億円）
①　法人臨時特別税（ 3 年度税収　4,360
億円、4年度税収　40億円、合計　4,400
億円）

イ）納税義務者：法人税が課税される法人
ロ）課税標準： 各事業年度の基準法人税額

から300万円を控除した残
額



ハ）税率：2.5％
ニ）適用期間： 1 年間（平成 3年度中に終

了する事業年度）
②　石油臨時特別税（ 3 年度税収　2,160
億円、 4 年度税収　120億円、合計　
2,280億円）
イ）課税物件： 原油、輸入石油製品、ガス

状炭化水素
ロ）税率： 原油、輸入石油製品1,020円／㎘、

天然ガス360円／ｔ、  
その他のガス状炭化水素335円
／ｔ

ハ）適用期間： 1 年間（平成 3年 4月から
4年 3月まで）

⑷　臨時特別公債の発行等　（ 2 年度一般会
計歳入　9,689億円）
　平成 2年度の一般会計補正予算（第 2号）
の歳出の財源に充てるため、国会の議決を経
た金額の範囲内で、上記⑵の一般会計からの
繰入金及び⑶①②の臨時特別税の収入によっ
て償還すべき公債（臨時特別公債）を発行す
ることとし、発行した臨時特別公債及びその
借換債は、平成 6年度までの間に償還するこ

ととする。
⑸　臨時特別税収の使途等
　平成 3年度及び平成 4年度の臨時特別税の
収入は、国債整理基金特別会計の歳入に組み
入れることとし、当該税収及び平成 3年度か
ら平成 6年度までの間の一般会計からの国債
整理基金特別会計への繰入金は、臨時特別公
債の元本相当分の償還の財源に充てることと
する。
3 ．法律案の成立時期
　本法律案は、平成 2 年度補正予算（第 2
号）と一体不可分の財源法案であり、補正予
算と合わせて早期に成立することが是非とも
必要である。
（出所 ）「湾岸地域における平和回復運動を支

援するため平成 2 年度において緊急に
講ずべき財政上の措置に必要な財源の
確保に係る臨時措置に関する法律案に
ついて　平成 3 年 2 月　大蔵省」財政
制度審議会総会（第 6回）　平成 3年 2
月22日配付資料⑶（財政制度審議会
「平成 2年度　財政制度審議会資料集　
総会編」308ページ）。
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8-107　 湾岸支援に係る財源措置の基本スキーム

５
・
６　

年
度

２’一般会計

歳　入 歳　出
（既定経費節減等）

３’一般会計

歳　入歳　出
（予備費減額等）

３’国債整理基金特会

歳　出 歳　入

５’・６’国債整理基金特会

歳　出 歳　入

４’国債整理基金特会

歳　出 歳　入

４’一般会計

歳　出 歳　入

５’・６’一般会計

歳　出 歳　入

税外収入の確保
臨時特別公債発行

臨時特別公債償還

臨時特別公債の借
換債の償還 

臨時特別公債の借換債
の償還完了

湾　岸　支　援 

償還財源
繰入れ 

臨 時 特 別 税 実 施

直　入 

直　入 

一部繰越し

一部繰越し

 

償還財源繰入れ

償還財源
繰入れ

３’臨時特別税収 

４’臨時特別税収 

〔
平
成
〕
２　

年　

度

3　

年　

度

4　

年　

度

（出所）財政制度審議会総会（第６回） 平成３年２月22日配付資料⑶（財政制度審議会「平成２年度　財
　　 政制度審議会資料集　総会編」309ページ）｡

（注）「’」は平成の各年度を表す。
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8-110　 「歳出の節減合理化の方策に関する報告」の平成 3年度予算における主な措置状況
平成 3年 1月22日　大蔵省主計局

報告指摘事項 措置状況
1．社会保障
⑴　医療費の適正化
・レセプト点検の強化、指導監督の徹底など従来から
の施策を更に推進するほか、長期入院の是正、検査
の適正化等を推進するとともに、診療報酬の合理
化、薬価基準の適正化を図る。

・指導監督、レセプトの点検及び審査、医療費通知等
従来ベースの対策の充実・強化
・長期入院の適正化等老人医療費の適正化
・国保連合会等における審査体制の強化
・支払基金における重点審査の拡充

・医療費に基づく都道府県の医療計画を基準としつ
つ、病院・病床等の適正配置を推進。

・地域医療計画に係る病床規制の実施

⑵　老人保健制度の見直し
・適正な自己負担やいわゆる社会的入院の是正等を内
容とする診療報酬支払方式面での対応により、医療
費の無駄を省くとともに、「高齢者保健福祉推進10
か年戦略」の着実な実施等により、医療に偏らない
健康づくりや在宅福祉など総合的な施策を推進。

・長期入院の適正化等老人医療費の適正化
・「高齢者保健福祉推進10か年戦略」の着実な推進
①　在宅福祉対策の緊急整備　　ホームヘルパーの大
幅な増員（36千人→41千人、 5千人増）等
②　施設の緊急整備　　特別養護老人ホームの緊急整
備（172千床→182千床、10千床増）等
③　福祉マンパワー対策　　福祉人材情報センターの
整備（15県）等

・今後の老人医療の費用負担の在り方について、所得
保障（年金）水準の向上といった状況も踏まえ、患
者自己負担について実効ある適正化方策を見出すこ
とを中心に、医療保障全般との関連も念頭に置きつ
つ検討。

・老人保健制度の見直し
①　在宅医療の推進等（訪問看護療養費制度の創設）
② 　老人医療費の中の介護的部分（老人保健施設療養
費及び介護体制の整った老人病院の入院医療費）に
対する公費負担の拡大〔 3年 7月実施〕
③　一部負担の見直し〔 3年 7月実施〕
・外来　800円／月　→ 1,000円／月
・ 入院　400円／日　→ 800円／日  
（低所得者の入院一部負担は、現行どおり）
・医療費スライド制の導入
④　 老人保健基盤安定助成措置の継続、拡充  

　（　助成額　750億円　→　850億円　）

⑶　生活保護
・生活保護の一層の適正化 ・不正受給ケースの重点調査指導、医療扶助の適正化

など引き続き適正化に努力。

⑷　児童手当
・児童手当制度の見直しについては、過去、当審議会
で行われた指摘も踏まえて検討。

・児童手当制度の見直し
①　支給対象を第 1子に拡大（現行は第 2子以降）
②　支給月額の引上げ
・第 1子 ― → 5,000円
・第 2子 2,500円 → 5,000円
・第 3子以降 5,000円 → 10,000円
③　支給期間を 3歳未満に重点化（現行は義務教育就
学前）  
（注 ）上記の改正は、 4 年 1 月から実施し、所要の

経過措置を設ける。
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報告指摘事項 措置状況
⑸　恩給
・臨時行政調査会、臨時行政改革推進審議会の答申等
を踏まえ、年金制度改革とのバランスを考慮した見
直しを引き続き推進。また、新規の個別改善は行わ
ない。

・公務員給与改善率、消費者物価上昇率等諸般の事情
を総合勘案して恩給年額を引き上げる（3.72％）と
ともに各種加算を引上げ。

2．文教・科学振興
⑴　教育改革
・行財政改革の基本方針を踏まえ、教育関係予算の中
で、既存施策の合理化・効率化とともに資金の重点
配分を図ることにより対処。

・各種施策について、効率化・重点化に努めつつ、初
任者研修の本格的実施等引き続き教育改革を推進。

⑵　義務教育費国庫負担制度
・国と地方の機能分担、費用負担の在り方の観点から、
制度の目的、発足以来の経緯等をも踏まえ、引き続
き、負担対象等について見直しを行う必要。

・共済費追加費用等について 5年度までの暫定措置と
して引き続き負担率を引下げ（ 1／ 2→ 1／ 3）。
・事務職員、栄養職員に対する国庫負担については、
引き続き検討することとし、国庫負担を継続。

⑶　第 5次学級編制及び教職員定数改善計画
・財政事情等を勘案し、その取扱いを検討。 ・いわゆる標準法の規定等を勘案し、第 5次学級編制

及び教職員定数改善計画の最終年度として、計画の
達成を図る。  
（第 5次計画分）
自然減等 △13,535人
改善増 23,418人 40人学級  8,006人
  その他 15,412人
ネット増  9,883人
 
（初任者研修分） 372人

⑷　私学助成
・引き続き総額抑制を図るとともに重点的・効率的配
分等内容の見直しを推進。

・私立大学等経常費補助金及び私立高等学校経常費助
成費補助金については、国の財政事情、私学の果た
している役割等を総合的に勘案しつつ、極力総額の
抑制を図る。
 2 年度 3 年度
私立大学等経常費補助金 2,520.5億円→ 2,559.5億円
私立高等学校等経常費
助成費補助金 766億円→ 799億円

・私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助金、
私立大学研究設備整備費等補助金については、特色
ある教育・研究プロジェクトについての助成を図る。
 2 年度 3 年度
私立大学・大学院等教育研
究装置施設整備費補助金 80.5億円→ 81.5億円
私立大学研究設備整備費等
補助金 17.5億円→ 20.5億円

⑸　義務教育教科書無償給与制度
・有償化について引き続き検討。 ・教科書有償化問題について引き続き検討することと

し、 3年度予算では無償措置を継続。
 2 年度 3 年度
義務教育教科書購入費 396億円→ 433億円



報告指摘事項 措置状況
⑹　国立学校特別会計への繰入れ
・国立大学の入学料・検定料について、国立大学に関
する費用の在り方、私立大学との均衡等を考慮して
適正化を推進。

・国立大学の入学料・検定料について、国立大学に関
する費用の在り方、私立大学との均衡等を考慮して
引上げ。
 2 年度 3 年度
国立大学入学料
（昼間部の場合） 206,000円　→ 236,900円
 うち消費税 うち消費税
 6,000円 6,900円
 （平成 4年 4月入学者から）

国立大学検定料
（昼間部の場合） 25,000円　→ 27,000円
　　入試センター試験 12,000円　→ 13,000円
　　二次試験 13,000円　→ 14,000円
 （平成 4年入学志願者から）

・国立大学の授業料についても、学部別授業料の検討
等も含め適正化を推進。

・学部別授業料の導入については、引き続き検討。

⑺　科学技術
・各種施設の優先順位を充分考慮し、その徹底した見
直しを行いつつ、効果的・効率的に推進。

・創造科学技術推進事業、ヒューマン・フロンティ
ア・サイエンス・プログラム等基礎的・創造的研究
に重点的な資金配分を行う一方、既定プロジェクト
について緊要度に応じて進度調整を行う等効果的・
効率的な科学技術施策の推進に配意。

3．防衛
・最近の急速な国際情勢の変化等も踏まえ、今回策定
された「中期防」に沿って、効率的で節度ある防衛
力の整備を行うことが重要。そのような考え方の下、
他の歳出項目との調和に一層留意するとともに、正
面を思い切って抑制し、正面と後方のバランスに配
意しつつ、引き続き抑制。

・人件・糧食費や歳出化経費等の増加要因はあるもの
の、全体規模の圧縮に努力。
 2 年度 3 年度
防衛関係費 41,593億円　→ 43,870億円
 6.1％　　→ 5.47％　
（対ＧＮＰ比） 0.997％　　→ 0.955％　

・後年度負担についても規模の抑制を図ることが重要。  2 年度 3 年度
後年度負担 29,263億円　→ 29,612億円
 6.0％　　→ 1.2％　
　うち正面（新規） 5.1％　　→ △6.8％　

4．公共事業
・公共事業関係費については、原則として前年度同水
準としつつ国民生活の質の向上に重点を置いた社会
資本整備の重要性にかんがみ生活関連重点化枠の追
加等を行うこととした概算要求基準に沿って予算編
成を行うことが適当。

・公共事業関係費については、生活関連重点化枠
（1,750億円）などを通じて所要の水準を確保しつつ
国民生活の質の向上に重点を置いた分野に配慮。  
（注 ）補助負担率については、 5 年度末までの暫定

措置として、昭和61年度の補助負担率を適用。
 2 年度 3 年度
公共事業関係費 74,447億円　→ 78,197億円
 0.2％　　→ 5.0％　
　うち一般会計分 62,147億円　→ 65,897億円
 0.3％　　→ 6.0％　

うち生活関
連重点化枠
1,750億円

　うちＮＴＴ分 12,300億円　→ 12,300億円
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・公共事業の配分に当たっては、経済社会の動向、社
会資本の整備状況等を踏まえ、今後とも中長期的視
点から重点的・効率的な配分に配意して対応すべき。

・事業別配分に当たっては、生活関連重点化枠（1,750
億円）などを通して下水道、環境衛生、公園等の事
業に配慮。
 2 年度 3 年度
 下　水　道 8,258億円　→ 8,763億円
 0.3％ 6.1％
 環 境 衛 生 2,225億円　→ 2,361億円
 0.3％ 6.1％
 公　園　等 1,514億円　→ 1,634億円
 3.4％ 7.9％
 　　公　園 1,211億円　→ 1,273億円
 0.9％ 5.2％
 　　市街地再 303億円　→ 361億円
 　　開発等 14.8％ 18.9 ％
（参考）
公共事業関係費 74,447億円　→ 78,197億円
 0.2％ 5.0％

・公共事業の実施に当たっては、その優先度等に十分
留意しながら、事業の重点化を図るとともに、各事
業間において効率的な執行が確保されるよう配意す
べき。

・事業間の調整については、国土総合開発事業調整費
（ 3年度120億円）を活用するほか、特に事業を実施
する地方公共団体、事業官庁相互間において十分な
調整を図るよう要請。

・その際、計画的な土地利用の促進と地価の安定が円
滑かつ効率的な社会資本整備のために不可欠。

・土地基本法等に基づき計画的な土地利用と地価対策
を推進。

5．政府開発援助
・第 4次中期目標を踏まえつつ、他の経費とのバラン
スにも十分配意するとともに、効果的・効率的な援
助とするため、適切な評価やその内容の一層の改善
に努めるべき。

・厳しい財政事情、第 4次中期目標、他の経費とのバ
ランス等を総合勘案し、政府開発援助予算について
8.0％増を確保。
 2 年度 3 年度
一般会計ＯＤＡ予算 8,175億円　→ 8,831億円
 8.2％　　 8.0％　
・効果的・効率的な援助の促進のため、
①　評価のための予算の拡充と評価体制の整備
国際的専門家による評価調査 2 名増
国別評価調査 4 名増
詳細評価調査ミッション（新規） 2 名増
有識者による評価調査 2 名増
②　援助実施体制の強化
外務省の経済協力担当 19名増
国際協力事業団の定員 44名増
援助人材育成振興費 7 億円

6．中小企業対策
・施策の優先順位の選択を厳しく行いつつ、資金の重
点的配分に努め、引き続き全体として総額の抑制を
図るべき。

 2 年度 3 年度
中小企業対策費 1,943億円　→ 1,950億円
 0.1％　　 0.3％　



報告指摘事項 措置状況
・今後の中小企業対策については、中小企業者の自助
努力を前提とした支援策を適切に講じていく。

・中小企業の活性化の推進
 2 年度 3 年度
大店法規制緩和関連対策 46億円　→ 158億円
職場としての中小企業の
魅力の向上 ―　　→ 14億円
地域中小企業創造力形成
事業 7 億円　→ 14億円

7．エネルギー対策
・施策の優先順位を厳しく見直す等により特別会計歳
出を極力圧縮し、もって一般会計から特別会計への
繰入れを抑制するよう努力することが必要。

一般会計から石特会計への繰入れ
 2 年度 3 年度
 （要求） （決定）
3,880億円　→　4,470億円　→　4,320億円

8．農業
⑴　農業関係予算の合理化・重点化
・農村地域の持つ多国的役割にも配慮しつつ、施策の
重点を内外の諸情勢の変化に対応した農地の集積、
農業の担い手の育成等に置き、その合理化・重点化
を進めていく必要。

・主要経費の名称変更  
（　農業基盤整備費　→　農業農村整備事業費　）  
　農業の生産性向上のための生産基盤の整備に加
え、農村の生活環境の整備等の役割の明確化。
・農業集落排水事業  
 2 年度 3 年度
 311億円　→　622億円
・21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業の創設  
 2 年度 3 年度
 ― 　　→　45億円
・担い手育成確保対策  
地域内で農業後継者を育成する等  
 2 年度 3 年度
 ― 　　→　 8億円

⑵　食糧管理制度
・今後の米麦価の決定を通じ、内外価格差の縮小を図
るとともに、政府管理経費の縮減と合わせて、米麦
についてのコスト逆ざやの縮小を更に進めていく必
要。

 2 年度 3 年度
食糧管理費 3,952億円　→ 3,732億円
 △5.6％
・政府管理経費の縮減
 2 年度 3 年度
食糧事務所定員 12,786人　→ 12,226人
 △560人

（参考）米麦価の推移
 米価 麦価
 生産者 消費者 生産者 消費者
　62 △5.95 △2.5 △4.9 △6.2
　63 △4.6  △1.5 △4.6 △8.0
　元 ― ― △3.5 △4.6
　 2  △1.5  △1.0 △3.9 △5.1

・生産者米価に関しては、価格による需給調整機能の
強化を図るとともに、生産性の高い稲作の担い手層
に焦点を置き、稲作の生産性の向上とコスト逓減を
反映していくべき。

・生産者米価算定方式について、我が国水田農業の今
後の在り方等を踏まえ、平成 3年産米の政府買入価
格の決定までにその取扱いを検討。
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9．鉄道
⑴　国鉄清算事業団の債務等の処理
・新たな土地処分方法の実施、効果的なＪＲ株式の処分
を図ること等により、国鉄清算事業団の債務等の本
格的な処理の早期実現を目指す必要。

①　土地処分については、地価対策に配慮しつつ一般
競争入札による処分の拡大に努めるとともに、随意
契約、土地信託方式、建物付土地売却方式及び不動
産変換ローン方式による処分の拡大を図り、土地売
却収入1.5兆円（ 2年度 1兆円）を確保する。  
　更に、事業団の保有する出資会社の株式に変換す
る予約権付の低利事業団債を発行する方式を 3年度
以降実施するため、清算事業団法の改正等所要の措
置を講ずる。
②　ＪＲ株式については、国鉄改革の趣旨に沿って 3年
度には処分を開始する方向で引き続き検討、準備を
進める。 3年度予算においては、とりあえず、ＪＲ株
式売却収入として1,504億円（売却株式数 200万株、
売却価格75,178円〔ＪＲ3 社の 1 株当たり純資産額の
平均〕）を計上している。
③　 3年度の清算事業団補助金については、過去債務
の発生利子の一定割合を補助することとし、1,004億
円を確保している。
④　この結果、清算事業団の債務等の残高は、 4年度
首において、 3 年度首より0.4兆円減少し、25.8兆円
となる見込みである。

（参考）清算事業団債務等の推移
 62 63 元 2  3  4  （年度首）
25.5→26.1→26.9→27.1→26.2→25.8（兆円）
 （見込み）

⑵　鉄道整備基金（仮称）の設立
・既設新幹線施設を、その資産価値に応じた適切な譲
渡価格によりＪＲ3社に対し譲渡し、鉄道助成の実施
を図るため、当該譲渡収入等を財源とした鉄道整備
基金（仮称）を設立する。

・一般会計等からの助成、既設新幹線譲渡収入等を財
源として鉄道助成を総合的に実施する特殊法人鉄道
整備基金（仮称）を設立し、大都市鉄道、整備新幹
線等の鉄道整備の計画的かつ着実な推進を図る。
①　一般会計等からの助成の充実・強化
 2 年度 3 年度
 907億円　　→　　1,223億円

（対前年度比 317億円、34.9％増）
②　無利子貸付制度の創設
 　既設新幹線譲渡収入の一部を活用して、大都市
鉄道及び幹線鉄道の整備に対する無利子貸付制度
を創設することとし、 3 年度は、大都市鉄道 123
億円、幹線鉄道35億円、総額 158億円の無利子貸
付を実施する。

⑶　整備新幹線問題
・整備新幹線の建設については、国鉄改革、行財政改
革の趣旨に反しないよう、現在の規格案等を堅持し、
適切に対処する必要がある。

 　特に、新たな区間等に着工する場合は、当該区間
の並行在来線の取扱い、建設費、収支採算性等に関
し、具体的な結論を得たのち、これを行う必要。

①　63年 8 月及び元年 1月の政府・与党申合せにおい
て決定された基本スキーム（規格案等）に基づき、
元年度に着工した北陸新幹線高崎・軽井沢間の建設
を推進するとともに、北陸新幹線軽井沢・長野間、
東北新幹線盛岡・青森間及び九州新幹線八代・西鹿
児島間については、 3年度において所要の認可等の
手続きを経て、その建設に着工する。



報告指摘事項 措置状況
②　北陸新幹線高岡・金沢間については、並行在来線
問題の検討状況等を勘案し、「整備新幹線着工調整
費（仮称）」を計上する。  
（注 ）今回の政府・与党申合せにおいて、建設着工

する区間の並行在来線は、開業時にＪＲの経営か
ら分離することを認可前に確認することが明記
された。

10．地方財政
・臨時行政改革推進審議会の答申等を踏まえ、地方財
政計画の歳出の増加を抑制することが重要。

・ 3年度の地方財政の規模は、臨時行政改革推進審議
会の答申の趣旨に従い、極力歳出の抑制に努めたと
ころ。
歳出総額 約　70兆9,000億円程度

 （5.6％増）

・地方投資単独事業の伸びについては、「公共投資基
本計画」を踏まえ、所要のものは確保する必要があ
るが、インフレや景気過熱を招かず持続的な経済成
長が図れるよう、適正・合理的なものとすることが
必要。

・投資単独事業については、 3年度の経済情勢や地方
財政収支見通しにおける財政状況等を勘案しつつ、
国の公共事業等と相まって、インフレや景気過熱を
招かず持続的な経済成長が図れるよう、 3 年度は
10％の伸びを見込んでいる。

・平成 3年度において財源余剰が見込まれる場合には、
地方財政の中期的な健全化を図るため、財源余剰を
交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の返済及
び財源対策債償還基金の積増しに充てる必要。

・ 3年度の地方財政収支見通しは、元年度、 2年度に
引き続き大幅な財源余剰（ 3兆6,902億円）となり、
これを地方財政の中期的な健全化等を図るため、
①　交付税特会借入金の返済 9,897億円
②　財源対策債償還基金の積増し 2,963億円
③　調整債償還基金の積立て 1 兆6,497億円
 の措置を講じた上で、59年度改革に基づく地方交付
税法附則第 3条等による地方交付税の年度間調整と
しての特例減額（5,000億円）を行った。

・平成元年度、 2年度に引き続き大幅な財源余剰とな
れば、今後、地方交付税法第 6条の 3 第 2 項の適用
が検討課題。

・ 3年度の地方財政収支見通しは、元年度、 2年度に
引き続き大幅な財源余剰となり、地方交付税法第 6
条の 3 第 2 項に該当する事態であるが、財源不足時
代等に生じた特例的な借金がなお残っている状況等
にあるため、同項に基づく国と地方の財源配分調整
は行わず、今後の検討課題とした。

11．補助金等
・補助金等の整理合理化に当たっては、国と地方の関
係等に関する臨時行政改革推進審議会の答申等にお
いて示された具体的な改革方策に基づき、今後とも
一層の見直しを行っていく必要がある。

・補助事業の廃止・縮小、零細補助金等の整理、類似
補助金等の統合・メニュー化等の整理合理化を推進
し、補助金等の総額を抑制

・公共事業、義務教育共済費追加費用等に係る補助率
等の暫定期間終了後の取扱いについては、社会経済
情勢の変化、国と地方の機能分担・費用負担の在り
方、国と地方の財政事情、公共事業に係る事業費確
保の要請等を勘案し、幅広い観点から総合的に検討
して適切に対処する必要がある。

①　公共事業等に係る補助率等については、 5年度ま
での暫定措置として、61年度に適用された補助率等
とする。  
　また、行革審答申等を踏まえ、体系化・簡素化等
の観点から、関係省庁間で総合的検討を進め、暫定
期間内（ 5年度末まで）に結論を得るよう最大限努
力し、その上で経済・財政事情、各公共施設の整備
状況等を踏まえつつ、可能なものから逐次実施に移
すものとする。
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②　義務教育費国庫負担金に係る経費のうち共済費追
加費用等に要する経費等に係る負担率については、
5年度までの暫定措置として、引き続き61年度に適
用された負担率、すなわち 2年度まで適用されてい
る負担率（ 1／ 3）とする。

・地方公共団体間の財政力格差の是正、財政資金の効
率的使用等の観点から、普通交付税不交付団体に対
する補助金等について、富裕団体調整を引き続き推
進することが必要である。

・補助金等の性格・内容を勘案しつつ財政資金の効率
的使用の観点等から、引き続き従来の調整措置の範
囲を拡充する等地方公共団体の財政力に応じた措置
を講ずる。

12．人件費の抑制
・第 7次定員削減計画を着実に実施、新規増員の厳し
い抑制により、引き続き定員を純減。

・第 7次定員削減計画に基づき定員削減を着実に実施
するとともに、真に必要とされる新規行政需要につ
いても、極力振替によって対処し増員を厳に抑制す
ることにより、引き続き国家公務員数の縮減を図る。
 2 年度 3 年度
国家公務員定員（純減） △3,148人　→ △2,499人

（出所 ）財政制度審議会総会（第 5回）　平成 3年 1月22日配付資料⑶（財政制度審議会「平成
2年度　財政制度審議会資料集　総会編」137-147ページ）｡
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の
事
業
別
、
省
庁
別
配
分
額
及
び
割
合

①
　
3
年
度
公
共
事
業
関
連
費
（
1,7
50
億
円
） 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）

事
　
項
　
名

金
　
額

左
　
の
　
省
　
庁
　
別
　
内
　
訳

北
海
道
開
発
庁

沖
縄
開
発
庁

国
土
庁

厚
生
省

農
林
水
産
省

通
商
産
業
省

運
輸
省

建
設
省

1．
治

山
・
治

水
15
,12
1（
10
0）

1,8
48（
12
.2）

30
2（
2.0
）

34
4（
2.3
）

0（
―
）

1,2
81
（
8.5
）

0（
―
）

48
3（
3.2
）

10
,86
3（
71
.8）

治
水

12
,49
8（
10
0）

1,6
32（
13
.1）

27
2（
2.2
）

17
6（
1.4
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

10
,41
8（
83
.4）

治
山

1,0
92（
10
0）

98
（
9.0
）

10
（
0.9
）

0（
―
）

0（
―
）

98
4（
90
.1）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

海
岸

1,5
31（
10
0）

11
8（
7.7
）

20
（
1.3
）

16
8（
11
.0）

0（
―
）

29
7（
19
.4）

0（
―
）

48
3（
31
.5）

44
5（
29
.1）

2．
道

路
整

備
37
,47
0（
10
0）

4,2
55（
11
.4）

1,0
06
（
2.7
）

40
0（
1.1
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

31
,80
9（
84
.9）

3．
港
湾
・
漁
港
・
空
港

14
,62
6（
10
0）

88
9（
6.1
）

1,1
98
（
8.2
）

1,5
16（
10
.4）

0（
―
）

1,9
99（
13
.7）

0（
―
）

9,0
24（
61
.7）

0（
―
）

港
湾

8,8
02（
10
0）

57
8（
6.6
）

76
5（
8.7
）

98
2（
11
.2）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

6,4
77（
73
.6）

0（
―
）

漁
港

2,8
95（
10
0）

17
7（
6.1
）

23
5（
8.1
）

48
4（
16
.7）

0（
―
）

1,9
99（
69
.1）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

空
港

2,9
29（
10
0）

13
4（
4.6
）

19
8（
6.8
）

50
（
1.7
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

2,5
47（
87
.0）

0（
―
）

4．
住

宅
対

策
35
,38
1（
10
0）

95
8（
2.7
）

19
4（
0.5
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

34
,22
9（
96
.7）

5．
下
水
道
・
環
境
衛
生
等

52
,33
3（
10
0）

2,2
79
（
4.4
）

67
0（
1.3
）

41
7（
0.8
）

6,5
40（
12
.5）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

42
,42
7（
81
.1）

下
水

道
37
,47
0（
10
0）

1,9
18
（
5.1
）

22
4（
0.6
）

20
（
0.1
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

35
,30
8（
94
.2）

環
境
衛
生

7,3
11（
10
0）

4（
0.1
）

40
0（
5.5
）

36
7（
5.0
）

6,5
40（
89
.5）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

公
園

等
7,5
52（
10
0）

35
7（
4.7
）

46
（
0.6
）

30
（
0.4
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

7,1
19（
94
.3）

公
　
 　
  
園

6,0
47（
10
0）

35
7（
5.9
）

46
（
0.8
）

30
（
0.5
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

5,6
14（
92
.8）

再
開
発
等

1,5
05（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

1,5
05
（
10
0）

6．
農
業
農
村
整
備

15
,64
6（
10
0）

52
9（
3.4
）

10
0（
0.6
）

16
2（
1.0
）

0（
―
）

14
,85
5（
94
.9）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

7．
林
道
・
工
業
用
水
等

4,1
23（
10
0）

39
（
0.9
）

23
（
0.6
）

11
8（
2.9
）

0（
―
）

3,8
41（
93
.2）

10
2（
2.5
）

0（
―
）

0（
―
）

造
林

1,3
56（
10
0）

28
（
2.1
）

13
（
1.0
）

9（
0.7
）

0（
―
）

1,3
06（
96
.3）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

林
道

2,2
78（
10
0）

11
（
0.5
）

10
（
0.4
）

22
（
1.0
）

0（
―
）

2,2
35（
98
.1）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

工
業
用
水

10
2（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

10
2（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

沿
岸
漁
場
整
備

30
0（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

30
0（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

離
島
電
気
等

87（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

87
（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

電
気

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

簡
易
水
道

87（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

87
（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

鉄
道
防
災

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

新
幹

線
0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

8．
調

整
費

等
30
0（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

30
0（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

一
般

公
共

計
17
5,0
00（
10
0）

10
,79
7（
6.2
）

3,4
93
（
2.0
）

3,2
57
（
1.9
）

6,5
40
（
3.7
）

21
,97
6（
12
.6）

10
2（
0.1
）

9,5
07
（
5.4
）
11
9,3
28（
68
.2）

（
注
）
1
．
各
計
数
は
、
四
捨
五
入
に
よ
っ
て
い
る
。

2
．（
　
）
書
き
は
、
割
合
で
％
で
あ
る
。
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②
　
4
年
度
公
共
事
業
関
連
費
（
1,7
50
億
円
） 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）

事
　
項
　
名

金
　
額

左
　
の
　
省
　
庁
　
別
　
内
　
訳

北
海
道
開
発
庁

沖
縄
開
発
庁

国
土
庁

厚
生
省

農
林
水
産
省

通
商
産
業
省

運
輸
省

建
設
省

1．
治

山
・
治

水
15
,44
3（
10
0）

1,9
68（
12
.7）

32
0（
2.1
）

35
4（
2.3
）

0（
―
）

1,5
28
（
9.9
）

0（
―
）

49
3（
3.2
）

10
,78
0（
69
.8）

治
水

12
,50
8（
10
0）

1,6
92（
13
.5）

28
2（
2.3
）

17
9（
1.4
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

10
,35
5（
82
.8）

治
山

1,4
04（
10
0）

15
8（
11
.3）

18
（
1.3
）

0（
―
）

0（
―
）

1,2
28（
87
.5）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

海
岸

1,5
31（
10
0）

11
8（
7.7
）

20
（
1.3
）

17
5（
11
.4）

0（
―
）

30
0（
19
.6）

0（
―
）

49
3（
32
.2）

42
5（
27
.8）

2．
道

路
整

備
37
,55
0（
10
0）

4,2
64（
11
.4）

1,0
08
（
2.7
）

43
3（
1.2
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

31
,84
5（
84
.8）

3．
港
湾
・
漁
港
・
空
港

13
,31
7（
10
0）

82
2（
6.2
）

1,1
40
（
8.6
）

1,5
98（
12
.0）

0（
―
）

1,7
98（
13
.5）

0（
―
）

7,9
59（
59
.8）

0（
―
）

港
湾

7,7
74（
10
0）

51
0（
6.6
）

67
6（
8.7
）

87
8（
11
.3）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

5,7
10（
73
.4）

0（
―
）

漁
港

2,9
56（
10
0）

19
4（
6.6
）

28
9（
9.8
）

67
5（
22
.8）

0（
―
）

1,7
98（
60
.8）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

空
港

2,5
87（
10
0）

11
8（
4.6
）

17
5（
6.8
）

45
（
1.7
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

2,2
49（
86
.9）

0（
―
）

4．
住

宅
対

策
35
,45
6（
10
0）

96
0（
2.7
）

19
2（
0.5
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

34
,30
4（
96
.8）

5．
下
水
道
・
環
境
衛
生
等

53
,06
4（
10
0）

2,2
85
（
4.3
）

74
4（
1.4
）

45
2（
0.9
）

7,0
49（
13
.3）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

42
,53
4（
80
.2）

下
水

道
37
,55
0（
10
0）

1,9
22
（
5.1
）

22
5（
0.6
）

20
（
0.1
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

35
,38
3（
94
.2）

環
境
衛
生

7,9
44（
10
0）

4（
0.1
）

47
3（
6.0
）

41
8（
5.3
）

7,0
49（
88
.7）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

公
園

等
7,5
70（
10
0）

35
9（
4.7
）

46
（
0.6
）

14
（
0.2
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

7,1
51（
94
.5）

公
　
 　
  
園

6,0
60（
10
0）

35
9（
5.9
）

46
（
0.8
）

14
（
0.2
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

5,6
41（
93
.1）

再
開
発
等

1,5
10（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

1,5
10
（
10
0）

6．
農
業
農
村
整
備

15
,97
2（
10
0）

56
4（
3.5
）

11
5（
0.7
）

18
8（
1.2
）

0（
―
）

15
,10
5（
94
.6）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

7．
林
道
・
工
業
用
水
等

3,9
08（
10
0）

59
（
1.5
）

32
（
0.8
）

11
9（
3.0
）

0（
―
）

3,6
03（
92
.2）

95
（
2.4
）

0（
―
）

0（
―
）

造
林

92
0（
10
0）

39
（
4.2
）

14
（
1.5
）

6（
0.7
）

0（
―
）

86
1（
93
.6）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

林
道

2,5
00（
10
0）

20
（
0.8
）

18
（
0.7
）

26
（
1.0
）

0（
―
）

2,4
36（
97
.4）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

工
業
用
水

95（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

95
（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

沿
岸
漁
場
整
備

30
6（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

30
6（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

離
島
電
気
等

87（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

87
（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

電
　
 　
  
気

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

簡
易
水
道

87（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

87
（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

鉄
道
防
災

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

新
幹

線
0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

8．
調

整
費

等
29
0（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

29
0（
10
0）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

0（
―
）

一
般

公
共

計
17
5,0
00（
10
0）

10
,92
2（
6.2
）

3,5
51
（
2.0
）

3,4
34
（
2.0
）

7,0
49
（
4.0
）

22
,03
4（
12
.6）

95
（
0.1
）

8,4
52
（
4.8
）
11
9,4
63（
68
.3）

（
注
）
1
．
各
計
数
は
、
四
捨
五
入
に
よ
っ
て
い
る
。

2
．（
　
）
書
き
は
、
割
合
で
％
で
あ
る
。



③　生活関連重点化枠のうち「その他の施設費等」 （単位：百万円）
省 庁 名 事　業　名 3年度 4年度

警 察 庁 商業地区及び居住地区の交通環境改善 602 602 

科学技術庁 741 741 

重粒子線がん治療体制の整備 331 302 
首都圏直下型地震予知のための広域深部観測施設の整備 410 439 

環 境 庁 1,208 1,208 

自然公園等の施設整備 1,208 1,058 
生活排水汚濁水路浄化施設の整備 0 150 

沖縄開発庁 不良鉄筋校舎の改築 306 306 

国 土 庁 小笠原諸島振興開発事業 100 100 

文 部 省 7,542 7,589 

公立学校施設の整備 4,175 4,110 
国立学校施設の整備 1,237 634 
社会教育施設の整備 1,505 1,100 
社会体育施設の整備 0 1,120 
文化関係施設の整備 625 625 

厚 生 省 4,045 4,002 

長寿科学医療体制確立のための国立施設の整備 0 509 
看護婦等養成所施設の整備 0 3,399 
老人性痴呆疾患療養病棟の整備 0 94 
社会福祉施設の整備 3,600 0 
老人保健施設の整備 445 0 

農林水産省 3,701 3,701 

農山漁村地域生活環境整備緊急対策 2,500 2,500 
大都市基幹市場緊急整備事業 701 801 
食品商業基盤施設整備事業 500 400 

通商産業省 3,015 3,001 

商業基盤等施設整備事業 3,015 2,900 
高度商業基盤施設整備事業 0 101 

運 輸 省 地下高速鉄道の整備促進 2,220 2,220 

郵 政 省 1,003 1,013 

電気通信格差是正事業 1,003 113 
沖縄県先島地区民放テレビ放送難視聴解消特別措置事業 0 900 

自 治 省 消防防火施設整備 517 517 

合　計 25,000 25,000 

（出所）大蔵省作成資料　平成 4年 2月。
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【平成 4年度】

8-112　平成 4年度の財政事情 （単位：億円）
3年度 4年度

備　　　考
〔予　算〕 2’→ 3’ 3’→ 4’

（歳入） －α －α
税 収

税 外 収 入

Ｎ Ｔ Ｔ

公 債 金

617,720

19,324

13,000

53,430

37,680

5,928

0

▲2,502

650,300

17,200

0

48,900
－α

32,600

▲2,200

▲13,000

▲4,500
－α

（中期展望）

中期展望

中期展望

中期展望

計 703,474 41,106 716,400 12,900
（歳出）
国 債 金

地方交付税

Ｎ Ｔ Ｔ

一 般 歳 出
　経常部門
　投資部門

160,360

159,749

13,000

370,365
292,890
77,475

17,474

6,998

0

16,634
11,791
4,843

175,500
－β

183,800

13,000
＋γ

389,600

－β＋γ

15,100
－β

24,000

0
＋γ

19,200

－β＋γ

概算要求額（うち 2年度剰余金9,984）

概算要求額

概算要求額　　　

概算要求額
（注 ）γ：このほか概算要求に含まれていない給与、年

金・共済、恩給に係る追加分等が4,000億円程度。

計 703,474 41,106 761,800 58,300

要 調 整 額 ――― ＋α－β＋γ
45,400

（出所 ）財政制度審議会総会（第 2回）　平成 3年 9月19日配付資料⑹「最近の財政事情等につ
いて　平成 3 年 9 月19日　大蔵省主計局」6.（財政制度審議会「平成 3 年度　財政制度
審議会資料集　総会編」35ページ）｡



8-
11
3　
財
政
を
め
ぐ
る
最
近
の
論
調

経
済
情
勢
（
国
内
）

平
成
3
年
4
～
6
月
期
ＱＥ

（
季
調
済
前
期
比
実
質
伸
率
）

国
民
総
支
出
 

0.5
％

内
需
 

1.0
％

民
間
需
要
 

0.8
％

民
間
住
宅
投
資
 

▲
6.7
％

民
間
企
業
設
備
 

▲
0.0
％

公
的
需
要
 

2.0
％

月
例
経
済
報
告
（
平
成
3
年
9
月
）

○
　
我
が
国
経
済
に
つ
い
て
は
、
住
宅
投

資
が
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
設
備
投
資

は
鈍
化
し
つ
つ
も
基
調
は
強
く
、
個
人

消
費
は
堅
調
で
あ
る
。
ま
た
、
企
業
収

益
は
依
然
と
し
て
高
い
水
準
に
あ
り
、

労
働
力
需
給
は
引
き
締
ま
り
基
調
で

推
移
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
我
が
国

経
済
は
緩
や
か
に
減
速
し
な
が
ら
も
、

引
き
続
き
拡
大
し
て
い
る
。

○
　
こ
の
景
気
の
減
速
基
調
が
一
過
性
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
重
要
。
先
行
指

標
が
減
少
、
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
の
伸
び
の
低
さ
等
を
考
え
る
と
、
景
気
の
先
行

き
に
は
そ
れ
ほ
ど
楽
観
的
に
は
な
れ
な
い
。

○
　
4
～
6
月
期
の
Ｇ
ＮＰ
速
報
で
、
設
備
投
資
が
わ
ず
か
と
は
い
え
マ
イ
ナ
ス

に
転
じ
た
こ
と
は
、
今
後
大
き
な
不
安
要
素
。
7
～
9
月
期
以
降
も
設
備
投
資

の
回
復
は
見
込
み
に
く
い
。

○
　
プ
ラ
ス
要
因
と
し
て
は
、
地
価
が
底
値
圏
に
入
っ
た
こ
と
で
住
宅
投
資
が
回

復
に
向
か
う
兆
し
が
で
て
い
る
こ
と
、
公
共
投
資
も
、
国
、
地
方
の
予
算
と
も

高
い
伸
び
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
景
気
を
下
支
え
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
物
価

の
落
ち
着
き
は
消
費
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
要
因
。

○
　
91
年
度
全
体
の
成
長
率
に
つ
い
て
は
、
仮
に
7
～
9
月
期
以
降
が
横
這
い
だ

と
し
て
も
、
3.1
％
程
度
と
な
り
、
政
府
見
通
し
の
3.8
％
の
成
長
を
達
成
す
る

可
能
性
が
高
く
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

経
済
情
勢
（
海
外
）

ＯＥ
ＣＤ
に
よ
る
経
済
見
通
し

 
（
19
91
年
7
月
）

実
質
経
済
成
長
率
 

（
暦
年
，
％
）

19
90

19
91

19
92

日
本

5.6
3.5

3.5
ア
メ
リ
カ

0.9
▲
0.2

3.1
ド
イ
ツ

4.5
2.8

2.2
フ
ラ
ン
ス

2.8
1.4

2.7
イ
ギ
リ
ス

0.6
▲
1.8

1.6
O
EC
D
　
計

2.6
1.1

2.9

月
例
経
済
報
告
（
平
成
3
年
9
月
）

○
　
ア
メ
リ
カ
経
済
は
、
住
宅
投
資
、
生

産
の
増
加
傾
向
が
続
い
て
い
る
な
ど
、

緩
や
か
な
景
気
回
復
の
様
相
が
現
れ

て
き
て
い
る
。

○
　
ド
イ
ツ
で
は
、
景
気
は
拡
大
し
て
い

る
も
の
の
、
こ
の
と
こ
ろ
減
速
の
兆
し

が
み
ら
れ
る
。

○
　
フ
ラ
ン
ス
で
は
景
気
が
緩
や
か
に

拡
大
し
て
い
る
。

○
　
イ
ギ
リ
ス
で
は
景
気
後
退
を
続
け

て
い
る
が
、
一
部
の
指
標
で
は
底
打
ち

の
兆
し
も
見
受
け
ら
れ
る
。

○
　
日
、
米
、
独
と
も
そ
れ
ぞ
れ
重
い
経
済
的
課
題
を
背
負
っ
て
お
り
、
国
際
協

調
の
進
め
方
は
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
国
が
同
じ
方
向
を
向
く
こ

と
だ
け
が
国
際
協
調
で
は
な
く
、
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
の
克
服
に
全
力
を

あ
げ
る
こ
と
も
広
い
意
味
の
国
際
協
調
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

○
　
米
国
は
今
年
3
回
目
の
公
定
歩
合
引
き
下
げ
を
行
っ
た
が
、
今
回
の
引
き
下

げ
は
底
入
れ
後
も
予
想
以
上
に
足
取
り
が
重
い
景
気
回
復
の
力
を
強
め
る
適
切

な
措
置
で
あ
る
。

334　　Ⅲ　予算



平成 4年度　　335
財
政
政
策
の
あ
り
方

新
中
期
目
標

（
平
成
2
年
3
月
・
財
政
制
度
審
議
会
）

○
　
中
期
的
財
政
運
営
の
新
し
い
努
力
目
標
と
し
て
は
、
ま
ず

公
債
依
存
度
の
引
下
げ
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
特
例
公
債
の
早

期
償
還
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
国
債
残
高
が
累
増
し
な
い

よ
う
な
財
政
体
質
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
目
指
す
べ
き
で
あ

る
。 公
債
依
存
度
の
具
体
的
水
準

 
5
％
を
下
回
る
水
準
が
一
つ
の
目
処

○
　
財
政
の
規
模
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
と
し
て
は
、
Ｇ
ＮＰ
あ
る
い
は
国
民
所
得
に
対
す
る

比
率
で
財
政
規
模
の
枠
を
設
定
す
る
こ
と
が
現
実
的
に
は
有
効
。
そ
の
際
、
国
民
負
担
率
を

50
％
よ
り
は
か
な
り
低
い
水
準
に
止
め
る
、
と
い
う
臨
調
答
申
の
考
え
は
今
後
も
い
か
さ
れ
る

べ
き
。

○
　
国
民
負
担
率
に
関
す
る
グ
ラ
ン
ド
・
デ
ザ
イ
ン
の
議
論
を
す
べ
き
。

○
　
43
0兆
円
の
公
共
投
資
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
負
担
で
実
行
す
る
の
か
議
論
が
必
要
。

○
　
我
が
国
の
財
政
政
策
が
外
国
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
。

○
　
日
本
が
世
界
経
済
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
の
第
1
は
日
本
経
済
の
安
定
運
営
。

○
　
財
源
の
確
保
に
留
意
し
な
が
ら
、
社
会
資
本
、
社
会
保
障
等
の
長
期
的
資
源
配
分
の
あ
り
方

を
思
い
切
っ
て
見
直
し
、
財
政
が
相
応
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
べ
き
。

4
年
度
予
算
編
成

平
成
4
年
度
予
算
編
成
に
関
す
る
所
見
（
会
長
談
話
）

平
成
3
年
7
月

○
　
平
成
4
年
度
予
算
は
、
新
中
期
目
標
の
下
で
の
2
年
目
の

予
算
編
成
で
あ
り
、
歳
出
全
般
に
わ
た
る
制
度
・
施
策
の
徹

底
し
た
見
直
し
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
公
債
発
行
額
を
極
力

縮
減
し
、
公
債
依
存
度
の
引
下
げ
に
最
大
限
の
努
力
を
払
う

べ
き
で
あ
る
。

○
　
平
成
4
年
度
の
概
算
要
求
基
準
に
つ
い
て
は
、
基
本
と
し

て
、
こ
れ
を
緩
め
う
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
い
。
た
だ
、
本

格
的
な
高
齢
化
社
会
が
到
来
す
る
21
世
紀
を
見
据
え
、
引
き

続
き
社
会
資
本
の
整
備
、
特
に
生
活
関
連
分
野
の
充
実
を
は

じ
め
と
し
て
、「
公
共
投
資
基
本
計
画
」
等
の
着
実
な
実
施
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
に
配
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

○
　
こ
れ
ま
で
の
10
年
間
、
各
省
の
予
算
が
一
律
に
抑
制
さ
れ
て
き
た
結
果
、
予
算
と
現
場
の
需

要
の
乖
離
が
生
じ
て
い
る
。

○
　
単
に
予
算
項
目
の
査
定
だ
け
で
は
な
く
、
国
と
地
方
と
の
関
係
、
国
、
地
方
自
治
体
と
民
間

と
の
関
係
な
ど
も
総
合
的
に
見
直
し
、
権
限
や
予
算
配
分
の
再
検
討
、
規
制
緩
和
の
推
進
な
ど

も
含
め
、
予
算
編
成
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
。

○
　
社
会
資
本
整
備
の
た
め
な
ら
国
債
発
行
の
増
額
も
や
む
な
し
、
と
す
る
空
気
が
強
ま
っ
て
い

る
が
、
財
政
の
節
度
あ
る
運
営
を
守
る
た
め
、
極
力
一
般
歳
出
の
伸
び
を
抑
え
る
べ
き
。

○
　
単
に
対
前
年
伸
率
で
議
論
す
る
の
で
な
く
、
全
体
の
な
か
で
の
適
正
な
配
分
を
考
え
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

○
　
早
急
に
必
要
な
の
は
、
硬
直
化
し
た
公
共
事
業
の
省
庁
別
、
分
野
別
の
シ
ェ
ア
配
分
の
見
直

し
。
今
年
度
の
生
活
関
連
枠
も
各
省
庁
の
予
算
分
捕
り
合
戦
の
エ
リ
ア
を
広
げ
た
に
過
ぎ
な

い
。
ま
た
、
公
共
投
資
充
実
臨
時
特
別
措
置
に
つ
い
て
も
従
来
の
シ
ェ
ア
の
な
か
で
配
分
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。



社
会
保
障
関
係 〔
歳
出
の
節
減
合
理
化
の
方
策
に
関
す
る
報
告
〕

（
平
成
2
年
12
月
・
財
政
制
度
審
議
会
）

○
　
国
民
生
活
に
密
接
に
関
連
す
る
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
、

給
付
と
負
担
の
適
正
化
・
公
平
化
等
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

来
る
べ
き
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
も
長
期
的
に
安
定
的
か
つ

有
効
に
機
能
す
る
よ
う
制
度
を
構
築
し
運
営
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

・
3
年
度
社
会
保
障
関
係
費
 

12
2,1
22
億
円
（
5.1
％
増
）

・
 高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
10
カ
年
戦
略
（
平
成
2
年
度
～
11
年

度
）
の
着
実
な
推
進

○
　
年
金
改
革
の
重
要
課
題
は
給
付
の
抑
制
と
全
て
の
世
代
か
ら
の
財
源
調
達
の
方
法
を
講
じ
る

こ
と
。

○
　
国
民
年
金
の
65
才
支
給
開
始
を
導
入
す
る
と
、
受
益
面
で
実
施
前
後
の
世
代
に
著
し
い
格
差

が
生
じ
る
が
、
こ
れ
は
、
将
来
の
保
険
料
負
担
を
軽
減
し
、
不
足
財
源
は
国
庫
負
担
で
補
う
こ

と
で
是
正
で
き
る
。
国
庫
負
担
の
引
き
上
げ
に
対
す
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
勤
労
所
得
か
ら
す

べ
て
の
世
代
に
負
担
を
求
め
る
消
費
・
資
産
性
所
得
へ
の
負
担
の
シ
フ
ト
を
進
め
る
等
税
制
を

含
め
た
見
直
し
が
必
要
。

○
　
こ
れ
か
ら
は
、
寝
た
き
り
老
人
や
痴
呆
老
人
の
介
護
に
要
す
る
費
用
等
が
増
加
し
て
い
く
の

は
避
け
ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
社
会
保
障
費
用
の
9
割
を
占
め
る
年
金
と
医
療
に
か
か
る
費
用

を
削
減
す
る
必
要
が
生
じ
る
が
、
一
律
に
削
減
す
る
の
は
問
題
が
あ
る
。

社
会
資
本
関
係 〔
歳
出
の
節
減
合
理
化
の
方
策
に
関
す
る
報
告
〕

（
平
成
2
年
12
月
・
財
政
制
度
審
議
会
）

○
　
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
が
到
来
す
る
21
世
紀
を
見
据
え
、

中
長
期
的
展
望
に
立
っ
て
適
度
な
水
準
を
確
保
し
な
が
ら
着

実
に
社
会
資
本
整
備
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
適
当
で

あ
る
。
公
共
事
業
の
事
業
別
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
経
済
・

社
会
の
動
向
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
、
社
会
資
本
の
整
備
状
況
等

を
踏
ま
え
、
そ
の
優
先
度
に
十
分
留
意
し
な
が
ら
、
重
点
的
・

効
率
的
な
配
分
に
配
意
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

・
3
年
度
公
共
事
業
関
係
費
 

78
,19
7億
円
（
5.0
％
増
）

・
 公
共
投
資
基
本
計
画
（
平
成
3
年
度
～
12
年
度
、
公
共
投
資

総
額
43
0兆
円
）
の
着
実
な
推
進

○
　
長
期
的
な
資
源
配
分
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
①
治
山
、
治
水
等
狭
義
の
国
土
基
盤
整
備
、
②

住
宅
、
福
祉
等
狭
義
の
生
活
基
盤
投
資
、
③
交
通
、
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
広
義
の
産
業
基
盤

投
資
が
必
要
。
こ
れ
ら
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
単
に
公
共
投
資
額
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
都
市
計
画
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

○
　
公
共
投
資
の
財
源
の
問
題
に
関
し
て
は
、
将
来
の
高
齢
化
の
問
題
に
も
考
慮
し
、
具
体
的
に

は
、
現
在
世
代
が
相
応
の
租
税
を
負
担
し
、（
公
債
ば
か
り
に
依
存
せ
ず
に
）
社
会
資
本
整
備

に
努
め
、
そ
れ
を
将
来
に
残
し
、
そ
の
変
わ
り
に
、
若
干
の
部
分
は
賦
課
方
式
に
よ
る
将
来
世

代
の
負
担
に
依
存
し
た
老
後
保
障
を
考
え
る
、
と
い
う
組
合
せ
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
。

○
　
長
期
的
課
題
と
し
て
は
社
会
資
本
整
備
は
必
要
だ
が
、
借
金
を
し
て
ま
で
公
共
投
資
を
拡
大

す
る
べ
き
で
は
な
い
。

○
　
今
後
の
公
共
投
資
は
、
単
な
る
量
的
拡
大
で
は
な
く
、
森
林
や
景
観
、
町
並
み
、
文
化
財
と

い
っ
た
自
然
資
本
や
文
化
資
本
の
保
全
と
両
立
し
、
協
調
す
る
形
で
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

○
　
90
年
代
の
公
共
投
資
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
生
活
の
質
を
高
め
る
よ
う
な
も
の
を
重
視
す

べ
き
。
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防
衛
、
経
済
協
力
等

（
防
衛
関
連
）

〔
歳
出
の
節
減
合
理
化
の
方
策
に
関
す
る
報
告
〕

（
平
成
2
年
12
月
・
財
政
制
度
審
議
会
）

○
　
今
回
策
定
さ
れ
た
「
中
期
防
衛
力
整
備
計

画
（
平
成
3
年
度
～
平
成
7
年
度
）」
に

沿
っ
て
効
率
的
で
節
度
あ
る
防
衛
力
の
整
備

を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

考
え
方
の
下
、
各
年
度
の
予
算
の
編
成
に
お

い
て
は
、
そ
の
時
々
の
経
済
・
財
政
事
情
を

勘
案
し
、
国
の
他
の
諸
施
策
と
の
調
和
を
図

り
つ
つ
、
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

・
 3
年
度
防
衛
関
係
費
 

 
 

43
,86
0億
円
（
5.4
5％
増
）

・
 中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成
3
年
度

～
7
年
度
）
に
沿
っ
た
防
衛
力
の
整
備

（
政
府
開
発
援
助
関
連
）

〔
歳
出
の
節
減
合
理
化
の
方
策
に
関
す
る
報
告
〕

（
平
成
2
年
12
月
・
財
政
制
度
審
議
会
）

○
　
政
府
開
発
援
助
予
算
に
つ
い
て
は
、
第
4

次
中
期
目
標
を
踏
ま
え
つ
つ
、
他
の
経
費
と

の
バ
ラ
ン
ス
に
も
十
分
配
意
す
る
と
と
も

に
、
効
果
的
・
効
率
的
な
援
助
と
す
る
た
め
、

適
切
な
評
価
や
そ
の
内
容
の
一
層
の
改
善
に

努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

・
3
年
度
経
済
協
力
費
 

 
 

8,4
59
億
円
（
7.8
％
増
）

・
 第
4
次
中
期
目
標
（
昭
和
63
年
度
～
平

成
4
年
度
）
の
着
実
な
推
進

○
　
新
中
期
防
は
、
伸
率
が
低
く
抑
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
過
去
5
年
に
比
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
今
後
の
防
衛

費
が
増
え
続
け
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
抑
制
の

影
に
隠
れ
て
装
備
も
超
近
代
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り

他
国
か
ら
軍
事
大
国
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
。

○
　
新
中
期
防
で
防
衛
費
の
年
平
均
伸
率
が
実
質
3
％
に
抑
え

ら
れ
た
の
は
、
東
西
緊
張
の
緩
和
が
進
ん
で
い
る
現
在
、
正

し
い
選
択
で
あ
る
。

○
　
我
が
国
の
対
外
援
助
は
、
こ
れ
ま
で
非
常
に
さ
ぼ
っ
て
き

た
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ

れ
な
り
の
成
果
を
上
げ
て
き
て
お
り
、
援
助
の
方
針
の
変
更

は
必
要
な
い
。

○
　
今
後
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
施
設
や
機
材
の

引
渡
し
後
の
相
手
国
の
運
営
体
制
に
つ
い
て
事
前
の
分
析
を

行
う
と
い
っ
た
キ
メ
細
か
い
対
応
が
要
求
さ
れ
る
と
と
も

に
、
援
助
専
門
家
の
育
成
や
現
地
体
制
の
整
備
等
、
援
助
実

施
体
制
の
拡
充
が
急
務
。

○
　
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
つ
い
て
は
、
金
を
た
だ
出
す
の
で
な
く
、
相
手

国
の
人
材
教
育
や
政
治
体
制
の
安
定
化
に
つ
な
が
る
よ
う
な

援
助
に
重
点
を
置
く
べ
き
。

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
第
一
特
別
部
会
（
第
1
回
）
平
成
3
年
10
月
9
日
配
付
資
料
⑹
（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
3
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　

第
一
特
別
部
会
編
」
26
-2
9ペ
ー
ジ
）｡



8-114　平成 4年度財政事情の概略試算
（単位：億円）

3年度予算 4年度 備　　　考（当初） 2’→ 3’ 3’→ 4’
（歳入）

税 収 617,720 37,680
±α

618,000
±α
0 ・現段階での概算

・可能な限り確保に努める必要があるが、
自ら限界がある
・ＮＴＴ-Ａ、ＣタイプにつきＮＴＴ売却財源
を充当
・公債金は限度一杯の発行を行わざるを得
ない

税 外 収 入 19,324 5,928 19,000 0

Ｎ Ｔ Ｔ 13,000 0 3,000 ▲10,000

公 債 金 53,430 ▲2,502 72,000 19,000

計 703,474 41,106
±α

712,000
±α
9,000

（歳出）

国 債 費 160,360 17,474 165,500 5,500 ・概算要求額（175,463）－2年度剰余金（9,984）

・上記の税収を基礎に概算

・概算要求額  
（注 ）実質要求額は、393,600（＋23,200）

程度である

地方交付税 159,749 6,998
±β

166,000
±β
6,500

一 般 歳 出 370,365 16,634 389,500 19,000

Ｎ Ｔ Ｔ 13,000 0 13,000 0

計 703,474 41,106
±β

734,000
±β

31,000

要 調 整 額 ― ∓α±β
22,000

（出所 ）財政制度審議会第一特別部会（第 9回）（懇談会）　平成 3年12月 6 日配付資料⑵（財
政制度審議会「平成 3年度　財政制度審議会資料集　第一特別部会編」368ページ）｡

8-115　「歳出の節減合理化の方策に関する報告」の平成 4年度予算における主な措置状況
平成 4年 1月24日　大蔵省主計局

報告指摘事項 措置状況
1．社会保障
⑴　医療費の適正化
・　レセプト点検の強化、指導監督の徹底など従来か
らの施策を更に推進するほか、長期入院の是正、検
査の適正化等を推進するとともに、診療報酬の合理
化、薬価基準の適正化を図る。

・　指導監督、レセプトの点検及び審査、医療費通知
等従来ベースの対策の充実・強化。
・　長期入院の適正化等老人医療費の適正化。
・　国保連合会等における審査体制の強化。
・　支払基金における重点審査の拡充。

・　急増を続ける老人医療費に対しては、適正な自己
負担やいわゆる社会的入院の是正等を内容とする診
療報酬支払方式面での対応により、医療費の無駄を
省くとともに、「高齢者保健福祉推進10か年戦略」
の着実な実施等により、医療に偏らない健康づくり
や在宅福祉などの総合的な施策を進めることが重要。

・　老人保健法の改正により、老人医療の一部負担金
の引上げを実施済。
 現行 4年1月1日～4年度 5・6 年度
外来 800円/月 900円/月 1,000円/月
入院 400円/日 600円/日 700円/日
（注 1  ）ただし、低所得者の入院については、 1日 

300円（ 2か月限度）を現行通り据置き。
（注 2  ）一部負担金の額については、 7年度から消

費者物価の変動率に応じて改定する。
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報告指摘事項 措置状況
・　「高齢者保健福祉推進10か年戦略」の着実な推進。
○ 在宅福祉対策の緊急整備―ホームヘルパーの大
幅な増員（40,905人→46,405人、5,500人増）等
○ 施設の緊急整備―特別養護老人ホームの緊急整
備（182千床　→　192千床、10千床増）等

・　医療法に基づく都道府県の医療計画を基本としつ
つ、病院・病床等の適正配置を推進。

・　地域医療計画に係る病床規制の実施。

⑵　国立病院・療養所
・　施設の再編成・合理化を実施するとともに、引き
続き、経営の改善に努力。

・　病棟集約による定員の合理化減を実施。
・　施設の再編成を実施。
柏・松戸　　→　がんセンター東病院（仮称）
田辺・白浜　→　和歌山中央病院（仮称）

⑶　政府管掌健康保険・雇用保険の負担の適正化
・　保険料負担、国庫負担の適正化を図るよう検討。 ・　政管健保の財政運営が毎年多額の黒字が発生する

等安定基調で推移していること及び積立金が相当規
模に達していることを契機として、「事業運営安定
資金」を創設し、中期的な財政運営の安定化を図り、
その安定が確保される範囲内で、保険料率及び国庫
補助率について調整を行う。
 3 年度 4 年度 影響額
保険料率 84‰　→ 82‰ △ 1,240億円
   （満年度ベース）
国庫補助率 16.4％　→ 13％ △ 1,310億円

　但し、老人保健拠出金については、16.4％の
ままとする。

・　最近の雇用保険の失業給付に係る収支状況等に鑑
みて、保険料率及び国庫負担率の調整を行うほか失
業給付の改善措置を講ずる。
    　影響額
保険料率    △4,500億円（平年度）
　 4年度 14.5‰ → 12.5‰ △3,000億円
　 5年度以降   11.5‰ △1,500億円
国庫負担率    △ 600億円（平年度）
　 4年度 25％ → 22.5％ △ 300億円
　 5年度以降   20％ △ 300億円

⑷　生活保護
・　生活保護の一層の適正化 ・　不正受給ケースの重点調査指導、医療扶助の適正

化など引き続き適正化に努力。

⑸　恩給
・　臨時行政調査会、臨時行政改革推進審議会の答申
等を踏まえ、年金制度改革とのバランスを考慮した
見直しを引き続き推進。また、新規の個別改善は行
わない。

・　公務員給与改善率、消費者物価上昇率等諸般の事
情を総合勘案して恩給年額を引き上げる（3.84％）
とともに各種加算を引上げ。



報告指摘事項 措置状況
2．文教・科学振興
⑴　教育予算編成上の基本的考え方
・　行財政改革の基本方針を踏まえつつ、初等中等教
育と高等教育との間での財源配分の見直しを進め、
既存施策の合理化、効率化とともに資金の重点配分
を図ることが重要。

・　初等中等教育の分野では、義務教育費国庫負担金
のうち共済費追加費用等について 4年度以降 3年間
で段階的に一般財源化を図るとともに、公立学校施
設の整備について十分な事業量を確保するため、小
中学校大規模改造事業の補助対象の重点化を行う一
方新たな地方財政措置の導入を含む所要の対策を講
じることとするなど、初等中等教育に対する地方の
役割を拡大する方向で見直しを図ったところ。
・　一方、高等教育の分野では、国立大学・大学院を
中心とする高等教育・学術研究の改善・充実を重点
的に推進することとし、
ⅰ　科学研究費補助金の増額
ⅱ　大学院博士課程学生に対する日本育英会奨励金
の貸与月額の引上げ
ⅲ　日本学術振興会特別研究員研究奨励金の引上げ
ⅳ　国立大学の教育研究環境特別重点整備事業
（200億円）、高度化推進特別経費（41億円）の創
設
等の措置を講ずることとしている。

⑵　義務教育費国庫負担制度
・　教育予算の重点的、効率的配分及び国と地方の機
能分担、費用負担の在り方の観点から、制度の目的、
発足以来の経緯等をも踏まえ、引き続き、負担対象
等について見直しを行う必要。

・　共済費追加費用等について、平成 4年度以降 3年
間で段階的に一般財源化。（平年度△ 1,870億円、 4
年度△ 623億円）
 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度以降　　　
補助率 1 / 3  2 / 9  1 / 9  ―（一般財源化）

・　事務職員、栄養職員に対する国庫負担については、
引き続き検討することとし、国庫負担を継続。

・　教職員定数については、これ以上量的な改善を積
み重ねるのではなく、むしろ学級編成の基準を弾力
化し、生徒の個性や地域の実情に即したきめ細かな
教育ができるような体制にする方向で検討。

・　 4年度においては、新たな定数改善計画の策定は
行わず、外国人子女への日本語指導等政策的に緊要
な教職員配置の充実（1,054人）を図る。

⑶　私学助成
・　引き続き総額抑制を図るとともに、その重点的・
効率的配分等内容の見直しを推進。

・　私立大学等経常費補助金及び私立高等学校経常費
助成費補助金については、国の財政事情、私学の果
たしている役割等を総合的に勘案しつつ、極力総額
の抑制を図る。
 3 年度 4 年度
私立大学等経常費補助金
 2,559.5億円 → 2,601.5億円
私立高等学校等経常費
助成費補助金 799億円 → 823億円

・　私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助
金、私立大学研究設備整備費等補助金については、特
色ある教育・研究プロジェクトについての助成を図る。
 3 年度 4 年度
私立大学・大学院等教員研
究装置施設整備費補助金 81.5億円 → 84.5億円
私立大学研究設備整備費等
補助金 20.5億円 → 23.5億円
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報告指摘事項 措置状況
⑷　義務教育教科書無償給与制度
・　有償化について引き続き検討。 ・　教科書有償化問題について引き続き検討すること

とし、 4年度予算では無償措置を継続。
 3 年度 4 年度
義務教育教科書購入費 433億円 → 438億円

⑸　国立学校特別会計
・　施設・設備の老朽化・狭隘化が特に著しくかつ教
育研究に優れた実績をあげている大学について施設
等の整備、改善を重点的・計画的に進めるとともに、
大学院に重点を置いた教育研究体制の高度化を推進。

・　施設・設備の老朽化・狭隘化が特に著しくかつ教
育研究に優れた実績をあげている大学について施設
等の整備、改善を重点的・計画的に進めるため、特
別施設整備資金（仮称）を設置するとともに、特別
施設整備事業を推進。
 　また、大学院に重点を置いた教育研究体制の高度
化を推進。

・　国立大学の授業料は、国立大学と私立大学との格
差の現状、及び、とりわけ本年度においては、高等
教育の改善等のため、特別会計における自己財源確
保の必要性をも考慮し、適正化を推進。

・　国立大学の授業料について、私立大学との格差の
現状及び高等教育の改善等のため、特別会計におけ
る自己財源確保の必要性をも考慮して引上げ。
 3 年度 4 年度
国立大学授業料 年額 375,600円 → 411,600円
（昼間部の場合） （月額 31,300円 → 34,300円）
 （平成 5年 4月入学者から）

・　学部別授業料の導入についても検討を推進。 ・　学部別授業料の導入については、引き続き検討。

⑹　科学技術
・　各種施策の優先順位を充分考慮し、その徹底した
見直しを行いつつ、重点的・効果的な資金配分を行
うことが必要。

・　創造科学技術推進事業、ヒューマン・フロンティ
ア・サイエンス・プログラム等基礎的・創造的研究
に重点的な資金配分を行う一方、既定プロジェクト
について緊要度に応じて進度調整を行う等効果的な
科学技術施策の推進に配意。

3．防衛
・　現下の厳しい財政状況はもとより、中期防の策定
後、国際関係安定化に向け更に大きく変化している
国際情勢の流れを十分に見据え、他の歳出項目との
調和に一層留意するとともに正面と後方とのバラン
スに配意しつつ、経費の合理化・効率化に努め、そ
の一層の抑制を図るべき。

・　人件・糧食費等の増加要因はあるものの、全体規模
の圧縮に努力し、昭和35年度以来の低い伸びに抑制。
 3 年度 4 年度
防衛関係費 43,860億円 → 45,518億円
 5.45％  → 3.8％
　（対ＧＮＰ比） 0.954％  → 0.941％

・　装備品の調達等に係る後年度負担については、防
衛力の維持・整備には配慮しつつも、思い切った重
点化・効率化に努めることにより、正面を中心にそ
の規模の抑制を図ることが極めて重要。

・　正面については、約 1千億円の削減が行われた 3
年度修正後の水準からさらに削減する等、後年度負
担の規模の抑制に努力。
後年度負担 3 年度 4 年度
 28,621億円（29,612億円） → 28,431億円
 △ 2.2％　 （1.2％） → △ 0.7％
   ＜△ 4.0％＞
　うち正面（新規）
 △16.2％（△ 6.8％） → △ 3.7％
   ＜△13.5％＞
※ （　）内は、 3 年度予算修正前の計数。＜　＞内
は、対 3年度予算修正前比。



報告指摘事項 措置状況
4．公共事業
・　概算要求基準においては、生活関連重点化枠の設
定及び公共投資充実臨時特別措置が講じられたとこ
ろであり、これに沿って予算編成を行うことが適切。

・　公共事業関係費については、生活関連重点化枠
（1,750億円）、公共投資充実臨時特別措置（1,763億
円）を通じてその拡充を図り、一般歳出ベースで
5.3％の伸びを確保。
公共事業関係費 3 年度 4 年度
　　一般歳出 65,897億円 → 69,409億円
   （5.3％増）
　　ＮＴＴ及び 12,300億円 → 12,300億円
　　旧ＮＴＴ
　　合　　計 78,197億円 → 81,709億円
   （4.5％増）

・　ＮＴＴ活用事業については、厳しい財政事情では
あるが、社会資本整備の重要性に鑑み、その事業を
実質的に確保するよう努める必要。

・　ＮＴＴ活用事業については、Ｂタイプ事業について
原則として建設公債をもって手当てした一般財源を
充当することにより、 3年度と同額を確保。
Ａタイプ（収益回収型） 1,107億円 過去の株式売
   却収入の活用
Ｂタイプ（補助金型） 11,193億円
  359億円 過去の株式売
 うち  却収入の活用
  10,834億円 一般財源充当

・　公共事業の配分に当たっては、経済社会の動向、
社会資本の整備状況等を踏まえ、今後とも中長期的
視点から重点的・効率的な配分に配意して対応して
いくべきであり、特に国民生活の質の向上に重点を
置いた分野にできる限り配慮していく必要。

・　公共事業の配分に当たっては、生活関連重点化枠な
どを通じ、環境衛生・住宅・下水道・公園等国民生
活の質の向上に重点を置いた分野にできる限り配慮。
対前年度伸率（一般歳出ベース）
　　環 境 衛 生 6.6％ （7.0％）
　　住　　　宅 5.5％ （5.1％）
　　下　水　道 6.2％ （5.0％）
　　公　園　等 7.5％ （6.9％）
（参考）
　　一般公共計 5.4％ （4.7％）
　　※（　）内はNTT・B及び旧NTT・Bを含む。

5．政府開発援助
・　第 4次中期目標を踏まえつつ、他の経費とのバラ
ンスにも十分配意するとともに、効果的・効率的な
援助とするため、適切な評価やその内容の一層の改
善に努めるべき。

・　厳しい財政事情、第 4次中期目標、他の経費との
バランス等を総合勘案し、政府開発援助予算につい
て 7.8％増を確保。
 3 年度 4 年度
一般会計ＯＤＡ予算 8,831億円 → 9,522億円
 8.0％   7.8％
・　効果的・効率的な援助の促進のため、
○評価のための予算の拡充と評価体制の整備
プロジェクト形成調査（ＪＩＣＡ） 4 件増
無償資金協力のフォローアップ（ＪＩＣＡ） 2 件増
被援助国関係者の評価への参加 3 ケ国増
詳細評価調査ミッション 2 名増
○援助実施体制の強化
外務省の経済協力担当 23名増
国際協力事業団（ＪＩＣＡ）の定員 34名増
援助人材育成振興費 8 億円
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6．中小企業対策
・　施策の優先順位の選択を厳しく行いつつ、資金の
重点的配分に努め、引き続き全体として総額の抑制
を図るべき。

 3 年度 4 年度
中小企業対策費 1,950億円 → 1,956億円
 0.3％   0.3％

・　今後の中小企業対策については、中小企業者の自
助努力を前提とした支援策を適切に講じていく。

・　中小企業の活性化の推進
 3 年度 4 年度
地域や伝統に育まれた技 ―  → 11億円
術等を活用した中小企業
創造的発展事業

物流効率化総合対策 3 億円 → 7 億円

魅力ある商店街・商業集 106億円 → 123億円
積づくり等商業対策

7．エネルギー対策
・　施策の優先順位を厳しく見直す等により特別会計
歳出を極力圧縮し、もって一般会計から特別会計へ
の繰入れを抑制するよう努力することが必要。

一般会計から石特会計への繰入れ
 3 年度   4 年度
   （要求）  （決定）
 4,320億円 → 4,970億円 → 4,720億円

8．農業
⑴　農業関係予算の合理化・重点化
・　農村地域の持つ多面的役割にも配慮しつつ、生産
性の向上、担い手の育成等に重点を置き、資金の効
率的、重点的配分に努めていく必要。

・　食糧管理費をはじめとする各般の経費について節
減合理化を図りつつ、緊要な施策について予算の効
率的・重点的配分。

（参考）
○ 農村地域の活性化に資するため、集落排水等の農
村整備事業に重点配分。
 3 年度 4 年度
農業農村整備事業 10,691億円 → 11,094億円
   （3.8％増）
　うち農村整備事業 3,062億円 → 3,436億円
   （12.2％増）
　　うち集落排水 622億円 → 839億円
   （35.0％増）
○農業改良資金の充実と補助対象機械の見直し。
＊貸付対象の拡大。（主なもの）
　担い手の育成確保 →　 農外からの新規参入青

年
　経営規模の拡大 →　 経営規模拡大に伴い必

要となる初度的経費
＊ 「補助から融資へ」という考え方の下に、補助
対象（機械）を縮減。

⑵　食糧管理制度  3 年度 4 年度
食糧管理費 3,732億円 → 3,421億円
   （8.3％減）

①　生産者及び消費者米麦価
・　今後の米麦価の決定を通じ、内外価格差の縮小
を図るとともに、政府管理経費の縮減と合わせて、
米麦についてのコスト逆ざやの縮小を更に進めて
いく必要。

・　政府管理経費の縮減。
 3 年度 4 年度
食糧事務所定員 12,226人 → 11,726人
 △ 500人



報告指摘事項 措置状況
（参考）米麦価の推移〔前年比：％〕

 （米　価） （麦　価）
 生産者 消費者 生産者 消費者
62 △5.95 △2.5 △4.9 △6.2
63 △4.6 △1.5 △4.6 △8.0
元 　― 　― △3.5 △4.6
2  △1.5 △1.0 △3.9 △5.1
3  △0.65 △0.44 △1.23 △3.5

・　特に、生産者米価に関しては、価格による需給
調整機能の強化を図るとともに、生産性の高い稲
作の担い手層に焦点を置き、稲作の生産性の向上
とコスト低減を反映していくべき。

・　生産者米価算定方式について、我が国水田農業の
今後の在り方等を踏まえ、平成 4年産米の政府買入
価格の決定までにその取扱いを検討。

②　自主流通米助成
・　自主流通米に係る助成については、制度発足当
時の事情が大きく変化していることを踏まえ、不
断の見直しを行っていくことが肝要であり、特に
その大宗をなす自主流通対策費を中心に見直しを
行っていく必要。

・　 4年産米に係る自主流通対策費の取扱いについて
は、政府米と自主流通米のバランスのとれた集荷へ
の誘導、価格形成の場の充実等の観点を踏まえ、予
算の実行までの間に引き続きその改善について検討。

③　学校給食用米穀売却値引き
・　学校給食用米穀の値引きについては、既に大半
の学校で米飯給食が実施されている状況、消費拡
大の必要性、給食の費用については基本的には受
益者負担とするのが適当であること等を踏まえ、
財政資金の効率的使用の観点から、見直しを行っ
ていく必要。

・　値引き率等の見直し。
 3 年度 4 年度
新規実施校 60％ →  60％
週2.5回以上 55％ → 週 3 回以上 50％
その他 50％ →  45％

9 ．国鉄改革等
⑴　清算事業団の長期債務等の処理
・　平成 4年度に発生する金利等については、土地売
却収入、鉄道整備基金からの収入及び補助金収入等
で賄うよう努め、さらにＪＲ株式の売却を進めその売
却収入により債務元本を減少させるとの基本的考え
方に立って、債務償還の基盤を確立することが必要。

①　平成 4年度においては、金利が金利を生む形での
累増傾向を断ち切り、債務元本を減少させるとの基
本的考え方に立って、債務償還の基盤を確立するた
め、平成 4年度に発生する金利等（1.4兆円）につい
ては、鉄道整備基金からの収入（1,187億円）及び補
助金等（1,323億円）に加えて、随意契約の条件の緩
和及び一般競争入札の活用等の制度改正を踏まえた
土地売却収入（11,700億円）により基本的に賄うこ
ととし、更に、ＪＲ株式の売却を進めることとしてい
る。
②　土地処分については、一般競争入札による処分に
関し、 3年11月に導入された上限価格付入札制度を
実施するとともに、随意契約、土地信託方式、建物
付土地売却方式及び不動産変換ローン方式による処
分を促進し、土地売却収入 1 兆1,700億円（ 3 年度 
1.5兆円）を確保する。  
　また、上限価格付入札の実績等を踏まえ、地価対
策に配慮しつつ、入札の拡大等の検討を行う。
③　ＪＲ株式については、国鉄改革の趣旨に沿って平成
4年度には処分を開始する方向で引き続き検討、準
備を進める。平成 4年度予算においては、前年度と
同様、ＪＲ株式売却収入として1,504億円（売却株式
数 200万株、売却価格75,178円〔ＪＲ3 社の 1 株当た
り純資産額の平均〕）を計上している。

344　　Ⅲ　予算



平成 4年度　　345

報告指摘事項 措置状況
④　平成 4年度の清算事業団補助金については、過去
債務の発生利子の一定割合を補助することとし、
924億円を確保している。

⑵　整備新幹線問題
・　平成 4年度整備新幹線の予算については、その基
本的枠組みを堅持し、その枠内で処理することが必
要。

（参考）基本的枠組み
イ．着工優先順位の決定
ロ ．規格の見直し等による建設費の大幅な圧縮
（収支採算性）（ 5 線、53,200億円→ 3 線、
16,500億円）

ハ ．ＪＲ、国及び地域の負担率（50:35:15）の決
定

ニ ．運輸公共枠の原則（国の財源については、
運輸省所管の公共事業に配分されるべき予算
の一部を充てる。）

ホ ．着工の前提条件（新たな区間等に引き続き
着工する場合には、当該区間の並行在来線の
取扱い、建設費、収支採算性等に関し、具体
的な結論を得たのちこれを行うものとする。）

①　整備新幹線については、昭和63年 8 月、平成元年
1月及び平成 2年12月の政府・与党申合せにおいて、
国鉄改革、行財政改革の趣旨を踏まえ第 2の国鉄を
つくることのないよう収支採算性、財源、規格及び
並行在来線の問題等について基本的枠組みが決定さ
れており、平成 4年度予算においても、基本的枠組
みに基づいて適切に対処している。
②　 4年度においては、
ⅰ．既に着工している北陸新幹線（高崎・長野間）、
東北新幹線（盛岡・青森間）及び九州新幹線（八
代・西鹿児島間）について、建設費 946億円（ 3
年度 606億円）を計上している。
ⅱ．北陸新幹線（高岡・金沢間）については、並行
在来線問題の調整が遅れ、現在鉄建公団が新ルー
トについて調査中であるため、 3年度と同様の考
え方から整備新幹線着工調整費40億円を計上し、
所要の手続を経た後その建設に着工することとす
る。
ⅲ．新幹線の建設を急ぐ自治体の要望に配慮し、町
づくりと一体となった鉄道駅緊急整備事業費90億
円を計上している。
ⅳ．この結果、総事業費は1,076億円となるが、その
財源として、公共事業関係費 166億円（旧NTT-
Ｂ）を計上している。

10．電気通信
・　新たな電波行政関係経費の財源については、電波
を利用する免許人に、税制との調整を図りつつ、受
益者負担の考え方に立って、応分の負担を求めてい
くことを検討する必要。

・　平成 5年度より電波利用料（仮称）制度を導入す
ることとし、平成 4年度予算において、制度導入の
準備のための経費を計上。  
　電波利用料は、免許人の円滑な電波利用を確保す
るため、
ⅰ．コンピューターを活用した総合的電波管理シス
テムの整備
ⅱ．電波監視施設等の整備
 を行う電波行政事務に要する経費に充てるものであ
り、電波を利用する免許人から徴収することとし、
そのための法律案については、次期通常国会に提出
される予定。

11．地方財政
・　臨時行政改革推進審議会の答申等を踏まえ、地方
財政計画の歳出の増加を抑制することが重要。

・　 4年度の地方財政の規模は、臨時行政改革推進審
議会の答申の趣旨に従い、極力歳出の抑制に努めた
ところ。
　　　歳出総額 約74兆 3,700億円程度（4.9％増）



報告指摘事項 措置状況
・　平成 4年度において、過去 3年間に引き続き大幅
な財源余剰となれば、今後地方交付税法第 6条の 3
第 2 項の適用が検討課題。いずれにせよ、国と地方
の財源調整について、国と地方の財源状況を踏まえ、
適切な措置を講じることが必要。

・　 4年度の地方財政収支見通しは、元年度、 2年度、
3年度に引き続き大幅な財源余剰となり、地方交付
税法第 6条の 3 第 2 項に該当する事態であるが、 4
年度においては、中期的な国と地方の財政状況の見
通しが極めて不透明であったため、同項の適用は今
後の検討課題とし、同法附則第 3条に基づく地方交
付税の年度間調整としての特例措置（8,500億円の減
額）等を講じた。

12．補助金等
・　補助金等の整理合理化に当たっては、国と地方の
関係等に関する臨時行政改革推進審議会の答申等に
おいて示された具体的な改革方策に基づき、今後と
も一層の見直しを行っていくことが必要。

・　補助事業の廃止・縮小、零細補助金等の整理、一
般財源化等の整理合理化を推進し、補助金等の総額
を抑制。
（一般財源化した補助金等）
国民健康保険事務費負担金 780億円
国民健康保険助産費補助金 87億円
義務教育費国庫負担金等 623億円

13．人件費の抑制
・　第 8次定員削減計画を着実に実施、新規増員の厳
しい抑制により、引き続き定員を純減。

・　第 8次定員削減計画に基づき定員削減を着実に実
施するとともに、真に必要とされる新規行政需要につ
いても、極力振替によって対処し増員を厳に抑制す
ることにより、引き続き国家公務員数の縮減を図る。
 3 年度 4 年度
国家公務員定員（純減） △2,499人 → △1,372人

（出所 ）「『歳出の節減合理化の方策に関する報告』の平成 4 年度予算における主な措置状況　
平成 4年 1月24日　大蔵省主計局」財政制度審議会総会（第 5回）　平成 4年 1月24日配
付資料⑶（財政制度審議会「平成 3年度　財政制度審議会資料集　総会編」121-130ペー
ジ）｡
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8,1
97
15
.4

0
0.0

19
1,6
66
14
.9

0
0.0

28
,21
0
2.2

87
2,4
69
67
.6
1,2
90
,54
2
10
0.0

治
水

11
4,8
50
11
.4

10
,93
0
1.1

38
,49
8
3.8

16
4,2
78
16
.3

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

84
5,5
45
83
.7
1,0
09
,82
3
10
0.0

治
山

14
,68
4
7.7

40
6
0.2

1,9
55

1.0
17
,04
5
9.0

0
0.0

17
2,8
90
91
.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

18
9,9
35
10
0.0

海
岸

5,1
57

5.7
2,5
98

2.9
9,1
19
10
.0

16
,87
4
18
.6

0
0.0

18
,77
6
20
.7

0
0.0

28
,21
0
31
.1

26
,92
4
29
.7

90
,78
4
10
0.0

2
．
道
路
整
備

26
3,6
32
12
.4

80
,56
0
3.8

29
,13
3
1.4

37
3,3
25
17
.5

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0
1,7
55
,98
7
82
.5
2,1
29
,31
2
10
0.0

3
．
港
湾
・
漁
港
・
空
港

10
0,9
90
17
.1

35
,91
5
6.1

78
,15
6
13
.2
21
5,0
61
36
.4

0
0.0

93
,63
5
15
.8

0
0.0

28
2,6
73
47
.8

0
0.0

59
1,3
69
10
0.0

港
湾

52
,21
1
17
.1

26
,16
4
8.6

31
,08
8
10
.2
10
9,4
63
35
.9

0
0.0

0
0.0

0
0.0

19
5,8
41
64
.1

0
0.0

30
5,3
04
10
0.0

漁
港

39
,28
1
21
.1

8,1
37

4.4
44
,99
6
24
.2

92
,41
4
49
.7

0
0.0

93
,63
5
50
.3

0
0.0

0
0.0

0
0.0

18
6,0
49
10
0.0

空
港

9,4
98

9.5
1,6
14

1.6
2,0
72

2.1
13
,18
4
13
.2

0
0.0

0
0.0

0
0.0

86
,83
2
86
.8

0
0.0

10
0,0
16
10
0.0

4
．
住
宅
対
策

25
,11
4
3.0

10
,19
4
1.2

0
0.0

35
,30
8
4.3

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

78
9,5
64
95
.7
82
4,8
72
10
0.0

5
．
下
水
道
・
環
境
衛
生
等

52
,62
4
4.5

34
,43
6
3.0

23
,26
3
2.0

11
0,3
23

9.5
17
9,2
80
15
.4

0
0.0

0
0.0

0
0.0

87
1,7
84
75
.1
1,1
61
,38
7
10
0.0

下
水

道
46
,07
4
5.7

8,4
36

1.1
84
0
0.1

55
,35
0
6.9

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

74
7,4
36
93
.1
80
2,7
86
10
0.0

環
境
衛
生

42
0.0

16
,56
0
7.6

21
,63
3
9.9

38
,23
5
17
.6
17
9,2
80
82
.4

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

21
7,5
15
10
0.0

公
園

等
6,5
08

4.6
9,4
40

6.7
79
0
0.6

16
,73
8
11
.9

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

12
4,3
48
88
.1
14
1,0
86
10
0.0

　
　
　
公
　
　
園

6,5
08

5.6
9,4
40

8.1
79
0
0.7

16
,73
8
14
.3

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

10
0,2
09
85
.7
11
6,9
47
10
0.0

　
　
　
再
開
発
等

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

24
,13
9
10
0.0

24
,13
9
10
0.0

6
．
農
業
農
村
整
備

17
1,9
04
16
.9

29
,35
2
2.9

35
,82
2
3.5

23
7,0
78
23
.3

0
0.0

78
0,0
84
76
.7

0
0.0

0
0.0

0
0.0
1,0
17
,16
2
10
0.0

7
．
林
道
、
工
業
用
水
等

17
,54
9
9.2

2,7
08

1.4
11
,70
8
6.1

31
,96
5
16
.7

0
0.0

13
8,8
37
72
.6

11
,94
6
6.2

8,5
60

4.5
0
0.0

19
1,3
08
10
0.0

造
林

5,0
77
11
.1

31
5
0.7

61
6
1.3

6,0
08
13
.2

0
0.0

39
,66
6
86
.8

0
0.0

0
0.0

0
0.0

45
,67
4
10
0.0

林
道

6,0
60

6.6
79
6
0.9

2,7
17

3.0
9,5
73
10
.5

0
0.0

81
,73
1
89
.5

0
0.0

0
0.0

0
0.0

91
,30
4
10
0.0

工
業
用
水

0
0.0

74
2
4.0

5,7
51
31
.2

6,4
93
35
.2

0
0.0

0
0.0

11
,94
6
64
.8

0
0.0

0
0.0

18
,43
9
10
0.0

沿
岸
漁
場
整
備

6,3
75
25
.8

85
5
3.5

0
0.0

7,2
30
29
.3

0
0.0

17
,44
0
70
.7

0
0.0

0
0.0

0
0.0

24
,67
0
10
0.0

離
島
電
気
等

37
1.4

0
0.0

2,6
24
98
.6

2,6
61
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

2,6
61
10
0.0

　
　
　
電
　
　
気

0
0.0

0
0.0

20
10
0.0

20
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

20
10
0.0

　
　
　
簡
易
水
道

37
1.4

0
0.0

2,6
04
98
.6

2,6
41
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

2,6
41
10
0.0

鉄
道
防
火

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

8,5
60
10
0.0

0
0.0

8,5
60
10
0.0

新
幹

線
0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

8
．
調
整
費
等

16
4
1.4

65
0.6

11
,15
3
98
.0

11
,38
2
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

11
,38
2
10
0.0

一
般
公
共
計

76
6,6
68
10
.6
20
7,1
64

2.9
23
8,8
07

3.3
1,2
12
,63
9
16
.8
17
9,2
80

2.5
1,2
04
,22
2
16
.7

11
,94
6
0.2

31
9,4
43

4.4
4,2
89
,80
4
59
.4
7,2
17
,33
4
10
0.0

9
．
災
害
復
旧
等

29
3
0.5

0
0.0

0
0.0

29
3
0.5

0
0.0

17
,66
7
27
.1

0
0.0

80
2
1.2

46
,31
6
71
.2

65
,07
8
10
0.0

災
害
復
旧

29
2
0.7

0
0.0

0
0.0

29
2
0.7

0
0.0

12
,25
5
27
.8

0
0.0

79
9
1.8

30
,79
5
69
.8

44
,14
0
10
0.0

災
害
関
連

2
0.0

0
0.0

0
0.0

2
0.0

0
0.0

5,4
12
25
.8

0
0.0

3
0.0

15
,52
2
74
.1

20
,93
8
10
0.0

合
　
計

76
6,9
61
10
.5
20
7,1
64

2.8
23
8,8
07

3.3
1,2
12
,93
2
16
.7
17
9,2
80

2.5
1,2
21
,89
0
16
.8

11
,94
6
0.2

32
0,2
45

4.4
4,3
36
,12
0
59
.5
7,2
82
,41
2
10
0.0

（
注
）
各
計
数
は
、
四
捨
五
入
に
よ
っ
て
い
る
の
で
計
に
お
い
て
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。



②
平
成
4
年
度
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）

区
分

北
海
道
開
発
庁

沖
縄
開
発
庁

国
土
庁

総
理
府
計

厚
生
省

農
林
水
産
省

通
商
産
業
省

運
輸
省

建
設
省

合
計

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

1
．
治
山
・
治
水

15
1,7
29
10
.6

16
,35
6
1.1

56
,71
4
4.0

22
4,7
99
15
.7

0
0.0

21
1,8
98
14
.8

0
0.0

31
,17
1
2.2

96
1,5
62
67
.3
1,4
29
,43
0
10
0.0

治
水

12
9,7
45
11
.6

12
,87
4
1.1

44
,61
1
4.0

18
7,2
30
16
.7

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

93
2,5
96
83
.3
1,1
19
,82
6
10
0.0

治
山

16
,08
7
7.7

54
9
0.3

2,1
51

1.0
18
,78
7
9.0

0
0.0

19
0,9
98
91
.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

20
9,7
85
10
0.0

海
岸

5,8
97

5.9
2,9
33

2.9
9,9
52
10
.0

18
,78
2
18
.8

0
0.0

20
,90
0
20
.9

0
0.0

31
,17
1
31
.2

28
,96
6
29
.0

99
,81
9
10
0.0

2
．
道
路
整
備

29
6,7
79
12
.4

89
,02
8
3.7

32
,57
8
1.4

41
8,3
85
17
.5

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0
1,9
77
,69
9
82
.5
2,3
96
,08
4
10
0.0

3
．
港
湾
・
漁
港
・
空
港

11
0,3
11
16
.8

41
,18
8
6.3

87
,62
3
13
.3
23
9,1
22
36
.4

0
0.0

10
1,5
91
15
.5

0
0.0

31
6,1
50
48
.1

0
0.0

65
6,8
63
10
0.0

港
湾

55
,53
0
16
.3

29
,58
1
8.7

34
,72
9
10
.2
11
9,8
40
35
.3

0
0.0

0
0.0

0
0.0

21
9,8
19
64
.7

0
0.0

33
9,6
59
10
0.0

漁
港

44
,49
7
21
.6

9,3
61

4.5
50
,50
0
24
.5
10
4,3
58
50
.7

0
0.0

10
1,5
91
49
.3

0
0.0

0
0.0

0
0.0

20
5,9
49
10
0.0

空
港

10
,28
4
9.2

2,2
46

2.0
2,3
94

2.2
14
,92
4
13
.4

0
0.0

0
0.0

0
0.0

96
,33
1
86
.6

0
0.0

11
1,2
55
10
0.0

4
．
住
宅
対
策

29
,79
7
3.2

8,9
01

1.0
0
0.0

38
,69
8
4.1

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

89
4,2
60
95
.9
93
2,9
58
10
0.0

5
．
下
水
道
・
環
境
衛
生
等

59
,69
0
4.4

41
,72
2
3.1

26
,33
4
2.0

12
7,7
46

9.5
20
8,6
40
15
.5

0
0.0

0
0.0

0
0.0
1,0
09
,08
1
75
.0
1,3
45
,46
7
10
0.0

下
水

道
51
,43
5
5.7

10
,26
0
1.1

1,3
20

0.1
63
,01
5
6.9

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

85
6,4
63
93
.1
91
9,4
78
10
0.0

環
境
衛
生

16
4
0.1

19
,74
1
7.8

24
,01
0
9.5

43
,91
5
17
.4
20
8,6
40
82
.6

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

25
2,5
55
10
0.0

公
園

等
8,0
91

4.7
11
,72
1
6.8

1,0
04

0.6
20
,81
6
12
.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

15
2,6
18
88
.0
17
3,4
34
10
0.0

　
　
　
公
　
　
園

8,0
91

6.1
11
,72
1
8.8

1,0
04

0.8
20
,81
6
15
.6

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

11
2,4
41
84
.4
13
3,2
57
10
0.0

　
　
　
再
開
発
等

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

40
,17
7
10
0.0

40
,17
7
10
0.0

6
．
農
業
農
村
整
備

17
3,7
17
15
.7

36
,33
2
3.3

40
,96
6
3.7

25
1,0
15
22
.6

0
0.0

85
8,8
89
77
.4

0
0.0

0
0.0

0
0.0
1,1
09
,90
4
10
0.0

7
．
林
道
、
工
業
用
水
等

19
,65
9
9.0

2,3
24

1.1
10
,62
6
4.8

32
,60
9
14
.9

0
0.0

15
3,9
43
70
.2

15
,44
8
7.0

17
,16
3
7.8

0
0.0

21
9,1
63
10
0.0

造
林

5,5
98
11
.0

38
7
0.8

67
9
1.3

6,6
64
13
.1

0
0.0

44
,03
4
86
.9

0
0.0

0
0.0

0
0.0

50
,69
8
10
0.0

林
道

6,9
58

6.9
97
9
1.0

2,9
41

2.9
10
,87
8
10
.8

0
0.0

90
,26
9
89
.2

0
0.0

0
0.0

0
0.0

10
1,1
47
10
0.0

工
業
用
水

0
0.0

25
0.1

4,1
18
21
.0

4,1
43
21
.1

0
0.0

0
0.0

15
,44
8
78
.9

0
0.0

0
0.0

19
,59
1
10
0.0

沿
岸
漁
場
整
備

7,0
66
25
.6

93
3
3.4

0
0.0

7,9
99
28
.9

0
0.0

19
,64
0
71
.1

0
0.0

0
0.0

0
0.0

27
,63
9
10
0.0

離
島
電
気
等

37
1.3

0
0.0

2,8
88
98
.7

2,9
25
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

2,9
25
10
0.0

　
　
　
電
　
　
気

0
0.0

0
0.0

21
10
0.0

21
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

21
10
0.0

　
　
　
簡
易
水
道

37
1.3

0
0.0

2,8
67
98
.7

2,9
04
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

2,9
04
10
0.0

鉄
道
防
火

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

55
6
10
0.0

0
0.0

55
6
10
0.0

新
幹

線
0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

16
,60
7
10
0.0

0
0.0

16
,60
7
10
0.0

8
．
調
整
費
等

16
9
1.3

67
0.5

12
,62
8
98
.2

12
,86
4
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

12
,86
4
10
0.0

一
般
公
共
計

84
1,8
51
10
.4
23
5,9
18

2.9
26
7,4
69

3.3
1,3
45
,23
8
16
.6
20
8,6
40

2.6
1,3
26
,32
1
16
.4

15
,44
8
0.2

36
4,4
84

4.5
4,8
42
,60
2
59
.8
8,1
02
,73
3
10
0.0

9
．
災
害
復
旧
等

26
0
0.4

0
0.0

0
0.0

26
0
0.4

0
0.0

18
,50
8
27
.1

0
0.0

83
9
1.2

48
,60
8
71
.3

68
,21
5
10
0.0

災
害
復
旧

25
9
0.6

0
0.0

0
0.0

25
9
0.6

0
0.0

12
,34
8
29
.0

0
0.0

76
0
1.8

29
,28
3
68
.7

42
,65
0
10
0.0

災
害
関
連

2
0.0

0
0.0

0
0.0

2
0.0

0
0.0

6,1
60
24
.1

0
0.0

79
0.3

19
,32
4
75
.6

25
,56
5
10
0.0

合
　
計

84
2,1
11
10
.3
23
5,9
18

2.9
26
7,4
69

3.3
1,3
45
,49
8
16
.5
20
8,6
40

2.6
1,3
44
,82
9
16
.5

15
,44
8
0.2

36
5,3
23

4.5
4,8
91
,20
9
59
.9
8,1
70
,94
8
10
0.0

（
注
）
各
計
数
は
、
四
捨
五
入
に
よ
っ
て
い
る
の
で
計
に
お
い
て
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

（
出
所
）
大
蔵
省
作
成
資
料
　
平
成
4
年
2
月
。
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8-117　平成 4年度の税収決算額について

（単位：億円、％）

決算額 対補正後 対当初 対前年

補正後予算額
576,310

当初予算額
625,040

3 年度決算額
598,204

544,453
（▲5.5）
▲31,857

（▲12.9）
▲80,587

（▲9.0）
▲53,751

（注）決算額が 2年連続で減収となったのは、戦後初めて。

補正額　▲48,730

2 年度税収 3年度税収 4年度税収
601,059億円 598,204億円 544,453億円

▲2,855億円 ▲53,751億円

（出所 ）財政制度審議会総会（第 2 回）　平成 5 年 8 月11日配付資料⑵「最近の税収動向につ
いて」（財政制度審議会「平成 5年度　財政制度審議会資料集　総会編」54ページ）｡



8-118　一般会計税収の予算額と決算額、税収弾性値の推移
（単位：億円、％）

 区分
年度

予算額
決算額

対当初 対補正後
税収弾性値

当初 補正額 補正後 増減額 増減割合 増減額 増減割合

昭和31 8,267 530 8,797 9,502 1,235 14.9 705 8.0 2.06
32 9,469 424 9,893 10,499 1,030 10.9 606 6.1 1.56
33 10,259 80 10,339 10,318 59 0.6 ▲21 ▲0.2 0.13
34 11,212 573 11,785 12,134 922 8.2 349 3.0 1.24
35 13,366 1,879 15,245 16,183 2,817 21.1 938 6.2 1.71
36 16,649 1,546 18,195 20,176 3,527 21.2 1,981 10.9 1.45
37 20,421 1,363 21,784 21,959 1,538 7.5 175 0.8 1.59
38 23,053 2,068 25,121 25,302 2,249 9.8 181 0.7 1.07

（28,918） （▲125） （▲0.4） （▲775） （▲2.6）
39 29,043 650 29,693 29,497 454 1.6 ▲196 ▲0.7 1.15
40 32,877 ▲2,590 30,287 30,496 ▲2,381 ▲7.2 209 0.7 0.80

41 31,977 1,460 33,437 34,058 2,081 6.5 621 1.9 1.19
42 38,052 2,901 40,953 40,936 2,884 7.6 ▲17 ▲0.0 1.51
43 46,979 2,405 49,384 49,239 2,260 4.8 ▲145 ▲0.3 1.28
44 57,381 1,969 59,350 60,243 2,862 5.0 893 1.5 1.42
45 69,384 3,011 72,395 72,958 3,574 5.2 563 0.8 1.58
46 82,963 ▲4,757 78,206 79,272 ▲3,691 ▲4.4 1,066 1.4 1.35
47 88,485 2,820 91,305 97,701 9,216 10.4 6,396 7.0 1.38
48 110,786 15,080 125,866 133,655 22,869 20.6 7,789 6.2 1.93

（146,029） （8,409） （6.1） （▲7,711） （▲5.0）
49 137,620 16,120 153,740 150,359 12,739 9.3 ▲3,381 ▲2.2 0.92
50 173,400 ▲38,790 134,610 137,527 ▲35,873 ▲20.7 2,917 2.2 ▲0.34

51 155,190 ― 155,190 156,578 1,388 0.9 ＜同　 　左＞ 0.99
52 182,400 ▲11,060 171,340 173,329 ▲9,071 ▲5.0 1,989 1.2 1.13

（194,360） （191,360） （195,874） （1,514） （0.8） （4,514） （2.4）
53 214,500 ▲3,000 211,500 219,205 4,705 2.2 7,705 3.6 1.01
54 214,870 19,090 233,960 237,295 22,425 10.4 3,335 1.4 1.80
55 264,110 7,340 271,450 268,687 4,577 1.7 ▲2,763 ▲1.0 1.22
56 322,840 ▲4,524 318,316 289,521 ▲33,319 ▲10.3 ▲28,795 ▲9.0 0.54
57 366,240 ▲61,460 304,780 305,111 ▲61,129 ▲16.7 331 0.1 0.80
58 323,150 ▲4,130 319,020 323,583 433 0.1 4,563 1.4 1.28
59 345,960 2,390 348,350 349,084 3,124 0.9 734 0.2 1.07
60 385,500 ▲4,050 381,450 381,988 ▲3,512 ▲0.9 538 0.1 0.88

61 405,600 ▲11,200 394,400 418,768 13,168 3.2 24,368 6.2 2.00
62 411,940 18,930 430,870 467,979 56,039 13.6 37,109 8.6 3.27
63 450,900 30,160 481,060 508,265 57,365 12.7 27,205 5.7 2.08

平成元 510,100 32,170 542,270 549,218 39,118 7.7 6,948 1.3 1.50
2 580,040 11,270 591,310 601,059 21,019 3.6 9,749 1.6 1.12
3 617,720 ▲27,820 589,900 598,204 ▲19,516 ▲3.2 8,304 1.4 0.04
4 625,040 ▲48,730 576,310 544,453 ▲80,587 ▲12.9 ▲31,857 ▲5.5 ▲3.81
5 613,030 ▲1,460 611,570

（備考）39年度、49年度及び53年度の（　）書は、年度所属区分の改正による増収額を除外した場合のものである。

（出所 ）財政制度審議会総会（第 2 回）　平成 5 年 8 月11日配付資料⑵「最近の税収動向につ
いて」（財政制度審議会「平成 5年度　財政制度審議会資料集　総会編」56ページ）。
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8-119　平成 4年度決算概要
平成 5年 7月30日
大　　　蔵　　　省

（単位：億円、億円未満切捨）

〔歳入〕 〔歳出〕

税 収 ▲31,856 不 用 8,006

税外収入 8,441

公 債 金 　▲ 0

計 ▲23,415 計 8,006

合　計 ▲15,408（Ａ）

空港整備事業費等財源
特定財源増 　　　38（Ｂ）

歳入歳出の決算上の不
足額（Ａ－Ｂ） ▲15,447

不足額の処理
　 決算調整資金からの
組入れ（決算調整資
金へは国債整理基金
から繰入れ）

　15,447

（出所 ）財政制度審議会総会（第 2回）　平成　
5　年 8 月11日配付資料⑶「平成 6 年度
の財政事情」（財政制度審議会「平成 5
年度　財政制度審議会資料集　総会編」
57ページ）。



【中期的財政運営】

8-120　 財政運営の諸指標の性格について

1 ．一般会計歳出伸率
2．公債依存度
3．公債残高（特例公債残高）
4．公債残高対GNP比
5．国債費率
6．国民負担率
（参考）諸指標の関連

1．一般会計歳出伸率
①　経済成長率との対比で、財政規模の抑制
の程度を示す（名目経済成長率以下とし続
ける場合には、一般会計歳出の対GNP比
が低下していくこととなる。）
②　臨調答申は、行政の果たすべき役割の見
直しと国民負担の増大の抑制のための中期
的な指標として用いている。
③　59年の財審報告は、特例公債依存体質か
らの脱却のために必要な歳出規模の抑制の
指標として用いている。
④　西ドイツでは、中期的に歳出伸率を
2.5％以下とすることを目標としている。
また、類似のものとして、イギリスでは、
公共支出（国＋地方）の対GNP比を漸減
させることを目標としている。
⑤　歳出抑制は財政体質改善の前提となるも
のではあるが、必ずしも財政体質改善その
ものの指標とはならない。
2．公債依存度
（公債依存度）
①　財政規模に対する単年度の財政赤字（新
規公債発行額）の大きさを示す。
②　新規公債発行額の抑制を通じて利払費の
増加による財政の硬直化を防ぐという点で、
財政体質改善の指標の一つである。また、
経済の不況時には新規公債発行額を増大さ
せて景気を刺激し、好況時には新規公債発
行額を削減して景気の過熱を防ぐことから、
財政による景気調整の状況を示すという性

格をも持っている。
③　昭和40年代前半の財政硬直化打開キャン
ペーンにおいては、公債依存度を 5％以下
とすることが目標とされ、また、50年代以
降の特例公債発行下においては、特例公債
依存体質脱却と並んで、公債依存度引下げ
が一貫して目標とされてきている。

④　特例公債発行額がゼロとなった後は四条
公債のみの指標となり、公債発行対象経費
（公共事業費、出資金、貸付金）の一般会
計歳出に占めるシェアがその上限となる。

（すきま率）
①　公債発行対象経費と四条公債発行額との
差（すきま）の割合を示す。

②　不況で税収が伸び悩んだ場合に、すきま
の部分の税収を経常部門経費の財源に転用
し、特例公債の発行を回避できるという点
で、特例公債依存体質脱却後において再び
特例公債依存体質に転落することを防ぐ目
安となる。

③　すきま率と公債依存度の関係については、
例えば、すきま率を 0％から50％に引き上
げることは、公債発行対象経費の一般会計
歳出に占めるシェアを一定とすれば、公債
依存度を 2分の 1に引き下げることを意味
する。
3．公債残高（特例公債残高）
①　各年度の財政赤字の累積額（ネット償還
額を除く）を示す。

②　特例公債については、厳しい財政状況を
勘案し、当面四条公債と同様に60年償還
ルールによることを基本としているが、現
行の取扱いを継続するとすれば、残高が急
速に減少することは望めない。

③　特例公債については、見合いとなる資産
が将来に残らないことから、できるだけ早
く残高を減少させることが望ましく、この
ためには、どのような形でどの程度早期償
還（借換債発行額の圧縮）を行うかについ
て検討することが必要となる。
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4 ．公債残高対GNP比
①　公債残高と経済の規模とのバランスを示
す。
②　59年の財審報告は、特例公債の借換債の
発行を行うに当たり、市場におけるその円
滑な消化を図る上で留意すべき指標として
用いている。
③　「基本的考え方」は、総公債発行額の抑
制を通じて利払費の増加による財政の硬直
化を防ぐという財政体質改善の指標の一つ
として用いている。
④　公債残高に関する指標であり、急速に低
下することは望めない。
5．国債費率
①　過去の公債発行に伴う後年度負担である
利払・償還費の財政規模に対する大きさを

示す。
②　公債の利払・償還による政策経費の圧迫
の程度、逆に言えば財政の対応力の回復の
程度を端的に示す指標である。

③　公債残高と密接に関連しており、急速に
低下することは望めない。
6．国民負担率
①　国と地方を合わせた租税負担及び社会保
障負担の国民所得に対する大きさを示す。

②　臨調答申等は、行政の果たすべき役割の
見直しと国民負担の増大の抑制のための長
期的な指標として用いている。

③　政府全体に係る指標であるため、国の一
般会計の財政運営には直結しない。

④　財政の肥大化防止の指標であり、必ずし
も財政体質の改善にはつながらない。

（参考）諸指標の関連

一般歳出削減努力

歳出繰延べ等の 歳出繰延べ残高減

公債残高減
（公債残高対
GNP比↓）

国債費減
（国債費率↓）

国民負担
率減
（国民負担
率↓）

財政の肥大化の
防止
社会の活力の
維持

財政体質の改善
財政の対応力の
回復

打　　切
残高処理

特例公債償還費
繰入

四条公債発行減
 公債依存度↓
 す き ま 率↑

（一般会計歳出伸率↓）

（出所 ）財政制度審議会中期財政運営問題小委員会（第 2 回）（懇談会）　平成元年 5 月17日配
付資料⑵（財政制度審議会「平成元年度　財政制度審議会資料集　中期財政運営問題小
委員会編」73-81ページ）。
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 ①
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庫
負
担
に
つ
い
て
、
そ
の
2
分
の
1
の
範

囲
内
で
減
額
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

2
 ．
平
成
元
年
度
に
お
い
て
も
、
平
成
2
年
度
特
例
公

債
依
存
体
質
脱
却
と
い
う
財
政
再
建
目
標
を
踏
ま
え
、

引
き
続
き
厳
し
い
財
政
事
情
の
下
で
、
社
会
保
障
の

実
質
的
水
準
を
低
下
さ
せ
な
い
た
め
の
措
置
と
し
て
、

繰
延
額
を
圧
縮
（
63
年
度
3,6
00
億
円
→
元
年
度
3,2
40

億
円
）
し
た
う
え
で
、
引
き
続
き
繰
延
べ
を
継
続
す

る
こ
と
と
し
た
。

3
 ．
一
方
、
63
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
は
、
62
年
度
決

算
剰
余
金
に
加
え
、
63
年
度
に
お
い
て
も
予
想
外
の

税
収
の
伸
び
等
に
よ
り
一
時
的
に
財
政
事
情
に
余
裕

が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
特
例
公
債
の
減
額
を
行
う
と

と
も
に
、
年
金
制
度
改
革
を
控
え
国
民
の
年
金
財
政

に
対
す
る
信
頼
の
確
保
の
た
め
、
繰
戻
し
の
緊
要
性

が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
厚
生
年
金
等
に
つ
い
て
、
57

年
度
か
ら
60
年
度
ま
で
の
繰
延
分
を
繰
り
戻
す
こ
と

と
し
た
。

4
 ．
61
年
度
～
63
年
度
繰
延
分
及
び
平
成
元
年
度
繰
延

分
に
つ
い
て
は
、
運
用
収
入
の
減
額
分
を
含
め
、
一

般
会
計
が
特
例
公
債
依
存
体
質
か
ら
脱
却
し
た
後
、

出
来
る
限
り
速
や
か
に
繰
り
入
れ
に
着
手
し
、
年
金

財
政
の
運
営
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
の
な
い
よ
う
計

画
的
に
繰
り
戻
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
単
位
：
億
円
）

57
～
60
年
度
（
実
績
）

61
62

63
元

合
　
計

繰
延
（
返
済
）
額

△
15
,07
8（
63
補
正
で
返
済
）

3,0
40

3,6
00

3,6
00

3,2
40

13
,48
0

17
年

36
年
４
月

現
在

17
年

36
年
４
月

現
在

給
付
費

基
礎
年
金

相
当
額

給
付
費
の
20
％

（
国
庫
負
担
）

1/
4を
減
額

給
付
費
の
20
％

（
国
庫
負
担
）

1/
2の
範
囲
内
で

減
　
額

基
礎
年
金
相
当
額

の
1/
3

（
国
庫
負
担
）

減
額
せ
ず

行
革
関
連
特
例
法

↓
厚
生
保
険
特
別
会
計
法

↓

平
成
元
年
補
助
金
特
例
法
（
抄
）

　（
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
）

第
11
条
　
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
19
年
法
律
第
10
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
18
条
ノ
11
に
次
の
1
条
を
加
え
る
。

　
第
18
条
ノ
12
…
…

　
　
　
 政
府
ハ
…
厚
生
年
金
事
業
ノ
財
政
ノ
安
定
ガ
損
ナ
ワ
ル
ル
コ
ト
ナ
キ
様
平
成
2
年
度
以
降
ニ
オ
イ
テ
国
ノ
財
政
状
況
ヲ

勘
案
シ
ツ
ツ
…
一
般
会
計
ヨ
リ
年
金
勘
定
ニ
繰
リ
入
レ
ル
ベ
シ
。



3
．
住
宅
金
融
公
庫
利
子
補
給
金
の
一
部
繰
延
べ

1
 ．
住
宅
金
融
公
庫
は
財
投
資
金
を
借
り
入
れ
て
、
民

間
金
融
機
関
よ
り
も
低
利
の
資
金
を
国
民
の
住
宅
建

設
の
た
め
に
融
通
し
て
お
り
、
国
は
一
般
会
計
に
お

い
て
財
投
金
利
と
貸
出
金
利
の
金
利
差
等
を
補
給
し

て
き
て
い
る
。

2
 ．
昭
和
57
年
度
に
お
い
て
は
、
公
庫
の
資
金
調
達
金

利
が
一
時
期
極
め
て
高
水
準
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り

公
庫
の
収
支
差
が
拡
大
し
た
こ
と
、
国
の
厳
し
い
財

政
事
情
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
昭
和
56
年
度
末

の
借
入
金
残
高
に
係
る
利
息
の
う
ち
利
率
が
6.5
％
を

超
え
る
部
分
の
利
息
を
繰
延
べ
る
こ
と
と
し
た
。

3
 ．
ま
た
、
繰
延
べ
措
置
は
財
政
再
建
期
間
中
（
昭
和

57
～
59
年
度
）
と
し
、
終
了
後
昭
和
60
～
平
成
3
年

度
に
計
画
的
に
措
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
現
在
累
計
で
1,7
66
億
円
が
措
置
さ
れ
て
い

る
。

4
 ．
そ
の
後
、
昭
和
60
年
度
に
至
り
、
引
き
続
き
国
の

財
政
事
情
が
厳
し
い
こ
と
に
か
ん
が
み
、
昭
和
59
年

度
末
の
借
入
金
残
高
に
係
る
利
息
の
う
ち
利
率
が

6.5
％
を
超
え
る
部
分
の
利
息
を
財
政
再
建
期
間
中

（
昭
和
60
～
平
成
2
年
度
）
繰
り
延
べ
る
こ
と
と
し
、

終
了
後
平
成
3
年
度
～
12
年
度
に
計
画
的
に
措
置
す

る
こ
と
と
し
た
。

5
 ．
い
ず
れ
の
場
合
も
、
繰
延
べ
期
間
中
の
資
金
繰
り

の
た
め
の
借
入
金
に
係
る
利
息
に
つ
い
て
は
毎
年
度

予
算
で
措
置
し
て
い
る
。

◎
　
住
宅
金
融
公
庫
補
給
金
等
と
繰
延
額
推
移

（
単
位
：
億
円
、
％
）

年
度

昭
和
57

58
59

60
61

62
63

平
成
元

合
計

本
来
補
給
金

3,1
57

3,4
02

3,7
76

4,1
40

3,9
91

3,5
30

3,8
09

4,0
31

繰
延

額
▲
51
7

▲
77
8
▲
1,0
45

▲
1,0
34

▲
1,0
84

▲
85
7
▲
1,1
47

▲
1,2
97

▲
7,7
59

利
息

35
90

13
2

20
4

26
7

29
9

31
0

33
8

1,6
75

交
付

金
―

―
―

10
3

25
9

46
8

46
8

46
8

1,7
66

補
給
金
等
措
置
額

2,8
14

2,8
15

2,8
63

3,4
13

3,4
33

3,4
40

3,4
40

3,5
40

繰
延
累
計
額

51
7

1,2
95

2,3
40

3,2
71

4,0
96

4,4
85

5,1
64

5,9
93

（
注
1
 ）
57
年
度
及
び
58
年
度
の
補
給
金
等
措
置
額
は
、
56
年
度
の
損
失
金
に
係
る
補
塡
額
及
び
借
入
金
利
息
相
当
額
を
含
ん
だ

計
数
で
あ
る
。

（
注
2
 ）
62
年
度
は
予
算
補
正
後
の
計
数
で
あ
る
。

◎
　
財
政
投
融
資
貸
付
金
利
及
び
住
宅
金
融
公
庫
貸
出
金
利
の
推
移

（
単
位
：
％
）

9 8 7 6 5 4 3

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

55
56

57
58

59
60

61
62

63
元
平
成

昭
和

6.5 5.5
6.2
6.56
.75 5.2

5.5

8.0

5.0
5

6.5
6.0
5

6.7
5
6.6
5

8.5

5.5

住
宅
金
融
公
庫
貸
出
金
利

財
政
投
融
資
貸
付
金
利

6.8
6.3

4.8
5

4.4

年
度

356　　Ⅲ　予算



中期的財政運営　　357
4
．
地
方
財
政
対
策
関
係

1
 ．
地
方
財
政
対
策
の
改
革
に
よ
る
特
会
借
入
金
（
国

負
担
分
）
の
一
般
会
計
負
担

　
　
・
 　
59
年
度
の
地
方
財
政
対
策
の
改
革
に
お
い
て
、

交
付
税
特
会
に
お
け
る
新
た
な
借
入
金
措
置
は

原
則
と
し
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

既
往
借
入
金
残
高
に
つ
い
て
は
、
財
政
再
建
が

な
さ
れ
る
ま
で
凍
結
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ

れ
に
伴
い
、
上
記
借
入
金
の
う
ち
国
の
負
担
と

し
て
地
方
交
付
税
法
等
に
定
め
ら
れ
て
い
た
既

往
の
借
入
金
（
5
兆
8,2
78
億
円
）
を
一
般
会
計

の
借
入
金
に
振
替
整
理
し
た
。

59
年
度
振
替
整
理
前
の
交
付
税
特
別
会
計

借
入
金
残
高
　
　
　
　
11
兆
5,2
19
億
円

（
1）
一
般
会
計
振
替
整
理
額

5
兆
8,2
78
億
円

（
2）
交
付
税
特
会
残
額

5
兆
6,9
41
億
円

⑴
　
一
般
会
計
借
入
金
の
償
還
額
（
国
負
担
） 

（
単
位
：
億
円
）

年
　
度

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

合
　
計

償
還
額

3,8
56

4,6
66

5,0
76

5,5
09

5,9
62

6,4
89

7,0
53
.9

6,7
78
.3

6,5
55

6,3
32
.43

58
,27
7.6
3

⑵
　
交
付
税
特
会
借
入
金
の
償
還
額
（
地
方
負
担
）
＜
平
成
元
年
10
月
償
還
後
＞
 

（
単
位
：
億
円
）

年
　
度

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
合
　
計

償
還
額

2,2
11

2,7
29

2,9
23

3,1
44

3,3
89

3,6
12

3,8
87

4,1
61

4,4
97

4,8
26
.95

56
2.4

35
,94
2.3
5

＜
注
＞
借
入
先
は
資
金
運
用
部
資
金

2
 ．
地
方
財
政
対
策
に
伴
う
後
年
度
負
担

　
　
・
 　
地
方
財
政
対
策
に
伴
う
各
種
の
後
年
度
の
加

算
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
補
助
率
の
見
直
し

に
あ
た
り
、
地
方
財
政
の
運
営
に
支
障
が
生
じ

な
い
よ
う
、
各
年
度
の
地
方
財
政
対
策
に
お
い
て
、

国
と
地
方
の
財
政
事
情
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国

と
し
て
と
り
う
る
ギ
リ
ギ
リ
の
措
置
を
講
じ
た

も
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
国
と
地
方
の
間

の
財
政
調
整
で
あ
り
、
国
の
地
方
に
対
す
る
貸

し
（
後
年
度
に
お
け
る
交
付
税
の
減
算
）
も
含

ま
れ
て
い
る
。

後
年
度
負
担
額
返
済
の
年
度
別
内
訳
（
交
付
税
法
附
則
で
法
定
） 

（
単
位
：
億
円
）

年
　
度

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
計

年
度
別
内
訳

2,1
70

2,5
10

2,5
49

80
0

82
0

90
4

44
0

46
0

48
0

50
0

44
0

12
,07
3

（
単
位
：
億
円
）

年
　
度

59
60

61
62

63
元

計

地
方
財
政
対
策
に

伴
う
後
年
度
負
担

△
30
0

1,8
55

2,9
77

1,9
23

2,5
34

2,5
84

12
,07
3

補
正

　
10
,67
8

＜
50
0＞

60
補
正
特
例
措
置

額
△
1,3
95
＊

△
1,3
95

（
注
）
1
．
△
は
国
の
地
方
へ
の
貸
し

　
　
 
2
 ．
地
方
財
政
対
策
に
伴
う
後
年
度
負
担
の
合
計
に
は
60
年
度
に
お
け
る
国
の
地
方
へ
の
貸
し

の
63
年
度
及
び
平
成
元
年
度
の
返
済
分
（
計
46
0億
円
）
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
　
 
3
 ．
＊
に
つ
い
て
は
、「
昭
和
60
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
附
則

で
将
来
の
交
付
税
の
減
額
を
法
定
。



5
．
国
債
費
の
定
率
繰
入
れ
の
停
止
に
つ
い
て

　
定
率
繰
入
れ
に
つ
い
て
は
、
①
定
率
繰
入
れ
を
行
わ

な
く
と
も
現
行
ル
ー
ル
に
よ
る
償
還
に
支
障
を
生
じ
な

い
と
見
込
ま
れ
る
国
債
整
理
基
金
の
状
況
、
②
定
率
繰

入
れ
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
財
源
は
特
例
公
債
に

依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
財
政
状
況
、
を
踏
ま
え
、
昭
和

57
年
度
以
降
停
止
さ
れ
て
い
る
。

年
度
末
基
金
残
高
の
推
移
等
（
普
通
国
債
等
分
）

（
単
位
：
億
円
）

区
分

年
度

償
　
還

償
還
財
源

一
般
会
計

へ
繰
入

年
度
末

基
金
残
高

満
期
到
来

額
等

借
換
額

ネ
ッ
ト

償
還
額

一
般
会
計

か
ら
の

繰
入
れ

Ｎ
Ｔ
Ｔ
株
式

売
払
収
入
運
用
益
等

定
率
・
差

減
額
繰
入

剰
余
金

繰
入

予
算
繰
入

51
4,4
00

3,7
12

68
8

4,1
54

1,5
55

2,3
72

22
7

―
44
2

―
7,6
62

52
3,8
71

3,1
28

74
3

2,5
60

2,4
01

―
15
9

―
52
2

―
10
,00
1

53
7,4
65

6,3
26

1,1
39

4,5
57

3,5
91

64
0

32
6

―
57
5

―
13
,99
4

54
1

―
1

8,9
62

5,3
07

3,4
38

21
7

―
90
5

―
23
,86
0

55
3,0
04

2,9
03

10
1

9,3
84

7,1
46

2,1
04

13
4

―
1,7
02

―
34
,84
5

56
21
,01
3

8,9
52

12
,06
2

9,4
72

9,4
72

―
―

―
2,1
58

―
34
,41
3

57
38
,63
7

32
,72
7

5,9
09

94
9
（
11
,98
4）

―
94
9

―
1,6
78

―
31
,13
1

58
52
,35
7

45
,14
5

7,2
12

2,2
52
（
13
,97
3）

―
2,2
52

―
1,2
69

―
27
,44
0

59
62
,27
0

53
,60
3

8,6
67

2,0
92
（
16
,12
7）

1,2
53

83
9

―
1,8
06

―
22
,67
1

60
10
2,6
61

89
,57
3

13
,08
9

1,3
83
（
18
,62
7）

―
1,3
83

―
1,5
88

―
12
,55
4

61
13
1,2
59

11
4,8
86

16
,37
3

1,2
53
（
20
,73
8）

―
1,2
53

23
,59
1

2,0
41

―
23
,06
6

62
17
8,6
48

15
4,4
90

24
,15
7

4,4
01
（
23
,16
8）

2,3
11

2,0
90

49
,09
8

1,8
84

4,5
80

49
,71
1

63
16
2,9
23

13
9,4
61

23
,46
1

9,4
69
（
25
,03
6）

9,4
69

―
28
,13
8

2,1
73

13
,00
0

53
,03
0

平
成

元
　

17
5,4
98

15
2,0
39

23
,45
8

―
（
26
,08
1）

―
―

27
,86
4

1,4
23

13
,00
0

45
,85
8

（
注
）
1
．
62
年
度
ま
で
は
実
績
、
63
年
度
は
補
正
後
計
数
、
平
成
元
年
度
は
見
込
み
で
あ
る
。

2
．
定
率
・
差
減
額
繰
入
欄
の
（
　
）
書
は
、
定
率
・
差
減
額
繰
入
が
実
施
さ
れ
た
場
合
の
繰
入
額
を
示
す
。

3
．
運
用
益
等
に
は
、
国
鉄
等
負
担
分
、
前
年
度
剰
余
金
及
び
配
当
金
収
入
を
含
む
。

4
．
Ｎ
Ｔ
Ｔ
株
式
売
払
収
入
は
、
株
式
管
理
処
分
経
費
を
控
除
し
た
後
の
計
数
で
あ
る
。

5
．
62
年
度
の
剰
余
金
繰
入
欄
に
は
、
借
入
金
償
還
額
（
6,4
97
億
円
）
を
控
除
し
た
金
額
を
計
上
し
た
。

6
．
各
係
数
ご
と
に
四
捨
五
入
し
た
た
め
計
に
お
い
て
符
合
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

◎ 国 債 整 理 基 金 特 別 会 計 法

（ 明 三 九 、 三 、 二 　 法 六 ）

第 二 条 　 国 債 整 理 基 金 ニ 充 ツ ヘ キ 資金 ハ 毎 年 度 一 般 会 計 又 ハ 特 別 会 計

ヨ リ 之 ヲ 国 債 整 理 基 金 特 別 会 計 ニ

繰 入 ル ヘ シ

② 前 項 繰 入 額 ノ 中 国 債 ノ 元 金 償 還 ニ

充 ツ ヘ キ 金 額 ハ 前 年 度 首 ニ 於 ケ ル

国 債 総 額 ノ 百 分 ノ 一 ・ 六 ニ 相 当 ス

ル 金 額 ト ス

第 二 条 ノ 二 　 国 債 ノ 元 金 償 還 ニ 充 ツル 為 前 条 又 ハ 他 ノ 法 律 ニ 依 ル 繰 入

額 ノ 外 割 引 ノ 方 法 ヲ 以 テ 発 行 シ タ

ル 国 債 ノ 前 年 度 首 ニ 於 ケ ル 未 償 還

分 ノ 発 行 価 格 差 減 額 ヲ 発 行 ノ 日 ヨ

リ 償 還 ノ 日 迄 ノ 年 数 ヲ 以 テ 除 シ タ

ル 額 ニ 相 当 ス ル 金 額 ヲ 毎 年 度 一 般

会 計 又 ハ 特 別 会 計 ヨ リ 国 債 整 理 基

金 特 別 会 計 ニ 繰 入 ル ヘ シ

◯ 昭 和 五 十 七 年 度 に お け る

国 債 整 理 基 金 に 充 て る べ き

資 金 の 繰 入 れ の 特 例 に 関 す

る 法 律
（ 昭 五 八 、 一 、 六 　 法 一 ）

　 昭 和 五 十 七 年 度 に お い て 、 国 債 整理 基 金 特 別 会 計 法 （ 明 治 三 十 九 年 法

律 第 六 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 一 般 会 計 か ら 繰 り 入 れ る べ き 金 額

の う ち 国 債 の 元 金 の 償 還 に 充 て る べ

き 金 額 に つ い て は 、 同 条 第 二 項 及 び

同 法 第 二 条 ノ 二 第 一 項 の 規 定 は 、 適

用 し な い 。
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6
．
国
鉄
清
算
事
業
団
債
務
の
現
状
と
見
通
し

1
．
清
算
事
業
団
は
62
年
度
首
に
お
い
て
国
鉄
長
期
債

務
等
25
.5兆
円
を
承
継
し
た
が
、
そ
の
後
毎
年
生
ず
る

1
兆
円
を
超
え
る
金
利
負
担
等
に
対
し
、
土
地
処
分

が
進
ま
な
い
こ
と
等
か
ら
資
産
処
分
収
入
が
予
定
通

り
に
入
ら
ず
、
こ
の
結
果
、
清
算
事
業
団
債
務
は
金

利
が
金
利
を
生
む
形
で
累
増
し
、
平
成
元
年
度
末
に

は
27
兆
円
に
達
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

2
．
こ
の
27
兆
円
か
ら
毎
年
生
ず
る
金
利
等
は
、
国
債

費
負
担
分
を
除
い
て
約
1.5
兆
円
で
あ
る
。

 
　
こ
れ
か
ら
定
常
的
収
入
で
あ
る
新
幹
線
保
有
機
構

か
ら
の
収
入
約
2,3
00
億
円
を
差
し
引
い
た
残
り
の
約

1.2
兆
円
に
つ
い
て
、
土
地
と
JR
株
の
処
分
に
よ
っ
て

補
塡
し
て
い
か
な
い
限
り
、
金
利
が
金
利
を
生
む
形

で
債
務
が
累
増
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

3
．
土
地
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
8
割
強
が
監
視
区
域

内
に
あ
り
、
地
価
対
策
と
の
関
係
か
ら
毎
年
の
売
却

収
入
は
、
2,0
00
億
円
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

 
　
全
体
の
土
地
の
価
格
の
62
年
度
首
の
推
計
値
は
7.7

兆
円
で
あ
っ
た
が
、
仮
に
そ
の
後
2
年
間
の
全
国
の

公
示
価
格
上
昇
率
（
62
年
21
.7％
、
63
年
8.3
％
）
で
上

昇
し
た
と
し
て
も
現
在
約
10
兆
円
で
あ
る
。

 
　
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
首
都
圏
を
中
心
に
存
在
す

る
大
規
模
用
地
は
、
都
市
計
画
と
の
調
整
や
基
盤
整

備
を
し
た
う
え
で
売
却
す
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と

も
6
～
10
年
の
期
間
を
要
す
る
。

4
．
JR
株
に
つ
い
て
は
、
上
場
に
必
要
な
純
資
産
額
の

要
件
を
ク
リ
ア
す
る
の
に
、
な
お
時
間
を
要
す
る
。

 
　
JR
株
の
額
面
価
額
は
4,5
95
億
円
で
あ
り
、
仮
に
他

の
公
益
事
業
（
電
気
、
ガ
ス
）
や
大
手
民
鉄
並
み
の

15
～
20
倍
で
売
却
で
き
る
と
し
て
も
約
7
～
9
兆
円

で
あ
る
。

◯
　
平
成
元
年
度
末

 
平
均
金
利
 
金
利
（
億
円
）

 
 

 
 

資
金
運
用
部
等
 
17
.3 

6.4
％
 

11
,30
0

 
兆
円
 

借
入
金
 

22
.7 

 
 

 
 

国
債
費
負
担

27
.1 
 

 
 

一
　
般
　
会
　
計
 
5.4
 

6.5
 

―
 

　
3,5
00

 
 

未
実
現
債
務
 
4.4
 

 
 

7.3
 

3,2
00

 
 

（
年
金
追
加
費
用
等
） 

　
 
 

 
 

 
 

 
14
,50
0

◯
　
土
地
売
却
の
実
積

62
年
度
 

1,3
29
億
円

63
年
度
 

2,0
00
億
円

平
成
元
年
度
 

3,5
00
億
円
（
予
定
）

◯
　
土
地
の
平
成
元
年
度
末
価
額
の
推
計
額

（
基
盤
整
備
費
） 

（
基
盤
整
備
費
） 
（
62
’
～
元
’　
売
却
予
定
額
）　
　
兆
円

（
7.7
　
＋
　
0.8
）
×
　
1.3
18
　

　－
　
0.6
　
－
 

0.7
 

 ＝
　
9.9

◯
　
純
資
産
額
に
つ
い
て
の
上
場
基
準

1
株
（
額
面
5
万
円
）
当
た
り
の
純
資
産
額
10
万
円

所
要
額

62
年
度
首
純
資
産
額

追
加
必
要
額

62
年
度
利
益

（
単
位
：
億
円
）

東
日
本

4,0
00

2,9
66

1,0
34

27
4

東
　
海

2,2
40

1,6
55

58
5

16
5

西
日
本

2,0
00

1,5
50

45
0

20

◯
　
株
価  

額
　
面

東
日
本
、
東
海
、
西
日
本
 

（
4,1
20
） 

 
20
倍
 （
大
手
民
鉄
並
み
）＝
9.2
兆
円

 
 

4,5
95
億
円
×

三
島
会
社
等
 

（
 　4
75
） 

 
15
 
（
公
益
事
業
並
み
）＝
6.9
兆
円

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
中
期
財
政
運
営
問
題
小
委
員
会
（
第
2
回
）（
懇
談
会
）　
平
成
元
年
5
月
17
日
配
付
資
料
⑶
（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
元
年
度
　

財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
中
期
財
政
運
営
問
題
小
委
員
会
編
」
85
-9
0ペ
ー
ジ
）。



8-122　国民負担率の将来推計

国・地方・社会保障基金の収入・支出の対国民所得比
（単位：％）

〔収　入〕 〔支　出〕
 （47’） （62’）（増減）  （47’） （62’）（増減）

社会保障負担 5.9　→　11.0 ＋ 5.1 社会保障給付費 6.3　→　14.9 ＋ 8.6
租 税 負 担 19.8　→　27.5 ＋ 7.7 公 債 費 1.3　→　6.6 ＋ 5.3
　　国
　　地方

13.3　→　17.4
6.5　→　10.1

＋ 4.1
＋ 3.6

　　国
　　地方

0.6　→　4.3
0.7　→　2.3

＋ 3.7
＋ 1.6

国 民 負 担 ＋ 12.8 ＋　13.9
公 債 収 入 4.6　→　 5.6 ＋ 1.0 その他の支出 20.8　→　22.7 ＋ 1.9
　　国
　　地方

2.5　→　 3.4
2.1　→　 2.2

＋ 0.9
＋ 0.1

その他の収入 4.8　→　 7.1 ＋ 2.3
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〔ケースⅠ〕
・一般会計歳出：社会保障国庫負担分及び国債費除きで名目成長率伸ばし。
・名目成長率：4.0％～5.5％〔 昭和63年　厚生省・大蔵省  

「21世紀初頭における高齢化状況等及び社会保障の給付と負担の
展望」ベース〕

・国債発行額：平成 2年度の建設公債発行額（56,300億円）と同額。
・国債金利（10年債）：5.4％〔中期展望ベース〕
〔支出〕 （単位：対国民所得比、％）

元 年 度
（1989年度）

12 年 度
（2000年度）

22 年 度
（2010年度）

国 社会保障国庫負担分 4.0 5.5 6　～7
国 債 費
そ の 他

3.8
12.9

3.0～3.5
12.9

1.8～2.4
12.9

合 計 20.7 21.4～21.9 20.7～22.3
地
　
方

地 方 債 費
そ の 他

2.0
11.0

2.0
11.0

2.0
11.0

合 計 13.0 13.0 13.0
国・地方合計 33.7 34.4～34.9 33.7～35.3

〔収入〕 （単位：対国民所得比、％）
元 年 度

（1989年度）
12 年 度

（2000年度）
22 年 度
（2010年度）

国 税 収
国 債 収 入
そ の 他

17.6
2.3
0.8

20.0～20.3
1.0～ 1.2
0.4

19.7～21.1
0.6～ 0.8
0.4

合 計 20.7 21.4～21.9 20.7～22.3

地
　
方

税 収
地 方 債 収 入
そ の 他

9.7
1.8
1.5

9.7
1.8
1.5

9.7
1.8
1.5

合 計 13.0 13.0 13.0

国・地方合計 33.7 34.4～34.9 33.7～35.3

〔国民負担率〕 （単位：対国民所得比、％）
元 年 度

（1989年度）
12 年 度

（2000年度）
22 年 度
（2010年度）

社 会 保 障 負 担 11.5 14　～14.5 16.5～18.5

租 税 負 担 27.3 29.7～30.0 29.4～30.8

国
地　方

17.6
9.7

20.0～20.3
9.7

19.7～21.1
9.7

国 民 負 担 38.8 43.7～44.5 45.9～49.3

程度 程度

程度 程度

程度 程度



〔ケースⅡ〕
・一般会計歳出：名目成長率伸ばし。
・名目成長率：4.0％～5.5％〔 昭和63年　厚生省・大蔵省  

「21世紀初頭における高齢化状況等及び社会保障の給付と負担の
展望」ベース〕

・国債発行額：平成 2年度の建設公債発行額（56,300億円）と同額。
・国債金利（10年債）：5.4％〔中期展望ベース〕

〔支出〕 （単位：対国民所得比、％）
元 年 度

（1989年度）
12 年 度

（2000年度）
22 年 度
（2010年度）

国 社会保障国庫負担分
国 債 費
そ の 他

4.0
3.8
12.9

5.5
3.0～ 3.5
11.7～12.2

6 ～ 7
1.8～ 2.4
11.3～12.9

合 計 20.7 20.7 20.7
地
　
方

地 方 債 費
そ の 他

2.0
11.0

2.0
11.0

2.0
11.0

合 計 13.0 13.0 13.0
国・地方合計 33.7 33.7 33.7

〔収入〕 （単位：対国民所得比、％）
元 年 度

（1989年度）
12 年 度

（2000年度）
22 年 度
（2010年度）

国 税 収
国 債 収 入
そ の 他

17.6
2.3
0.8

19.1～19.3
1.0～ 1.2
0.4

19.7～21.1
0.6～ 0.8
0.4

合 計 20.7 20.7 20.7
地
　
方

税 収
地 方 債 収 入
そ の 他

9.7
1.8
1.5

9.7
1.8
1.5

9.7
1.8
1.5

合 計 13.0 13.0 13.0
国・地方合計 33.7 33.7 33.7

〔国民負担率〕 （単位：対国民所得比、％）
元 年 度

（1989年度）
12 年 度

（2000年度）
22 年 度
（2010年度）

社 会 保 障 負 担 11.5 14　～14.5 16.5～18.5
租 税 負 担 27.3 28.8～29.0 29.2～29.4

国
地　方

17.6
9.7

19.1～19.3
9.7

19.5～19.7
9.7

国 民 負 担 38.8 43.0～43.3 45.9～47.7

程度 程度

程度 程度

程度 程度
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〔ケースⅢ〕
・一般会計歳出：社会保障国庫負担分及び国債費除きで名目成長率伸ばし。
・名目成長率：4.0％～5.5％〔 昭和63年　厚生省・大蔵省  

「21世紀初頭における高齢化状況等及び社会保障の給付と負担の
展望」ベース〕

・国債発行額： 平成 3年度以降、国債残高が平成 2年度の国債残高と同額となるように建設公
債を発行。

・国債金利（10年債）：5.4％〔中期展望ベース〕
〔支出〕 （単位：対国民所得比、％）

元 年 度
（1989年度）

12 年 度
（2000年度）

22 年 度
（2010年度）

国 社会保障国庫負担分
国 債 費
そ の 他

4.0
3.8
12.9

5.5
2.7～3.1
12.9

6 ～7
1.4～2.0
12.9

合 計 20.7 21.1～21.5 20.3～21.9
地
　
方

地 方 債 費
そ の 他

2.0
11.0

2.0
11.0

2.0
11.0

合 計 13.0 13.0 13.0
国・地方合計 33.7 34.1～34.5 33.3～34.9

〔収入〕 （単位：対国民所得比、％）
元 年 度

（1989年度）
12 年 度

（2000年度）
22 年 度
（2010年度）

国 税 収
国 債 収 入
そ の 他

17.6
2.3
0.8

20.1～20.4
0.6～ 0.7
0.4

19.4～20.9
0.5～ 0.6
0.4

合 計 20.7 21.1～21.5 20.3～21.9
地
　
方

税 収
地 方 債 収 入
そ の 他

9.7
1.8
1.5

9.7
1.8
1.5

9.7
1.8
1.5

合 計 13.0 13.0 13.0
国・地方合計 33.7 34.1～34.5 33.3～34.9

〔国民負担率〕 （単位：対国民所得比、％）
元 年 度

（1989年度）
12 年 度

（2000年度）
22 年 度
（2010年度）

社 会 保 障 負 担 11.5 14　～14.5 16.5～18.5
租 税 負 担 27.3 29.8～30.1 29.1～30.6

国
地　方

17.6
9.7

20.1～20.4
9.7

19.4～20.9
9.7

国 民 負 担 38.8 43.8～44.6 45.6～49.1

（出所 ）財政制度審議会中期財政運営問題小委員会（第11回）（懇談会）　平成 2 年 1 月29日配
付資料⑴（財政制度審議会「平成元年度　財政制度審議会資料集　中期財政運営問題小
委員会編」338-340ページ）。

程度 程度

程度 程度

程度 程度



8-123　 平成 2 年度特例公債依存体質脱却後
の中期的財政運営の在り方について
の報告

平成 2年 3月 1日
財政制度審議会

大蔵大臣　橋本龍太郎殿

財政制度審議会会長　鈴木永二

　財政制度審議会は、平成 2年度特例公債依
存体質脱却後の中期的財政運営の在り方につ
いて、中期財政運営問題小委員会において、
参考人からの意見聴取を含め、幅広い角度か
ら審議を行ってきた。その報告について、さ
らに総会で審議を行った結果、当審議会とし
て決定する運びとなったので、ここに提出す
る。
　また、当審議会において、報告が大部であ
ることもあり、要約したものを作成した方が
適当であるとの考え方に基づき、報告の要約
版も作成したので、あわせて提出する。
　政府におかれては、この報告に述べられて
いる中期的財政運営に係る新努力目標を財政
改革の第二段階と位置づけて、その実現に積
極的にかつ勇断をもって取り組まれるよう要
望する。

はじめに

1．我が国財政は、第 1次石油危機に伴う景
気停滞の長期化を契機として、昭和50年度
補正において税収不足の発生により特例公
債の発行を余儀なくされて以来、今日に至
るまでの15年間、毎年度多額の特例公債に
依存せざるを得ない状態を続けてきた。こ
の間、政府は三度にわたり特例公債依存体
質からの脱却目標年次を設定し、歳出の節
減・合理化を中心として財政体質改善のた
め懸命の努力を傾注し続けてきたが、この
目標は最近における景気・税収の好調等に
も恵まれ平成 2年度予算においてようやく
実現し、財政改革の第一段階が達成された
ところである。
2．この特例公債依存体質からの脱却過程は、
単に経済の変動が財政に及ぼした影響から

の回復過程として捉えられるべきではない。
  昭和40年代後半においては、法人税など
の直接税を中心とした高い税収の伸びと公
債政策の積極的活用という歳入面における
新たな財源調達により、歳出の高い伸びが
支えられてきた。しかし、石油危機を契機
とする経済構造の変化が生じた後において
も、昭和48年度の「福祉元年」以来の福祉
の拡充等財政に対する需要はますます増大
する趨勢にある一方で、従来のような税収
の伸びは期待できなくなったため、歳出と
歳入の差額が特例公債を含む多額の公債発
行という形で顕在化したものである。この
ような財政構造を改善するため、特に昭和
55年度予算において財政再建の第一歩を踏
み出して以来、毎年度予算におけるゼロな
いしマイナスの概算要求基準の設定をいわ
ば梃子として、連年にわたる制度・施策の
見直し等による厳しい歳出削減努力が積み
重ねられ、財政の効率化が推進された。こ
の間、一般歳出の規模は、対名目GNP比
で昭和54年度の12.6％をピークとして、平
成 2年度には8.5％と概ね 4ポイント低下し、
第 1次石油危機発生前の水準に戻っている。

  すなわち、特例公債依存体質からの脱却
の努力の過程は、「大きな政府」への志向
を修正し、効率的な財政の在り方を模索し
てきた過程として位置づけることが適当で
ある。
3．平成 2年度予算編成時点における我が国
財政事情を見ると、連年にわたる多額の公
債発行により巨額の国債残高を抱え、これ
に伴う国債費の重圧が財政の硬直化をもた
らしているほか、今後処理を要する債務等
や国鉄清算事業団長期債務等が残されてい
る。このような財政事情を考慮すれば、財
政改革の第一段階の達成をもって財政が健
全体に復したと言えるような状態にはなく、
財政改革はなお途半ばと言わざるを得ない。

  他方、今後の我が国は、高齢化の急速な
進展や、国際社会における責任の増大等に
適切に応えていかなければならない。これ
らの変化に的確に対応しつつ、我が国経済
社会が引き続き活力を維持していくために、
今後の財政運営は如何にあるべきかという
問題について、特例公債依存体質からの脱
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却が実現したこの機会に改めて検討してお
く必要があると考えられる。
4．当審議会は、このような問題意識の下に、
まず中長期的な財政運営の在り方を検討す
るとともに、それに沿って、毎年度の予算
編成の手掛かりとして、当面 5か年程度を
目途とした財政運営の努力目標の設定につ
いて審議を重ね、以下の報告をとりまとめ
た。

第 1章 　これまでの財政改革の足跡と残され
た問題点等

1．我が国財政は、第 1次石油危機に伴う景
気の落ち込みと税収減を契機として、昭和
50年度補正予算において特例公債の発行を
余儀なくされて以来、連年にわたって特例
公債を含む多額の公債発行を続けてきた。
  この間、政府はできるだけ早く特例公債
に依存しない財政に復帰することを目指し
て、特例公債依存体質からの脱却に努めて
きたが、その道のりは決して平坦なもので
はなく、その実現を見るのに15年もの歳月
を要することとなった。

2．これまでの財政改革の足跡を簡単に回顧
すれば、次のとおりである。
  まず、昭和50年代初めには、昭和55年度
までには特例公債に依存しない状態に復帰
することを目標としていた。しかし、実際
には、景気対策の要請に応えるために、建
設公債の増発を行うことにより一般歳出の
伸びは引き続き高い水準とする一方、税収
は伸び悩んだため、特例公債を含む公債発
行額はむしろ増加を続け、昭和54年度当初
予算においては、公債依存度は39.6％に達
するに至った。
  昭和54年には、特例公債の本格的な償還
が始まるまでに、すなわち昭和59年度まで
に特例公債依存体質から脱却するよう目標
を改めた。そのため、昭和55年度予算編成
においては、歳出の抑制により特例公債を
減額するというように基本方針を転換し、
一般行政経費についてゼロ・シーリングと
いう厳しい概算要求基準を設定するなど、
歳出の節減合理化に取り組み始めた。昭和

55年度予算は、前年度当初予算より 1兆円
公債発行額を減額し、財政再建の第一歩を
踏み出した。それ以降、臨時行政調査会の
答申等をも踏まえ、歳出の抑制に重点を置
いた財政改革が推進された。しかしながら、
第 2次石油危機の発生とそれに続く世界経
済の同時不況による我が国経済の成長低下
のため、昭和56、57年度の両年度にわたり
税収の伸びが急激に鈍化したことにより、
この目標をも断念せざるを得なくなった。

  そして、昭和58年、新しい中期的な経済
運営の指針として「1980年代経済社会の展
望と指針」が策定され、その中において
「昭和65年度（平成 2 年度）特例公債依存
体質からの脱却と公債依存度の引下げ」と
いう目標が示された。

  この目標の下、昭和58年度からはマイナ
ス・シーリングを設定する等厳しい概算要
求基準の設定を梃子として、年金・医療保
険制度、老人保健制度等の改革、地方財政
対策の改革、補助率等の見直し、食糧管理
費の合理化、三公社の民営化等種々の制度
改革等を行うことにより、歳出の節減・合
理化に取り組んできた。

  このような努力の積み重ねの結果、一般
歳出は昭和58年度から62年度の 5年間にわ
たり、対前年度同額以下に抑制され、さら
に、最近の景気の好調等による税収の伸び
にも恵まれたことから、ようやく平成 2年
度予算において、特例公債依存体質からの
脱却という目標が達成された。

3．なお、この財政改革の過程において、財
政本来の諸機能に支障が生じないよう、各
年度の予算編成に当たっては、上述したよ
うな制度改革、歳出の節減・合理化等を推
進し、高度経済成長下で肥大化した不効率
な歳出項目を削減するとともに、社会経済
情勢の推移に即応した財政需要に対しては、
歳出の量的拡大によらず、重点的・効率的
な配分によって財政機能を高めるための努
力が行われてきた。

  例えば、資源配分機能について見れば、
マイナス・シーリングの設定により経費の
一律削減の弊害が出ているとの批判も出さ
れているが、マイナス・シーリング設定直



前の昭和57年度と直近の平成 2年度との間
で主要経費の増減を比較すると、経済協力
費は66.5％増、防衛関係費は60.8％増、社
会保障関係費は27.8％増となっているのに
対し、その他の経費は人件費を除き約18％
の減となっており、限られた財源の中で、
各種施策について、優先順位の厳しい選択
が行われてきている。
  所得再分配機能については、上述のとお
り社会保障関係費の確保を図りつつ、年金
額の特例物価スライドの実施、生活扶助基
準の国民の消費動向に対応した改定の実施
等を行っており、また、抜本的税制改革に
おいては、所得の低い階層に手厚い減税率
とするといった配慮を払う等、所得再分配
機能の維持が図られてきている。
  景気調整機能については、マイナス・
シーリングの下で公共事業関係費は減額と
なったものの、総事業量は補助率等の見直
し、日本電信電話株式会社（以下「NTT」
という）の株式売払収入の活用等により必
要な規模を確保し、経済情勢に適切な対処
がなされてきた。

4．他方、我が国財政の現状を見ると、平成
2年度予算において特例公債依存体質から
の脱却が達成されたとはいえ、財政体質は
次のように極度に悪化した状況にある。

⑴　第一に、我が国の国債残高は、連年に
わたる特例公債を含む大量の国債発行に
より累増し、平成 2 年度末において約
164兆円に達する見込みである。これに
伴い、国債費も膨張を続けており、平成
2年度予算において利払費だけで歳出の
16.7％を占め、これに定率繰入れ等を加
えた国債費全体でみると歳出の21.6％に
達している。
  国債費は財政本来の役割とは関係がな
く、むしろ財政の役割を阻害する場合が
多いと考えられるが、これが歳出全体の
2割強を占めていることが、我が国の財
政構造の硬直性の最大の要因となってい
る。
  これら国債残高等に関する諸指標を他
の先進国との比較で見ると次の通りであ

る。
  まず、国債に借入金を加えた長期政府
債務残高の対名目GNP比は、平成 2 年
度末において我が国は47.5％であるが、
これを1988年度末ベースで諸外国と比較
すると、我が国は49.9％、アメリカは
45.9％、イギリスは38.9％、西ドイツは
22.1％、フランスは12.8％であり、我が
国は先進国中最高の水準にある。

  また、歳出総額に占める利払費の割合
（利払費率）も平成 2 年度において我が
国は16.7％であるのに対し、アメリカは
14.0％（1991年度）、イギリスは8.5％
（1988年度）、西ドイツは11.1％（1990年
度）、フランスは11.3％（1990年度）で
あり、最高の水準にある。

⑵　第二に、特例公債新規発行はゼロに
なったものの、特例公債残高は、平成 2
年度末において、約64兆円と見込まれて
おり、これを含む巨額の公債残高が、来
たるべき高齢化社会に大きな負担を残す
要因となっている。

⑶　第三に、これまで特例公債発行下にお
いては、特例公債の発行額を極力圧縮す
るため、定率繰入れの停止や財政支出の
繰延べ措置等といった臨時特例措置が緊
急避難的にとられてきた。

  平成 2年度予算編成においては、厚生
年金の繰入れ特例等の財政支出の繰延べ
措置等はとられず、また、昭和63年度及
び平成元年度の補正予算において、過去
に講じられた繰延べ措置等の処理に努め
たものの、依然として巨額の今後処理を
要する債務等が存在している。

  更に、平成 2 年度末で26.2兆円と見込
まれる国鉄清算事業団の長期債務等が残
されており、土地及びJR株式の早期か
つ有利な処分に努めてもなお残る債務に
ついては、最終的に国において処理する
こととされている。

  なお、建設公債を公債発行対象経費の
限度額（以下「公債発行限度額」とい
う）一杯発行することも、特例公債を極
力圧縮するためにやむを得ず講じられて
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きた緊急避難的措置と位置づけられるが、
これも平成 2年度予算において基本的に
継続している。

⑷　第四に、現在の財政構造には、税収の
減少が生じた場合に対応し得る弾力性は
極めて限られており、ひとたび景気の落
ち込み等により税収減が生じた場合には、
再び特例公債の発行という事態に陥らざ
るを得ないという脆弱性を有している。

  従って、このような財政体質が改善され
ない限り、特例公債依存体質からの脱却と
いう目標が達成されたことをもって財政が
健全体に復したとは到底言えず、財政改革
の手綱を緩めるわけにはいかない。今後の
財政運営については、新たな視点に立って、
引き続き第二段階の財政改革を強力に推進
していく必要があると考える。

5．更に、我が国の財政を巡る状況を展望す
ると、現在、他の先進諸国に例を見ない急
速な人口の高齢化が進みつつあり、これに
対応しつつ、経済社会の活力を維持し、よ
り長期的な発展の基盤を築きあげていくこ
とが求められている。また、国際社会が急
速に変貌しつつある中にあって、我が国は
国際協調を図りつつ、その高い経済力を活
用して、経済、文化、科学技術等多方面に
わたり積極的に貢献することが求められて
いる。更に、本格的な高齢化社会が到来す
る21世紀を見据え、中長期的展望に立って、
適度な水準を確保しながら着実に社会資本
整備の充実を図っていくことが求められて
いる。
  このように、我が国財政に対する内外の
要請が増しつつある中で、財政が適切にそ
の本来の機能を果たせるよう、早急にその
対応力を回復する必要性はますます高まっ
ている。

第 2章 　特例公債依存体質脱却後の中長期的
財政運営の在り方

Ⅰ．本格的高齢化社会の到来を展望した国民
負担率の在り方

1．21世紀を展望すると、今後、高齢化の進
展等に伴い、租税負担率と社会保障負担率
を合わせた国民負担率がある程度上昇する
こととならざるを得ないと見込まれている。

  この問題に関して、臨時行政調査会の答
申（昭和58年 3 月14日最終答申）において
は、「今後、高齢化社会の進展等により、
長期的には租税負担と社会保障負担とを合
わせた全体としての国民の負担率（対国民
所得比）は、現状（35％程度）よりは上昇
することとならざるを得ないが、徹底的な
制度改革の推進により、現在のヨーロッパ
諸国の水準（50％前後）よりはかなり低位
にとどめることが必要である」と指摘され
ている。

2．将来の国民負担率の水準については、究
極的には国民が必要とする公共サービスの
水準と表裏をなすものであり、受益と負担
のバランスを眺めつつ、その時々の情勢の
下で、国民的な選択が行われるべき事項で
はあるが、我が国では、いわゆる「高福祉
高負担」という主張について、国民の多数
が支持しているとは思われないことに加え、
「大きな政府」に伴う過大な負担の下で、
国民の活力が減衰してしまうような事態に
陥ることを避けるため、臨時行政調査会、
臨時行政改革推進審議会の提言に沿って、
国民負担率の上昇は極力これを抑制してい
く必要があると考える。

  また、国民負担が上昇せざるを得ない場
合であっても、その負担の求め方としては、
租税負担よりは受益と負担の関係が明確な
社会保障負担を重視すべきであると考える。

3．国民負担率の最近における上昇を見ると、
国債大量発行前の昭和47年度から昭和62年
度までの15年間に、25.7％から38.5％へ12.8
ポイント上昇している。

  この上昇は、支出面において、過去15年



間で、社会保障給付費が6.3％から14.9％へ
8.6ポイント、国・地方を合わせた公債費
が1.3％から6.6％へ5.3ポイント、合わせて
13.9ポイントの上昇となっていることが最
大の要因であり、社会保障給付費と公債費
を除くその他支出はほとんど増加していな
い。
  収入と支出の間には特定の対応関係はな
いが、以上のことから国民負担の増加分は、
すべて過去の国債の大量発行に起因する公
債費の増と社会保障給付費の増とに充てら
れていると概括することもできる。

4．従って、今後の国民負担率の水準を規定
する要因としては、過去の実績に鑑みて、
次のようなものに注目する必要がある。す
なわち、租税負担率については、これまで
の国民負担率の上昇の最大要因である将来
の公債費の水準及び国・地方の将来の歳出
規模、社会保障負担率については、将来の
社会保障給付費の水準である。

Ⅱ．今後の公債政策の在り方等

1．国債残高と公債依存度の在り方等

⑴　先にも述べたとおり、我が国の国債残
高は、平成 2 年度末において約164兆円
に達する見込みであり、依然として累増
を続けている。我が国の国債残高対名目
GNP比の推移を見ると、特例公債発行
が始まった昭和50年度末において、
9.8％だったものが、急速に上昇し、昭
和61年度末に43.4％とピークに達した後、
徐々に改善してきたものの、平成 2年度
末には39.3％と見込まれており、依然と
して極めて高い水準にある。
  この国債残高対名目GNP比については、
どの水準が妥当かについて明確な理論的
根拠はないが、先に述べた長期政府債務
残高対名目GNP比という指標で先進国
と比較すれば、我が国は最も高い水準に
あり、これが極めて悪化している財政体
質を端的に示していると言うことができ
る。

⑵　できるだけ将来の世代に大きな負担を
残さないため、すなわち高齢化社会到来
時における国民負担率の上昇を極力抑制
するためには、国債費の比率を低下させ
ることが不可欠であり、国債残高の減額
ないし累増の抑制を図る必要がある。

  なお、国債残高の減額ないし累増の抑
制という考え方に対しては、いわゆる玉
不足問題が生ずるのではないかとの懸念
や、むしろ国債残高の対名目GNP比を
現状水準程度に維持していけばよいとい
う考え方がある。

  玉不足問題については、国債が金融・
資本市場において重要な取引対象として
の役割を有していることから提起されて
いる問題であるが、これを理由として国
民の借金である国債を発行すべしとする
議論は本末転倒である。

  この問題に対しては、今後、社債発行
市場の活性化等をはじめとして金融・資
本市場の一層の整備を図るほか、国債消
化方式、償還期限別国債発行計画の見直
し等により対応していくべきであろう。

  次に、国債残高対名目GNP比を現状
水準程度に維持していくという考え方は、
現在の異常に高い国債残高水準自体を是
認することを意味し、財政構造の硬直性
は何ら改善されないこととなる。また、
現在の水準を維持していくということは、
今後毎年度新規国債発行額を拡大してい
くことになるが、このような公債政策は、
人口の高齢化が進展し、また、これに
伴って国民負担率がある程度上昇し、我
が国の貯蓄率が低下していくと見込まれ
ることを考慮すれば、将来大量の新規国
債発行が市場において円滑に消化される
保証はなく適切なものとは言い難い。

⑶　できるだけ速やかに国債費の比率を低
下させるためには、国債残高の減額を目
指すことが望ましいが、現在の財政事情、
金融・資本市場に与える影響等を考慮す
れば、まず、国債残高が累増しないこと
を目指すべきである。

  なお、国債残高の累増の抑制の方策と
しては、新規国債発行額の抑制すなわち
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公債依存度の引下げとともに、借換債の
発行の抑制すなわち国債の早期償還並び
にその二つの組合せが考えられる。

⑷　我が国の財政法では、非募債主義を採
りつつ、その例外として建設公債の原則
を定めているが、これは、公債発行の対
象とされる公共支出が一定の見合資産を
形成し、長期間にわたって便益を及ぼす
ところから、現世代のみならず後世代に
も将来の税負担という形でその費用負担
を求めても必ずしも合理性を欠くもので
はないという世代間の負担の公平の考え
方に立脚している。
  従って、この意味から建設公債は、特
例公債とは基本的な性格の相違があり、
今後とも社会資本整備の財源としてある
程度活用していくことは差支えないもの
と考えられる。
  しかし、特例公債発行以来現在まで続
けられている社会資本整備の財源として
すべて国債という借金を充てる財政運営、
すなわち、建設公債を公債発行限度額一
杯発行することは、財政法が、歳出は税
財源で賄うべきであるという非募債主義
の原則を採っていることとの関連で決し
て正常なものとは言えないばかりか、次
のような問題がある。

①　社会資本整備の財源をすべて国債で賄
う場合には、税財源により行う場合と比
べて、一般的には財政支出に対する国民
の負担感がより希薄であるため、結果的
に歳出全体の規模の拡大につながる危険
性がある。このような公債政策は、ひい
ては「大きな政府」の途につながり易い。
これは昭和50年前後の国債の増発による
歳出規模の拡大により、結果として一般
歳出の対GNP比を上昇させ、「大きな政
府」への方向に向かったという財政運営
の教訓を持ち出すまでもなく明らかであ
る。

②　建設公債を公債発行限度額一杯発行し
ている状況の下では、経済が不況になれ
ば、通常税収の減少も生じる可能性が高

いこと等から、再び特例公債発行という
事態に陥るおそれがあり、財政が景気調
整機能を発揮しようとしても十分に対応
できない。

  財政の景気調整機能を高めるためには、
投資部門の財源について、通常時におい
ては一定部分を税財源で充当しておき、
経済が不況に立ち至った場合には国債を
増発し、他方、経済が好況になれば国債
の発行を縮減するということが弾力的に
可能となるような公債政策を確立する必
要がある。

  この点に関しては、当審議会は「昭和
43年度予算編成について」（昭和42年12
月25日）において、公債依存度を極力引
き下げていくことが、健全にして弾力性
に富む財政にとって不可欠の前提である
と指摘し、また、「昭和44年度予算の編
成に関する建議」（昭和43年12月25日）
において、「建設公債発行限度額に占め
る公債収入の割合を極力小さくし、税収
で賄う割合を大きくすることにより、不
況が到来した場合に、公債対象経費に充
てられている税収部分をそれ以外の経費
に転用しうる余地を大きくしておくこと
が必要である」と指摘したところである。

  これらの考え方に基づき、公債依存度
を 5％以下に引き下げることを目標とし
て努力した結果、昭和46年度においては、
当初予算の段階で公債依存度を4.6％に
引き下げ、建設公債発行額を公債発行対
象経費の約 3割にとどめることができた。
これにより、ニクソン・ショック等のた
め税収減が生じたが、建設公債の増発に
より特例公債を発行することなく対応す
ることができた。

③　社会資本整備については、例えば道路
か鉄道か、生活関連資本か生産関連資本
か、または、いかなる水準とするか、ど
こに建設するか、もしくは公共支出によ
るか民間資本によるか等の選択を現世代
が行うこととなるが、その場合、その後
の経済・社会の急速な変化により当初見
込まれた需要に達しないといったリスク
や技術革新により陳腐化してしまうと



いったリスク等社会資本固有の性格と関
連した問題が発生する。社会資本整備の
財源をすべて国債で賄う場合には、公共
支出による社会資本整備に係るこうした
リスクをすべて後世代に残すこととなる。
従って、世代間の負担の公平の観点から
こうしたリスクを後世代に残さないため
には、裁量権を行使し、自らも社会資本
の便益を受ける現世代が相当程度負担す
る、換言すれば、税財源による社会資本
整備という考え方を導入することが適当
と考えられる。
  このことは、本格的な高齢化社会到来
時において、生産年齢世代に対しては医
療費、年金等高齢化世代のための負担の
増加が見込まれることを考慮すれば、な
おさら避けて通れない問題である。
  なお、建設公債の償還については、昭
和41年当時において試算された公債の見
合資産の平均的な効用発揮期間（耐用年
数）がほぼ60年であったことを一つの目
処として、いわゆる60年償還ルールがと
られており、改めて平成元年度予算につ
いての平均的耐用年数を試算しても、概
ね60年となっている。それを踏まえ、償
還ルールを引き続き60年とする場合にお
いても、上記のようなリスクの存在を考
えると、社会資本整備の財源として税財
源を充当していく必要がある。
  また、建設公債発行対象経費として、
災害復旧事業や維持修繕費が含まれてい
るということも、世代間の負担の公平の
観点から問題があることに留意すべきで
ある。

⑸　これらの問題点を踏まえれば、建設公
債を公債発行限度額一杯発行する財政運
営は、あくまで特例公債発行時の緊急避
難的措置としてやむを得なかったもので
はあるが、財政の資源配分に対する国民
のチェックを高めるため、財政の景気調
整機能を確保し、また、再び特例公債を
発行する事態に陥らないため、更に、公
共支出による社会資本の選択のリスクを
後世代に負担させないために、特例公債
依存体質脱却後においては、早急にこれ

を是正すべきものと考える。
　　平成 2年度予算においては、公債依存
度は8.4％と依然として高い水準にある
ので、新規国債発行額を抑制して、公債
依存度の引下げを図る必要がある。

⑹　なお、再び特例公債の発行という事態
に立ち至ることを極力避けるためには、
そもそも当初予算で見積もった税収と実
際に収納される税収との乖離幅をできる
だけ小さくする努力が不可欠である。

①　まず、歳入構造を景気の変動等に大き
く左右されることのない安定的なものと
することが必要である。消費税の導入を
含む税制改革は、このような観点からも
望ましいものであったと考えられる。

②　また、引き続き、有効な資料の収集や
見積もり方法の工夫改善などにより、税
収見積もりの精度向上に努めるべきであ
る。

③　更に、昭和53年度に、税収の受入期限
を翌年度の 4月30日から 5月31日に延長
し、 3月期決算法人に係る法人税を中心
とする翌年度 5月分税収を取り込む措置
を講じた。これは、会計処理の観点から
は、発生主義の立場をより徹底させた年
度所属区分の基準であると考えられるが、
税収見積もりの観点からは、この措置が
見積もりを非常に難しくしていることは
否めない事実である。 5月分税収は、平
成元年度以降は消費税の収納により税収
全体の 2割前後に達すると見込まれる状
況にある。このため、直ちに旧に復する
には、その財源として再び特例公債の発
行によらざるを得ないと考えられるので、
今後の重要な課題として幅広く検討し、
例えば景気により税収が大きく変動する
法人税について、その可能性を探ってい
くことも考えられる。

  更に、年度内の予見し難い税収の落込み
等に適切に対処するために、現在、残高が
ゼロとなっている決算調整資金を財政事情
を勘案しつつ充実させていく必要があろう。
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2 ．特例公債残高等の取扱い

⑴　特例公債残高
  平成 2年度予算において特例公債依存体
質から脱却したとは言うものの、昭和50年
度以降発行し続けた特例公債の残高は、平
成 2年度末でなお約64兆円もの巨額にのぼ
るものと見込まれている。
  特例公債の償還方法については、特例公
債の発行当初においては、借換債の発行に
よらず全額いわゆる現金償還する方針を
とっていた。しかしながら、昭和59年度に
おいて昭和60年度からの特例公債の本格的
償還を間近に控えて、現実的選択として、
建設公債と同様のいわゆる60年償還ルール
をとることとし、現在、そのルールに従っ
て償還が行われていることは周知のとおり
である。
  しかし、特例公債は、本来、各年度の税
収不足を補てんするために発行され、建設
公債と異なり国民共有の社会資本という見
返り資産が存在しないものであるので、世
代間の負担の公平の観点からその負担を後
世代に転嫁してはならず、できるだけ速や
かに償還していかなければならない。特例
公債の借換えを認めた昭和59年度以降の特
例公債発行のための特例法においても、こ
のような趣旨から、その早期償還に努める
よう規定されているところである。従って、
特例公債の償還については、当面、60年償
還ルールを直ちに現金償還の本則に戻すこ
とは現実的でないとしても、特例公債の償
還年限を60年間と固定的に考えることなく、
特例公債の早期償還に努めることとすべき
である。

⑵　今後処理を要する債務等
  政府は、これまでの財政再建の過程で、
特例公債の発行額を極力圧縮するために、
厚生年金の国庫負担金の繰入れ等の特例、
住宅金融公庫利子補給金の一部繰延べ等の
いわゆる財政支出の繰延べ措置等を講じて
きたところである。
  財政支出の繰延べ措置等は、あくまでも
特例公債発行下において特例公債発行額を
極力圧縮するために講じられてきた臨時特

例措置が大宗であり、特例公債依存体質か
ら脱却した後においては、このような措置
に安易に依存した予算編成を行うべきでは
ないと考える。

  また、過去にとられてきた財政支出の繰
延べ措置等については、昭和63年度及び平
成元年度補正予算においてその処理に努め
たものの、依然として巨額の今後処理を要
する債務等が存在しているので、法律に基
づき計画的に処理することとされているも
のについては計画的に処理を進める等、そ
の内容・緊要性等に応じてできるだけ速や
かに処理していくことを基本とすべきであ
る。

⑶　国鉄清算事業団の長期債務等
  国鉄清算事業団は昭和62年度首において
国鉄長期債務等25.5兆円を承継したが、土
地等の資産処分が予定通り進まず、長期債
務等は金利が金利を生む形で累増しており、
平成 2 年度首には27.1兆円にも達する見込
みとなっている。

  本件については、政府は、平成元年12月
19日に長期債務等の具体的処理方針につい
て閣議決定し、清算事業団の資産の大宗を
なす土地及びJR株式については、それぞ
れの早期かつ有利な処分の方策及びこれに
取り組む政府の方針を明らかにし、平成 2
年度予算において、債務等の累増傾向を断
ち切り、債務元本の償還の第一歩を踏み出
したところである。

  土地処分収入等の自主財源を充ててもな
お相当の債務等が残ると見込まれているが、
これについては最終的に国において処理す
ることとされているので、上記の土地処分
等の進捗状況をみながら、今後、適切に対
応していく必要がある。

⑷　定率繰入れ
  定率繰入れを柱とする現行減債制度は、
昭和42年度に、①公債政策に関する国民の
信頼確保、②財政負担の平準化、③財政の
膨張に対する間接的歯止め、④公債の市価
維持を目的として創設されたものである。

  しかしながら、昭和57年度以降、定率繰
入れについては、これを行おうとすれば、



その財源は特例公債に依存せざるを得ない
財政状況及び定率繰入れを行わなくとも現
行ルールによる償還に支障を生じないと見
込まれる国債整理基金の状況を踏まえ、や
むを得ず停止されてきた。
  平成 2年度予算において、特例公債依存
体質からの脱却とともに定率繰入れが復活
されたところであり、今後とも、国債の円
滑な償還を確保するため、定率繰入れは継
続していくべきである。

Ⅲ．今後財政が果たしていくべき役割

1．今後の財政規模と歳出の在り方

⑴　今後の財政運営については、国民負担
率の上昇を極力抑制することを基本とし
て、我が国人口の高齢化の進展や国際社
会における我が国の責任の増大等を踏ま
え、必要な財政需要には的確に対応しつ
つ、財政が効率的にその本来の機能を発
揮できるようにすることが重要な課題で
ある。
  現行の制度・施策を前提とすれば、国
の歳出の規模は拡大していくものと見込　
まれ、また、歳出は下方硬直性を有し、
どうしても拡張的になりやすい傾向があ
るので、時代の要請に応じて効率性の高
い歳出構造としていく努力が引き続き必
要であり、そのためには、今後とも概算
要求基準の設定により概算要求段階から
制度改革、歳出の節減・合理化を進める
べきである。

⑵　中長期的な歳出規模については、臨時
行政調査会の答申等において、国の歳出
規模の伸び率を名目成長率以下とすると
の原則が指摘されているが、直近の臨時
行政改革推進審議会の「国と地方の関係
等に関する答申」（平成元年12月20日）
においては、「中長期的にみて、財政の
健全性を確保し、国民負担率の増大を抑
制するため、国と同様、地方財政につい
ても、適度の経済成長率が維持されてい
ることを前提に、地方財政計画の歳出規
模の伸び率は名目成長率以下とすること

を原則とする」と提言されている。今後
の財政運営に当たっては、これら提言の
趣旨に沿って国・地方を通ずる行財政改
革を引き続き推し進めていく必要があり、
安易な政府への依存を排し、政府と民間、
国と地方の役割の在り方等について原点
に立ち返って不断の見直しを行うことに
より、国及び地方の歳出規模の伸びにつ
いて極力抑制を図っていくべきである。

⑶　本格的高齢化社会の到来を展望して、
「大きな政府」を回避しつつ、財政に求
められる資源配分機能を十分に発揮し、
経済社会の活力を維持しながら国民生活
の向上と安定を図るためには、国債費の
重圧を受けている現在の財政構造を改善
していくことが不可欠である。

  財政の現状は、国債費の重圧が他の政
策的経費を圧迫しているが、当面国債費
の比率を低下させ、政策的経費の割合を
増やす方向で財政運営を行うことにより、
今後我が国の財政が時代の要請に適切に
応えていくことが可能となると考えられ
る。

  今後の財政運営においては、財政の対
応力の回復を図りつつ、効率的な資源配
分を行うことが求められているが、その
場合、歳出の各分野において、今後果た
していくべき基本的方向を展望すると次
のとおりである。

①　社会保障
  社会保障については、本格的な高齢化社
会の到来を控え、自立自助の精神を基本と
しつつ、国民の基本的ニーズについては、
社会連帯の考え方に立ち、公的施策をもっ
て対応し、国民福祉の基盤の充実を図るこ
とが必要である。その際、活力ある福祉社
会を作り上げるために、受益者とともに負
担者の立場をも十分勘案しつつ検討を行う
ことが必要である。

  医療については、引き続き医療費適正化
対策を充実・強化するほか、医療供給体制
の見直しを図るとともに、医療保険制度に
おける給付と負担の公平化、合理化を推進
することにより、医療費に対する国民の負
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担が過大なものとならないように努めるべ
きである。
  年金については、これまでの制度改革を
踏まえ、65歳程度までの継続雇用を中心と
する高齢者の雇用、就業の場の確保とあい
まって、公平かつ安定した公的年金制度を
構築していくべきである。
  なお、年金、医療保障については、今後
とも受益と負担の対応関係が明確な社会保
険方式を基本とすべきである。
  社会福祉については、「高齢者保健福祉
推進十か年戦略」に沿い、高齢者のねたき
り状態を防止するための施策、在宅福祉対
策等の着実な推進を図るなど、施策の合理
化・効率化努力を重ねつつ国民のニーズに
沿ったきめ細かな施策の展開に努めるべき
である。

②　文教・科学振興
  今後の文教施策については、国際化・情
報化等の経済社会の変化に適切に対応し、
21世紀に向けて創造的で活力ある社会を築
いていくため、多様化した個性重視の教育
の推進を図り、生涯学習体制の整備、学
術・文化・スポーツの振興等に努めること
が必要である。
  その際、財政面においては、我が国の公
財政支出文教関係費の対国民所得比が欧米
諸国と同程度の水準にあること等を考慮す
ると、行財政改革の基本方針を踏まえ、国
と地方の費用負担、受益者負担等の在り方
を勘案しつつ、既存施策の合理化・効率化
とともに資金の重点配分を図ることにより
対処すべきである。
  科学技術については、基礎的・先導的研
究の強化、人間及び社会との調和ある発展、
国際的貢献等の基本方針に基づく科学技術
立国への展望を踏まえ、経済社会情勢の変
化に対応しつつ、産・学・官の連携及び国
際協力の下に、所要の施策を重点的・効率
的に推進することが必要である。

③　防衛
  我が国の中期的な防衛力の整備について
は、現在、「防衛計画の大綱」の基本的枠
組みの下、これに定める防衛力の水準の達

成を図ることを目標とした「中期防衛力整
備計画」（昭和61年度～平成 2 年度）が定
められており、平成 2年度予算においてそ
の水準はほぼ達成されたところである。

  「中期防衛力整備計画」終了後の平成 3
年度以降の防衛関係経費の在り方について
は、同計画終了までに決定を行うこととさ
れているが、憲法及び専守防衛等の基本的
防衛政策の下で、国際情勢、経済財政事情
等を勘案しつつ決定することが必要である。
その際、節度ある防衛力の整備を行うとい
う精神は、引き続きこれを尊重すべきであ
る。

  今後の毎年度の予算編成に当たっては、
上記決定に沿って、その時々の経済財政事
情等を勘案し、国の他の諸施策との調和を
図りつつ編成していくことが必要である。

④　公共事業
  我が国の公共投資の水準が一貫して欧米
主要国に比してはるかに高い水準を維持し
ていることから、我が国の社会資本の整備
水準についてはかなりの改善がみられると
ころであるが、なお欧米主要国と比較して
ストックにおいて必ずしも十分ではない分
野もあることから、本格的な高齢化社会が
到来する21世紀を見据え、中長期的展望に
立って適度な水準を確保しながら着実に社
会資本整備の充実を図っていくことが適当
である。

  公共事業の事業別配分に当たっては、経
済・社会の動向、社会的ニーズ、社会資本
の整備状況等を踏まえ、その優先度に十分
留意しながら、重点的・効率的な配分に配
意していくべきである。

  また、財源面については、建設公債とい
えども将来租税によって償還されるもので
あることを考慮すると、後世代に過重な負
担をかけることのないよう、安易に国債に
依存せず、できるだけ租税により賄ってい
くべきであり、併せて民間活力の導入を促
進すべきである。

  なお、NTT株式の売払収入の活用によ
る社会資本の整備事業（以下「NTT事業」
という）については、原資事情が極めて厳
しい状況にあるが、本制度が目指した地域



の発展・開発等の目的が図られるよう留意
していくこととし、その財源問題を含め適
切に検討していくべきである。

⑤　政府開発援助
  政府開発援助については、開発途上国の
経済社会開発や民生の向上に対する支援を
通じ、国際社会における我が国の責務を果
たしていくとの観点から、その着実な推進
に努めていく必要がある。
  このため、今後とも、第 4 次中期目標
（1988年～1992年）を踏まえつつ、開発途
上国の自助努力を支援するという基本理念
の下に、開発途上国のニーズに合致した効
果的・効率的な援助を推進する必要がある。
  その際、必要な人材の育成を図るととも
に、援助案件の的確な審査、適切な評価等
により、効率的な実施に努めるべきである。

⑥　中小企業対策
  我が国経済において、中小企業は極めて
大きな比重を占めているとともに、新分野
進出等により新たな経済発展の契機を創出
するなど、我が国経済社会の発展及び地域
経済の活性化の基盤となっている。
  近年、国際化、技術革新の急速な進展等、
内外の経済環境は大きく変化しており、こ
うした環境変化に我が国全体として適応し
ていくことが迫られているが、このような
中にあって、中小企業者においても新分野
への進出など構造転換への積極的な取組み
がみられるところである。
  今後の中小企業施策の展開に当たっては、
このような中小企業者の創意工夫を生かし、
自主的な努力を促すことに主眼を置いて、
経営基盤の強化及び構造転換の支援等の施
策の効果的・効率的な推進に努める必要が
ある。

⑦　エネルギー対策
  我が国は、国際的に見て、エネルギーの
輸入依存度が高く、特にエネルギー供給の
大宗を占める石油について、そのほぼ全部
を輸入に頼り、かつその大半を中東に依存
するという脆弱なエネルギー供給構造を有
している。また、石油開発、石油備蓄の推

進、石油代替エネルギーの開発・導入等は
長いリードタイムを要するものである。

  従って、エネルギー対策については、安
全性確保、環境保全に留意しつつ、中長期
的な観点に立って着実に進めていくことが
必要である。

  なお、その際、石油政策については、石
油産業の構造改善を加速的に進めるとの観
点から、セキュリティを確保する上で不可
欠なものを除き、生産・販売に関する規制
の緩和を思い切って推進するとともに、備
蓄その他のエネルギー政策については、官
民の役割分担を踏まえ、国の助成を必要最
小限の範囲に限定し、資金の重点的・効率
的配分に努めていく必要がある。

⑧　農業
  消費者の納得が得られる価格で安定的に
食糧を供給できるよう、生産性が高く産業
として自立できる農業の確立が急がれてい
る。このため、各農家の創意工夫が活かさ
れるよう、価格政策の見直し等競争原理の
導入、規制の緩和を一層推進するとともに、
経営感覚に優れ地域において中核的役割を
果たしうる農家等に焦点を合わせて各般の
施策を思い切って集中・充実させる必要が
ある。

  また、生活基盤を着実に整備する等農村
地域の活性化にも配慮する必要がある。

  食糧管理についても、生産者及び流通業
者の自主性が発揮され、需要に対応した生
産・流通が行われるよう、需給動向や市場
評価が価格に的確に反映される仕組みとし
ていくことが必要である。なお、転作奨励
金については、水田農業確立対策期間終了
時においてその依存からの脱却を図るべき
である。

⑨　地方財政
  国と地方は車の両輪として、ともに行財
政改革を積極的に推進することが必要であ
り、中長期的にみて、財政の健全性を確保
し、国民負担率の上昇を抑制するため、臨
時行政改革推進審議会の答申に沿って、国
と同様、地方財政についても、歳出規模の
伸びを極力抑制していくべきである。
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  また、幅広い見地から、国と地方の機能
分担の在り方を見直すとともに、これにあ
わせ費用負担について検討を進める。また、
地方の財政状況の推移等に応じて、地方交
付税法第 6条の 3第 2項の規定により国・
地方間の財源調整を行う必要がある。
  更に、地方公共団体間の財政力格差を改
善するため、財政調整の強化を推進すべき
である。

2．財政による景気調整の在り方等

⑴　先にも述べたように、現在の財政体質
には景気調整機能を発揮する余地が極め
て限られていることから、当面の財政運
営に当たっては、財政の景気調整機能を
十分発揮できるような財政体質をできる
だけ早く作り上げることが緊急の課題で
ある。
  そのため、投資部門支出について、通
常は税財源を充てる部分を設けておき、
景気調整機能の発動として建設公債の発
行が可能となるような財政構造とすべき
である。
  なお、景気調整の観点から機動的な財
政運営を行う場合においても、経常部門
経費については本来的に景気調整政策の
対象とすることは適当ではない。また、
投資部門経費についても、歳出全体のバ
ランスにも配意しつつ、資源配分及び所
得再分配機能を損なうことのないように
留意しなければならない。
  もとより、投資部門経費の各年度にお
ける規模については、その時々の経済情
勢、財政事情等に即応して機動的・弾力
的に対応すべきであることは言うまでも
ない。

⑵　歳入は見積もりであり、経済の変動に
伴い見積もりと実績の間に差が生じると
いう性格を有していることから、いわゆ
る自然増収や歳入欠陥が生ずる。そこで、
いわゆる自然増収が生じた場合には、景
気調整資金（仮称）に繰り入れ、将来に
おける不況時の景気対策又は歳入欠陥の
補填に充てるという制度を創設してはど

うかという意見がある。
  この構想については、財政の景気調整
機能を充実させることが可能であり、ま　
た、資金に一定の残高が積み上がれば、
歳入欠陥が生じても再び特例公債の発行
という事態に至ることなく対応できると
いう観点から、制度論として一つの考え
方ではあるが、現実の予算編成の過程に
おいては、全体としての歳出規模は下方
硬直性を有しており、どうしても拡張的
になりやすい傾向があり、また、一方で
巨額の利払費を支払いつつ他方で資金を
保有しておく余裕は現在全くないことか
ら、直ちにこれを実現させることは現実
的でないと考えられる。

⑶　我が国の国際化の進展に伴い、財政運
営は対外関係を無視しては行い得ず、む
しろ、対外関係に重点を置くべきである
という意見がある。

  その一環として、対外不均衡を是正す
る政策手段として、財政が社会資本整備　
の財源として積極的に国債を発行すべき
である、との議論がある。これは、経常
収支の黒字は国内の貯蓄超過の額に等し
いといういわゆるISバランス論に立脚し
て、政府が国債を増発すれば、国内の貯
蓄超過が軽減され、経常収支の黒字も減
少するとの主張である。

  しかしながら、このような主張が成立
するか否かは、種々の条件に依存するも
のであって、我が国においては、政府が
財政赤字を拡大することによって、必ず
国内貯蓄超過が縮小し、経常収支黒字が
減少するという議論は、理論的にも現実
的にも妥当しない。

  また、過去において、例えば「機関車
論」等に基づき対外不均衡の是正のため
に財政政策を活用する試みが行われたこ
とはあるが、いずれもその政策効果は極
めて限られたものであった一方で、国内
経済には物価上昇圧力等の影響が生じ、
また、財政体質を悪化させる原因となっ
たという経験がある。

  対外不均衡の是正は経済の構造調整を
基本として進めるべきであるが、仮に対



外不均衡との関係で財政政策が論じられ
る場合においても、健全財政の原則に則
した国際協調が図られなければならない。

第 3章 　今後の中期的財政運営に当たっての
目標

1．財政は、今後高齢化、国際化の進展等に
伴う財政需要に適切に対応しつつ、効率的
な資源配分を行う必要がある。
  一方で、巨額の国債残高等将来への負担
を内包した現在の財政体質を前提とすれば、
財政運営の基本的方向は、極力高齢化社会
へ大きな負担を残さないようにすること、
すなわち、本格的高齢化社会の到来時にお
ける国民負担率の水準の上昇を極力抑制す
ることであり、そのためには、当面、国債
残高の累増を抑制することが必要である。
また、特例公債の再発行という事態は二度
と生じさせてはならず、そのため弾力的な
財政構造を確立すべきである。

2．上記の基本的方向を踏まえ、当面 5か年
程度を目途とした中期的財政運営としては、
次のように進めることとすべきである。

⑴　将来の国債費の比率を低下させるため、
国債残高の累増の抑制を図ることが必要
である。そのための方策としては、財政
の景気調整機能を高め、あわせて景気・
税収変動が生じても、特例公債を発行す
ることなく対応できるような弾力性を財
政体質に組み込むことが緊急の課題であ
ることから、建設公債の公債発行限度額
一杯の発行といった特例公債発行下の緊
急避難的な措置は本来の健全財政原則に
戻し、新規国債発行額の抑制により、早
急に公債依存度を引き下げるべきである。
  公債依存度の具体的水準としては、国
債残高を増加させないためには、各年度
の新規国債発行額が、各年度の国債の
ネット償還額を下回る必要があるが、現
在の国債残高の水準を前提とすれば、そ
れを公債依存度で表すと 5％を下回るこ
と、かつて公債依存度を 5％以下に引き
下げることを目標としたことがあること

等を勘案して、 5％を下回る水準が一つ
の目処となろう。

  なお、公債依存度は、経済社会情勢の
動向と密接に関連しており、毎年度均等
に引き下げを行い得るといった性格のも
のではないので、各年度の予算編成にお
いては、その時々の景気情勢や財政事情
等に応じ、可能な限り公債依存度を引き
下げるよう最大限の努力を払うべきであ
る。

⑵　国債残高の累増抑制のためのもう一つ
の方策である特例公債の早期償還につい
ては、先に述べた特例公債発行のための
特例法の趣旨からも、各年度の予算編成
において、できるだけ努力する必要があ
る。

  このため、決算剰余金について全額国
債整理基金繰入れを行う等当初予算にお
いて見込み得なかった財源が生じた場合
には、特例公債の償還財源として活用を
図ることとすべきである。更に、国民共
有の貴重な資産であるNTT株式の売払
収入については、国債の償還に充てるこ
とが制度的に確立しているところである
が、今後、売払収入が生じた場合には、
その本来の趣旨に則し、その時々の経済
情勢、財政事情、国債整理基金の資金繰
り状況、NTT事業の財源問題等を総合
的に勘案しつつ、特例公債の償還財源に
充てるよう努めるべきである。

⑶　国及び地方の租税負担並びに社会保障
負担の上昇を抑制するため、歳出の在り
方を常に見直し、制度改革の推進と相
まってその規模の伸びを極力抑制するこ
ととすべきである。

  特例公債依存体質からの脱却が、安易
な財政支出依存へ回帰する契機とならな　
いよう、十分留意する必要がある。

3．以上を踏まえて、中期的財政運営の新し
い努力目標としては、まず公債依存度の引
下げを図り、あわせて特例公債の早期償還
に努めることにより、国債残高が累増しな
いような財政体質を作り上げることを目指
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すべきである。

おわりに

　当審議会は、平成元年 4月 5日に中期財政
運営問題小委員会を設置し、特例公債依存体
質脱却後の中期的な財政運営の在り方につい
て検討を進め、小委員会において合計14回の
審議を経て、報告のとりまとめを行い、これ
を総会に諮り、決定した。
　政府におかれては、この報告に述べられて
いる中期的財政運営に係る新努力目標を財政
改革の第二段階と位置づけて、その実現に積
極的かつ勇断をもって取り組まれるよう要望

する。
　なお、言うまでもないことではあるが、特
例公債依存体質からの脱却は、財政改革努力
とともに、最近における景気・税収の好調等
にも恵まれたことにより達成されたものであ
ることを十分認識し、景気・税収の好調が今
後とも続くことを期待して財政運営が安易に
流れることを慎み、一刻も早く本報告が示し
ているような財政体質を作り上げるよう努力
すべきであると考える。
（出所 ）財政制度審議会「平成 2 年度特例公

債依存体質脱却後の中期的財政運営の
在り方についての報告　平成 2 年 3 月
1日」
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中
期
的
な
財
政
運
営
の
在
り
方

〔
財
政
の
機
能
〕

効
率
的
な
資
源
配
分

公
正
な
所
得
分
配

〔
現
在
の
財
政
構
造
〕

財
政
の
硬
直
化

将
来
へ
の
負
担
を
内
包

景
気
・
税
収
の
落
込
み
に
よ
り

特
例
公
債
再
発
行
へ
陥
る
脆
弱
性

〔
中
期
的
な
財
政
運
営
の
在
り
方
〕

国
債
残
高
累
増
体
質
か
ら
の
脱
却

急
速
に
進
展
す
る
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
、
国

際
社
会
に
お
け
る
我
が
国
の
責
任
の
増
大
等
を

背
景
と
し
て
、
財
政
本
来
の
機
能
を
発
揮
す
る

必
要
が
あ
る
。

・
国
民
負
担
率
を
極
力
抑
制
し
、
将
来
へ
大
き

な
負
担
を
残
さ
な
い
。

・
こ
れ
ま
で
、
基
本
的
に
建
設
公
債
は
公
債
発

行
対
象
経
費
の
限
度
額
近
く
発
行
さ
れ
て
き

た
。

①
　
公
債
依
存
度
の
引
下
げ

　
　（
平
成
3年
度
7.6
％
）

　
・
5％
を
下
回
る
水
準
を
目
処

②
　
特
例
公
債
の
早
期
償
還

　
　（
平
成
3年
度
末
残
高
約
62
兆
円
）

　
・
決
算
剰
余
金
の
活
用
等

③
　
歳
出
の
伸
び
を
極
力
抑
制

　
・
歳
出
の
在
り
方
を
常
に
見
直
し
、
制
度
改

革
の
推
進

・
利
払
費
（
17
.0％
）
の
重
圧

　
　
…
…
先
進
国
中
最
高
水
準

・
国
債
費
（
22
.8％
）
は
、
過
去
最
高
。

　
　
…
…
他
の
政
策
的
経
費
を
圧
迫

・
財
政
の
対
応
力
の
回
復

・
国
債
費
の
比
率
を
低
下
さ
せ
、
政
策
的
経
費
の

割
合
を
増
や
す
。

・
税
制
構
造
、
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
所
得
再

分
配
機
能
の
維
持
。

・
国
民
に
よ
る
公
債
の
保
有
状
況
に
よ
っ
て
は
、

所
得
分
配
に
悪
影
響
を
生
じ
か
ね
な
い
た
め
、

国
債
残
高
抑
制
が
必
要
。

・
巨
額
の
国
債
残
高
（
16
8兆
円
）

　
…
…
先
進
国
中
最
高
水
準

・
国
鉄
長
期
債
務
（
25
.8兆
円
）
な
ど
今
後
処
理

を
要
す
る
措
置

当
面
５
ヵ
年
程
度
を
目
途
と
し
た
中
期
的
財

政
運
営
の
指
針
（
新
中
期
目
標
）

今
後
高
齢
化
、
国
際
化
の
進
展
、
着
実
な
社

会
資
本
整
備
等
に
伴
う
財
政
需
要
に
適
切
に

対
応
し
つ
つ
、
歳
出
各
分
野
に
つ
い
て
制
度

の
見
直
し
、
歳
出
の
効
率
化
・
合
理
化
を
図

り
適
切
な
資
源
配
分
を
行
う
。

国
債
残
高
の
累
増
を
抑
制

特
例
公
債
の
再
発
行
を
回
避

財
政
の
景
気
調
整
機
能
の
発
揮

・
建
設
公
債
の
弾
力
的
発
行
を
可
能
と
す
る
財
政

構
造

・
従
来
に
比
し
公
共
投
資
の
乗
数
効
果
は
低
下
。

景
気
調
整
機
能
の
実
効
性
を
あ
げ
る
た
め
、

な
に
よ
り
も
好
況
時
に
公
債
発
行
額
を
で
き

る
だ
け
圧
縮
し
不
況
時
に
お
け
る
公
債
発
行

増
額
の
余
地
を
残
し
て
お
く
必
要
。

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
総
会
（
第
2
回
）　
平
成
3
年
9
月
19
日
配
付
資
料
⑺
「
我
が
国
財
政
の
現
状
と
展
望
」
1
．（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
3
年
度
　

財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
総
会
編
」
39
ペ
ー
ジ
）。

378　　Ⅲ　予算
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12
5　
財
政
を
巡
る
環
境

　
我
が
国
経
済
は
、
国
内
経
済
が
堅
調
に
推
移
し
、
企
業
収
益
は
高
い
水
準
に
あ
り
、
雇
用
者

数
が
堅
調
に
増
加
す
る
な
ど
、
拡
大
局
面
に
あ
る
。
政
府
は
、
内
需
を
中
心
と
し
た
経
済
の
持

続
的
拡
大
を
図
る
た
め
、
内
外
の
経
済
動
向
を
注
視
し
、引
き
続
き
適
切
か
つ
機
動
的
な
経
済

運
営
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　（
月
例
経
済
報
告
３
.８
.2
7）

〔
経
済
事
情
〕

・
こ
れ
ま
で
好
調
な
税
収
を
も

た
ら
し
て
き
た
い
わ
ゆ
る

“三
高
二
安
”と
い
っ
た
経

済
状
況
が
流
れ
を
変
え
て

き
て
い
る
こ
と
か
ら
、従
前

の
よ
う
な
税
収
増
を
期
待

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

・
国
民
生
活
に
密
接
に
関
連
す
る
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
、
給
付
と
負
担
の
適
正
化
・
公
平
化
等

を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
来
る
べ
き
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
も
長
期
的
に
安
定
的
に
か
つ
有
効
に

機
能
す
る
よ
う
制
度
を
構
築
し
運
営
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。（
３
年
度
 
社
会
保
障
関
係
費
 

12
2,
12
2億
円
，5
.1％
増
）

・
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
10
ヵ
年
戦
略
（
平
成
２
年
度
～
11
年
度
）の
着
実
な
推
進
。

・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
株
式
を
巡
る
市
場

動
向
が
依
然
と
し
て
不
透

明
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、そ

の
財
源
を
ど
う
手
当
て
し
て

い
く
の
か
と
い
う
問
題
に
直

面
し
て
い
る
。

　（
３
年
度
 1
3,
00
0億
円
）

〔
厳
し
い
歳
入
面
〕

〔
疲
弊
し
た
財
政
〕
〔
高
齢
化
社
会
〕

〔
国
際
的
責
任
の
増
大
〕

〔
社
会
資
本
整
備
〕

（
例
）

〔
社
会
保
障
〕

・
政
府
開
発
援
助
に
つ
い
て
は
、
規
模
の
面
で
は
既
に
世
界
で
最
高
水
準
に
達
し
て
い
る
が
、
実

施
面
で
も
、
最
近
の
激
動
す
る
国
際
情
勢
を
踏
ま
え
つ
つ
、
開
発
途
上
国
の
自
助
努
力
を
支
援

す
る
と
の
基
本
理
念
の
下
に
、
開
発
途
上
国
の
ニ
ー
ズ
に
真
に
合
致
し
た
各
種
協
力
を
行
っ
て

い
く
よ
う
一
層
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。（
３
年
度
 経
済
協
力
費
 8
,45
9億
円
，
7.8
％
増
）

・
第
４
次
中
期
目
標
（
昭
和
63
年
～
平
成
４
年
）
の
着
実
な
推
進
。

（
例
）

〔
政
府
開
発

援
助
〕

・
公
共
投
資
は
、
欧
米
主
要
国
に
比
し
、は
る
か
に
高
い
水
準
を
維
持
し
て
お
り
、社
会
資
本
の

整
備
水
準
に
は
か
な
り
の
改
善
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
分

野
も
あ
る
こ
と
か
ら
、中
長
期
的
に
は
、平
成
２
年
に
策
定
さ
れ
た
「
公
共
投
資
基
本
計
画
」
を

も
踏
ま
え
、引
き
続
き
社
会
資
本
の
着
実
な
整
備
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　（
３
年
度
’公
共
事
業
関
係
費
78
,19
7億
円
，5
.0
％（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
含
み
）
増
）

・
公
共
投
資
基
本
計
画
（
平
成
３
年
度
～
12
年
度
，公
共
投
資
総
額
43
0兆
円
）の
着
実
な
推
進
。

生
活
環
境
文
化
機
能
の
充
実
。（
50
％
台
前
半
→
60
％
程
度
）

（
例
）

〔
公
共
事
業
〕

〔
一
層
強
ま
る
歳
出
増
加
圧
力
〕

公
債
残
高

国
債
費

一
般
歳
出

の
比
率

税
収
 ２
年
度
　
13
.7％

伸
率
 →
３
年
度
 6
.5％

〔
三
高
二
安
の
変
化
〕

〔
税
収
〕

〔
Ｎ
Ｔ
Ｔ
無
利
子
貸
付
事
業
〕

株
価（
日
経
平
均
，月
平
均
） 

地
価（
公
示
価
格
，年
平
均
上
昇
率
） 

為
替（
円
/ド
ル
，月
末
）

金
利（
公
定
歩
合
） 

物
価（
ＣＰ
Ｉ，
前
年
同
期
比
上
昇
率
）

63
年
８
月
　
→

27
,36
6円
　
→

21
.7％
　
→

13
4.9
8円
　
→

2.5
％
　
→

0.7
％
　
→

３
年
８
月

22
,33
5円

11
.3％

13
6.8
8円 5.5
％

3.6
％

（
全
国
）
（
東
京
都
区
部
）

50
年
度 約
 1
5兆
円

３
年
度 約
 1
68
兆
円

50
年
度

4.9
％

３
年
度

22
.8％

一
般
会
計
歳
出

50
年
度
74
.4％

３
年
度

52
.7％

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
総
会
（
第
2
回
）　
平
成
3
年
9
月
19
日
配
付
資
料
⑺
「
我
が
国
財
政
の
現
状
と
展
望
」
14
.（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
3
年
度
　

財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
総
会
編
」
52
ペ
ー
ジ
）。



8-
12
6　
「
中
期
的
財
政
運
営
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
報
告
」
の
主
な
措
置
状
況

平
成
4
年
4
月
28
日

報
告
指
摘
事
項

措
置
状
況

①
　
社
会
保
障

　
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
、
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
控
え
、
自
立
自
助
の
精
神

を
基
本
と
し
つ
つ
、
国
民
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
社
会
連
帯
の
考
え
方
に
立
ち
、

公
的
施
策
を
も
っ
て
対
応
し
、
国
民
福
祉
の
基
盤
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、
活
力
あ
る
福
祉
社
会
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
受
益
者
と
と
も
に
負
担
者
の
立

場
を
も
十
分
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
医
療
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
医
療
費
適
正
化
対
策
を
充
実
・
強
化
す
る
ほ
か
、
医
療

供
給
体
制
の
見
直
し
を
図
る
と
と
も
に
、
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
給
付
と
負
担
の
公
平

化
、
合
理
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費
に
対
す
る
国
民
の
負
担
が
過
大
な
も
の

と
な
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　
年
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
制
度
改
革
を
踏
ま
え
、
65
歳
程
度
ま
で
の
継
続
雇
用

を
中
心
と
す
る
高
齢
者
の
雇
用
、
就
業
の
場
の
確
保
と
あ
い
ま
っ
て
、
公
平
か
つ
安
定
し

た
公
的
年
金
制
度
を
構
築
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　
な
お
、
年
金
、
医
療
保
障
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
受
益
と
負
担
の
対
応
関
係
が
明
確

な
社
会
保
険
方
式
を
基
本
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
社
会
福
祉
に
つ
い
て
は
、「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
」
に
沿
い
、
高
齢
者

の
ね
た
き
り
状
態
を
防
止
す
る
た
め
の
施
策
、
在
宅
福
祉
対
策
等
の
着
実
な
推
進
を
図
る

な
ど
、
施
策
の
合
理
化
・
効
率
化
努
力
を
重
ね
つ
つ
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
き
め
細
か

な
施
策
の
展
開
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

①
 　
各
年
度
の
予
算
に
お
い
て
、
以
下
の
医
療
費
適
正
化
対
策
を
充
実
・
強
化
し
て
き
て
い

る
。

・
 指
導
監
督
、
レ
セ
プ
ト
の
点
検
及
び
審
査
、
医
療
費
通
知
等
従
来
ベ
ー
ス
の
対
策
の
充

実
・
強
化
。

・
長
期
入
院
の
適
正
化
等
老
人
医
療
費
の
適
正
化
。

・
国
保
連
合
会
等
に
お
け
る
審
査
体
制
の
強
化
。

・
支
払
基
金
に
お
け
る
重
点
審
査
の
拡
充
。

②
 　
医
療
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
地
域
医
療
計
画
に
よ
り
、
病
床
規
制
を
実
施
し
て
い
る

ほ
か
、
同
法
の
改
正
法
案
（
平
成
2
年
5
月
25
日
国
会
提
出
）
に
お
い
て
は
、
医
療
機
関

の
機
能
に
応
じ
た
医
療
供
給
体
制
の
効
率
化
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。（
今
国
会
で
審

議
中
。）

③
 　
平
成
3
年
10
月
の
老
人
保
健
法
改
正
に
よ
り
、
老
人
医
療
の
一
部
負
担
金
の
引
上
げ
を

実
施
済

改
正
前

4
年
1
月
1
日

～
4
年
度

5
・
6
年
度

外
来

80
0円
/月

90
0円
/月

1,0
00
円
/月

入
院

40
0円
/日

60
0円
/日

70
0円
/日

（
注
1
 ）
た
だ
し
、
低
所
得
者
の
入
院
に
つ
い
て
は
、
1
日

30
0円
（
2
ヶ
月
程
度
）
を
現
行
通
り
据
置
き
。

（
注
2
 ）
一
部
負
担
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
7
年
度
か
ら
消

費
者
物
価
の
変
動
率
に
応
じ
て
改
定
す
る
。

④
 　「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
」
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
の
予
算
に
お
い
て
そ

の
着
実
な
推
進
を
図
っ
て
き
て
い
る
。
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報
告
指
摘
事
項

措
置
状
況

②
　
文
教
・
科
学
振
興

　
今
後
の
文
教
施
策
に
つ
い
て
は
、
国
際
化
・
情
報
化
等
の
経
済
社
会
の
変
化
に
適
切
に

対
応
し
、
21
世
紀
に
向
け
て
創
造
的
で
活
力
あ
る
社
会
を
築
い
て
い
く
た
め
、
多
様
化
し

た
個
性
重
視
の
教
育
の
推
進
を
図
り
、
生
涯
学
習
体
制
の
整
備
、
学
術
・
文
化
・
ス
ポ
ー

ツ
の
振
興
等
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
そ
の
際
、
財
政
面
に
お
い
て
は
、
我
が
国
の
公
財
政
支
出
文
教
関
係
費
の
対
国
民
所
得

比
が
欧
米
諸
国
と
同
程
度
の
水
準
に
あ
る
こ
と
等
を
考
慮
す
る
と
、
行
財
政
改
革
の
基
本

方
針
を
踏
ま
え
、
国
と
地
方
の
費
用
負
担
、
受
益
者
負
担
等
の
在
り
方
を
勘
案
し
つ
つ
、

既
存
施
策
の
合
理
化
・
効
率
化
と
と
も
に
資
金
の
重
点
配
分
を
図
る
こ
と
に
よ
り
対
処
す

べ
き
で
あ
る
。

　
科
学
技
術
に
つ
い
て
は
、
基
礎
的
・
先
導
的
研
究
の
強
化
、
人
間
及
び
社
会
と
の
調
和

あ
る
発
展
、
国
際
的
貢
献
等
の
基
本
方
針
に
基
づ
く
科
学
技
術
立
国
へ
の
展
望
を
踏
ま
え
、

経
済
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
つ
つ
、
産
・
学
・
官
の
連
携
及
び
国
際
協
力
の
下
に
、

所
要
の
施
策
を
重
点
的
・
効
率
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

・
 　
我
が
国
の
公
財
政
支
出
学
校
教
育
費
の
対
国
民
所
得
比
率
は
、
全
体
と
し
て
欧
米
諸
国

と
同
程
度
の
水
準
に
あ
る
が
、
こ
れ
を
大
学
等
の
高
等
教
育
と
高
校
以
下
の
初
等
中
等
教

育
に
分
け
て
み
る
と
、
初
等
中
等
教
育
に
ウ
ェ
イ
ト
の
か
か
っ
た
配
分
と
な
っ
て
い
る
こ

と
等
を
踏
ま
え
、
4
年
度
予
算
編
成
に
お
い
て
は
、
教
育
行
政
に
係
る
国
と
地
方
の
役
割

分
担
の
見
直
し
を
含
む
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
間
で
の
財
源
配
分
の
見
直
し
を

進
め
る
な
ど
、
各
種
施
策
の
効
率
化
、
重
点
化
に
努
め
る
中
で
、
高
等
教
育
・
学
術
研
究

の
充
実
等
真
に
緊
要
な
文
教
施
策
の
推
進
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
具
体
的
に
は
、

　
①
 　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
う
ち
共
済
費
追
加
費
用
等
に
つ
い
て
4
年
度
以
降
3
年

間
で
段
階
的
に
一
般
財
源
化
を
図
る
一
方
、

　
②
⑴
 　
国
立
学
校
・
大
学
院
を
中
心
と
す
る
高
等
教
育
・
学
術
研
究
の
改
善
・
充
実
（
教

育
研
究
環
境
特
別
重
点
整
備
事
業
及
び
高
度
化
推
進
特
別
経
費
の
創
設
、
科
学
研
究

費
補
助
金
の
大
幅
増
額
等
）、

　
　
⑵
　
公
立
学
校
施
設
整
備
事
業
量
の
確
保
、

　
　
⑶
　
生
涯
学
習
の
推
進
、

　
　
⑷
　
芸
術
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
、

　
　
⑸
　
留
学
生
交
流
の
推
進

　
 等
政
策
的
に
重
要
な
施
策
に
つ
い
て
は
重
点
的
に
予
算
額
の
確
保
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。

・
 　
創
造
科
学
技
術
推
進
事
業
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
プ
ロ
グ

ラ
ム
等
基
礎
的
・
創
造
的
研
究
に
重
点
的
な
資
金
配
分
を
行
う
一
方
、
既
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
つ
い
て
緊
要
度
に
応
じ
て
進
度
調
整
を
行
う
等
効
果
的
な
科
学
技
術
施
策
の
推
進
に

配
意
。
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告
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措
置
状
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③
　
防
衛

　
我
が
国
の
中
期
的
な
防
衛
力
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
現
在
、「
防
衛
計
画
の
大
綱
」
の

基
本
的
枠
組
み
の
下
、
こ
れ
に
定
め
る
防
衛
力
の
水
準
の
達
成
を
図
る
こ
と
を
目
標
と
し

た
「
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
」（
昭
和
61
年
度
～
平
成
2
年
度
）
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

平
成
2
年
度
予
算
に
お
い
て
そ
の
水
準
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　「
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
」
終
了
後
の
平
成
3
年
度
以
降
の
防
衛
関
係
経
費
の
在
り
方

に
つ
い
て
は
、
同
計
画
終
了
ま
で
に
決
定
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
憲
法
及
び
専

守
防
衛
等
の
基
本
的
防
衛
政
策
の
下
で
、
国
際
情
勢
、
経
済
財
政
事
情
等
を
勘
案
し
つ
つ

決
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
節
度
あ
る
防
衛
力
の
整
備
を
行
う
と
い
う
精

神
は
、
引
き
続
き
こ
れ
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。

　
今
後
の
毎
年
度
の
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
上
記
決
定
に
沿
っ
て
、
そ
の
時
々
の
経

済
財
政
事
情
等
を
勘
案
し
、
国
の
他
の
諸
施
策
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
編
成
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

・
 　
平
成
3
年
度
以
降
の
防
衛
関
係
費
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
先
ず
平
成
2
年
12
月
19
日

に
、「
防
衛
計
画
の
大
綱
」
に
示
さ
れ
た
国
際
情
勢
の
変
化
に
つ
い
て
の
認
識
を
明
確
に

す
る
と
と
も
に
、
国
際
情
勢
の
変
化
と
「
大
綱
」
の
基
本
的
考
え
方
と
の
関
係
を
明
ら
か

に
し
た
「
平
成
3
年
度
以
降
の
防
衛
計
画
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
」
が
決
定
さ
れ
、

こ
れ
に
基
づ
き
、
翌
20
日
に
、「
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成
三
年
度
～
七
年
度
）」
が

決
定
さ
れ
た
。

　
 　
今
回
の
「
中
期
防
」
に
お
い
て
は
、
先
の
中
期
防
の
実
施
に
よ
り
「
大
綱
」
に
定
め
る

防
衛
力
の
水
準
が
概
ね
達
成
さ
れ
る
状
況
及
び
最
近
に
お
け
る
国
際
情
勢
の
変
化
等
を
踏

ま
え
、「
大
綱
」
の
基
本
的
考
え
方
の
下
、
こ
れ
に
定
め
る
防
衛
力
の
水
準
の
維
持
に
配

意
し
て
、
効
率
的
で
節
度
あ
る
防
衛
力
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

・
 　
各
年
度
の
予
算
編
成
に
お
い
て
は
、「
中
期
防
」
の
下
、
そ
の
時
々
の
国
際
情
勢
、
経

済
財
政
事
情
等
を
勘
案
し
、
国
の
他
の
諸
施
策
と
の
調
和
を
図
り
、
決
定
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
平
成
4
年
度
の
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
考
え
方
の
下
、
極
力

そ
の
抑
制
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

・
 　
な
お
、「
中
期
防
」
に
お
い
て
は
、
三
年
後
に
は
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
国
際
情
勢
等

を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
、
計
画
の
修
正
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
国
際
情
勢
は
、

「
中
期
防
」
策
定
後
、
ソ
連
邦
の
解
体
等
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
諸
情

勢
の
変
化
等
を
見
極
め
つ
つ
、「
中
期
防
」
の
修
正
に
つ
い
て
、
前
広
に
、
所
要
の
検
討

に
着
手
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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④
　
公
共
事
業

　
我
が
国
の
公
共
投
資
の
水
準
が
一
貫
し
て
欧
米
主
要
国
に
比
し
て
は
る
か
に
高
い
水
準

を
維
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
の
社
会
資
本
の
整
備
水
準
に
つ
い
て
は
か
な
り
の

改
善
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
欧
米
主
要
国
と
比
較
し
て
ス
ト
ッ
ク
に
お
い

て
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
分
野
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
が
到
来
す

る
21
世
紀
を
見
据
え
、
中
長
期
的
展
望
に
立
っ
て
適
度
な
水
準
を
確
保
し
な
が
ら
着
実
に

社
会
資
本
整
備
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

　
公
共
事
業
の
事
業
別
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
経
済
・
社
会
の
動
向
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
、

社
会
資
本
の
整
備
状
況
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
優
先
度
に
十
分
留
意
し
な
が
ら
、
重
点
的
・

効
率
的
な
配
分
に
配
意
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
、
財
源
面
に
つ
い
て
は
、
建
設
公
債
と
い
え
ど
も
将
来
租
税
に
よ
っ
て
償
還
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
後
世
代
に
過
重
な
負
担
を
か
け
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
安
易
に
国
債
に
依
存
せ
ず
、
で
き
る
だ
け
租
税
に
よ
り
賄
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、

併
せ
て
民
間
活
力
の
導
入
を
促
進
す
べ
き
で
あ
る
。

　
な
お
、
N
T
T
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
事
業
（
以
下

「
N
T
T
事
業
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
は
、
原
資
事
情
が
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
が
、

本
制
度
が
目
指
し
た
地
域
の
発
展
・
開
発
等
の
目
的
が
図
ら
れ
る
よ
う
留
意
し
て
い
く
こ

と
と
し
、
そ
の
財
源
問
題
を
含
め
適
切
に
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

・
 　
平
成
4
年
度
の
公
共
事
業
関
係
費
に
つ
い
て
は
「
公
共
投
資
基
本
計
画
」
に
沿
っ
て
着

実
に
社
会
資
本
整
備
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
厳
し
い
財
政
事
情
の
も
と

で
は
あ
る
が
、
一
般
歳
出
ベ
ー
ス
で
5.3
％
の
伸
び
を
確
保
し
、
そ
の
拡
充
を
図
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
参
考
）
公
共
事
業
関
係
費（
一
般
歳
出
）＜
単
位
：
億
円
、％
＞

　
　
　
 3

　年
度
　
　
　
4　
年
度
　
　
増
減
（
注
）　
　

　伸
率

　
　
　
 6
5,8
97
　
　
　
69
,40
9　
　
　
3,5
13
　
　
　
　
5.3

　
　
　（
78
,19
7）
　
　（
81
,70
9）
　
　（
3,5
13
）　
　
　（
4.5
）

　
　（
注
）
生
活
関
連
重
点
化
枠
 1
,75
0億
円
を
含
む
。

　
　
　
　（
　
）
書
は
N
T
T
及
び
旧
N
T
T
を
含
む
場
合
。

・
 　
ま
た
、
公
共
事
業
関
係
費
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
生
活
関
連
重
点
化
枠
（
1,7
50
億

円
）
等
を
通
じ
て
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
結
び
つ
く
分
野
に
で
き
る
限
り
配
慮
し
て
い

る
。

　
 　
こ
の
結
果
、
環
境
衛
生
・
住
宅
・
下
水
道
・
公
園
等
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
対
前
年
度

伸
率
で
全
体
の
一
般
公
共
事
業
費
を
上
回
る
伸
率
を
確
保
し
て
い
る
。

　（
参
考
）
主
な
事
業
の
対
前
年
度
伸
率
（
一
般
歳
出
ベ
ー
ス
）

　
　
・
環
境
衛
生
　
　
　
6.6
％
　
　
　（

6.9
％
）

　
　
・
住
　
　
　
宅
　
　
　
5.5
％
　
　
　（

5.1
％
）

　
　
・
下
　
水
　
道
　
　
　
6.2
％
　
　
　（

5.0
％
）

　
　
・
公
　
園
　
等
　
　
　
7.5
％
　
　
　（

6.9
％
）

　
　
・
農
村
整
備
　
　
　
15
.0％
　
　
　（
12
.2％
）

　
　
一
般
公
共
事
業
　
　
　
5.4
％
　
　
　（

4.7
％
）

　（
注
 ）（
　
）
書
は
N
T
T
・
B及
び
旧
N
T
T
・
Bを
含
む
場
合
。
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⑤
　
政
府
開
発
援
助

　
政
府
開
発
援
助
に
つ
い
て
は
、
開
発
途
上
国
の
経
済
社
会
開
発
や
民
生
の
向
上
に
対
す

る
支
援
を
通
じ
、
国
際
社
会
に
お
け
る
我
が
国
の
責
務
を
果
た
し
て
い
く
と
の
観
点
か
ら
、

そ
の
着
実
な
推
進
に
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
た
め
、
今
後
と
も
、
第
4
次
中
期
目
標
（
19
88
年
～
19
92
年
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、

開
発
途
上
国
の
自
助
努
力
を
支
援
す
る
と
い
う
基
本
理
念
の
下
に
、
開
発
途
上
国
の
ニ
ー

ズ
に
合
致
し
た
効
果
的
・
効
率
的
な
援
助
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
の
際
、
必
要
な
人
材
の
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
援
助
案
件
の
適
格
な
審
査
、
適
切

な
評
価
等
に
よ
り
、
効
率
的
な
実
施
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

・
 　
厳
し
い
財
政
事
情
、
第
4
次
中
期
目
標
、
他
の
経
費
と
の
バ
ラ
ン
ス
等
を
総
合
勘
案
し
、

政
府
開
発
援
助
予
算
に
つ
い
て
7.8
％
増
を
確
保
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
年
度
　
　
　
4
年
度

　
　
一
般
会
計
O
D
A
予
算
　
　
8,8
31
億
円
→
9,5
22
億
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 8
.0％
　
　
　
　
7.8
％

・
　
効
果
的
・
効
率
的
な
援
助
の
促
進
。

　
○
人
材
の
育
成
・
援
助
実
施
体
制
の
強
化

　
　
援
助
人
材
育
成
振
興
費
 

　
8
億
円

　
　
外
務
省
の
経
済
協
力
担
当
 

　
23
名
増

　
　
国
際
協
力
事
業
団
（
JI
CA
）
の
定
員
 
　
34
名
増

　
○
審
査
・
調
査
の
た
め
の
予
算
の
拡
充
と
体
制
の
整
備

　
　
外
部
専
門
技
術
嘱
託
者
（
O
EC
F）
 

　
2
名
増

　
　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
形
成
調
査
（
JI
CA
） 

　
4
件
増

　
○
評
価
の
た
め
の
予
算
の
拡
充
と
体
制
の
整
備

　
　
被
援
助
国
関
係
者
の
評
価
へ
の
参
加
　
　
3
ヵ
国
増

　
　
詳
細
評
価
調
査
ミ
ッ
シ
ョ
ン
 

　
2
名
増
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⑥
　
中
小
企
業
対
策

　
我
が
国
経
済
に
お
い
て
、
中
小
企
業
は
極
め
て
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
と
と
も
に
、

新
分
野
進
出
等
に
よ
り
新
た
な
経
済
発
展
の
契
機
を
創
出
す
る
な
ど
、
我
が
国
経
済
社
会

の
発
展
及
び
地
域
経
済
の
活
性
化
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

　
近
年
、
国
際
化
、
技
術
革
新
の
急
速
な
進
展
等
、
内
外
の
経
済
環
境
は
大
き
く
変
化
し

て
お
り
、
こ
う
し
た
環
境
変
化
に
我
が
国
全
体
と
し
て
適
応
し
て
い
く
こ
と
が
迫
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
中
小
企
業
者
に
お
い
て
も
新
分
野
へ
の
進
出
な
ど

構
造
転
換
へ
の
積
極
的
な
取
組
み
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
今
後
の
中
小
企
業
施
策
の
展
開
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
中
小
企
業
者
の
創
意
工

夫
を
生
か
し
、
自
主
的
な
努
力
を
促
す
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
、
経
営
基
盤
の
強
化
及
び

構
造
転
換
の
支
援
等
の
施
策
の
効
果
的
・
効
率
的
な
推
進
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

・
 　
中
小
企
業
対
策
費
に
つ
い
て
は
、
経
費
の
効
率
化
・
重
点
化
を
図
り
つ
つ
、
国
際
化
・

技
術
革
新
の
進
展
等
の
内
外
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
政
策
ニ
ー
ズ
に
重
点
を
置

い
て
予
算
編
成
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

　
　
具
体
的
に
は
、

①
 　
平
成
3
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
特
に
⑴
大
店
法
規
制
緩
和
等
の
動
き
を
踏
ま
え
た

「
魅
力
あ
る
商
店
街
・
商
業
集
積
づ
く
り
」
及
び
⑵
中
小
企
業
の
人
手
不
足
問
題
へ
の
対
応
、

の
点
に
重
点
を
置
い
て
予
算
編
成
を
行
い
、

②
 　
平
成
4
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
上
記
⑴
⑵
の
問
題
へ
の
対
応
を
図
る
ほ
か
、

⑶
地
域
中
小
企
業
集
積
（
産
地
・
企
業
城
下
町
等
）
に
お
け
る
中
小
企
業
の
新
分
野
進
出

等
の
努
力
に
対
す
る
支
援
、
及
び
⑷
中
小
企
業
の
物
流
効
率
化
に
対
す
る
支
援
等
に
重
点

を
置
い
て
予
算
編
成
を
行
っ
て
い
る
。

 
3
’　
　
　
　
4
’　

　
　
⑴
　
魅
力
あ
る
商
店
街
・
商
業
集
積
づ
く
り
 

10
6億
円
→
12
3億
円
 

　
⑵
　
中
小
企
業
の
人
手
不
足
問
題
へ
の
対
 

23
億
円
→

26
億
円
 

　
⑶
　
地
域
中
小
企
業
集
積
・
創
造
的
発
展
支
援
 

―
→

11
億
円
 

　
⑷
　
中
小
企
業
の
物
流
効
率
化
対
策
 

3
億
円
→
 
7
億
円
 



報
告
指
摘
事
項

措
置
状
況

⑦
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

　
我
が
国
は
、
国
際
的
に
見
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
輸
入
依
存
度
が
高
く
、
特
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
供
給
の
大
宗
を
占
め
る
石
油
に
つ
い
て
、
そ
の
ほ
ぼ
全
部
を
輸
入
に
頼
り
、
か
つ
そ

の
大
半
を
中
東
に
依
存
す
る
と
い
う
脆
弱
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
構
造
を
有
し
て
い
る
。
ま

た
、
石
油
開
発
、
石
油
備
蓄
の
推
進
、
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
・
導
入
等
は
、
長

い
リ
ー
ド
タ
イ
ム
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
に
つ
い
て
は
、
安
全
性
確
保
、
環
境
保
全
に
留
意
し
つ
つ
、

中
長
期
的
な
観
点
に
立
っ
て
着
実
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
な
お
、
そ
の
際
、
石
油
政
策
に
つ
い
て
は
、
石
油
産
業
の
構
造
改
善
を
加
速
的
に
進
め

る
と
の
観
点
か
ら
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
上
で
不
可
欠
な
も
の
を
除
き
、
生
産
・

販
売
に
関
す
る
規
制
の
緩
和
を
思
い
切
っ
て
推
進
す
る
と
と
も
に
、
備
蓄
そ
の
他
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い
て
は
、
官
民
の
役
割
分
担
を
踏
ま
え
、
国
の
助
成
を
必
要
最
小
限
の

範
囲
に
限
定
し
、
資
金
の
重
点
的
・
効
率
的
配
分
に
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
3
年
度
　
　
4
年
度

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費
　
　
　
5,8
93
　
　
　
6,3
13
　
　（
億
円
）

①
　
原
子
力
平
和
利
用
研
究
促
進
（
1,5
16
　
→
　
1,5
37
）

　
 　
長
期
に
わ
た
る
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
を
確
保
す
る
た
め
、
引
き
続
き
安
全
対

策
等
の
充
実
に
配
慮
し
つ
つ
、
原
子
力
の
平
和
利
用
を
促
進
。

②
　
石
特
会
計
繰
入
れ
　
　
　
　（
4,3
20
　
→
　
4,7
20
）

　
　（
参
考
）　
　
　
 石
油
税
収
（
4,9
00
　
→
　
5,0
70
）

　
⑴
　
石
油
備
蓄

　
 　
国
家
備
蓄
に
つ
い
て
は
、
5,0
00
万
㎘
を
目
標
と
し
、
30
0万
㎘
の
積
増
し
を
図
る
。（
4

年
度
末
　
3,9
00
万
㎘
）

　
⑵
　
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

　
 　
地
球
環
境
保
全
に
留
意
し
つ
つ
、
中
長
期
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
見
通
し
を
踏
ま
え
、

石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
を
推
進
す
る
。（
37
0　
→
　
39
9）
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措
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⑧
　
農
業

　
消
費
者
の
納
得
が
得
ら
れ
る
価
格
で
安
定
的
に
食
糧
を
供
給
で
き
る
よ
う
、
生
産
性
が

高
く
産
業
と
し
て
自
立
で
き
る
農
業
の
確
立
が
急
が
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
各
農
家
の

創
意
工
夫
が
活
か
さ
れ
る
よ
う
、
価
格
政
策
の
見
直
し
等
競
争
原
理
の
導
入
、
規
制
の
緩

和
を
一
層
促
進
す
る
と
と
も
に
、
経
営
感
覚
に
優
れ
地
域
に
お
い
て
中
核
的
役
割
を
果
た

し
う
る
農
家
等
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
各
般
の
施
策
を
思
い
切
っ
て
集
中
・
充
実
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
生
活
基
盤
を
着
実
に
整
備
す
る
等
農
村
地
域
の
活
性
化
に
も
配
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。

　
食
糧
管
理
に
つ
い
て
も
、
生
産
者
及
び
流
通
業
者
の
自
主
性
が
発
揮
さ
れ
、
需
要
に
対

応
し
た
生
産
・
流
通
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
需
給
動
向
や
市
場
評
価
が
価
格
に
的
確
に
反
映

さ
れ
る
仕
組
み
と
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
転
作
奨
励
金
に
つ
い
て
は
、

水
田
農
業
確
立
対
策
期
間
終
了
時
に
お
い
て
そ
の
依
存
か
ら
の
脱
却
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

○
価
格
政
策
の
見
直
し

　
近
年
、
厳
し
い
抑
制
的
な
運
用
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

＜
行
政
価
格
の
対
前
年
増
減
率
＞
 

（
単
位
：
％
）

区
　
分

61
62

63
元

2
3

米
（
政
府
買
入
価
格
）

0.0
▲
5.9
5
▲
4.6

0.0
▲
1.5
▲
0.6
5

小
麦
（
政
府
買
入
価
格
）

▲
1.1
6
▲
4.9

▲
4.6

▲
3.5

▲
3.9
▲
1.2
3

大
豆
（
基
準
価
格
）

▲
1.6
6
▲
5.8

▲
5.5

0.0
▲
4.4

▲
1.2

て
ん
菜

▲
1.5

▲
5.1

▲
4.8

0.0
▲
2.6

▲
1.3

さ
と
う
き
び

0.0
▲
2.4

▲
2.0

0.0
0.0

0.0
加
工
原
料
乳
（
保
証
価
格
）
▲
2.8

▲
5.5

▲
3.5

0.0
▲
2.6

▲
1.3
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告
指
摘
事
項

措
置
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○
農
業
農
村
整
備
事
業
の
重
点
化

　
農
村
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
た
め
、
集
落
排
水
等
の
農
村
整
備
事
業
に
重
点
配
分
。

＜
億
円
＞

2
年
度

3
年
度

4
年
度

農
業
農
村
整
備
事
業

10
,24
9

10
,69
1

11
,09
4

（
＋
4.3
％
）

（
＋
3.8
％
）

　
う
ち
農
村
整
備
事
業

2,5
59

3,0
62

3,4
36

（
＋
19
.7％
）
（
＋
12
.2％
）

　（
う
ち
集
落
排
水
）

31
1

62
2

83
9

（
＋
10
0.0
％
）
（
＋
35
.0％
）

（
注
 ）
本
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
3
年
度
予
算
に
お
い
て
、
経
費
名
を
「
農
業
基
盤
整
備

費
」
か
ら
「
農
業
農
村
整
備
事
業
費
」
に
改
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
食
糧
管
理
の
改
善

　
・
 需
給
動
向
や
品
質
評
価
を
的
確
に
反
映
し
た
自
主
流
通
米
の
価
格
形
成
を
図
る
た
め

「
自
主
流
通
米
価
格
形
成
の
場
」
に
お
け
る
入
札
取
引
を
開
始
（
平
成
2
年
10
月
）。

　
・
食
糧
管
理
費
の
節
減
合
理
化
。

　
　
 
3
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
4
年
度
（
注
）

　
　
3,7
32
億
円
（
▲
22
0）
　

　
3,4
21
億
円
（
▲
31
1）

（
注
）
ピ
ー
ク
時
（
56
年
度
 9
,94
8億
円
）
の
3
分
の
1
強
。
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⑨
　
地
方
財
政

　
国
と
地
方
は
車
の
両
輪
と
し
て
、
と
も
に
行
財
政
改
革
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
中
長
期
的
に
み
て
、
財
政
の
健
全
性
を
確
保
し
、
国
民
負
担
率
の
上
昇
を

抑
制
す
る
た
め
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の
答
申
に
沿
っ
て
、
国
と
同
様
、
地
方
財

政
に
つ
い
て
も
、
歳
出
規
模
の
伸
び
を
極
力
抑
制
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
、
幅
広
い
見
地
か
ら
、
国
と
地
方
の
機
能
分
担
の
在
り
方
を
見
直
す
と
と
も
に
、

こ
れ
に
あ
わ
せ
費
用
負
担
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。
ま
た
、
地
方
の
財
政
状
況
の
推
移

等
に
応
じ
て
、
地
方
交
付
税
法
第
6
条
の
3
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
国
・
地
方
間
の
財
源

調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
更
に
、
地
方
公
共
団
体
間
の
財
政
力
格
差
を
改
善
す
る
た
め
、
財
政
調
整
の
強
化
を
推

進
す
べ
き
で
あ
る
。

・
 　
3
・
4
年
度
の
地
方
財
政
の
規
模
は
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の
答
申
の
趣
旨
に

従
い
、
極
力
歳
出
の
抑
制
に
努
め
た
と
こ
ろ
。

　
　
歳
出
規
模
　
 
3
年
度
　
 約
70
兆
9,0
00
億
円
（
5.6
％
増
）

　
　
　
　
　
　
　
 
4
年
度
　
 約
74
兆
3,7
00
億
円
（
4.9
％
増
）

・
 　
国
と
地
方
の
機
能
分
担
及
び
費
用
負
担
の
見
直
し
の
一
環
と
し
て
、
4
年
度
に
お
い
て

以
下
の
よ
う
な
補
助
金
等
の
一
般
財
源
化
措
置
を
講
じ
た
。

　
①
 　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
う
ち
共
済
費
追
加
費
用
等
（
約
62
0億
円
）

　
②
　
国
保
事
務
費
負
担
金
の
う
ち
人
件
費
（
約
78
0億
円
）

　
③
　
国
保
助
産
費
補
助
金
（
約
90
億
円
）

・
 　
3
・
4
年
度
の
地
方
財
政
収
支
見
通
し
は
、
元
年
度
、
2
年
度
に
引
き
続
き
大
幅
な
財

源
余
剰
と
な
り
、
地
方
交
付
税
法
第
6
条
の
3
第
2
項
に
該
当
す
る
事
態
で
あ
る
が
、
同

項
の
適
用
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
、
同
法
附
則
第
3
条
に
基
づ
く
地
方
交
付
税
の
年
度

間
調
整
と
し
て
の
特
別
措
置
等
を
講
じ
た
。

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
懇
談
会
　
平
成
4
年
4
月
28
日
配
付
資
料
⑷
（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
4
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
懇
談
会
編
」

59
-6
8ペ
ー
ジ
）。



8-127　 昭和62年度以降（昭和62年度～平成 4 年度）の各省庁別・補助根拠別・交付対象別補
助金等の件数・金額

（単位：件、億円）

 区分

所管

62年度 63年度

法律補助
「負担する」

法律補助
「できる」

予算補助
法律補助
「負担する」

法律補助
「できる」

予算補助

件数 予算額 件数 予算額 件数 予算額 件数 予算額 件数 予算額 件数 予算額

国 会 7 49 ― ― ― ― 7 50 ― ― ― ―
地方公共団体 3 3 ― ― ― ― 3 3 ― ― ― ―
そ の 他 4 46 ― ― ― ― 4 47 ― ― ― ―

裁 判 所 4 287 ― ― 1 0 4 288 ― ― 1 0
地方公共団体 1 3 ― ― ― ― 1 3 ― ― ― ―
そ の 他 3 284 ― ― 1 0 3 285 ― ― 1 0

会計検査院 2 13 ― ― ― ― 2 13 ― ― ― ―
地方公共団体 1 0 ― ― ― ― 1 0 ― ― ― ―
そ の 他 1 13 ― ― ― ― 1 13 ― ― ― ―

内 閣 3 10 ― ― 2 11 3 10 ― ― 2 11
地方公共団体 1 0 ― ― ― ― 1 0 ― ― ― ―
そ の 他 2 10 ― ― 2 11 2 10 ― ― 2 11

総 理 府 214 6,524 64 1,306 385 1,605 216 6,574 68 1,280 368 1,672
地方公共団体 182 3,801 55 611 187 663 181 3,710 59 596 184 694
そ の 他 32 2,723 9 695 198 942 35 2,864 9 684 184 978

法 務 省 14 432 1 0 3 4 14 445 1 0 2 2
地方公共団体 11 17 ― ― ― ― 11 20 ― ― ― ―
そ の 他 3 415 1 0 3 4 3 425 1 0 2 2

外 務 省 3 68 ― ― 29 1,072 3 71 ― ― 29 1,169
地方公共団体 2 29 ― ― 1 7 2 30 ― ― 1 7
そ の 他 1 39 ― ― 28 1,065 1 41 ― ― 28 1,162

大 蔵 省 9 875 1 5 7 446 9 882 1 5 6 443
地方公共団体 4 47 ― ― 1 1 4 48 ― ― 1 2
そ の 他 5 828 1 5 6 445 5 834 1 5 5 441

文 部 省 68 26,668 43 3,937 112 2,173 65 26,539 43 3,984 113 2,320
地方公共団体 59 26,626 23 1,049 76 1,482 56 26,496 23 1,058 77 1,540
そ の 他 9 42 20 2,888 36 691 9 43 20 2,926 36 780

厚 生 省 111 50,509 35 3,469 243 2,256 110 52,003 37 3,691 232 2,331
地方公共団体 105 50,358 26 1,887 141 1,762 104 51,849 28 1,941 134 1,821
そ の 他 6 151 9 1,582 102 494 6 154 9 1,750 98 510

農林水産省 136 9,184 30 1,103 329 6,709 135 8,852 30 1,095 326 6,591
地方公共団体 125 7,373 14 309 185 2,794 124 7,116 15 287 181 2,630
そ の 他 11 1,811 16 794 144 3,915 11 1,736 15 808 145 3,961

通商産業省 13 119 23 576 189 1,477 12 144 23 572 188 1,431
地方公共団体 10 18 13 514 20 327 10 44 13 517 21 320
そ の 他 3 101 10 62 169 1,150 2 100 10 55 167 1,111

運 輸 省 21 468 13 338 32 2,690 23 2,124 11 221 32 1,011
地方公共団体 19 191 1 11 12 568 19 194 1 12 12 557
そ の 他 2 277 12 327 20 2,122 4 1,930 10 209 20 454

郵 政 省 5 44 ― ― 4 2 5 46 ― ― 4 1
地方公共団体 3 0 ― ― ― ― 3 0 ― ― ― ―
そ の 他 2 44 ― ― 4 2 2 46 ― ― 4 1

労 働 省 15 564 3 29 22 190 15 509 3 29 22 202
地方公共団体 11 409 ― ― 7 163 11 352 ― ― 7 175
そ の 他 4 155 3 29 15 27 4 157 3 29 15 27

建 設 省 42 9,474 21 1,229 102 4,173 42 9,420 21 1,233 102 4,078
地方公共団体 39 8,954 13 1,137 59 1,167 39 8,899 13 1,129 60 1,061
そ の 他 3 520 8 92 43 3,006 3 521 8 104 42 3,017

自 治 省 8 300 9 80 25 311 8 283 9 79 25 299
地方公共団体 7 294 9 80 16 154 7 277 9 79 16 157
そ の 他 1 6 ― ― 9 157 1 6 ― ― 9 142

合 計 675 105,588 243 12,072 1,485 23,119 673 108,253 247 12,189 1,452 21,561
地方公共団体 583 98,123 154 5,598 705 9,088 577 99,041 161 5,619 694 8,964
そ の 他 92 7,465 89 6,474 780 14,031 96 9,212 86 6,570 758 12,597
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（単位：件、億円）

 区分

所管

元年度 2年度

法律補助
「負担する」

法律補助
「できる」

予算補助
法律補助

「負担する」
法律補助
「できる」

予算補助

件数 予算額 件数 予算額 件数 予算額 件数 予算額 件数 予算額 件数 予算額

国 会 7 54 ― ― ― ― 7 54 ― ― ― ―
地方公共団体 3 3 ― ― ― ― 3 3 ― ― ― ―
そ の 他 4 51 ― ― ― ― 4 51 ― ― ― ―

裁 判 所 4 311 ― ― 1 0 4 316 ― ― 1 0
地方公共団体 1 3 ― ― ― ― 1 3 ― ― ― ―
そ の 他 3 308 ― ― 1 0 3 313 ― ― 1 0

会計検査院 2 14 ― ― ― ― 2 14 ― ― ― ―
地方公共団体 1 0 ― ― ― ― 1 0 ― ― ― ―
そ の 他 1 14 ― ― ― ― 1 14 ― ― ― ―

内 閣 3 11 ― ― 2 11 3 11 ― ― 2 12
地方公共団体 1 0 ― ― ― ― 1 0 ― ― ― ―
そ の 他 2 11 ― ― 2 11 2 11 ― ― 2 12

総 理 府 219 6,877 69 1,360 349 1,816 218 7,432 68 1,266 341 1,864
地方公共団体 184 3,847 60 618 182 706 183 4,179 59 618 180 784
そ の 他 35 3,030 9 742 167 1,110 35 3,253 9 648 161 1,080

法 務 省 14 486 1 0 2 2 14 502 1 0 2 3
地方公共団体 11 22 ― ― ― ― 11 30 ― ― ― ―
そ の 他 3 464 1 0 2 2 3 472 1 0 2 3

外 務 省 3 51 ― ― 29 1,242 2 46 ― ― 30 1,349
地方公共団体 2 6 ― ― 1 7 1 0 ― ― 1 7
そ の 他 1 45 ― ― 28 1,235 1 46 ― ― 29 1,342

大 蔵 省 9 929 1 5 6 452 9 931 1 6 6 404
地方公共団体 4 49 ― ― 1 2 4 50 ― ― 1 1
そ の 他 5 880 1 5 5 450 5 881 1 6 5 403

文 部 省 65 26,581 42 4,091 114 2,342 65 27,379 43 4,183 113 2,429
地方公共団体 56 26,536 23 1,085 77 1,482 56 27,333 23 1,110 76 1,524
そ の 他 9 45 19 3,006 37 860 9 46 20 3,073 37 905

厚 生 省 110 55,564 37 4,097 231 2,443 109 56,986 37 4,638 230 2,624
地方公共団体 104 55,398 28 2,169 133 1,900 103 56,815 28 2,464 133 2,076
そ の 他 6 166 9 1,928 98 543 6 171 9 2,174 97 548

農林水産省 135 9,061 30 1,096 323 6,473 134 8,876 30 1,093 322 6,241
地方公共団体 124 7,327 15 265 180 2,565 123 7,161 15 252 179 2,654
そ の 他 11 1,734 15 831 143 3,908 11 1,715 15 841 143 3,587

通商産業省 12 130 21 591 189 1,413 12 129 21 609 188 1,410
地方公共団体 10 25 13 544 20 349 10 21 13 565 20 373
そ の 他 2 105 8 47 169 1,064 2 108 8 44 168 1,037

運 輸 省 23 2,102 12 161 31 993 23 2,035 12 126 31 983
地方公共団体 19 196 1 13 13 567 19 198 1 13 13 543
そ の 他 4 1,906 11 148 18 426 4 1,837 11 113 18 440

郵 政 省 5 47 ― ― 4 2 5 44 ― ― 4 2
地方公共団体 3 0 ― ― ― ― 3 0 ― ― ― ―
そ の 他 2 47 ― ― 4 2 2 44 ― ― 4 2

労 働 省 14 481 3 30 23 215 14 440 3 30 23 243
地方公共団体 11 316 ― ― 7 183 11 274 ― ― 7 207
そ の 他 3 165 3 30 16 32 3 166 3 30 16 36

建 設 省 42 9,540 21 1,202 102 4,177 41 9,060 21 1,157 101 4,734
地方公共団体 39 9,014 13 1,067 59 1,044 39 9,000 13 1,014 59 1,128
そ の 他 3 526 8 135 43 3,133 2 60 8 143 42 3,606

自 治 省 10 583 9 81 27 283 7 260 9 82 25 279
地方公共団体 8 573 9 81 17 166 6 254 9 82 16 171
そ の 他 2 10 ― ― 10 117 1 6 ― ― 9 108

合 計 677 112,822 246 12,714 1,433 21,864 669 114,515 246 13,190 1,419 22,577
地方公共団体 581 103,315 162 5,842 690 8,971 575 105,321 161 6,118 685 9,468
そ の 他 96 9,507 84 6,872 743 12,893 94 9,194 85 7,072 734 13,109



（単位：件、億円）
 区分

所管

3年度 4年度

法律補助
「負担する」

法律補助
「できる」

予算補助
法律補助
「負担する」

法律補助
「できる」

予算補助

件数 予算額 件数 予算額 件数 予算額 件数 予算額 件数 予算額 件数 予算額

国 会 7 55 ― ― ― ― 7 59 ― ― ― ―
地方公共団体 3 3 ― ― ― ― 3 5 ― ― ― ―
そ の 他 4 52 ― ― ― ― 4 54 ― ― ― ―

裁 判 所 4 317 ― ― 1 0 4 341 ― ― 1 0
地方公共団体 1 3 ― ― ― ― 1 3 ― ― ― ―
そ の 他 3 314 ― ― 1 0 3 337 ― ― 1 0

会計検査院 2 14 ― ― ― ― 2 15 ― ― ― ―
地方公共団体 1 0 ― ― ― ― 1 0 ― ― ― ―
そ の 他 1 14 ― ― ― ― 1 15 ― ― ― ―

内 閣 3 11 ― ― 2 12 3 12 ― ― 2 12
地方公共団体 1 0 ― ― ― ― 1 0 ― ― ― ―
そ の 他 2 11 ― ― 2 12 2 12 ― ― 2 12

総 理 府 216 7,298 69 1,362 331 2,141 215 7,927 66 1,424 331 2,097
地方公共団体 181 3,993 60 648 177 809 180 4,469 57 685 178 908
そ の 他 35 3,305 9 714 154 1,332 35 3,459 9 739 153 1,189

法 務 省 13 515 1 0 3 3 13 555 1 0 3 4
地方公共団体 10 30 ― ― ― ― 10 41 ― ― ― ―
そ の 他 3 485 1 0 3 3 3 514 1 0 3 4

外 務 省 2 48 ― ― 27 1,464 2 50 ― ― 27 1,570
地方公共団体 1 0 ― ― 1 8 1 0 ― ― 1 9
そ の 他 1 48 ― ― 26 1,456 1 50 ― ― 26 1,560

大 蔵 省 9 947 1 6 6 246 10 1,020 1 6 6 207
地方公共団体 4 51 ― ― 1 1 4 65 ― ― 1 1
そ の 他 5 896 1 6 5 245 6 955 1 6 5 206

文 部 省 65 29,013 43 4,309 111 2,495 65 30,340 43 4,459 110 2,453
地方公共団体 56 28,966 23 1,136 74 1,540 56 30,291 23 1,177 73 1,407
そ の 他 9 47 20 3,173 37 955 9 49 20 3,283 37 1,046

厚 生 省 110 58,335 36 5,122 229 2,931 109 60,501 35 5,904 230 3,195
地方公共団体 103 58,156 27 2,812 132 2,269 103 60,312 26 3,339 133 2,513
そ の 他 7 179 9 2,310 97 662 6 190 9 2,565 97 682

農林水産省 135 9,692 29 1,107 324 6,620 135 11,071 29 1,134 322 7,125
地方公共団体 123 7,137 15 254 183 2,936 123 8,476 15 261 179 3,714
そ の 他 12 2,555 14 853 141 3,684 12 2,595 14 872 143 3,412

通商産業省 12 157 21 635 187 1,490 12 145 21 670 187 1,564
地方公共団体 10 47 13 594 21 472 10 28 13 621 22 520
そ の 他 2 110 8 41 166 1,018 2 117 8 48 165 1,044

運 輸 省 24 1,549 11 136 30 1,242 22 1,514 9 107 35 1,375
地方公共団体 18 199 1 13 11 145 18 224 1 14 12 174
そ の 他 6 1,350 10 123 19 1,097 4 1,290 8 93 23 1,201

郵 政 省 5 45 ― ― 4 13 5 49 ― ― 4 24
地方公共団体 3 0 ― ― 1 10 3 0 ― ― 1 20
そ の 他 2 45 ― ― 3 3 2 49 ― ― 3 4

労 働 省 14 424 3 33 23 263 14 401 2 34 23 283
地方公共団体 11 255 ― ― 7 223 11 218 ― ― 7 233
そ の 他 3 169 3 33 16 40 3 183 2 34 16 50

建 設 省 40 9,531 20 1,121 97 5,250 40 12,515 20 1,354 97 5,735
地方公共団体 38 9,470 13 957 60 1,426 38 12,450 13 1,170 60 1,725
そ の 他 2 61 7 164 37 3,824 2 65 7 184 37 4,010

自 治 省 6 246 4 82 20 281 9 625 4 83 21 282
地方公共団体 5 240 4 82 10 182 7 613 4 83 11 190
そ の 他 1 6 ― ― 10 99 2 11 ― ― 10 92

合 計 667 118,197 238 13,913 1,395 24,451 667 127,140 231 15,175 1,399 25,926
地方公共団体 569 108,550 156 6,496 678 10,021 570 117,195 152 7,350 678 11,414
そ の 他 98 9,647 82 7,417 717 14,430 97 9,945 79 7,825 721 14,512

（出所）大蔵省作成資料　平成元年 3月，平成 2年 4月，平成 3年 3月，平成 4年 2月。
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8-
12
8　
昭
和
60
年
度
以
降
各
年
度
（
昭
和
60
年
度
～
平
成
4
年
度
）
の
補
助
率
削
減
に
よ
る
地
方
へ
の
影
響
額
及
び
補
填
策

（
単
位
：
億
円
）

年
度

経
常
経
費
関
係

投
資
的
経
費
関
係

合
　
計

地
方
交
付
税
交

付
金
の
特
例
措

置
／
加
算

地
方
税
措
置

（
地
方
た
ば
こ
消

費
税
の
引
上
げ
）

建
設
地
方
債
（
調
整
債
）
の
増
発

計
臨
時
財
政

特
例
債

調
整
債

計
法
定

加
算
分

暫
定

加
算
分

不
交
付

団
体
分

60
1,0
00

―
1,6
00

―
1,0
00

60
0

2,6
00

2,0
00

1,2
00

3,2
00

5,8
00

61
1,2
00

1,2
00

3,7
00

40
0

2,4
40

86
0

6,1
00

4,2
00

1,4
00

5,6
00

11
,70
0

62
1,4
96

1,2
00

3,8
74

43
0

2,4
80

96
4

6,5
70

6,1
00

2,3
00

8,4
00

14
,97
0

63
1,4
95

1,2
00

3,9
74

47
0

2,5
20

98
4

6,6
69

7,4
00

2,5
00

9,9
00

16
,56
9

元
97
5

―
24
2

―
―

24
2

1,2
17

7,6
00

―
7,6
00

8,8
17

2
72
2

―
18
0

―
―

18
0

90
2

7,6
00

―
7,6
00

8,5
02

3
72
6

―
18
1

―
―

18
1

90
7

6,3
00

―
6,3
00

7,2
07

4
18

―
4

―
―

4
22

6,1
00

―
6,1
00

6,1
22

（
注
）
1
 ．
元
年
度
以
降
の
地
方
交
付
税
交
付
金
の
加
算
額
は
、
法
律
に
基
づ
き
後
年
度
に
お
い
て
地
方
交
付
税
交
付
金
の
額
に
加
算
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
 
2
 ．
臨
時
財
政
特
例
債
に
つ
い
て
は
、公
営
企
業
会
計
分
も
含
め
て
、後
年
度
の
元
利
償
還
費
相
当
額
の
一
定
割
合
（
63
年
度
…
…
61
’補
助
率
等
引
下
げ
分
の

　1
/2

　及
び

62
’補
助
率
等
引
下
げ
分
の

　9
/1
0、
元
年
度
及
び
2
年
度
…
…
61
’補
助
率
等
引
下
げ
分
の
う
ち
直
轄
分

　9
/1
0、
補
助
分

　1
/2

　及
び
62
’補
助
率
等
引
下
げ
分
の

　9
/1
0、

3
年
度
及
び
4
年
度
…
…
61
’補
助
率
等
引
下
げ
分
の
う
ち
直
轄
分

　9
/1
0、
補
助
分

　1
/2
）
を
一
般
会
計
か
ら
交
付
税
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
 
3
 ．
臨
時
財
政
特
例
債
の
額
に
は
過
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
伴
う
当
該
年
度
影
響
額
を
含
む
。

　
　
 
4
 ．
計
数
は
精
査
の
結
果
、
異
動
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

（
平
成
元
年
度
に
お
け
る
補
助
率
等
の
見
直
し
に
伴
う
影
響
額
と
財
源
措
置
）

恒
久
措
置
分

＊
（
　
）
内
は
平
成
2
年
度
の
姿

暫
定
措
置
分

経
常
経
費

投
資
的
経
費

補
助
率
等
の
復
元

地
方
交
付
税

（
た
ば
こ
税
の
25
％
）
一
般
財
源

地
方
交
付
税
交
付

金
の
特
例
措
置

調
整
債

（
不
交
付
団
体
分
）
地
方
交
付
税
交
付

金
の
特
例
措
置

調
整
債

（
不
交
付
団
体
分
）
臨
時
財
政
特
例
債

元
97
7

（
1,2
82
）

2,3
30

2,7
62

24
3

（
　
　
0）

62
（
　
　
0）

73
2

18
0

6,5
00

（
注
）
1
 ．
補
助
率
等
の
暫
定
期
間
終
了
後
に
調
整
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
金
額
（
い
わ
ゆ
る
60
’～
63
’の
暫
定
加
算
分
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
4,2
20
億
円
を
4
年
度

～
13
年
度
の
間
に
精
算
す
べ
き
地
方
交
付
税
交
付
金
の
額
に
加
算
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
 
2
 ．
臨
時
財
政
特
例
債
に
つ
い
て
は
、
公
営
企
業
会
計
分
も
含
め
て
、後
年
度
の
元
利
償
還
費
相
当
額
の
一
定
割
合（
63
年
度
ま
で
…
…
61
’補
助
率
等
引
下
げ
分
の

　1
/2

　
及
び
62
’補
助
率
等
引
下
げ
分
の

　9
/1
0、
元
年
度
及
び
2
年
度
…
…
61
’補
助
率
等
引
下
げ
分
の
う
ち
直
轄
分

　9
/1
0、
補
助
分

　1
/2

　及
び
62
’補
助
率
等
引
下
げ
分
の

9/
10
）
を
一
般
会
計
か
ら
交
付
税
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
 
3
 ．
63
年
度
ま
で
の
補
助
率
等
の
暫
定
引
下
げ
措
置
に
よ
る
国
庫
債
務
負
担
行
為
等
の
影
響
額
に
係
る
臨
時
財
政
特
例
債
1,1
00
億
円
を
加
え
る
と
、
元
年
度
の
臨
時
財

政
特
例
債
の
額
は
7,6
00
億
円
と
な
る
。

（
出
所
 ）
大
蔵
省
作
成
資
料
　
平
成
元
年
3
月
，
平
成
2
年
4
月
，
平
成
3
年
3
月
，
平
成
4
年
2
月
。



【
平
成
5
年
度
】

8-
12
9　
「
建
議
」
及
び
「
報
告
」
の
平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
主
な
措
置
状
況

 
（
総
論
）

「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

1
 ．
従
来
以
上
に
各
歳
出
項
目
に
つ
い
て
精

査
し
、
制
度
や
施
策
の
意
義
、
合
理
性
、

優
先
度
を
改
め
て
検
討
し
、
徹
底
し
た
見

直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

○
　
一
般
歳
出
等
の
伸
率
の
推
移
（
当
初
予
算
ベ
ー
ス
、
単
位
：
％
）。

 
元
 

2
 

3
 

4
 

5
（
年
度
）

・
一
般
会
計
歳
出
 

6.6
 

9.6
 

6.2
 

2.7
 

0.2
・
一
般
歳
出
 

3.3
 

3.8
 

4.7
 

4.5
 

3.1
　
・
経
常
部
門
経
費
 
3.8
 

4.6
 

4.2
 

4.1
 

2.4
（
見
込
み
）

　
・
投
資
部
門
経
費
 
1.8
 

0.7
 

3.9
 

5.8
 

6.0
（
見
込
み
）

（
注
）
3
年
度
の
投
資
部
門
経
費
は
、
補
助
率
戻
し
分
含
み
で
は
6.7
％

2
 ．
平
成
5
年
度
予
算
は
景
気
に
十
分
配
慮

し
た
予
算
と
な
る
こ
と
が
強
く
期
待
さ
れ

て
い
る
。

　
 　
景
気
へ
の
配
慮
に
際
し
て
は
、
財
政
投

融
資
や
地
方
財
政
を
含
め
た
公
的
部
門
が

全
体
と
し
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

①
 　
一
般
会
計
公
共
事
業
関
係
費
の
ほ
か
、
財
政
投
融
資
、
地
方
単
独
事
業
も
近
年
最
大
の
伸
率
を
確
保
す
る
な
ど
、
国
・
地
方
を
通
じ
て
景

気
に
十
分
配
慮
。

　（
参
考
）
公
共
事
業
関
係
費
等
の
伸
率
の
推
移
（
当
初
予
算
ベ
ー
ス
、
単
位
：
％
）

 
元
 

2
 

3
 

4
 

5
（
年
度
）

・
公
共
事
業
関
係
（
N
T
T
含
み
） 

2.0
 

0.2
 

2.4
 

4.5
 

4.8
 

 
 

（
5.0
） 

 
（
5.8
）

・
財
政
投
融
資
（
公
共
事
業
実
施
機
関
） 

1.5
 

2.8
 

9.6
 

10
.8 

12
.4

・
地
方
単
独
事
業
（
地
方
財
政
計
画
ベ
ー
ス
） 

9.2
 

7.0
 

10
.0 

11
.5 

12
.0

（
注
）
公
共
事
業
関
係
費
の
3
年
度
（
　
）
は
補
助
率
戻
し
分
を
含
む
。
ま
た
同
5
年
度
（
　
）
は
N
T
T
償
還
時
補
助
分
を
含
む
。

②
　
5
年
度
の
政
府
投
資
額
：
4
年
度
の
実
績
見
込
額
に
対
し
て
相
当
の
伸
び
と
な
る
見
込
み
。

③
　
住
宅
投
資
の
促
進
、
中
小
企
業
対
策
、
雇
用
対
策
等
き
め
細
か
い
施
策
を
実
施
。
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平成 5年度　　395
「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

3
 ．（
5
年
度
予
算
は
、）
時
代
の
要
請
に
的

確
に
応
え
た
予
算
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

○
　
社
会
経
済
情
勢
の
推
移
に
即
応
し
た
財
源
の
重
点
的
・
効
率
的
配
分

元
’

2
’

3
’

4
’

5
’

社
会
保
障
関
係
費

4.9
6.6

5.1
4.3

3.2
文
教
及
び
科
学
振
興
費

1.6
3.6

5.5
5.4

2.4
恩

給
関

係
費

△
1.3

△
1.0

△
1.6

△
1.4

△
0.4

防
衛

関
係

費
5.9

6.1
5.4
5

3.8
2.0

公
共
事
業
関
係
費

1.9
0.3

6.0
5.3

5.7
（
NT
T等
事
業
分
含
み
）

2.0
0.2

2.4
4.5

4.8
（
5.0
）

経
済

協
力

費
6.9

6.9
7.8

7.0
5.7

（
O

D
A

）
7.8

8.2
8.0

7.8
6.5

中
小
企
業
対
策
費

△
0.5

0.1
0.3

0.3
△
0.2

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費

14
.3

3.8
8.1

6.6
3.8

食
糧

管
理

費
△
6.7

△
5.5

△
5.6

△
8.3

△
9.0

そ
の
他
の
事
項
経
費

3.0
2.7

4.6
5.1

3.3
一

般
歳

出
計

3.3
3.8

4.7
4.5

3.1
〔
経
　
常
〕

3.8
4.6

4.2
4.1

2.4
〔
投
　
資
〕

1.8
0.7

3.9
（
6.7
）

5.8
6.0

生
活
保
護
費

△
1.7

社
会
福
祉
費

6.0
社
会
保
険
費

3.3
保
健
衛
生
対
策
費

△
0.4

失
業
対
策
費

△
1.2

共
済
費
追
加
費
用
等
の
一
般
財
源
化

に
よ
る
影
響
額
調
整
後
　
　
4.7
％

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金

△
1.4

国
立
学
校
特
会
へ
繰
入

6.0
科
学
技
術
振
興
費

8.5
文

教
施

設
費

8.9
教
育
振
興
助
成
費

2.6
育

英
事

業
費

3.8

（
注
1
）
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
35
年
度
（
0.6
％
）
以
来
の
低
い
伸
び
。

（
注
2
 ）
公
共
事
業
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
生
活
に
密
接
に
関
連
し
た
住
宅
・
下
水
道
環
境
衛
生
等
の
分
野
に
思
い
切
っ

て
重
点
配
分
（
7.1
％
増
、
そ
の
他
4.1
％
増
、
一
般
公
共
計
5.0
増
）。

（
注
3
 ）
中
小
企
業
対
策
費
に
つ
い
て
は
、
商
工
会
・
商
工
会
議
所
の
経
営
指
導
員
に
係
る
人
件
費
等
の
一
般
財
源
化
に
よ
り
一
般
会
計

の
負
担
が
軽
減
（
5
年
度
約
75
億
円
）
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
質
的
に
は
大
幅
な
増
額
と
な
っ
て
い
る
。

（
注
4
）
食
糧
管
理
費
に
つ
い
て
は
、
ピ
ー
ク
時
（
56
’）
の
3
分
の
1
弱
。

（
注
5
 ）
3
年
度
公
共
事
業
関
係
費
（
N
T
T
等
事
業
分
含
み
）
及
び
〔
投
資
〕
欄
の
下
段
（
　
）
書
き
は
、
補
助
率
戻
し
分
を
含
ん
だ
も
の
。



「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

4
 ．
い
わ
ゆ
る
生
活
大
国
づ
く
り
の
着
実
な

推
進

①
　
生
活
に
密
着
し
た
社
会
資
本
の
重
点
的
整
備

②
　
住
宅
対
策
の
推
進

　
　
　
・
住
宅
金
融
公
庫
融
資
「
ゆ
っ
た
り
マ
イ
ホ
ー
ム
加
算
制
度
」
の
創
設
等

③
　
労
働
時
間
の
短
縮
 

〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

　
　
　
・
労
働
時
間
短
縮
推
進
経
費
 

 2
2億
円
 

 
 7
8億
円
（
25
3.2
％
増
）

④
　「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
」
の
推
進

　
　
　
・
在
宅
福
祉
施
策
等
の
拡
充
　
～
　
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
増
員
　
6,0
00
人
増

　
　
　
等

⑤
　
女
性
の
社
会
進
出
の
条
件
整
備
 

〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

　
　
　
・
育
児
休
業
者
職
場
復
帰
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
奨
励
金
  1
8億
円
 

 
 2
8億
円
（
57
.4％
増
）

　
　
　
等

5
．
国
際
社
会
へ
の
貢
献

①
　
O
D
A
等
の
着
実
な
推
進
 

〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

　
　
　
・
一
般
会
計
Ｏ
Ｄ
Ａ
予
算
額
 

 9
,52
2億
円
 

 
 1
0,1
44
億
円
（
6.5
％
増
）

②
　
旧
ソ
連
・
東
欧
等
の
改
革
支
援

③
　
国
際
平
和
・
安
定
へ
の
貢
献

　
　
　
・
国
際
機
関
等
を
通
じ
た
平
和
の
た
め
の
協
力

　
　
　
・
PK
O
へ
の
協
力

④
　
地
球
環
境
対
策
 

〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

　
　
　
・
地
球
環
境
保
全
に
か
か
る
予
算
  
4,9
84
億
円
 

 
 5
,42
5億
円
（
8.8
％
増
）

⑤
　
知
的
な
面
で
の
貢
献
 

〔
4
年
度
〕 

 
[
5
年
度
]

  
  
・
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
開
発
 

 2
46
億
円
 

 
 3
94
億
円
（
58
.7％
増
）

　
　
　
等

⑥
　
調
和
あ
る
対
外
経
済
関
係
の
構
築

　
　
　
・
輸
入
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

　
　
　
・
輸
入
金
融
の
拡
充

　
　
　
等
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平成 5年度　　397
「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

6
 ．（
特
例
的
な
歳
出
削
減
措
置
は
、）
あ
く

ま
で
特
例
公
債
の
発
行
を
回
避
す
る
た
め

の
臨
時
緊
急
の
措
置
と
し
て
慎
重
に
取
扱

わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制

度
・
施
策
の
運
営
に
支
障
を
生
じ
な
い
範

囲
で
行
わ
れ
、
歯
止
め
を
有
し
て
い
る
も

の
に
限
る
必
要
が
あ
る
。

○
　
特
例
的
な
歳
出
削
減
措
置

　
　
　
・
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
し
た
債
務
等
の
資
金
運
用
部
に
対
す
る
償
還
の
特
例

　
　
　
　
―
 平
成
4
年
度
補
正
予
算
に
引
き
続
き
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
し
た
債
務
等
の
資
金
運
用
部
に
対
す
る
償
還
を
延
期
す
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
債
務
の
平
成
5
年
度
の
償
還
財
源
の
予
算
繰
入
6,9
83
億
円
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
・
政
府
管
掌
健
康
保
険
事
業
に
係
る
一
般
会
計
か
ら
の
厚
生
保
険
特
別
会
計
健
康
勘
定
へ
の
繰
入
れ
の
特
例

　
　
　
　
―
 平
成
5
年
度
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
厚
生
保
険
特
別
会
計
健
康
勘
定
へ
の
繰
入
れ
に
つ
い
て
、
同
勘
定
の
近
年
に
お
け
る
収
支

状
況
及
び
平
成
5
年
度
に
お
け
る
剰
余
の
発
生
見
込
み
等
を
勘
案
し
て
、
国
庫
補
助
額
（
控
除
前
8,2
56
億
円
）
か
ら
1,3
00
億
円

を
控
除
し
て
繰
り
入
れ
る
こ
と
と
す
る
。



（
各
論
）

「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

1
．
社
会
保
障

⑴
　
医
療
費
の
適
正
化

○
 　
レ
セ
プ
ト
点
検
の
強
化
、
指
導
監
督
の

徹
底
な
ど
従
来
か
ら
の
施
策
を
更
に
推
進

す
る
ほ
か
、
長
期
入
院
の
是
正
、
検
査
、

投
薬
の
適
正
化
等
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
診
療
報
酬
の
合
理
化
、
薬
価
基
準
の

適
正
化
を
図
る
。

○
　
急
増
を
続
け
る
老
人
医
療
費
に
対
し
、

　
・
 　
適
正
な
自
己
負
担
や
い
わ
ゆ
る
社
会

的
入
院
の
是
正
等
を
内
容
と
す
る
診
療

報
酬
支
払
方
式
面
で
の
対
応
に
よ
り
医

療
費
の
無
駄
を
省
く
。

　
・
 　「
高
齢
者
保
健
福
祉
十
か
年
戦
略
」

の
着
実
な
実
施
等
に
よ
り
、
医
療
に
偏

ら
な
い
健
康
づ
く
り
や
在
宅
福
祉
な
ど

の
総
合
的
な
施
策
を
進
め
る
こ
と
が
重

要
。

○
　
指
導
監
督
、
レ
セ
プ
ト
の
点
検
及
び
審
査
、
医
療
費
通
知
等
従
来
ベ
ー
ス
の
対
策
の
充
実
・
強
化
。

○
　
長
期
入
院
の
適
正
化
等
老
人
医
療
費
の
適
正
化
。

○
　
国
保
連
合
会
等
に
お
け
る
審
査
体
制
の
強
化
（
国
保
医
療
費
適
正
化
特
別
対
策
基
金
（
仮
称
）
を
国
保
中
央
会
に
設
置
（
50
億
円
））

○
　
支
払
基
金
に
お
け
る
重
点
審
査
の
拡
充
。

○
　
老
人
医
療
の
一
部
負
担
金
の
引
上
げ
（
3
年
度
老
人
保
健
法
改
正
）

改
正
前

4
年
1
月
1
日
～
4
年
度

5
・
6
年
度

外
来
入
院

80
0円
／
月

40
0円
／
日

90
0円
／
月

60
0円
／
日

1,0
00
円
／
月

70
0円
／
日

（
注
）
 1
．
低
所
得
者
の
入
院
に
つ
い
て
は
、
1
日
30
0円
（
2
か
月
限
度
）
を
現
行
通
り
据
置
き
。
 

2
．
一
部
負
担
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
7
年
度
か
ら
消
費
者
物
価
の
変
動
率
に
応
じ
て
改
定
。

○
　「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
」
の
着
実
な
推
進
。

・
在
宅
福
祉
対
策
の
緊
急
整
備
 

〔
4
年
度
〕 
 
〔
5
年
度
〕

 
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
大
幅
な
増
員
 
46
,40
5人
 
→
 
52
,40
5人
 （
6,0
00
人
増
）
等

・
施
設
の
緊
急
整
備

 
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備
 

19
2千
床
 
→
 
20
2千
床
 
（
10
千
床
増
）
等

○
 　
医
療
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
医
療
計

画
を
基
本
と
し
つ
つ
、
病
院
・
病
床
等
の

適
正
配
置
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
病
床

過
剰
地
域
に
お
け
る
病
床
の
削
減
方
策
を

検
討
。

○
　
医
療
計
画
に
基
づ
く
病
床
規
制
の
実
施
。

○
　
次
期
医
療
法
改
正
に
向
け
て
検
討
会
を
設
置
予
定
。
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平成 5年度　　399
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
　
国
民
健
康
保
険
制
度

○
 　
保
険
料
負
担
の
軽
減
、
平
準
化
は
、
緊

急
に
制
度
的
対
応
策
を
講
ず
べ
き
問
題
で

あ
り
、
あ
わ
せ
て
公
費
負
担
の
あ
り
方
に

つ
い
て
も
そ
の
見
直
し
を
行
う
べ
き
で
あ

る
。

○
　
国
保
制
度
の
抜
本
的
改
正
ま
で
の
間
の
暫
定
措
置
（
5
年
度
、
6
年
度
）
と
し
て
、
以
下
の
措
置
を
実
施
。

　
①
　
国
保
財
政
安
定
化
支
援
事
業
の
制
度
化
・
拡
充
 

 　
国
保
財
政
の
安
定
化
と
保
険
料
負
担
の
軽
減
・
平
準
化
を
図
る
見
地
か

ら
現
行
の
国
保
財
政
安
定
化
支
援
事
業
（
地
方
財
政
措
置
）
を
国
保
法
上

の
制
度
と
し
、
更
に
、
そ
の
規
模
を
拡
大
。

 
　〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

・
地
方
財
政
措
置
 

約
1,0
00
億
円
　
　
⇒
　
　
約
1,2
50
億
円

　
②
　
保
険
基
盤
安
定
制
度
の
見
直
し
 

〔
 国
庫
負
担
を
1
／
2
定
率
負
担
か
ら
定
額
負
担
に
改
定
。
 〕

 
　〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

　
　
　
・
国
庫
負
担
 

56
0億
円
 

⇒
 

10
0億
円

　
　
　
・
地
方
財
政
措
置
 

56
0億
円
 

⇒
 

1,0
20
億
円

　
③
　
老
人
加
入
率
が
20
％
超
の
保
険
者
に
対
す
る
 

　
　
財
政
支
援
措
置
の
実
施
 

約
14
0億
円

　
④
　
国
保
特
別
対
策
費
補
助
金
の
拡
充
 

　
　
　
　
　〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

　
　
　
　
　
10
0億
円
 

⇒
 

18
0億
円

　
⑤
　
国
保
医
療
費
適
正
化
特
別
対
策
基
金
（
仮
称
） 

　
　
の
設
置
 

 
  

50
億
円

⑶
　
医
療
保
険
制
度

○
 　
医
療
費
の
適
正
・
公
平
な
負
担
、
医
療

保
険
制
度
の
安
定
及
び
患
者
の
サ
ー
ビ
ス

選
択
の
幅
の
拡
大
等
の
観
点
か
ら
、
公
的

な
医
療
保
障
の
対
象
や
守
備
範
囲
を
含
め

総
合
的
な
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
給
付

と
負
担
の
適
正
化
・
公
平
化
等
制
度
の
見

直
し
、
効
率
化
を
進
め
る

○
　
現
在
、
医
療
保
険
審
議
会
に
お
い
て
、
審
議
中
。

　
老
人
加
入
率
の
上
限
措
置
に
よ
り
老
人
保
健
拠
出
金
負
担
の
増
が
生
じ
て

い
る
市
町
村
国
保
に
対
し
、
国
保
特
別
調
整
交
付
金
に
よ
る
措
置
を
実
施
。

　
保
険
施
設
事
業
の
一
層
の
充
実
、
弱
小
保
険
者
・
小
規
模
保
険
者
対
策

の
強
化
等
を
図
る
た
め
、
国
保
特
別
委
対
策
費
補
助
金
を
拡
充
。

　
医
療
費
適
正
化
対
策
の
一
層
の
強
化
、
国
保
医
療
費
の
地
域
格
差
是
正

等
を
図
る
た
め
、
国
民
健
康
保
険
中
央
会
に
国
保
医
療
費
適
正
化
特
別
対

策
基
金
を
設
置
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑷
　
国
立
病
院
・
診
療
所

◯
 　
国
立
病
院
・
診
療
所
へ
の
一
般
会
計
繰

入
れ
に
つ
い
て
は
政
策
医
療
、
看
護
婦
養

成
等
繰
入
れ
対
象
と
す
べ
き
経
費
に
つ
い

て
の
考
え
方
を
整
理
し
た
上
、
そ
の
基
準

に
基
づ
く
予
算
編
成
を
行
う
。

 
〔
4
年
度
補
正
後
〕 

 
〔
5
年
度
予
算
〕

○
　
一
般
会
計
繰
入
れ
額
 

2,5
83
億
円
 

⇒
 

2,4
82
億
円
 （
10
1億
円
減
）

　
　
　
　
　
　
繰
入
れ
率
 

26
.7％
 

⇒
 

24
.9％

◯
 　
施
設
の
統
廃
合
及
び
経
営
移
譲
を
実
施

す
る
と
と
も
に
非
効
率
な
運
営
が
な
さ
れ

て
い
る
病
棟
を
集
約
す
る
等
、
引
き
続

き
、
経
営
の
改
善
に
努
力
す
べ
き
。

○
　
施
設
の
統
合

①
　
国
立
療
養
所
中
野
病
院

 
国
立
国
際
協
力
医
療
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）

　
　
国
立
病
院
医
療
セ
ン
タ
ー

②
　
国
立
療
養
所
南
花
巻
病
院
 

国
立
療
養
所
南
花
巻
病
院
（
仮
称
）

　
　
国
立
療
養
所
盛
岡
病
院
 

国
立
療
養
所
盛
岡
病
院
（
仮
称
）

　
　
国
立
花
巻
温
泉
病
院

③
　
国
立
療
養
所
東
栃
木
病
院

 
国
立
療
養
所
東
宇
都
宮
病
院
（
仮
称
）

　
　
国
立
療
養
所
宇
都
宮
病
院

○
　
病
棟
集
約

病
床
減

定
員
減

病
院
勘
定

△
　
 3
3床

△
　
 7
人

療
養
所
勘
定

△
　
31
9床

△
　
94
人

⑸
　
福
祉

◯
 　
福
祉
施
設
に
つ
い
て
も
、
よ
り
適
正
な

負
担
を
求
め
て
い
く
こ
と
を
検
討
す
べ
き

で
あ
り
、
ま
た
運
営
の
効
率
化
・
合
理
化

を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
措
置
施
設
に
お
け
る
費
用
徴
収
基
準
及
び
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
適
正
化
。

◯
　
生
活
保
護
の
一
層
の
適
正
化

○
　
不
正
受
給
ケ
ー
ス
の
重
点
調
査
指
導
、
医
療
扶
助
の
適
正
化
な
ど
引
き
続
き
適
正
化
に
努
力
。

400　　Ⅲ　予算



平成 5年度　　401
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑹
　
雇
用

　
①
 　
現
役
世
代
と
し
て
の
高
齢
者
の
雇
用

機
会
の
確
保

　
②
 　
年
齢
階
層
別
労
働
力
率
が
M
字
型
を

描
く
女
性
労
働
力
の
就
業
環
境
の
整
備

　
 を
は
じ
め
と
す
る
労
働
力
全
体
の
有
効
活

用
策
が
最
も
重
要
な
課
題
。

○
　
高
齢
者
の
雇
用
機
会
の
確
保

 
〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

・
高
年
齢
者
多
数
雇
用
奨
励
金
の
拡
充
 

68
3億
円
 

⇒
 

72
4億
円
 
（
 
6.0
％
増
）

・
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
設
置
 

64
0団
体
 

⇒
 

66
0団
体
 
（
 20
団
体
増
）

○
　
女
性
労
働
力
の
就
業
環
境
の
整
備

・
育
児
休
業
者
職
場
復
帰
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
奨
励
金
 

18
億
円
 

⇒
 

28
億
円
 
（
 5
7.4
％
増
）

・
特
定
中
小
企
業
事
業
主
育
児
休
業
奨
励
金
 

28
億
円
 

⇒
 

33
億
円
 
（
 1
5.9
％
増
）

・
レ
デ
ィ
ス
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
設
置
 

5
カ
所
 

⇒
 

8
カ
所
 
（
 3
カ
所
増
）

・
事
業
所
内
託
児
施
設
助
成
金
の
創
設
 

 
 

5
億
円
 
（
皆
　
　
増
）

⑺
　
恩
給

○
 　
臨
時
行
政
調
査
会
、
臨
時
行
政
改
革
推

進
審
議
会
の
答
申
等
を
踏
ま
え
、
年
金
制

度
改
革
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
見
直

し
を
引
き
続
き
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
新
規
の
個
別
改
善
は
行
わ
な
い
こ
と

と
す
べ
き
で
あ
る
。

○
 　
公
務
員
給
与
改
善
率
、
消
費
者
物
価
上
昇
率
等
諸
般
の
事
情
を
総
合
勘
案
し
て
恩
給
年
額
を
引
き
上
げ
る
（
2.6
6％
）
と
と
も
に
各
種
加

算
の
引
上
げ
等
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

2
．
文
教
・
科
学
振
興

⑴
　
文
教
予
算
編
成
上
の
基
本
的
考
え
方

○
 　
行
財
政
改
革
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え
つ

つ
、
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
間

で
の
財
源
配
分
の
見
直
し
を
進
め
、
既
存

施
策
の
合
理
化
、
効
率
化
と
と
も
に
、
高

等
教
育
、
学
術
研
究
へ
資
金
の
重
点
配
分

を
図
る
こ
と
が
重
要
。

○
　
初
等
中
等
教
育
の
分
野

　
①
　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
う
ち
共
済
費
追
加
費
用
等
に
つ
き
5
年
度
か
ら
全
額
一
般
財
源
化

　
②
　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
国
庫
負
担
限
度
基
準
の
引
下
げ

　
③
　
公
立
高
等
学
校
危
険
建
物
改
築
等
事
業
の
補
助
対
象
の
重
点
化

○
　
高
等
教
育
の
分
野
 

 
 

〔
4
年
度
〕 　
　
 

 
〔
5
年
度
〕

　
①
　
科
学
研
究
費
補
助
金
の
増
額
 
 

 
64
6億
円
　
　
 

⇒
 
73
6億
円
 （
 1
3.9
％
増
）

　
②
　
日
本
育
英
会
奨
学
金
の
貸
与
月
額
の
引
上
げ
（
大
学
・
大
学
院
3,0
00
円
引
上
げ
）

　
　
　
日
本
育
英
会
奨
学
金
の
大
学
院
に
係
る
貸
与
人
員
の
増
員
 
修
士
課
程
 
17
,21
0人
 

⇒
 
17
,91
0人
 （
 
70
0人
増
）

 
 

博
士
課
程
 
13
,55
0人
 

⇒
 
14
,05
0人
 （
 
50
0人
増
）

　
③
　
日
本
学
術
振
興
会
の
特
別
研
究
員
の
増
員
 

 
1,3
00
人
　
　
 

⇒
 

1,7
00
人
 （
 
40
0人
増
）

　
④
　
国
立
大
学
の
教
育
研
究
環
境
特
別
重
点
整
備
事
業
の
計
画
的
推
進
 

20
0億
円
　
　
 

⇒
 
20
0億
円
 （
 同
　
　
額
）

　
　
　
国
立
大
学
の
高
度
化
推
進
特
別
経
費
の
増
額
 

 
41
億
円
　
　
 

⇒
 

52
億
円
 （
 2
7.0
％
増
）

　
　
　
国
立
大
学
の
研
究
基
盤
重
点
設
備
費
の
創
設
 

 
 

 
36
億
円
 （
 皆
　
　
増
）

⑵
　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

○
 　
文
教
予
算
の
重
点
的
、
効
率
的
配
分
及

び
国
と
地
方
の
機
能
分
担
、
費
用
負
担
の

在
り
方
の
観
点
か
ら
、
制
度
の
目
的
、
発

足
以
来
の
経
緯
等
を
も
踏
ま
え
、
引
き
続

き
、
負
担
対
象
等
に
つ
い
て
見
直
し
を
進

め
て
い
く
必
要
。

○
 　
共
済
費
追
加
費
用
等
に
つ
い
て
、
4
年
度
に
お
い
て
、
同
年
度
か
ら
6
年
度
ま
で
の
3
年
間
に
段
階
的
に
一
般
財
源
化
（
4
’
2
/
9
、

5
’
1
/
9
、
6
’
0
）
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
5
年
度
か
ら
全
額
一
般
財
源
化
。　
～
　
影
響
額
　
△
　
64
9億
円

○
　
国
庫
負
担
限
度
基
準
の
引
下
げ
。　
～
　
影
響
額
　
△
80
億
円
 
 

〔
4
年
度
〕 　
　
 

 
〔
5
年
度
〕

 
 

 
1.0
45
　
　
　
 

⇒
 

1.0
25
　

○
　
事
務
職
員
、
栄
養
職
員
に
対
す
る
国
庫
負
担
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
国
庫
負
担
を
継
続
。

⑶
 　
第
6
次
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
教
職
員

定
数
改
善
計
画

○
 　
第
6
次
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
教
職
員

定
数
改
善
計
画
に
つ
い
て
は
、
見
送
り
、

規
模
の
圧
縮
等
を
含
め
、
慎
重
に
検
討
を

行
う
必
要
。

○
　
規
模
を
圧
縮
し
た
上
で
、
5
年
度
か
ら
発
足
。

 
要
求
（
A
） 

 
決
定
（
B）
 
（
B）
－（
A
）

改
善
増
（
5
年
度
～
10
年
度
） 

35
,20
9人
 

⇒
 
30
,40
0人
 
△
　
4,8
09
人

402　　Ⅲ　予算



平成 5年度　　403
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑷
　
私
学
助
成

○
 　
引
き
続
き
総
額
抑
制
を
図
る
と
と
も

に
、
そ
の
重
点
的
・
効
率
的
配
分
等
内
容

の
見
直
し
を
推
進
。

〇
 　
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
及
び
私
立
高
等
学
校
経
常
費
助
成
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
国
の
財
政
事
情
、
私
学
の
果
た
し
て
い
る
役
割

等
を
総
合
的
に
勘
案
し
つ
つ
、
極
力
総
額
を
抑
制
。

 
〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

①
　
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
 

2,6
01
.5億
円
 

⇒
 
2,6
55
.5億
円

②
　
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金
 

82
3億
円
 

⇒
 

84
7億
円

〇
 　
私
立
大
学
・
大
学
院
等
教
育
研
究
装
置
施
設
整
備
費
補
助
金
、
私
立
大
学
研
究
設
備
整
備
費
等
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
特
色
あ
る
教
育
・

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
助
成
。

 
〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

①
　
私
立
大
学
・
大
学
院
等
教
育
研
究
装
置
施
設
整
備
費
補
助
金
 

84
.5億
円
 

⇒
 

85
.5億
円

②
　
私
立
大
学
研
究
設
備
整
備
費
等
補
助
金
 

23
.5億
円
 

⇒
 

24
.5億
円

⑸
　
義
務
教
育
教
科
書
無
償
給
与
制
度

○
　
有
償
化
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
。

〇
　
教
科
書
有
償
化
問
題
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
5
年
度
予
算
で
は
無
償
措
置
を
継
続
。

 
〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

義
務
教
育
教
科
書
購
入
費
 

43
8億
円
 

⇒
 

44
0億
円

⑹
　
国
立
学
校
特
別
会
計

○
 　
施
設
・
設
備
の
老
朽
化
・
狭
隘
化
が
特

に
著
し
い
大
学
に
つ
い
て
、
教
育
研
究
の

実
績
等
を
勘
案
し
、
そ
の
施
設
等
の
整

備
、
改
善
を
重
点
的
・
計
画
的
に
進
め
る

と
と
も
に
、
大
学
院
に
重
点
を
置
い
た
教

育
研
究
体
制
の
高
度
化
を
推
進
。

〇
　
老
朽
化
・
狭
隘
化
対
策
と
し
て
の
特
別
施
設
整
備
事
業
を
重
点
的
・
計
画
的
に
推
進
。

　
 　
ま
た
、
大
学
院
に
重
点
を
置
い
た
教
育
研
究
体
制
の
高
度
化
を
推
進
す
る
ほ
か
、
先
導
的
な
学
術
研
究
の
推
進
に
必
要
と
さ
れ
る
基
盤
的

な
研
究
設
備
の
整
備
を
推
進
。

 
〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

①
　
特
別
施
設
整
備
事
業
 

20
0億
円
 

⇒
 

20
0億
円
 （
 同
　
額
　
）

②
　
高
度
化
推
進
特
別
経
費
 

41
億
円
 

⇒
 

52
億
円
 （
 
27
.0％
増
）

③
　
研
究
基
盤
重
点
設
備
費
（
新
規
） 

 
 

36
億
円
 （
 皆
　
増
　
）

〇
 　
国
立
大
学
の
入
学
料
・
検
定
料
は
、
国

立
大
学
と
私
立
大
学
と
の
格
差
の
現
状
、

及
び
、
と
り
わ
け
本
年
度
に
お
い
て
は
、

高
等
教
育
の
改
善
等
の
た
め
、
特
別
会
計

に
お
け
る
自
己
財
源
確
保
の
必
要
性
を
考

慮
し
、
適
正
化
を
推
進
。

〇
　
国
立
大
学
入
学
料
・
検
定
料
の
引
上
げ
（
平
成
6
年
度
入
学
・
入
学
志
願
者
か
ら
）。

 
〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

①
　
入
学
料
 

23
万
円
 

⇒
 

26
万
円
 （
 
3
万
円
増
）

②
　
検
定
料
 

2
万
7
千
円
 

⇒
 

2
万
9
千
円
 （
 
2
千
円
増
）

〇
 　
学
部
別
授
業
料
の
検
討
等
も
含
め
、
適

正
化
を
推
進
。

〇
　
学
部
別
授
業
料
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑺
　
科
学
技
術

〇
 　
各
種
施
策
の
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
い

つ
つ
、
優
先
順
位
を
十
分
考
慮
し
な
が

ら
、
重
点
的
・
効
率
的
な
資
金
配
分
を
行

う
こ
と
が
必
要
。

〇
　
基
礎
的
・
創
造
的
研
究
の
充
実
強
化
に
重
点
配
分
。

 
〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

科
学
技
術
振
興
調
整
費
 

11
0億
円
 

⇒
 

13
3億
円
 （
 
20
.9％
増
）

創
造
科
学
技
術
推
進
制
度
 

62
.8億
円
 

⇒
 

68
.6億
円
 （
 
9.2
％
増
）

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
研
究
制
度
 

23
.1億
円
 

⇒
 

27
.0億
円
 （
 
17
.1％
増
）

独
創
的
個
人
研
究
育
成
制
度
 

10
億
円
 

⇒
 

14
.4億
円
 （
 
44
.0％
増
）

〇
　
科
学
技
術
分
野
に
お
け
る
国
際
貢
献
に
重
点
配
分
。

宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
開
発
 

24
6億
円
 

⇒
 

39
1億
円
 （
 
58
.7％
増
）

国
際
熱
核
融
合
実
験
炉
（
IT
ER
）
計
画
 

53
.1億
円
 

⇒
 

68
.6億
円
 （
 
29
.1％
増
）

〇
　
宇
宙
開
発
等
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
着
実
な
推
進
。

H
- Ⅱ
ロ
ケ
ッ
ト
の
開
発
 

28
1.3
億
円
 

⇒
 
16
9.3
億
円
 （
 
39
.8％
減
）

宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
開
発
 

24
6億
円
 

⇒
 

39
1億
円
 （
 
58
.7％
増
）

地
球
観
測
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
技
術
衛
星
（
A
D
EO
S）
 
11
8.3
億
円
 

⇒
 
11
8.9
億
円
 （
 
0.5
％
増
）

深
海
環
境
研
究
開
発
 

8.7
億
円
 

⇒
 

19
.1億
円
 （
 1
20
.0％
増
）

高
温
工
学
試
験
研
究
炉
の
建
設
 

57
.3億
円
 

⇒
 

74
.4億
円
 （
 
29
.8％
増
）

3
．
防
衛

〇
 　
修
正
さ
れ
た
中
期
防
の
下
、
極
め
て
厳

し
い
財
政
状
況
等
を
勘
案
し
、
正
面
と
後

方
と
の
バ
ラ
ン
ス
や
国
際
平
和
協
力
業
務

等
新
た
な
自
衛
隊
の
役
割
に
も
配
慮
し
つ

つ
、
引
き
続
き
防
衛
関
係
経
費
の
一
層
の

抑
制
を
図
る
べ
き
。

〇
　
人
件
・
糧
食
費
等
の
増
加
要
因
は
あ
る
も
の
の
、
規
模
の
圧
縮
に
努
力
し
、
昭
和
35
年
度
以
来
の
低
い
伸
び
率
に
抑
制
。

 
 

〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

 
防
衛
関
係
費
 

4
兆
5,5
18
億
円
 
⇒
 
4
兆
6,4
06
億
円
 
2.0
％
増

 
（
対
GN
P比
） 

（
0.9
41
％
） 

⇒
 
（
0.9
37
％
）

・
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
へ
の
施
設
大
隊
等
派
遣
に
係
る
経
費
 

 
 

29
億
円

〇
 　
装
備
品
の
調
達
等
に
係
る
後
年
度
負
担

に
つ
い
て
は
、
思
い
切
っ
た
重
点
化
・
効

率
化
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
後
年
度
負

担
全
体
に
つ
い
て
極
力
抑
制
を
図
る
こ
と

が
重
要
。

〇
　
早
期
警
戒
管
制
機
（
A
W
A
CS
）
等
の
取
得
は
あ
る
も
の
の
、
新
規
後
年
度
負
担
の
抑
制
に
努
力
。

 
 

〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

 
新
規
後
年
度
負
担
 

1
兆
7,1
34
億
円
 
⇒
 
1
兆
7,7
20
億
円
 （
 
3.4
％
増
）

 
う
ち
正
面
 

8,3
32
億
円
 
⇒
 

8,5
03
億
円
 （
 
2.1
％
増
）
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平成 5年度　　405
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

4
．
公
共
事
業

〇
 　「
公
共
投
資
基
本
計
画
」
に
沿
っ
て
、

公
団
事
業
・
地
方
単
独
事
業
等
を
含
め
引

き
続
き
社
会
資
本
の
着
実
な
整
備
を
図
っ

て
い
く
必
要
。

〇
 　
我
が
国
経
済
は
調
整
局
面
に
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
経
済
情
勢
に
は
十
分
に
配
慮
す

る
必
要
。

〇
 　
概
算
要
求
基
準
に
お
い
て
は
、
生
活
関

連
重
点
化
枠
の
拡
充
及
び
公
共
投
資
充
実

臨
時
特
別
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
こ
れ
に
沿
っ
て
予
算
編
成
を
行
う

こ
と
が
適
切
。

〇
 　
着
実
な
公
共
投
資
の
推
進
及
び
景
気
へ
の
配
慮
と
い
う
観
点
か
ら
、
公
共
事
業
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
最
近
で
は
実
質
上
最
も
高
い
伸
率

を
確
保
。

〔
公
共
事
業
関
係
費
の
推
移
〕（
（
　
）
内
は
対
前
年
度
比
伸
率
）

元
年
度

2
年
度

3
年
度

4
年
度

5
年
度

公
共
事
業
関
係
費

（
N
T
T
を
含
む
）

（
2.0
％
）

74
,27
4億
円

（
0.2
％
）

74
,44
7億
円

（
5.0
％
）

78
,19
7億
円

（
4.5
％
）

81
,70
9億
円

（
5.8
％
）

86
,43
8億
円

補
助
率
戻

し
分
除
き

（
2.4
％
）

76
,19
7億
円

N
T
T
償
還
時

補
助
除
き

（
4.8
％
）

85
,65
4億
円

〇
　
財
政
投
融
資
や
地
方
単
独
事
業
に
つ
い
て
も
近
年
最
大
の
伸
び
を
確
保
し
、
全
体
と
し
て
景
気
に
十
分
配
慮
。

〔
伸
率
の
推
移
〕

元
2

3
4

5
財
政
投
融
資
（
公
共
事
業
実
施
機
関
）

1.5
％

2.8
％

9.6
％

10
.8％

12
.4％

地
方
単
独
事
業
（
地
方
財
政
計
画
ベ
ー
ス
）

9.2
％

7.0
％

10
.0％

11
.5％

12
.0％

〇
 　
N
T
T
活
用
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の

事
業
を
実
質
的
に
確
保
す
る
よ
う
努
め
る

必
要
が
あ
り
、
N
T
T
の
償
還
金
に
つ
い

て
も
そ
の
償
還
に
支
障
の
生
じ
な
い
よ
う

措
置
を
行
う
必
要
。

〇
 　
N
T
T
活
用
事
業
に
つ
い
て
は
、
Bタ
イ
プ
事
業
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
建
設
公
債
を
も
っ
て
手
当
て
し
た
一
般
財
源
を
充
当
す
る
こ
と
に

よ
り
4
年
度
と
同
額
を
確
保
。

 
〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

A
タ
イ
プ
（
収
益
回
収
型
） 

1,1
07
億
円
 

⇒
 

　1
,05
9億
円

B タ
イ
プ
（
補
助
金
型
） 

11
,19
3億
円
 

⇒
 

11
,24
1億
円

 
う
ち
一
般
財
源
充
当
 
 

う
ち
一
般
財
源
充
当

 
10
,83
4億
円
 

 
11
,13
4億
円

〇
　
N
T
T
償
還
時
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
 
78
3億
円
 を
計
上
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

〇
 　
公
共
事
業
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
経

済
社
会
の
動
向
・
社
会
資
本
の
整
備
状
況

を
踏
ま
え
、
特
に
国
民
生
活
の
質
の
向
上

に
重
点
を
置
い
た
分
野
に
で
き
る
限
り
配

慮
し
て
い
く
必
要
。

〇
 　
公
共
投
資
基
本
計
画
や
生
活
大
国
5
か
年
計
画
の
考
え
方
に
従
い
、
住
宅
・
下
水
道
環
境
衛
生
等
の
生
活
関
連
分
野
に
思
い
切
っ
て
重
点

配
分
。

（
対
前
年
度
比
伸
率
）

住
宅
・
下
水
道
環
境
衛
生
等
の
分
野

う
　
ち
住

宅
下

水
道

等
下

水
道

農
業
集
落
排
水

環
境

衛
生

公
園

等

7.1
％

6.1
％

8.0
％

7.0
％

19
.5％ 7.0
％

7.4
％

（
そ

の
他

の
分

野
）

4.1
％

一
般

公
共

計
5.0
％

（
参
考
）
生
活
関
連
重
点
化
枠
導
入
前
と
の
比
較

〔
2
年
度
〕

〔
5
年
度
〕

＜
2
’→
5
’伸
率
＞

住
宅
・
下
水
道
環
境
衛
生
等
の
分
野

20
,67
2億
円

⇒
25
,26
4億
円

（
22
.2％
増
）

（
そ
の
他
の
分
野
）

51
,87
8億
円

⇒
58
,64
9億
円

（
13
.1％
増
）

一
般

公
共

計
72
,55
0億
円

⇒
83
,91
3億
円

（
15
.7％
増
）

5
．
政
府
開
発
援
助

〇
 　
厳
し
い
財
政
事
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
適

切
な
評
価
や
実
施
体
制
の
充
実
等
に
よ

り
、
そ
の
内
容
の
一
層
の
改
善
を
行
っ
て

い
く
必
要
。

〇
 　
厳
し
い
財
政
事
情
や
円
高
を
踏
ま
え
つ
つ
、
変
動
す
る
国
際
情
勢
の
下
で
国
際
社
会
の
平
和
と
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
無
償
資
金
援
助

や
技
術
協
力
を
重
点
と
し
て
、
6.5
％
の
伸
び
率
を
確
保
。

 
〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

一
般
会
計
O
D
A
予
算
 

9,5
22
億
円
 
⇒
 
10
,14
4億
円
 （
 6
.5％
増
）

〇
　
効
果
的
・
効
率
的
な
援
助
の
促
進

・
　
事
業
の
計
画
的
実
施
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
形
成
調
査
等
） 

9.0
億
円
 
⇒
 

10
.6億
円
 （
17
.7％
増
）

・
　
無
償
資
金
協
力
に
関
す
る
調
査
等
 

46
.9億
円
 
⇒
 

50
.1億
円
 （
 6
.8億
円
）

・
　
評
価
の
拡
充
 

1.5
億
円
 
⇒
 

1.7
億
円
 （
12
.8％
増
）
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平成 5年度　　407
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

〇
　
援
助
実
施
体
制
の
整
備
・
強
化

 
〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

・
　
外
務
省
の
経
済
協
力
担
当
 

 
 

16
名
増

・
　
国
際
協
力
事
業
団
（
JI
CA
）
の
定
員
 

 
 

28
名
増

・
　
援
助
に
携
わ
る
人
材
の
育
成
 

5.9
億
円
 
⇒
 

6.3
億
円
 （
 
5.9
％
増
）

　
　
　「
国
際
開
発
高
等
教
育
機
関
」（
FA
SI
D
）
等

6
．
中
小
企
業
対
策

 
 

〇
 　
中
小
企
業
者
の
自
助
努
力
を
前
提
と
し

た
支
援
策
を
適
切
に
講
じ
て
い
く
。

〇
　
小
規
模
企
業
対
策
の
強
化

・
　
商
工
会
等
の
地
域
中
小
企
業
活
性
化
支
援
事
業
の
拡
充
 

76
億
円
 
⇒
 
10
2億
円
 （
 3
4.8
％
増
）

・
　
経
営
改
善
普
及
事
業
の
拡
充
 

2
億
円
 
⇒
 

5
億
円
 （
 18
5.4
％
増
）

　
（
広
域
・
専
門
指
導
体
制
の
整
備
）

〇
　
中
小
企
業
の
構
造
改
革
支
援

・
　
中
小
企
業
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
問
題
へ
の
対
応
（
新
規
） 

 
 

9
億
円
 （
 皆

　　
増
）

・
　
中
小
企
業
の
時
短
労
働
力
確
保
問
題
へ
の
対
応
 

12
億
円
 
⇒
 

13
億
円
 （
 
9.5
％
増
）

・
　
魅
力
あ
る
商
店
街
・
商
業
集
積
づ
く
り
の
推
進
 

12
5億
円
 
⇒
 
14
5億
円
 （
 1
5.6
％
増
）

〇
 　
施
策
の
優
先
順
位
の
選
択
や
経
費
の
見

直
し
を
厳
し
く
行
い
つ
つ
、
資
金
の
効
率

的
、
重
点
的
配
分
に
努
め
、
引
き
続
き
全

体
と
し
て
総
額
の
抑
制
を
図
る
必
要
が
あ

る
。

〇
　
中
小
企
業
対
策
費
 

1,9
56
億
円
 
⇒
 
1,9
51
億
円
 （
 
0.2
％
減
）

〇
　
商
工
会
・
商
工
会
議
所
の
経
営
指
導
員
等
に
係
る
人
件
費
の
一
般
財
源
化
（
3
年
間
の
経
過
措
置
）

 
〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕 

 
〔
6
年
度
〕 

 
〔
7
年
度
〕

〔
補
助
率
〕 

1
／
2
 

⇒
 

4
／
10
 

⇒
 

2
／
10
 

⇒
 
経
過
措
置
終
了

5
年
度
国
庫
負
担
軽
減
額
　
　
約
75
億
円

7
．
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

〇
 　
最
近
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
、
地
球
環
境

問
題
を
巡
る
事
情
等
も
踏
ま
え
、
施
策
の

優
先
順
位
を
厳
し
く
見
直
し
つ
つ
資
金
の

効
率
的
、
重
点
的
配
分
に
努
め
る
こ
と
に

よ
り
、
一
般
会
計
か
ら
特
別
会
計
へ
の
繰

入
れ
の
抑
制
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

〇
 　
従
来
の
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
に
新
た
に
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
等
を
加
え
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
に
つ
い
て
所
要
の

予
算
額
の
確
保
を
図
る
一
方
、
既
存
歳
出
の
見
直
し
等
に
よ
り
特
別
会
計
繰
入
れ
を
大
幅
圧
縮
。

 
 

 
（
要
求
） 

 
（
決
定
）

・
　
一
般
会
計
か
ら
特
別
会
計
へ
の
繰
入
れ
 

4,7
20
億
円
 
⇒
 
5,1
80
億
円
 
⇒
 
4,9
40
億
円

・
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
（
石
特
会
計
） 

53
6億
円
 
⇒
 
87
0億
円



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

8
．
農
業

⑴
　
農
業
関
係
予
算
の
合
理
化
・
重
点
化

○
 　
経
営
感
覚
に
優
れ
た
効
率
的
・
安
定
的

経
営
体
を
育
成
し
、
こ
う
し
た
経
営
体
が

生
産
の
大
宗
を
担
う
農
業
構
造
が
実
現
さ

れ
る
よ
う
新
た
な
観
点
に
立
っ
て
施
策
を

講
ず
る
た
め
、
特
に
資
金
の
効
率
的
、
重

点
的
配
分
に
努
め
て
い
く
必
要
。

○
　
食
糧
管
理
費
の
節
減
合
理
化
に
よ
り
一
般
農
政
費
の
充
実
。

 
 

〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

農
林
水
産
関
係
予
算
総
額
 

33
,11
8億
円
 
⇒
 
33
,85
4億
円
 
（
2.2
％
増
）

 
公
共
事
業
関
係
費
 

17
,52
5億
円
 
⇒
 
18
,40
0億
円
 
（
5.0
％
増
）

 
食
糧
管
理
費
 

3,4
21
億
円
 
⇒
 
3,1
13
億
円
 
（
9.0
％
減
）

 
一
般
農
政
費
 

12
,17
2億
円
 
⇒
 
12
,34
1億
円
 
（
1.4
％
増
）

○
　
転
作
奨
励
金
、
自
主
流
通
対
策
費
の
大
幅
見
直
し
。（
「
⑵
　
食
糧
管
理
制
度
」
に
お
い
て
後
述
）

○
　「
補
助
か
ら
融
資
へ
」
の
方
向
に
沿
い
、
融
資
化
を
推
進
。

　
・
　
担
い
手
育
成
農
地
集
積
事
業
の
創
設

基
盤
整
備
事
業
と
あ
わ
せ
て
、
将
来
農
業
の
担
い
手
に
育
成
す
る
と
見
込
ま
れ
る
農
業
者
に
農
地
を
集
積
す
る
た
め
、
従
来

の
助
成
金
交
付
方
式
を
改
め
、
基
盤
強
化
特
会
か
ら
農
林
公
庫
を
通
じ
た
無
利
子
貸
付
け
制
度
を
創
設
。

 
（
融
資
枠
） 

30
億
円
 
（
皆
　
増
）

　
・
　
中
山
間
地
域
経
営
改
善
・
安
定
資
金
融
通
促
進
事
業
の
創
設

　
　
　
　〔
 農
業
者
が
新
規
作
目
の
導
入
に
よ
る
経
営
改
善
を
図
る
際
の
リ
ス
ク
軽
減
を
図
る
た
め
の
低
利
融
資
制
度
を
創
設
。〕

 
（
融
資
枠
） 

50
0億
円
 
（
皆
　
増
）

○
　
生
産
性
の
向
上
と
農
山
漁
村
の
活
性
化
の
た
め
の
投
資
を
推
進
す
る
た
め
、
投
資
的
経
費
を
増
額
。

 
 

〔
4
年
度
〕 

 
〔
5
年
度
〕

農
林
水
産
関
係
予
算
総
額
 

33
,11
8億
円
 
⇒
 
33
,85
4億
円
 
（
73
6億
円
増
）

　
う
ち

 
農
業
農
村
整
備
事
業
等
の
公
共
事
業
 

17
,52
5億
円
 
⇒
 
18
,40
0億
円
 
（
87
5億
円
増
）

 
農
業
構
造
改
善
事
業
等
の
非
公
共
の
投
資
的
事
業
 

1,5
35
億
円
 
⇒
 
1,6
67
億
円
 
（
13
2億
円
増
）

 
※
　
農
業
農
村
整
備
事
業
の
推
進

 
　
　
農
業
農
村
整
備
事
業
 

11
,09
4億
円
 
⇒
 
11
,54
3億
円
 
（
 4
.0％
増
）

 
　
　
　
う
ち
　
農
村
整
備
 

3,4
36
億
円
 
⇒
 
3,7
02
億
円
 
（
 7
.7％
増
）

 
　
　
　
（
う
ち
　
農
業
集
落
排
水
） 

83
9億
円
 
⇒
 
1,0
03
億
円
 
（
19
.5％
増
）
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平成 5年度　　409
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
　
効
率
的
・
安
定
的
な
経
営
体
の
育
成
の
た
め
、
新
た
な
観
点
に
立
っ
た
施
策
の
推
進
。

①
　
新
規
施
策
の
創
設
 

 
〔
5
年
度
〕

　
・
　
担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業
、
担
い
手
育
成
農
地
集
積
事
業
（
既
述
） 

53
億
円
、（
融
資
枠
）
30
億
円
 
（
皆
　
増
）

　
・
　
農
業
生
産
法
人
投
資
育
成
事
業
 

 都
道
府
県
農
業
公
社
の
保
有
す
る
農
地
を
現
物
出
資
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
業
生
産
法
人

の
自
己
資
本
の
充
実
と
経
営
規
模
拡
大
を
支
援
。

 
 

20
億
円
 
（
皆
　
増
）

　
・
　
経
営
体
育
成
特
別
融
資
制
度
 

 経
営
発
展
計
画
の
認
定
を
受
け
た
経
営
感
覚
に
優
れ
た
経
営
体
に
対
す
る
低
利
融
資
制
度

（
既
存
の
農
林
公
庫
資
金
に
0.5
％
の
利
子
助
成
・
融
資
条
件
の
緩
和
）

 
（
融
資
枠
） 
90
0億
円
 
（
皆
　
増
）

②
　
転
作
に
つ
い
て
、
効
率
的
・
安
定
的
な
経
営
体
の
育
成
の
た
め
、
新
た
な
観
点
に
立
っ
て
、
水
田
営
農
活
性
化
対
策
を
発
足
。

 
 

 
（
後
述
）

⑵
　
食
糧
管
理
制
度

○
 　
食
糧
管
理
に
係
る
財
政
負
担
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
そ
の
縮
減
を
図
っ
て
い
く

必
要
。

 
 

〔
4
年
度
〕 

 
 

〔
5
年
度
〕

○
　
食
糧
管
理
費
 

 
3,4
21
億
円
 

 
⇒
 

3,1
13
億
円
 
（
 9
.0％
減
）

 
（
注
）
食
糧
管
理
費
 3
,11
3億
円
は
、
ピ
ー
ク
時
（
56
年
度
 9
,94
8億
円
）
の
3
分
の
1
弱
の
水
準
。

①
　
自
主
流
通
米
助
成

○
 　
自
主
流
通
米
に
係
る
助
成
に
つ
い
て

は
、
自
主
流
通
米
を
め
ぐ
る
状
況
変
化
を

踏
ま
え
、
そ
の
大
宗
を
な
す
自
主
流
通
対

策
費
に
つ
い
て
早
急
に
見
直
し
を
行
う
必

要
。

○
　
自
主
流
通
対
策
費
に
つ
い
て
、
米
の
制
度
別
・
用
途
別
需
給
不
均
衡
の
是
正
に
向
け
て
見
直
し
。

　
　
・
　
自
主
流
通
対
策
費
単
価

 
 

（
4
年
産
米
） 
 

 
（
5
年
産
米
）

 
基
本
的
単
価
 

64
0円
／
60
kg
  

⇒
 

前
　
　
同

 
特
定
銘
柄
生
産
加
算
 

40
0円
／
60
kg
  

⇒
 

25
0円
／
60
kg

 
等
　
級
　
加
　
算
 

40
0円
／
60
kg
  

⇒
 

25
0円
／
60
kg

 
（
注
）
基
本
的
単
価
は
、
予
約
限
度
数
量
の
達
成
割
合
が
80
％
未
満
の
者
に
対
し
て
は
 5
40
円
／
60
kg
。

　
　
・
　
自
主
流
通
対
策
費

 
 

〔
4
年
度
〕 

 
 

〔
5
年
度
〕

 
 

90
5億
円
 

 
⇒
 

74
4億
円
 
（
17
.8％
減
）

 
 

 
 ▲
16
1億
円

 
 

 
（
▲
16
8億
円
　
年
産
調
整
後
削
減
効
果
額
）

 
（
注
 ）
自
主
流
通
対
策
費
の
見
直
し
等
を
財
源
と
し
て
、
米
の
制
度
別
・
用
途
別
需
給
均
衡
化
の
た
め
の
特
別
対

策
（
50
0億
円
）
を
措
置
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

②
　
水
田
営
農
活
性
化
対
策

○
 　
来
年
度
か
ら
発
足
す
る
水
田
営
農
活
性

化
対
策
に
つ
い
て
は
、
転
作
奨
励
金
依
存

か
ら
の
脱
却
の
要
請
を
踏
ま
え
、
転
作
に

係
る
財
政
負
担
の
軽
減
を
図
る
べ
き
。

 
 

〔
4
年
度
〕 

 
 

〔
5
年
度
〕

○
　
水
田
営
農
活
性
化
対
策
費
 

1,3
51
億
円
 

 
⇒
 

1,0
13
億
円
 
（
25
.0％
減
）

○
 　
転
作
助
成
に
つ
い
て
は
、
高
能
率
で
大

規
模
に
転
作
営
農
を
行
う
経
営
体
を
育
成

す
る
等
、
営
農
形
態
に
着
目
し
た
新
た
な

体
系
へ
転
換
す
る
べ
き
。

○
 　
従
来
の
基
本
額
を
廃
止
す
る
一
方
、
望
ま
し
い
転
作
営
農
に
対
し
て
は
加
算
を
充
実
し
、
助
成
の
最
高
額
は
現
状
を
確
保
す
る
等
営
農
形

態
に
着
目
し
た
新
た
な
体
系
へ
転
換
。

（
参
考
）
麦
・
大
豆
へ
の
転
作
の
場
合

＜
水
田
農
業
確
立
後
期
対
策
＞

　［
 最
高
額
　
50
千
円
 ］
　
基
本
額
（
14
千
円
）
＋
　加
算
額

 
↓

＜
水
田
営
農
活
性
化
対
策
＞

　［
 最
高
額
　
50
千
円
 ］
　
計
画
推
進
助
成
（
4
千
円
）
＋
 特
定
転
作
推
進
助
成
（
3
千
円
）
＋
 高
度
水
田
営
農
助
成
等
各
種
助
成

9
．
運
輸

⑴
 　
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
債
務
の
処

理
○
 　
こ
れ
ま
で
採
っ
て
き
た
土
地
売
却
促
進

策
を
活
用
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
土
地
売

却
収
入
の
確
保
に
つ
と
め
、
発
生
金
利
等

に
つ
い
て
は
、
土
地
売
却
収
入
、
鉄
道
整

備
基
金
か
ら
の
収
入
補
助
金
収
入
等
で
賄

う
こ
と
と
し
、
更
に
JR
株
式
の
売
却
を

進
め
、
そ
の
売
却
収
入
に
よ
り
債
務
元
本

を
減
少
さ
せ
る
と
の
基
本
的
考
え
方
に

立
っ
て
、
債
務
償
還
の
促
進
を
図
る
こ
と

と
す
べ
き
で
あ
る
。

○
　
平
成
5
年
度
の
発
生
金
利
等
（
1.5
兆
円
）
に
つ
い
て
は
、 

・
土
地
売
却
収
入
 

（
 12
,90
0億
円
）

 
・
補
助
金
収
入
 

（
 
85
0億
円
）

 
・
鉄
道
整
備
基
金
か
ら
の
収
入
等
 （
 1
,51
9億
円
）

 
 

 　
　
に
よ
り
賄
う
。

　
　
更
に
JR
株
式
の
売
却
を
進
め
、
債
務
元
本
の
減
少
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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平成 5年度　　411
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
　
整
備
新
幹
線
問
題

○
 　
平
成
5
年
度
予
算
に
お
い
て
も
、
既
に

定
め
ら
れ
て
い
る
基
本
的
枠
組
み
に
従
い

適
切
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
参
考
）
基
本
的
枠
組
み
の
概
要

イ
．
着
工
優
先
順
位
の
決
定

ロ
 ．
規
格
の
見
直
し
等
に
よ
る
建
設
費

の
大
幅
な
圧
縮

ハ
 ．
JR
、
国
及
び
地
域
の
負
担
率
 

 
（
50
：
35
：
15
）
決
定

ニ
．
運
輸
公
共
枠
の
原
則

ホ
 ．
並
行
在
来
線
は
、
開
業
時
に
JR
の

経
営
か
ら
分
離

○
　
昭
和
63
年
8
月
、
平
成
元
年
1
月
等
の
政
府
・
与
党
申
合
せ
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
基
本
的
枠
組
み
を
堅
持
し
、
次
の
よ
う
に
対
処

事
業
費

〔
4
年
度
〕

〔
5
年
度
〕

・
北
陸
新
幹
線
（
高
崎
～
長
野
間
）

・
東
北
新
幹
線
（
盛
岡
～
青
森
間
）

・
九
州
新
幹
線
（
八
代
～
西
鹿
児
島
間
）

・
北
陸
新
幹
線
 （
金
沢
～
石
動
間
）
 

（
糸
魚
川
～
魚
津
間
）

81
4億
円

70
億
円

62
億
円

40
億
円

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

1,2
74
億
円

84
億
円

75
億
円

48
億
円

20
億
円

（
 5
6.5
％
増
）

（
 2
0.0
％
増
）

（
 2
1.0
％
増
）

（
 2
0.0
％
増
）

（
 
皆
　
増
）

・
鉄
道
駅
緊
急
整
備
事
業
費

90
億
円

⇒
90
億
円

（
 
同
　
額
）

　（
　
合
　
　
計
　
）

1,0
76
億
円

⇒
1,5
91
億
円

（
 4
7.9
％
増
）

財
源
の
内
訳

4
年
度

5
年
度

国
公
共
事
業
関
係
費

16
6億
円

17
7億
円

特
定

財
源

72
4億
円

72
4億
円

Ｊ　 Ｒ
借

入
39
9億
円

（
う
ち
財
投
27
9億
円
）

地
域

16
8億
円

27
3億
円

一
体

施
工

者
18
億
円

18
億
円



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

10
．
地
方
財
政

○
 　
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の
答
申
等

を
踏
ま
え
、
地
方
財
政
計
画
の
歳
出
の
増

加
を
抑
制
す
る
こ
と
が
必
要
。

○
 　
5
年
度
の
地
方
財
政
の
規
模
は
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の
答
申
等
の
趣
旨
に
従
い
、
全
体
と
し
て
、
歳
出
の
抑
制
に
努
め
た
と
こ

ろ
。

　
　
　
　
　
　〔
歳
出
規
模
〕　
　
約
　
76
兆
4,2
00
億
円
程
度
（
2.8
％
増
）

○
 　
同
時
に
景
気
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
住
民
に
身
近
な
社
会
資
本
の
整
備
を
積
極
的
に
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
地
方
債
を
活
用
し
て
地
方
単

独
事
業
に
つ
い
て
、
前
年
度
（
11
.5％
）
を
上
回
る
伸
率
（
12
.0％
）
と
し
て
い
る
。

○
 　
地
方
財
政
は
、
中
長
期
的
に
見
れ
ば
着

実
に
改
善
、
充
実
し
て
き
て
お
り
、
今
後

と
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
傾
向
が
続
い
て

い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
5
年
度
に

つ
い
て
は
、
4
年
度
に
お
け
る
税
収
の
落

ち
込
み
の
影
響
も
あ
り
、
昨
年
度
ま
で
と

比
べ
れ
ば
、
厳
し
く
な
っ
て
く
る
も
の
と

思
料
。

　
 　
他
方
、
国
の
財
政
事
情
は
近
年
に
な
く

極
め
て
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
地

方
財
政
対
策
の
具
体
的
方
策
に
つ
い
て

は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
適
切

に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
。

○
　
5
年
度
の
地
方
財
政
対
策
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
地
方
交
付
税
総
額
を
確
保
し
た
上
で
、
以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

①
　
地
方
交
付
税
法
附
則
第
3
条
に
基
づ
く
特
例
措
置
額
 

4,0
00
億
円

　
　（
59
年
度
改
革
に
基
づ
く
地
方
交
付
税
の
年
度
間
調
整
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
国
と
地
方
の
貸
し
借
り
）

②
　
地
方
交
付
税
法
附
則
第
4
条
第
4
項
に
基
づ
く
加
算
額
の
一
部
繰
延
べ
 

2,9
24
億
円

　
　
 （
5
年
度
の
法
定
加
算
額
は
3,2
94
億
円
で
あ
る
が
、
5
年
度
に
お
い
て
は
、
こ
の
う
ち
37
0億
円
の
み
を
 

 
加
算
し
、
残
り
を
9
年
度
以
降
に
繰
り
延
べ
る
こ
と
と
し
た
も
の
）

（
参
考
） 法
　
定
　
率
　
分

15
兆
9,8
04
億
円

法
定
加
算
分

37
0億
円

△
　
3,6
30
億
円

特
例
措
置
額

△
　
4,0
00
億
円

一
般
会
計
ベ
ー
ス

15
兆
6,1
74
億
円

特
会
借
入
金
償
還
等

△
　
1,8
22
億
円

特
会
出
口
ベ
ー
ス

15
兆
4,3
51
億
円
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報
告
」
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け
る
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摘
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項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

11
．
補
助
金
等

○
 　
補
助
金
等
の
整
理
合
理
化
に
当
た
っ
て

は
、
国
と
地
方
の
関
係
等
に
関
す
る
臨
時

行
政
改
革
推
進
審
議
会
の
答
申
等
に
お
い

て
示
さ
れ
た
具
体
的
な
改
革
方
針
に
基
づ

き
、
今
後
と
も
一
層
の
見
直
し
を
行
っ
て

い
く
こ
と
が
必
要
。

○
　
一
般
財
源
化
、
補
助
制
度
の
見
直
し
、
零
細
補
助
金
の
廃
止
等
の
整
理
合
理
化
を
推
進
し
、
補
助
金
等
の
総
額
を
抑
制
。

（
一
般
財
源
化
し
た
補
助
金
等
）

①
国
民
健
康
保
険
事
務
費
負
担
金
の
一
部
（
例
；
賃
金
） 
 

 1
04
億
円

②
公
的
病
院
特
殊
診
療
部
門
運
営
費
補
助
金
の
う
ち
、
自
治
体
立
病
院
特
殊
診
療
部
門
運
営
費
  

 2
4億
円

③
看
護
婦
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
の
う
ち
、
自
治
体
立
養
成
所
運
営
費
  

 1
9億
円

④
保
健
所
運
営
費
交
付
金
の
う
ち
人
件
費
相
当
分
（
保
健
婦
、
薬
剤
師
、
精
神
保
健
相
談
員
等
） 
 

 2
12
億
円

⑤
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
等
の
う
ち
共
済
費
追
加
費
用
等
  

 6
49
億
円

⑥
小
規
模
事
業
指
導
費
補
助
金
の
う
ち
商
工
会
、
商
工
会
議
所
の
経
営
指
導
員
等
の
人
件
費
等
  

 約
 7
5億
円

（
補
助
制
度
の
見
直
し
等
）

①
国
民
健
康
保
険
保
険
基
盤
安
定
負
担
金
（
46
0億
円
）

　
　
　
暫
定
措
置
（
平
成
5
・
6
年
度
）
と
し
て
1
／
2
定
率
負
担
か
ら
定
額
負
担
（
10
0億
円
）
に
改
め
る
。

②
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
等
（
80
億
円
）

　
　
　
国
庫
負
担
限
度
基
準
の
引
下
げ
（
1.0
45
　
→
　
1.0
25
）

③
水
田
営
農
活
性
化
助
成
補
助
金
（
28
7億
円
）

　
　
　
転
作
助
成
の
在
り
方
を
見
直
し
、
営
農
形
態
に
着
目
し
た
新
た
な
体
系
へ
転
換
。

④
自
主
流
通
米
奨
励
金
（
16
1億
円
）

　
　
　
 自
主
流
通
対
策
費
に
つ
い
て
、
米
の
制
度
別
・
用
途
別
需
給
不
均
衡
の
是
正
に
向
け
て
見
直
し
。（
特
定
銘
柄
生
産
加
算
、
等

級
加
算
を
縮
減
）

⑤
地
下
鉄
建
設
費
補
助
費
（
64
億
円
）

　
　
　
 建
設
費
に
つ
い
て
の
地
方
公
共
団
体
の
出
資
比
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
費
の
確
保
を
図
り
つ
つ
補
助
金
を
削
減
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
5
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
 　
公
共
事
業
等
に
係
る
補
助
率
等
に
つ
い

て
は
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の
答

申
等
を
踏
ま
え
、
体
系
化
・
簡
素
化
等
の

観
点
か
ら
、
関
係
省
庁
間
で
総
合
的
検
討

を
進
め
、
そ
の
上
で
経
済
・
財
政
事
情
、

各
公
共
施
設
の
整
備
状
況
等
を
踏
ま
え
つ

つ
、
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
 　
公
共
事
業
等
に
係
る
補
助
率
等
に
つ
い
て
は
、
行
革
審
答
申
等
を
踏
ま
え
、
体
系
化
・
簡
素
化
等
の
観
点
か
ら
、
直
轄
事
業
に
あ
っ
て
は

2
／
3
、
補
助
事
業
に
あ
っ
て
は
1
／
2
を
基
本
と
し
て
恒
久
化
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
5
年
度
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　（
直
轄
事
業
） 

　
　
　（
補
助
事
業
）

○
大
規
模
な
も
の
　
7
／
10

　
　
　
　
　
　
↑
　
＜
加
算
＞

　
　
 
原
 則
　
2
／
3
 

○
直
轄
事
業
に
準
じ
る
も
の
　
2
／
3

 
○
国
の
責
任
が
重
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
　
　
5.5
／
10

 
○
大
規
模
な
も
の
等

 
　
　
　
　
　
　
↑
　
＜
加
算
＞

 
　
　
 
原
 則
　
1
／
2

〔
参
考
〕
補
助
率
等
の
推
移
（
具
体
例
） 59
’
以
前

60
’

61
’

62
’
～
2
’

3
’
～
4
’

5
’
以
降

道
路
改
築

　
一
般
国
道
（
直
轄
）

3
／
4

2
／
3

6
／
10

2
／
3

2
／
3

　
一
般
国
道
（
補
助
）

3
／
4

2
／
3

6
／
10

5.7
5／
10

6
／
10

5.5
／
10

国
営
か
ん
が
い
排
水
〔
基
本
〕

6
／
10

5.5
／
10

5.2
5／
10

5.5
／
10

2
／
3

・
 今
回
の
措
置
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
円
滑
な
遂
行
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
適
切
な
地
方
財
政

措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

・
今
回
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
国
庫
補
助
負
担
制
度
に
係
る
以
下
の
改
善
合
理
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
①
　
 直
轄
事
業
負
担
金
制
度
の
改
善
（
維
持
管
理
経
費
等
の
国
庫
負
担
率
の
引
上
げ
　
1
／
2
　
→
　
5.5
／
10
、
事
務
費
充
当
範
囲
の
改
善
）

　
②
　
補
助
対
象
事
業
の
重
点
化
（
補
助
対
象
の
見
直
し
、
採
択
基
準
の
引
上
げ
）
等
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平
成
5
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予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

12
．
人
件
費
の
抑
制

○
 　
第
8
次
定
員
削
減
計
画
を
着
実
に
実

施
、
新
規
増
員
の
厳
し
い
抑
制
に
よ
り
、

引
き
続
き
定
員
を
純
減
。

○
 　
第
8
次
定
員
削
減
計
画
に
基
づ
き
、
定
員
削
減
を
着
実
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
真
に
必
要
と
さ
れ
る
新
規
行
政
需
要
に
つ
い
て
も
、
極

力
振
替
に
よ
っ
て
対
処
し
増
員
を
厳
に
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
引
き
続
き
国
家
公
務
員
数
の
縮
減
を
図
る
。

 
4
年
度
 

 
5
年
度

国
家
公
務
員
定
員
（
純
減
） 

△
　
1,3
72
人
 

 
△
　
1,2
15
人

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
総
会
（
第
7
回
）　
平
成
5
年
1
月
20
日
配
付
資
料
⑵
（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
4
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
総
会
編
」

12
8-
14
9ペ
ー
ジ
）。



8-130　 「国の補助金等の整理及び合理化等に
関する法律案」について

平 成 5 年 1 月
大 蔵 省
総 理 府・ 文 部 省
農林水産省・運輸省
建 設 省・ 自 治 省

1．法律案の趣旨
　これまで累次の補助金一括法において暫定
措置が採られていた国の補助金等にかかる以
下の事項について、国の地方公共団体の機能
分担、費用負担の在り方等を勘案しつつ、一
体的総合的な検討を行い、補助率等の恒久化
等の措置を講じようとするものである。

2．法律案の概要
⑴　公共事業等に係る補助率等の恒久化（河
川法等30法律の一部改正）
　公共事業等に係る補助率等について、臨時
行政改革推進審議会答申等を踏まえ、体系
化・簡素化等の観点から、直轄事業にあって
は 2／ 3、補助事業にあっては 1／ 2を基本
として恒久化することとし、平成 5年度から
適用する（暫定措置の解消）。
　なお、今回の見直しは、体系化・簡素化等
の観点から行うものであり、全体としての補
助率等の水準を引き下げることを目的とする
ものではない。
（注 ）上記見直しと併せ、直轄事業負担金
のうち維持管理費に係る地方の負担割
合を引き下げる等の措置を講ずる。

〔今回の見直しの考え方〕
①　直轄事業　原則： 2／ 3
  但し、大規模であるなど、特に国の責
任が重いと考えられる事業： 7 ／10

（例）ダム等大規模河川改修
②　補助事業　原則： 1／ 2
  但し、 補助事業の中でも、特に国の責

任が重いと考えられる事業： 
 5.5／10
（例 ）国が設置し地方公共団体
が管理する第 2 種空港の滑
走路等工事
補助事業であっても、直轄事

業に準ずる性格の事業：2／ 3
（例）第 4種（避難）漁港修築

③　地域特例（北海道、離島、奄美、沖縄
等）に係る補助率については、基本補助
率等に対する現行の嵩上げ幅を維持する
ことを基本とする。
 〔例〕砂防事業費補助

一般 北海道 離島 奄美 沖縄
現　行 5.5/10 5.5/10 5.5/10 7 /10 9 /10
改正後 1 / 2 1 / 2 1 / 2 2 / 3 9 /10

（参考 ）これまでの補助率等の推移（河川
法の例）
59年度 60年度 61年度 62～

2 年度
3～
4年度

5年度
～

〔 直轄
事業〕2 / 3 6 /10 6 /10 5.5/10 6 /10 2 / 3

〔 補助
事業〕2 / 3 6 /10 5.5/10 5.25

/10 5.5/10 1 / 2

⑵　義務教育費国庫負担金（共済費追加費用
等）の一般財源化（ 2法律）

  義務教育費国庫負担金のうち共済費追加
費用等については、平成 4年度において、
平成 4年度から 6年度までの 3年間で段階
的に一般財源化することとされていたが、
これを平成 5年度において全額一般財源化
する。

⑶　国の負担にかかる繰入れの特例の延長
（ 2法律）
  地震再保険及び自賠責再保険に係る事務
費について、一般会計からの繰入れの停止
措置を当分の間延長する。

　なお、上記⑴⑵の措置に関しては、地方財
政運営に支障を生ずることのないよう適切に
対処することとしている。

3．法律案の成立時期
　本法律案は、平成 5年度予算と一体不可分
のものであり、また、現下の経済情勢の下で
必要な公共事業等の予算の執行を円滑・適正
に行うためにも、予算と一体のものとして成
立することが必要である。
（出所 ）財政制度審議会法制部会　平成 5 年

1 月20日配付資料⑴（財政制度審議会
「平成 4年度　財政制度審議会資料集　
法制部会編」 3-4 ページ）。
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8-131　 平成 5年度予算における補助金等について
大蔵省主計局

平成 5年度補助金等の整理合理化状況年度

　 5年度予算編成に当たって、補助金等については、既存の制度・施策について見直しを行う
など、引き続き積極的に整理合理化を推進した。
①．補助金等総額の伸率（2.8％）を一般歳出の伸率（3.1％）以下に抑制している。
②．一般歳出に占める補助金等総額のシェアは41.9％で昭和49年度以来の低い率。
③．公共事業等の補助率等については体系化・簡素化を図り、恒久化することとしている。
④． 4年度に引き続き補助金等の一般財源化を実施した。　約1,100億円

1．補助金等の総額
補助金等総額の推移

区分

年度

一般会計予算額（当初） 補助金等予算額（当初）

総　計（a） うち一般歳出総計（b） 総　計（c） 参　考

伸　率 伸　率 伸　率 増△減額 （c）/（a） （c）/（b）

億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ ％

58 503,796 1.4 326,195 △　0.0 149,950 1.6 2,292 29.8 46.0
59 506,272 0.5 325,857 △　0.1 145,645 △　2.9 △　4,305 28.8 44.7
60 524,996 3.7 325,854 △　0.0 144,301 △　0.9 △　1,344 27.5 44.3
61 540,886 3.0 325,842 △　0.0 141,090 △　2.2 △　3,211 26.1 43.3
62 541,010 0.0 325,834 △　0.0 140,779 △　0.2 △311 26.0 43.2
63 566,997 4.8 329,821 1.2 142,003 0.9 1,224 25.0 43.1
元 604,142 6.6 340,805 3.3 147,400 3.8 5,397 24.4 43.3
2 662,368 9.6 353,731 3.8 150,282 2.0 2,882 22.7 42.5
3 703,474 6.2 370,365 4.7 156,561 4.2 6,279 22.3 42.3
4 722,180 2.7 386,988 4.5 162,632 3.9 6,071 22.5 42.0

（13,000） ― （5,609） ― （5,609） ― ―
5 723,548 0.2 399,168 3.1 167,112 2.8 4,480 23.1 41.9

― （13,783） ― （6,097） ― （488） ― ―

（注）（　）内は「産業投資特別会計へ繰入等」であり、外書きである。



（参考 1）
⑴　主要経費別増減分析 （単位：億円、％）

区　分
4年度 5年度 対前年度

予算額 構成比 予算額 構成比 増△減額 伸　率
社 会 保 障 関 係 費 68,259 42.0 70,432 42.1 2,173 3.2
文教及び科学振興費 37,647 23.1 37,873 22.7 226 0.6
恩 給 関 係 費 35 0.0 36 0.0 1 2.3
防 衛 関 係 費 3,649 2.2 3,719 2.2 69 1.9

（5,609） ― （6,097） ― （488） ―
公 共 事 業 関 係 費 30,886 19.0 32,739 19.6 1,853 6.0
経 済 協 力 費 2,130 1.3 2,329 1.4 199 9.4
中 小 企 業 対 策 費 1,449 0.9 1,477 0.9 28 2.0
エネルギー対策費 472 0.3 477 0.3 5 1.0
食 糧 管 理 費 1,351 0.8 1,013 0.6 △338 △25.0

（5,609） ― （6,097） ― （488） ―
主要経費計 145,878 89.7 150,095 89.8 4,216 2.9

その他の事項経費 16,753 10.3 17,018 10.2 264 1.6
（5,609） ― （6,097） ― （488） ―

合 計 162,632 100.0 167,112 100.0 4,480 2.8

⑵　法律補助・予算補助の区分 （単位：億円、％）

区　分
4年度 5年度 対前年度

予算額 構成比 予算額 構成比 増△減額 伸　率
（4,714） ― （5,125） ― （411） ―

法 律 補 助 137,601 84.6 141,040 84.4 3,439 2.5
（4,113） ― （4,424） ― （311） ―

「 負 担 す る 」 123,027 75.6 125,837 75.3 2,809 2.3
（  601） ― （  701） ― （99） ―

「 で き る 」 14,573 9.0 15,203 9.1 630 4.3
（  895） ― （  972） ― （ 77） ―

予 算 補 助 25,031 15.4 26,073 15.6 1,042 4.2
（5,609） ― （6,097） ― （488） ―

計 162,632 100.0 167,112 100.0 4,480 2.8

⑶　地方公共団体・その他の区分 （単位：億円、％）

区　分
4年度 5年度 対前年度

予算額 構成比 予算額 構成比 増△減額 伸　率
（5,351） ― （5,812） ― （461） ―

地 方 公 共 団 体 130,609 80.3 134,223 80.3 3,614 2.8
（  258） ― （  285） ― （ 26） ―

そ 　 の 　 他 32,023 19.7 32,889 19.7 867 2.7
（5,609） ― （6,097） ― （488） ―

計 162,632 100.0 167,112 100.0 4,480 2.8

［（注）各表の（　）内は「産業投資特別会計へ繰入等」であり、外書きである。］
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2 ．公共事業等に係る補助金等の恒久化（暫定措置の解消）

　⑴ 　公共事業等に係る補助率等については、行革審答申等を踏まえ、体系化・簡素化等の観
点から、直轄事業にあっては 2 / 3 、補助事業にあっては 1 / 2 を基本として恒久化するこ
ととし、平成 5年度から適用する。

（直轄事業）　　　　　　（補助事業）
○大規模なもの 7 /10
　　↑　＜加算＞
  ○ 直轄事業に準じるもの　 2 / 3

  ○ 国の責任が重いと考えられるもの
  ○大規模なもの等 5.5/10
  　　↑　＜加算＞

原則 2 / 3

原則 1 / 2

　〔参考〕補助率等の推移（具体例）
59’以前 60’ 61’ 62’～ 2’ 3’～ 4’ 5’以降

道路改築

　一般国道（直轄） 3 / 4 2 / 3 → 6 /10 2 / 3 2 / 3

　　　〃　 （補助） 3 / 4 2 / 3 6 /10 5.75/10 6 /10 5.5/10

国営かんがい排水〔基本〕 6 /10 5.5/10 → 5.25/10 5.5/10 2 / 3

　（注 ）地域特例（北海道、離島、奄美、沖縄等）に係る補助率等については、基本補助率
等に対する現行の嵩上げ幅を維持することを基本とする。

　　　〔例〕都道府県道改修（補助）
その他 北海道 離島 奄美 沖縄

59’以前
4’

2 / 3
5.5/10

3 / 4
6 /10

3 / 4
6 /10

9 /10
3 / 4

10/10
9 /10

5’以降 1 / 2 5.5/10 5.5/10 7 /10 9 /10

⑵　今回の措置に伴う地方公共団体の負担については、事業の円滑な執行に支障を生ずるこ
とのないよう、適切な地方財政措置を講ずることとしている。

⑶　今回の見直しに当たっては、国庫補助負担制度に係る以下の改善合理化措置を講ずるこ
ととしている。
①直轄事業負担金制度の改善（維持管理経費等の国庫負担率の引上げ 1 / 2 →5.5/10、
事務費の充当範囲の改善）
②補助対象事業の重点化（補助対象の見直し、採択基準の引上げ）等



3 ．整理合理化措置の主なもの

　⑴　一般財源化
　　地域の主体性を高める観点から、地方公共団体の自主性に委ねるべきものにあっては、
一般財源化を推進すべきであるとの累次の臨調、行革審答申を踏まえ、地方公共団体の事
務・事業として同化、定着しているものについて、一般財源化を図る。
①国民健康保険事務費負担金の一部（例：賃金）（△104億円）
②公的病院特殊診療部門運営費補助金のうち、自治体立病院特殊診療部門運営費（△24
億円）
③看護婦等養成所運営費補助金のうち、自治体立養成所運営費（△19億円）
④保健所運営費交付金のうち、人件費相当分（保健婦、薬剤師、精神保健相談員等）（△
212億円）
⑤義務教育費国庫負担金等のうち、共済費追加費用等（△649億円）
⑥小規模指導事業費補助金のうち、商工会、商工会議所の経営指導員等の人件費等（△
75億円）

　⑵　補助制度の見直し等による補助金の縮減等
①国民健康保険保険基盤安定負担金（△460億円）
 　暫定措置（平成 5， 6年度）として 1 / 2 定率負担から定額負担（100億円）に改め
る。
②義務教育費国庫負担金等の国庫負担限度基準の引下げ（1.045→1.025）（△80億円）
③水田営農活性化助成補助金（△287 億円）
 　転作助成の在り方を見直し、営農形態着目して新たな体系へ転換。
④自主流通米奨励金（△161億円）
 　自主流通対策費について、米の制度別・用途別需給不均衡の是正に向けて見直し
（特定銘柄生産加算、等級加算を縮減）。
⑤地下鉄建設費補助金（△64億円）
 　建設費についての地方公共団体の出資比率を引き上げることにより、事業費の確保
を図りつつ補助金を削減。
⑥地方バス路線維持費補助金（△1.2億円）
 　特定の地域に存するバス路線の事業者に係る国の補助金額の調整を行い、路線バス
事業の円滑な運行を図りつつ補助金を削減。
⑦ごみ処理施設等補助
 　ごみ処理設備等の整備促進のための国庫補助金を定額化し、適切な地方財政措置を
講じつつ事業費の確保を図る。

　⑶　補助対象の重点化（公共事業については前述）
公立高等学校危険建物改築等事業（△11億円）

　　　　　 （不適格建物に係る国庫補助対象を一定規模（1,000㎡）以上の事業に限定）
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（参考 1）　整理合理化の推移
区
分

年
度

新　規

ア

整　理

イ

前年度より
減額したもの

ウ

補助
率の
引下
げ　

総合・メニュー化
件数

終期
の設
定　

定員削減

キ

その他

ク

合　計

ケ
エ カ （参考）

件数（金額）件数（金額）件数（金額）件数 統合前統合後 差引 件数 件数（金額） 件数 件数 イウキ
オ （金額）

億円 億円 億円 億円 億円
62 121 2,046 125 3,785 679 1,830 117 39 20 19 99 54 14 5 1,118 5,629
63 68 718 69 194 712 1,324 25 42 19 23 74 63 14 44 1,029 1,532
元 83 733 83 546 543 1,105 287 30 14 16 67 57 15 135 1,202 1,666
2 66 301 76 184 558 1,806 28 11 6 5 60 59 16 213 1,005 2,006
3 58 1,190 60 133 497 1,404 227 50 24 26 47 58 17 69 1,008 1,554
4 74 1,033 75 637 460 2,044 24 4 2 2 68 55 18 127 813 2,700

（5）
5 55 1,690 55 1,582 412 1,913 218 6 3 3 45 54 16 101 891 3,511

（注） 1．（　）内は衆議院総選挙分であり、外書きである。
2．件数は整理合理化の区分ごとに措置した補助事項単位で計上している。

（参考 2）補助金等の件数の推移

年度区分 62 63 元 2 3 4 5

件数 2,403 2,372 2,356 2,334 2,300 2,297 2,292
対前年度増△減 △ 41 △ 31 △ 16 △ 22 △ 34 △ 3 △ 5

（出所 ）対外公表PR資料　平成 5 年度財研レク資料「平成 5 年度補助金等の整理合理化状況」、
「平成 5年度予算における補助金等について　大蔵省主計局」

8-132　 平成 5 年度の国債償還財源繰入れの
特例措置についての報告

平成 5年11月29日
財政制度審議会

大蔵大臣　藤井　裕久　殿

財政制度審議会会長
鈴木　永二

　財政制度審議会は、平成 5年度の国債償還
財源繰入れの特例措置について審議を行って
きたところであるが、このたび、結論を得た
ので、これを報告する。

財政制度審議会歳出の削減合理化に関する特
別部会委員・特別委員名簿
（企画部会）
部会長 鈴木　永二 三菱化成㈱相談役
委　員 飯田　経夫 国際日本文化研究セ

ンター教授
 石　　弘光 一橋大学教授
 川勝　堅二 ㈱三和銀行会長
 高原　須美子 経済評論家
 竹内　道雄 ㈶資本市場研究会理

事長
 谷村　　裕 ㈶資本市場振興財団

顧問
 玉置　和宏 ㈱毎日新聞社論説副

委員長
 長岡　　實 東京証券取引所理事

長
 藤井　直樹 ㈱サンシャインシティ

代表取締役社長



 堀川　健次郎 ㈱日本経済新聞社編
集局総務

 正村　公宏 専修大学教授
 吉本　　宏 日本銀行副総裁
特　別 伊部　恭之助 ㈱住友銀行相談役最
委　員  高顧問
 河合　良一 ㈱小松製作所代表取

締役会長
 河野　一之 ㈱さくら銀行相談役
 館　　龍一郎 青山学院大学教授
 中西　陽一 石川県知事
 山本　正淑 日本赤十字社社長
（法制部会）  
部会長 谷村　　裕 ㈶資本市場振興財団
  顧問
委　員 高原　須美子 経済評論家
 長岡　　實 東京証券取引所理事

長
 堀川　健次郎 ㈱日本経済新聞社編

集局総務
 吉本　　宏 日本銀行副総裁
 渡辺　恒雄 ㈱読売新聞社代表取

締役社長・主筆
特　別
委　員 芦部　信喜 学習院大学教授

 荒井　　勇 ㈶日本証券経済研究
所顧問

 金子　　宏 横浜国立大学教授
 河野　一之 ㈱さくら銀行相談役
 阪田　雅裕 内閣法制局第三部長
 末廣　義一 日本電算企画㈱取締

役会長
 中島　孝夫 会計検査院第五局長
 兵藤　廣治 放送大学学園理事

　　 平成 5年度の国債償還財源繰入れの  
特例措置についての報告

1．減債制度をめぐる経緯
⑴　定率繰入れを基本とする現行の減債制度
は、財政法施行後初の公債政策の導入に
伴って昭和42年度に確立され、今日までこ
れによってきている。
  すなわち、国債の償還財源の調達のあり
方について、前年度首国債残高の1.6/100
の定率繰入れを基本とし、剰余金繰入れで
これを補完し、さらに必要に応じて行う予

算繰入れによって対処することとしている。
⑵　一方、昭和50年度以降平成元年度まで、
特例公債を毎年大量に発行せざるを得な
かった中で、昭和56～57年度の大幅な税収
減を契機に、昭和57年度から平成元年度ま
で、毎年度の緊急、やむを得ざる措置とし
て、定率繰入れは停止されてきた。その後、
平成 2年度に、特例公債依存体質からの脱
却が達成されるとともに、定率繰入れが再
び実施されることとなり、今日に至ってい
る。

⑶　従前の定率繰入れの停止措置に関して、
当審議会は、基本的には現行の減債制度の
仕組みはこれを維持することが適当である
が、次のような事情を勘案すれば、財政状
況等により一時これを停止する措置をとる
こともやむを得ない、とする考え方を示し
てきた。
①　それぞれの時点における、諸般の事情
を総合的に勘案して、定率繰入れを停止
しても国債の償還等国債整理基金の運営
に支障が生ずるおそれがなかったこと

②　特例公債発行下において、定率繰入れ
を停止することとすれば、それだけ公債
発行額の縮減が可能となること

2．平成 5年度における対応
⑴　平成 5年度の財政は年度途中において大
幅な税収の減少が見込まれるに至り、この
ため、経費の徹底した抑制、節減合理化を
行ってもなお大幅な財源不足の状況にある。
このような状況で、仮に当初予定した定率
繰入れを実施することとすれば、その財源
は特例公債に求めざるを得ない。

⑵　しかしながら、特例公債の発行は、これ
までの当審議会の建議等でも繰り返し述べ
てきた通り、経常的経費は経常的収入で賄
うという基本原則に反するものであること、
社会資本という形で後世代に資産を残さず
負担の公平という観点からも不適切である
こと、ひとたび特例公債を発行すると歳出
増加圧力に対する歯止めがなくなること、
といった問題があり、厳にこれを回避すべ
きである。

⑶　一方、現在の状況で、定率繰入れを停止
すれば、国債整理基金の運営に支障をきた
すという問題があるが、他方、もともと国
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債償還財源として位置付けられている日本
電信電話株式会社の株式売却収入のうち、
現在、社会資本整備のため地方公共団体に
貸し付けられている残高を本来の使途であ
る国債償還財源に復する措置を講ずること
により、国債の償還に支障が生じないよう
対応することが可能となる。
  以上のような状況を踏まえ、 5年度の定
率繰入れを暫定的に停止することは、当面
の財政運営のためにやむを得ないものと考
える。

⑷　なお、今回の措置は 5年度の財政事情等
にかんがみ、暫定的にとられる措置である
ことから、 5年度の特例措置として立法す
るなど、本措置の取扱いについては、過去
の定率繰入れ停止措置の例と同様のものと
することが適当と考える。

（出所 ）「平成 5年度の国債償還財源繰入れの
特例措置についての報告　平成 5 年11
月29日　財政制度審議会」（財務省図書
館所蔵）。

8-133　平成 5年度第二次補正予算の概要

○平成 5年度補正予算フレーム
（単位：億円）

歳出 歳入
1．地方交付税交付金 △ 16,675 1 ．税収 △ 54,770
2 ．追加財政需要 14,028
⑴緊急経済対策関連経費 10,335
①公共事業等の追加 9,396 2 ．税外収入 25,697
（イ）一般公共事業関係費 3,000 ※⑴産業投資特別会計受入金 24,838
（ロ）施設費等 3,004 ⑵その他 859
小計 6,004
（ハ）災害復旧等事業費 3,392
②中小企業等特別対策費 771 3 ．公債金 36,160
③産業投資特別会計へ繰入等 168 ※〔NTT事業償還時補助見合 24,838〕

⑵冷害等対策関連経費 972
①公共事業等の追加 725
②農業保険費等 74
要特別措置法

③その他 173
⑶義務的経費の追加 873
⑷住宅・都市整備公団補給金等 1,512
⑸その他の経費 336
※
3 ．NTT事業償還時補助 24,838
4 ．国債整理基金特別会計へ繰入 24,955
※〔産業投資特別会計受入金見合 24,838〕
5 ．既定経費の節減 △ 9,572
6 ．定率繰入れ等の停止による国債費の減額 △ 30,487

要特例法
歳出計 7,087 歳入計 7,087

（参考）財政投融資計画
中小企業金融公庫、国民金融公庫等に対し総額2,820億円を追加。



○「緊急経済対策」のポイント

　政府は、昨年 3月以来、 3次にわたる
経済対策と景気に配慮した平成 5年度予
算を通じて景気に鋭意対処してきたとこ
ろであるが、今後の景気回復には予断を
許さないものがあるという認識に立って
緊急経済対策を講ずることとした。本対
策は、規制緩和と円高差益還元のほか、
円高の影響や災害による被害への財政措
置を伴う対応等国民の直面する厳しい経
済情勢に対し速効的に対応しうる幅広い
諸施策から成り立っている。
　同時に、本対策は、生活者・消費者が
豊かさを実感できる経済社会の構築と
いった我が国の中長期的な課題の解決に
も資するものと考えられる。

Ⅰ．規制緩和等の推進
　内需拡大や輸入促進に直接的な効果が
あり、また経済構造を変革していくため
の新たな第一歩につながる規制の緩和を
推進

○規制緩和等の推進　94項目
・新たな事業の創出や事業拡大に結びつく
もの
 ⇒　・ ビールの製造免許に係る最低製造

数量基準の引下げ（いわゆる地
ビールの製造）
・携帯電話の売切り制の導入

・競争の促進や価格の弾力化等を通じた市
場の効率化を図るもの
 ⇒　・ タクシー運賃の弾力化

・乗用車の 6か月点検の義務づけ廃
止

・市場アクセスの改善、手続きの簡素化に
より輸入の促進につながるもの
 ⇒　・ 食品の日付表示や建材の基準・認

証の国際化

Ⅱ．円高差益の還元
　国民が円高のメリットを速やか、かつ、
十分に享受し得るよう円高差益還元の促
進

・電力10社の暫定料金引下げ

 ⇒　約2,300億円
・大手ガス 3社の暫定料金引下げ
 ⇒　約 350億円
・ 国内航空運賃の家族割引制度の拡充  
（春休み 4 人家族：東京→札幌間　片道
71,560円⇒　55,460円）

・輸入農林水産物、輸入酒類、石油製品等
について関係業界へ差益還元を要請

・円高差益還元フォーラム、輸入品フェア
の開催等

・生活関連商品の輸入通関価格の消費者へ
の情報提供

〔参考 〕経済企画庁では、10％の円高が持続
した場合、消費者物価は▲1.0％程度下
落すると推計。これに平成 4 年の民間
最終消費支出額（約265兆円）を乗じた
約 2 兆6500億円が 1 年間の円高差益と
試算。

Ⅲ ．厳しい経済情勢等への対応と調和あ
る対外経済関係の形成
1．厳しい経済情勢等への対応
⑴ 　生活者・消費者の視点に立った社会
資本整備の推進（事業費の追加 1兆円）

○　具体的には、
・  「円高差益の還元や規制緩和に直接的、
間接的に関連する社会資本整備」

・  学校の地域開放に必要な施設や国立博
物館、美術館の施設整備等「文化の香り
豊かな質の高い生活に係る社会資本整備」

・  公的施設へのスロープ等の設置や車い
すのすれ違える街路樹のある歩道といっ
た「豊かで美しい生活環境の実現を肌で
実感できる社会資本整備」

を総額 1兆円の規模で推進
○　地方単独事業
・  地域の実情に即して生活者・消費者の
視点に立った社会資本整備が図られるよ
う地方公共団体に対して5,000億円の事
業費の追加を要請

○　社会資本整備を円滑に進めるため、国、
地方公共団体を通じ、地価動向に十分配慮
しつつ、3,000億円の規模で公共用地の先
行取得を行う

⑵ 　災害復旧事業（事業費の追加4,500

424　　Ⅲ　予算



平成 5年度　　425

億円）

○ 　集中豪雨や台風等により被害を受けた地
域における災害復旧工事を速やかに行い、
国民生活の安定を確保

⑶ 　住宅金融公庫等の事業規模、貸付枠
を追加
住宅取得促進税制の対象範囲を拡大
し、住宅のリフォームを促進

○　住宅金融公庫（史上最高の追加規模）
・事業規模 2 兆5,000億円追加（ 9 兆2,535
億円→11兆7,535億円）
・貸付枠10万戸追加（60万戸→70万戸）
○　年金福祉事業団
・事業規模4,000億円追加（ 1 兆8,831億円
→ 2兆2,831億円）

○　住宅取得促進税制の対象範囲の拡大（平
成 5年10月 1 日実施）
・一定の住宅改良工事の追加（一室全部の
床の張り替え工事等も適用対象）
・増改築等に係る家屋の床面積要件の上限
（現行240m2）の撤廃
・既存住宅のうち非耐火建築物の築後経過
年数要件の緩和（10年→15年）

⑷ 　流通構造の改善、企業の構造調整に
資する設備投資を促進するため、投資
促進税制の対象を追加

○　設備投資促進税制の対象設備の追加（ 5
年10月 1 日から 1年間の時限措置）
・中小企業等基盤強化税制（流通構造の改
善等）
・中小企業新技術体化投資促進税制（省力
化、合理化等）
・エネルギー需給構造改革推進投資促進税
制（省エネ、環境保全等）
・基盤技術研究開発促進税制（研究開発）
 について、約150設備を対象として追加

⑸ 　円高、冷夏等厳しい経営環境に直面
している中小企業等の支援（政府関係
金融機関等の貸付規模の追加 1兆円超、
今後 1年間で概ね7,700億円程度）

○　中小企業等の経営安定対策―政府関係中
小企業金融機関等の融資制度の活用等

・運転資金支援特別貸付制度、緊急経営支
援貸付制度の拡充等

・農業信用基金協会を通ずる農業者等への
保証付融資の拡大

○　中小企業の構造的な環境変化への対応の
支援
・リストラ支援法案の早期提出、リストラ
支援融資の創設等

⑹　雇用対策

○　失業予防のため、休業手当等の一部を助
成する雇用調整助成金制度の活用、充実
・対象となる業種の指定基準の緩和に係る
暫定措置の延長等

2．調和ある対外経済関係の形成
調和ある対外経済関係が重要との観

点から、輸入の促進のための施策等を
実施

○　一層の輸入拡大を図るための政府関係金
融機関の融資制度の拡充等

○　「総合輸入促進センター」の創設等日本
貿易振興会の輸入促進機能の強化

　以上の施策のほか、活力と創造性のあ
る経済社会構造の構築のための検討を推
進
1  ．経済改革研究会における経済社会構
造の変革に向けての検討を推進
2  ．税制調査会における抜本的な税制改
革についての総合的な検討を推進

生活者・消費者の視点に立った社会資本整備
（主なもの）

〔 1 ．円高差益還元、規制緩和に直接的、間
接的に関連する社会資本整備〕
・容積率緩和による土地の高度利用を実現す
る市街地再開発事業や下水道整備の推進

・輸入インフラとしての空港整備
・輸入手続きを迅速化する動植物検疫の研
究・検査施設等の整備

・豊かな生活をもたらす円滑な取引・流通の
ための卸売市場の整備

etc
〔 2 ．文化の香り豊かな質の高い生活をつく
る社会資本整備〕



・市民による国際文化交流の拠点となる「国
際交流フォーラム」（仮称）の施設
・学校の地域開放促進等のための施設整備
・留学生とのふれあいの場としての国際交流
会館の未設置県解消
・「上野の杜の文化発信基地づくり」等博物
館・美術館の整備
 （東京国立博物館法隆寺宝物館、奈良国立
博物館第二新館、国立西洋美術館展示施設、
国立科学博物館上野地区たんけん館等）
・新しい情報文化の円滑な供給を促進する
「マルチメディアセンター」の設置
・研究機能の向上や、豊かで質の高い生活に
つながる研究の充実のための大学、研究機
関の施設の整備

etc
〔 3 ．豊かで美しい生活環境の実現を肌で実
感できる社会資本整備〕
・安全な水、おいしい水の確保のための河川
の水質改善等
・緑豊かで、車椅子もすれ違える幅の広い歩
道の整備等
・歩道の段差解消やスロープ・エレベー
ター・トイレ等の整備による高齢者・身障
者にやさしい街づくり
・違法駐車、放置自転車をなくし、駅周辺、
商店街を生き返らせる駐車場・駐輪場の整
備
・渋滞を緩和し、高齢者・身障者を守る交差
点改良・鉄道の立体交差化及び信号機の機
能アップ
・快適な通勤・通学を支え、誰もが利用しや
すい「まちの顔」駅前広場の整備
・美しい街づくりのための電線類の地中化
・住宅団地から最寄りの駅までの交通を確保
する住宅アクセス道路の整備
・多数の児童・園児たちが安全に通うための
学校周辺の通学路の整備
・デイサービスセンターと結び付けるなど高
齢者が安心して住むことができる公共住宅
の供給の推進
・大都市圏等におけるゆとりある都市型住宅
供給の促進
・家族一緒に憩え、文化活動やスポーツ活動
の場となる市民に身近な公園の整備
・既整備区域の隣接区域での下水道の重点的

整備促進
・道路消融雪施設の整備など雪に強いまちづ
くりの推進

・農村での快適なくらしづくりのための農業
集落排水施設等の整備

・「緑の中の体験教室」の整備
・山村に若者や女性の定住できる簡易排水施
設等生活環境の整備

・地方における清潔で潤いのある生活の基盤
を支える広域水道、簡易水道の整備

・消費者被害を未然に防止する国民生活セン
ターの商品テスト設備等の整備

・視覚障害者の自立に役立つ日本点字図書館
整備

・高齢者・身障者が快適な空間の中であたた
かく質の高い生活を過ごせるための福祉施
設の整備

・良質で高度な医療と患者にやさしい環境を
提供する病院の整備

・清潔で快適な街づくりのための地域周辺環
境と調和した廃棄物処理施設の整備

・ごみ処理・リサイクル促進のための技術開
発用実証プラント整備

・在来線駅に合わせた総合駅としての新幹線
駅の整備の推進

・快適な通勤・通学のための地下鉄の整備及
び旅客サービスの向上

・安全・安心なくらしを支える防災体制の整
備と研究の推進

○冷害等対策の概要
農業共済
・共済金の支払額4,925億円、再保険金支払
額4,325億円程度、農業共済再保険特別会
計の支払財源不足額は3,656億円程度と見
込まれる。

・特別会計の支払財源不足については、従来
は一般会計から繰入れ、後日繰戻すという
方法により対処してきたが、本年は誠に深
刻な財源状況に立ち至っていることから資
金運用部からの借入で対応したうえで、利
子については一般会計が負担することとし
て、従来と実質的に同様の措置を講ずる。

・借入金の償還の財源として、緊急特例的に
行う米の輸入により食糧管理特別会計に発
生する一時的な利益をあてることとし、必
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要あるときは、一般会計から繰り入れるこ
とができることとする。
・関連対策として損害評価事務費の特別助成
及び農業共済基金への出資の実施。
災害金融
天　災　融　資
・11月10日天災融資法、激甚災害法発動
・融資枠　2,000億円
・貸付金利　 措置期間（ 3年）を設け、その

間金利を引下げ  
3.0％→1.5％、3.85％→3.5％、 
4.3％→4.0％

・貸付限度額　 個人　250万円（北海道400万
円）  
法人　2,000万円

自作農維持資金
・融資枠　1,000億円
・貸付金利　 4.0％  

措置期間（ 3 年）中3.0％に引
下げ（特別被害地域の特別被害
者に限る）

・貸付限度額　 一般150万円（残高）の限度
額を被害の大きい地域につい
て引上げ  
北海道　既往貸付金＋170万円  
東北・九州　300万円（残高）

予約概算金
・利益減免措置を実施。
種子確保助成
・かかり増分の種もみを、国庫助成により、
値引販売（ 1／ 3以上値引）
・種もみの遠距離県間輸送についての輸送費
助成
公　共　等　
　冷害地域等向けに、公共事業（農業農村整
備、道路、治水）、非公共事業（復田、小規
模土地基盤整備等）の追加及び既定経費の再
配分により、概ね2,000億円程度の事業規模
を確保。
土地改良負担金
　土地改良負担金総合償還対策事業の特例事
業として、対象を限定して、土地改良負担金
（公庫借入等）の償還猶予利息等について利
子補給（国、県　 1／ 2ずつ）実施。
その他
越冬用粗飼料の確保

・秋冬作飼料作物の作付拡大に要するは種経
費の助成。

・稲わら等の国産粗飼料の広域流通に要する
運送経費の助成。

家畜導入資金供給事業の特例
・貸付期間（ 5年）の満了する牛を対象に、
特例的に新たな貸付（ 1年）を認める。

農業改良資金の支払猶予期間の特例　
 （ 1 年→ 3年）
（出所 ）財政制度審議会総会（第 5回）　平成

5年11月29日配付資料⑴（財政制度審
議会「平成 5 年度　財政制度審議会資
料集　総会編」107-113ページ）。
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0
（
―
）

7
．
林
道
・
工
業
用
水
等

4,1
23
（
10
0）

39
（
0.9
）

23
（
0.6
）

11
8
（
2.9
）

0
（
―
）
3,8
41
（
93
.2）

10
2
（
2.5
）

0
（
―
）

0
（
―
）

造
林

1,3
56
（
10
0）

28
（
2.1
）

13
（
1.0
）

9
（
0.7
）

0
（
―
）
1,3
06
（
96
.3）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

林
道

2,2
78
（
10
0）

11
（
0.5
）

10
（
0.4
）

22
（
1.0
）

0
（
―
）
2,2
35
（
98
.1）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

工
業
用
水

10
2
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

10
2
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

沿
岸
漁
場
整
備

30
0
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

30
0
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

離
島
電
気
等

87
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

87
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

電
気

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

簡
易
水
道

87
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

87
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

鉄
道
防
災

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

新
幹
線

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

8
．
調
整
費
等

30
0
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

30
0（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

一
般
公
共
計

17
5,0
00
（
10
0）
10
,79
7
（
6.2
）
3,4
93
（
2.0
）
3,2
57
（
1.9
）
6,5
40
（
3.7
）
21
,97
6（
12
.6）

10
2
（
0.1
）
9,5
07
（
5.4
）
11
9,3
28
（
68
.2）

（
注
）
 1
．
各
統
計
は
、
四
捨
五
入
に
よ
っ
て
い
る
。
 

2
．（
　
）
書
き
は
、
割
合
で
％
で
あ
る
。

428　　Ⅲ　予算



平成 5年度　　429
　
②
　
4
年
度
公
共
事
業
関
係
費
（
1,7
50
億
円
）

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）

事
項
名

金
額

左
の
省
庁
別
内
訳

北
海
道
開
発
庁

沖
縄
開
発
庁

国
土
庁

厚
生
省

農
林
水
産
省

通
商
産
業
省

運
輸
省

建
設
省

1
．
治
山
・
治
水

15
,44
3
（
10
0）

1,9
68
（
12
.7）

32
0
（
2.1
）

35
4
（
2.3
）

0
（
―
）
1,5
28
（
9.9
）

0
（
―
）

49
3
（
3.2
）
10
,78
0（
69
.8）

治
水

12
,50
8
（
10
0）

1,6
92
（
13
.5）

28
2
（
2.3
）

17
9
（
1.4
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
10
,35
5（
82
.8）

治
山

1,4
04
（
10
0）

15
8（
11
.3）

18
（
1.3
）

0
（
―
）

0
（
―
）
1,2
28
（
87
.5）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

海
岸

1,5
31
（
10
0）

11
8
（
7.7
）

20
（
1.3
）

17
5（
11
.4）

0
（
―
）

30
0（
19
.6）

0
（
―
）

49
3（
32
.2）

42
5（
27
.8）

2
．
道
路
整
備

37
,55
0
（
10
0）

4,2
64
（
11
.4）

1,0
08
（
2.7
）

43
3
（
1.2
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
31
,84
5（
84
.8）

3
．
港
湾
・
漁
港
・
空
港

13
,31
7
（
10
0）

82
2
（
6.2
）
1,1
40
（
8.6
）
1,5
98
（
12
.0）

0
（
―
）
1,7
98
（
13
.5）

0
（
―
）
7,9
59
（
59
.8）

0
（
―
）

港
湾

7,7
74
（
10
0）

51
0
（
6.6
）

67
6
（
8.7
）

87
8（
11
.3）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
5,7
10
（
73
.4）

0
（
―
）

漁
港

2,9
56
（
10
0）

19
4
（
6.6
）

28
9
（
9.8
）

67
5（
22
.8）

0
（
―
）
1,7
98
（
60
.8）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

空
港

2,5
87
（
10
0）

11
8
（
4.6
）

17
5
（
6.8
）

45
（
1.7
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
2,2
49
（
86
.9）

0
（
―
）

4
．
住
宅
対
策

35
,45
6
（
10
0）

96
0
（
2.7
）

19
2
（
0.5
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
34
,30
4（
96
.8）

5
．
下
水
道
・
環
境
衛
生
等
53
,06
4
（
10
0）

2,2
85
（
4.3
）

74
4
（
1.4
）

45
2
（
0.9
）
7,0
49
（
13
.3）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
42
,53
4（
80
.2）

下
水
道

37
,55
0
（
10
0）

1,9
22
（
5.1
）

22
5
（
0.6
）

20
（
0.1
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
35
,38
3（
94
.2）

環
境
衛
生

7,9
44
（
10
0）

4
（
0.1
）

47
3
（
6.0
）

41
8
（
5.3
）
7,0
49
（
88
.7）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

公
園
等

7,5
70
（
10
0）

35
9
（
4.7
）

46
（
0.6
）

14
（
0.2
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
7,1
51
（
94
.5）

公
園

6,0
60
（
10
0）

35
9
（
5.9
）

46
（
0.8
）

14
（
0.2
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
5,6
41
（
93
.1）

再
開
発
等

1,5
10
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
1,5
10
（
10
0）

6
．
農
業
農
村
整
備

15
,97
2
（
10
0）

56
4
（
3.5
）

11
5
（
0.7
）

18
8
（
1.2
）

0
（
―
）
15
,10
5（
94
.6）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

7
．
林
道
・
工
業
用
水
等

3,9
08
（
10
0）

59
（
1.5
）

32
（
0.8
）

11
9
（
3.0
）

0
（
―
）
3,6
03
（
92
.2）

95
（
2.4
）

0
（
―
）

0
（
―
）

造
林

92
0
（
10
0）

39
（
4.2
）

14
（
1.5
）

6
（
0.7
）

0
（
―
）

86
1（
93
.6）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

林
道

2,5
00
（
10
0）

20
（
0.8
）

18
（
0.7
）

26
（
1.0
）

0
（
―
）
2,4
36
（
97
.4）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

工
業
用
水

95
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

95
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

沿
岸
漁
場
整
備

30
6
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

30
6
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

離
島
電
気
等

87
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

87
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

電
気

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

簡
易
水
道

87
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

87
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

鉄
道
防
災

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

新
幹
線

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

8
．
調
整
費
等

29
0
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

29
0（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

一
般
公
共
計

17
5,0
00
（
10
0）
10
,92
2
（
6.2
）
3,5
51
（
2.0
）
3,4
34
（
2.0
）
7,0
49
（
4.0
）
22
,03
4（
12
.6）

95
（
0.1
）
8,4
52
（
4.8
）
11
9,4
63
（
68
.3）

（
注
）
 1
．
各
統
計
は
、
四
捨
五
入
に
よ
っ
て
い
る
。
 

2
．（
　
）
書
き
は
、
割
合
で
％
で
あ
る
。



　
③
　
5
年
度
公
共
事
業
関
係
費
（
2,1
90
億
円
）

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）

事
項
名

金
額

左
の
省
庁
別
内
訳

北
海
道
開
発
庁

沖
縄
開
発
庁

国
土
庁

厚
生
省

農
林
水
産
省

通
商
産
業
省

運
輸
省

建
設
省

1
．
治
山
・
治
水

19
,08
7
（
10
0）

2,6
74
（
14
.0）

43
0
（
2.3
）

47
0
（
2.5
）

0
（
―
）
2,1
52
（
11
.3）

0
（
―
）

61
2
（
3.2
）
12
,74
9（
66
.8）

治
水

15
,13
9
（
10
0）

2,2
98
（
15
.2）

37
3
（
2.5
）

23
1
（
1.5
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
12
,23
7（
80
.8）

治
山

2,0
32
（
10
0）

21
5（
10
.6）

24
（
1.2
）

0
（
―
）

0
（
―
）
1,7
93
（
88
.2）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

海
岸

1,9
16
（
10
0）

16
1
（
8.4
）

33
（
1.7
）

23
9（
12
.5）

0
（
―
）

35
9（
18
.7）

0
（
―
）

61
2（
31
.9）

51
2（
26
.7）

2
．
道
路
整
備

59
,63
5
（
10
0）

5,9
35
（
10
.0）

1,3
50
（
2.3
）

67
3
（
1.1
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
51
,67
7（
86
.7）

3
．
港
湾
・
漁
港
・
空
港

15
,10
6
（
10
0）

97
6
（
6.5
）
1,4
84
（
9.8
）
2,0
44
（
13
.5）

0
（
―
）
2,2
85
（
15
.1）

0
（
―
）
8,3
17
（
55
.1）

0
（
―
）

港
湾

8,4
78
（
10
0）

54
1
（
6.4
）

87
9（
10
.4）

1,1
11
（
13
.1）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
5,9
47
（
70
.1）

0
（
―
）

漁
港

3,8
07
（
10
0）

27
5
（
7.2
）

37
3
（
9.8
）

87
4（
23
.0）

0
（
―
）
2,2
85
（
60
.0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

空
港

2,8
21
（
10
0）

16
0
（
5.7
）

23
2
（
8.2
）

59
（
2.1
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
2,3
70
（
84
.0）

0
（
―
）

4
．
住
宅
対
策

35
,95
6
（
10
0）

1,3
04
（
3.6
）

25
4
（
0.7
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
34
,39
8（
95
.7）

5
．
下
水
道
・
環
境
衛
生
等
63
,52
0
（
10
0）

3,0
99
（
4.9
）

98
5
（
1.6
）

57
5
（
0.9
）
9,2
86
（
14
.6）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
49
,57
5（
78
.0）

下
水
道

44
,13
3
（
10
0）

2,6
11
（
5.9
）

29
8
（
0.7
）

26
（
0.1
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
41
,19
8（
93
.3）

環
境
衛
生

10
,44
3
（
10
0）

0
（
―
）

62
6
（
6.0
）

53
1
（
5.1
）
9,2
86
（
88
.9）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

公
園
等

8,9
44
（
10
0）

48
8
（
5.5
）

61
（
0.7
）

18
（
0.2
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
8,3
77
（
93
.7）

公
園

6,7
84
（
10
0）

48
8
（
7.2
）

61
（
0.9
）

18
（
0.3
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
6,2
17
（
91
.6）

再
開
発
等

2,1
60
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
2,1
60
（
10
0）

6
．
農
業
農
村
整
備

20
,56
9
（
10
0）

76
6
（
3.7
）

15
2
（
0.7
）

25
0
（
1.2
）

0
（
―
）
19
,40
1（
94
.3）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

7
．
林
道
・
工
業
用
水
等

4,7
74
（
10
0）

82
（
1.7
）

43
（
0.9
）

10
9
（
2.3
）

0
（
―
）
4,4
28
（
92
.8）

11
2
（
2.3
）

0
（
―
）

0
（
―
）

造
林

96
1
（
10
0）

50
（
5.2
）

19
（
2.0
）

15
（
1.6
）

0
（
―
）

87
7（
91
.3）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

林
道

3,2
20
（
10
0）

27
（
0.8
）

24
（
0.7
）

12
（
0.4
）

0
（
―
）
3,1
57
（
98
.0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

工
業
用
水

11
2
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

11
2
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

沿
岸
漁
場
整
備

39
4
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

39
4
（
10
0）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

離
島
電
気
等

87
（
10
0）

5
（
5.7
）

0
（
―
）

82
（
94
.3）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

電
気

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

簡
易
水
道

87
（
10
0）

5
（
5.7
）

0
（
―
）

82
（
94
.3）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

鉄
道
防
災

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）

0
（
―
）
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【平成 6年度】

8-135　 公共事業の配分のあり方に関する報
告

公共事業の配分のあり方に関する報告
 平成 5年11月26日

大蔵大臣　藤井　裕久　殿

 財政制度審議会会長　鈴木　永二

　財政制度審議会は、本年度、公共事業の配
分のあり方に関し、歳出の削減合理化等に関
する特別部会の下、公共事業に関する小委員
会を設置し、集中的な審議を行ってきた。同
小委員会報告は、歳出の削減合理化等に関す
る特別部会において了承され、更に総会にお
ける了承の上、ここに当審議会として報告す
る運びとなった。
　政府におかれては、本報告に提示した考え
方に沿い、公共事業の配分の見直しに勇断を
もって取り組まれるよう強く要望する。

財政制度審議会歳出の削減合理化等に 
関する特別部会委員・特別委員名簿　

部会長　○川勝　堅二　　㈱三和銀行会長
部会長
代　理　　貝塚　啓明　　東京大学教授

委　員　○飯田　経夫　　 国際日本文化研究
センター教授

　　　　◎石　　弘光　　一橋大学教授
　　　　○今井　　敬　　 新日本製鐵㈱代表

取締役社長
　　　　　川上　哲郎　　 住友電気工業㈱取

締役会長
　　　　　佐々波　楊子　慶応大学教授
　　　　　鈴木　永二　　 三菱化成㈱相談役
　　　　○高原　須美子　経済評論家
　　　　　竹内　道雄　　 ㈶資本市場研究会

理事長
　　　　　田中　豊蔵　　 ㈱朝日新聞社論説

主幹・取締役
　　　　　谷村　　裕　　 ㈶資本市場振興財

団顧問
　　　　　玉置　和宏　　 ㈱毎日新聞社論説

副委員長
　　　　　俵　孝太郎　　評論家
　　　　　中根　千枝　　 東京大学名誉教授
　　　　○長岡　　實　　 東京証券取引所理

事長
　　　　　藤井　直樹　　 ㈱サンシャインシティ

代表取締役社長
　　　　○堀川　健次郎　 ㈱日本経済新聞社

編集局総務
　　　　　正村　公宏　　専修大学教授
　　　　　盛田　昭夫　　 ソニー㈱代表取締

役会長
　　　　　柳島　佑吉　　 ㈱産業経済新聞社

論説副委員長
　　　　　吉本　　宏　　 日本銀行副総裁
　　　　　渡辺　恒雄　　 ㈱読売新聞社代表

取締役社長・主筆
特　別
委　員

伊部　恭之助　 ㈱住友銀行相談役
最高顧問

　　　　　岩間　英太郎　 ㈶発達科学研究教
育センター理事長

　　　　　河合　良一　　 ㈱小松製作所代表
取締役会長

　　　　　澤邉　　守　　 日本穀物検定協会
会長

　　　　　首藤　　堯　　 ㈶地域総合整備財
団理事長

　　　　　館　龍一郎　　 青山学院大学教授
　　　　　中西　陽一　　石川県知事
　　　　　永光　洋一　　 帝都高速度交通営

団総裁
　　　　○星野　進保　　 総合研究開発機構

理事長
　　　　　丸山　良仁　　 東日本建設業保証

㈱顧問
　　　　　山本　正淑　　 日本赤十字社社長



　上記委員のほか、矢田壯一（日本放送協会
解説委員室解説主幹）が平成 5年10月28日ま
で参加した。
（○印を付した委員及び特別委員は、公共事
業に関する小委員会に所属した委員及び特別
委員、◎印を付した委員は小委員長である。）

財政制度審議会公共事業に 
関する小委員会の審議経過

テーマ

第 1回
（10月12日）

○事務局説明
（公共事業の各事業の概要と課
題等）

第 2回
（10月26日）

○ヒアリング
（農林水産省、運輸省、建設省）

第 3回
（11月 9 日）

○ヒアリング
（兵庫県知事、金沢市市長、西
川町町長）

第 4回
（11月19日）

○小委員会報告素案　審議

第 5回
（11月26日）

○小委員会報告案　審議

1．はじめに
⑴　本格的な高齢化社会が到来する21世紀を
間近に控え、真に豊かさを実感できる社会
を実現するためには、今後社会資本整備を
着実に推進する必要がある。高齢化社会を
前に投資余力のある期間はわずかしか残さ
れておらず、また、財政事情が極めて深刻
になっている現在、従来のように各省の枠
の中に留まらず、真に緊急に整備が必要と
される分野に思い切った重点投資を行う必
要がある。
⑵　社会資本整備は、公的部門と民間部門及
び公的部門の中でも国と地方の適切な役割
分担の下で進められる必要がある。しかし
ながら、社会資本整備のうち国の役割とし
て進められる公共事業に関しては、近年、
その資金配分が硬直化してきているとの批
判がなされている。
⑶　石油ショック以降、我が国経済が高度成
長から安定成長へ移行するのに対応し、行
政改革を推進するため、徹底して歳出を抑
制しつつ、種々の制度改正を行ってきた。

公共事業についても同様に、総額を抑制し
事業実施の合理化を図り、その過程で、ま
ず各省庁の枠の中において公共事業を重点
的に配分してきた。その後、公共投資基本
計画等を踏まえ、最近になって、生活関連
重点化枠を設けるなど配分見直しに取り組
んできたが、省庁別の配分という観点から
みると大きな変化など生じていない。

⑷　バブル崩壊後、先行きの不透明な経済動
向の下で、公共事業の果たす景気調整機能
に対する期待は益々高まってきていると思
われるが、一方、公共事業の果たすもう一
つの重要な役割である資源配分機能につい
ては、近年、配分の硬直化により、必ずし
も適切な機能を果たしているとは言い難い。
このような公共事業における資源配分の硬
直化は、現世代だけでなく、将来世代にわ
たって影響が及ぶものであり、早急にこれ
を是正する必要がある。

　財政の本来の機能を十分に発揮させるため、
また財政資金を効率的に使用するため、財政
制度審議会は従来より歳出項目全般について
検討を行ってきている。以上のような認識の
下で、今年度は、公共事業の配分のあり方に
ついて集中的な検討を行った。
2  ．社会資本整備における公共事業の役割
　公共事業の配分を検討するにあたっては、
まず、公共事業が社会資本整備全体の中でど
のような役割を果たしているのかを明らかに
する必要がある。以下、順に、社会資本の範
囲、官民の役割分担、国と地方の役割分担、
各省庁の役割分担等について検討する。
⑴　社会資本の範囲
　社会資本とは、一般に、私的な利潤動機に
よる投資のみに委ねると、必要とされる資本
量が国民経済社会の必要性からみて、欠落す
るかあるいは著しく不均衡になる等好ましく
ない状態が発生すると考えられる資本とされ
ている。
　長い目で歴史を振り返ってみると、技術の
進歩や国民の価値観の変化等により、都市交
通において路面電車から地下鉄に変わったよ
うに、あるいは、学校や病院、鉄道のように
民間部門で相当部分を供給するようになるな
ど、具体的な社会資本の中身やその供給のあ
り方は時代の推移に応じて変化してきている。
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　社会資本とは、国民生活や経済活動に必要
不可欠な有形の資本である。最近、教育や文
化、伝統、あるいは人材育成といった次の世
代に残すべきものは全て社会資本に含めて考
えようとする意見もあるが、施設以外の部分
についてまで社会資本に含めることには無理
がある。
⑵　官民の役割分担
　社会資本には、道路や港湾のように外部効
果を持つことから公的部門が整備するものや、
病院や学校のように民間部門でも整備しうる
ものがある。そこで、どういう主体がどうい
う資金でこれを整備していくべきかというこ
とについて、検討する必要がある。
　基本的には、市場において収益性が確保で
きない基礎的な社会資本は公的主体が整備し、
それ以外の社会資本は民間主体が創意と工夫
を発揮して多様なニーズに対応するというこ
とになる。
　三公社の民営化の例をひくまでもなく、公
共性を有する財・サービスを供給する場合で
あっても民間部門で供給できる場合には、ま
ず民間部門の競争に委ねる方が効率的な供給
が可能である。公的部門で供給するのは、民
間部門に任せたのでは、全く、あるいはほと
んど供給されない財に限る方が良い。かかる
視点にたち、今後とも社会資本の官民の役割
分担を考えるべきである。
⑶　国と地方の役割分担
　社会資本整備にあたり公的部門の中で、国
と地方公共団体がどのように役割分担すべき
かが問題となる。
　社会資本整備に関する国の関与の仕方とし
ては、国が自ら整備主体となって費用を負担
するものと、地方公共団体が整備主体となる
ものに国が補助金等の形で費用負担するもの
がある。
　国が自ら整備主体となって行う事業は、影
響が広域に及び規模が大きい事業、あるいは
技術的に困難な事業、また、全国的見地から
重要である事業等の基準に沿う事業を原則と
すべきである。
　一方、地方公共団体が整備主体になる場合
の補助金は、ナショナルミニマムの必要性に
もかかわらず地方公共団体ごとの整備水準が
不均衡になる可能性のある公共施設を対象と

すべきである。その際、国の関与は社会資本
の分野でできるだけ基本的な部分に限定する
ことが望ましい。従って、その補助対象の範
囲、運用が地方公共団体の自主性を損なうこ
とがないよう常に見直す必要がある。
　小規模でかつ住民に身近な社会資本の整備
は、地方公共団体が自らの財源と自らの判断
で実施する地方単独事業によるべきである。
⑷　省庁間の役割分担
　国が関与して整備すべき社会資本について、
どの省庁が担当すべきかという問題を検討す
る必要がある。この点に関しては、各省庁が
本来果たすべき役割を踏まえ、例えば、建設
省は国土建設や住宅供給に、農林水産省は食
料の安定的確保や農村の活性化に、運輸省は
交通輸送対策に重点を置くことが望ましい。
各省で類似の事業を行っている場合は、その
事業の本来の事業目的に照らして、各省庁の
役割分担を見直すことが必要である。
　具体的には、建設省、農林水産省、運輸省
で実施されている道路、農道、臨港道路事業
等、建設省、農林水産省、厚生省で行われて
いる下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽
事業、さらには、運輸省、建設省、農林水産
省の三省で分割実施されている海岸事業につ
いては、各々の省庁が縦割的に独自の評価を
行うため、効率的な投資が損なわれたり、適
正な採択や進度調整が困難になるおそれがあ
る。
　しかしながら、この問題は最終的には行政
組織のあり方に係わる問題であり、慎重かつ
総合的な検討が必要である。従って、当面、
これらの事業については、関係省庁間で適切
な調整を行い、効率的な資金使用に努める必
要がある。
⑸ 　「公共事業関係費」の範囲の見直し
　国が自ら整備主体となったり、補助金とい
う形で地方公共団体の事業に関与して整備す
ることが適当とされた社会資本は、国の一般
会計予算の分類でいうと、「公共事業関係費」
と「その他施設費」によって整備されている。
　両者を比較すると、「公共事業関係費」が
対象とする事業は土木工事が中心であり、ま
た受益が特定し難く、その施設単体で効用を
発揮するものである。これに対し、「その他
施設費」が対象とする事業は建築工事が中心



であり、病院、学校等のように施設だけでは
効用を発揮できず医師、教員等が提供する公
共サービスが重要となるものである。
　しかしながら、「公共事業関係費」の対象は、
空港や上下水道等の整備事業が後から追加さ
れたように、幾多の変遷を経て現在に至って
おりその基本的性格が維持される限り、対象
範囲について硬直的に考える必要はない。こ
のような観点からすれば、最近の社会経済情
勢や国民のニーズを踏まえて、地下鉄等のイ
ンフラ整備についてはこれを「公共事業関係
費」の対象とすることも検討すべきである。
　公共事業予算に関連し、現在「その他施設
費」の対象となっている学術研究施設や社会
福祉施設についても、文教政策や社会福祉政
策の体系の中で、的確な位置づけを行いつつ
整備すべきである。具体的には、学術研究施
設は、将来の我が国の発展のために予算の重
点的配分に努めることが望ましい。また、社
会福祉施設については、高齢化社会の到来に
備えて着実な整備を行う必要がある。
　最近、財政法第四条に基づく公債発行対象
経費の範囲を拡大してはどうかという議論が
みられる。しかしながら、建設公債発行は一
定の耐用年数を有する資産の形成を行い、そ
こからの受益が将来世代にまで及ぶために、
例外的に認められているものである。耐用年
数の短い機器類にまでその対象範囲を拡大す
ることは、建設公債の名の下に事実上、赤字
公債を発行することになるので、財政節度堅
持の観点から行うべきではない。
3  ．公共事業予算の配分の考え方
⑴　配分の推移
　公共事業の事業別配分は、長い目でみれば、
国民のニーズや時代の要請に応えて変化して
きている。
　戦後の公共事業の歴史を概観してみると、
戦後復興期においては食料増産や治山、治水、
災害復旧等の国土保全に資する事業に重点投
資された。次いで、高度成長期には道路、港
湾等産業振興に資する事業が中心となった。
さらにそれ以降は、生活環境の改善を図るた
め、住宅、下水道、公園、環境衛生等国民生
活に身近な分野が重視されてきている。
　その間、各省庁の枠の中では、事業別配分
にそれなりの努力の跡がみられるものの、省

庁別配分の観点からみるとさしたる変化は起
きていない。特に、昭和50年代後半以降、行
財政改革が推進される中で公共事業予算が抑
制されたため、配分の固定化が進んできた。
その後平成 3年度に生活関連重点化枠が設け
られ、配分の見直しに取り組んできたが、重
点枠自体の規模が小さかったこともあり、全
体として大きな変化は生じていない。
⑵ 　配分の見直しにあたっての考え方
　公共事業の配分の見直しにあたっては、ま
ず、高齢化社会が本格化する21世紀までのわ
ずかな期間に、限られた資金を重点的・効率
的に使用することが最も重要な課題であるこ
とを確認せねばならない。
　また、公共事業の配分にあたっては、その
時々の社会経済情勢の変化や国民のニーズを
踏まえ、省庁の枠を超えて事業別に優先度を
つけることが重要であり、省庁別の配分比率
はその結果であるという考え方に立つべきで
ある。
⑶　配分の基準
　現行の各公共事業は、それぞれ複数の事業
項目から構成されているが、大別すれば、次
の通り、A生活環境整備、B国土保全、C産
業基盤整備の三つの類型に分離される。
A　住宅、下水道、農業集落排水、上水道、
廃棄物処理施設、公園、生活圏内道路、
等

B　治水、海岸、森林整備（治山、造林、
林道）、等

C　工業用水、漁港、沿岸漁場整備、港湾、
農業生産基盤、等

　三類型の優先順位は、上記⑵「配分の見直
しにあたっての考え方」の下で次の理由によ
りA、B、Cの順とすることが適当である。
A　生活環境整備については、国土保全、
産業基盤整備に比べ事業の本格的実施が
遅れたため、限られた期間に緊急に整備
をする必要があるところから、当面、集
中的に投資するよう努めるべきものであ
る。

B　国土保全については、我が国の自然的
特性からいって、特定の時期に完了する
といった性格のものではないので、長期
的視点から着実に実施していくべきであ
る。
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C　産業基盤整備については、これまでの
投資実績や国民経済に占める比重の変化
等を考慮すると、これからの我が国経済
の成長のために必要な分野には適切な配
慮をしながらも、全体としては、重点的
かつ抑制気味に扱うべきである。

　高速道路、拠点空港等は、上記の三類型に
分類し難いものではあるが、国土の骨格の形
成、あるいは、国際社会との交流のための基
盤的施設であり、各々の必要性を見極めなが
ら、着実に整備していくことが必要である。
　また、このような基準で配分した場合には、
現状に比べて都市重視の考え方であり、国土
の均衡ある発展に逆行するとの反論も予想さ
れる。
　しかしながら、都市においても、地方にお
いても最近の国民のニーズは便利で住みよい
生活環境を形成してほしいということであり、
下水道等の生活環境整備型の事業の多くは、

実際に、都会よりも地方でより多く実施され
ている実績がある。従って、上記の優先順位
による配分を行っても、都会重視になるとか
地域振興に反するということには決してなら
ない。
4．おわりに
　平成 6年度予算の編成にあたっては、今回
提示した考え方に沿ってできるだけ大幅な配
分見直しが実現されることを強く期待してい
る。もとより、配分の問題は平成 6年度だけ
に限られるものではなく、不断の検討が必要
であることは言うまでもない。政府は公共事
業に対するニーズの変化を的確に把握し、情
勢に応じた適切な配分に努めるよう希望して
おきたい。
（出所 ）「公共事業の配分のあり方に関する報

告　平成 5 年11月26日　財政制度審議
会」（財務省図書館所蔵）。



8-
13
6　
「
建
議
」
及
び
「
報
告
」
の
平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
主
な
措
置
状
況

 
（
総
論
）

「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

1
 ．
真
に
必
要
な
財
政
需
要
に
は
適
切
に
対
応
し
つ
つ
も
、
各

歳
出
項
目
に
つ
い
て
は
、
制
度
、
施
策
の
根
本
に
さ
か
の

ぼ
っ
た
従
来
以
上
に
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
い
、
限
ら
れ
た

財
政
資
金
の
重
点
的
、
効
率
的
な
配
分
に
努
め
る
べ
き
。

◎
 　
誠
に
深
刻
な
財
政
事
業
の
下
、
限
ら
れ
た
財
政
資
金
の
重
点
的
・
効
率
的
配
分
に
よ
り
「
21
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン
」
で
示
さ
れ
た
方
向
や
生

活
者
重
視
の
観
点
等
を
踏
ま
え
、
質
的
な
充
実
に
配
慮
。

〔
主
要
経
費
別
伸
率
の
推
移
〕 

（
単
位
：
％
）

2
年
度

3
年
度

4
年
度

5
年
度

6
年
度

社
会
保
障
関
係
費

6.6
5.1

4.3
3.2

2.6
文
教
及
び
科
学
振
興
費

3.6
5.5

5.4
2.4

2.4
恩
給
関

係
費

▲
1.0

▲
1.6

▲
1.4

▲
0.4

▲
0.8

防
衛
関

係
費

6.1
5.4
5

3.8
1.9
5

0.9
公
共
事
業
関
係
費

0.3
6.0

5.3
5.7

4.7
　
含
N
T
T
等
事
業
分

0.2
2.4

4.5
4.8

4.0
（
5.0
）

経
済
協

力
費

6.9
7.8

7.0
5.7

4.4
（

O
D

A
）

8.2
8.0

7.8
6.5

4.8
中
小
企
業
対
策
費

0.1
0.3

0.3
▲
0.2

▲
3.8

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費

3.8
8.1

6.6
3.8

3.2
食
糧
管

理
費

▲
5.5

▲
5.6

▲
8.3

▲
9.0

▲
11
.9

そ
の
他
の
事
項
経
費

2.7
4.6

5.1
3.3

1.5
一
般
歳

出
計

3.8
4.7

4.5
3.1

2.3
〔
経
　
常
〕

4.6
4.2

4.1
2.4

1.7
〔
投
　
資
〕

0.7
3.9

　
（
6.7
）

5.8
6.0

4.8

う
ち
社
会
福
祉
費

6.7
保
健
衛
生
対
策
費

3.3

う
ち
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金

2.3
国
立
学
校
特
会
繰
入

4.0
科
学
技
術
振
興
費

7.1

　
　
○
　
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
昭
和
35
年
度
（
0.6
％
）
以
来
の
1
％
を
切
る
低
い
伸
び
。

　
　
○
 　
O
D
A
に
つ
い
て
は
、
円
高
に
よ
る
影
響
や
5
年
度
3
次
補
正
の
追
加
額
（
80
億
円
）
を
加
味
す
れ
ば
、
実
質
的
に
概
ね
5
年
度

並
み
の
実
力
伸
率
を
確
保
。

　
　
○
 　
中
小
企
業
対
策
費
に
つ
い
て
は
、
商
工
会
経
営
指
導
員
人
件
費
等
の
地
方
交
付
税
措
置
へ
の
移
行
分
（
一
般
財
源
化
 2
37
億
円
）

を
含
め
た
中
小
企
業
対
策
総
予
算
ベ
ー
ス
で
対
前
年
度
 4
.3％
の
伸
び
を
確
保
。

　
　
○
 　
食
糧
管
理
費
に
つ
い
て
は
、
ピ
ー
ク
時
（
56
年
度
）
の
3
割
弱
。
一
方
、
一
般
農
政
費
に
つ
い
て
は
、
過
去
最
高
の
水
準
を
確
保
。

　
　
○
 　
3
年
度
公
共
事
業
関
係
費
、
及
び
〔
投
資
〕
欄
の
下
段
（
　
）
書
き
は
、
補
助
率
戻
し
分
を
含
ん
だ
も
の
。
ま
た
、
6
年
度
は
組

替
後
ベ
ー
ス
。

436　　Ⅲ　予算



平成 6年度　　437
「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

2
 ．
5
年
度
3
次
補
正
予
算
及
び
6
年
度
予
算
を
通
じ
て
可
能

な
限
り
景
気
に
配
慮
す
る
よ
う
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

◎
 　
一
般
歳
出
全
体
が
低
い
伸
び
と
な
っ
て
い
る
中
、
投
資
的
経
費
は
高
い
伸
び
を
確
保
。
ま
た
、
公
共
投
資
に
つ
い
て
も
、
5
年
度
3
次

補
正
に
よ
る
追
加
分
を
合
わ
せ
み
れ
ば
、
相
当
規
模
を
確
保
。

　
○
　
一
般
歳
出
等
の
伸
率
の
推
移
（
当
初
予
算
ベ
ー
ス
、
単
位
：
％
）

58
～
62

63
元

2
3

4
5

6
（
年
度
）

一
般
歳
出

▲
0.0

　
1.2

3.3
3.8

4.7
4.5

3.1
2.3

〔
経
　
常
〕

　
1.0

　
1.7

3.8
4.6

4.2
4.1

2.4
1.7
（
見
込
み
）

〔
投
　
資
〕

▲
3.2

▲
0.4

1.8
0.7

3.9
5.8

6.0
4.8
（
見
込
み
）

（
注
）
58
～
62
年
度
に
つ
い
て
は
、
平
均
伸
率
。
3
年
度
の
投
資
部
門
経
費
は
、
補
助
率
戻
し
分
除
き
。

　
○
　
公
共
投
資
の
規
模
の
確
保

　

4.0
％

公
共
事
業
関
係
費
〔
5
年
度
当
初
〕

8
兆
6,3
84
億
円

〔
6
年
度
当
初
〕

8
兆
9,8
46
億
円
 

（〔
5
年
度
3
次
補
正
〕

1
兆
6,0
45
億
円
）

22
.6％

3
 ．
N
T
T
株
式
売
却
収
入
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
に
貸
し

付
け
ら
れ
て
い
る
残
高
を
国
債
償
還
財
源
に
復
す
る
措
置
を

講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
定
率
繰
入
れ
を
停
止
し
て
も
、
6
年

度
に
お
け
る
国
債
整
理
基
金
の
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ

う
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
 　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
6
年
度
の
定
率
繰
入
れ
を

停
止
す
る
こ
と
は
、
当
面
の
財
政
運
営
の
た
め
に
や
む
を
得

な
い
。

◎
　
定
率
繰
入
れ
停
止
措
置
等
に
つ
い
て

建 設 公 債

産
業
投
資
特
会 地
方
公
共
団
体

3兆
　
84
9億
円

2兆
 2
,64
1億
円

定
率
繰
入
れ
の
停
止

Ｎ
Ｔ
Ｔ
事
業
貸
付
金

繰
上
償
還

Ｎ
Ｔ
Ｔ
償
還
時
補
助

　 　 基 金 特 会

国 債 整 理

一 般 会 計



（
各
論
）

「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

1
．
社
会
保
障

⑴
　
医
療
費
の
適
正
化

◯
 　
レ
セ
プ
ト
点
検
の
強
化
、
指
導
監
督
の
徹
底
な
ど
従
来
か

ら
の
施
策
を
更
に
推
進
す
る
ほ
か
、
長
期
入
院
の
是
正
、
検

査
、
投
薬
の
適
正
化
等
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
診
療
報
酬

の
合
理
化
、
薬
価
基
準
の
適
正
化
を
図
る
。

○
　
指
導
監
督
、
レ
セ
プ
ト
の
点
検
及
び
審
査
、
医
療
費
通
知
等
従
来
ベ
ー
ス
の
対
策
の
充
実
・
強
化
。

○
　
長
期
入
院
の
適
正
化
等
老
人
医
療
費
の
適
正
化
。

○
　
急
増
を
続
け
る
老
人
医
療
費
に
対
し
て
、

　
・
 　
適
正
な
自
己
負
担
や
い
わ
ゆ
る
社
会
的
入
院
の
是
正
等

を
内
容
と
す
る
診
療
報
酬
支
払
方
式
面
で
の
対
応
に
よ
り

医
療
費
の
無
駄
を
省
く
。

　
・
 　「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
」
の
着
実
な
実

施
等
に
よ
り
、
医
療
に
偏
ら
な
い
健
康
づ
く
り
や
在
宅
福

祉
な
ど
の
総
合
的
な
施
策
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
。

○
　
老
人
保
健
制
度
の
改
正
。

　
①
　
入
院
時
の
食
事
に
つ
き
、
定
額
自
己
負
担
の
導
入

　
②
　
在
宅
医
療
の
推
進

　
　
　
　
・
か
か
り
つ
け
医
師
機
能
を
診
療
報
酬
で
評
価

　
　
　
　
・
訪
問
看
護
事
業
の
拡
大
（
老
人
　
→
　
　
難
病
等
）

○
　「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
」
の
着
実
な
推
進
。

　
　
　
　
・
在
宅
福
祉
対
策
の
緊
急
整
備
　
　
　
　
　〔
5
年
度
〕　
　
 〔
6
年
度
〕

　
　
　
　
　
　
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
大
幅
な
増
員
　
　
52
,40
5人
　
→
　
59
,00
5人
　（
6,6
00
人
増
）
等

　
　
　
　
・
施
設
の
緊
急
整
備

　
　
　
　
　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備
　
　
　

　20
2千
床
　
→
　

　21
2千
床
　（
10
千
床
増
）
等

○
 　
医
療
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
医
療
計
画
を
基
本
と
し
つ

つ
、
病
院
・
病
床
等
の
適
正
配
置
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

病
床
過
剰
地
域
に
お
け
る
病
床
の
削
減
方
策
を
検
討
。

○
　
医
療
計
画
に
基
づ
く
病
床
規
制
の
実
施
。

⑵
　
医
療
保
険
制
度

◯
 　
医
療
費
の
適
正
・
公
平
な
負
担
、
医
療
保
険
制
度
の
安
定

及
び
患
者
の
サ
ー
ビ
ス
選
択
の
幅
の
拡
大
等
の
観
点
か
ら
、

公
的
医
療
保
障
の
給
付
・
内
容
に
つ
き
見
直
し
を
行
う
べ
き
。

特
に
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
・
高
度
化
し
て
い
る
入
院

給
食
等
に
つ
い
て
は
、
在
宅
医
療
の
患
者
と
の
バ
ラ
ン
ス
等

を
勘
案
し
つ
つ
、
付
添
看
護
・
介
護
の
是
正
や
在
宅
医
療
の

推
進
と
一
体
の
も
の
と
し
て
、
保
険
給
付
の
在
り
方
を
見
直

し
て
い
く
べ
き
。

○
 　
患
者
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
・
高
度
化
に
対
応
し
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
確
保
す
る
等
の
た
め
、
制
度
改
正
を
行
う
。

　
①
・
入
院
時
の
食
事
に
つ
き
、
定
額
自
己
負
担
の
導
入

　
　
　
　
　
患
者
の
自
己
負
担
　
　
　
一
日
（
3
食
）　
80
0円
　（
平
均
的
家
計
に
お
い
て
通
常
か
か
る
食
費
の
額
に
相
当
）

　
　
　
　
　
　
　
　
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
つ
い
て
は
 6
60
円

　
　
・
入
院
時
の
食
事
の
改
善

　
②
　
付
添
看
護
・
介
護
に
係
る
給
付
の
改
善

　
③
　
在
宅
医
療
の
推
進

　
　
　
　
・
か
か
り
つ
け
医
師
機
能
を
診
療
報
酬
で
評
価

　
　
　
　
・
訪
問
看
護
事
業
の
拡
大
（
老
人
　
→
　
　
難
病
等
）

　
④
　
出
産
育
児
一
時
金
の
創
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等
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平成 6年度　　439
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑶
　
国
民
健
康
保
険
制
度

◯
 　
国
庫
負
担
の
増
大
、
所
得
格
差
、
保
険
料
負
担
の
不
均
衡

な
ど
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
引
き
続
き
制
度
の
見
直

し
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

○
　
医
療
保
険
審
議
会
に
お
い
て
検
討
中
。

⑷
　
国
立
病
院
・
療
養
所

◯
 　
国
立
病
院
・
療
養
所
へ
の
一
般
会
計
繰
入
れ
に
つ
き
、
政

策
医
療
、
看
護
婦
養
成
等
繰
入
れ
対
象
と
す
べ
き
経
費
に
つ

い
て
の
基
準
を
5
年
度
予
算
に
お
い
て
設
け
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
引
き
続
き
こ
の
基
準
に
基
づ
く
予
算
編
成
を
行
う
べ
き
。

〔
5
年
度
予
算
〕

〔
6
年
度
予
算
〕

○
　
一
般
会
計
繰
入
れ
額

2,4
82
億
円

⇒
2,5
88
億
円

　
　
　
　
　
　
繰
入
れ
率

24
.9％

⇒
24
.9％

○
 　
経
営
合
理
化
を
図
る
た
め
、
施
設
の
統
廃
合
及
び
経
営
移

譲
を
実
施
す
る
と
と
も
に
非
効
率
な
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る

病
棟
を
集
約
す
る
等
、
引
き
続
き
、
経
営
の
改
善
に
努
力
す

べ
き
。

○
　
施
設
の
統
合

国
立
福
岡
中
央
病
院

国
立
病
院
九
州
医
療
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）

国
立
久
留
米
病
院

○
　
病
棟
集
約 病
床
減

△
15
0床

定
員
減

△
23
人



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑸
　
年
金

○
 　
年
金
制
度
が
成
熟
化
し
て
い
く
中
、
年
金
制
度
の
安
定
的

運
営
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
世
代
間
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た

れ
、
社
会
の
活
力
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
制
度

の
再
構
築
が
必
要
。

○
 　
そ
の
た
め
、
平
成
6
年
財
政
再
計
算
に
際
し
、
次
の
よ
う

な
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
①
 　
21
世
紀
初
頭
に
は
、
60
歳
台
前
半
期
の
年
金
の
在
り
方

に
つ
い
て
弾
力
的
な
仕
組
み
を
工
夫
し
た
上
で
、
本
格
的

な
年
金
の
支
給
年
齢
を
65
歳
か
ら
と
す
る
。

　
②
 　
年
金
額
改
定
に
つ
き
、
名
目
賃
金
の
伸
び
に
応
じ
見
直

し
て
き
た
従
来
方
式
を
改
め
、
現
役
世
代
の
実
質
的
な
賃

金
（
税
・
社
会
保
険
料
を
除
い
た
賃
金
）
の
動
向
に
応
じ

て
改
定
を
行
う
。

　
③
 　
保
険
料
に
つ
き
、
適
切
な
段
階
的
引
上
げ
を
行
う
。
厚

生
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、
現
役
世
代
内
の
負
担
の
公
平

の
観
点
に
立
ち
、
政
管
健
保
制
度
と
同
様
ボ
ー
ナ
ス
か
ら

も
保
険
料
を
徴
収
す
る
。

　
④
 　
失
業
給
付
と
老
齢
厚
生
年
金
の
併
給
に
つ
き
、
所
要
の

調
整
を
行
う
。

○
　
60
歳
台
前
半
の
厚
生
年
金
の
見
直
し
（
平
成
13
年
度
よ
り
実
施
）

　
　
　
・
 60
歳
台
前
半
の
年
金
は
、
65
歳
以
降
の
年
金
と
は
別
個
の
給
付
（
報
酬
比
例
部
分
の
年
金
）
と
し
、
20
01
年
度
（
平
成
13
年
度
）

か
ら
20
13
年
度
（
平
成
25
年
度
）
に
か
け
て
、
現
行
の
仕
組
み
か
ら
段
階
的
に
切
り
替
え
。

　
　
　
・
 働
く
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
障
害
者
や
長
期
加
入
者
（
45
年
以
上
加
入
者
）
に
は
、
65
歳
前
で
の
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
額

相
当
の
年
金
を
支
給
。

○
　
厚
生
年
金
の
再
評
価
の
方
式
の
変
更
（
平
成
6
年
10
月
実
施
）

　
　
　
　
現
役
世
代
の
税
・
社
会
保
険
料
を
除
い
た
手
取
賃
金
の
上
昇
率
を
用
い
て
再
評
価
。

○
　
保
険
料
率
の
引
上
げ
等

　
　〔
厚
生
年
金
〕

　
　
・
保
険
料
率
の
改
定
（
平
成
6
年
10
月
実
施
）

　
　
　
 　
制
度
の
長
期
的
安
定
を
図
る
た
め
、
5
年
毎
の
財
政
再
計
算
期
に
2.5
％
ず
つ
保
険
料
を
引
き
上
げ
る
こ
と
を
予
定
。
た
だ
し
、

今
回
の
改
正
に
際
し
て
は
、
2.5
％
引
上
げ
と
同
様
の
効
果
を
保
ち
つ
つ
、
引
上
げ
を
二
段
階
に
分
け
て
行
う
。

（
平
成
6
年
10
月
実
施
）

（
平
成
8
年
10
月
実
施
）

14
.5％

16
.5％

17
.35
％

　
・
ボ
ー
ナ
ス
か
ら
の
厚
生
年
金
保
険
料
徴
収
（
平
成
7
年
4
月
実
施
）

　
　
　
　
　
　
保
険
料
率
　
　
　
　
　
　
1.0
％
（
労
使
折
半
）

　
・
標
準
報
酬
等
級
の
改
定
（
平
成
6
年
10
月
実
施
）

　
　
　
　
　
　
上
限
　
　
　
　
　
　
　
53
万
円
　

　
59
万
円

　
　
　
　
　
　
下
限
　
　
　
　
　
　
　
8
万
円
　

　
9.2
万
円

　〔
国
民
年
金
〕

　
・
保
険
料
の
改
定
（
平
成
7
年
4
月
実
施
）

平
成
5
年
度

平
成
6
年
度

平
成
7
年
度

月
額

10
,50
0円

11
,10
0円

11
,70
0円

以
降
平
成
11
年
度
ま
で
毎
年
50
0円

（
平
成
6
年
度
価
格
）
ず
つ
引
上
げ

○
 　
雇
用
保
険
の
失
業
給
付
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
年
金
の
支
給
を
停
止
す
る
（
平
成
8
年
4
月
実
施
）。

　
　
　
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
一
定
の
調
整
（
標
準
報
酬
の
10
％
相
当
の
年
金
を
停
止
）
を
行
う
。

 
（
平
成
9
年
4
月
実
施
）
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「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑹
　
福
祉

○
 　
福
祉
施
策
に
つ
い
て
も
、
よ
り
適
正
な
負
担
を
求
め
て
い

く
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
運
営
の
効
率
化
・
合

理
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
 　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
措
置
施
設
に
お
け
る
費
用
徴
収
基
準
及
び
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
適
正
化
。

⑺
　
雇
用

○
①
 　
希
望
す
れ
ば
少
な
く
と
も
65
歳
ま
で
働
き
得
る
社
会
を

作
る
た
め
の
高
齢
者
の
雇
用
機
会
の
確
保

　
②
 　
女
性
労
働
力
に
お
い
て
年
齢
階
層
別
労
働
力
率
が
M
字

型
を
描
く
状
況
を
是
正
す
る
た
め
の
就
業
環
境
の
整
備

　
 を
は
じ
め
と
す
る
労
働
力
全
体
の
有
効
活
用
策
が
最
も
重
要

な
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
定
年
後
も
雇
用
を
継
続
す
る
高
齢

者
や
育
児
休
業
取
得
者
に
対
し
一
定
の
給
付
を
行
っ
て
職
業

生
活
の
円
滑
な
継
続
を
援
助
・
促
進
す
る
仕
組
み
を
雇
用
保

険
制
度
に
創
設
す
る
等
の
対
応
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

○
 　
雇
用
を
め
ぐ
る
社
会
経
済
の
変
化
に
対
応
し
高
齢
者
や
女
性
の
雇
用
継
続
の
援
助
、
促
進
等
を
図
る
た
め
、
雇
用
保
険
制
度
を
改
正

　
　
　
・
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
、
育
児
休
業
給
付
を
新
設
（
平
成
7
年
4
月
実
施
）

　
　
　
・
再
就
職
の
促
進
を
図
る
た
め
再
就
職
手
当
を
拡
充
（
平
成
6
年
4
月
実
施
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〔
5
年
度
〕　
　
　
　
　

　〔
6
年
度
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
就
職
促
進
給
付
　
　
　
　
　
3,0
60
億
円
　
　
⇒
　
　
4,2
16
億
円
　（
　
37
.8％
増
 ）

○
　
高
齢
者
が
65
歳
ま
で
現
役
と
し
て
働
け
る
環
境
づ
く
り
を
促
進

　
　
　
・
高
齢
期
雇
用
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
 

　
8
億
円
 （
　
皆
　
増
　
）

　
　
　
・
高
年
齢
者
キ
ャ
リ
ア
活
用
セ
ン
タ
ー
の
設
置
 

　
4
億
円
 （
　
皆
　
増
　
）

　
　
　
・
高
年
齢
者
雇
用
環
境
整
備
奨
励
金
の
創
設
 

　
24
億
円
 （
　
皆
　
増
　
）

　
　
　
・
高
齢
期
就
業
準
備
奨
励
金
の
創
設
 

　
8
億
円
 （
　
皆
　
増
　
）

○
　
女
性
労
働
力
の
就
業
環
境
の
整
備

　
　
　
・
レ
デ
ィ
ス
－
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
設
置
 

8
カ
所
　
　
⇒
 

11
カ
所
　（
　
3
カ
所
増
）

⑻
　
恩
給

○
 　
臨
時
行
政
調
査
会
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の
答
申

等
を
踏
ま
え
、
年
金
制
度
改
革
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た

見
直
し
を
引
き
続
き
推
進
す
べ
き
。ま
た
、新
規
の
個
別
改
善

は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
べ
き
。

○
 　
恩
給
年
額
を
平
成
6
年
4
月
か
ら
1.8
3％
引
き
上
げ
る
等
の
ほ
か
、
各
種
加
算
に
つ
い
て
は
公
的
年
金
の
財
政
再
計
算
と
同
様
の
引
上

げ
を
行
う
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

2
．
文
教
・
科
学
振
興

⑴
　
文
教
予
算
編
成
上
の
基
本
的
考
え
方

◯
 　
行
財
政
改
革
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え
つ
つ
、
初
等
中
等
教

育
と
高
等
教
育
と
の
間
で
の
財
源
配
分
の
見
直
し
を
進
め
、

初
等
中
等
教
育
に
つ
い
て
は
極
力
地
方
公
共
団
体
が
自
主
性

を
発
揮
で
き
る
よ
う
な
見
直
し
を
進
め
る
と
と
も
に
、
高
等

教
育
、
学
術
研
究
へ
資
金
の
重
点
配
分
を
図
る
こ
と
が
重
要
。

こ
の
た
め
、
国
と
地
方
の
機
能
分
担
及
び
費
用
負
担
の
在
り

方
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化
等
の
観
点
か
ら
、
各
種
経
費
の

見
直
し
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

○
　
初
等
中
等
教
育
の
分
野

　
①
 　
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
一
般
補
助
を
削
減
す
る
一
方
で
特
別
補
助
を
充
実
す
る
こ
と
と
し
、
全
体
と

し
て
総
額
の
25
％
相
当
額
を
削
減
。

　
②
 　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
等
に
つ
い
て
、
富
裕
団
体
調
整
措
置
の
対
象
を
現
行
の
不
交
付
団
体
か
ら
財
政
力
指
数
（
当
該
年
度
前
3

年
平
均
）
1.0
超
の
団
体
へ
変
更
。

　
③
　
公
立
学
校
施
設
整
備
費
に
つ
い
て
、
公
立
高
等
学
校
不
適
格
建
物
改
築
事
業
を
一
般
財
源
化
。

　
④
　
高
等
学
校
教
育
近
代
化
設
備
等
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
、
特
別
活
動
設
備
（
楽
器
、
ス
ポ
ー
ツ
用
具
等
）
を
一
般
財
源
化
。

　
⑤
　
高
等
学
校
産
業
教
育
設
備
費
等
負
担
金
等
の
補
助
対
象
を
1
個
又
は
1
組
当
た
り
5
万
円
以
上
の
も
の
に
限
定
。

　
⑥
　
理
科
教
育
等
設
備
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
、
高
等
学
校
分
の
補
助
対
象
を
1
個
又
は
1
組
当
た
り
4
万
円
以
上
の
も
の
に
限
定
。

○
　
高
等
教
育
の
分
野

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

　
①
　
科
学
研
究
費
補
助
金
の
増
額

73
6億
円

⇒
　82
4億
円
（
 　1
2.0
％
増
）

　
②
　
日
本
育
英
会
の
育
英
奨
学
事
業

　
　
・
　
大
学
院
修
士
課
程
に
有
利
子
貸
与
制
度
を
導
入

　
　
・
　
貸
与
人
員
の
増
員
　
　
大
学
院

31
,96
0人

⇒
35
,46
0人
（
3,5
00
人
増
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
学
学
部
・
短
大
（
1
年
次
）

71
,77
0人

⇒
75
,67
0人
（
3,9
00
人
増
）

　
③
　
日
本
学
術
振
興
会
の
特
別
研
究
員
の
増
員

1,7
00
人

⇒
2,1
00
人
（
 　4
00
人
増
）

　
④
　
国
立
大
学
の
高
度
化
推
進
特
別
経
費
の
増
額

52
億
円

⇒
　6
1億
円
（
 　1
7.7
％
増
）

　
　
　
国
立
大
学
の
研
究
基
盤
重
点
設
備
費
の
増
額

36
億
円

⇒
　4
6億
円
（
 　2
7.5
％
増
）

　
　
　
国
立
大
学
の
大
学
改
革
推
進
等
経
費
を
創
設

―
⇒

　3
0億
円
（
皆
　
　

　増
）

　
　
　
国
立
大
学
の
学
部
教
育
ハ
イ
テ
ク
設
備
費
を
創
設

―
⇒

　1
1億
円
（
皆
　
　

　増
）

⑵
　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

◯
 　
文
教
予
算
の
重
点
的
、
効
率
的
配
分
及
び
国
と
地
方
の
機

能
分
担
、
費
用
負
担
の
在
り
方
の
観
点
か
ら
、
制
度
の
目
的
、

発
足
以
来
の
経
緯
等
を
も
踏
ま
え
、
引
き
続
き
、
負
担
対
象

等
に
つ
い
て
見
直
し
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

○
 　
富
裕
団
体
調
整
措
置
の
対
象
を
、
現
行
の
不
交
付
団
体
か
ら
財
政
力
指
数
（
当
該
年
度
前
3
年
平
均
）
1.0
超
の
団
体
へ
変
更
（
な
お
、

こ
の
見
直
し
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
団
体
に
対
し
て
は
、
平
成
6
年
度
に
お
い
て
、
富
裕
団
体
調
整
額
の
3
分
の
1
相
当
額
を
激
変
緩
和

措
置
と
し
て
交
付
）。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

　
　
　
①
　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金

26
,89
1億
円

⇒
27
,51
0億
円
（
 
2.3
％
増
）

　
　
　
②
　
養
護
学
校
教
育
費
国
庫
負
担
金

1,0
77
億
円

⇒
1,1
75
億
円
（
 
9.1
％
増
）

○
 　
第
6
次
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
教
職
員
定
数
改
善
計
画
の

平
成
6
年
度
に
お
け
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
現
下
の
厳
し

い
財
政
事
情
等
を
踏
ま
え
て
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
。

○
 　
第
6
次
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
教
職
員
定
数
改
善
計
画
の
2
年
次
目
と
し
て
、
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
の
導
入
、
特
殊
教
育
諸
学
校

の
学
級
編
成
の
改
善
等
を
中
心
に
、
改
善
増
5,2
35
人
を
措
置
。
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「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑶
　
私
学
助
成

○
 　
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
私
学
の

独
自
性
の
発
揮
、
教
育
条
件
の
向
上
の
観
点
か
ら
、
よ
り
一

層
の
見
直
し
が
必
要
。

○
 　
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
、
私
立
大
学
・
大
学
院
等
教
育
研
究
装
置
施
設
整
備
費
補
助
、
私
立
大
学
研
究
設
備
整
備
費
等
補
助
金
に

つ
い
て
は
、
国
の
財
政
事
情
、
私
学
の
果
た
し
て
い
る
役
割
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
次
の
と
お
り
計
上
。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

　
　
　
①
　
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

2,6
55
.5億
円

⇒
2,7
33
.5億
円
（
 2
.9％
増
）

　
　
　
②
　
私
立
大
学
・
大
学
院
等
教
育
研
究
装
置
施
設
整
　
備
費
補
助
金

85
.5億
円

⇒
　

　87
.5億
円
（
 2
.3％
増
）

　
　
　
③
　
私
立
大
学
研
究
設
備
整
備
費
等
補
助
金

24
.5億
円

⇒
　

　26
.5億
円
（
 8
.2％
増
）

○
 　
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
に
つ
い
て
は
、
当

面
の
誘
導
措
置
と
し
て
発
足
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
国
と
地

方
の
機
能
分
担
、
費
用
負
担
の
あ
り
方
の
観
点
か
ら
、
制
度

改
正
を
含
め
見
直
し
を
行
う
べ
き
。

○
 　
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
一
般
補
助
に
つ
い
て
補
助
単
価
の
引
下
げ
（
▲
30
％
）
等
を
行
う
と
と
も
に
、

教
育
改
革
を
一
層
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
た
め
特
別
補
助
を
充
実
。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

　
　
　
　
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金

84
7億
円

⇒
　

　6
35
億
円
（
 25
.0％
減
）

⑷
　
義
務
教
育
教
科
書
無
償
給
与
制
度

◯
 　
家
計
で
の
消
費
と
り
わ
け
教
育
関
係
支
出
の
実
情
、
及
び

一
律
無
償
は
所
得
配
分
の
観
点
か
ら
適
当
で
な
く
、
ま
た
、

財
政
負
担
に
対
し
一
人
当
た
り
家
計
負
担
軽
減
額
が
わ
ず
か

で
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ
る
点

を
考
慮
し
て
、
今
後
、
有
償
化
に
つ
き
更
に
検
討
を
進
め
る

べ
き
。

○
　
教
科
書
有
償
化
問
題
に
つ
い
て
今
後
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
6
年
度
予
算
で
は
無
償
措
置
を
継
続
。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

　
　
　
　
義
務
教
育
教
科
書
購
入
費
 

44
0億
円

⇒
　

　4
34
億
円
（
 1
.4％
減
）

⑸
　
国
立
学
校
特
別
会
計

○
 　
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
の
間
で
財
源
配
分
の
見
直
し

を
行
っ
た
上
で
、
施
設
・
設
備
の
老
朽
化
、
狭
隘
化
が
特
に

著
し
い
大
学
に
つ
い
て
、
そ
の
施
設
等
の
整
備
、
改
善
を
重

点
的
、
計
画
的
に
進
め
る
べ
き
。
併
せ
て
、
教
育
研
究
体
制

の
高
度
化
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

○
　
施
設
・
設
備
の
老
朽
化
、
狭
隘
化
が
特
に
著
し
い
大
学
に
つ
い
て
、
そ
の
施
設
等
の
整
備
、
改
善
を
重
点
的
・
計
画
的
に
推
進
。

　
 　
ま
た
、
大
学
院
に
重
点
を
お
い
た
教
育
研
究
体
制
の
高
度
化
を
推
進
す
る
ほ
か
、
学
術
研
究
の
推
進
に
必
要
と
さ
れ
る
基
盤
的
な
研
究

設
備
の
整
備
を
推
進
。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

　
　
　
①
　
国
立
学
校
施
設
等
整
備
費

1,8
33
億
円

⇒
2,1
77
億
円
　

　（
18
.8％
増
）

　
　
　
②
　
基
幹
的
教
育
研
究
経
費

1,6
36
億
円

⇒
1,7
11
億
円
　

　（
 4
.6％
増
）

　
　
　
③
　
高
度
化
推
進
特
別
経
費

52
億
円

⇒
61
億
円
　

　（
17
.7％
増
）

　
　
　
④
　
研
究
基
盤
重
点
設
備
費

36
億
円

⇒
46
億
円
　

　（
27
.5％
増
）

　
　
　
⑤
　
大
学
改
革
推
進
等
経
費

―
　

⇒
　

　3
0億
円
　

　（
皆
 
増
）

　
　
　
⑥
　
学
部
教
育
ハ
イ
テ
ク
設
備
費

―
　

⇒
　

　1
1億
円
　

　（
皆
 
増
）

○
 　
国
立
大
学
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
私
立
大
学
と
の
格
差
の

現
状
、
高
等
教
育
改
善
等
の
た
め
の
特
別
会
計
の
自
己
財
源

確
保
の
必
要
性
に
も
配
慮
し
、
適
正
化
を
進
め
る
こ
と
が
必

要
。
な
お
、
学
部
別
授
業
料
の
つ
い
て
も
検
討
を
進
め
る
べ
き
。

○
　
国
立
大
学
授
業
料
の
引
上
げ
（
平
成
7
年
4
月
入
学
者
か
ら
）

41
1,6
00
円

⇒
44
7,6
00
円
　

　（
 8
.7％
増
）

（
月
額
3,0
00
円
、
年
額
36
,00
0円
の
引
上
げ
）

○
　
学
部
別
授
業
料
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑹
　
科
学
技
術

○
 　
基
礎
的
・
創
造
的
研
究
の
充
実
強
化
の
重
要
性
に
配
意
し

つ
つ
、
優
先
順
位
を
十
分
考
慮
し
て
、
重
点
的
・
効
率
的
な

資
金
配
分
を
行
う
こ
と
が
必
要
。

○
 　
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
性
、
緊

急
性
や
後
年
度
負
担
の
状
況
を
十
分
検
討
し
、
新
規
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
着
手
を
厳
に
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
既
定
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
も
緊
要
度
に
応
じ
て
進
度
調
整
を
図
る

べ
き
。

○
　
基
礎
的
・
創
造
的
研
究
の
充
実
強
化
に
重
点
配
分
。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

　
　
　
　
科
学
技
術
振
興
調
整
費

13
3億
円

⇒
15
5億
円
　

　（
16
.5％
増
）

　
　
　
　
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
研
究

27
億
円

⇒
32
億
円
　

　（
18
.9％
増
）

　
　
　
　
創
造
科
学
技
術
推
進
事
業

69
億
円

⇒
74
億
円
　

　（
8.6
％
増
）

　
　
　
　
独
創
的
個
人
研
究
育
成
制
度

14
億
円

⇒
17
億
円
　

　（
19
.5％
増
）

○
　
宇
宙
開
発
、
海
洋
開
発
等
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
着
実
な
推
進
。

　
　
　
　
地
球
観
測
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
技
術
衛
星
（
A
D
EO
S）

11
9億
円

⇒
18
4億
円
　

　（
54
.4％
増
）

　
　
　
　
大
型
海
洋
観
測
研
究
船
の
建
造
着
手

―
　

⇒
　

　1
9億
円
　

　（
皆
 
増
）

　
　
　
　
大
型
放
射
光
施
設
（
Sp
rin
g-
8）
の
建
設
費

90
億
円

⇒
11
0億
円
　

　（
21
.8％
増
）

○
　
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
資
す
る
科
学
技
術
の
振
興
。

　
　
　
　
地
震
予
知
研
究

24
億
円

⇒
35
億
円
　

　（
44
.1％
増
）

○
　
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
進
度
調
整
に
十
分
留
意
。

　
　
　
　
後
年
度
負
担
額
（
科
学
技
術
庁
所
管
一
般
会
計
予
算
）

2,8
54
億
円

⇒
2,7
15
億
円
（
13
9億
円
減
）

3
．
防
衛

◯
 　
現
在
、
防
衛
力
の
在
り
方
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
将
来
の
防
衛
関
係
費
の
硬
直
化
を
招
く
こ
と
の
な
い

よ
う
、
後
年
度
負
担
を
含
め
た
防
衛
関
係
費
全
般
に
わ
た
り
、

効
率
化
・
合
理
化
に
努
め
、
極
力
そ
の
抑
制
を
図
る
こ
と
が

必
要
。

　
 　
6
年
度
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情

や
現
下
の
財
政
事
情
等
を
勘
案
し
、
正
面
と
後
方
の
バ
ラ
ン

ス
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
そ
の
一
層
の
抑
制
を
図
る
べ
き
。

○
　
6
年
度
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
昭
和
35
年
度
以
来
の
低
い
伸
び
率
に
抑
制
（
0
％
台
は
34
年
振
り
。）
。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

　
　
　
　
防
衛
関
係
費

4
兆
6,4
06
億
円
（
　
＋
 1
.95
％
）

⇒
4
兆
6,8
35
億
円
（
　
＋
　
0.9
％
）

○
 　
装
備
品
の
調
達
等
に
係
る
後
年
度
負
担
に
つ
い
て
は
、
極

力
そ
の
抑
制
を
図
る
こ
と
が
重
要
。

○
　
新
規
後
年
度
負
担
の
抑
制
に
努
力
。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

　
　
　
　
新
規
後
年
度
負
担

1
兆
7,7
21
億
円
（
　
＋
　
3.4
％
）

⇒
1
兆
8,3
01
億
円
（
　
＋
　
3.3
％
）

　
　
　
　
　
　
う
ち
正
面

8,5
03
億
円
（
　
＋
　
2.1
％
）

⇒
8,5
79
億
円
（
　
＋
　
0.9
％
）

○
 　
基
地
周
辺
対
策
経
費
に
つ
い
て
は
、
現
下
の
財
政
事
情
を

踏
ま
え
、
引
き
続
き
一
層
の
抑
制
を
図
る
べ
き
。

○
　
基
地
周
辺
対
策
経
費
の
抑
制
に
努
力
。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

　
　
　
　
基
地
周
辺
対
策
経
費
（
契
約
ベ
ー
ス
）

1,6
27
億
円
（
　
＋
　
0.0
％
）

⇒
1,6
21
億
円
（
　
▲
　
0.3
％
）

444　　Ⅲ　予算



平成 6年度　　445
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

4
．
公
共
事
業

◯
 　
公
共
事
業
の
配
分
に
関
し
て
は
、
高
齢
化
社
会
が
本
格
化

す
る
21
世
紀
ま
で
の
わ
ず
か
な
期
間
に
真
に
緊
急
に
整
備
が

必
要
と
さ
れ
る
分
野
に
思
い
切
っ
た
重
点
投
資
を
行
う
必
要

が
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
そ
の
配
分
に
関
す
る
考
え
方
を

「
公
共
事
業
の
配
分
の
あ
り
方
に
関
す
る
報
告
」
に
お
い
て

示
し
た
。

　
 　
6
年
度
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
同
報
告
で
提
示
し
た

考
え
方
に
沿
い
、
公
共
事
業
の
配
分
の
見
直
し
に
取
り
組
む

べ
き
で
あ
る
。

○
　
公
共
事
業
関
係
費
の
規
模
の
確
保

　
　
6
年
度
当
初
予
算
で
は
、
一
般
会
計
の
伸
び
2.3
％
に
対
し
4.0
％
と
高
い
伸
び
。

　
 　
さ
ら
に
、
5
年
度
3
次
補
正
予
算
に
お
い
て
追
加
し
た
1
兆
6,0
45
億
円
を
加
え
れ
ば
、
相
当
規
模
の
公
共
事
業
関
係
費
を
確
保
。（
い

わ
ゆ
る
「
15
ケ
月
予
算
」）

〔
5
年
度
当
初
〕

4.0
％

〔
6
年
度
当
初
〕

〔
5
年
度
3
次
補
正
〕

8
兆
6,3
84
億
円

8
兆
9,8
46
億
円

＋
1
兆
6,0
45
億
円

（
22
.6％
）

（
参
考
 ）「
公
共
事
業
の
配
分
の
あ
り
方
に
関
す
る
報
告
」（
抄
）

3
．
公
共
事
業
予
算
の
配
分
の
考
え
方

⑶
　
配
分
の
基
準

　
現
行
の
各
公
共
事
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
事
業
項
目
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
大
別
す
れ
ば
、
次
の
通
り
、
A
生
活
環

境
整
備
、
B
国
土
保
全
、
C
産
業
基
盤
整
備
の
三
つ
の
類
型
に

分
類
さ
れ
る
。

　
A
 　
住
宅
、
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
、
上
水
道
、
廃
棄
物

処
理
施
設
、
公
園
、
生
活
圏
内
道
路
、
等

　
B
 　
治
水
、
海
岸
、
森
林
整
備
（
治
山
、
造
林
、
林
道
）、

等
　
C
 　
工
業
用
水
、
漁
港
、
沿
岸
漁
場
整
備
、
港
湾
、
農
業
生

産
基
盤
、
等

　
三
類
型
の
優
先
順
位
は
、
上
記
⑵
「
配
分
の
見
直
し
に
あ

た
っ
て
の
考
え
方
」
の
下
で
次
の
理
由
に
よ
り
、
A
、
B
、
C

の
順
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

　
A
 　
生
活
環
境
整
備
に
つ
い
て
は
、
国
土
保
全
、
産
業
基
盤

整
備
に
比
べ
事
業
の
本
格
的
実
施
が
遅
れ
た
た
め
、
限
ら

れ
た
期
間
に
緊
急
に
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
当
面
、
集
中
的
に
投
資
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。

○
　
生
活
関
連
分
野
へ
の
重
点
投
資

　
 　
財
政
制
度
審
議
会
報
告
を
尊
重
し
つ
つ
、
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
資
す
る
分
野
に
思
い
切
っ
て
重
点
配
分
。
具
体
的
に
は
、
住
宅
、

下
水
道
、
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
事
業
（「
生
活
環
境
整
備
型
」）
に
つ
い
て
は
思
い
切
っ
た
重
点
投
資
を
行
い
、
ま
た
、
治
山
、
治
水
、

海
岸
等
の
事
業
（「
国
土
保
全
型
」）
に
つ
い
て
は
、
着
実
な
伸
び
を
確
保
し
、
さ
ら
に
、
漁
港
、
港
湾
等
の
事
業
（「
産
業
基
盤
整
備
型
」）

に
つ
い
て
は
、
必
要
な
分
野
に
は
重
点
的
な
投
資
を
行
い
つ
つ
も
全
体
と
し
て
は
抑
え
気
味
の
配
分
。

（
対
前
年
度
伸
率
）

住
　
　
　
　
　
宅

6.6
％

治
　
　
　
　
　
水

3.0
％

漁
　
　
　
　
　
港

0.5
％

市
街
地
整
備

9.5
％

治
　
　
　
　
　
山

3.3
％

港
　
　
　
　
　
湾

0.7
％

下
　
　
水
　
　
道

7.0
％

海
　
　
　
　
　
岸

3.0
％

工
　
業
　
用
　
水

1.0
％

農
業
集
落
排
水

16
.3％

廃
棄
物
処
理
施
設

14
.4％

水
　
　
　
　
　
道

10
.0％

公
　
　
　
　
　
園

6.8
％

都
市
・
幹
線
鉄
道

8.5
％

一
　
般
　
公
　
共

4.1
％



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

　
B
 　
国
土
保
全
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
自
然
的
特
性
か
ら

い
っ
て
、
特
定
の
時
期
に
完
了
す
る
と
い
っ
た
性
格
の
も

の
で
は
な
い
の
で
、
長
期
的
視
点
か
ら
着
実
に
実
施
し
て

い
く
べ
き
で
あ
る
。

　
C
 　
産
業
基
盤
整
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
投
資
実
績

や
国
民
経
済
に
占
め
る
比
重
の
変
化
等
を
考
慮
す
る
と
、

こ
れ
か
ら
の
我
が
国
経
済
の
成
長
の
た
め
に
必
要
な
分
野

に
は
適
切
な
配
慮
を
し
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
は
、
重

点
的
か
つ
抑
制
気
味
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
。

　
高
速
道
路
、
拠
点
空
港
等
は
、
上
記
の
三
類
型
に
分
類
し
難

い
も
の
で
は
あ
る
が
、
国
土
の
骨
格
の
形
成
、
あ
る
い
は
、
国

際
社
会
と
の
交
流
の
た
め
の
基
盤
的
施
設
で
あ
り
、
各
々
の
必

要
性
を
見
極
め
な
が
ら
、
着
実
に
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
基
準
で
配
分
し
た
場
合
に
は
、
現
状
に

比
べ
て
都
市
重
視
の
考
え
方
で
あ
り
、
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展

に
逆
行
す
る
と
の
反
論
も
予
想
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
都
市
に
お
い
て
も
、
地
方
に
お
い
て
も
最

近
の
国
民
の
ニ
ー
ズ
は
便
利
で
住
み
よ
い
生
活
環
境
を
形
成
し

て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
下
水
道
等
の
生
活
環
境
整
備

型
の
事
業
の
多
く
は
、
実
際
に
、
都
会
よ
り
も
地
方
で
よ
り
多

く
実
施
さ
れ
て
い
る
実
績
が
あ
る
。
従
っ
て
、
上
記
の
優
先
順

位
に
よ
る
配
分
を
行
っ
て
も
、
都
会
重
視
に
な
る
と
か
地
域
振

興
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
。

○
　
公
共
事
業
関
係
費
の
シ
ェ
ア
の
変
更

　
 　
各
事
業
の
シ
ェ
ア
の
変
更
幅
の
合
計
は
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
各
々
約
1.6
％
、
省
庁
別
の
シ
ェ
ア
の
変
更
幅
は
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ

ス
各
々
約
0.9
％
と
極
め
て
大
き
な
も
の
。

（
％
）

58
’

59
’

60
’

61
’

62
’

63
’

元
’

2
’

3
’

4
’

5
’

6
’

事
業
別
シ
ェ
ア
の

変
更
幅
の
合
計

0.0
0.2

0.3
0.3

0.3
0.9

0.2
0.1

0.3
0.2

0.5
1.6

省
庁
別
シ
ェ
ア
の

変
更
幅
の
合
計

0.0
0.0

0.1
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.2
0.2

0.2
0.9
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平成 6年度　　447
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

5
．
政
府
開
発
援
助

◯
 　
量
的
拡
大
か
ら
、
内
容
面
に
お
け
る
一
層
の
重
点
化
・
効

率
化
が
更
に
重
要
。

1
 ．
一
般
会
計
O
D
A
に
つ
い
て
は
厳
し
い
財
政
事
情
の
中
で
は
あ
る
が
、
引
き
続
き
国
際
貢
献
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
円
高
に
よ
る
影
響
、

他
の
経
費
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
も
留
意
し
て
、
10
,63
4億
円
（
伸
率
4.8
％
）
を
計
上
（
過
去
最
低
の
伸
率
）。

◯
 　
平
成
6
年
度
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
厳
し
い
財
政
事

業
の
下
、
総
額
は
抑
制
し
つ
つ
、
環
境
・
人
口
等
地
球
的
規

模
の
問
題
に
対
処
し
て
い
く
と
と
も
に
、
開
発
途
上
国
の
自

助
努
力
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
人
造
り
支
援
の
分
野
に
財
源

の
重
点
配
分
を
行
う
な
ど
、
真
に
効
果
的
な
援
助
を
目
指
す

こ
と
が
必
要
。

2
 ．
総
額
の
伸
び
は
抑
制
し
つ
つ
、
財
源
の
重
点
配
分
を
行
い
、
真
に
効
率
的
な
援
助
を
目
指
す
。

　
⑴
 　
環
境
、
人
口
な
ど
の
地
球
的
規
模
の
問
題
や
、
人
権
、
難
民
、
民
主
化
支
援
な
ど
の
今
日
的
課
題
へ
の
取
り
組
み
。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

・
　
国
連
環
境
基
金
拠
出
金

2,2
62
万
㌦

3,6
03
万
㌦
（
　

　＋
59
.3％
）

・
　
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
計
画
拠
出
金

8,3
00
万
㌦

10
,00
0万
㌦
（
　

　＋
20
.5％
）

・
　
国
連
婦
人
開
発
基
金
等
拠
出
金

12
8万
㌦

17
8万
㌦
（
　

　＋
39
.1％
）

　
⑵
　
開
発
途
上
国
に
お
け
る
人
造
り
を
支
援
す
る
た
め
の
技
術
協
力
。

・
　
国
際
協
力
事
業
団
に
よ
る
技
術
協
力
の
拡
充

　
　
う
ち
　
研
修
員
受
入
れ

6,9
20
人

7,1
40
人
（
 　
22
0人
増
）

　
　
　
　
　
青
年
海
外
協
力
隊
新
規
派
遣

1,0
30
人

1,1
10
人
（
　
　
80
人
増
）

・
　
留
学
生
関
係
（
途
上
国
か
ら
の
留
学
生
受
入
れ
）

26
0億
円

29
4億
円
（
　

　＋
13
.2％
）

・
　
海
外
に
お
け
る
日
本
語
教
育
支
援

20
.4億
円

23
.3億
円
（
　

　＋
14
.2％
）

　
⑶
 　
こ
の
他
、
草
の
根
レ
ベ
ル
で
き
め
細
か
い
執
行
の
で
き
る
「
小
規
模
無
償
資
金
協
力
」、
災
害
被
災
者
、
難
民
救
済
に
機
動
的
に
対

応
で
き
る
「
災
害
援
助
」
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
拡
充
。
ま
た
、
N
GO
の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
の
補
助
金
を
拡
充
。

・
　
小
規
模
無
償

10
億
円

15
億
円
（
　

　＋
50
.0％
）

・
　
災
害
無
償

40
億
円

53
億
円
（
　

　＋
32
.5％
）

・
　
N
GO
事
業
補
助
金

4.4
億
円

5.4
億
円
（
　

　＋
22
.7％
）

　
　（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
補
償
支
援
制
度
創
設
）



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

6
．
農
業

⑴
　
農
業
関
係
予
算
の
合
理
化
・
重
点
化

　
 　
経
営
感
覚
に
優
れ
た
効
率
的
・
安
定
的
経
営
体
を
育
成
し
、

こ
う
し
た
経
営
体
が
生
産
の
大
宗
を
担
う
農
業
構
造
が
実
現

さ
れ
る
よ
う
、
財
政
資
金
の
効
率
的
、
重
点
的
配
分
に
努
め

て
い
く
こ
と
が
必
要
。
そ
の
際
、
補
助
金
に
つ
い
て
生
産
対

策
関
係
の
施
設
・
機
会
等
に
係
る
も
の
を
中
心
に
効
率
化
、

重
点
化
の
観
点
か
ら
見
直
し
を
進
め
る
と
と
も
に
、
融
資
の

積
極
的
活
用
を
図
る
べ
き
。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

○
　
農
林
水
産
関
係
予
算
総
額

33
,68
0億
円

⇒
34
,18
8億
円
（
　
　
1.5
％
増
）

　
　
　
　
公
共
事
業
関
係
費

18
,22
6億
円

⇒
18
,55
9億
円
（
　
　
1.8
％
増
）

　
　
　
　
食
　
糧
　
管
　
理
　
費

3,1
13
億
円

⇒
2,7
43
億
円
（
　
 1
1.9
％
減
）

　
　
　
　
一
　
般
　
農
　
政
　
費

12
,34
1億
円

⇒
12
,88
6億
円
（
　
　
4.4
％
増
）

　
　
　
　（
注
）
N
T
T
償
還
時
補
助
は
除
い
て
い
る
。

○
　
経
営
体
の
育
成
強
化

　
①
　
総
合
的
融
資
制
度
の
確
立

　
　
 　
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
基
づ
く
経
営
改
善
計
画
の
認
定
を
受
け
た
農
業
者
の
計
画
に
即
し
た
経
営
展
開
を
資
金
面
で
着
実
に

支
援
す
る
総
合
的
融
資
制
度
を
確
立
す
る
。

　
　
ア
　
農
業
経
営
基
盤
強
化
資
金
（
仮
称
）
創
設
　
　
　
融
資
枠
　
　
　
40
0億
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
利
　
　
　
3.5
％
（
利
子
助
成
に
よ
り
実
行
金
利
2.0
％
）

　
　
イ
　
農
業
経
営
改
善
促
進
資
金
（
仮
称
）
創
設
　
　
　
融
資
枠
　
　
　
2,0
00
億
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
利
　
　
　
3.3
％
（
変
動
制
）

　
②
　
経
営
規
模
拡
大
等
関
連
資
金
の
拡
充

　
　
　
農
林
公
庫
に
お
け
る
農
業
の
経
営
規
模
拡
大
等
に
資
す
る
農
地
等
取
得
資
金
等
の
融
資
枠
を
拡
大
す
る
。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

　
　
　
農
林
公
庫
貸
付
計
画
額

6,0
00
億
円

⇒
6,0
00
億
円
（
　
　
0.0
％
　
）

　
　
　
　
う
ち
農
地
等
取
得
資
金
等
の
3.5
％
資
金
融
資
枠

1,0
78
億
円

⇒
1,3
78
億
円
（

　　
27
.8％
増
）

　
③
　
農
業
経
営
育
成
促
進
農
業
構
造
改
善
事
業
の
創
設

　
　
 　
足
腰
の
強
い
地
域
農
業
を
確
立
す
る
た
め
、
経
営
体
育
成
の
た
め
の
指
導
等
と
有
機
的
連
携
を
図
り
つ
つ
、土
地
基
盤
整
備
、農
業
近

代
化
施
設
等
を
重
点
的
か
つ
短
期
的
（
2
年
間
）
に
整
備
す
る
事
業
を
農
業
構
造
改
善
事
業
の
中
に
創
設
す
る
（
6
年
度
　
10
0億
円
）。

○
　
農
業
の
生
産
性
の
向
上
と
農
村
の
生
活
環
境
整
備
の
推
進

　
 　
効
率
的
・
安
定
的
な
経
営
体
の
育
成
等
を
通
じ
た
国
内
農
業
の
体
質
強
化
を
図
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
農
村
地
域
の
生
活
環
境
整
備
の

促
進
を
図
る
観
点
か
ら
の
予
算
の
重
点
化
を
行
う
。

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

　
　
　
農
業
農
村
整
備
事
業

11
,54
3億
円

⇒
11
,68
2億
円
（
　
　
1.2
％
増
）

　
　
　
　
う
ち
高
生
産
性
大
区
画
ほ
場
整
備
事
業

24
1億
円

⇒
26
9億
円
（

　　
11
.6％
増
）

　
　
　
　
　
　
担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業

53
億
円

⇒
26
8億
円
（
　
40
5.3
％
増
）

　
　
　
　
　
　
担
い
手
育
成
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業

―
　

⇒
67
億
円
（
　
皆
　
　
増
）

　
　
　
　
　
　
農
業
集
落
排
水
事
業

1,0
03
億
円

⇒
1,1
66
億
円
（

　　
16
.3％
増
）

　
　
　
　
　
　
中
山
間
活
性
化
総
合
整
備
事
業

30
0億
円

⇒
34
3億
円
（

　　
14
.4％
増
）
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平成 6年度　　449
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
　
補
助
事
業
の
重
点
化
等

　
①
 　
農
業
構
造
改
善
事
業
費
補
助
金
、
山
村
等
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金
等
に
お
い
て
、
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー
、
多
目
的
集
会
施
設
等
に

対
す
る
補
助
を
廃
止
（
5
年
度
実
績
：
39
億
円
減
）

　
②
 　
農
業
構
造
改
善
事
業
費
補
助
金
、
先
進
的
農
業
生
産
推
進
対
策
事
業
費
補
助
金
等
に
お
い
て
施
設
、
機
械
等
の
一
部
を
補
助
対
象
か

ら
外
し
、
融
資
化

⑵
　
食
糧
管
理
制
度

　
 　
食
糧
管
理
に
係
る
財
政
負
担
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な

観
点
か
ら
引
き
続
き
一
層
の
縮
減
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

①
　
生
産
者
及
び
消
費
者
米
麦
価

　
 　
今
後
の
米
麦
価
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
内
外
価
格
差
縮

小
・
政
府
管
理
経
費
縮
減
・
コ
ス
ト
逆
ザ
ヤ
の
縮
小
を
進
め

て
い
く
こ
と
が
必
要
。

○
　
食
糧
管
理
費

〔
5
年
度
〕

〔
6
年
度
〕

3,1
13
億
円

⇒
2,7
43
億
円
（

　　
11
.9％
減
）

　
①
　
食
糧
管
理
特
別
会
計
繰
入

　
　
 　
食
管
調
整
勘
定
繰
入
に
つ
い
て
は
、
米
麦
に
関
す
る
適
切
な
需
給
管
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
措
置
す
る
と
と
も
に
、
5
年
産
米
の
異
例

の
不
作
に
伴
う
取
扱
数
量
の
減
等
を
適
正
に
反
映
さ
せ
、
政
府
管
理
経
費
の
見
直
し
等
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
き
る
限
り
の
節
減

を
図
る
。

　
　
　
調
整
勘
定
繰
入

2,1
00
億
円

⇒
1,9
00
億
円
（
　
　
9.5
％
減
）

②
　
水
田
営
農
活
性
化
対
策
費

1,0
13
億
円

⇒
84
3億
円
（

　　
16
.8％
減
）

　
　（
参
考
）
転
作
等
目
標
面
積

67
6千
ha

⇒
60
0千
ha

　　
　
　
　
　

　　
　
　〔
注
 〕
食
糧
管
理
費
　
2,7
43
億
円
は
、
ピ
ー
ク
時
（
56
年
度
、
9,9
48
億
円
）
の
3
割
弱
。
ま
た
、
食
管
特
会
調
整
勘
定
繰
入
　
1,9
00

億
円
は
、
ピ
ー
ク
時
（
51
年
度
、
7,6
90
億
円
）
の
4
分
の
1
弱
。

②
　
学
校
給
食
用
米
穀
値
引
制
度

　
 　
学
校
給
食
用
米
穀
の
値
引
き
に
つ
い
て
見
直
し
を
図
っ
て

い
く
こ
と
が
必
要
。
そ
の
際
、
現
在
の
自
主
流
通
米
中
心
と

な
っ
て
い
る
米
の
流
通
・
消
費
の
実
態
を
踏
ま
え
、
今
後
米

飯
給
食
に
対
し
て
も
、
よ
り
自
主
流
通
米
を
活
用
す
る
方
向

で
検
討
す
べ
き
。

○
　
学
校
米
飯
給
食
助
成
の
節
減
合
理
化

　
　
　
自
主
流
通
米
の
供
給
（
4
～
10
月
）
に
よ
る
助
成
の
節
減

12
億
円
減

　
　
　
父
兄
負
担
（
標
準
的
な
自
主
流
通
米
の
場
合
）

16
0円
／
月

⇒
17
0円
／
月
（

　　
　
7
％
増
）

　
　
　
今
後
と
も
自
主
流
通
米
の
割
合
が
高
ま
る
よ
う
努
力

　（
参
考
）
学
校
給
食
用
牛
乳
供
給
事
業
交
付
金

　
　
　
　
　
　
 学
乳
供
給
日
数
区
分
に
応
じ
学
校
単
位
で
助
成
す
る
現
行
方
式
の
助
成
単
価
を
縮
減
（
10
％
減
）
す
る
と
と
も
に
 

 
学
乳
供
給
の
合
理
化
を
推
進
す
る
た
め
の
方
策
を
導
入



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

7
．
運
輸

⑴
 　
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
債
務
の
処
理

◯
 　
最
終
的
に
国
に
お
い
て
処
理
す
べ
き
債
務
が
巨
額
に
上
る

と
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
問
題
の
重
要
性
に
つ
き

広
く
国
民
の
理
解
を
求
め
つ
つ
、
6
年
度
に
お
い
て
も
土
地

売
却
収
入
の
確
保
に
最
大
限
努
力
す
る
な
ど
資
産
処
分
を
進

め
、
国
鉄
清
算
事
業
団
の
長
期
債
務
の
償
還
に
努
め
る
べ
き
。

○
 　
平
成
6
年
度
に
お
い
て
も
、
土
地
売
却
収
入
の
確
保
に
最
大
限
努
め
る
ほ
か
、
JR
株
式
売
却
収
入
、
鉄
道
整
備
基
金
か
ら
の
収
入
、

補
助
金
収
入
等
に
よ
り
債
務
償
還
を
進
め
る
。

（
参
考
）
国
鉄
清
算
事
業
団
の
長
期
債
務
の
見
込
み

平
成
5
年
度
首

平
成
6
年
度
首

平
成
7
年
度
首

26
.6兆
円

25
.9兆
円

25
.8兆
円

（
平
成
5
年
度
）

発
生
金
利
等

資
産
処
分
収
入
に
よ
る
債
務
減

　
　
・
土
地
処
分
収
入

　
　
・
JR
株
式
売
却
収
入

　
　
・
鉄
道
整
備
基
金
収
入

　
　
・
補
助
金

　
　
・
そ
の
他
収
入

（
見
込
み
）

（
平
成
6
年
度
）

（
予
算
）

1.5
兆
円

発
生
金
利
等

1.5
兆
円

△
2.2
兆
円

資
産
処
分
収
入
に
よ
る
債
務
減

△
1.6
兆
円

0.9
兆
円

　
　
・
土
地
処
分
収
入

1.0
兆
円

1.1
兆
円

　
　
・
JR
株
式
売
却
収
入

0.3
兆
円

0.1
兆
円

　
　
・
鉄
道
整
備
基
金
収
入

0.1
兆
円

0.1
兆
円

　
　
・
補
助
金

0.1
兆
円

0.1
兆
円

　
　
・
そ
の
他
収
入

0.0
兆
円

450　　Ⅲ　予算



平成 6年度　　451
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
　
整
備
新
幹
線
問
題

◯
 　
3
線
5
区
間
以
外
の
区
間
の
新
た
な
着
工
や
規
格
の
変
更

に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
極
め
て
大
き
な
問
題
が
あ
る
。

　
①
 　
新
幹
線
建
設
の
た
め
確
保
さ
れ
て
い
る
財
源
は
3
線
5

区
間
で
手
一
杯
で
あ
り
、
追
加
的
に
必
要
な
膨
大
な
財
源

確
保
の
目
処
は
全
く
立
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
整
備
新
幹

線
の
収
支
採
算
性
は
極
め
て
乏
し
く
、
JR
が
50
％
の
事

業
費
を
負
担
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
。

　
　
 　
現
在
の
公
的
助
成
比
率
（
50
％
）
を
超
え
て
助
成
を
行

う
こ
と
は
、
整
備
新
幹
線
が
私
企
業
で
あ
る
JR
の
事
業

用
施
設
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
国
鉄
改
革
の
趣
旨
・

行
財
政
改
革
の
趣
旨
に
も
反
す
る
。

　
②
 　
清
算
事
業
団
債
務
の
う
ち
最
終
的
に
国
が
処
理
す
べ
き

債
務
が
膨
大
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
中
、
更
に
、
巨
額
の

負
担
を
後
世
に
残
す
こ
と
に
つ
き
国
民
の
理
解
を
得
が
た

い
。

　
③
 　
JR
を
第
二
の
国
鉄
と
し
な
い
た
め
に
並
行
在
来
線
の

経
営
分
離
が
必
要
だ
が
、
3
線
5
区
間
以
外
で
経
営
分
離

の
見
通
し
は
全
く
立
っ
て
い
な
い
。

　
 　
3
線
5
区
間
は
既
に
約
2
兆
円
の
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

な
っ
て
お
り
、
し
か
も
進
捗
割
合
が
10
％
強
と
い
う
段
階
で

あ
り
、
今
後
の
事
業
費
の
増
嵩
等
を
考
慮
す
る
と
、
現
在
の

計
画
で
す
ら
達
成
は
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
、
高
速
道
路
・

空
港
等
を
含
め
た
総
合
的
な
交
通
体
系
の
一
つ
と
し
て
検
討

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
 　
財
源
、
収
支
採
算
性
、
並
行
在
来
線
の
問
題
等
を
考
え
れ

ば
、
現
時
点
に
お
い
て
は
3
線
5
区
間
以
外
の
区
間
の
着
工

や
規
格
の
変
更
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
。
従
っ
て
、
基
本
的

枠
組
み
に
従
っ
て
、
3
線
5
区
間
に
限
定
し
て
建
設
を
着
実

に
進
め
て
い
く
べ
き
。

○
　
既
に
着
工
し
て
い
る
3
線
5
区
間
に
限
定
し
て
建
設
を
着
実
に
推
進
す
る
。

○
 　
3
線
5
区
間
以
外
の
区
間
の
新
た
な
着
工
や
規
格
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
平
成
6
年
2
月
8
日
の
大
蔵
・
自
治
・
運
輸
三
大
臣
の
申
し

合
わ
せ
に
よ
り
「
3
線
5
区
間
以
外
の
区
間
（
3
線
5
区
間
の
規
格
の
変
更
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
財
源
を
見
出
す
こ
と
を
前

提
と
し
て
、
平
成
9
年
以
降
新
し
い
基
本
ス
キ
ー
ム
を
検
討
し
、
そ
の
成
案
を
得
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
際
、
国
及
び
地
域
の
財
政
事
情
、

JR
の
健
全
な
経
営
の
確
保
等
に
配
慮
す
る
。
ま
た
、
収
支
採
算
性
の
見
通
し
、
JR
の
同
意
、
並
行
在
来
線
の
経
営
分
離
に
つ
い
て
の
沿

線
地
方
公
共
団
体
の
同
意
、
用
地
確
保
の
見
通
し
等
所
要
の
要
件
が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。

〔
参
　
考
〕

区
　
　
　
　
　
分

5
年
度
事
業
費

6
年
度
事
業
費

整 備 新 幹 線 建 設 の 事 業 費

〔
新
幹
線
建
設
事
業
費
〕

1,5
91
億
円

1,8
29
億
円

北
陸
新
幹
線
（
高
崎
・
長
野
）

1,2
74
億
円

1,5
01
億
円

東
北
新
幹
線
（
盛
岡
・
青
森
）

84
億
円

88
億
円

九
州
新
幹
線
（
八
代
・
西
鹿
児
島
）

75
億
円

79
億
円

北
陸
新
幹
線
（
金
沢
・
石
動
）

48
億
円

50
億
円

北
陸
新
幹
線
（
糸
魚
川
・
魚
津
）

20
億
円

21
億
円

鉄
道
駅
緊
急
整
備
事
業

90
億
円

90
億
円

整
備
新
幹
線
建
設
推
進
準
備
事
業
費

20
億
円

30
億
円



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

8
．
地
方
財
政
・
補
助
金
等

◯
 　
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の
答
申
等
を
踏
ま
え
、
地
方

財
政
の
歳
出
規
模
の
拡
大
を
厳
し
く
抑
制
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
。

○
 　
6
年
度
に
お
い
て
は
、
景
気
に
十
分
配
慮
し
て
地
方
投
資
単
独
事
業
に
つ
い
て
5
年
度
と
同
じ
12
％
と
い
う
高
い
伸
び
を
維
持
す
る
一

方
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
答
申
等
の
趣
旨
に
従
い
、
国
と
同
様
、
極
力
、
経
費
の
節
減
合
理
化
に
努
め
、
総
額
を
抑
制
。

　【
歳
出
規
模
】

　
・
　
名
目
歳
出
ベ
ー
ス

　
　
　
　
　
約
80
兆
9,2
00
億
円
程
度
　
対
前
年
度
　
5.9
％
の
増
　（
5
年
度
　
2.8
％
の
増
）

　
・
　
N
T
T
繰
上
償
還
額
を
除
い
た
ベ
ー
ス

　
　
　
　
　
約
79
兆
1,4
00
億
円
程
度
　
対
前
年
度
　
3.6
％
の
増
　（
5
年
度
　
2.8
％
の
増
）

　
・
　
N
T
T
繰
上
償
還
額
及
び
地
方
投
資
単
独
事
業
を
除
い
た
ベ
ー
ス

 
対
前
年
度
　
1.2
％
の
増
　（
5
年
度
　
2.5
％
の
増
）

　（
注
 ）
5
年
度
の
N
T
T
繰
上
償
還
額
及
び
地
方
投
資
単
独
事
業
を
除
い
た
ベ
ー
ス
の
伸
率
は
、
6
年
度
の
伸
率
と
の
比
較
の
た
め
、
4
年

度
に
計
上
さ
れ
た
臨
時
財
政
特
例
債
償
還
基
金
を
除
い
た
ベ
ー
ス
で
算
出
。

◯
 　
平
成
6
年
度
の
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
、
近
年
に
な
く
極

め
て
厳
し
い
状
況
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
国

の
財
政
事
情
も
誠
に
深
刻
な
状
況
に
立
ち
至
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
平
成
6
年
度
の
地
方
財
政
対
策
の
具

体
的
方
策
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
適

切
に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
。

1
．
6
年
度
の
地
方
財
政
は
、

　
⑴
 　
6
年
度
の
所
得
税
等
の
減
税
に
よ
り
地
方
交
付
税
が
12
,43
2億
円
、
個
人
住
民
税
等
の
減
税
に
よ
り
地
方
税
等
が
16
,46
1億
円
、
そ

れ
ぞ
れ
減
少
。

　
⑵
　
減
税
の
影
響
を
除
く
通
常
収
支
で
み
て
も
29
,88
6億
円
の
財
源
不
足
。

2
 ．
6
年
度
の
地
方
財
政
対
策
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
近
年
に
な
く
極
め
て
厳
し
い
地
方
財
政
の
状
況
を
踏
ま
え
、
地
方
財
政
の
円
滑
な
運

営
に
支
障
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
⑴
　
減
税
の
影
響
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
に
よ
り
全
額
を
補
塡
。

　
　
①
　
地
方
交
付
税
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
交
付
税
特
会
借
入
金
に
よ
り
全
額
補
塡
。

　
　
②
　
住
民
税
等
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
減
税
補
て
ん
債
の
発
行
に
よ
り
全
額
補
塡
。

　
⑵
　
通
常
収
支
の
財
源
不
足
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
に
よ
り
全
額
を
補
塡
。

　
　
①
　
地
方
交
付
税
の
増
額
措
置
（
2
兆
88
6億
円
）

　
　
　
・
　
一
般
会
計
加
算
（
1,7
60
億
円
）

　
　
　
・
　
特
会
剰
余
金
の
活
用
（
40
0億
円
）

　
　
　
・
　
特
会
借
入
金
の
償
還
計
画
の
変
更
（
1,9
79
億
円
）

　
　
　
・
　
新
規
の
特
会
借
入
金
（
1
兆
6,7
47
億
円
）

　
　
②
　
建
設
地
方
債
（
財
源
対
策
債
）
の
増
発
（
9,0
00
億
円
）

3
 ．
こ
の
結
果
、
特
会
出
口
ベ
ー
ス
の
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
と
ほ
ぼ
同
額
の
15
兆
5,0
20
億
円
（
対
前
年
度
0.4
％
増
）
を
確
保
。
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摘
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項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

【
参
　
考
】
6
年
度
の
地
方
交
付
税
交
付
金

（
6
年
度
）

（
5
年
度
）

法
定
率
分

13
兆
6,1
83
億
円

15
兆
9,8
04
億
円

前
年
度
精
算
額

▲
　1
兆
　3
65
億
円

―
　

法
定

加
算

分
1,7
60
億
円

37
0億
円

特
例

措
置

額
―
　

▲
 
4,0
00
億
円

一
般
会
計
ベ
ー
ス

12
兆
7,5
78
億
円
（
▲
18
.3％
）

15
兆
6,1
74
億
円
（
▲
1.0
％
）

返
還

金
0億
円

2億
円

特
会
借
入
金
等
利
子
等

▲
 

2,1
37
億
円

▲
 
1,2
46
億
円

特
会
借
入
金
償
還

―
　

▲
 

57
8億
円

特
会
剰
余
金
の
活
用

40
0億
円

―
　

特
会

借
入

金
2兆
9,1
79
億
円

―
　

特
会
出
口
ベ
ー
ス

15
兆
5,0
20
億
円
（
＋
0.4
％
）

15
兆
4,3
51
億
円
（
▲
1.6
％
）



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
6
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◯
 　
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
行
政
の
自
主
性
の
尊
重
、

財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
、
不
断
の
見
直
し
を

行
う
こ
と
が
必
要
。

⑴
一
般
財
源
化

　
○
　
市
町
村
保
健
活
動
費
交
付
金
（
▲
13
8億
円
）

　
○
　
保
健
所
運
営
費
交
付
金
（
▲
28
億
円
）

　
○
　
児
童
扶
養
手
当
事
務
取
扱
交
付
金
の
う
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
職
員
の
人
件
費
（
▲
33
億
円
）

　
○
　
児
童
手
当
事
務
費
交
付
金
の
う
ち
、
市
町
村
職
員
の
人
件
費
（
▲
18
億
円
）

　
○
　
国
民
健
康
保
険
事
務
費
負
担
金
の
う
ち
、
一
般
事
務
に
係
る
経
費
（
▲
10
0億
円
）

　
○
　
小
規
模
事
業
指
導
費
補
助
金
の
う
ち
、
商
工
会
・
商
工
会
議
所
の
経
営
指
導
員
等
の
人
件
費
等
（
▲
15
8億
円
）

　
〔
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
施
設
の
自
主
的
な
整
備
〕

　
○
　
社
会
体
育
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
、
体
育
館
（
▲
16
億
円
）

　
○
　
公
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
、
公
立
高
等
学
校
不
適
格
建
物
改
築
事
業
に
係
る
経
費
（
▲
11
億
円
）　
　
　
　
　
等

⑵
補
助
制
度
の
見
直
し
等

　
○
　
療
養
給
付
費
負
担
金
（
▲
22
6億
円
）、
老
人
医
療
給
付
費
負
担
金
（
▲
13
3億
円
）

　
　
　
 医
療
保
険
制
度
の
改
正
に
よ
り
、
入
院
時
の
食
事
に
つ
き
定
額
自
己
負
担
を
導
入
（
1
日
80
0円
）
す
る
と
と
も
に
、
付
添
 

 
看
護
の
解
消
や
在
宅
医
療
の
推
進
等
に
財
源
を
重
点
的
に
配
分

　
○
　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
等
（
▲
47
5億
円
）

　
　〔
富
裕
団
体
調
整
措
置
の
対
象
を
現
行
の
不
交
付
団
体
か
ら
財
政
力
指
数
（
当
該
年
度
前
3
年
平
均
）
1.0
超
の
団
体
へ
変
更
〕

　
○
　
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金
（
▲
24
6億
円
）

　
　〔
一
般
補
助
の
補
助
単
価
の
引
下
げ
〕

　
○
 　
農
業
構
造
改
善
事
業
費
補
助
金
、
山
村
等
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金
等
に
お
い
て
、
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー
、
多
目
的
集
会
施
設
等
に

対
す
る
補
助
を
廃
止
（
5
年
度
実
績
：
▲
39
億
円
） 

等
　
　
　

⑶
補
助
対
象
の
重
点
化

　
○
 　
高
年
齢
者
労
働
能
力
活
用
事
業
費
等
補
助
金
の
う
ち
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
委
託
援
助
事
業
に
つ
い
て
、
補
助
対
象
を
設
立
後
10

年
以
内
の
セ
ン
タ
ー
に
限
定
（
▲
5.9
億
円
）

　
○
 　
公
立
社
会
教
育
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
公
民
館
の
補
助
対
象
を
、
現
行
の
33
0m

2
以
上
か
ら
75
0m

2
以
上
の
事
業
に
限
定
（
過

疎
地
域
、
離
島
、
へ
き
地
な
ど
特
別
な
事
情
を
有
す
る
地
域
に
整
備
す
る
場
合
を
除
く
）（
▲
12
億
円
）

　
（
公
共
事
業
関
係
）

　
○
　
河
川
、
港
湾
及
び
漁
港
の
局
部
改
良
事
業
の
採
択
基
準
の
引
上
げ
　
　
　
　
　
　
5
千
万
円
以
上
　
⇒
　
1
億
円
以
上
　
　
等

⑷
零
細
補
助
基
準
の
引
上
げ

（
最
終
補
助
事
業
者
に
お
け
る
1
件
当
た
り
交
付
額
）

〔
現
　
　
　
行
〕

〔
平
成
6
年
度
〕

　
地
方
公
共
団
体
　
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市
  

2,5
00
万
円
未
満

⇒
3,0
00
万
円
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
市
　
町
　
村
  

25
0万
円
未
満

⇒
30
0万
円
未
満

　
民
間
団
体
  

2,5
00
万
円
未
満

⇒
3,0
00
万
円
未
満

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
総
会
（
第
8
回
）　
平
成
6
年
2
月
28
日
配
付
資
料
⑵
（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
5
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
総
会

編
」
19
7-
21
5ペ
ー
ジ
）。
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8-137　税制改革草案
平成 6年 2月 2日

　本格的高齢化社会を迎え、直接税を中心と
した現行の税制のままでは勤労世代に過度の
負担がかかる等、対応がきわめて困難となっ
ている。このため、個人所得課税を軽減し、
間接税に重点を移した税制に改革し、活力の
ある高齢化社会を実現することが喫緊の課題
である。
　また、この中で現在の景気の低迷を打開す
るため、所得減税を先行して実施する必要が
ある。同時に、 6年度予算において、不要不
急経費の節減、税外収入の確保に努めること
は当然である。
　したがって下記により税制改革を実施する
こととする。
1．国民福祉税（仮称）の創設
⑴　高齢化社会においても活力のある豊か
な生活を享受できる社会を構築するため、
国民福祉税（仮称）を創設する。
  「国民福祉税については、高齢化社会
においても活力のある豊かな生活を享受
できる社会を構築するための経費に充て
ることを目的とする。」旨法定し、下記
の所得減税等と一体の税制改革として実
施する。
・税　率： 7％
・実施日：平成 9年 4月 1日

2．消費税はこれを廃止する。
3．所得減税等
⑴　所得・住民税について、次の減税を行う。
・減税総額：5.3兆円
・実施日　：平成 6年 1月 1日
⑵　また、 法人特別税 （実施日：平成

6年 4月 1日）　0.3兆円
自動車消費税 （実施日：平成
6年 4月 1日）　0.1兆円
相続税 （実施日：平成
6年 1月 1日）　0.3兆円

 を合わせ、減税する。
 減税総額　 6兆円
4．「21世紀ビジョン」の推進
⑴福祉ビジョンの作成等
  高齢化時代における福祉社会を構築す
るため、本年 3 月までに「福祉ビジョ

ン」を作成し、福祉の充実を図る。
  その際、特に、老後の最大の心配であ
る寝たきりになった場合の介護の問題に
ついては、「高齢者保健福祉推進十か年
戦略（いわゆるゴールドプラン）」を見
直し、介護サービスの充実を思い切って
推進する。

⑵生活環境社会資本の整備
  本格的高齢化社会に備え、豊かで質の
高い生活基盤を構築するため、地域の実
情にあった生活環境を中心とする社会資
本の整備を積極的に推進する。

⑶学術・文化の育成と情報化の推進
  創造性にあふれた個性豊かな社会を構
築するため、21世紀をにらんだ基礎研究
や文化・芸術の育成を積極的に進めると
ともに、情報化社会に向けた諸施策を総
合的に展開する。

5．年金生活者等への配慮
⑴　年金生活者、生活保護世帯、各種手当
受給者等、真に手を差し延べるべき人に
ついては、国民福祉税による負担の増加
に対して、給付額の増額等所要の措置を
講ずる。

⑵　所得減税に当たっては、少額納税者を
中心に、課税最低限の引き上げ等により、
その負担の軽減に最大限配慮して所要の
措置を講ずる。

6．中小事業者に対する特例措置
⑴　簡易課税制度等の消費税の中小事業者
に対する特例措置については、公平性を
重視する立場に立って見直し、その縮小
又は一部廃止の方向で改正する。

⑵　免税事業者のいわゆる「益税」につい
ては、適正な価格転嫁に関する指導を行
うことにより改善を図る。

7．インボイス方式（請求書等保存方式）
  仕入税額控除については、制度の信頼性
等の観点から、請求書等（インボイス）の
保存を要件に加える。
8．住民税の減税に伴い、地方税源の充実に
ついて配慮する。

（出所 ）財政制度審議会総会（第 6回）　平成
6 年 2 月 4 日配付資料⑵（財政制度審
議会「平成 5 年度　財政制度審議会資
料集　総会編」132-133ページ）。



8-138　税制改革の草案のイメージ

税制改革の草案のイメージ（平年度）

1． 減 税

①　 所 得 税 減 税
 ▲ 5.3　兆円

②　 住 民 税 減 税
③　 相 続 税 減 税  ▲ 0.3　兆円
④　 法 人 特 別 税  ▲ 0.3　兆円
⑤　 自 動 車 消 費 税  ▲ 0.1　兆円
（減 　 税 　 合 　 計）  （　▲ 6.0　兆円）

2． 歳 出 措 置

①　 社会保障制度等の歳出増（注 1）
（ゴールドプランの見直し等）

 ▲ 0.8　兆円

②　 政府部門の国民福祉税負担増（注 2）  ▲ 1.3　兆円

3． 償 還 財 源  ▲ 1.4　兆円

計  ▲ 9.5　兆円

国 民 福 祉 税 の 創 設
 〔 7 ％〕
（ 9年 4月 1日～）

 ＋ 16.6　兆円

消 費 税 の 廃 止
 〔 3 ％〕  ▲ 7.1　兆円

計  ＋ 9.5　兆円

（注 1）　ゴールドプランの見直し等のほか、生活扶助基準の引上げ、年金等の物価スライド等。
（注 2）　財貨・サービス等の購入主体としての国、地方公共団体の負担増加額。

（出所 ）財政制度審議会総会（第 6回）　平成 6年 2月 4日配付資料⑶（財政制度審議会「平成
5年度　財政制度審議会資料集　総会編」134ページ）。
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8-139　減税特例公債の発行についての報告

減税特例公債の発行についての報告
平成 6年10月14日

大蔵大臣　武村　正義　殿

財政制度審議会会長代理　長岡　實

　財政制度審議会は、減税特例公債の発行に
ついて審議を行ってきたところであるが、こ
のたび、結論を得たので、これを報告する。

財政制度審議会企画・法制部会委員 
及び特別委員名簿

（企画部会）
部会長 鈴木　永二 三菱化学㈱相談役
委　員 飯田　経夫 国際日本文化研究セ

ンター教授
 石　　弘光 一橋大学教授
 川勝　堅二 ㈱三和銀行相談役
 高原　須美子 経済評論家
 竹内　道雄 ㈶資本市場研究会理

事長
 玉置　和宏 ㈱毎日新聞社論説委

員
 長岡　　實 東証正会員協会顧問
 藤井　直樹 ㈱サンシャインシティ

代表取締役社長
 堀川　健次郎 ㈱日本経済新聞社大

阪本社編集局長
 正村　公宏 専修大学教授
 三田　勝茂 ㈱日立製作所代表取

締役会長
 吉本　　宏 日本銀行副総裁
特　別 伊部　恭之助 ㈱住友銀行相談役最
委　員  高顧問
 河合　良一 ㈱小松製作所代表取

締役会長
 河野　一之 ㈱さくら銀行相談役
 館　龍一郎 青山学院大学教授

 山本　正淑 日本赤十字社社長
 渡辺　恒雄 ㈱読売新聞社代表取

締役社長・主筆
（法制部会）
部会長 竹内　道雄 ㈶資本市場研究会理

事長
委　員 高原　須美子 経済評論家
 長岡　　實 東証正会員協会顧問
 堀川　健次郎 ㈱日本経済新聞社大

阪本社編集局長
 吉本　　宏 日本銀行副総裁
特　別
委　員 芦部　信喜 学習院大学教授

 荒井　　勇 ㈶日本証券経済研究
所顧問

 金子　　宏 横浜国立大学教授
 河野　一之 ㈱さくら銀行相談役
 阪田　雅裕 内閣法制局第三部長
 末廣　義一 日本電算企画㈱取締

役会長
 中島　孝夫 会計検査院第五局長
 兵藤　廣治 放送大学学園理事
 渡辺　恒雄 ㈱読売新聞社代表取

締役社長・主筆
　上記委員のうち、鈴木永二企画部会長は、
平成 6年10月11日逝去された。

減税特例公債の発行についての報告

1 ．政府は、今般、活力ある福祉社会の実現
を目指す視点に立ち、社会の構成員が広く
負担を分かち合い、かつ、歳出面の諸措置
の安定的な維持に資するような税体系を構
築する観点から、個人所得課税の負担軽減
を行うとともに、消費課税の充実を図ると
の税制改正案をとりまとめたが、その実施
に際しては、当面の経済状況に配慮し、所
得税減税を先行するとともに、平成 7年分
の所得税について、定率による特別減税を
実施することとしているところである。



2 ．既に講じられた相続税減税も含め、今回
の税制改革の実施に際しての減税先行は、
税制改革の完結までの間の数年度にわたり
相当規模の財源不足を生ぜしめることにな
るが、現下の極めて厳しい財政事情にかん
がみれば、その財源手当については、公債
を発行せざるを得ないものと考える。
  この公債については、その発行は税制改
革の完結後は解消される一時的なものであ
ること、償還財源が確保されていること等
から、歯止めのない特例公債とは異なるも
のと性格づけることができると考えられる。
3．この公債は、発行対象が減税先行に係る
部分に限られ、また、前述の通り、その発
行は税制改革の完結後は解消されるもので、
償還財源も確保されていることから、税制
改革と表裏一体であり、したがって、税制
改革が完結するまでの間の複数年度につい
て発行の授権を得ることとすべきである。
4．また、これは、当面の経済状況等に配慮
した減税先行による税収減を補うもので、
後世代に負担を残さないようにすることが
必要であり、できるだけ早期に償還すべき
である。その償還に関しては、平成 6年分
所得税の特別減税の実施等のための公債も
含め、通常の公債の償還期間である60年の
3分の 1である20年で償還するべく、所要
の財源措置が講ぜられたところである。消
費税率の引上げを必要最小限のものに止め
つつ、個人所得課税の負担軽減等を行う一
方で、社会福祉等の財源も捻出する必要が
あるといった諸事情を総合的に勘案すれば、
20年で償還するということもやむを得ない
ものと考える。

（出所 ）「減税特例公債の発行についての報告　
平成 6 年10月14日　財政制度審議会」
（財務省図書館所蔵）。

8-140　 歳出の削減合理化の方策に関する報
告

歳出の削減合理化の方策に関する報告
平成 6年12月16日

大蔵大臣　武村　正義　殿

財政制度審議会会長　豊田　章一郎

　財政制度審議会は、本年 9月の総会におい
て、歳出の在り方及び削減合理化等に関する
諸問題につき、歳出の削減合理化等に関する
特別部会に審議を付託した。同部会は、審議
の開始に当たり、各歳出分野の有する問題点
のうち特に重要と考えられる点を主要検討項
目として提示し、それに沿って活発な審議を
行った。これを踏まえ、同部会は総会に報告
を提出し、同報告は総会において了承され、
ここに当審議会として報告する運びとなった
ものである。
　財政改革を一層推進するためには、まず
もって歳出の徹底した削減合理化に努めるこ
とが基本である。政府は、本報告の趣旨に
沿って、引き続きその実現に全力を傾けるよ
う強く要望する。

財政制度審議会　歳出の削減合理化等に関す
る特別部会委員・特別委員名簿
部会長 川勝　堅二 ㈱三和銀行相談役
部会長 貝塚　啓明 中央大学教授代　理
委　員 飯田　経夫 国際日本文化研究セ

ンター教授
 石　　弘光 一橋大学教授
 今井　　敬 新日本製鐵㈱代表取

締役社長
 川上　哲郎 住友電気工業㈱取締

役会長
 佐々波　楊子 慶応大学教授
 高原　須美子 経済評論家
 竹内　道雄 ㈶資本市場研究会理

事長
 田中　豊蔵 ㈱朝日新聞社論説顧

問
 玉置　和宏 ㈱毎日新聞社論説委

員
 俵　孝太郎 評論家
 豊田　章一郎 トヨタ自動車㈱取締

役会長
 中根　千枝 東京大学名誉教授
 長岡　　實 国家公安委員
 藤井　直樹 ㈱サンシャインシティ

代表取締社長
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 堀川　健次郎 ㈱日本経済新聞社大
阪本社編集局長

 正村　公宏 専修大学教授
 三田　勝茂 ㈱日立製作所代表取

締役会長
 柳島　佑吉 ㈱産業経済新聞社論

説副委員長
 山田　吉孝 日本放送協会解説委

員
 吉本　　宏 日本銀行副総裁
特　別 伊部　恭之介 ㈱住友銀行相談役最
委　員  高顧問
 岩間　英太郎 ㈶発達科学研究教育

センター理事長
 河合　良一 ㈱小松製作所代表取

締役会長
 澤邉　　守 日本穀物検定協会会

長
 首藤　　堯 ㈱日本宝くじシステ

ム代表取締役社長
 館　龍一郎 青山学院大学教授
 永光　洋一 帝都高速度交通営団

総裁
 星野　進保 総合研究開発機構理

事長
 牧野　　徹 ㈶建設経済研究所理

事長
 山本　正淑 日本赤十字社社長
 渡辺　恒雄 ㈱読売新聞社代表取

締役社長・主筆
　上記委員のほか、鈴木　永二（三菱化学㈱
相談役）が平成 6年10月11日まで参加した。

平成 6年度財政制度審議会　歳出の
削減合理化等に関する特別部会の審議経過

テーマ

第 1回
（10月 7 日）

○運営方針審議、主計局説
明（補助金）
 （主要検討項目提示）

第 2回
（10月14日）

○主計局説明（地方財政）、
省庁ヒアリング（総務
庁）等

第 3回
（10月18日）

○省庁ヒアリング（文部省、
厚生省）

第 4回
（10月25日）

○省庁ヒアリング（外務省、
防衛庁、運輸省）

第 5回
（11月 2 日）

○省庁ヒアリング（農林水
産省、建設省）

第 6回
（11月 9 日）

○主計局説明（外務、文教）

第 7回
（11月15日）

○主計局説明（総理府、厚
生）

第 8回
（11月21日）

○主計局説明（防衛、運輸）

第 9回
（11月24日）

○主計局説明（公共事業、
農林）

第10回
（12月 5 日）

○部会報告素案審議

第11回
（12月13日）

○部会報告案審議

Ⅰ．はじめに
1．我が国財政は、近年景気回復を図るため
累次にわたる経済対策を実施したこともあ
り、公債残高が急増し、平成 6年度末には
ついに200兆円を超える見込みとなってい
る。このため、利払費の増嵩が政策的経費
を圧迫するなど、財政の構造的な硬直化は
益々深刻な状態になっている。

  これに加え、平成 5年度決算では、税収
が 3年連続の対前年度減収となり、 2年連
続して決算上の不足が生じるという異例の
事態となっている。更に、 6年度税収は当
初予算と比べて減収となる見込みであり、
7年度税収も厳しい状況が続くと考えられ
るなど、我が国財政は一段と危機的な状況
に陥りつつある。
2．一方、今後の本格的な高齢化社会の到来
を展望すれば、福祉等社会保障面での対応
や中長期的な展望に立った着実な社会資本
整備の推進は重要な課題である。また、国
際社会における我が国の責任の増大を踏ま
え、今後とも政治・経済・文化等多方面に
わたる国際社会への貢献を行っていくこと
が求められている。

  こうした社会経済情勢の変化に伴う財政
需要の増加に適切に対応していくためには、
現在のうちに公債残高が累増しないような



財政体質を作り上げていくことが喫緊の課
題であり、そのためにたゆまぬ財政改革の
努力を続けていくことが重要である。とり
わけ、後世代に利払費等の負担だけを残し、
財政体質の歯止めない悪化につながりかね
ない特例公債を再び発行するという事態は
厳に回避しなければならない。
3．これまでも、各年度の予算編成において、
限られた財源の中、各種施策等について厳
しい優先順位の選択が行われ、制度の見直
しを含む種々の歳出の削減合理化のための
努力が続けられてきたところである。こう
した連年にわたる努力を続けてきた結果、
各歳出項目の見直しを行うに際しては、従
来以上に徹底して制度・施策の根本にまで
さかのぼり、政府が提供すべきサービスの
在り方やそのサービスを巡る国、地方、更
には受益者それぞれの負担の在り方を検討
することが必要となっている。
  このように、一層の歳出の削減合理化に
向けての改革は、一段と困難を伴う段階に
至っているが、その対象に聖域を設け、改
革の歩みを緩めることは許されない。財政
が異例に厳しい状況にある今こそ、過去の
経緯にとらわれることなく思い切った見直
しに正面から取り組み、一日も早く健全な
財政体質の確立が図られるよう、歳出構造
のスリム化・配分の重点化に向けての更な
る努力を積み重ねていくことが重要である。
4．当審議会では、昭和57年以降、毎年度
「歳出の削減合理化の方策」について報告
を行ってきたが、本年度においては、各歳
出分野の有する問題点のうち、特に重要と
考えられる点を主要検討項目として提示し
た上で、関係省庁からのヒアリングを 9年
振りに実施するなど、審議を重ねてきた。
以下、各個別分野ごとに、当審議会として
の検討結果を報告することとする。

Ⅱ．歳出の削減合理化の方策
1．社会保障
　　我が国の人口の高齢化は現在急速に進展
しているが、21世紀に向かって、活力ある
福祉社会を形成していくことは、重要な課
題である。国民生活に密接に関連する社会
保障については、給付と負担の適正化・公

平化等を図ることにより、来るべき高齢化
社会においても長期的に安定的かつ有効に
機能するよう制度を構築し運営していく必
要がある。このような観点から、社会保障
制度については、これまでも医療、年金、
雇用保険等各般の分野にわたって受益者負
担の適正化、国・地方の費用負担の在り方
の見直し等制度の見直しが行われてきたが、
今後とも次の事項について所要の改革等を
推進すべきである。
⑴　医療費の適正化
　　最近の医療費は老人保健を中心に増大
を続けている。今後とも高齢化の進展等
に伴い医療費が増大することは避けられ
ないが、医療費の膨張を抑制し、国民の
負担に耐えうるようにしていくことが極
めて重要な課題である。
①　このため、いわゆる社会的入院の是
正、検査、投薬の適正化等を推進する
とともに、診療報酬の合理化、薬価基
準の適正化を図るほか、「高齢者保健
福祉推進十か年戦略」の着実な実施等
により、医療に偏らない健康づくりや
在宅福祉などの総合的な施策を進める
ことが重要である。

②　また、医療費適正化のためには、医
療供給体制の見直しが必要であること
から、医療法に基づく都道府県の医療
計画を基本としつつ、病院・病床等の
適正配置を推進するとともに、病床過
剰地域における病床の削減方策を検討
すべきである。

⑵　医療保険制度
①　医療保険制度については、医療費の
適正・公正な負担、医療費財源の効率
性の確保、医療保険制度の安定及び患
者サービス選択の幅の拡大等の観点か
ら、公的医療保険制度全体にわたり、
引き続き見直しを検討していく必要が
ある。

②　特に、国民健康保険については、こ
れまで、その財政の安定化のため、退
職者医療制度の創設、老人保健制度の
見直しに加え、保険基盤安定制度の導
入等所要の改革が行われてきており、
平成 5年度においては、平成 5年度及
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び 6年度の暫定措置として地方財政措
置により国保財政安定化支援事業の拡
充・制度化及び保険基盤安定制度に係
る国庫負担の定額化が実施された。
  平成 7年度においては、平成 5年度
に講じられた措置の期限が切れるため、
国民健康保険制度の抱える高齢化や小
規模保険者の増加等の構造的問題の解
決や国庫負担の合理化に向けて、制度
の見直しを進めていく必要がある。
③　また、過半の市町村国保の老人加入
率が20％を上回っていること等に鑑み、
老人保健制度における拠出金算定に際
し老人加入率に20％の上限が設けられ
ているという問題についても、老人加
入率上限の変更も含め見直しを行う必
要がある。

⑶　国立病院・療養所
①　国立病院・療養所の再編成について
は、「国立病院・療養所の再編成・合
理化の基本指針」（昭和60年 3 月）に
基づき、昭和61年に策定された再編成
計画により進めているところであるが、
平成 7年度が最終年度となっている。
今後、施設の統廃合及び経営移譲の一
層の促進を図るため、その促進策等に
ついて早期に検討を行っていく必要が
ある。
②　 7年度の国立病院・療養所の一般会
計繰入れについては、 5年度予算にお
いて設けた一般会計繰入基準（政策医
療、看護婦養成等の繰入れ対象経費）
に基づく予算編成を徹底し、縮減を図
るべきである。

⑷　保育所制度
　　現行措置制度のように保育サービスの
内容を市町村が定め、保育所に委託して
実施する方式ではどうしても画一的・平
均的なサービス内容になりがちで、多種
多様のニーズに対応できていない。
　　保育所が自ら利用者の個々のニーズに
応えサービスを提供できるよう、保育所
を利用者が選択して直接に入所の申請を
し、サービス内容も当事者の利用契約に
より決定する仕組みを導入する等制度の
在り方を見直す必要がある。

⑸　恩給
　　恩給制度に関しては、臨時行政調査会、
臨時行政改革推進審議会の答申等を踏ま
え、年金制度とのバランスを考慮した見
直しを引き続き推進すべきである。また、
新規の個別改善は行わないこととすべき
である。

2．文教
⑴　文教予算編成上の基本的な考え方
　　我が国の文教予算を大学等の高等教育
と高校以下の初等中等教育に分けてみる
と、欧米諸国に比し、初等中等教育、特
に人件費にウェイトのかかった配分と
なっている。このような我が国文教予算
における資金配分の現状や高等教育機関
とりわけ国立大学の教育・研究環境の現
状に鑑みると、行財政改革の基本方針や
地方分権推進の考え方を踏まえつつ、初
等中等教育については極力地方公共団体
が自主性を発揮できるような見直しを進
めるとともに、高等教育、学術研究へ資
金の重点配分を図ることが重要である。
このためにも、文教予算の編成に当たっ
ては、国と地方の機能分担及び費用負担
の在り方、受益者負担の適正化等の観点
から、各種経費の見直しを進めていく必
要がある。

⑵　義務教育費国庫負担制度
　　義務教育費国庫負担制度については、
近年、行財政改革の中で、昭和60年度に
おける旅費、教材費の一般財源化、平成
元年度における恩給費の一般財源化、平
成 4、 5年度における共済費追加費用等
の一般財源化等の制度の見直しが行われ
てきたところである。

　　本制度については、文教予算の重点的、
効率的配分及び国と地方の機能分担、費
用負担の在り方の観点から、制度の目的、
発足以来の経緯等をも踏まえ、引き続き、
負担対象等について見直しを進めていく
必要がある。

　　なお、平成 5年度から「第 6次公立義
務教育諸学校教職員配置改善計画」が実
施されているが、平成 7年度における取
扱いについては、現下の厳しい財政事情
等を踏まえて検討を行う必要がある。



⑶　義務教育教科書無償給与制度
　　義務教育教科書無償給与制度について
は、当審議会において、家計の負担能力
を問わず一律に無償としていることは所
得配分の観点から適当でなく、また全体
としての財政負担に比し一人当たりの家
計負担の軽減額はわずかであり、財政資
金の効率的使用の観点からも問題がある
との指摘を行ってきている。
　　義務教育教科書の負担については、家
計での消費とりわけ教育関係支出の実情、
上記の問題点を考慮して、今後、有償化
について更に検討を進めるべきである。
⑷　高等教育、私学に係る負担の在り方
①　国立学校特別会計
  国立大学における教育研究環境の現
状に顧みると、高等教育、学術研究の
改善・充実のため、初等中等教育と高
等教育の間で財源配分の見直しを行っ
た上で、施設・設備の老朽化、狭隘化
が特に著しい大学について、その施設
等の整備、改善を重点的、計画的に進
めるべきである。併せて教育研究体制
の高度化を推進していく必要がある。
  また、国立大学の入学料、検定料は、
逐次引き上げられ、私立大学との格差
は縮小してきてはいるが、同じ大学教
育を受ける者の立場等から考えれば、
両者の間に格差があることについては
問題がある。このような国立大学と私
立大学との格差の現状及び高等教育の
改善等のための国立学校特別会計にお
ける自己財源確保の必要性をも考慮し、
適正化を進める必要がある。
  更に、学部別授業料の問題について
も検討を進めるべきである。
②　私学助成
  私立大学等を巡る環境の変化を踏ま
えつつ、私立大学等経常費補助の配分
については、私学の独自性の発揮、教
育条件の向上の観点から、より一層の
見直しが必要である。
  また、私立高等学校等経常費助成費
補助については、当面の誘導措置とし
て発足した経緯、国と地方の機能分担、
費用負担の在り方の観点及び私立高等

学校等に対する地方公共団体の助成の
状況等を踏まえ、 6年度予算に引き続
き見直しを進めるべきである。

  以上の点を踏まえ、私学助成につい
ては、引き続き総額抑制を図るととも
に、その重点的・効率的配分等内容の
見直しを進めていく必要がある。

3．防衛
　　我が国の防衛力整備は、「防衛計画の大
綱」を基本として、「中期防衛力整備計画
（平成 3 年度～平成 7 年度）」（平成 4 年12
月修正）の下で進められてきたが、東西冷
戦終結後の国際情勢、益々深刻さを増して
いる我が国の財政事情、人口の高齢化等に
伴う今後の国民負担率の上昇などを考慮す
れば、 7年度以降の我が国の防衛力整備に
ついても、一層の効率化・合理化が図られ
るべきである。

　　また、「中期防衛力整備計画（平成 3 年
度～平成 7 年度）」期間中に防衛力の在り
方について検討が行われることとなってい
るが、上記のような考え方に加え、防衛関
係費は、組織・編成、装備体系等自衛隊の
体制如何によるところが大きいこと、人
件・糧食費、歳出化経費が全体の約 8割を
占めており硬直的な構造となっていること
なども踏まえつつ、後年度負担を含めた防
衛関係費全般にわたり、効率化・合理化に
努めていくことが必要である。

　　特に歳出化経費については、過去に契約
を行った正面装備品（戦車、艦船、航空機
等）の購入や施設整備、航空機・艦船修理
などの支払いであり、その元となる毎年度
の契約から生ずる後年度負担が、厳しい財
政的制約の下で将来の硬直化要因とならな
いよう、抑制を図ることが必要である。な
お、その際、正面装備品は年々近代化が進
む傾向にあるが、新装備の購入が翌年度以
降の歳出化経費となるばかりでなく、後方
支援部門の経費の増加要因につながるとい
う二重の意味での硬直化要因を生み出すこ
とにも十分留意する必要がある。

　　なお、基地周辺対策経費については、そ
の総額の抑制を図ってきたところであるが、
現下の財政事情を踏まえ、引き続き一層の
抑制を図るべきである。
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4 ．公共事業
⑴　公共事業については、昨年の当審議会
報告において、高齢化社会が本格化する
21世紀までのわずかな期間に、限られた
資金を重点的・効率的に使用することが
最も重要な課題であるとの問題意識の下
に、現行の各事業を生活環境整備、国土
保全及び産業基盤整備の 3つの類型に大
別し、特に生活環境整備について、当面、
集中的に投資するよう努めるべきである
こと等を指摘したところである。
  6 年度においては、このような報告の
考え方等を踏まえ、公共事業の配分につ
いて従来にない大幅な見直しが行われた
ところであるが、生活者重視等の視点に
立って、国民生活の質の向上に資する分
野に重点投資を行っていくことは時代の
要請であり、新しい「公共投資基本計
画」の考え方をも踏まえつつ、また、ウ
ルグァイ・ラウンド農業合意関連対策の
着実な実施を図りつつ、引き続き配分の
見直しの努力を継続していく必要がある。
⑵　財政資金の効率的使用を図る観点から、
公共事業について、その執行の一層の効
率化等を図ることは重要であり、このた
め、類似した事業を複数の省庁で実施す
る場合には、効率的な投資が損なわれた
りすることのないよう、当面、関係省庁
間で適切な調整を行うことが必要である。
  このような観点から、今回、下水道と
農業集落排水及び道路と農道について検
討を行った。これらについては、当面、
国の関係省庁及び地方公共団体の関係部
局が従来にも増して相互に連絡を密にし
て協力を深め、前者については都道府県
域を対象とした各種事業の適正配置計画
の策定の推進、後者については各都道府
県及び各市町村ごとの各種道路も含めた
総合的な道路網の整備計画の内容の拡充
等をそれぞれ図っていくことが重要と考
えられる。
⑶　また、公共事業の入札・契約制度につ
いては、社会的関心を集めており、その
透明性・客観性、競争性を高める観点か
ら、大型工事への一般競争入札方式の導
入等を内容とする改革が開始されている。

このような改革の厳正な実施を通じて公
共事業のコストを可能な限り低減させて
いくことは財政資金の効率的使用を図る
観点からみて極めて重要であり、財政当
局としても、関係省庁における改革の実
施状況を十分把握するとともに、透明
性・客観性を確保しつつ更に競争性を高
めるための改革について、関係省庁とと
もに真摯に検討を行う必要がある。

  更に、毎年度の予算編成過程や予算成
立後の実施協議における適正な予算単価
の設定等に一層努める必要がある。

5．政府開発援助
　　我が国の政府開発援助（ODA）は、昭
和50年代半ばから累次にわたる中期目標に
より着実な拡充が図られてきた結果、最近
（1991～93年）は 3 年連続して世界一とな
るなど、既に国際的にみて遜色ない水準に
達している。特に93年は、他の主要国が
「援助疲れ」から軒並み対前年10％以上の
マイナスとなっている中で主要国中日本だ
けがプラスの伸びを維持している状態であ
る。また、我が国は既に多数の途上国に
とって最大のODA供与国となっており、
順調な発展を遂げた国々が援助対象から
「卒業」することとも相まって、今後途上
国の側の援助消化能力の問題が現実的な制
約となりうるとも考えらえる。

　　この間、政府開発援助予算が我が国の財
政に占めるウェイトは急上昇しており、他
の主要な歳出項目との関係でも際立って大
きな伸びとなっている。こうした中、最近
の世論調査によれば経済協力について現在
程度でよいとする意見、なるべく少なくす
べきだという意見が増加傾向にある反面、
積極的に進めるべきとする意見は減少して
いる。これは、国民が直接裨益する国内向
け諸経費とのバランスがますます意識され
るようになってきているためとも考えられ
る。

　　以上のような状況を踏まえれば、今後は、
政府開発援助予算について従来のような高
い伸びを維持することは現実的でなく、量
的拡大よりも、内容の重点化・効率化や執
行面の一層の効率化を図ることに主眼をお
くべきであると考えられる。なかんずく、



平成 7年度予算編成に当たっては、上記の
諸点に加え、財政状況の異例な厳しさを踏
まえてODA予算の伸率を抑制していく必
要がある。その際、最近の円高により円
ベースでの予算の伸びが小さくても実際に
行いうる事業の規模はある程度の伸びを確
保しうることにも留意すべきである。
　　こうした中で、今後の我が国政府開発援
助の実施に当たっては、「政府開発援助大
綱」を踏まえ、環境への配慮、女性の役割
の重視等の新しい側面に十分配慮するとと
もに、援助実施体制の充実、特に高等教育
の分野も含む援助担当者の人材育成や、途
上国からの研修生の受入れ等を通じる途上
国の人造り・発展基盤造りへの貢献など、
きめ細かく真に効率的な援助を目指すこと
が必要である。また、入札制度の改善に努
めるとともに援助執行中から完成後に至る
評価の充実等を通じ、ODA執行の一層の
効率化、適正化を目指すことが必要である。
6．農業
⑴　農業関係予算の合理化・重点化
　　WTO協定の承認、関連法案の成立等、
我が国農業を取り巻く内外の諸情勢に鑑
みれば、生産性の高い効率的な農業を確
立することによって、早急に産業として
の自立性を高め、国民の納得しうる価格
での食糧の安定的な供給を確保していく
ことが基本課題である。農業関係予算に
ついては、ウルグァイ・ラウンド農業合
意関連対策を含め、このような中長期的
方向を見据え、経営感覚に優れた効率
的・安定的経営体を育成し、こうした経
営体が生産の大宗を担う農業構造が実現
されるよう新たな観点に立って施策の重
点化を図る必要がある。このため、財政
資金の一層の効率的、重点的配分に努め
ていくべきである。
⑵　食糧管理制度の改革
　　今回、食糧管理法を廃止し、新たな法
律の整備により、民間流通を基本とし、
規制緩和を通じた流通の合理化を図るな
ど、抜本的な改革が行われたところであ
る。
　　今後、この新制度の下において、政府
の役割を明確にしつつ、市場原理を通じ

た需給調整機能が十分発揮されるよう適
切な運用に努めていく必要がある。また、
主要食糧の需給及び価格の安定に係る財
政負担については、以下のような観点か
ら引き続き一層の効率化を図っていく必
要がある。
①　米麦価
  今後の米麦価の決定については、需
給の動向等を踏まえ、内外価格差の縮
小を図るとともに、政府管理経費の縮
減とあわせて、コスト逆ざやの縮小を
更に進めていく必要がある。

  特に、政府買入価格に関しては、米
の需給の動向等が適確に反映されたも
のとするとともに、生産性の高い稲作
の担い手層に焦点を置き、稲作の生産
性の向上とコスト低減を反映していく
べきである。

②　生産調整助成金等
  新制度における生産調整については、
奨励金依存からの脱却の要請を踏まえ
つつ、適切に全体需給の調整が図られ
るような仕組みとする必要がある。

  その他の助成措置等については、現
行制度において自主流通米に係る助成
が食管赤字の大きな部分を占めている
こと等を勘案し、全体としての財政負
担の圧縮が図られる方向で検討する必
要がある。

③　組織・定員の合理化
  新制度の下における食糧事務所等の
業務等の在り方について見直しを行い、
組織・定員の合理化、縮減を図る必要
がある。特に、検査業務については、
今回の制度改革の趣旨・背景を踏まえ、
抜本的な見直しを検討する必要がある。

　　なお、 6年産米の豊作により、今後の
需給環境等への影響も懸念されるところ
であり、過剰米の発生を招くことのない
よう、適切な運営を図っていく必要があ
る。

7．運輸
⑴　国鉄清算事業団の長期債務の処理
　　国鉄改革から 8 年近くが経過し、JR
各社の事業運営はおおむね順調に推移し
ている。
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　　一方、国鉄清算事業団については、長
期債務の償還が円滑に進まず依然として
大変厳しい状況に陥っている。すなわち、
国鉄清算事業団は国鉄改革時に25.5兆円
の長期債務を承継したが、毎年生じる約
1.5兆円に上る金利等に対し、土地、JR
株式の資産処分が予定通り進まず、平成
5 年度末の長期債務残高は26.0兆円に
上っている。平成 6 年度においては、
JR西日本株式の売却が株式市場を巡る
状況等から見送られるほか、土地売却に
ついては現下の不動産市況の影響から極
めて厳しい状況にある。
　　国鉄清算事業団債務については、土地
処分収入等の自主財源を充ててもなお残
る債務は最終的に国において処理するこ
ととされており、国鉄清算事業団債務の
順調な償還とこれによる最終的な国民負
担の軽減なくして国鉄改革は終了しない
ことは、論を待たないところである。
　政府は、最終的には国において処理すべ
き債務が巨額に上ると見込まれることを
踏まえ、本問題の重要性につき広く国民
の理解を求めつつ、平成 7年度において
も、土地売却収入の確保及びJR株式の
早期売却に最大限努力するなど資産処分
を進め、長期債務の償還促進に努めるべ
きである。
⑵　整備新幹線
①　整備新幹線については、国鉄改革、
行財政改革の趣旨を踏まえ、第二の国
鉄をつくることとならないよう、着工
区間、規格、財源、収支採算性、並行
在来線の取扱い等の諸問題について十
分な検討を行った上で定められた基本
的な枠組みに従い、現在東北、北陸、
九州の 3線 5区間において建設が進め
られている。
②　この基本的な枠組みを定めた昭和63
年 8 月の政府・与党申合せにおいて、
「今後、経済社会情勢の変化等を考慮
して、 5 年後に見直すこととする。」
とされていたことを受けて、平成 6年
2月に、旧連立与党合意及び三大臣合
意により、平成 9年以降に、新たな財
源を見出すことを前提として、新しい

基本スキームを検討することとされた。
政権交代後、再び見直し問題の検討が
再開され、現在、 3線 5区間以外の区
間の新たな着工や規格の変更について、
地方公共団体等の関係者から強い要望
が出されているところである。これに
ついては、
イ　現在新幹線の建設のために確保さ
れている財源は、 3線 5区間の建設
で手一杯であり、追加的に必要とな
る膨大な財源を新たに確保しうる目
処は全く立っていない。また、整備
新幹線の収支採算性は極めて乏しい
ことは明らかであるが、他方、現在
の公的助成比率（50％）を超えて助
成を行うことは、整備新幹線が私企
業であるJRの事業用施設であるこ
とを考えれば、国鉄改革の趣旨に反
するとともに、厳しい財政事情の下
で国・地方に重い負担を強いるもの
であり、行財政改革の趣旨にも反し、
とりえない。

ロ　旧国鉄から国鉄清算事業団が承継
した債務等は、前述の通り 5年度末
で26.0兆円となっており、最終的に
国が処理すべき債務が膨大となるこ
とが見込まれる中で、新幹線の建設
により更に巨額の負担を後世に残す
ことにつき国民の理解を得がたい。

ハ　JRを第二の国鉄としないためには、
並行在来線のJRからの経営分離が
必要であるが、 3線 5区間以外の区
間については経営分離の見通しが全
く立っていないのが実情である。

ニ　鉄道政策の在り方として、新幹線
のみに重点を置くのではなく、都市
圏の通勤新線等都市鉄道の整備に対
しても、バランスのとれた形で限ら
れた予算を配分すべきである。

 など極めて大きな問題がある。
  また、本来整備新幹線の建設につい
ては、高速道路、空港を含めた総合的
な交通体系の一つとして検討がなされ
るべきものであるとの視点も忘れるべ
きではない。

  したがって、財源、収支採算性、並



行在来線の問題等の解決がなされない
まま 3線 5区間以外の区間の着工や規
格の変更を行うことは適当ではなく、
現時点においては、基本的に 3線 5区
間に限定して建設を着実に進めていく
べきである。

8．地方財政、補助金等
⑴　地方財政については、臨時行政改革推
進審議会の「国と地方の関係等に関する
答申」等を踏まえ、国と同様に歳出規模
の拡大を厳しく抑制していくことが必要
である。
  平成 7年度の地方財政については、地
方税や所得税等の地方交付税対象税目の
税収動向の影響等により、 6年度に引き
続き、極めて厳しい状況になるものと考
えられる。一方、国の財政事情も誠に深
刻な状況に立ち至っているところである。
  したがって、平成 7年度における地方
財政対策の具体的方策については、この
ような状況を踏まえ、適切に対処する必
要がある。
⑵　補助金等については、地方行政の自主
性の尊重、財政資金の効率的使用の観点
から、不断の見直しを行うことが必要で
ある。
  既存の補助金等については、上記の答
申等において示された視点に基づき一層
徹底した見直しを行い、廃止、一般財源
化、補助対象の重点化等の整理合理化を
推進することが必要である。特に、零細
な補助金については、行財政の効率化を
図る観点から、零細補助基準を適切な水
準まで引き上げることにより廃止、統合
等を進めていくべきである。補助金等の
新設については極力抑制するとともに、
真にやむを得ない場合においても、スク
ラップ・アンド・ビルド原則の徹底を図

ることが必要である。
  また、地方行政の自主性・総合性を確
保するため、類似目的を有する補助金等
については引き続き統合・メニュー化を
推進するほか、会館等の公共施設に対す
る補助金等については、他の施設との複
合化を一層推進する必要がある。なお、
地方公共団体等の事務執行の円滑化、事
務負担の軽減等の観点から、引き続き事
務手続の簡素化、迅速化を図っていくこ
とも必要である。

  さらに、普通交付税不交付団体に対す
る補助金等については、補助金等の性格、
内容等に応じ、不交付措置及び補助率等
に差を設ける差等補助による富裕団体調
整を引き続き推進することも必要である。

  なお、補助金等の整理合理化が地方財
政に与える影響については、地方財政計
画の策定を通じ、国と地方の財政状況を
踏まえつつ、地方財政の運営に支障が生
じないよう適切に対処する必要がある。

Ⅲ．結び
　　以上、歳出の削減合理化の必要性及びそ
れぞれの具体的項目についての実施方策に
ついて、当審議会の考え方を明らかにした
が、もとより、歳出の削減合理化は、すべ
ての経費について検討すべきものであり、
ここで掲げた項目に限られるものではない。

　　平成 7年度予算の編成に当たり、政府は、
あらゆる経費について見直しを行い、本報
告の趣旨に沿って歳出の徹底した削減合理
化に最大限努力すべきである。なお、予算
の適正な執行については、今後とも十分に
留意する必要があることは言うまでもない。

（出所 ）「歳出の削減合理化の方策に関する報
告　平成 6 年12月16日　財政制度審議
会」（大蔵省図書館所蔵）。
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5.7
4.7

4.6
含
N
T
T
等
事
業
分

2.4
4.5

4.8
4.0

4.0
（
5.0
）

経
済
協

力
費

7.8
7.0

5.7
4.4

3.6
（

O
D

A
）

8.0
7.8

6.5
4.8

4.0
中
小
企
業
対
策
費

0.3
0.3

▲
 0
.2

▲
 3
.8

▲
 1
.0

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費

8.1
6.6

3.8
3.2

0.9
食
糧
管

理
費

▲
 5
.6

▲
 8
.3

▲
 9
.0

▲
11
.9

▲
 0
.7

そ
の
他
の
事
項
経
費

4.6
5.1

3.3
1.5

6.9
一
般
歳

出
計

4.7
4.5

3.1
2.3

3.1
〔
経
　
常
〕

4.2
4.1

2.4
1.7

2.6
〔
投
　
資
〕

3.9
5.8

6.0
4.8

5.1
（
6.7
）

う
ち
社
会
福
祉
費

＋
9.0

保
健
衛
生
対
策
費

▲
3.9

う
ち
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金

 
＋
0.6

国
立
学
校
特
会
へ
繰
入

 
＋
2.4

科
学
技
術
振
興
費
 
＋
7.5

　
○
 　
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
35
年
度
（
0.6
％
）
以
来
の
1
％
を
切
る
低
い
伸
び
で
あ
っ
た
6
年
度
（
0.9
％
）
か
ら
引
き
続
き
厳
し

く
抑
制
。
正
面
装
備
を
中
心
に
新
規
後
年
度
負
担
を
抑
制
（
全
体
▲
1.7
％
減
、
う
ち
正
面
▲
6.1
％
減
）。

　
○
　
O
D
A
に
つ
い
て
は
、
円
高
に
よ
り
ド
ル
ベ
ー
ス
の
伸
び
は
相
当
程
度
確
保
。

　
○
 　
中
小
企
業
対
策
費
に
つ
い
て
は
、
商
工
会
経
営
指
導
員
人
件
費
等
の
地
方
財
政
措
置
へ
の
移
行
分
（
一
般
財
源
化
（
5’
～
7
’）
7
’

　
41
8億
円
）
を
含
め
た
中
小
企
業
対
策
総
予
算
ベ
ー
ス
で
対
前
年
度
7.6
％
の
伸
び
を
確
保
。

　
○
　
食
糧
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
ピ
ー
ク
時
（
56
’）
の
3
割
弱
。

（
注
 ）
3
年
度
公
共
事
業
関
係
費
（
N
T
T
等
事
業
分
含
み
）
及
び
〔
投
資
〕
欄
の
下
段
（
　
）
書
は
、
補
助
率
戻
し
分
を
含
ん
だ
も
の
。



「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

2
 ．
国
債
費
の
定
率
繰
入
れ
に
つ
い
て
は
、
N
T
T
株
式
売
払

収
入
の
う
ち
、
日
本
道
路
公
団
、
日
本
開
発
銀
行
等
に
貸
し

付
け
ら
れ
て
い
る
残
高
を
、
本
来
の
使
途
で
あ
る
国
債
償
還

財
源
に
復
す
る
こ
と
で
、
7
年
度
の
国
債
整
理
基
金
の
運
営

に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
な
対
応
が
可
能
な
た
め
、
7
年
度

の
繰
入
れ
を
暫
定
的
に
停
止
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
。

　
 　
5
年
度
決
算
不
足
補
て
ん
に
係
る
国
債
整
理
基
金
へ
の
繰

戻
し
に
つ
い
て
は
、
7
年
度
ま
で
に
行
う
必
要
が
あ
る
が
、

こ
れ
を
延
期
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
。

◎
　
定
率
繰
入
れ
停
止
措
置
等
に
つ
い
て

国 債 整 理 基 金 特 別 会 計

一 般 会 計

定
率
繰
入
れ
の
停
止

3
兆
 2
,45
7億
円

建
設
公
債

1
兆
 1
,08
7億
円

N
T
T
事
業
償
還
時

貸
付
金

1
兆
 1
,08
7億
円

N
T
T
事
業
貸
付
金

繰
上
償
還

1
兆
 1
,08
7億
円

決
算
調
整
資
金
へ
の

繰
戻
し
の
延
期

○
平
成
5
年
度
決
算
（
平
成
6
年
7
月
）

　
決
算
上
の
不
足
 5
,66
3 
億
円

産 業 投 資 特 別 会 計

日 本 開 発 銀 行 等

日 本 道 路 公 団

決 算 調 整 資 金
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平成 7年度　　469
 

（
各
論
）

「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

1
．
社
会
保
障

⑴
　
医
療
費
の
適
正
化

◯
 　
増
大
を
続
け
る
医
療
費
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
入

院
の
是
正
、
検
査
、
投
薬
の
適
正
化
等
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
診
療
報
酬
の
合
理
化
、
薬
価
基
準
の
適
正
化
を
図
る
ほ

か
、「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
」
の
着
実
な
実

施
等
に
よ
り
、
医
療
に
偏
ら
な
い
健
康
づ
く
り
や
在
宅
福
祉

な
ど
の
総
合
的
な
施
策
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
。

○
　
指
導
監
督
、
レ
セ
プ
ト
の
点
検
及
び
審
査
、
医
療
費
通
知
等
の
対
策
を
充
実
・
強
化
す
る
。

○
 　「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
」
を
全
面
的
に
見
直
し
（
新
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
）、
高
齢
者
介
護
対
策
の
更
な
る
充
実
を
図
る
。

　
⑴
　
整
備
目
標
の
見
直
し
等

・
在
宅
サ
ー
ビ
ス

〔
6
年
度
〕

〔
7
年
度
〕

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
増
員

59
,00
5人

→
92
,48
2人

（
　
33
,47
7人
増
）

〔
整
備
目
標
（
11
年
度
）

10
万
人
→

17
万
人
〕

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
増

24
,27
4人
分
→

29
,07
4人
分

（
　
4,8
00
人
増
）

〔
整
備
目
標
（
11
年
度
）

5
万
人
分
→

6
万
人
分
〕

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
増

5,1
80
か
所
→

6,1
80
か
所

（
1,0
00
か
所
増
）

〔
整
備
目
標
（
11
年
度
）

10
,00
0か
所
→

17
,00
0か
所
（
デ
イ
ケ
ア
含
む
）〕

・
施
設
サ
ー
ビ
ス 特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備

21
2,0
19
人
分
→
22
7,3
29
人
分
（
15
,31
0人
分
増
）

〔
整
備
目
標
（
11
年
度
）

24
万
人
分
→

29
万
人
分
〕

等
　
⑵
　
質
的
改
善

　
　
・
24
時
間
対
応
ヘ
ル
パ
ー
（
巡
回
型
）
の
創
設

　
　
・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
面
積
改
善

　
　
・
都
市
型
小
規
模
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備
 

等

○
 　
医
療
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
医
療
計
画
を
基
本
と
し
つ

つ
、
病
院
・
病
床
等
の
適
正
配
置
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

病
床
過
剰
地
域
に
お
け
る
病
床
の
削
減
方
策
を
検
討
す
べ
き
。

○
　
医
療
計
画
に
基
づ
く
病
床
規
制
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。

⑵
　
医
療
保
険
制
度

◯
 　
医
療
費
の
適
正
・
公
平
な
負
担
、
医
療
費
財
源
の
効
率
性

の
確
保
、
医
療
保
険
制
度
の
安
定
及
び
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
幅

の
拡
大
等
の
観
点
か
ら
、
公
的
医
療
保
険
制
度
全
体
に
わ
た

り
、
引
き
続
き
見
直
し
を
検
討
す
べ
き
。

○
　
医
療
保
険
制
度
全
体
の
給
付
と
負
担
の
公
平
化
の
条
件
整
備
と
し
て
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
制
度
の
見
直
し
を
行
う
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◯
 　
平
成
5
年
度
及
び
6
年
度
の
暫
定
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ

た
国
民
健
康
保
険
の
保
険
基
盤
安
定
制
度
に
係
る
国
庫
負
担

の
定
額
化
等
に
つ
き
、
期
限
が
切
れ
る
た
め
、
国
民
健
康
保

険
制
度
の
抱
え
る
構
造
的
問
題
の
解
決
や
国
庫
負
担
の
合
理

化
に
向
け
て
、
制
度
の
見
直
し
を
進
め
て
い
く
べ
き
。

○
　
国
民
健
康
保
険
制
度
の
改
正

　
 　
高
齢
者
の
増
加
、
小
規
模
保
険
者
の
増
加
等
国
民
健
康
保
険
制
度
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
現
行
の
制
度
・
事
業
の

手
直
し
・
拡
充
を
中
心
と
し
た
改
正
を
行
う
。

　
①
　
保
険
料
軽
減
制
度
の
拡
充

　
　
 　
保
険
料
負
担
の
不
均
衡
是
正
と
中
間
所
得
者
層
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
応
益
割
合
に
応
じ
て
、
保
険
料
軽
減
制
度
を
段
階
的
に

拡
充
。

　
②
　
保
険
基
盤
安
定
制
度
の
国
庫
負
担
の
変
更

〔
本
則
〕

〔
7
年
度
〕

〔
8
年
度
〕

1
／
2

→
17
0億
円

→
24
0億
円

　
③
　
財
政
安
定
化
支
援
事
業
の
継
続
（
地
方
財
政
措
置
：
1,2
50
億
円
）

　
④
　
基
準
超
過
医
療
費
共
同
負
担
制
度
の
基
準
の
見
直
し
（
現
行
1.2
0　
→
　
1.1
7）

　
⑤
　
高
額
医
療
費
共
同
事
業
の
拡
充

　
　
※
　
②
、
③
、
⑤
は
、
7
、
8
年
度
限
り
の
暫
定
措
置
。

◯
 　
老
人
保
健
制
度
に
お
け
る
拠
出
金
算
定
に
係
る
老
人
加
入

率
上
限
問
題
に
つ
い
て
、
上
限
の
変
更
を
含
め
、
見
直
す
べ

き
。

○
　
老
人
保
健
制
度
の
改
正
（
拠
出
金
算
定
方
式
の
見
直
し
）

　
 　
近
年
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
老
人
加
入
率
20
％
上
限
に
該
当
す
る
保
険
者
が
全
保
険
者
の
約
4
割
（
市
町
村
国
民
健
康
保
険
の
約

6
割
）
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
老
人
医
療
費
拠
出
金
算
定
方
式
の
見
直
し
等
を
行
う
。

　
①
　
老
人
加
入
率
上
限
20
％
の
段
階
的
引
上
げ

現
行

7
年
度

20
％

→
22
％

　
②
　
老
人
加
入
率
下
限
の
引
上
げ

現
行

7
年
度

1
％

→
1.4
％

　
③
　
拠
出
金
の
負
担
が
著
し
く
重
く
な
る
保
険
者
に
対
す
る
緩
和
措
置
等

　
④
　
見
直
し
条
項

　
　
　
老
人
医
療
費
拠
出
金
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
3
年
以
内
に
見
直
す
。

⑶
　
国
立
病
院
・
療
養
所

◯
 　
現
行
の
再
編
成
計
画
が
平
成
7
年
度
で
最
終
年
度
と
な
る

こ
と
か
ら
、
今
後
、
施
設
の
統
廃
合
及
び
経
営
移
譲
の
一
層

の
促
進
を
図
る
た
め
の
施
策
等
に
つ
い
て
早
期
に
検
討
を
行

う
べ
き
。

○
 　
国
立
病
院
の
再
編
成
の
促
進
策
等
を
検
討
す
る
た
め
、「
国
立
病
院
・
療
養
所
の
政
策
医
療
、
再
編
成
に
関
す
る
懇
談
会
」（
保
健
医
療

局
長
の
私
的
諮
問
機
関
）
を
7
年
1
月
に
設
置
し
た
と
こ
ろ
。
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平成 7年度　　471
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◯
 　
国
立
病
院
・
療
養
所
へ
の
一
般
会
計
繰
入
れ
に
つ
き
、
5

年
度
予
算
に
お
い
て
設
け
た
一
般
会
計
繰
入
基
準
に
基
づ
く

予
算
編
成
を
徹
底
し
、
縮
減
を
図
る
べ
き
。

○
 　
政
策
医
療
の
推
進
を
図
る
一
方
で
、
経
営
改
善
に
一
層
の
努
力
を
傾
け
る
こ
と
と
し
、
歳
出
予
算
の
徹
底
し
た
見
直
し
等
に
よ
り
一
般

会
計
繰
入
額
を
減
額
。

〔
6
年
度
〕

〔
7
年
度
〕

一
般
会
計
繰
入
額

2,5
88
億
円

⇒
2,4
86
億
円

繰
入
率

24
.9％

⇒
23
.7％

○
　
施
設
の
統
合
を
推
進
。

国
立
王
子
病
院

国
立
立
川
病
院

国
立
病
院
東
京
災
害

医
療
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）

国
立
療
養
所
西
新
潟
病
院

国
立
療
養
所
寺
泊
病
院

国
立
療
養
所
村
松
病
院

国
立
療
養
所
西
新
潟

中
央
病
院
（
仮
称
）

○
　
病
棟
集
約
を
推
進
。

病
床
減

△
　
　
90
床

定
員
減

△
　
　
13
人

⑷
　
保
育
所
制
度

○
 　
保
育
所
が
自
ら
利
用
者
の
個
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
保
育
所
を
利
用
者
が
選
択
し
て
直

接
に
入
所
の
申
請
を
し
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
も
当
事
者
の
利
用

契
約
に
よ
り
決
定
す
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
等
制
度
の
在
り

方
の
見
直
し
が
必
要
。

○
　
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
。

⑸
　
恩
給

◯
 　
臨
時
行
政
調
査
会
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の
答
申

等
を
踏
ま
え
、
年
金
制
度
改
革
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た

見
直
し
を
引
き
続
き
推
進
す
べ
き
。
ま
た
、
新
規
の
個
別
改

善
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
べ
き
。

○
　
恩
給
年
額
を
平
成
7
年
4
月
か
ら
1.1
0％
引
き
上
げ
る
等
の
ほ
か
、
各
種
加
算
の
引
上
げ
等
を
行
う
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

2
．
文
教
・
科
学
振
興

⑴
　
文
教
予
算
編
成
上
の
基
本
的
考
え
方

◯
 　
行
財
政
改
革
の
基
本
方
針
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
初
等
中
等

教
育
に
つ
い
て
は
極
力
地
方
公
共
団
体
が
自
主
性
を
発
揮
で

き
る
よ
う
な
見
直
し
を
進
め
る
と
と
も
に
、
高
等
教
育
、
学

術
研
究
へ
資
金
の
重
点
配
分
を
図
る
こ
と
が
重
要
。
こ
の
た

め
、
国
と
地
方
の
機
能
分
担
及
び
費
用
負
担
の
在
り
方
、
受

益
者
負
担
の
適
正
化
等
の
観
点
か
ら
、
各
種
経
費
の
見
直
し

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

○
　
初
等
中
等
教
育
の
分
野

　
①
　
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
の
抑
制
に
努
力
。

　
②
 　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
等
に
つ
い
て
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
教
職
員
の
給
与
費
等
に
対
す
る
国
庫
負
担
限
度
基
準
を
1.0
25
か

ら
1.0
2へ
引
き
下
げ
。

　
③
　
公
立
学
校
施
設
整
備
費
に
つ
い
て
、
公
立
高
等
学
校
大
規
模
改
造
事
業
を
一
般
財
源
化
。

○
　
高
等
教
育
の
分
野

〔
6
年
度
〕

　
　〔
7
年
度
〕

　
①
　
科
学
研
究
費
補
助
金
の
増
額

82
4億
円

⇒
92
4億
円
（

　1
2.1
％
増
）

　
②
　
日
本
育
英
会
の
育
英
奨
学
事
業

　
　
・
貸
与
月
額
の
引
上
げ

大
学
（
国
公
立
・
自
宅
）

35
,00
0円

⇒
38
,00
0円
（
3,0
00
円
増
）

大
学
院
（
修
士
課
程
）

78
,00
0円

⇒
81
,00
0円
（
3,0
00
円
増
）

大
学
院
（
博
士
課
程
）

10
9,0
00
円

⇒
11
2,0
00
円
（
3,0
00
円
増
）

　
　
・
貸
与
人
員
の
増
員

大
学
院
　
博
士
課
程

15
,55
0人

⇒
17
,15
0人
（
1,6
00
人
増
）

　
　
　
　
修
士
課
程

19
,91
0人

⇒
22
,51
0人
（
2,6
00
人
増
）

　
③
　
日
本
学
術
振
興
会
の
特
別
研
究
員
の
増
員

2,1
50
人

⇒
2,5
40
人
（
　3
90
人
増
）

　
④
　
国
立
大
学
の
高
度
化
推
進
特
別
経
費
の
増
額

61
億
円

⇒
83
億
円
（

　3
7.5
％
増
）

　
　
　
国
立
大
学
の
卓
越
し
た
研
究
拠
点
（
CO
E）
形
成
経
費
を
創
設

―
　

⇒
73
億
円
（
皆
　
　
増
）

　
　
　
国
立
大
学
の
大
学
改
革
推
進
等
経
費
の
増
額

30
億
円

⇒
42
億
円
（

　3
8.7
％
増
） 等

⑵
　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

◯
 　
文
教
予
算
の
重
点
的
、
効
率
的
配
分
及
び
国
と
地
方
の
機

能
分
担
、
費
用
負
担
の
在
り
方
の
観
点
か
ら
、
制
度
の
目
的
、

発
足
以
来
の
経
緯
等
を
も
踏
ま
え
、
引
き
続
き
、
負
担
対
象

等
に
つ
い
て
見
直
し
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

○
 　
地
方
公
共
団
体
の
給
与
の
支
払
い
実
態
等
を
勘
案
し
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
給
与
費
等
に
対
す
る
国
庫
負
担
限
度
基
準
を
1.0
25

か
ら
1.0
2へ
引
き
下
げ
。

〔
6
年
度
〕

　
　〔
7
年
度
〕

①
　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金

27
,51
0億
円

⇒
27
,66
1億
円
（
　
0.6
％
増
）

②
　
養
護
学
校
教
育
費
国
庫
負
担
金

1,1
75
億
円

⇒
1,2
21
億
円
（
　
3.9
％
増
）
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「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
 　
第
6
次
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
教
職
員
定
数
改
善
計
画
の

平
成
7
年
度
に
お
け
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
現
下
の
厳
し

い
財
政
事
情
等
を
踏
ま
え
て
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
。

○
 　
第
6
次
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
教
職
員
定
数
改
善
計
画
の
3
年
次
目
と
し
て
、
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
の
導
入
、
特
殊
教
育
諸
学
校

の
学
級
編
成
の
改
善
等
を
中
心
に
、
改
善
増
5,0
84
人
を
措
置
。

⑶
　
義
務
教
育
教
科
書
無
償
給
与
制
度

◯
 　
一
律
無
償
は
所
得
配
分
の
観
点
か
ら
適
当
で
な
く
、
ま
た
、

財
政
負
担
に
対
し
一
人
当
た
り
家
計
負
担
軽
減
額
が
わ
ず
か

で
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ
り
、

家
計
で
の
消
費
と
り
わ
け
教
育
関
係
支
出
の
実
情
を
考
慮
し

て
、
今
後
、
有
償
化
に
つ
き
更
に
検
討
を
進
め
る
べ
き
。

○
　
教
科
書
有
償
化
問
題
に
つ
い
て
今
後
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
7
年
度
予
算
で
は
無
償
措
置
を
継
続
。

〔
6
年
度
〕

　
　〔
7
年
度
〕

義
務
教
育
教
科
書
購
入
費

43
4億
円

⇒
44
0億
円
（
　
1.4
％
増
）

⑷
 　
高
等
教
育
、
私
学
に
係
る
負
担
の
在
り
方

①
　
国
立
学
校
特
別
会
計

◯
 　
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
の
間
で
財
源
配
分
の
見
直
し

を
行
っ
た
上
で
、
施
設
・
設
備
の
老
朽
化
、
狭
隘
化
が
特
に

著
し
い
大
学
に
つ
い
て
、
そ
の
施
設
等
の
整
備
、
改
善
を
重

点
的
、
計
画
的
に
進
め
る
べ
き
。
併
せ
て
、
教
育
研
究
体
制

の
高
度
化
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

○
 　
施
設
・
設
備
の
老
朽
化
、
狭
隘
化
が
特
に
著
し
い
大
学
に
つ
い
て
、
そ
の
施
設
等
の
整
備
、
改
善
を
重
点
的
・
計
画
的
に
推
進
。
 

　
ま
た
、
大
学
院
に
重
点
を
お
い
た
教
育
研
究
体
制
の
高
度
化
を
推
進
す
る
ほ
か
、
学
術
研
究
の
推
進
に
必
要
と
さ
れ
る
基
盤
的
な
研
究

設
備
の
整
備
を
推
進
。

〔
6
年
度
〕

　
　〔
7
年
度
〕

①
　
国
立
学
校
施
設
等
整
備
費

2,1
77
億
円

⇒
2,4
14
億
円
（

　1
0.9
％
増
）

②
　
基
幹
的
教
育
研
究
経
費

2,0
21
億
円

⇒
2,1
44
億
円
（
　
6.1
％
増
）

③
　
高
度
化
推
進
特
別
経
費

61
億
円

⇒
83
億
円
（

　3
7.5
％
増
）

④
　
卓
越
し
た
研
究
拠
点
（
CO
E）
形
成
経
費

―
　

⇒
73
億
円
（
皆
　
　
増
）

⑤
　
大
学
改
革
推
進
等
経
費

30
億
円

⇒
42
億
円
（

　3
8.7
％
増
）

◯
 　
国
立
大
学
の
入
学
料
、
検
定
料
に
つ
い
て
は
、
私
立
大
学

と
の
格
差
の
現
状
、
高
等
教
育
改
善
等
の
た
め
の
特
別
会
計

の
自
己
財
源
確
保
の
必
要
性
に
も
配
慮
し
、
適
正
化
を
進
め

る
こ
と
が
必
要
。
な
お
、
学
部
別
授
業
料
に
つ
い
て
も
検
討

を
進
め
る
べ
き
。

○
　
国
立
大
学
入
学
料
・
検
定
料
の
改
定

入
学
料
（
平
成
8
年
4
月
入
学
者
か
ら
）

26
0,0
00
円

⇒
27
0,0
00
円
（
　
3.8
％
増
）

検
定
料
（
平
成
8
年
入
学
試
験
受
験
者
か
ら
）

29
,00
0円

⇒
31
,00
0円
（
　
6.9
％
増
）

○
　
学
部
別
授
業
料
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

②
　
私
学
助
成

◯
 　
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
私
学
の

独
自
性
の
発
揮
、
教
育
条
件
の
向
上
の
観
点
か
ら
、
よ
り
一

層
の
見
直
し
が
必
要
。

○
 　
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
に
つ
い
て
は
、
当

面
の
誘
導
措
置
と
し
て
発
足
し
た
経
緯
、
国
と
地
方
の
機
能

分
担
、
費
用
負
担
の
在
り
方
の
観
点
及
び
私
立
高
等
学
校
等

に
対
す
る
地
方
公
共
団
体
の
助
成
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
6

年
度
予
算
に
引
き
続
き
見
直
し
を
進
め
る
べ
き
。

◯
 　
私
学
助
成
全
体
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
総
額
抑
制
を
図

る
と
と
も
に
、
そ
の
重
点
的
・
効
率
的
配
分
等
内
容
の
見
直

し
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

○
 　
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
及
び
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
国
の
財
政
事
情
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
総
額

の
抑
制
に
努
め
、
所
要
の
額
を
計
上
。

〔
6
年
度
〕

　
　〔
7
年
度
〕 

①
　
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

2,7
33
.5億
円

⇒
2,8
03
.5億
円
（
　
2.6
％
増
）

②
　
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金

63
5億
円

⇒
66
6億
円
（
　
4.9
％
増
）

③
　
私
立
大
学
・
大
学
院
等
教
育
研
究
装
置
施
設
整
備
費
補
助

87
.5億
円

⇒
 
92
.5億
円

④
　
私
立
大
学
研
究
設
備
整
備
費
等
補
助
金

26
.5億
円

⇒
 
27
.5億
円
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「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

3
．
防
衛

◯
 　
東
西
冷
戦
終
結
後
の
国
際
情
勢
や
深
刻
な
財
政
事
情
等
を

考
慮
し
て
、
一
層
の
効
率
化
・
合
理
化
が
図
ら
れ
る
べ
き
。
  

　
防
衛
力
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
後
年
度
負
担
も
含
め
た
防
衛
関
係
費
全
体

に
わ
た
り
、
効
率
化
・
合
理
化
に
努
め
て
い
く
べ
き
。

○
 　
7
年
度
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
昭
和
35
年
度
（
0.6
％
）
以
来
最
低
の
伸
び
率
で
あ
っ
た
6
年
度
か
ら
引
き
続
き
厳
し
く
抑
制
。

　
　
　〔
6
年
度
〕

　
　
　〔
7
年
度
〕

防
衛
関
係
費

4
兆
6,8
35
億
円
（

　0
.9％
増
）

⇒
4
兆
7,2
36
億
円
（
0.8
6％
増
）

◯
 　
特
に
、
後
年
度
負
担
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
硬
直
化
要
因

と
な
ら
な
い
よ
う
、
抑
制
を
図
る
べ
き
。
そ
の
際
、
新
装
備

の
購
入
が
翌
年
度
以
降
の
歳
出
化
経
費
と
な
る
ば
か
り
で
は

な
く
、
後
方
支
援
部
門
の
増
加
要
因
に
繋
が
る
と
い
う
二
重

の
意
味
で
の
硬
直
化
要
因
を
生
み
出
す
こ
と
に
留
意
す
べ
き
。

○
　
新
規
後
年
度
負
担
の
抑
制
に
努
力
。

　
　
　〔
6
年
度
〕

　
　
　〔
7
年
度
〕

新
規
後
年
度
負
担

1
兆
8,3
01
億
円
（

　3
.3％
増
）

⇒
1
兆
7,9
82
億
円
（

　1
.7％
減
）

　
　
う
ち
正
面

8,5
79
億
円
（

　0
.9％
増
）

⇒
8,0
60
億
円
（

　6
.1％
減
）

○
 　
基
地
周
辺
対
策
経
費
に
つ
い
て
は
、
現
下
の
財
政
事
情
を

踏
ま
え
、
引
き
続
き
一
層
の
抑
制
を
図
る
べ
き
。

○
　
基
地
周
辺
対
策
経
費
の
抑
制
に
努
力
。

　
　
　〔
6
年
度
〕

　
　
　〔
7
年
度
〕

基
地
周
辺
対
策
経
費
（
契
約
ベ
ー
ス
）

1,6
21
億
円
（

　0
.3％
減
）

⇒
1,5
95
億
円
（

　1
.6％
減
）



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

4
．
公
共
事
業

◯
 　
平
成
6
年
度
に
お
い
て
は
、「
公
共
事
業
の
配
分
の
あ
り

方
に
関
す
る
報
告
」
の
考
え
方
を
踏
ま
え
、
配
分
の
大
幅
な

見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
生
活
者
重
視
等
の
視
点
に
立
っ
て
、

国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
資
す
る
分
野
に
重
点
投
資
を
行
っ

て
い
く
こ
と
は
時
代
の
要
請
で
あ
り
、
新
し
い
「
公
共
投
資

基
本
計
画
」
の
考
え
方
を
も
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
た
、
ウ
ル

グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
合
意
関
連
対
策
の
着
実
な
実
施
を

図
り
つ
つ
、
引
き
続
き
配
分
の
見
直
し
の
努
力
を
継
続
し
て

い
く
べ
き
。

（
参
考
）
公
共
事
業
の
配
分
の
あ
り
方
に
関
す
る
報
告
（
抜
粋
）

⑶
　
配
分
の
基
準

　
現
行
の
各
公
共
事
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
事
業
項
目
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
が
、
大
別
す
れ
ば
、
次
の
通
り
、
A

　生
活
環
境
整
備
、
B

　
国
土
保
全
、C

　産
業
基
盤
整
備
の
三
つ
の
類
型
に
分
類
さ
れ
る
。

A
 　
住
宅
、
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
、
上
水
道
、
廃
棄
物
処
理

施
設
、
公
園
、
生
活
圏
内
道
路
、
等

B
 　
治
水
、
海
岸
、
森
林
整
備
（
治
山
、
造
林
、
林
道
）、
等

C
 　
工
業
用
水
、
漁
港
、
沿
岸
漁
場
整
備
、
港
湾
、
農
業
生
産
基

盤
、
等

　
三
類
型
の
優
先
順
位
は
、
上
記
⑵
「
配
分
の
見
直
し
に
あ
た
っ
て
の

考
え
方
」
の
下
で
次
の
理
由
に
よ
り
、
A
、
B
、
C
の
順
と
す
る
こ
と
が

適
当
で
あ
る
。

　
A
 　
生
活
環
境
整
備
に
つ
い
て
は
、
国
土
保
全
、
産
業
基
盤
整
備
に

比
べ
事
業
の
本
格
的
実
施
が
遅
れ
た
た
め
、
限
ら
れ
た
期
間
に
緊

急
に
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
面
、
集
中
的
に

投
資
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
B
 　
国
土
保
全
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
自
然
的
特
性
か
ら
い
っ
て
、

特
定
の
時
期
に
完
了
す
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、

長
期
的
視
点
か
ら
着
実
に
実
施
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　
C
 　
産
業
基
盤
整
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
投
資
実
績
や
国
民

経
済
に
占
め
る
比
重
の
変
化
等
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
か
ら
の
我

が
国
経
済
の
成
長
の
た
め
に
必
要
な
分
野
に
は
適
切
な
配
慮
を
し

な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
は
、
重
点
的
か
つ
抑
制
気
味
に
扱
う
べ

き
で
あ
る
。

　
高
速
道
路
、
拠
点
空
港
等
は
、
上
記
の
三
類
型
に
分
類
し
難
い
も
の

で
は
あ
る
が
、
国
土
の
骨
格
の
形
成
、
あ
る
い
は
、
国
際
社
会
と
の
交

流
の
た
め
の
基
盤
的
施
設
で
あ
り
、
各
々
の
必
要
性
を
見
極
め
な
が
ら
、

着
実
に
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
基
準
で
配
分
し
た
場
合
に
は
、
現
状
に
比
べ
て

都
市
重
視
の
考
え
方
で
あ
り
、
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
に
逆
行
す
る
と

の
反
論
も
予
想
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
都
市
に
お
い
て
も
、
地
方
に
お
い
て
も
最
近
の
国

民
の
ニ
ー
ズ
は
便
利
で
住
み
よ
い
生
活
環
境
を
形
成
し
て
ほ
し
い
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
下
水
道
等
の
生
活
環
境
整
備
型
の
事
業
の
多
く
は
、
実

際
に
、
都
会
よ
り
も
地
方
で
よ
り
多
く
実
施
さ
れ
て
い
る
実
績
が
あ
る
。

従
っ
て
、
上
記
の
優
先
順
位
に
よ
る
配
分
を
行
っ
て
も
、
都
会
重
視
に
な

る
と
か
地
域
振
興
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
。

○
 　
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
が
到
来
す
る
前
に
社
会
資
本
整
備
を
着
実
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
回
復
局
面
に
あ
る
我
が
国
経
済
情
勢
も
考

慮
し
、
厳
し
い
財
政
事
情
の
下
で
一
般
歳
出
を
 3
.1％
と
低
い
伸
び
に
抑
え
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
公
共
事
業
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
対

前
年
度
 4
.0％
と
高
い
伸
び
を
確
保
。

〔
6
年
度
当
初
〕

4.0
％

〔
7
年
度
当
初
〕

8
兆
 9
,84
6億
円

⇒
9
兆
 3
,42
3億
円

（
注
）
N
T
T
事
業
償
還
分
を
除
く
（
以
下
同
じ
。）
。

○
　
生
活
者
重
視
等
の
視
点
に
立
っ
た
重
点
投
資

　
 　
公
共
事
業
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
結
び
つ
く
分
野
を
は
じ
め
、
21
世
紀
に
向
け
て
新
た
な
時
代
の
ニ
ー
ズ

に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
思
い
切
っ
た
重
点
投
資
を
行
う
な
ど
、
更
に
重
点
的
・
効
率
的
に
配
分
。

＜
一
般
公
共
事
業
別
伸
率
（
対
前
年
度
）
＞

住
宅

5.0
％

治
水

3.3
％

漁
港

0.8
％

市
街
地
整
備

8.5
％

治
山

3.2
％

港
湾

1.0
％

下
水

道
5.8
％

海
岸

3.0
％

工
業

用
水

▲
24
.3％

農
業
集
落
排
水

9.0
％

廃
棄
物
処
理
施
設

11
.4％

水
道

8.0
％

公
園

6.5
％

都
市
・
幹
線
鉄
道

5.4
％

一
般

公
共

4.1
％

○
　
公
共
事
業
関
係
費
の
シ
ェ
ア
の
変
更

　
 　
重
点
投
資
の
結
果
、
公
共
事
業
関
係
費
の
シ
ェ
ア
は
、
公
共
事
業
関
係
費
の
範
囲
の
見
直
し
が
併
せ
行
わ
れ
た
6
年
度
の
変
更
幅
は
下

回
る
も
の
の
、
相
当
大
き
く
変
わ
っ
て
お
り
、
各
々
の
事
業
の
シ
ェ
ア
の
変
更
幅
の
合
計
は
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
各
々
約
0.7
％
。
省

庁
別
の
シ
ェ
ア
の
変
更
幅
は
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
各
々
約
0.4
％
。

　
　
な
お
、
6
年
度
に
お
い
て
は
、
地
下
鉄
、
自
然
公
園
な
ど
の
約
80
0億
円
を
公
共
事
業
関
係
費
に
組
替
え
。
 

（
単
位
：
％
）

区
　
分

59
’

60
’

61
’

62
’

63
’

元
’

2’
3’

4’
5’

6’
7’

事
業
別
シ
ェ
ア
の

変
更
幅
の
合
計

0.2
0.3

0.3
0.3

0.9
0.2

0.1
0.3

0.2
0.5

1.6
0.7

所
管
別
シ
ェ
ア
の

変
更
幅
の
合
計

0.0
0.1

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.2

0.2
0.2

0.9
0.4

1.32.3
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「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◯
 　
類
似
し
た
事
業
を
複
数
官
庁
で
実
施
す
る
場
合
、
関
係
省

庁
間
で
適
切
な
調
整
を
行
う
べ
き
。
下
水
道
と
農
業
集
落
排

水
及
び
道
路
と
農
道
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
国
の
関
係
省
庁

及
び
地
方
公
共
団
体
の
関
係
部
局
が
連
絡
を
密
に
し
て
協
力

を
深
め
、
都
道
府
県
域
を
対
象
と
し
た
各
種
事
業
の
適
正
配

置
計
画
の
策
定
の
推
進
、
各
都
道
府
県
及
び
各
市
町
村
毎
の

各
種
道
路
も
含
め
た
総
合
的
な
道
路
網
の
整
備
計
画
の
内
容

の
拡
充
等
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
。

○
　
昨
日
12
月
25
日
に
大
蔵
省
よ
り
記
者
発
表
（
概
要
は
以
下
の
通
り
。）

1
．
下
水
道
と
農
業
集
落
排
水
及
び
合
併
処
理
浄
化
槽
等

　
 　
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
各
施
設
の
合
理
的
な
配
置
計
画
の
策
定
の
指
導
・
支
援
等
を
行
う
た
め
、
建
設
、
農
水
及
び
厚
生
の
3
省
に

よ
る
「
汚
水
処
理
施
設
の
整
備
等
に
係
る
関
係
省
連
絡
会
議
（
仮
称
）」
を
新
た
に
設
置
す
る
。

2
．
道
路
と
農
道

　
 　
地
域
の
道
路
や
農
道
に
関
す
る
調
整
さ
れ
た
全
体
路
線
図
が
作
成
・
公
表
さ
れ
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
合
性
等
に
つ
い
て
幅
広
い
理
解

が
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
指
導
・
支
援
す
る
。
道
路
と
農
道
の
よ
り
一
層
円
滑
な
調
整
の
推
進
に
関
す
る
情
報
交
換
等
を
行
う
た
め
、

現
在
の
建
設
・
農
水
両
省
間
の
連
絡
会
議
の
充
実
・
強
化
を
図
る
。

3
．
国
土
総
合
開
発
事
業
調
整
費
の
活
用

　
 　
道
路
と
農
道
、
更
に
建
設
、
農
水
及
び
運
輸
の
各
省
が
所
管
す
る
海
岸
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
各
事
業
の
計
画
的
な
整
備
の
進

展
を
図
る
中
で
、
事
業
間
の
進
度
調
整
が
必
要
と
な
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
、
国
土
総
合
開
発
事
業
調
整
費
に
「
類
似
事
業
調
整
費
」
と
い

う
新
た
な
事
業
を
創
設
し
、
同
調
整
費
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

◯
 　
入
札
・
契
約
制
度
に
つ
い
て
は
、
大
型
工
事
へ
の
一
般
競

争
入
札
の
導
入
等
の
改
革
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
改
革
の
着
実
な
実
施
を
通
じ
て
公
共
事
業
の
コ
ス
ト
を
可

能
な
限
り
低
減
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、

透
明
性
・
客
観
性
を
確
保
し
つ
つ
、
更
に
競
争
性
を
高
め
る

た
め
の
改
革
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
と
と
も
に
真
摯
に
検
討

を
行
う
べ
き
。
ま
た
、
適
正
な
予
算
単
価
の
設
定
等
に
つ
い

て
一
層
努
め
る
こ
と
が
必
要
。

○
 　
昨
年
12
月
1
日
、
建
設
省
は
「
公
共
工
事
の
建
設
費
の
縮
減
に
関
す
る
行
動
計
画
」
を
策
定
し
、
輸
入
資
材
の
活
用
等
に
よ
る
資
材
費

の
低
減
や
生
産
性
の
向
上
、
技
術
開
発
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
建
設
費
の
縮
減
に
さ
ら
に
努
力
し
て
い
く
旨
を
表
明
。

○
 　
昨
年
12
月
26
日
、
建
設
省
の
「
履
行
保
証
制
度
研
究
会
」
は
、
履
行
ボ
ン
ド
制
度
の
導
入
等
を
内
容
と
す
る
報
告
を
と
り
ま
と
め
た
。

今
後
、
中
央
建
設
業
審
議
会
に
お
け
る
審
議
等
を
経
て
、
平
成
7
年
度
か
ら
新
た
な
履
行
保
証
体
系
に
段
階
的
に
移
行
し
、
8
年
度
か
ら

は
全
面
的
に
移
行
す
る
予
定
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

5
．
政
府
開
発
援
助

◯
 　
既
に
国
際
的
に
見
て
遜
色
の
な
い
水
準
に
達
し
て
い
る

O
D
A
予
算
に
つ
い
て
は
、
量
的
拡
大
よ
り
も
、
内
容
の
重

点
化
・
効
率
化
や
執
行
面
の
一
層
の
効
率
化
を
図
る
べ
き
で
、

伸
率
を
抑
制
し
て
い
く
べ
き
。

1
 ．
一
般
会
計
O
D
A
に
つ
い
て
は
一
段
と
深
刻
さ
を
増
し
た
財
政
事
情
の
下
で
は
あ
る
が
、
O
D
A
は
国
際
貢
献
の
柱
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

円
高
に
よ
る
影
響
、
他
の
経
費
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
も
留
意
し
て
、
11
,06
1億
円
（
伸
率
4.0
％
）
を
計
上
。

　
　
こ
の
伸
率
は
、
O
D
A
の
集
計
が
開
始
さ
れ
た
昭
和
51
年
以
来
最
低
の
も
の
。

◯
 　
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
環
境
へ
の
配
慮
、
女
性
の
役
割
の

重
視
等
新
し
い
側
面
へ
の
配
慮
に
加
え
、
援
助
担
当
者
の
人

材
育
成
、
途
上
国
か
ら
の
研
修
生
受
入
れ
等
き
め
細
か
く
真

に
効
率
的
な
援
助
を
目
指
す
べ
き
。
ま
た
、
入
札
制
度
の
改

善
等
に
よ
る
執
行
の
一
層
の
効
率
化
が
必
要
。

2
．
総
額
の
伸
び
は
抑
制
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
財
源
の
重
点
配
分
を
行
い
、
真
に
効
率
的
な
援
助
を
目
指
す
。

⑴
　
環
境
へ
の
配
慮
、
女
性
の
役
割
の
重
視
等
新
し
い
側
面
へ
の
十
分
な
対
応
。

〔
6
年
度
〕

〔
7
年
度
〕

　
・
環
境
へ
の
配
慮

　
　
　
国
連
環
境
基
金
拠
出
金

36
百
万
㌦
⇒

40
百
万
㌦
（
 
10
.5％
増
）

　
・
開
発
、
援
助
に
お
け
る
女
性
の
役
割
の
重
視
へ
の
対
応
（「
開
発
と
女
性
」
W
ID
／
W
om
en
 In
 D
ev
el
op
m
en
t）
。

　
　
　
日
・
IF
A
D
「
W
ID
」
信
託
基
金
拠
出
金

―
⇒

1
百
万
㌦
（
新
規
）

　
　
　
U
N
D
P「
W
ID
」
信
託
基
金
拠
出
金

―
⇒

1
百
万
㌦
（
新
規
）

　
　
　
JI
CA
に
よ
る
草
の
根
レ
ベ
ル
の
W
ID
関
連
事
業

―
⇒

1.9
億
㌦
（
新
規
）

⑵
　
援
助
担
当
者
の
人
材
育
成
、
開
発
途
上
国
の
人
造
り
を
支
援
す
る
た
め
の
国
際
協
力
事
業
団
に
よ
る
技
術
協
力
を
拡
充
。

　
・
国
際
開
発
高
等
教
育
機
構
（
FA
SI
D
）
委
託
費

66
5百
万
円
⇒

71
0百
万
円
（
 
6.7
％
増
）

　
・
途
上
国
か
ら
の
研
修
員
受
入
れ

7,1
40
人
⇒

7,3
90
人
（
 
25
0人
増
）

　
・
青
年
招
へ
い

1,4
10
人
⇒

1,5
60
人
（
 
15
0人
増
）

　
・
青
年
海
外
協
力
隊
新
規
派
遣

1,1
10
人
⇒

1,1
90
人
（
 
80
人
増
）

⑶
　
効
率
的
・
効
果
的
な
援
助
の
実
施
、
執
行
の
一
層
の
効
率
化
に
向
け
て
の
取
り
組
み
の
強
化
。

　
・
援
助
査
察
制
度

―
⇒

11
百
万
円
（
新
規
）

　
・
外
務
省
及
び
JI
CA
に
よ
る
事
後
評
価
の
充
実

7.4
億
円
⇒

8.2
億
円
（
 
10
.7％
増
）

　
・
緊
急
援
助
追
跡
調
査

―
⇒

20
件
（
新
規
）

⑷
 　
こ
の
他
、
我
が
国
の
「
顔
」
の
見
え
る
援
助
を
き
め
細
か
く
行
う
観
点
か
ら
、
N
GO
と
の
連
携
を
格
段
に
強
化
す
る
こ
と
と
し
、

N
GO
に
対
す
る
補
助
金
を
大
幅
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
草
の
根
レ
ベ
ル
で
き
め
細
か
い
支
援
が
で
き
る
「
草
の
根
無
償
」
を
倍
増
。
 
 

　
ま
た
、
援
助
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
途
上
国
に
お
け
る
保
険
・
医
療
、
教
育
、
水
供
給
・
衛
生
な
ど
の
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・

ニ
ー
ズ
（
基
礎
生
活
分
野
：
BH
N
）
へ
の
支
援
に
重
点
を
置
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
・
N
GO
事
業
補
助
金

5.4
億
円
⇒

7.6
億
円
（
 
40
.7％
増
）

　
・
草
の
根
無
償

15
億
円
⇒

30
億
円
（
 1
00
.0％
増
）

　
・
緊
急
無
償

53
億
円
⇒

64
億
円
（
 
20
.8％
増
）

　
　
う
ち
民
主
化
支
援
分

―
⇒

3
億
円
（
新
規
）
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予
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る
措
置
状
況

6
．
農
業

⑴
　
農
業
関
係
予
算
の
合
理
化
・
重
点
化

　
農
業
関
係
予
算
に
つ
い
て
は
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農

業
合
意
関
連
対
策
を
含
め
、
中
長
期
的
方
向
を
見
据
え
、
経
営

感
覚
に
優
れ
た
効
率
的
・
安
定
的
経
営
体
を
育
成
し
、
こ
う
し

た
経
営
体
が
生
産
の
大
宗
を
担
う
農
業
構
造
が
実
現
さ
れ
る
よ

う
に
新
た
な
観
点
に
立
っ
て
施
策
の
重
点
化
を
図
る
必
要
。
こ

の
た
め
、
財
政
資
金
の
一
層
の
効
率
的
、
重
点
的
配
分
に
努
め

て
い
く
べ
き
。

〔
6
年
度
〕

〔
7
年
度
〕

○
　
農
林
水
産
関
係
予
算
総
額

34
,18
8億
円

→
35
,40
0億
円

（
 3
.5％
増
）

公
共
事
業
関
係
費

18
,55
9億
円

→
19
,05
0億
円

（
 2
.6％
増
）

食
糧
管
理
費

2,7
43
億
円

→
2,7
23
億
円

（
 0
.7％
減
）

一
般
農
政
費

12
,88
6億
円

→
13
,62
7億
円

（
 5
.8％
増
）

（
注
）
N
T
T
償
還
時
補
助
は
除
い
て
い
る
。

○
　
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
合
意
関
連
対
策

　
・
 　
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
合
意
関
連
対
策
に
つ
い
て
は
、
6
年
間
の
新
し
い
事
業
と
し
て
、
6
兆
10
0億
円
の
事
業
を
講
ず
る

こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

　
　
 　
7
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
同
対
策
と
し
て
事
業
費
約
3,9
00
億
円
（
国
費
1,0
71
億
円
）
を
計
上
。
6
年
度
補
正
予
算
と
合
わ
せ
て
、

事
業
費
1
兆
1,4
00
億
円
（
国
費
5,5
45
億
円
）
を
確
保
。

　
　（
こ
れ
は
、
同
対
策
の
6
年
間
事
業
費
6
兆
10
0億
円
の
1
／
6
を
上
回
る
も
の
。）

　
・
 　
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
新
政
策
」
に
即
し
て
、
我
が
国
農
業
の
将
来
展
望
を
切
り
拓
き
、
効
率
的
・
安
定
的
経
営

体
が
生
産
の
大
宗
を
担
う
力
強
い
農
業
構
造
を
実
現
す
る
た
め
、
高
生
産
性
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
、
地
域
の
農
業
生
産
の
高
度
化
等

の
た
め
の
諸
施
設
の
整
備
、
農
地
流
動
化
・
利
用
集
積
の
推
進
等
に
重
点
。

○
　
農
業
農
村
整
備
事
業

　
・
 　
事
業
の
思
い
切
っ
た
重
点
化
等
に
よ
り
、
効
率
的
・
安
定
的
な
経
営
体
の
育
成
等
を
通
じ
た
国
内
農
業
の
体
質
強
化
を
図
る
と
と
も

に
、
農
村
地
域
の
生
活
環
境
整
備
の
促
進
を
図
る
。

〔
6
年
度
〕

〔
7
年
度
〕

農
業
農
村
整
備
事
業

11
,68
2億
円
→

11
,96
6億
円

（
 2
.4％
増
）

うち
 担
い
手
育
成
ほ
場
整
備
事
業

57
2億
円
→

63
8億
円

（
 11
.6％
増
）

一
般

ほ
場

整
備

事
業

64
1億
円
→

56
8億
円

（
 11
.5％
減
）

担
い
手
育
成
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業

67
億
円
→

78
億
円

（
 16
.9％
増
）

一
般
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業

31
9億
円
→

28
9億
円

（
 9
.5％
減
）

農
業

集
落

排
水

事
業

1,1
66
億
円
→

1,2
72
億
円

（
 9
.0％
増
）

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

34
3億
円
→

41
1億
円

（
 19
.9％
増
）

○
　
補
助
事
業
の
重
点
化
等

　
・
　
山
村
振
興
等
農
林
漁
業
特
別
対
策
事
業
費
補
助
金

　
　
 　
山
村
振
興
農
林
漁
業
対
策
事
業
費
補
助
金
と
農
村
地
域
定
住
促
進
対
策
事
業
費
補
助
金
を
統
合
す
る
と
と
も
に
、
農
林
漁
家
活
性
化

支
援
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
補
助
を
廃
止
（
14
億
円
減
）

　
・
　
農
業
構
造
改
善
事
業
費
補
助
金
等

　
　
　
施
設
、
機
械
等
の
一
部
を
補
助
対
象
か
ら
除
外
し
、
融
資
化
（
4
億
円
減
）



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
　
食
糧
管
理
制
度
の
改
革

　
 　
今
後
、
新
制
度
の
下
に
お
い
て
、
政
府
の
役
割
を
明
確
に

し
つ
つ
、
市
場
原
理
を
通
じ
た
需
給
調
整
機
能
が
十
分
発
揮

さ
れ
る
よ
う
適
切
な
運
用
に
努
め
て
い
く
必
要
。
ま
た
、
主

要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
係
る
財
政
負
担
に
つ
い

て
は
、
以
下
の
よ
う
な
観
点
か
ら
引
き
続
き
一
層
の
効
率
化

を
図
っ
て
い
く
必
要
。

　
①
　
米
麦
価

　
　
 　
需
給
の
動
向
等
を
踏
ま
え
、
内
外
価
格
差
の
縮
小
を
図

る
と
と
も
に
、
政
府
管
理
経
費
の
縮
減
と
あ
わ
せ
て
、
コ

ス
ト
逆
ざ
や
の
縮
小
を
更
に
進
め
て
い
く
必
要
。

　
　
 　
特
に
、
政
府
買
入
価
格
に
関
し
て
は
、
米
の
需
給
の
動

向
等
が
適
確
に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
生

産
性
の
高
い
稲
作
の
担
い
手
層
に
焦
点
を
置
き
、
稲
作
の

生
産
性
の
向
上
と
コ
ス
ト
低
減
を
反
映
し
て
い
く
べ
き
。

○
　
食
糧
管
理
費

　
①
　
食
糧
管
理
特
別
会
計
へ
繰
入

　
　
 　
食
管
調
整
勘
定
繰
入
に
つ
い
て
は
、
米
麦
に
関
す
る
適
切
な
需
給
管
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
措
置
す
る
と
と
も
に
、
政
府
管
理
経
費
の

見
直
し
等
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
き
る
限
り
の
節
減
を
図
る
。

　
　
　
な
お
、
平
成
7
年
2
月
か
ら
麦
の
政
府
売
渡
価
格
を
平
均
5.5
％
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

〔
6
年
度
〕

〔
7
年
度
〕

調
整
勘
定
繰
入

1,9
00
億
円
→

1,8
30
億
円
（
 3
.7％
減
）

　
②
　
生
産
調
整
助
成
金
等

　
　
 　
新
制
度
に
お
け
る
生
産
調
整
に
つ
い
て
は
、
奨
励
金
依

存
か
ら
の
脱
却
の
要
請
を
踏
ま
え
つ
つ
、
適
切
に
全
体
需

給
の
調
整
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
と
す
る
必
要
。

　
　
 　
そ
の
他
の
助
成
措
置
等
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度
に
お

い
て
自
主
流
通
米
に
係
る
助
成
が
食
管
赤
字
の
大
き
な
部

分
を
占
め
て
い
る
こ
と
等
を
勘
案
し
、
全
体
と
し
て
財
政

負
担
の
圧
縮
が
図
ら
れ
る
方
向
で
検
討
す
る
必
要
。

　
③
　
組
織
・
定
員
の
合
理
化

　
　
 　
新
制
度
の
下
に
お
け
る
食
糧
事
務
所
等
の
業
務
の
在
り

方
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
組
織
・
定
員
の
合
理
化
、

縮
減
を
図
る
必
要
。
特
に
、
検
査
業
務
に
つ
い
て
は
、
今

回
の
制
度
改
革
の
趣
旨
・
背
景
を
踏
ま
え
、
抜
本
的
な
見

直
し
を
検
討
す
る
必
要
。

　
②
　
水
田
営
農
活
性
化
対
策
費

　
　
 　
6
年
産
米
の
豊
作
に
よ
る
米
需
給
の
緩
和
状
況
に
か
ん
が
み
、
平
成
7
年
度
に
お
け
る
水
田
営
農
活
性
化
対
策
（
5
年
度
～
7
年

度
）
に
つ
い
て
は
、
転
作
等
目
標
面
積
60
0千
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
実
施
す
る
こ
と
に
加
え
、
追
加
的
に
80
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
転
作
等
を
特

別
に
実
施
す
る
。

〔
6
年
度
〕

〔
7
年
度
〕

水
田
営
農
活
性
化
対
策
費

84
3億
円
→

89
3億
円
（
 5
.9％
増
）

　（
注
 ）
食
糧
管
理
費
2,7
23
億
円
は
、
ピ
ー
ク
時
（
56
’：
9,9
48
億
円
）
の
3
割
弱
。
ま
た
、
食
管
特
会
調
整
勘
定
繰
入
1,8
30
億
円
は
、
ピ
ー

ク
時
（
51
’：
7,6
90
億
円
）
の
4
分
の
1
弱
。

　
③
　
食
糧
管
理
制
度
の
改
革

　
　
 　
今
回
、
食
糧
管
理
法
を
廃
止
し
、
新
た
な
法
律
の
整
備
に
よ
り
、
民
間
流
通
を
基
本
と
し
、
規
制
緩
和
を
通
じ
た
流
通
の
合
理
化
を

図
る
な
ど
、
抜
本
的
な
改
革
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
回
の
改
革
に
関
連
し
て
、
食
糧
事
務
所
等
の
組
織
・
定
員
に
つ
い
て
、

業
務
等
の
在
り
方
の
見
直
し
を
行
う
な
ど
に
よ
り
、
縮
減
・
合
理
化
を
図
る
。

〔
6
年
度
〕

〔
7
年
度
〕

食
糧
事
務
所
数

47
　

→
45
　
（
　
 2
減
）

同
　
支
所
数

36
1　

→
33
8　

（
　
23
減
）

定
　
　
　
　
員

10
,99
3人

→
10
,55
4人

（
 4
39
人
減
）

　（
注
 ）
今
後
5
年
間
（
7
’～
11
’）
で
食
糧
事
務
所
を
約
4
分
の
1
減
（
11
減
）、
支
所
を
約
4
割
減
（
16
0減
）
の
予
定
。
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7
．
運
輸

⑴
　
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
債
務
の
処
理

◯
 　
最
終
的
に
国
に
お
い
て
処
理
す
べ
き
債
務
が
巨
額
に
上
る

と
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
問
題
の
重
要
性
に
つ
き

広
く
国
民
の
理
解
を
求
め
つ
つ
、
7
年
度
に
お
い
て
も
土
地

売
却
収
入
の
確
保
及
び
JR
株
式
の
売
却
に
最
大
限
努
力
す

る
な
ど
資
産
処
分
を
進
め
、
国
鉄
清
算
事
業
団
の
長
期
債
務

の
償
還
促
進
に
努
め
る
べ
き
。

○
 　
平
成
7
年
度
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
採
ら
れ
て
き
た
種
々
の
土
地
売
却
促
進
策
を
活
用
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
土
地
売
却
収
入
を
確

保
す
る
と
共
に
JR
株
式
の
早
期
売
却
に
最
大
限
努
力
す
る
な
ど
資
産
処
分
を
進
め
、
長
期
債
務
の
償
還
促
進
に
努
め
る
。

（
参
考
）
国
鉄
清
算
事
業
団
の
長
期
債
務
の
見
込
み

平
成
6
年
度
首

平
成
7
年
度
首

平
成
8
年
度
首

26
.0兆
円
　

26
.4兆
円

〔
共
済
特
別
負
担
約
0.2
兆
円
〕　

26
.4兆
円

（
平
成
6
年
度
）

発
生
金
利
等

資
産
処
分
収
入
に
よ
る
債
務
減

・
土
地
処
分
収
入

・
JR
株
式
売
却
収
入

・
鉄
道
整
備
基
金
収
入

・
補
助
金

・
そ
の
他
収
入

（
見
込
み
）

1.5
兆
円

△
1.2
兆
円

（
10
,30
0億
円
）

（
0億
円
）

（
1,0
60
億
円
）

（
76
2億
円
）

（
35
9億
円
）

（
平
成
7
年
度
）

発
生
金
利
等

資
産
処
分
収
入
に
よ
る
債
務
減

・
土
地
処
分
収
入

・
JR
株
式
売
却
収
入

・
鉄
道
整
備
基
金
収
入

・
補
助
金

・
そ
の
他
収
入

（
見
込
み
）

1.4
兆
円

△
1.5
兆
円

（
10
,20
0億
円
）

（
3,0
78
億
円
）

（
1,0
07
億
円
）

（
63
5億
円
）

（
31
0億
円
）



「
報
告
」
に
お
け
る
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摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
　
整
備
新
幹
線
問
題

◯
 　
3
線
5
区
間
以
外
の
区
間
の
新
た
な
着
工
や
規
格
の
変
更

に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
極
め
て
大
き
な
問
題
が
あ
る
。

　
①
 　
新
幹
線
建
設
の
た
め
確
保
さ
れ
て
い
る
財
源
は
3
線
5

区
間
で
手
一
杯
で
あ
り
、
追
加
的
に
必
要
な
膨
大
な
財
源

確
保
の
目
処
は
全
く
立
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
整
備
新
幹

線
の
収
支
採
算
性
は
極
め
て
乏
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
他
方
、
現
在
の
公
的
助
成
比
率
（
50
％
）
を
超
え

て
助
成
を
行
う
こ
と
は
、
整
備
新
幹
線
が
私
企
業
で
あ
る

JR
の
事
業
用
施
設
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
国
鉄
改

革
の
趣
旨
・
行
財
政
改
革
の
趣
旨
に
も
反
す
る
。

　
②
 　
清
算
事
業
団
債
務
の
う
ち
最
終
的
に
国
が
処
理
す
べ
き

債
務
が
膨
大
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
中
、
更
に
巨
額
の
負

担
を
後
世
に
残
す
こ
と
に
つ
き
、
国
民
の
理
解
を
得
が
た

い
。

　
③
 　
JR
を
第
二
の
国
鉄
と
し
な
い
た
め
に
並
行
在
来
線
の

経
営
分
離
が
必
要
だ
が
、
3
線
5
区
間
以
外
で
経
営
分
離

の
見
通
し
は
全
く
立
っ
て
い
な
い
。

　
④
 　
鉄
道
政
策
の
あ
り
方
と
し
て
、
新
幹
線
の
み
に
重
点
を

置
く
の
で
は
な
く
、
都
市
鉄
道
の
整
備
に
対
し
て
も
、
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
形
で
限
ら
れ
た
予
算
を
配
分
す
べ
き
。

　
 　
財
源
、
収
支
採
算
性
、
並
行
在
来
線
の
問
題
等
の
解
決
が

な
さ
れ
な
い
ま
ま
3
線
5
区
間
以
外
の
区
間
の
着
工
や
規
格

の
変
更
は
適
当
で
は
な
く
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
基
本
的

に
3
線
5
区
間
に
限
定
し
て
建
設
を
着
実
に
進
め
て
い
く
べ

き
。

○
　
既
に
着
工
し
て
い
る
3
線
5
区
間
に
限
定
し
て
建
設
を
着
実
に
推
進
。

○
 　
3
線
5
区
間
の
中
で
、
東
北
新
幹
線
八
戸
・
青
森
間
の
暫
定
整
備
計
画
を
取
下
げ
る
こ
と
と
し
、
盛
岡
・
八
戸
間
を
フ
ル
規
格
に
変
更

（
従
来
工
事
費
の
内
枠
）。

○
 　
3
線
5
区
間
以
外
の
区
間
（
3
線
5
区
間
の
規
格
の
変
更
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
基
本
ス
キ
ー
ム
を
引
き
続
き
検
討
し
、

平
成
8
年
中
に
そ
の
成
案
を
得
る
。
そ
の
際
、
国
及
び
地
域
の
財
政
事
情
、
JR
の
健
全
な
経
営
の
確
保
等
に
配
慮
す
る
。
ま
た
、
収
支

採
算
性
の
見
通
し
、
JR
の
同
意
、
並
行
在
来
線
の
経
営
分
離
に
つ
い
て
の
沿
線
地
方
公
共
団
体
の
同
意
、
用
地
確
保
の
見
通
し
等
所
要

の
要
件
が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
　
未
着
工
区
間
の
中
で
も
特
に
そ
の
整
備
の
緊
急
性
の
高
い
駅
部
整
備
（
富
山
駅
及
び
熊
本
駅
）
に
着
手
す
る
。

○
 　
難
工
事
が
予
想
さ
れ
る
八
甲
田
ト
ン
ネ
ル
、
飯
山
ト
ン
ネ
ル
、
第
二
筑
紫
ト
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
、
従
来
か
ら
の
調
査
費
を
用
い
て
試
掘

調
査
に
着
手
。

〔
参
考
〕

6
年
度
事
業
費

7
年
度
事
業
費

整 備 新 幹 線 建 設 事 業 費

〔
新
幹
線
建
設
事
業
費
〕

1,8
29
億
円

2,2
76
.0億
円

北
陸
新
幹
線
（
高
崎
・
長
野
）

1,5
01
億
円

2,0
00
.0億
円

東
北
新
幹
線
（
盛
岡
・
八
戸
）

88
億
円

10
2.0
億
円

九
州
新
幹
線
（
八
代
・
西
鹿
児
島
）

79
億
円

91
.6億
円

北
陸
新
幹
線
（
石
動
・
金
沢
）

50
億
円

58
.0億
円

北
陸
新
幹
線
（
糸
魚
川
・
魚
津
）

21
億
円

24
.4億
円

整
備
新
幹
線
駅
整
備
調
整
事
業
費

0億
円

10
　億
円

整
備
新
幹
線
建
設
準
備
事
業
費

30
億
円

30
　億
円
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平成 7年度　　483
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

8
．
地
方
財
政
・
補
助
金
等

◯
 　
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の

「
国
と
地
方
の
関
係
等
に
関
す
る
答
申
」
等
を
踏
ま
え
、
国

と
同
様
に
歳
出
規
模
の
拡
大
を
厳
し
く
抑
制
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
。

○
 　
7
年
度
に
お
い
て
は
、
地
方
投
資
単
独
事
業
に
つ
い
て
「
公
共
投
資
基
本
計
画
」
等
の
考
え
方
に
沿
っ
た
社
会
資
本
整
備
の
着
実
な
推

進
に
配
慮
し
つ
つ
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
答
申
等
の
趣
旨
に
従
い
、
国
と
同
様
、
極
力
、
経
費
の
節
減
合
理
化
に
努
め
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

　【
歳
出
】

　
　
・
歳
出
総
額

　
　
　
　
　
約
82
兆
5,1
00
億
円
程
度
 

対
前
年
度
2.0
％
の
増

　
　
　
　
　〔
N
T
T
繰
上
償
還
を
除
い
た
ベ
ー
ス
　
　
　
対
前
年
度
4.3
％
の
増
〕

　
　
・
地
方
投
資
単
独
事
業
 

対
前
年
度
5.0
％
の
増

◯
 　
平
成
7
年
度
の
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
極
め

て
厳
し
い
状
況
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
国
の

財
政
事
情
も
誠
に
深
刻
な
状
況
に
立
ち
至
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
従
っ
て
、
7
年
度
の
地
方
財
政
対
策
の
具
体
的
方

策
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対

処
す
る
こ
と
が
必
要
。

1
．
7
年
度
の
地
方
財
政
は
、

　
⑴
 　
所
得
税
の
減
税
に
よ
り
地
方
交
付
税
が
1
兆
2,4
29
億
円
、
住
民
税
の
減
税
に
よ
り
住
民
税
が
1
兆
4,4
96
億
円
、
そ
れ
ぞ
れ
減
少
。

　
⑵
　
減
税
の
影
響
を
除
く
通
常
収
支
で
み
て
も
4
兆
2,5
72
億
円
の
財
源
不
足
。

2
 ．
7
年
度
の
地
方
財
政
対
策
で
は
、
こ
の
よ
う
な
極
め
て
厳
し
い
地
方
財
政
の
状
況
を
踏
ま
え
、
地
方
財
政
の
円
滑
な
運
営
に
支
障
が
生

ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
⑴
　
減
税
の
影
響
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
に
よ
り
全
額
を
補
て
ん
。

　
　
①
　
地
方
交
付
税
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
交
付
税
特
会
借
入
金
に
よ
り
全
額
補
て
ん
。

　
　
②
　
住
民
税
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
減
税
補
て
ん
債
の
発
行
に
よ
り
全
額
補
て
ん
。

　
⑵
　
通
常
収
支
の
財
源
不
足
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
に
よ
り
全
額
を
補
て
ん
。

　
　
①
　
地
方
交
付
税
の
増
額
措
置
（
2
兆
6,9
72
億
円
）

　
　
　
・
一
般
会
計
加
算
（
1,8
10
億
円
）

　
　
　
・
特
会
借
入
金
の
償
還
計
画
の
変
更
（
4,1
92
億
円
）

　
　
　
・
新
規
の
特
会
借
入
金
（
2
兆
97
0億
円
）

　
　
②
　
建
設
地
方
債
（
財
源
対
策
債
）
の
増
発
（
1
兆
5,6
00
億
円
）

3
．
こ
の
結
果
、
特
会
出
口
ベ
ー
ス
の
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
16
兆
1,5
29
億
円
と
な
る
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

【
参
考
】
7
年
度
の
地
方
交
付
税
交
付
金 （
7
年
度
）
　

（
6
年
度
）
　

法
定

率
分

13
兆
6,1
41
億
円

13
兆
6,1
83
億
円

前
年
度
精
算
額

▲
 

5,7
97
億
円

▲
 1
兆
36
5億
円

法
定
加

算
分

1,8
10
億
円

1,7
60
億
円

一
般
会
計
ベ
ー
ス

13
兆
2,1
54
億
円（
＋
3.6
％
）

12
兆
7,5
78
億
円

特
会
借
入
金
等
利
子
等

▲
 

4,0
24
億
円

▲
 

2,1
37
億
円

特
会
剰
余
金
の
活
用

―
40
0億
円

特
会
借
入

金
3
兆
3,3
99
億
円

2
兆
9,1
79
億
円

特
会
出
口
ベ
ー
ス

16
兆
1,5
29
億
円（
＋
4.2
％
）

15
兆
5,0
20
億
円

（
注
）
上
記
の
計
数
は
、
精
査
の
結
果
、
異
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。
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平成 7年度　　485
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◯
 　
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
行
政
の
自
主
性
の
尊
重
、

財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
、
不
断
の
見
直
し
が

必
要
。

◯
 　
既
存
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
答
申
等
で
示
さ

れ
た
視
点
に
基
づ
き
、
一
層
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
い
、
廃

止
、
一
般
財
源
化
、
補
助
対
象
の
重
点
化
等
の
整
理
合
理
化

を
推
進
す
る
と
が
必
要
。
特
に
、
零
細
な
補
助
金
に
つ
い
て

は
、
零
細
補
助
基
準
を
適
切
な
水
準
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と

に
よ
り
廃
止
、
統
合
等
を
進
め
て
い
く
べ
き
。
補
助
金
等
の

新
設
に
つ
い
て
は
極
力
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
真
に
や
む
を

得
な
い
場
合
に
も
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
原
則

の
徹
底
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

⑴
　
一
般
財
源
化

　
○
　
在
宅
福
祉
事
業
費
補
助
金
の
う
ち
都
道
府
県
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
総
合
調
整
推
進
費
等
（
▲
6
億
円
）

　
○
　
児
童
保
護
指
導
監
査
委
託
費
の
う
ち
職
員
設
置
費
（
▲
6
億
円
）

　
○
　
児
童
手
当
監
査
事
務
委
託
費
の
う
ち
職
員
設
置
費
（
▲
1
億
円
）

　
○
　
小
規
模
事
業
指
導
費
補
助
金
の
う
ち
商
工
会
・
商
工
会
議
所
の
経
営
指
導
員
等
の
人
件
費
等
（
▲
16
7億
円
）

　
○
　
バ
ス
運
行
対
策
費
補
助
金
の
う
ち
廃
止
路
線
代
替
バ
ス
車
両
購
入
費
等
補
助
金
（
▲
15
億
円
）

　
○
　
学
校
給
食
設
備
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
改
善
分
及
び
更
新
分
（
▲
1
億
円
）

　
○
 　
学
校
教
育
設
備
整
備
費
等
補
助
金
の
う
ち
教
育
近
代
化
設
備
整
備
費
（
LL
教
育
の
設
備
整
備
費
補
助
）
の
中
学
校
分
 

 
（
▲
1
億
円
）

　 【
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
施
設
の
自
主
的
な
整
備
】

　
○
　
公
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
公
立
高
等
学
校
大
規
模
改
造
事
業
（
▲
8
億
円
）

　
○
　
公
立
社
会
教
育
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
公
立
視
聴
覚
セ
ン
タ
ー
等
（
▲
5
億
円
）

　
○
　
社
会
体
育
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
体
育
館
等
に
係
る
特
別
体
育
施
設
（
▲
3
億
円
）

⑵
　
補
助
制
度
の
見
直
し
等

　
○（
結
核
医
療
費
）　
結
核
医
療
費
補
助
金
・
負
担
金
（
▲
12
6億
円
）

　
　（
精
神
保
健
費
）　
措
置
入
院
費
負
担
金
、
精
神
保
健
対
策
費
等
補
助
金
（
▲
14
6億
円
）

精
神
医
療
及
び
結
核
医
療
の
医
療
費
の
公
費
負
担
制
度
に
つ
い
て
、
医
療
保
険
の
基
盤
の
上
に
公
費
に
よ
る
負
担
を
組
み
合
わ

せ
た
仕
組
み
に
改
め
る
（
公
費
負
担
医
療
制
度
の
保
険
優
先
化
）。

　
○
　
義
務
教
育
国
庫
負
担
金
等
（
▲
42
億
円
）

　
　〔
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
教
職
員
の
給
与
費
等
に
対
す
る
国
庫
負
担
限
度
基
準
の
引
下
げ
（
1.0
25
　
→
　
1.0
2）
〕

　
○
　
農
業
構
造
改
善
事
業
費
補
助
金
等
（
▲
4
億
円
）

　
　〔
施
設
、
機
械
等
の
一
部
を
補
助
対
象
か
ら
除
外
し
、
融
資
化
〕



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
7
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑶
　
補
助
対
象
の
重
点
化
等

〔
補
助
対
象
範
囲
の
見
直
し
〕

　
○
　
公
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
公
立
高
等
学
校
危
険
建
物
改
築
等
事
業

定
時
制
通
信
制
教
育
モ
デ
ル
校
の
指
定
を
受
け
た
高
等
学
校
の
新
増
築
事
業
、
高
校
へ
き
地
生
徒
寄
宿
舎
の
新
増
築
事
業
に
対

す
る
補
助
の
廃
止
（
▲
11
億
円
）

　
○
　
公
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
大
規
模
改
造
事
業

　
　〔
補
助
対
象
を
4,0
00
万
円
以
上
か
ら
5,0
00
万
円
以
上
の
事
業
に
限
定
（
▲
3
億
円
）〕

　
○
　
農
村
総
合
整
備
事
業
費
補
助

　
　〔
農
村
公
園
緑
地
整
備
の
う
ち
遊
戯
施
設
等
分
を
補
助
対
象
か
ら
除
外
（
▲
6
億
円
）〕

　
○
　
山
村
振
興
等
農
林
漁
業
特
別
対
策
事
業
費
補
助
金

　
　〔
農
林
漁
家
活
性
化
支
援
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
補
助
を
廃
止
（
▲
14
億
円
）〕

　〔
採
択
基
準
の
引
上
げ
〕

（
例
）　
 ○
　
街
路
事
業
の
う
ち
連
続
立
体
交
差
事
業
 

 
○
　
空
港
整
備
事
業
（
一
般
空
港
補
助
事
業
）

4
億
4,0
00
万
円
以
上

5,0
00
万
円
以
上

⇒ ⇒
10
億
円
以
上

1
億
円
以
上

⑷
　
零
細
補
助
基
準
の
引
上
げ

　（
最
終
補
助
事
業
者
に
お
け
る
1
件
当
た
り
交
付
額
）

〔
平
成
6
年
度
〕

〔
平
成
7
年
度
〕

〔
平
成
8
年
度
〕

都
道
府
県
等
 　
　
　
　
　

3,0
00
万
円
未
満
⇒

3,5
00
万
円
未
満
⇒

5,0
00
万
円
未
満

市
町
村
 　
　
　
　
　
　
　

30
0万
円
未
満
⇒

35
0万
円
未
満
⇒

50
0万
円
未
満

（
出
所
）
財
政
制
度
審
議
会
総
会
（
第
8
回
）　
平
成
7
年
1
月
20
日
配
付
資
料
⑶
（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
6
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
総
会
編
」

29
7-
31
6ペ
ー
ジ
）。

486　　Ⅲ　予算



平成 7年度　　487

8-142　特別会計の借入金の推移
（単位：億円）

 区　分

会　計

平成 3年度 平成 4年度 平成 5年度 平成 6年度 平成 7年度

短期借
入金

長期借
入金

短期借
入金

長期借
入金

短期借
入金

長期借
入金

短期借
入金

長期借
入金

短期借
入金

長期借
入金

交付税及び譲与税配付金 4,502 6,177 21,281 67,135 107,725

特 定 国 有 財 産 整 備 30 466 670 706 1,250

国 立 学 校 559 759 614 860 760

厚 生 保 険 14,992 14,812 14,792 14,792 14,792

国 立 病 院 470 508 648 780 697

農 業 共 済 再 保 険 1,243 1,476

国 有 林 野 事 業 2,580 2,607 2,880 2,880 2,870

国 営 土 地 改 良 事 業 1,120 1,050 762 706 682

簡 易 保 険 9,080 9,805 8,360 8,438 6,924

空 港 整 備 1,235 1,495 1,468 1,154 1,331

郵 政 事 業 1,557 704 2,423 830 3,948 772 4,228 543 4,214 127

郵 便 貯 金 40,000 47,500 47,500 50,000 50,000

都 市 開 発 資 金 融 通 635 779 1,077 1,116 900

合 　 計 30,132 47,333 33,216 55,994 48,381 56,391 95,836 58,745 135,130 58,617

（注） 1．「短期借入金」は、年度越しの一時借入金である。
　　 2  ．計数は、億円未満四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

（出所 ）大蔵省作成資料　平成 7年 2月。

8-143　ゼロ国債の概要（平成 6年度補正）
（単位：億円）

区　分 事業費 予算額 備　考
治 水 1,089 743 一般会計、治水特会
治 山 162 96 国有林野特会
海 岸 106 57
道 路 3,096 2,225 道路特会
港 湾 386 347 港湾特会
漁 港 195 127
空 港 64 47 空港特会
住 宅 対 策 45 21
市街地整備 29 10
下 水 道 704 360
環 境 衛 生 249 75
都 市 公 園 155 85
農業農村整備 1,057 653 一般会計、国営土地特会
林 道 137 78
沿岸漁場整備 27 14

計 7,500 4,939

（注 ）各計数は四捨五入によっているので、端数において計とは合致しない。
（出所 ）大蔵省作成資料　平成 7年 2月。



【
平
成
8
年
度
】

8-
14
4　
論
点
に
つ
い
て
の
メ
モ

平
成
7
年
10
月
30
日

大
蔵
省
主
計
局

【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

Ⅰ
 ．
財
政
政
策
が
果
た
し
て
き
た
役
割
と
財
政
健
全
化
の
必
要
性

1
．
財
政
の
現
状
に
つ
い
て
の
評
価
に
つ
い
て

○
 　
日
本
の
財
政
は
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
。
こ
れ
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
傾
向
的
な

も
の
で
あ
り
、
財
政
の
健
全
化
は
必
要
。

○
 　
日
本
の
財
政
赤
字
は
主
と
し
て
循
環
的
な
景
気
低
迷
に
起
因
し
て
お
り
、
こ
の
要
因
を

除
け
ば
、
日
本
の
財
政
は
依
然
主
要
国
の
中
で
最
も
よ
い
状
態
。

 
（
三
和
総
研
理
事
長
・
原
田
和
明
氏
）

○
 　
国
・
地
方
の
構
造
的
財
政
収
支
（
IM
F・
ワ
ー
ル
ド
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ア
ウ
ト
ル
ッ
ク
（
95

年
5
月
））

　
IM
F等
の
国
際
機
関
が
公
表
し
て
い
る
構
造
的
財
政
収
支
の
数
値
は
19
94
年
以
降
G
5

の
中
で
最
悪
。

○
　
構
造
的
な
財
政
状
況
に
係
る
諸
指
標
の
推
移

年
　
度

［
19
75
］

［
19
95
］

・
GD
P（
名
目
）

15
2.4
兆

49
2.8
兆

・
公
債
残
高
（
国
債
、
地
方
債
）

26
.3兆

30
8.1
兆

　（
GD
P比
）

17
.3％

⇒
62
.5％

（
＋
45
.2）

・
利
払
費
（
GD
P比
）

1.2
％

⇒
3.7
％（
93
’）

　［
一
般
政
府
］

（
＋
2.5
）

・
高
齢
者
の
割
合

13
.1％

⇒
23
.2％

（
65
歳
以
上
人
口
/2
0～
64
歳
人
口
）

（
＋
10
.1）

・
社
会
保
障
移
転
（
GD
P比
）

7.8
％

⇒
12
.3％
（
93
’）

　［
一
般
政
府
］

（
＋
4.5
）

・
税
収
（
国
税
、
地
方
税
）

22
.7兆

91
.1兆

　（
GD
P比
）

14
.9％

⇒
18
.5％

（
＋
3.6
）

注
 ）
75
年
度
の
数
字
は
全
て
実
績
。
95
年
度
の
GD
Pと
公
債
残
高
は
見
込
み
、
税
収
は

当
初
予
算
、
利
払
費
と
社
会
保
障
移
転
は
93
年
度
の
実
績
の
数
字
。
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平成 8年度　　489
【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

2
．
不
況
対
策
と
し
て
の
財
政
政
策
の
評
価
に
つ
い
て

○
 　
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
的
な
立
場
か
ら
言
え
ば
、
今
の
よ
う
な
景
気
後
退
期
に
は
積
極
財
政

を
指
向
し
、
景
気
の
底
割
れ
の
防
止
も
し
く
は
引
き
上
げ
を
図
る
べ
き
。
一
方
、
景
気

拡
大
期
に
は
む
し
ろ
思
い
切
っ
た
抑
制
運
営
を
す
べ
き
で
あ
り
、
自
然
増
収
も
思
い

切
っ
て
財
政
再
建
に
注
入
す
べ
き
。

○
 　
借
金
を
し
て
景
気
対
策
を
行
い
、
景
気
回
復
す
れ
ば
増
収
が
出
る
。
し
か
し
、
増
収

分
を
借
金
の
返
済
に
充
て
て
も
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
赤
字
は
残
る
。
そ
の
わ
ず
か
の

累
積
が
現
在
の
国
債
残
高
が
20
0兆
円
を
超
え
る
と
い
う
状
況
を
も
た
ら
し
た
。「
拡
大

均
衡
」
と
い
う
が
、
現
実
に
は
「
拡
大
不
均
衡
」
で
あ
る
。

○
 　
景
気
の
拡
大
期
に
は
緊
縮
的
な
財
政
政
策
を
採
る
こ
と
よ
り
、
財
政
は
多
年
度
で
み
て
、

均
衡
す
れ
ば
よ
い
。

○
 　
IM
F・
カ
ム
ド
シ
ュ
専
務
理
事
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト（
95
.9
.20
）

　「
景
気
回
復
が
確
保
さ
れ
次
第
、
財
政
の
健
全
性
を
回
復
す
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
。」

○
 　
財
制
審
「
平
成
4
年
度
予
算
の
編
成
に
関
す
る
建
議
」（
3.1
2.2
0）

　「
こ
こ
数
年
大
幅
な
税
収
増
を
も
た
ら
し
て
き
た
経
済
的
諸
要
因
が
流
れ
を
変
え
、
今
後
は

従
前
の
よ
う
な
税
収
増
を
期
待
し
難
い
。
税
収
の
鈍
化
を
単
に
一
時
的
な
も
の
と
み
て
歳

入
・
歳
出
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
厳
し
い
抑
制
を
怠
れ
ば
、
継
続
的
に
大
幅
な
財
政
赤
字
を
も
た
ら

す
こ
と
と
な
る
。」

○
 　
米
国
で
19
80
年
代
初
頭
に
行
わ
れ
た
レ
ー
ガ
ン
減
税
は
、
経
済
成
長
の
加
速
に
伴
う
税

収
増
を
期
待
し
て
実
施
さ
れ
た
が
、
期
待
し
た
程
の
成
長
は
達
成
さ
れ
ず
、
大
幅
な
財
政

赤
字
を
記
録
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
に
ま
で
及
ぶ
大
き
な
問
題
を
米
国
経
済
に
残
す
こ

と
と
な
っ
た
。



【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

○
 レ
ー
ガ
ン
政
権
発
足
当
初
に
お
け
る
財
政
収
支
見
通
し
と
実
績
と
の
差
異

0

2,0
00

4,0
00

6,0
00

8,0
00

10
,00
0

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

＋
17
0

＋
40
9

＋
79
7

＋
93
3
＋
1,1
17

＋
95
3

0

2,0
00

4,0
00

6,0
00

8,0
00

10
,00
0

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

（
年
）

（
年
）

（
年
）

歳
入
見
通
し

歳
入
実
績

歳
出
見
通
し

歳
出
実
績

▲
63

▲
44
6
▲
1,0
52

▲
92
6
▲
1,0
64

▲
1,5
46

－
50
00

50
0

1,0
00

1,5
00

2,0
00

2,5
00

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

財
政
収
支
見
通
し

財
政
収
支
実
績

23
3
85
5

1,8
49

1,8
58

2,1
81

2,4
99実
績

見
通
し

＜
歳
出
増
＞

＜
歳
入
の
伸
び
悩
み
＞

見
通
し
と
実
績
と
の
差

見
通
し
と
実
績
と
の
差

＜
財
政
収
支
の
急
激
な
悪
化
＞

（
億
ド
ル
）

（
億
ド
ル
）

（
億
ド
ル
）

赤 字 ↑　 ↓ 黒 字
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平成 8年度　　491
【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

〔
注
〕 　
出
所
（
財
政
制
度
審
議
会
基
本
問
題
小
委
員
会
（
第
3
回
）　
平
成
7
年
10
月
30
日
　
配
付
資
料

（
1
）「
論
点
に
つ
い
て
の
メ
モ
　
平
成
7
年
10
月
30
日
　
大
蔵
省
主
計
局
」
77
ペ
ー
ジ
）
に
掲
載

の
図
表
に
お
け
る
値
が
不
鮮
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
図
表
の
主
旨
を
基
に
以
下
に
よ
り
編
者
作

成
。 見
通
し
：
 
 経
済
企
画
庁
『
年
次
世
界
経
済
白
書
』（
昭
和
62
年
版
（
19
87
）（
ht
tp
://
w
w
w
5.

ca
o.g
o.j
p/
ke
iz
ai
3
/s
ek
ai
ke
iz
ai
w
p/
in
de
x.
ht
m
l）
, 「
第
2
-
3
-
3
表
」

実
績
：
 
 W
hi
te
 H
ou
se
, O
ffi
ce
 o
f 
M
an
ag
em
en
t 
an
d 
Bu
dg
et
, H
ist
or
ic
al
 T
ab
le
s

（
ht
tp
s:/
/w
w
w
.w
hi
te
ho
us
e.g
ov
/o
m
b/
hi
st
or
ic
al
-ta
bl
es
/）
, 
“T
ab
le
 
1.1
-

Su
m
m
ar
y 
of
 R
ec
ei
pt
s, 
O
ut
la
ys
, 
an
d 
Su
rp
lu
se
s 
or
 D
ef
ic
its
 (
-): 
17
89
-

20
23
”

○
 　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
等
が
指
摘
す
る
財
政
政
策
の
非
対
称
性
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
 　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
ワ
グ
ナ
ー
は
、「
ケ
イ
ン
ズ
的
財
政
政
策
は
、
不
況
期
に
は
財
政
支
出
を

増
や
し
、
景
気
過
熱
時
に
は
引
き
締
め
る
こ
と
が
建
前
で
あ
る
が
、
議
会
制
民
主
主
義
の

も
と
で
は
、
財
政
政
策
の
対
称
性
が
失
わ
れ
、
拡
張
的
な
政
策
ば
か
り
採
用
さ
れ
る
傾
向

が
強
い
。
そ
の
結
果
、
公
共
部
門
が
必
要
以
上
に
肥
大
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ

理
論
は
現
実
の
政
治
経
済
学
と
し
て
は
有
害
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。



【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

○
 　
現
在
の
状
況
が
昭
和
50
年
代
と
違
う
点
は
、
公
債
残
高
が
累
増
し
て
い
る
こ
と
、
高

齢
化
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
2
つ
の
要
因
が
あ
る
。
第
1
に
、
冷
戦
が

終
了
し
、
20
億
人
も
の
人
が
市
場
経
済
に
流
入
し
て
お
り
、
需
要
構
造
・
供
給
構
造
が

変
化
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
途
上
国
で
労
働
集
約
的
な
産
業
が
担
わ
れ
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
財
政
を
通
じ
て
需
要
面
か
ら
経
済
対
策
を
打
ち
出
す
こ
と
の
難
し
さ
は

増
大
す
る
。
第
2
に
、
変
動
相
場
制
、
国
際
間
の
資
本
移
動
の
自
由
化
に
よ
り
財
政
政

策
の
需
要
喚
起
効
果
は
落
ち
て
き
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

○
 　
公
共
投
資
の
拡
大
等
財
政
政
策
に
は
一
定
の
景
気
拡
大
効
果
は
あ
る
も
の
の
、
生
産

力
過
剰
の
現
在
で
は
、
民
間
投
資
の
呼
び
水
と
し
て
の
効
果
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
。

○
 　
財
政
の
構
造
改
革
自
体
が
景
気
刺
激
策
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
金
を
新
た
に
出
さ
な

く
て
も
、
他
の
政
策
と
整
合
性
を
と
っ
て
、
経
済
成
長
、
規
制
緩
和
の
流
れ
の
中
で
財

政
の
構
造
改
革
を
進
め
て
い
く
べ
き
。

○
 　
わ
が
国
ほ
ど
、
景
気
が
悪
い
と
き
に
民
間
か
ら
政
府
に
財
政
の
出
動
を
求
め
る
国
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。
財
政
の
放
漫
化
の
最
大
の
原
因
は
そ
こ
に
あ
る
。
一
方
で
「
小

さ
な
政
府
」
を
主
張
し
な
が
ら
、「
大
き
な
政
府
」
を
求
め
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
。

○
 　
公
共
投
資
乗
数
の
推
移
（
経
済
企
画
庁
経
済
研
究
所
モ
デ
ル
）（
名
目
、
初
年
度
）

パ
イ
ロ
ッ
ト
モ
デ
ル
SP
-1
8（
74
.12
）
第
2
次
世
界
経
済
モ
デ
ル
（
85
.3
）
第
5
次
世
界
経
済
モ
デ
ル
（
94
.12
）

2.2
7

1.4
7

1.3
2

（
推
計
期
間
）［
57
～
71
年
］

［
66
Ⅰ
～
82
Ⅰ
］

［
83
Ⅰ
～
92
Ⅳ
］

⇨
⇨

3
．
今
後
財
政
政
策
に
期
待
さ
れ
る
役
割

○
 　
財
政
政
策
の
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
資
源
再
配
分
で
あ
り
、
日
本
経
済
の
構
造

変
革
に
対
応
し
た
社
会
資
本
の
形
成
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
様
々
な
社
会

資
本
間
で
優
先
順
位
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
ア
ナ

リ
シ
ス
の
方
途
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
 　
公
共
事
業
の
配
分
に
つ
い
て
の
優
先
順
位

　
（
公
共
事
業
の
配
分
の
あ
り
方
に
関
す
る
報
告
（
財
制
審
、
平
成
5
年
11
月
26
日
）
よ
り
）

　
A
：
 生
活
環
境
整
備
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
集
中
的
に
投
資
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
。

　
B
：
 国
土
保
全
に
つ
い
て
は
、
長
期
的
な
視
点
か
ら
着
実
に
実
施
し
て
い
く
べ
き
。

　
C
：
 産
業
基
盤
整
備
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
、
重
点
的
か
つ
抑
制
気
味
に
扱
う
べ
き
。

○
　
公
共
投
資
基
本
計
画
（
6
.10
.7
閣
議
了
解
）（
抜
粋
）

　
 　「
高
齢
化
が
本
格
化
す
る
21
世
紀
を
控
え
、
人
口
構
成
が
若
く
、
経
済
に
活
力
の
あ
る
間

に
社
会
資
本
整
備
を
一
層
促
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
本
計
画
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

財
政
の
健
全
性
を
確
保
し
つ
つ
、
積
極
的
な
計
画
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。」
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平成 8年度　　493
【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

○
 　
財
政
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
構
造
改
革
の
過
程
で
は
補
完
的
な
も
の
に
と
ど
め
る
べ

き
。
財
政
政
策
の
役
割
に
は
限
界
が
あ
り
、
家
計
や
民
間
企
業
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ

を
高
め
る
こ
と
が
重
要
。
そ
の
意
味
で
規
制
緩
和
が
最
優
先
さ
れ
る
べ
き
。
ま
た
、
歳

出
は
、
将
来
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
も
の
に
絞
る
べ
き
。

○
 　
財
制
審
「
財
政
の
関
与
す
べ
き
分
野
に
つ
い
て
の
報
告
」（
56
.12
.18
）（
抜
粋
）

　「
高
度
成
長
下
に
お
い
て
は
、
豊
か
な
税
収
を
背
景
に
正
当
化
さ
れ
た
施
策
で
あ
っ
て
も
、

安
定
成
長
下
の
限
ら
れ
た
財
政
資
金
の
下
で
は
、
再
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
が
あ
ろ

う
。」

　「
今
後
の
財
政
の
あ
る
べ
き
方
向
を
一
言
で
言
え
ば
、
現
行
の
歳
出
構
造
の
抜
本
的
な
合

理
化
を
図
り
つ
つ
、
財
政
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
に
的
確
に
対
応
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
…
…
こ
れ
ま
で
は
財
政
支
出
が
正
当
化
さ
れ
て
き
た
施
策
に
つ
い
て
も
、

個
人
・
家
庭
の
自
助
努
力
に
期
待
し
又
は
民
間
部
門
の
活
力
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
真
剣
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
今
後
期
待
さ
れ
る
行
政
需
要
に
つ
い
て
も
、

す
べ
て
財
政
が
役
割
を
に
な
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
、
ま
た
、
ど
の
よ
う

な
形
で
財
政
が
関
与
す
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
財
政
の
守
備
範
囲
を
検
討
し
て
い
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。」

○
 　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
民
間
の
自
己
責
任
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
ま
で
、

財
政
の
出
動
を
求
め
る
意
見
が
多
い
。

○
 　
情
報
通
信
や
研
究
開
発
な
ど
今
後
経
済
発
展
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
開
拓
し
て
い
く
分
野
に

対
し
、
財
政
は
公
債
発
行
も
含
め
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
べ
き
。（
日
経
連
会
長
・
根
本

二
郎
氏
）

○
 　
米
国
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
光
フ
ァ
イ
バ
ー
に
よ
る
ス
ー
パ
ー
・
ハ
イ
ウ
ェ
イ
構
想
に

財
政
資
金
の
投
入
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
対
し
て
は
、
税
制

面
で
の
優
遇
措
置
は
あ
る
も
の
の
財
政
資
金
は
投
入
さ
れ
て
い
な
い
模
様
。

○
 　
高
齢
化
に
伴
う
社
会
保
障
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
自
己
責
任
を
求
め
う
る
か
を
考
え

る
べ
き
。

○
 　
ま
た
、
社
会
保
障
の
コ
ス
ト
－
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
チ
ェ
ッ
ク
を
厳
し
く
行
う
べ
き
。

○
 　
財
制
審
「
公
債
に
関
す
る
諸
問
題
及
び
歳
出
の
節
減
合
理
化
に
関
す
る
報
告
」

（
54
.12
.19
）（
抜
粋
）

　「
今
後
も
あ
る
程
度
社
会
保
障
関
係
を
中
心
に
財
政
支
出
は
増
大
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

に
あ
る
が
、
負
担
を
伴
わ
な
い
財
政
支
出
の
増
大
は
、
世
代
間
の
負
担
の
公
正
を
大
き
く

ゆ
が
め
る
…
…
し
た
が
っ
て
、
財
政
支
出
を
拡
大
す
る
に
際
し
て
は
、
併
せ
て
租
税
負
担

又
は
社
会
保
障
負
担
の
引
き
上
げ
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。」



【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

4
．
財
政
健
全
化
の
必
要
性

○
　
経
済
成
長
と
財
政
の
健
全
化
の
関
係
。

○
 　
7
カ
国
蔵
相
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
声
明（
95
年
10
月
7
日
）

　「
彼
ら
は
（
G
7
各
国
の
蔵
相
及
び
中
央
銀
行
総
裁
（
事
務
局
注
））
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
に
お
い
て
、
貯
蓄
を
促
進
し
、
よ
り
高
い
投
資
水
準
を
支
え
、
長
期
の
成
長
見
通
し

を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
中
期
的
に
更
に
大
幅
な
財
政
赤
字
削
減
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
た
。」

○
 　
10
カ
国
蔵
相
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
声
明
（
95
年
10
月
8
日
）（
抜
粋
）

　「
（
G1
0が
と
り
ま
と
め
た
「
貯
蓄
、
投
資
及
び
実
質
金
利
研
究
」
は
）
財
政
赤
字
を
削

減
す
る
こ
と
が
、
過
去
35
年
に
わ
た
る
国
民
貯
蓄
率
の
低
下
を
反
転
さ
せ
る
の
に
最
も
迅

速
で
か
つ
最
も
確
実
な
方
法
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
財
政
赤
字
と
公
的
債
務
残
高

の
削
減
は
、
金
利
を
低
下
さ
せ
、
外
部
シ
ョ
ッ
ク
に
対
す
る
加
盟
国
の
耐
性
を
高
め
、
ま
た
、

今
後
数
十
年
間
の
高
齢
化
が
も
た
ら
す
財
政
支
出
圧
力
増
に
対
す
る
加
盟
国
の
対
応
力
を

向
上
さ
せ
る
だ
ろ
う
。」

○
 　
95
年
度
財
政
収
支
実
績
発
表
に
際
し
て
の
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
演
説
（
95
年
10
月
25
日
）

（
主
計
局
調
査
課
仮
訳
）（
抜
粋
）

　「
我
々
は
、
子
供
た
ち
か
ら
債
務
の
負
担
を
取
り
除
き
、
将
来
に
投
資
す
る
よ
り
多
く
の

資
金
を
自
由
に
す
る
た
め
に
、
財
政
収
支
を
均
衡
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
現
在

の
戦
略
は
、
財
政
赤
字
を
削
減
し
、
国
民
に
投
資
し
、
先
端
技
術
に
投
資
し
、
経
済
を
成

長
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。」

○
 　
バ
ラ
デ
ュ
ー
ル
仏
前
首
相
「
経
済
・
社
会
再
建
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
説
明
の
概
要
（
93
年

5
月
）

　「
フ
ラ
ン
ス
の
雇
用
及
び
財
政
は
極
め
て
深
刻
な
状
況
に
あ
る
。
…
…
巨
額
の
財
政
赤
字

が
事
態
を
一
層
不
安
な
も
の
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
全
て
の
人
に
よ
る
建
て
直
し
努
力

の
実
施
が
今
に
も
不
可
欠
で
あ
る
。
事
態
は
一
刻
も
待
つ
こ
と
を
許
さ
な
い
。
赤
字
拡
大

の
抑
制
が
唯
一
経
済
の
再
活
性
化
を
可
能
に
す
る
。」

○
 　
94
年
財
政
緊
縮
実
施
法
案
・
連
邦
議
会
可
決
時
の
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
蔵
相
発
言
（
94
年
10
月

22
日
）

　「
本
法
は
、
よ
り
一
層
の
安
定
、
新
た
な
成
長
及
び
失
業
者
の
削
減
に
対
し
、
決
定
的
な

ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
と
な
る
。
…
…
今
回
の
法
律
が
な
け
れ
ば
、
94
年
度
の
連
邦
の
財
政
赤

字
は
約
1,0
00
億
マ
ル
ク
と
な
り
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
景
気
回
復
に
水
を
さ
す
こ
と
に
な

る
。」
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平成 8年度　　495
【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

○
 　
財
政
赤
字
の
増
大
に
伴
い
、
利
払
費
も
増
大
し
て
い
く
。
金
利
を
支
払
う
た
め
に
さ

ら
に
借
金
を
す
る
と
い
う
事
態
は
大
変
な
事
態
で
あ
る
。
21
世
紀
を
控
え
、
高
齢
化
が

進
み
、
将
来
世
代
の
負
担
が
非
常
に
重
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
事
態
を
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
 　
国
民
負
担
率
に
つ
い
て
は
、
昭
和
57
年
の
臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申
で
「
現
状

（
35
％
程
度
）
よ
り
は
上
昇
す
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
言
い
、
平
成
2
年
に

は
39
.6％
ま
で
上
昇
し
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
後
、
37
.7％
（
7
年
度
見
込
み
）
に
低
下
し
、

そ
の
分
後
世
代
に
ツ
ケ
送
り
を
し
て
い
る
の
が
現
状
。

○
 　
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
最
終
答
申
（
5
.10
.27
）（
抜
粋
）

　「
国
民
負
担
の
水
準
に
つ
い
て
、
第
2
次
行
革
審
が
提
言
し
た
『
高
齢
化
の
ピ
ー
ク
時

（
20
20
年
頃
）
に
お
い
て
50
％
以
下
、
21
世
紀
初
頭
の
時
点
に
お
い
て
は
40
％
台
半
ば
を
め

ど
に
そ
の
上
昇
を
抑
制
す
る
』
と
の
目
標
を
今
後
と
も
堅
持
し
、
社
会
保
障
制
度
を
始
め

行
財
政
全
般
に
わ
た
り
不
断
の
改
革
努
力
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。」

○
 　
こ
の
ま
ま
高
齢
化
社
会
を
迎
え
る
と
、
税
の
負
担
、
社
会
保
険
料
の
急
増
が
不
可
避

と
な
る
が
、
こ
れ
は
経
済
的
に
み
て
も
損
失
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
は
そ
の
好
例
。

○
 　
将
来
の
負
担
増
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
場
合
、
経
済
学
的
に
は
、
負
担
を
で
き
る
限
り

早
い
時
期
か
ら
引
き
上
げ
、
負
担
水
準
を
ス
ム
ー
ズ
に
安
定
し
て
推
移
さ
せ
る
方
が
、
社

会
に
と
っ
て
ロ
ス
が
少
な
い
。
 

（
7
年
度
経
済
白
書
）

○
 　
財
政
支
出
の
拡
大
は
、
金
融
、
経
済
動
向
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ン
グ
ア

ウ
ト
を
招
来
す
る
お
そ
れ
。
過
剰
貯
蓄
が
存
在
す
る
今
の
日
本
で
は
深
刻
な
問
題
と
な
っ

て
い
な
い
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
の
小
国
の
場
合
、
財
政
支
出
が
負
の
乗
数
効
果
を
有
す

る
場
合
も
存
在
。

 
（
IM
F・
ワ
ー
ル
ド
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ア
ウ
ト
ル
ッ
ク
5
月
号
の
分
析
に
よ
る
）

○
　
平
成
7
年
度
経
済
白
書
（
抜
粋
）

　「
（「
福
祉
国
家
」
北
欧
諸
国
の
教
訓
と
し
て
）
問
題
は
、
景
気
後
退
期
に
は
税
収
が
減
少

す
る
一
方
で
移
転
支
出
が
増
加
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
大
き
な
政
府
規
模
の

下
で
こ
れ
が
大
幅
な
財
政
悪
化
に
つ
な
が
り
金
利
が
異
常
に
上
昇
す
る
と
い
う
事
態
が
生

じ
、
既
存
の
福
祉
施
策
が
も
は
や
持
続
可
能
で
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

場
合
、
金
融
資
本
市
場
に
混
乱
が
生
じ
た
上
に
、
結
局
は
制
度
の
改
変
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

経
済
シ
ス
テ
ム
に
か
く
乱
要
因
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
源
配
分
効
率
が
低
下
し
、
所

得
分
配
の
不
公
平
感
が
広
が
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
可
能
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

本
来
、
外
生
的
な
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
景
気
変
動
を
安
定
化
す
る
の
が
政
府
の
役
割
と
し
て

期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
大
き
す
ぎ
る
政
府
は
逆
に
景
気
変
動
を
不
安
定
化
さ
せ
る
可
能
性

が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。」

○
 　
現
在
の
受
益
・
負
担
構
造
を
前
提
と
し
て
現
在
の
施
策
を
続
け
た
場
合
、
現
世
代
の
受

益
に
よ
っ
て
将
来
世
代
の
負
担
が
膨
ら
ん
で
し
ま
う
。
 

（
7
年
度
経
済
白
書
）



【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

Ⅱ
．
公
債
発
行
の
問
題
点
に
つ
い
て

1
．
過
剰
貯
蓄
の
有
効
活
用
論
に
つ
い
て

○
 　
10
00
兆
円
の
民
間
貯
蓄
が
あ
れ
ば
、
公
債
で
は
な
く
、
税
で
こ
れ
を
吸
い
上
げ
、
景

気
対
策
に
使
っ
て
い
く
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

○
 　
日
本
に
は
10
00
兆
円
に
も
上
る
民
間
貯
蓄
が
あ
り
、
公
共
投
資
や
減
税
の
た
め
の
財
源

は
極
め
て
豊
富
。
将
来
、
高
齢
化
が
進
展
す
れ
ば
、
貯
蓄
率
が
下
が
っ
て
い
く
が
、
貯
蓄

率
の
高
い
今
の
う
ち
に
、
国
が
国
債
と
い
う
形
で
過
剰
貯
蓄
を
吸
い
上
げ
、
高
齢
化
社
会

が
到
来
す
る
前
に
社
会
資
本
整
備
を
行
う
べ
き
。
 （
一
橋
大
学
教
授
・
野
口
悠
紀
雄
氏
）

○
 　
今
後
は
高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
我
が
国
の
租
税
負
担
率
が
大
幅
に
上
昇
す
る
こ
と
が

必
至
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
、
あ
え
て
さ
ら
に
租
税
負
担
率
を
引

き
上
げ
て
ま
で
も
社
会
資
本
の
充
実
を
将
来
世
代
が
求
め
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
あ

る
。
現
在
程
度
の
公
共
投
資
を
続
け
て
い
っ
て
も
20
年
も
す
れ
ば
、
社
会
資
本
が
か
な
り

の
程
度
整
備
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
将
来
世
代
の
人
々
は
、
過
去
を
振

り
返
っ
て
み
て
か
つ
て
租
税
負
担
率
が
低
か
っ
た
と
き
に
、
そ
の
時
代
の
人
々
の
負
担
で

社
会
資
本
を
整
備
し
て
お
い
て
く
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
と
感
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
（
富
士
総
研
理
事
・
伊
藤
忠
明
氏
）

2
．
公
債
発
行
の
問
題

○
 　
公
債
発
行
は
、
増
税
に
比
し
、
現
存
世
代
に
よ
る
消
費
財
へ
の
投
資
の
割
合
が
大
き

く
な
る
と
い
う
意
味
で
、
将
来
世
代
に
と
り
負
担
と
な
る
。

○
 　
公
債
（
内
国
債
）
は
、
国
民
経
済
的
に
み
れ
ば
、
将
来
の
国
民
の
資
産
と
な
る
も
の
で

あ
り
、
負
担
で
は
な
い
。

 
（
一
橋
大
学
教
授
・
野
口
悠
紀
雄
氏
）

○
 　
上
記
の
理
屈
を
当
て
は
め
る
と
、
現
在
の
22
1兆
円
の
公
債
残
高
を
例
え
ば
10
年
で
償
還

す
る
た
め
に
、
所
得
税
（
平
成
6
年
度
21
.5兆
円
）
を
2
倍
に
増
税
し
て
、
徴
収
し
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
一
方
で
償
還
と
い
う
形
で
国
民
の
所
得
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
負
担
に

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
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【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

○
 　
団
塊
の
世
代
以
降
は
、
累
増
す
る
国
債
の
負
担
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
深
い
懸
念

を
抱
い
て
お
り
、
後
世
代
の
負
担
に
つ
い
て
は
よ
く
議
論
す
べ
き
。
そ
の
際
、
公
債
は

負
担
が
少
な
い
と
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
が
財
政
支
出
に
与
え
る
影
響
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

○
 　
均
衡
財
政
は
必
ず
し
も
十
分
な
制
度
で
は
な
い
が
、
均
衡
財
政
に
向
け
て
合
意
が
で
き

る
こ
と
か
ら
適
切
な
財
政
運
営
が
生
ま
れ
る
。
…
…
歳
出
の
拡
大
が
常
に
国
民
の
判
断
で

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
が
望
ま
し
い
わ
け
で
あ
り
、
国
債
発
行
や
自
然
増
収
に
依

存
し
た
財
政
は
国
民
の
財
政
錯
覚
に
よ
る
運
営
と
な
っ
て
、
民
主
主
義
国
と
し
て
は
不
適

当
な
構
造
。
 

（「
入
門
現
代
日
本
財
政
論
」
吉
田
和
男
著
）

○
 　
公
債
発
行
に
よ
る
将
来
世
代
の
負
担
増
は
、
将
来
世
代
の
活
力
を
削
ぎ
、
経
済
発
展

に
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
か
ね
な
い
と
の
問
題
も
あ
る
。

○
 　
公
債
発
行
に
よ
り
短
期
的
に
景
気
を
刺
激
し
て
も
、
発
行
し
た
公
債
に
係
る
利
払
費
の

支
払
の
際
に
は
、
利
払
費
が
税
収
で
調
達
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
平
均
的
貯
蓄
率
の
者
の
可

処
分
所
得
を
押
し
下
げ
、
そ
の
時
点
で
景
気
を
押
し
下
げ
る
効
果
を
有
す
る
。

 
（
野
村
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ク
ー
氏
）

財
政
の

景
気
刺
激
効
果

財
政
の

景
気
抑
制
効
果

（
強
制
貯
蓄
）

第
Ⅰ
段
階

第
Ⅱ
段
階
第
Ⅲ
段
階

第
Ⅳ
段
階

t
0

財
政
赤
字

利
払
い
費

〔
特
例
公
債
に
つ
い
て
〕

○
 　
特
例
公
債
は
世
代
間
の
負
担
を
平
坦
化
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
問
題
で
あ
る
。

○
 　
経
常
的
な
経
費
を
賄
う
特
例
公
債
は
、
発
行
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
発
行

さ
れ
て
も
1
～
3
年
で
償
還
さ
れ
る
べ
き
。

○
　
 財
制
審
「
平
成
4
年
度
予
算
の
編
成
に
関
す
る
建
議
」（
3.1
2.2
0）
（
抜
粋
）

　「
特
例
公
債
を
発
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
常
的
経
費
は
経
常
的
収
入
で
賄
う
と
い
う

基
本
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
、
社
会
資
本
と
い
う
形
で
後
世
代
に
資
産
を
残

さ
ず
、
他
方
で
利
払
費
等
の
負
担
だ
け
を
残
す
こ
と
と
な
り
、
負
担
の
公
平
と
い
う
観
点

か
ら
も
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
ひ
と
た
び
特
例
公
債
を
発
行
す
る
と
、
歳
出
増
加

圧
力
に
対
す
る
歯
止
め
が
な
く
な
り
、
財
政
状
況
の
急
速
な
悪
化
へ
の
道
を
開
く
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
。
昭
和
50
年
度
補
正
予
算
で
特
例
公
債
を
発
行
し
て
以
来
、
特
例
公
債
の

発
行
な
し
に
予
算
を
編
成
す
る
に
至
る
ま
で
実
に
15
年
の
年
月
と
並
々
な
ら
ぬ
努
力
を
要

し
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。」



【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

〔
建
設
公
債
に
つ
い
て
〕

○
 　
建
設
公
債
は
、
社
会
資
本
整
備
な
ど
を
通
じ
、
現
存
世
代
の
み
な
ら
ず
、
将
来
世
代

に
も
受
益
を
も
た
ら
す
こ
と
か
ら
、
そ
の
発
行
に
は
正
当
性
、
合
理
性
が
あ
る
。

○
 　
現
在
、
建
設
公
債
発
行
対
象
経
費
の
ほ
ぼ
10
0％
を
建
設
公
債
で
賄
っ
て
お
り
、
こ
れ

は
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
。

○
 　
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
で
き
な
い
20
才
未
満
の
人
達
、
あ
る
い
は
将
来
世
代
は
、
自

ら
は
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
で
財
政
支
出
が
決
定
さ
れ
、
自
ら
の
負
担
が
決
ま
っ
て
し
ま
い
、

資
源
を
い
ら
な
い
も
の
に
使
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
リ
ス
ク
が
あ
る
。

○
 　
建
設
公
債
の
償
還
年
限
を
、
耐
用
年
数
の
半
分
位
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

○
 　
財
制
審
「
平
成
2
年
度
特
例
公
債
依
存
体
質
脱
却
後
の
中
期
的
財
政
運
営
の
在
り
方
に

つ
い
て
の
報
告
」（
2.3
.1）
（
抜
粋
）

　「
特
例
公
債
発
行
以
来
現
在
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
社
会
資
本
整
備
の
財
源
と
し
て
す
べ

て
国
債
と
い
う
借
金
を
充
て
る
財
政
運
営
、
す
な
わ
ち
、
建
設
公
債
を
公
債
発
行
限
度
額

一
杯
発
行
す
る
こ
と
は
、
財
政
法
が
、
歳
出
は
税
財
源
で
賄
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
非
募

債
主
義
の
原
則
を
採
っ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
で
決
し
て
正
常
な
も
の
と
は
言
え
な
い
ば

か
り
か
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。（
国
民
の
負
担
感
が
税
に
比
し
て
希
薄
で
あ
る
た
め
、

結
果
的
に
歳
出
全
体
の
規
模
の
拡
大
に
つ
な
が
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
、
財
政
が
景
気
調

整
機
能
を
発
揮
出
来
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
）
社
会
資
本
整
備
に
つ
い
て
は
、

…
…
そ
の
後
の
経
済
・
社
会
の
急
速
な
変
化
に
よ
り
当
初
見
込
ま
れ
て
い
た
需
要
に
達
し

な
い
と
い
っ
た
リ
ス
ク
や
技
術
革
新
に
よ
り
陳
腐
化
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
リ
ス
ク
等
社

会
資
本
固
有
の
性
格
と
関
連
し
た
問
題
が
存
在
す
る
。
社
会
資
本
整
備
の
財
源
を
す
べ
て

国
債
で
賄
う
場
合
に
は
、
公
共
支
出
に
よ
る
社
会
資
本
整
備
に
係
る
こ
う
し
た
リ
ス
ク
を

す
べ
て
後
世
代
に
残
す
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
世
代
間
の
公
平
と
い
う
観
点
か
ら
こ
う

し
た
リ
ス
ク
を
後
世
代
に
残
さ
な
い
た
め
に
は
、
裁
量
権
を
行
使
し
、
自
ら
も
社
会
資
本

の
便
益
を
受
け
る
現
世
代
が
相
当
程
度
負
担
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
税
財
源
に
よ
る
社
会

資
本
整
備
と
い
う
考
え
方
を
導
入
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。」

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
基
本
問
題
小
委
員
会
（
第
3
回
）
平
成
7
年
10
月
30
日
配
付
資
料
（
1）
「
論
点
に
つ
い
て
の
メ
モ
　
平
成
7
年
10
月
30
日
　
大
蔵
省

主
計
局
」（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
7
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
基
本
問
題
小
委
員
会
編
」
75
-8
4ペ
ー
ジ
）。

498　　Ⅲ　予算



平成 8年度　　499

8-145　 財政制度審議会　基本問題小委員会　
海外調査報告

平成 7年11月

　財政制度審議会基本問題小委員会では、他
の先進国における財政政策のスタンスや公債
発行のコストについての考え方等を調査する
との観点から、今般、下記のとおり海外調査
を実施した。
　本報告は、この調査結果をとりまとめたも
のである。

記
①　欧州 日　程：1995年11月 6 ～14日
 出張者： 石　　弘光　委員長、  

本間　正明　委員
 訪問先：英　　　　国）
   大蔵省
    国民経済社会調査研究

所
   ナットウェスト銀行
  ド イ ツ）
   ケルン大学
   連邦大蔵省
  フ ラ ン ス）
   パリ国立銀行
   経済・財政省
   パリバ銀行
  スウェーデン）
    スヴェンスカ・ハンデ

ルス銀行
   大蔵省
②　米国 日　程：1995年11月 8 ～ 9 日
 出張者：藤井　直樹　委員
 訪問先：CATO研究所
  大統領府行政管理予算局
  ブルッキングス研究所

1 ．はじめに
　　今回訪問した各国とも、それぞれ国をあ
げて財政の健全化に取り組んでいる。これ
は、財政赤字削減、財政健全化の必要性が、
今や国際的に共通の認識となっていること
を反映している。
　　例えば、さる10月に発表されたG 7 ス
テートメントにおいては、「大臣及び総裁は、
それぞれの国において、貯蓄を促進し、よ

り高い投資水準を支え、長期の成長見通し
を向上させるために、中期的に更に大幅な
財政赤字削減が不可欠であることを強調し
た。」とされているところである。

　　また、G10蔵相・中央銀行総裁会合に提
出された『貯蓄、投資及び実質金利』の研
究においては、1960年代からの経済指標の
分析の上に立ち、「財政赤字の削減は、国
内貯蓄を確実に高め、利子率を低下する方
向に働き、持続的な成長のために不可欠」
という趣旨のことを述べている。なお、こ
のG10の研究においては、今後の人口高齢
化により年金・医療支出が増大する前に、
公的債務残高の水準を下げることが必要で
あるとした上で、日本については、2005年
頃以降に公的部門及び民間両方の貯蓄が相
当減少することが予想されるとの見方が示
されている。
2  ．米国及び欧州が財政健全化に取り組んで
いる背景

⑴　米国
　　1980年代以降の米国は、いわゆる「双子
の赤字」が経済の不安定要因との認識が一
般となった。このため、財政赤字を削減す
ることにより、高金利や民間投資のクラウ
ディング・アウトを避けることが不可欠と
認識されるに到っている。

　　このような中で、現行の制度を前提とし
て各世代の受益・負担を推計する世代会計
の考え方が注目されてきている。大統領予
算教書に示された世代会計の試算によると、
現在の財政構造のままでは、将来世代の負
担が、現世代よりも相当程度増えることが
明らかとなっており、クリントン大統領は、
「子供たちから債務の負担を取り除き、将
来に投資するための資金をより多く確保す
るべく、財政収支を均衡させなければなら
ない」と述べている。

　　現在、クリントン政権と共和党議会との
間では、財政を最終的に均衡させるという
方向については一致しているが、その具体
策、いつまでに均衡させるか等について、
来年の大統領選をにらんで、激しいせめぎ
あいが行われており、ついには予算の空白
期間を招くほどの事態となっている。



⑵　欧州
　　EU諸国は、マーストリヒト条約におい
て定められた経済・通貨統合に参加する条
件の一つとして、財政規律を保持しなけれ
ばならないこととなっている。つまり、経
済・通貨統合の最終段階（為替レートを固
定化し、単一通貨を実現する段階）に移行
するためには、参加各国は地方政府等を含
めた累積の債務残高（グロス）をGDP比
60％以下に、毎年の財政赤字をGDP比 3％
以下に抑えることが条件の中に入れられて
いる。
　　マーストリヒト条約にこのような条件が
盛り込まれたのは、財政赤字の拡大は、為
替の攪乱要因になるというだけでなく、
マーケットの厳しい評価の反映である金利
の上昇を通じて、投資を減少させ、中長期
的な経済成長の阻害要因になるとの共通の
認識によるものである。
　　実際問題として、マーケットの動きは財
政赤字を削減させる方向での強い圧力とし
て作用している。例えば、94年のスウェー
デンにおいては、極めて高い水準の財政赤
字に懸念した国内最大の生保会社が公債の
購入を見送ることとしたため、金利が 1％
ポイント上昇し、政府に財政赤字の削減を
強いる方向に働いた。
　　また、拡張的な財政政策は、財政の硬直
化につながるほか、物価上昇をもたらす恐
れもあり、特にドイツにおいては、急激な
インフレにより経済へ大きな悪影響が生じ
たという過去の経験から、官民とも財政赤
字の拡大に対して大きな抵抗感があるとの
ことであった。
3 ．政府の対応
　　今回の調査で印象深かったのは、各国政
府が強い意志をもって財政の健全化に取り
組んでいることである。多くの国において
は国民の支持ないしは理解の下、政治が確
固たる信念を持ち、トップ・ダウン方式で
財政健全化に取り組んでいる。また、ス
ウェーデンのように、国民全般の支持が必
ずしも十分に得られていない国であっても、
議会の支持を取り付けつつ、財政赤字削減
に積極的に取り組んでいる。
　　米国においては、後述するように議会に

おいて財政収支の均衡を目指して議論が行
われているが、政府においても、2004年ま
でに財政赤字をゼロとすることを目指した
計画を 6月に発表している。

　　欧州においても、英国については、1993
年以来、各省から概算要求の後に公的支出
の総枠の上限について閣議決定を行い、予
算をこの枠内に抑制するべく主要閣僚から
なる会合を通じ折衝を行うという制度を導
入し、歳出の削減に努めている。

　　ドイツにおいては、旧東ドイツ地域支援
と景気停滞のために悪化した財政を建て直
し、2000年までに地方政府等を含む政府規
模の対GDP比を東ドイツ統一前の水準に
戻すため、連帯付加税の導入などの増税や
社会保障関係費の抑制等の歳出削減が実施
されており、96年度予算案は、43年振りに
対前年度比減の予算案となっている。

　　フランスにおいては、財政赤字を縮小す
ることが経済発展、雇用確保の土台となる
との認識の下、減税の公約を棚上げにして、
財政赤字の削減を最優先課題と位置付けて
いる。今後も、社会保障制度の改革、公務
員給与の抑制などを行うことにより、地方
政府等を含めた財政赤字の対GDP比を、95
年度 5％、96年度 4％、97年度 3％と、毎
年 1％ずつ引き下げていくとしている。

　　スウェーデンにおいては、財政赤字削減
に加え、社会保障の充実をも公約に掲げて
政権を獲得した社民党が、公約違反との批
判を受けながらも、傷病手当、失業手当等
の社会保障給付の削減や、所得税の一時的
増税などの財政赤字削減策を講じている。
また、97年 1 月には、給付と負担のあり方
の見直しを含めた年金制度改革を予定して
いる。

　　なお、米国、英国、ドイツ、フランスと
も、政府の予算編成過程は、閣僚を除くと
与党の議員に対しても非公開とのことであ
り、利益団体の働きかけのために予算の思
い切った見直しが困難であるといった事情
は少ないように思われた。
4 ．議会での議論
　　今回調査した各国においては、財政赤字
削減の必要性は、与野党を問わず議会のコ
ンセンサスとなっているとのことであった。
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ただし、財政赤字削減の具体的方策、取り
進めのスピード等については議会における
論点となっている。
　　米国では、議会が予算法案の提出権を有
しているが、93年包括財政調整法（OBRA93）
において、①裁量的経費の上限の設定（こ
れを上回れば全体の予算を一律削減）、②
義務的経費のPay-as-you-goの原則（新た
な義務的経費の設定又は減税には、増税も
しくは歳出削減による、それに見合った財
源が必要）という 2つの制限が設けられて
おり、これらの制限の下で制度の根本にま
で遡った見直しが行われている。最近にお
いては、共和党主導の下、2002年までの 7
年間で財政収支の均衡を目指す財政調整法
案の審議がなされ、医療保険制度といった
ハードコアにまで踏み込んだ具体案を巡っ
て激しい議論が行われている。
　　英国においては、与党保守党と程度の差
はあるものの、野党である労働党も「現状
より赤字の少ない予算」を主張するように
なってきている。なお、内閣の決めた予算
案が、議会において修正されることはほと
んどないとのことであった。
　　ドイツにおいても、与党のキリスト教民
主同盟、野党の社会民主党ともに、財政赤
字削減を最優先の課題として掲げており、
赤字縮減のために社会保障をどう取り扱う
かという点が議論されている。
　　フランス議会においても財政赤字削減の
重要性への認識は高まっており、96年度予
算の審議過程では、初めて議会側から進ん
で歳出削減提案を行うほどになっている。
　　スウェーデンにおいても、1994年に保
守・中道勢力による連立与党から社民党に
政権交代が行われた後も、引き続き財政赤
字削減を優先させた政策が議会で認められ
ている。
5 ．景気対策及び経済成長と財政政策
　　米国、ドイツ、フランスにおいては、過
去の一時期、景気対策としてケインズ的財
政政策をとった時期があったが（米国にお
ける1960年代、ドイツにおける1960年代半
ば、フランスにおける1970年代半ば及び
1980年代初頭）、このような政策は、結局は、
中長期的な経済成長をもたらすものではな

く、むしろ、財政赤字の累積を通じ、民間
の資金を吸収することにより、経済成長の
ために必要な民間投資を減少させることと
なると認識されるに至っており、現在では、
ケインズ的な積極的財政政策はとられてい
ないとのことであった。
※　英国、ドイツ、フランス等の諸国では、
むしろ景気後退期にはその原因となって
いる構造的な問題を解決しようとのスタ
ンスである。

　　米国では、膨大な財政赤字の削減が優先
課題とのことであり、また、景気変動の周
期が短いことから財政政策を実施しようと
しても時宜を失するとの認識もあることか
ら、景気対策は金融政策によるとの認識が
一般的である。むしろ、財政赤字を削減す
ることにより、民間の投資を損なわないよ
うにすることが重要であり、実際、93年包
括財政調整法（OBRA93）が成立してから、
金利の低下や設備投資の増加など経済が良
好な動きをしているとのことだった。

　　英国においては、経済政策の目標は、作
為的に短期的な経済刺激策をとることでは
なく、政府の規模を抑え、税負担を軽くす
ることにより、競争を喚起して、民間企業
の成長のための経済的環境を整えることで
あるとされている。ただし、現在英国は、
1988～92年の不況期における失業給付を中
心とする相当の赤字拡大に直面しており、
その後の今の好況時をとらえて、緊縮的財
政政策を採用している。これをケインズ的
財政政策と言えば、そう言えようとの指摘
があった。なお、ケインズと一緒に仕事を
した人の話として、ケインズ自身は財政赤
字を出すことは嫌っていたとのコメントが
あった。

　　ドイツにおいては、景気後退期にも、歳
出削減を通じて財政再建を図り、その分だ
け、政府から民間へという形の資源配分の
是正を行い、民間投資が拡大する余地を広
げようとするのが基本であり、景気対策は
構造的政策が中心である。これは、短期的
な政策で雇用を創出しても、構造的な問題
に着手しないかぎり、効果は長く続かない
との考えによるものであるとのことであっ



た。
　　フランスも、今や財政赤字拡大の抑制が、
唯一経済の再活性化を可能にするとの認識
を持つに至っており、最近では、90年代初
めの不況期に景気対策を行った時も、歳入
増及び他の歳出削減が対策額を上回る形で
の経済対策を行っており、いわゆるケイン
ズ的経済政策はとられていない。

　　次に、経済成長と財政政策という観点か
ら見ると、各国とも中長期的な成長のため
に、健全財政を目指しているのが現状であ
る。マンデル・フレミング・モデルが適用
できる世界では、金融市場が国際的に自由
化されている場合には、小国経済において
は、財政面での景気刺激策は輸入の増大を
もたらすだけであり、効果がないとされて
いる。今回調査した中でも、英国、フラン
スなどにおいては、拡張的財政政策の効果
は相当程度減殺され、拡張的財政政策は財
政赤字を膨らませる以外の効果は実証的に
もほとんど見受けられなかったとの指摘が
あった。
6 ．産業フロンティア開拓と財政政策
　　今回の調査において、欧州においては、
産業フロンティア開拓という形で、特段に
優遇して予算を配分している国はなかった。
　　この背景にある考え方を整理すると、次
のようなものであった。
①　そもそも民間企業は自らのリスクで
行動すべきという認識がなされている。
また、どのような分野が産業フロン
ティアに当たるのかを政府が判断する
ことは、極めて困難と考えられている。
②　政府が行うべき施策は、民間の自由
な発想を生かせるような規制緩和を進
めること、及び、財政赤字を削減して、
民間部門が使用できる資金をより多く
することであると考えられている。

　　例えば、ドイツ、スウェーデンにおいて
は、産業フロンティア開拓のためにといっ
た要求があっても、政府としては財政赤字
の削減を優先させるのが適当であり、民間
部門の自助努力に任せるしかないとのこと
であった。
　　フランスにおいては、大前提として財政

赤字の削減があるとしつつ、産業フロン
ティア開拓は、優先順位の選択の問題の一
つであり、財源の手当ての目安をつけた上
で提案がなされた場合には、その中身を吟
味していくとの話があった。

　　米国においては、現在、日本に習うとい
う形で技術開発に予算を振り向けるように
しているとのことであったが、ゴア副大統
領の提唱した情報通信のいわゆるスー
パー・ハイウェイ構想には、議会の反対に
より公的資金の導入は全く行われていない。
高度情報化のような分野については、規制
緩和のほうがむしろ重要との認識があるも
のと思われた。

　　いずれにしても、何かというとすぐに財
政に支援を求め、総花的な予算要求がなさ
れるという感じは、いずれの国においても
うかがわれなかった。
7 ．公共投資と公債発行
　　財政赤字によるクラウディング・アウト
の弊害を心配している国々では、不況期に
も、公債発行により民間資金を吸い上げ、
公共投資に回すというような政策は取って
おらず、基本的にはそれぞれの年度の税収
の範囲内で公共投資を行うべきとの考え方
であった。

　　ドイツにおいては、旧東ドイツ地域のイ
ンフラ整備のため、巨額の資金需要が生じ
ており、これをやむをえず公債発行により
まかなっているとのことであったが、併せ
て厳しい歳出削減や増税等を行っており、
安易に後世代に負担を残す公債発行に頼っ
てはいけないとの認識であった。
8 ．利払費と建設公債
　　各国とも、利払費の増大は財政政策の余
地を狭めるという問題を有しており、その
ためにも債務残高を減少させなければなら
ないという認識であった。なお、債務残高
の増大は、利子率の上昇を招き、それによ
り利払費が一層増大し財政状況の悪化が一
層進むという悪循環に陥るとの認識は、前
出のG10レポートにも示されているところ
である。

　　建設公債原則については、同様の制度を
持つドイツのほか、スウェーデンなどにお
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いては、ひとつの財政赤字の歯止め策とし
て一定の理解はあった。しかしながら、投
資的経費のための赤字も経常的経費の赤字
も財政赤字に変わりがなく、逆にこれらを
区分することにより、建設公債の歯止めの
ない発行を正当化してしまう恐れがあるの
ではないか、財政目標としては財政赤字を
全体としてとらえる方が適当ではないか、
との指摘もあった。
9 ．財政健全化のためにとられている措置
　　各国とも、何らかの形で厳しい概算要求
基準等の設定を行っている他、その後の予
算編成プロセスにおいても、歳出削減のた
めの様々な努力を行っている。
　　まず、予算要求の段階から見ると、米国
及びフランスにおいては、大統領又は首相
が概算要求基準を設定し、英国及びドイツ
においては、前年度に作成した中期的な財
政見通し等が、実質的な概算要求基準とし
て一定の機能を果している。
　　また、その後の査定段階において、英国
のように、関係閣僚による会議を頻繁に開
催して各省との調整を行ったり、議会での
審議段階においても、米国のように、歳出
予算法案の合計額が予め定めた予算規模を
上回る時は、一律削減を課すといった、い
わば出口段階でのシーリングを課すといっ
たような制度がある。
　　あるいは、米国においては、社会保障制
度の大きな柱の一つである医療費の削減に
ついて厳しい論争が行われている。また、
スウェーデンにおいては、1996年春には地
方政府を含めた支出に上限を設けること及
び、中央政府から地方政府への補助金も名
目ベースで一定額にすることを検討中との
ことであった。
　　このように、各国で歳出削減のために、
様々な努力が行われている。
　　更に、ドイツにおける郵便電電事業、フ
ランスにおけるパリ国立銀行の民営化のよ
うな努力も行われている。
10．おわりに
　　今回の欧米諸国への調査において強く感
じたのは、財政政策も時代によって変化し
てきていること、及び、今回調査対象とし
た国々が財政健全化に向けて強い意志を

もって取り組んでいることであった。
　　社会・経済をいかにうまく運営していく
かが、現代の財政に課せられた大きな課題
である。そのような期待を担ってこれまで
欧米諸国において、ケインズ政策やレーガ
ノミックス、更には他の先進諸国が緊縮財
政に転じた時期に唯一実施されたミッテラ
ン・フランス大統領の積極財政政策などが
行われてきた。これらの政策は、それぞれ
の局面において、一定の成果はあったと思
われる。しかしながら、後世の国民には巨
額の財政赤字を残し、その財政赤字が民間
活力を削いで、中長期的なインフレなき成
長を脅かしているというのが、今や欧米各
国共通の認識である。今回訪問したいずれ
の国においても、今後の高齢化社会におい
て経済を活性化させていくためには、早急
に財政の健全化が必要との幅広い認識が生
まれてきているように思われた。

　　財政赤字の弊害としては、①財政の対応
力を損なうこと、②金利上昇とクラウディ
ング・アウト、③インフレの招来、④為替
への悪影響、⑤（欧州の特殊事情である
が）マーストリヒト条約の条件を達成でき
ないこと、⑥世代間の不公平といった問題
が意識されている。このうち、クラウディ
ング・アウトと為替への悪影響については、
過剰貯蓄の存在する我が国においては、現
時点で顕在化するに至っていないが、G10
レポートが示しているようにベビー・ブー
ム世代が退職する2005年以降顕著に我が国
の貯蓄率が低下するとすれば、すでに巨額
な財政赤字を抱えている我が国の経済の足
を引っ張る危険性が高いことが憂慮される
ところである。また、世代間の公平につい
ても、我が国においては、まだあまり認識
されているとは言えないが、本年の経済白
書は、将来世代の負担（一世帯当たり）が
現世代よりも1,300万円も重いとの試算を
示しているところである。

　　最後に、財政健全化という場合、EUの
マーストリヒト条約を始めとして、今回訪
問した英国、ドイツ、フランス、スウェー
デンでは、地方政府等を含め、赤字を対
GDP比で削減するとの議論が行われている。
我が国としても、今後、国・地方を通じた



財政の健全化について真剣な議論が必要と
思われる。
　　現在の我が国の財政状況は、今回調査を
行った国々以上に悪化しており、また、人
口の高齢化についても、これらの国より我
が国の方が今後急速に進展していくと見込

まれている。このような状況下で、今回調
査した欧米各国の例を参考としつつ、財政
赤字の経済に対する悪影響について検討を
行い、一刻も早く財政健全化に向けた国民
の合意形成を図っていく必要があると考え
られる。

（参考 1）
各国の財政健全化の現状

米　国

・ 　2002年又は2004年までに財政赤字を解消することを目指している。
・ 　93年包括財政調整法（OBRA93）の成立による増税、国防費等の歳出削減に加え、
景気回復に伴う増収もあって、95年度の赤字は1,638億ドルとピーク時（92年度　
2,904億ドル）より大幅に改善している。

英　国

・ 　中期的に財政の均衡を図ることを目標に、毎年の新限度額（公的支出から限ら
れた事項〔利払費、失業手当等〕を除いた額）の伸び率を実質1.5％以下に抑え
ることとしている。

・ 　94、95年度と 2年度にわたり相当程度の増税を実施するとともに、公的支出額
の削減を行うことにより財政赤字額は減少し始めている。

ド イ ツ
・ 　2000年までに地方政府等を含めた政府規模のGDP比を東ドイツ統一前の水準
（約46％）に戻すため、増税や歳出削減が実施されている。
・ 　96年度予算案は、43年振りに対前年度減のものとなっている。

フランス

・ 　減税の公約を棚上げにして、財政赤字の削減に取り組んでおり、地方政府等を
含めた財政赤字のGDP比を95年度 5 ％、96年度 4 ％、97年度 3 ％と縮小するこ
ととしている。

・ 　これまでも付加価値税の 2％増税、国有企業民営化等を行っており、96年度予
算案でも、公務員給与凍結等財政赤字削減策を進めることとしている。

スウェーデン

・ 　今後 4 年間で地方政府等を含めた財政赤字をGDP比で7.5％削減し、98年まで
に財政を均衡させるとしている。

・ 　政権党である社民党は、自らの支持率を低下させながらも、所得税の引き上げ
や社会保障給付の削減等による財政赤字削減策を進めている。
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（参考 2）
調査各国の財政の姿（支出の分類）

国　内　総　生　産　比

一般政府
最終消費
支 出

一般政府
総 固 定
資本形成

社会保障
移 転 その他

合　　計 （参考）国
及び地方の
財政収支※

うち
利払費

一般政府
総 支 出

日　本
1975 10.0 5.3 7.8 3.6 1.2 26.7 ▲ 6.1

1993 9.6 6.7 12.3 6.0 3.7 34.6 ▲ 7.6

米　国
1975 18.6 2.1 11.1 1.3 2.4 33.1 ▲ 3.3

1993 17.1 1.6 13.2 4.2 4.6 36.2 ▲ 2.8

英　国
1975 22.0 4.7 9.9 8.6 3.9 45.3 ▲ 5.6

1993 22.0 1.8 14.6 6.1 2.9 44.6 ▲ 6.7

ドイツ
1975 20.5 3.6 17.6 6.6 1.3 48.3 ▲ 5.4

1993 17.8 2.2 15.8 12.6 3.2 48.4 ▲ 3.1

フランス
1975 16.8 3.7 17.4 5.7 1.2 43.4 ▲ 2.8

1993 19.3 3.6 23.6 6.3 3.6 52.8 ▲ 4.5

スウェーデン
1975 23.8 4.3 14.2 5.5 2.2 47.8 ▲ 1.1

1993 28.0 3.1 25.2 16.2 6.4 72.4 ▲15.6

（出典）日本：国民経済計算年報、諸外国：OECD／National Accounts
（注） 1 ．日本は年度、諸外国は暦年ベース。
 2  ．一般政府とは、国・地方及び社会保障基金といった政府あるいは政府の代行的性格の強いも

のの総体。（独立の運営主体となっている公的企業を除く。）
 3 ．一般政府総支出は、経常支出と純資本支出の合計である。
 4 ．その他は、利払費、土地購入（純）、補助金等である。
 5 ．ドイツの数値は、旧西ドイツのものである。
 6 ．※  国及び地方の財政収支に関しては、日本及び米国の欄の下段の数値は、1995年の見込値

（OECD／エコノミック・アウトルックによる。）。



（参考 3）
調査各国の財政の姿（各部門別の比較）

1993

国　内　総　生　産　比
地方政府
――――
中央政府

備 考中央政府
総 支 出

地方政府
（州含む）
総 支 出

社会保障基金
総 支 出

合　　計
一般政府
総 支 出

日　本
7.0 16.4 11.1

34.6 2.35
（16.7） （14.7） （11.2）

米　国
13.7 14.4 8.3

36.2 1.06
（17.4） （14.4） （8.3）

英　国
27.7 10.8 6.7

44.6 0.39
（36.7） （10.8） （7.4）

ドイツ
13.3 15.6 19.5

48.4 1.18
（17.4） （17.8） （19.6）

フランス
21.1 7.8 23.8

52.8 0.37
（23.0） （7.9） （24.1）

スウェーデン
34.6 24.1 13.7

72.4 0.69
（40.4） （24.6） （12.3）

（出典）日本：国民経済計算年報、諸外国：OECD/National Accounts
（注） 1 ．日本は年度、諸外国は暦年ベース。
 2  ．一般政府とは、国・地方及び社会保障基金といった政府あるいは政府の代行的性格の強いも

のの総体。（独立の運営主体となっている公的企業を除く。）
 3  ．総支出は経常支出と純資本支出の合計であり、政府の各部門の総支出からは、他の政府部門

への移転等は除いている。（　）内は、他の政府部門への移転等も含めた値である。
 4  ．ドイツの数値は、旧西ドイツのものである。また、地方政府総支出の値は、州政府と市町村

の値を単純に合計したものであり、政府部門間の移転を含めた値では重複があるものと考えら
れる。
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（
参
考
4
）

各
国
の
経
済
・
財
政
指
標
の
推
移

年 度
国
　
内
　
総
　
生
　
産

歳
　
出
　（
国
）

財
　
政
　
収
　
支
　（
国
）

国
・
地
方
の

財
政
収
支

（
GD
P比
）

グ
ロ
ス

債
務
残
高

（
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）

消
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者

物
価
上
昇
率

失
業
率

公
定
歩
合

為
替

レ
ー
ト

（
対
ド
ル
）

備
考

名
目
伸
率

実
質
伸
率

政
府
予
算

ベ
ー
ス

伸
率

政
府
予
算

ベ
ー
ス

公
債
依
存
度

GD
P比

日
　
　
本

億
円

％
　

90
4,3
88
,67
2

8.0
5.6

66
2,3
68

9.6
▲
55
,93
2

8.4
▲
1.3

▲
0.6

69
.8

3.3
2.1

6.0
0

14
4.8

91
4,6
39
,41
8

5.7
3.1

70
3,4
74

6.2
▲
53
,43
0

7.6
▲
1.2

▲
0.8

67
.7

2.8
2.1

4.5
0

13
4.5

92
4,7
27
,48
1

1.9
0.4

72
2,1
80

2.7
▲
72
,82
0

10
.1

▲
1.5

▲
2.0

71
.2

1.6
2.2

3.2
5

12
6.7

93
4,7
64
,07
3

0.8
0.2

72
3,5
48

0.2
▲
81
,30
0

11
.2

▲
1.7

▲
4.9

75
.1

1.2
2.6

1.7
5

11
1.2

94
4,6
83
,01
4

73
0,8
17

1.0
▲
13
6,4
30

18
.7

▲
2.9

▲
7.0

81
.7

0.4
2.9

1.7
5

10
2.2

95
4,9
28
,00
0

70
9,8
71

▲
2.9

▲
12
5,9
80

17
.7

▲
2.6

▲
7.6

88
.9

米
　
　
国

億
ド
ル

％
　
　

90
55
,46
1

5.6
1.2

11
,60
4

6.0
▲
92
5

8.0
▲
1.7

▲
3.5

55
.6

5.4
5.5

6.5
0

1.0
00

91
57
,24
8

3.2
▲
0.6

12
,33
3

6.3
▲
63
1

5.1
▲
1.1

▲
4.2

59
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4.2
6.7

3.5
0

1.0
00

92
60
,20
2

5.2
2.3

14
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3.1

15
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99

23
.1
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▲
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64
.3
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6.8

3.0
0

1.0
00

94
67
,38
4

6.2
4.1

15
,15
3

0.0
▲
2,6
41

17
.4

▲
3.9

▲
2.9

63
.2

2.6
6.1

4.7
5

1.0
00

95
15
,18
9

0.2
▲
1,6
51

10
.9

▲
2.8

63
.0
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百
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ン
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90
55
6,7
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8,6
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58
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▲
1.2

35
.0

9.5
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51
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15
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3
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35
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0.5
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4,8
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9

16
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▲
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,49
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24
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▲
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47
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1.6
10
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19

2.8
▲
41
,81
4

17
.9

▲
6.2

▲
6.5

51
.6

2.4
9.4

6.2
5

0.6
53
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20
8,1
47

▲
0.1

▲
2.8
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.0

ド
イ
ツ

百
万
マ
ル
ク

％
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2,4
26
,00
0

9.1
5.7

30
1,3
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4.6
▲
34
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0

11
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▲
1.4

▲
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43
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0
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（
出
典
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各
国
資
料
、
O
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D
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O
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、
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na
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（
注
） ・
 「
歳
出
（
国
）」
及
び
「
財
政
収
支
（
国
）」
に
つ
い
て
は
、
各
国
と
も
コ
ア
・
バ
ジ
ェ
ッ
ト
（
日
本
の
一
般
会
計
に
相
当
す
る
部
分
）
で
あ
り
、
政
府
予
算
ベ
ー
ス
（
た
だ
し
、
英
国
の
財
政
収
支
及
び
93
年

度
ま
で
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
値
は
決
算
､
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
94
年
度
以
降
の
値
は
見
通
し
。）
。

 
・「
国
・
地
方
の
財
政
収
支
（
GD
P比
）」
に
つ
い
て
は
、
年
金
に
つ
い
て
賦
課
方
式
を
と
っ
て
い
る
英
、
独
、
仏
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
基
金
の
収
支
も
含
ん
で
い
る
。

 
・「
グ
ロ
ス
債
務
残
高
（
GD
P比
）」
に
つ
い
て
は
、
国
、
地
方
、
社
会
保
障
基
金
を
含
ん
だ
ベ
ー
ス
。

 
・
 予
算
関
連
計
数
（
歳
出
、
財
政
収
支
）
及
び
GD
Pに
つ
い
て
は
会
計
年
度
（
日
・
英
：
4
月
～
翌
年
3
月
、
米
：
前
年
10
月
～
9
月
、
独
・
仏
：
暦
年
）、
そ
の
他
は
暦
年
ベ
ー
ス
（
但
し
日
本
の
消
費
者
物

価
上
昇
率
、
失
業
率
は
会
計
年
度
）。

 
・
日
本
の
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つ
い
て
は
、
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年
度
ま
で
は
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年
基
準
に
よ
る
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・
イ
ギ
リ
ス
の
公
定
歩
合
は
、
大
手
商
業
銀
行
の
基
準
貸
出
金
利
に
よ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
公
定
歩
合
は
、
仏
銀
行
の
市
場
介
入
金
利
を
掲
げ
て
い
る
。

 
・
ド
イ
ツ
の
国
民
経
済
計
算
ベ
ー
ス
の
計
数
は
旧
西
独
地
域
の
も
の
。
90
年
以
降
の
予
算
関
連
計
数
（
歳
出
、
税
収
等
、
財
政
収
支
）
は
、
全
ド
イ
ツ
ベ
ー
ス
。



（別紙 1）
海外調査報告（英国）

訪問先：大蔵省 （1995年11月 6 日）
 国民経済社会調査研究所  

（1995年11月 6 日）
 ナットウェスト銀行  
 （1995年11月 6 日）

1 ．英国における財政政策の概況
　　メージャー現政権は財政赤字を減らす
ことを公約にしており、このため、公的
支出から限られた事項（利払費、失業手
当等景気循環に左右される社会保障費
等）を除いた額を対象とする新限度額
（“New Control Total”）を1993年度予算
から導入し、その総額の実質伸率を
1.5％以下とするという相当思い切った
目標を設け、最終的には1990年代終わり
までには財政を均衡させることを目指し
ている。
　　このような財政健全化路線は、1979年
に成立したサッチャー政権以来のもので
ある。同政権は、従来の歳出の拡大が、
税負担増大による経済活動へのインセン
ティブの減殺、政府借入増大による市中
金利の上昇、インフレによる労使対立等
をもたらし、英国経済の長期的低迷の根
本原因をなしてきたとの認識のもとに、
①インフレの抑制、②公共部門の守備範
囲の縮小、③民間部門の活力回復を経済
運営の基本方針とした。
　　その後、1980年代後半において長期間
の不況に突入し、その中で、税収の下落、
失業手当等の支出の増大を招き、黒字財
政（87～89年）から赤字財政になるに
至っており、1993年度には地方政府等を
含めた財政赤字のGDP比率が 7 ％まで
悪化した。
　　ラモント蔵相は、1993年度財政演説に
おいて、「健全財政こそ経済の持続的回
復にとって重要であり、今後とも財政の
健全性を図っていくことが重要であり、
政府の目標はあくまで中期的に財政の均
衡を図ることにある。」とし、財政健全
化が経済回復に重要であることを指摘し
ている。また、翌年、クラーク蔵相も、
1994年度財政演説において、「政府の経

済政策の目標は持続的な経済成長とより
高い生活水準の実現を図ることにあり、
財政金融政策の運営に当たっては低イン
フレと健全財政の達成を目指すことにあ
る。」とし、英国政府は財政健全化に財
政政策の主眼を置くスタンスを堅持して
いる。このようなスタンスのもと、英国
政府は、①94年度、95年度の 2年度にわ
たり、相当程度の増税を実施し、②過大
な潜在成長率を見込んでいた以前の公的
支出計画を見直し、公的支出額を削減す
るとの方針がとられているとのことで
あった。

　　現在は、これらの施策が効果を挙げ、
財政赤字額は減少し始めている。

2 ．財政健全化に取り組んでいる背景
　⑴　国民の理解
　　国民は政府の財政赤字がいずれは自分
達に課される税金となって跳ね返ってく
ることを理解しているとのことであった。

　　また、市場は無責任な財政政策には反
対であり、そのような政策がとられれば、
市場は即座に金利の上昇という形で反応
するだろうとの指摘があった。

　⑵　政治的事情
　　与野党を問わず、閣僚級の政治家の価
値判断の中において財政に規律が必要で
あることについてはコンセンサスが形成
され、地方政府等を含めた財政赤字が対
GDP比 6 ％から 7 ％もあるのは大きす
ぎるということは政府の共通の認識であ
り、財政赤字を何とかしなければならな
いという確固たる政治的な意思が根底に
あるとのことであった。

　　実際に、現在、政権にある保守党は、
景気低迷時に減税を講じることを可能と
する財政状況をつくるためにも公的支出
をコントロールしているとの冷めた見方
もある中で財政赤字の削減に正面から取
り組んでおり、また、野党である労働党
も、「現状より赤字の少ない予算を」と
いうことを主張するようになってきてい
るとのことである。

　　なお、議員は党幹部である首相以下内
閣の決めたことによほどのことがない限
り反対できないという事情があることも
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あり、内閣の決めた予算が、議会におい
て修正されることはほとんどないとのこ
とであった。

　⑶　国際的事情
　　英国においても不況時に財政の出動を
求める声は起こらないでもないが、欧州
においては、マーストリヒト条約に定め
られている経済・通貨統合に加わる際の
条件が制約要因として効いているとのこ
とであり、このような理由からも財政健
全化に取り組まざるを得ない状況にある
ものと考えられる。

3 ．景気対策及び経済成長と財政政策
　⑴　景気対策と財政政策
　　景気対策と財政政策の関係については、
最近の景気後退局面においてのラモント
蔵相の1992年度財政演説では、「経済政
策の目標は、作為的に短期的な経済刺激
策をとることではなく、政府の規模を抑
え、税負担を軽くすることにより、競争
を喚起し、民間企業の成長のための経済
的環境を整えることにある。」とされて
いる。
　　したがって、英国では、不況期におい
て、「公共投資又は公的部門の恒常的拡
大により景気回復を図ることは不適当な
ことであり、景気回復は私的部門により
行われることによってのみ持続されう
る。」（上記演説）とされ、「健全財政が
経済の持続的回復にとって重要である。」
（ラモント蔵相の1993年度財政演説）と
考えられている。ちなみに、現政権は、
今の好況時においては、財政を引き締め
るという財政に対し責任ある態度で臨ん
でいるとのことであり、これをケインズ
的財政政策と言えば、そう言えようとの
指摘があった。
　　さらに、英国はマンデル・フレミン
グ・モデルの該当する小国経済であり、
財政政策の効果は相当程度減殺され、過
去の数値に着目した中立的なモデルを動
かして実証分析をしてみても、拡張的財
政政策は財政赤字を膨らませる以外の効
果をほとんど示しておらず、英国経済の
現状をみても、財政政策より金融政策が
景気に効果があると考えられるとの認識

であった。
　　また、不況対策としての財政政策もケ
インズ的な量的拡大策ではなく不況の根
本的な原因に対処するためのものである
必要があり、人々が失業の心配から消費
を手控えているときに減税をしても貯蓄
にまわるだけであり無駄であるとの指摘
があった。ちなみに、ケンブリッジでケ
インズと一緒に仕事をした人の話として、
ケインズ自身は財政赤字を出すことを
嫌っていたとのことであり、ケインズ的
な政策というとき、ケインズは必ずしも
財政政策のみを意味していなかったこと
も考えられるとの話があった。

　　このような中で、経済活動が市場原理
に即応するように、市場分野の拡大、競
争の促進、規制緩和、企業活動の環境整
備といった構造的政策を進めている。
注 ）最近の景気低迷時においても、財政
の出動あるいは減税を求める声がおこ
らなくはなかったので、税制上の措置
等を講じているものの、例えば、住宅
購入に係る印紙税の軽減を期間を限っ
て認めるというように、一時的な措置
にとどめたとのことだった。

  また、1992年 9 月に欧州通貨制度
（EMS（一定変動幅内の固定為替相場
制度））をぬけるまで、金利を政策手
段として用いることが制約され、不況
時には財政政策（減税措置等）に頼ら
ざるを得なかったので、財政赤字の問
題への対処が遅れた可能性があるとの
ことであり、それ以降は、変動為替相
場制の下、金利を政策手段として用い
ることができるようになったので金融
政策の裁量の余地が広がり、現在の英
国のマクロ政策のスタンスについては、
景気刺激、インフレ抑制等は金融政策
が分担するとのことであった。

　⑵　中長期的な経済成長と財政政策
　　中長期的な経済成長と財政政策の関係
については、一国の貯蓄水準は、その国
の将来の経済発展の基礎をなすものであ
るが、英国における民間部門の貯蓄水準
は低すぎるため、英国では、財政赤字を
削減し、公的部門が貯蓄する必要がある



との指摘があった。
　　また、財政赤字はインフレを招来する
ほか、国の信頼度を低下させるという問
題があり、無責任な財政政策が行われれ
ば、市場も金利の上昇という形で反応す
るため、実質金利の上昇に伴うクラウ
ディング・アウトが発生すると考えられ
ている。

4 ．産業フロンティア開拓と財政政策
　　英国では、従来から産業育成のための
予算は極めて少なく、民間の研究開発、
産業育成等には予算を付けておらず、特
定の新しい業種を育成するという発想は
ないとのことであった。
　　また、これまで、業種横断的な中小企
業支援のための措置を講ずることはあっ
たということであるが、税制上の優遇措
置で対応しており、直接予算を付けると
いうアプローチはとっておらず、そもそ
も、超音速旅客機コンコルドの失敗のこ
とを考えても、何が経済発展フロンティ
アなのか判断することが難しいとのこと
であった。
　　要するに、英国でも経済発展フロン
ティアの開拓のために予算をという議論
はあるが、英国政府としては民間部門の
イニシアティブの活用をすべきで、予算
で対応すべき問題ではないと考えている
と思われる。

5 ．公共投資と公債発行
　　不況時においてケインズ的な政策を
採った場合のコストを好況時の自然増収
で賄えるかという問題については、経験
則上賄えず、高齢化社会の問題もあり、
不況時のコストを好況時の自然増収で賄
うとすることは慎重に考えるべきである
との指摘があった。
　　また、公債発行による財政支出のコス
ト（将来世代の税負担の増加）の問題に
ついては、財政支出の内容が重要であり、
短期的に景気を刺激するために用いられ
るのであれば、将来世代には税負担増以
外は何も残らないであろうが、長期的に
みても必要なインフラを整備するために
用いられるのであれば、それなりに是認
できるとの指摘もあった。

6 ．利払費と建設公債
　　まず、利払費については、公債の累増
による利払費の増大は財政政策の幅を狭
める問題であり、また、イタリアの例が
あるように、公債残高の累増により、金
利負担の増加が支出の増加要因となると
いう悪循環も発生するので、公債残高を
一定の水準に収束させる必要があるとの
指摘があった。

　　次に、建設公債については、建設公債
と赤字公債の区別に否定的な観点から、
そのような区分はかえって建設公債の歯
止めなき膨張につながるのではないか、
経常的経費の増加であっても、例えば、
教育関係費用の増加は将来世代の生産性
向上につながり、ひいては経済にとって
プラスであるとの指摘があった。

7 ．財政健全化のためにとられている措置
　⑴　新限度額の導入
　　英国では、公的支出から限られた事項
（利払費、失業手当等景気循環に左右さ
れる社会保障費等）を除いた額を対象と
する新限度額を1993年度予算から導入し
ている。

　　これは、これまでの完全な積上げによ
る公的支出計画決定方式では公的支出の
伸びを抑制しにくいという反省から、各
省の概算要求後、新限度額の総額（イン
フレ率見通しを勘案した実質伸率を
1.5％以下に抑えるというもの）をトッ
プ・ダウンで設定することにより、公的
支出の額を抑制していこうとするもので
ある。好況時に財政を引き締めたり、不
況時に財政の出動を抑えたりすることが
可能なのは、このトップ・ダウン方式に
よる予算編成過程が寄与するところが大
きいと考えられている。

　　毎年 6月に新限度額の総額が閣議決定
されると、大蔵省と各省庁との交渉はこ
の枠内で進められる。新限度額の閣議決
定以後から10月末にかけて、大蔵大臣を
議長とする 6名程度の主要大臣からなる
ニュー・キャビネット・コミッティが随
時開かれ、更に、予算要求側の省庁の大
臣による大蔵大臣との相対での折衝を経
て、予算を新限度額の枠内に納めるべく
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更なる支出の絞込み、新限度額の配分の
検討を行い、10月末を目処に、上記コ
ミッティとしての省庁毎の配分案が決め
られ、最終的に全閣僚の出席する閣議に
提出され、配分案が閣議決定される。新
限度額の決定以降の過程は一切非公開で
一般の議員は与党議員といえども参画し
ないとのことであり、予算編成は利益団
体からの働きかけを原則として排除した
ところで行われている。なお、新限度額
は 3年間分について決定されることから、
翌々年度の新限度額が次の年の実質的な
概算要求基準になるものと思われる。

　⑵　増税
　　課税ベースを拡大して納税回避の抜け
道を塞ぎ、中期的な歳入増を実現するた
め、94、95年度には、個別間接税（揮発
油税、たばこ税、ガソリン税、自動車重
量税、ぶどう酒税等）、所得税（既婚夫
婦控除、住宅ローン利子控除の税額控除
の見直し、個人課税の基礎控除等）等を
増税している、これらの増税や景気の回
復に伴う税収増により94年度から95年度
にかけてGDPの1.5～ 2 ％程度の税収増
を実現できたとのことであった。

　⑶　歳出削減
　　構造的赤字の問題を解決するために、
政策の優先順位に配慮しつつ、公共部門
の支出を厳しくコントロール（公務員の
給与及び政府機関の管理費の抑制、雇用
省の廃止といった行政組織改革、国防費
の削減等）するとともに、社会保障費の
増加を抑制（失業者の救済措置の一本化、
障害者給付等の改革等）している。また、
5年程前に比べて建設コストが25％強下
がっていることから、より低コストでの
道路ネットワークの整備を推進できると
いうことで、たとえば、道路計画に関す
る投資を若干削減するといった歳出削減
に努めている。
　　なお、これまでも相当程度公的支出を
絞り込んできていることから、今後大き
な削減をするためには、制度の根本に遡
らなければ困難であるが、公的支出の削
減が続くほど、国民の利害に直結するよ
うになり抵抗が強くなり、他方で、増税

も過去 2年間増税してきたわけであるか
ら、現時点で増税することは政治的に現
実的でないとの指摘もあった。

（別紙 2）
海外調査報告（ドイツ）

訪問先：ケルン大学（1995年11月 7 日）
連邦大蔵省（　〃　11月 8 日）

1 ．ドイツにおける財政政策の概況
　　ドイツにおいては、経済は民間企業の
秩序ある競争によって成長を遂げるもの
であり、政府の役割は、民間の公正な競
争が行われるよう市場の秩序を維持する
ことであるとの考え方が強い。また、ド
イツでは、両大戦の後の急激なインフレ
の経験から、官民ともにインフレに対す
る抵抗感が強く、このため、財政運営に
ついてもインフレ抑制の姿勢が強く反映
している。これまで、いずれの政権下に
おいてもこのような背景の下、インフレ
を招来するおそれのある財政赤字は好ま
しくないと考えられており、財政の健全
化が図られてきている。

　　現在のコール政権（保守・中道）は、
発足（1982年）以来、1970年代における
社会保障支出の拡大などによる構造的な
財政赤字が経済のパフォーマンスを悪化
させているとの認識の下、緊縮的な財政
運営を行ってきている。

　　コール政権発足時からの財政政策の基
本的なスタンスは、①増税なき財政再建
（消費的支出や補助金の削減等により歳
出の伸び率を名目経済成長率以下に抑
制）、②財政再建の枠内での企業及び個
人に対する税負担の緩和、③政府系企業
の民営化などによる民間活力の重視と小
さな政府の指向、の 3点に要約される。

　　このような考え方の下、ドイツの財政
赤字は着実に縮減されてきたが、90年の
ドイツ統一に伴う旧東ドイツ地域の復興
支援の財政負担に加え、折しも91年の湾
岸戦争に対する財政支援を行ったため、
財政赤字は一時的に大幅に拡大した。し
かしながら、91年以降の累次の増税など
により、旧東ドイツ地域に対する財政資
金を確保する一方で、社会保障関係経費



をはじめとする歳出抑制を柱とした厳し
い緊縮財政がとられ、大幅に拡大した財
政赤字の縮減に努めている。このような
中で、去る11月10日には、43年ぶりに対
前年度減となる96年度予算案が連邦議会
を通過し、現在連邦参議院において審議
されているところである。

2 ．財政健全化に取り組んでいる背景
　⑴　国民の理解
　　ドイツにおいては伝統的に物価の安定
を求める傾向が強く、これを損なうよう
な政策は国民に許されないとのことで
あった。加えて、総じて戦後を通じて資
産の蓄積が進んでおり、物価の安定を求
めるドイツの伝統は今後ますます強くな
るだろうとの指摘があった。
　　さらに、60年代にケインズ的な拡張的
財政政策を行い財政赤字を拡大したこと
が二桁のインフレを招来し、そのため高
率の賃上げを容認したとの経験から、ド
イツ国民はそのような政策が中長期的に
経済成長、生産性向上、技術革新につな
がらないことを学んだ、との指摘や、景
気循環に対応した財政政策という簡単な
考え方は時代遅れとなっているとの意見
があった。
　　なお、歳出削減について、一般的な国
民もその必要性を理解しつつあり、国民
は「増税は問題だ、歳出削減は問題だ」
としか言わない政治家にうんざりし始め
ているとの指摘があった。個別に金額を
削減する場合には、既得権益側の反対活
動も活発化し、例えば社会保障に手をつ
けようとすると政治的にも非常にむずか
しくなるだろうが、そのような局面では
マーストリヒト条約が説得の材料として
役に立ち得るとの認識が示された。

　⑵　政治的事情
　　財政赤字削減の必要性については、ド
イツ国内の各層が認識しているところで
あり、与党のキリスト教民主同盟・キリ
スト教社会同盟（CDU/CSU）、野党の
社会民主党（SPD）もともに財政赤字削
減を最優先の課題として掲げており、財
政赤字の縮減のために社会保障をどう取
り扱うかという点が議論の対象となって

いる。政治家も将来世代が直面する問題
として環境問題、人口の高齢化に伴う社
会保障問題と並んで公的債務の問題を挙
げるとのことであった。

　　赤字削減の手法については、増税また
は歳出削減の 2つの方法があるが、ドイ
ツでは伝統的に「小さな政府」が希求さ
れながら、現実の国民負担率は50.8％
（90年）（日本37.7％（95年））にもなっ
ていること等により、増税よりも歳出削
減が現実的と認識されている。

3 ．景気対策及び経済成長と財政政策
　　いわゆるケインズ的な拡張的財政政策
が行われたのは、深刻な景気後退に見舞
われた65年、66年の予算（注）の一時期
だけであり、その他の時期においては、
拡張的な財政運営は行われていないとの
ことであった。これは、このときの政策
に対する一般的評価が、放置しておいて
も回復した景気をいたずらに過熱させ、
インフレを惹起しただけであり、実質成
長にはあまり寄与しなかったという厳し
いものであったからであるとの指摘がな
された。その後、ドイツにおいては、ケ
インズ的な政策の採用の是非が明示的に
検討されたことはなく、景気後退期には、
その原因となっている構造的な問題を解
決しようとのスタンスをとってきている
とのことである。

　　また、失業問題に関して、失業の大半
は構造的な問題からくるものであり、こ
れをケインズ的な政策で解決しようとす
るのは不適切であるとの指摘があった。
注 ）なお、ドイツにおいては、1967年に
「経済安定・成長促進法」が制定された。
これは、66年下期から67年にかけて見
舞われた本格的な景気後退を契機とし
て、従来の金融政策中心の景気調整に
変わって財政面からの景気調整手法の
導入を意味するものであった。その中
で景気調整の手法として掲げられてい
るのが、①連邦保有公債の追加的償還
または公債の追加的発行、②景気調整
準備金の積み立てまたは取り崩し、③
税額の10％の範囲内での所得税・法人
税の時限的増減であった。
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  次に、中期的な経済成長と財政政策の関
係については、ドイツにおいては、景気後
退期においても、支出の拡大ではなく、歳
出削減を通じての財政再建を図ることが目
標とされている。これは、財政規模の拡大
は資源配分が民間から政府へと移動するこ
とであり、歳出削減を通じて財政再建を進
めることにより、政府から民間への資源配
分の是正を行い、国際競争力を高める民間
投資を拡大する余地を広げるべきとの考え
方に基づいている。この点については、イ
ンフレが抑制され実質成長率が順調であっ
た80年代後半の時期は、財政の健全化に取
り組んでいた時期であり、財政赤字が経済
成長をもたらしたのではなく、逆に財政の
健全化が経済成長をもたらしたのだという
指摘があった。
4 ．産業フロンティア開発と財政政策
　　ドイツにおいては、これまで特定の産
業を育成するための予算措置は行ってき
ていないとのことであった。
　　このような対応の背景には、民間企業
は自らのことは自らで面倒をみるべきと
いう考え方、自らの創意工夫により儲
かった時は自分の利益とし、困難に直面
すると政府の助けを求めるということは
「利益の私有化、損失の国有化」であり、
おかしいとの考え方があるとの指摘が
あった。
　　また、旧東ドイツ地域に対する財政支
援等によってただでさえ政府の規模が肥
大化してきている今日、政府の役割を更
に広げる余裕はない、そもそも何が将来
有望な分野であるかを判断する能力が政
府にあるとは思われないとの指摘があっ
た。更に、政府がこのようなことを認め
ると、社会は既得権益の獲得を目指して
相争う社会となってしまうとの懸念が表
明されていた。

5 ．公共投資と公債発行
　　ドイツでは、景気刺激策として公債発
行によって民間資金を吸い上げ、公共投
資に回すというような政策はとられてい
ない。
　　ドイツ統一後、旧東ドイツ地域のイン
フラ整備のため巨額の資金需要が生じ、

これに対しては財政もやむなく公債発行
で対応しているが、併せて連邦緊縮計画
（93年 5 月）、成長強化・財政緊縮計画
（93年 6 月）、成長と雇用創出のための行
動計画（94年 1 月）（財政緊縮措置を盛
り込んでいる）等を策定、実施する等の
財政緊縮努力を行ってきている。また、
投資的支出を聖域視することは不適当で
あり、投資的支出であっても、本当に必
要なものかどうか中身を吟味する必要が
あるとの指摘があった。

6 ．利払費と建設国債
　　ドイツでは建設公債原則が憲法におい
て定められているが、これは財政放漫化
に一定の歯止めをかける役割を担ってい
るとのことであった。しかし、あまり厳
格に考えると、建設公債ならよいという
ような安易な考えを生んでしまうとの指
摘もあった。また、そもそも健全財政政
策を採用すれば、建設公債原則への抵触
といった問題は生じないはずであるとの
指摘もあった。

　　また、公債残高がGDPの50～60％ま
で達すると、利払費だけで未来永劫毎年
GDPの 3～ 4 ％を支払い続けねばなら
ず（利子率 5～ 8％を想定していると思
われる）、これは将来世代にとり大きな
負担だとの指摘、あるいは、利払費が
10％以内にあるなら問題ないが、10％を
超えると財政の対応力が損なわれてしま
う、12％くらいが限界ではないか、との
指摘があった。

7 ．財政健全化のためにとられている措置
　⑴　増税と歳出削減（歳出削減に重点）
　①　連邦緊縮計画（93年 5 月）
　　足元の景気悪化に伴う税収見積りの
減、失業給付増大への対応、旧東ドイ
ツ地域へのインフラ投資等に対応する
ため、歳出削減、税制優遇措置の改廃
等による増収、所得税・法人税に対す
る7.5％の連帯付加税（上乗せ課税）
の導入、鉱油税の増税等が行われた。

　②　成長強化・財政緊縮計画（93年 6 月）
　　社会保障関係経費の削減、新規措置
は同等の既存措置の削減によって認め
るといういわゆる「モラトリアム原



則」の採用、連邦、州等の歳出の伸率
を名目GDP成長率の半分以下に抑制、
連邦の公債依存度を中長期的に10％以
下に抑制する等の措置が採られた。
③　成長と雇用創出のための行動計画
（94年 1 月）
　　実質GDP成長率がマイナスになる
など93年における深刻な景気後退の状
況の中で、財政面で緊縮措置を継続す
るとともに、構造的な施策を行い、地
方政府を含めた政府支出の対GDP比
（93年見通し52％）を2000年までに段
階的にドイツ統一前の水準（89年
46％）まで引下げることが打ち出され
た。
　　また、政府保有株式の売却による増
収措置等の他、中長期的な経済発展を
達成する観点から、研究開発・技術革
新促進のための低利融資制度の創設、
パートタイム労働の促進や労働時間の
柔軟化等の規制緩和、ドイツ連邦郵便
の分割、民営化による自由化の促進等
の構造的施策が広範に盛り込まれてい
る。

　⑵　民営化
　　ドイツにおける民営化の目的は、国有
財産の売却を通じて連邦の財産を短期的
に潤すことではなく、民営化によって企
業の効率性を増し、国際競争力を向上さ
せて国民経済全体に利益をもたらすこと
とされている。その根底には、民営化企
業の業績向上、雇用の確保を通じて、税
収が増え、補助金や失業給付が減るとい
う考え方がある。
　　ドイツでは、既に1950年代後半から国
営企業等の民営化を始めており、最近で
は95年 1 月に通信、郵貯、郵便の郵政三
事業をそれぞれ民営化し、株式会社にし
ている。
　　なお、コール政権成立（82年度）から
94年度までの民営化（政府保有株式等の
売却）による連邦収入は、約116億マル
ク（GDP（94年）比0.35％）となってい
る。

　⑶　中期財政戦略
　　ドイツでは1967年以来、毎年 5ヵ年の

中期財政計画を作成しているが、これは
毎年数字が改訂されてしまうこともあり、
後年度の予算及び財政計画を拘束するも
のではないため、近年は軽んじられる傾
向にあるとのことであった。また、中期
財政計画の中では、歳出項目間の優先順
位はつけられておらず、何を優先させる
かは、その予算編成過程の中で決められ
ることになっている。

　　そのような中で、本年 5月に初めて策
定された「中期財政戦略」において、連
邦大蔵省は、1996年から2000年までの間、
地方政府等を含めた政府支出の伸びを名
目GDPの伸びよりも 2 ％以上、下回ら
せることにより、政府支出の対GDP比
をドイツ統一前の89年当時の比率である
46％まで低下させるとの前年の閣議決定
目標を再確認するとともに、それを具体
化するために、歳出削減により2000年ま
でに赤字の対GDP比を 1 ％まで引下げ
ていくとの方針を打ち出し、GDP比 1
～1.5％相当の減税を行うことを目指す
としている。この中期財政戦略は、政府
を拘束しない連邦大蔵省独自の戦略であ
るとのことであったが、ドイツ大蔵省が
財政再建に取り組む姿勢を国民、市場に
明確にシグナルとして送る意味があると
のことであった。

　⑷　中央、地方政府間の資金移転の見直し
　　また、現在、市町村の支出については、
経費の90％を州、中央政府等の上位の政
府が賄っているが、これでは経費を節約
しようというインセンティブが働かない、
中央、地方政府間の資金移転についても
見直すべきだとの指摘があった。

　⑸　その他
　　なお、民間サイドの意見として、造船、
自動車等の民間部門がここ数年厳しいリ
ストラを進めているように、公的部門も
公務員の賃金引下げ等を行うべきであり、
農業、造船業、鉱業に対する巨額の補助
金も減らすべきである。さらには、社会
保障の給付水準の引下げも考えるべきで
あるとの指摘があった。

　　また、社会保障基金の収支について、
現在はほぼ均衡しているが、世代会計の
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考え方を当てはめれば、実際には現行の
社会保障制度は将来世代に大きな負担に
なることが明らかになるとの指摘があっ
た。

（別紙 3）
海外調査報告（フランス）

訪問先：パリ国立銀行（1995年11月 9 日）
経済・財政省（　〃　11月10日）
パリバ銀行 （　〃　11月10日）

1 ．フランスにおける財政政策の概況
　　95年 5 月に就任したシラク大統領の下
で、当初新政権がどのような経済政策を
採ろうとしているのか不透明な時期が続
き、これがフランを下落させ、金利上昇
の要因となったと指摘されている。そこ
で、シラク政権は、去る10月に「財政赤
字を縮小し、欧州通貨統合に参加するこ
とが、雇用の確保の土台となる」として、
財政赤字の縮小を最優先課題として位置
づけ、同年の大統領選挙で公約した所得
税の減税を 2年間棚上げすることを発表
した。これは、地方政府等を含めた財政
赤字のGDP比を95年度に 5 ％以下、96
年度に 4％以下、97年度に 3％以下と、
毎年 1％ずつ削減するという目標の達成
に向けた決意の表れであると考えられる。
また、96年度予算案においては、公務員
給与の凍結や増税、国有企業民営化等に
より財政赤字削減を図ることを打ち出し
ている。
　　過去、フランスにおいては、ミッテラ
ン大統領（社会党）による80年代初頭の
積極財政が功を奏さず、景気の低迷と財
政赤字の拡大が深刻になっていたことか
ら、82年以降、一般行政経費の抑制、公
務員定数の削減等の緊縮財政が進められ
た。80年代後半には、財政赤字の縮減等
を目標とする第10次経済計画（89～92年。
期間中に総合収支（日本の一般会計、特
別会計及び財政投融資の合計に相当）の
財政赤字を700億フラン以内とする。）に
沿って、歳出の節減合理化が行われたほ
か、フランス商業銀行等の国有企業の民
営化が図られた。
　　93年 3 月に発足したバラデュール内閣

（保革共存）も、「財政赤字拡大の抑制が
唯一経済の再活性化を可能にする。」と
の認識に立ち、97年度までに総合収支の
財政赤字をGDP比2.5％以下に抑制する
という目標を設定し、そのために、歳出
伸率を物価上昇率以下に抑えることを法
定したほか、間接税の増税を行い、更に
パリ国立銀行等の国有企業の民営化を進
めた。

2 ．財政健全化に取り組んでいる背景
　⑴　国民の理解
　　金利は財政赤字にかなりの程度敏感に
反応し、財政赤字が拡大すると、金利が
押し上げられるとの認識の下で、フラン
ス国民は、財政赤字拡大がもたらす高金
利は、フランの下落を防ぎきれないばか
りか、クラウディング・アウトを引き起
こし、企業は設備投資を控え、結果とし
て雇用増を阻害することになるとの見方
を一般的に持っている。また、高金利が
家計の消費行動を制約し、経済成長にマ
イナスとの認識が浸透しているとの指摘
があった。

　　シラク大統領はこのような金利上昇を
問題視し、「財政赤字の削減は、マース
トリヒト条約がなかったとしても行うべ
きである。」と発言している。

　　また、財政赤字が長期間続くと債務返
済コストが増加し、財政の硬直化を招き、
将来世代に多大な負担を残す（「今日の
赤字は明日の増税」（ジュペ首相の記者
会見での発言））こととなるとの認識で
あった。ただし、97年にGDP比 3 ％以
下にするとの政府の方針については、制
度全体あるいは政府の役割自体を見直さ
ない限り実現できないとの指摘があった。

　⑵　政治的事情
　　緊縮的なスタンスに立って財政運営を
進めることについては、議会からの大き
な反発は見られない。それどころか、議
会においても財政赤字削減の必要性は認
識されるに到っており、96年度予算の審
議過程では、初めて議会側から進んで20
億フランの歳出削減の提案がなされたほ
どとのことであった。

　　なお、フランスでは、憲法上、予算審



議について政府の権限が強い（内閣不信
任案が可決されないかぎり、政府は予算
案を通過させることができる。）ことも、
議会が政府案に反対することが少ない原
因とのことであった。

　⑶　国際的事情
　　政府は、1999年の欧州経済・通貨統合
に向け、マーストリヒト条約に定められ
た条件を満たすため、所要の財政赤字削
減策を講じる必要があるとの認識に立っ
ている。

3 ．景気対策及び経済成長と財政政策
　　景気対策という観点から見ると、近年
のフランスの財政運営は、ほぼ一貫して
引き締めを基調としている。
　　80年代初頭に、社会党政権はケインズ
的拡大政策を採用した。当時、他の欧米
諸国が緊縮財政を進めていたのとは対照
的に、ミッテラン大統領は積極財政を展
開し、企業向け援助の拡大、公務員の増
員による雇用の創出、最低賃金と社会保
障給付の引上げや民間企業の国有化等を
進めた。その結果、財政赤字は拡大した。
しかし、積極財政策によっても雇用情勢
には改善が見られず、インフレの昂進、
貿易赤字の急増など、経済情勢の悪化が
際立ったものとなった。
　　そこで、82年以降、再び引き締め策へ
と転換し、一般行政経費の抑制、国有企
業の民営化等が進められた。90年代に
入ってからも、引き続き緊縮財政の堅持
を基本的スタンスとしつつ、各年度の当
初予算において、景気に配慮した減税、
雇用対策の充実等を行うとともに、93年
6 月、95年 7 月には景気対策等のために
補正予算を活用して（ただし、ネットで
は財政赤字を削減するものとなってい
る）、成長促進を図る方針が採られてい
る。
　　税制上の措置としては、企業の投資促
進、競争力強化等のための法人税減税
（89 年 度～93 年 度、 段 階 的 に 42％
→33.3％）や、家計の購買力を回復する
ための所得税、付加価値税の減税が行わ
れている。
　　また、雇用対策については、職業訓練

の拡充、企業の社会保障負担の軽減、長
期失業者を雇用する企業の助成、若年失
業者を雇用する企業への税制上の優遇等
に重点が置かれている。

　　次に、中長期的な経済成長との関係で
見ても、フランスでは経済成長の促進を
目的とした積極的な財政支出は重視され
ていない。むしろ、財政が出動すること
により財政赤字が拡大し、それによる金
利上昇が経済に悪影響を与えることの方
が問題視されていた。

　　なお、財政政策の乗数効果については、
50年代、60年代には1.6～ 2 と相当あっ
たが、現在の開放経済の下ではそのよう
な効果は期待できないとの指摘があった。

4 ．産業フロンティア開拓と財政政策
　　フランスにおいては、90年代初頭には、
民間研究開発の促進が歳出の重点項目と
して位置づけられ、研究開発関係予算は
7％台の高い伸びを示したが、財政赤字
の拡大や、雇用対策への重点の移動によ
り、95年度は2.2％、96年度予算法案で
は1.9％の伸びにとどまっている。

　　現在では、産業フロンティア開拓のた
めの財政政策を検討するに当たっても、
他の政策の場合と同様、財政赤字の削減
を前提とした上で、他の政策も含めた優
先順位の選択を行うこととなるというの
が政府の認識であり、大蔵省としては、
財源の手当の目安を付けた上で、このよ
うな提案が出されてきた場合には、その
中身をよく吟味することになるとのこと
であった。

5 ．公共投資と公債発行
　　公債発行により公共投資を積極的に行
うという方針はとられていない。優先課
題である失業対策についても、財政の出
動による財政赤字の拡大は金利上昇を通
じてクラウディング・アウトを招いてし
まい、企業は設備投資を控え、結局は雇
用増につながらない、との指摘があった。

6 ．利払費と建設公債
　　建設公債原則に相当するものはなく、
赤字公債、建設公債の区別については一
般的にはあまり議論されていない。

　　一般予算歳出に占める利払費の割合は
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13.5％（95年度当初予算）となっており、
政府が政策的に財源を使える余地は減少
してきていると指摘されている。

7 ．財政健全化のためにとられている措置
　⑴　財政 5か年計画法
　　94年 1 月に制定された「財政 5か年計
画法」に基づき、歳入が名目成長率と同
率で伸びるという見込みの下に、歳出の
実質の伸率をゼロに抑えることで、赤字
の削減を図ることとしている。
　　シラク大統領の削減計画では、地方政
府等を含めた財政赤字を95年度に 5％、
96年度に 4％、97年度に 3％と削減する
こととしている。

　⑵　厳しい概算要求基準
　　毎年 5月頃、概算要求に先立ち、書簡
により、翌年度の予算編成方針が首相か
ら各大臣に示される。この中では、以下
のような厳しい指針が示され、その後の
予算編成過程では、その指針の下に大蔵
省が各省と協議を行い、まとまらない場
合には首相が裁定を下すとのことであっ
た。
①　財政赤字の対GDP比率の上限（93
年： 2％以内、96年：明示なし）
②　財政支出の伸び率の上限（93年：
3.5％以内、96年：明示なし）
③　経常支出の削減率（93年： 3％、96
年： 8％、いずれも人件費を除く）
④　補助金の削減率（93年：15％、96
年：優先分野を除き15％）

　⑶　歳出削減
　　歳出については、特に、社会保障分野
での削減と、公務員の人件費の抑制が重
視されている。特に重要である社会保障
分野については、95年11月に行われた内
閣改造で、医師会の権益を代表する大臣
を更迭し、後任に実力者を据えたとのこ
とであった。なお、エコノミストからは、
「国が責任を負う範囲について新しい考
え方を導入し、政府部門にしかできない
ことに財政の関与する分野を限定する必
要がある」との指摘があった。
①　社会保障分野の歳出削減策
  2015年からはベビー・ブーム世代が
大量に引退することが予想されること

から、エコノミストからは、社会保障
制度、特に医療保険制度の抜本的な改
革を求める声が上がっている。また、
社会保障については労使間の協議が中
心的役割を果たしているため、議会に
よるコントロールが行われていないと
いう指摘があり、この点の改善を求め
る意見もあった。なお、失業手当につ
いては、給付要件を厳格化した等の改
正により、 4年前の赤字が黒字に転じ
ているが、更に給付期間の短縮化等に
取り組む必要があろうとのことであっ
た。また、医療保険については、過去
16～17回も抜本的な改革が期待されて
失敗している。患者が気まぐれに病院
を次から次に代わり、病院も支出を十
分把握していない状況では何回増税し
ても無駄だとの指摘があった。年金に
ついては、93年に給付水準の引下げや
受給資格の厳格化を行ったが不十分と
の指摘があった。
（注）社会保障分野は現在赤字で、そ
の累積額は2,500億フランに及んで
いるが、フローの赤字を97年には黒
字へ転化させ、累積赤字も13年間で
償還するとの目標の下に、11月15日、
社会保障債務返済税の新設（所得に
対し0.5％課税）、医師が不必要な検
査、処方を行うことに対する規制等
を盛り込んだ改革案が発表されたと
ころである。

②　公務員の人件費の抑制
  公務員の人件費は、一般予算歳出
1.5兆フランの約 3 分の 1（注：日本
では約 7分の 1）を占めており、その
抑制のために人員削減が行われてきて
いるほか、96年度予算法案においては、
給与の凍結が打ち出されている。政府
内には、「民間部門が厳しい競争に直
面しているのに対し、公務員の給与の
実質購買力は減っておらず、全体的な
バランスから見て賃金凍結を行ったと
しても公務員を特に不利に扱うことに
はならない。」との認識があるとのこ
とであった。

⑷　増税



  フランスでは、95年 7 月の補正予算に
おいて付加価値税（18.6％→20.6％）や
法人税（33.3％→36.6％）を一時的に増
税（97年まで）したほか、国内石油製品
税（93年 6 月の補正予算、95年度当初予
算）、アルコール消費税（93年 6 月の補
正予算）、富裕税（95年 7 月の補正予算）
の増税が行われている。
  増税に対する国民からの反発は、歳出
削減ほどには強くないとのことであった
が、他方で、エコノミストからは、租税
負担が重くなりすぎており、これ以上増
税をする余地は残されていないという指
摘もある。
  なお、議会との関係では、政府が議会
に対して優位に立っており、法律全体に
ついて可否を問い、部分修正を許さず、
また解散を示唆するなどして実現してき
ているとのことであった。

　⑸　国有企業の民営化
　　国有企業21社の民営化に伴う政府保有
株式の売却により、3,600億フランの収
入を見込んでいる。93年のバラデュール
内閣により開始されたもので、現在まで
に 8社（注）が民営化され、95年度見込
み額を含め1,230億フランの売却益（94
年GDP比1.7％）を上げている。
　　エコノミストからは、エール・フラン
ス、クレディ・リヨネ銀行等の国営企業
は赤字が大きいとの観点からも、早急に
民営化すべきであるとの指摘があった。
（注 ）現在までに民営化された企業は、
以下の 8社。

　 93年　 パリ国立銀行、ローヌ・プー
ラン（化学）

　 94年　 UAP（保険）、エルフ・アキ
テーヌ（石油）

　 95年　 セイタ（たばこ公社）、ユジ
ノール・サシロール（鉄鋼）、
海運公社、ペシネー（金属）

（別紙 4）
海外調査報告（スウェーデン）

訪問先：スヴェンスカ・ハンデルス銀行
（1995年11月13日）

大蔵省 （1995年11月14日）

1 ．スウェーデンにおける財政政策の概況
　　80年代のバブル経済が破裂し、90年代
に入ってスウェーデン経済は悪化し、高
金利と91年の税制改革（参考参照）等の
影響で内需不足に陥ったこともあり、91
～93年にはマイナス成長を記録した。ま
た、92年には金融不安が表面化したこと
もあり、景気後退と金融機関の支援のた
めに財政収支は急激に悪化した。

　　この金融不安によって通貨切下げ圧力
が高まり、スウェーデン中央銀行は、通
貨不安の原因は経済政策の失敗にあると
して、早急な財政赤字の解消を要求した。
このような状況の下、92年 9 月、保守・
中道政権は、歳出削減と増税を盛り込ん
だ「経済危機克服のためのパッケージ」
を発表した。

　　しかし、財政赤字の拡大は続き、93年
の地方政府等を含めた財政赤字はGDP
比13.4％に達した。このような中、国内
最大の生保会社が公債の引受を拒否する
事態も生じた。

　　94年 9 月に発足した社民党政権は、経
済政策の最優先課題として財政赤字の削
減を挙げ、それによって持続的かつ安定
的な経済成長と雇用の増加を達成するこ
とを目標として、同年11月に経済政策措
置法案を提出し（95年春成立）、さらに、
95/96年度予算についても、「新たなる経
済成長」、「雇用増加」及び「健全な財
政」の基礎を築くことを目標として、社
会保障給付の削減等を盛り込んだ。政府
は、最近の好調な経済の下、これら各種
の財政赤字削減策により、地方政府等を
含めた財政赤字を98年までに7.5％（95
年3.5％、96年2.5％、97～98年1.5％）削
減するとしている。また、公債残高の
GDP比は2000年までに69％まで減少す
るとしている。

　　その後の景気の回復により、財政事情
は改善し、今後の見通しも大幅に改善し
ている。

2 ．財政健全化に取り組んでいる背景
　⑴　国民の理解
　①　金利低下のメリット
  財政赤字が金利の上昇を招き、これ
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が経済に悪影響を与えているというの
が、政府、民間に共通した認識である。
  そこで、財政赤字の削減により財政
に対する市場の信用を回復させ、金利
を下げることにより、91年の税制改革
等により急増した家計部門の貯蓄が消
費に回り内需の回復を図ることができ
るとしている。
②　国内市場からの圧力
  90年代に入り、不況に加え、金融機
関の救済に多額の公的資金を投入した
ことから財政赤字が急増した。これを
懸念した国内最大の生保会社が「政治
家が一致団結して財政赤字を減らす方
向を示さないかぎり、国債は購入しな
い」と表明したため、金利が 1％ポイ
ント（100ベーシス・ポイント）跳ね
上がり、この市場からの圧力が政府に
財政赤字の削減を強いる方向に作用し
た。
③　将来世代の負担への懸念
  財政赤字が将来世代に負担を残すと
いう認識（「子供に大きな債務を負わ
せてはならない。」）も財政赤字削減の
理由の一つとなっているとのことであ
る。

　⑵　政治的事情
　　財政赤字の削減の重要性については、
議会でもほぼ意見の一致を見ており、そ
もそも財政赤字削減のプロセスは政治の
主導により始まったとのことであった。
　　94年 9 月の選挙の際も、財政赤字の削
減の必要性自体については争いはなく、
どちらが財政を節約できるかということ
が政党間で 1つの争点となったとのこと
である。実際、政権を獲得した社民党は
少数与党であることから、富裕層に対す
る増税では左翼政党と組む一方、社会保
障給付の削減については右翼政党と組む
ことにより、財政赤字削減策につき議会
の了承を得ているとのことである。
　　社民党が、社会保障の充実をも公約に
掲げて政権に就いたにもかかわらず、社
会保障給付の削減等による財政赤字削減
策を進めていることについては、これを
公約違反と批判する者もあり（支持率は、

選挙時の46％から28％まで低下）、社民
党の中でもこの政策の是非についての意
見が分かれているとのことであった。な
お、社民党の社会保障の削減に積極的に
取り組む一連の政策をとらえ、「高福祉
高負担」というスタンスを変更したと言
えるとの指摘もあった。

　⑶　国際的事情
①　クローナの下落を是正する必要性
  エコノミストからは、貯蓄率の低い
スウェーデンにおいては債務の 3割が
外貨建てであるため、財政赤字の削減
によりクローナを上昇させ、為替を安
定させることが重要であると指摘が
あった。

  また、現状ではスウェーデン経済は
好調な輸出産業に支えられているが、
この輸出産業での急激な賃上げが他の
分野に波及しインフレを招くことを懸
念する見方があり、クローナ高によっ
て輸出産業と国内向け産業とのバラン
スをとりたいとの気持ちがあるとの指
摘があった。

②　欧州経済・通貨統合への参加のため
の条件整備

  1999年の欧州経済・通貨統合に向け、
マーストリヒト条約に定められた条件
を満たすため、財政赤字を削減する必
要があるとの指摘があった。なお、
マーストリヒト条約が制約要因となる
ため、社民党政権が人気取りのために
選挙直前に財政政策を緩めることは考
えにくいとの指摘があった。

3 ．産業フロンティア開拓と財政政策
　　産業フロンティア開拓については、財
政上の余裕がないため、自助努力に委ね
るしかないというのが政府のスタンスで
あった。

4 ．利払費と建設公債
　　スウェーデンには建設公債原則に相当
するものはないが、エコノミストからは、
建設公債と赤字公債とを区別することに
より、財政赤字の内容につき有用な情報
を政治家や国民に提供することができる
だろうとの意見もあった。

　　政府は、利払費の増加による財政の硬



直化に懸念を示しており、この点が財政
赤字の削減に取り組む理由の 1つとなっ
ているとのことである。

5 ．財政健全化のためにとられている措置
⑴　社会保障給付を中心とした歳出削減
　　保守・中道政権、社民党政権とも、歳
出削減の中心として社会保障給付の削減
を行っているところである。現社民党政
権は、95年春に成立した経済政策措置法
において、児童福祉手当の廃止、家族手
当や障害者手当の見直し等248億クロー
ナの歳出削減を見込んでいる。また、95/
96年度予算においても、傷病手当の削減
（給料の100％→75％）、失業手当の削減
（給料の100％→90％）等により217億ク
ローナの歳出削減を図っている。
　　さらに、97年 1 月から、早期退職した
時の給付水準を下げることや、基礎年金
を廃止し、払い込んだ保険料に比例する
老齢年金のみの単一の制度とし、国庫負
担の軽減を図ること等を内容とする年金
制度改革を予定しているとのことであり、
このことについて老後の公平を目指した
これまでのスタンスを大きく変えるもの
であるとする見方もあった。
　　今後も、大学までの無料の教育、自己
負担分がほとんどない医療保険について
は手をつけることはないであろうが、失
業手当等については一層の削減が必要と
のことであった。
⑵　増税
　　経済政策措置法においては、所得税の
一時的な引上げ（50％→55％、42億ク
ローナの増収）、資産保有に対する課税
（75億クローナの増収）等が盛り込まれ
た。
⑶　地方政府の財政の見直し
　　96年春より、地方政府を含めた支出に
上限を設けることや、中央政府から地方
政府への補助金を名目ベースで一定にす
ることを検討しているとのことである。

 （参考）
91年の税制改革

　スウェーデンでは、91年に個人所得課税や
法人税の減税及び付加価値税の増税等を含む

大規模な税制改革が行われた。
1．背景
　　高い租税負担のために国民の勤労意欲が
減退しているという問題が認識されていた
ほか、長期的な経済成長のためには、直接
税を減税し働くインセンティブを持たせる
ことが適当であるという判断に加え、それ
までの税制は「抜け道」が多く、悪用され
ていたことに対処する必要があったとのこ
とであった。
2．概要
　　個人所得課税や法人税の減税による減収
分（GDP比 6 ％）の財源を調達するため、
付加価値税の増税が行われ、レベニュー・
ニュートラル（全体として税収総額は変化
がない）が図られた。しかし、その後の不
況により、付加価値税の税収が見込みに達
せず、減税分を補塡できなかったため、
GDP比で2.5％相当の財政赤字になったと
のことであった。
⑴　個人所得課税の減税…国民の勤労意欲
促進のため
・　税率の刻みの簡素化（ 3％、10％、
14％、35％→20％に一本化）

⑵　資本所得課税の適正化…国民の勤労意
欲促進のため
・　改正前は、控除制度やインフレ調整、
軽減措置によって資産ごとに税負担が
異なり、経済的中立性を阻害していた。

  改正により、資産所得を一律30％の
税率で分離課税することとした。さら
に、上記の控除制度等を廃止して一律
の課税とし、中立性を確保した。

⑶　法人税減税…企業の国際競争力を強化
・　税率引下げ（40％→30％）

⑷　租税特別措置の縮減・合理化…租税の
中立性の確保

⑸　付加価値税の増税…減税分の財源の確
保
・　課税ベースの拡大（サービスは原則
非課税であったが、原則課税とした）

・　税率引上げ（23.46％→25％）
⑹　環境関連税制の新設
・　二酸化炭素税、硫黄税の新設

3．影響
　　資本所得課税に係る負担が軽減されたた
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め、家計部門の貯蓄が急増して内需不足に
陥り、これが不況を招いたとのことであっ
た。

（別紙 5）
海外調査報告（米国）

訪問先：CATO研究所（1995年11月 8 日）
大統領府行政管理予算局（OMB）

 （1995年11月 8 日）
ブルッキングス研究所
 （1995年11月 9 日）

1 ．米国における財政政策の概況
⑴　現在までの取組
　　米国においては、1960年代にはケイン
ズ経済学を背景にした拡張的な財政政策
が採られ、1980年代前半にはサプライサ
イド・エコノミックス的な考えからの減
税政策が採られたこともあった。しかし、
財政赤字が拡大するに従い、1980年代半
ば頃から財政赤字が経済の不安定要因に
なると考えられるようになり、財政収支
の均衡を目標とするグラム・ラドマン・
ホリングス法等の法律が成立するなど、
財政赤字の削減が重要な課題として認識
されるようになってきている。
　　93年 1 月に発足したクリントン政権は、
米国経済の再生のためには巨額の財政赤
字を削減する必要があるとの認識に立ち、
同年 2月に発表した包括的経済政策の中
で、短期の景気刺激策、長期的な投資拡
大策と並ぶ 1つの大きな柱として、財政
赤字削減策（94～98年度のネットの赤字
削減額は4,730億ドル）を提案した。
　　これを踏まえた議会審議の過程で、94
年度から 5 年間で総額4,960億ドルの財
政赤字を削減するという内容の1993年の
包括財政調整法（OBRA93）が成立し、
主として高額所得者層を対象とする大幅
な増税と国防費及びメディケア（高齢者
等を対象とする医療保険）支出を中心と
する歳出削減が実施されてきている。
　　これらの努力に加え、景気回復に伴う
増収もあって、95年度の財政赤字は
1,638億ドル（GDP比2.3％）とピーク時
（92年度2,904億ドル（GDP4.9％））より
大幅に改善してきている。

⑵　財政調整法案をめぐる現在の動き
　　96年度予算審議に関しては、議会では、
2002年度の財政収支均衡を目標とする予
算決議が両院で可決（ 6月）され、この
中で、メディケア、メディケイド（低所
得者医療扶助）、社会福祉支出等の削減
の具体策を作成するよう各所管委員会に
指示している。

　　この予算決議を受けて作成された、
2002年度の財政収支均衡のための義務的
経費についての法律改正や減税等を内容
とする財政調整法案が10月末に上下両院
で別々に可決されたが、この中には、
①　メディケアについては、民間医療保
険の利用促進、医師や病院に対する支
払いの抑制、保険料の引き上げ等によ
り、支出の伸びを抑え、7年間で2,700
億ドル削減

②　メディケイドについては、現在の連
邦政府と州政府の共同の施策から、連
邦から州への一括補助金の交付による
州政府の施策に転換することにより、
7年間で1,720～1,820億ドル削減

③　社会福祉については、被扶養児童の
いる低所得家庭への補助、低所得者へ
の食料購入用クーポンの支給、生活に
困窮する高齢者や障害者に対する補助
等について、州への一括補助金の交付
により州の施策に転換することにより、
7年間で660～1,020億ドル削減

　などの歳出削減策が盛り込まれている一方、
7 年間で2,450億ドルの減税を行うことと
している。

　　他方、クリントン大統領は、議会の案に
対しては、削減額が大きすぎ、弱者にしわ
寄せが及ぶとして反対しているが、大統領
もメディケア、メディケイド等の削減によ
り10年間（2005年度まで）で財政収支均衡
を目指す、より緩やかな財政赤字削減案を
発表（ 6月）している（ 7月に計数を見直
し、財政収支均衡年度を2004年度に繰上
げ）。

　　このように1996年度予算審議を巡っては、
2002年度までの財政収支均衡を主張する議
会・共和党と、2004年度までの財政収支均
衡を提案している大統領・民主党が、メ



ディケア等の削減幅等で対立し、議論が続
けられているが、いずれも医療関係費等の
削減にまで踏み込んだ議論を行い、期限を
切って財政収支の均衡を図ろうとしている
点は共通している。
2 ．財政健全化に取り組んでいる背景
⑴　経済的背景
　　1980年代以降のアメリカでは、膨大な
財政赤字と経常収支赤字のいわゆる「双
子の赤字」が経済の不安定要因との認識
が一般となった。このため、財政赤字を
削減することにより、高金利や民間投資
のクラウディング・アウトを避けること
が不可欠とされるに到っている。これに
関しては、財政赤字は長期的には外国か
らの借入で賄われていくしかなく、財政
赤字をなくすことで経常収支赤字も削減
できるという意見もあった。
　　また、財政赤字は将来の世代に利払い
等の負担を負わせるものであり、世代間
のモラルの問題であるとの認識も一般的
であった。このような中で、現行の制度
を前提として各世代の受益・負担を推計
する世代会計の考え方が注目されてきて
おり、大統領予算教書に示された世代会
計の試算によると、現在の財政構造のま
までは、将来世代の負担が、現世代より
も相当程度増えることが明らかになって
いる。クリントン大統領も、95年度の財
政収支実績の発表に際して、「子供たち
から債務の負担を取り除き、将来に投資
するための資金をより多く確保するべく、
財政収支を均衡させなければならない。」
と述べている。また、将来世代の税負担
の急上昇を防ぐためには、現在の債務残
高のみならず、高齢化に伴う将来の社会
保障の負担等も含めて、今のうちに解決
することが必要であり、これらを含める
と、実質の債務残高は10兆ドルにも及ぶ
（現在の債務残高は、政府機関保有分を
除くと3.4兆ドル）、との指摘があった。
⑵　政治的背景
　　92年大統領選挙においては、クリント
ン候補、ブッシュ候補に加え、増税と各
種社会保障制度の見直しによる財政均衡
を主張したペロー候補の間で財政健全化

についての活発な議論が行われた。
　　更に、94年の中間選挙においては、下
院共和党が、その選挙公約「Contract 
with America」の冒頭に財政収支均衡
を義務付ける憲法修正を掲げ、勝利をお
さめた。この憲法修正条項案は上院にお
いて否決されたが、賛成65、反対35と過
半数を得ながら、憲法修正に必要な 3分
の 2 に 2 票足りなかったというもので
あった。

　　これによって、国民の間にも、財政赤
字削減に関する広範囲な支持があること
が強く認識され、その後の米国の財政赤
字削減努力に大きな影響を与え、現在ま
での動きにつながっていると考えられる。

　　このように、米国においては、政府・
議会とも財政赤字削減には積極的であり、
その必要性の認識は共通である。ただし、
米国においてもここまで来るには10～20
年近くかかった、との指摘があった。

　　また、世論は歳出削減の各論には反発
しがちであるが、今年になって雰囲気が
変わってきているとの指摘や、来年の選
挙の時にこのような努力が継続されるか
どうかが大きな関門だとの指摘があった。

3 ．景気対策及び経済成長と財政政策
　　米国においても1960年代には需要拡大
による完全雇用の達成を目標とするケイ
ンズ政策が採られた。しかし、現在では、
公債発行による財政政策は短期的には経
済を刺激するが、結局それは、中長期的
な経済成長をもたらすものではないとの
見方が一般的で、今の米国にケインズ政
策を支持する人はほとんどいない（basi-
cally dead）とのことで、これからも米
国は裁量的な財政政策を採ることはない
だろう、との指摘があった。また、最近
では、景気変動の周期が短くなってきて
おり、景気後退期に財政が何かをやろう
としてもタイミングが嚙み合わずにか
えって逆効果になる、財政政策は自動安
定化機能以外には効果がないとの指摘、
また、財政赤字が累積し、政府債務残高
が増大すれば、結局は増税を要すること
になり、民間投資余力を損なうとの指摘
があった。
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　　更に、むしろ財政赤字削減が優先課題
であるとの指摘や、既に膨大な赤字を抱
えている現状は財政による景気刺激とい
う手段を自ら奪ってしまっている、今の
状態で借入をすればクラウディング・ア
ウトを起こすだけだとの指摘があり、こ
のため、景気対策は財政でなく、金融で
行うという考え方が一般的であった。ま
た、財政政策は長期的課題を解決するた
めに使うべきで、財政政策が経済に与え
る効果は、財政支出の内容、税の仕組み
次第だとの意見もあった。
　　なお、OBRA93が成立してから、金利
の低下や設備投資の増加など、経済が良
好な動きをしているとのことであった。

4 ．産業フロンティア開拓と財政政策
　　クリントン大統領は、科学技術の振興
には力を入れており、現在、中小企業向
けの技術センター設立や基礎研究の推進
等の施策を日本に習うという形で進めて
いるとのことであったが、ゴア副大統領
の提唱した情報通信のいわゆるスー
パー・ハイウェイ構想には、議会の反対
により公的資金の導入は全く行われてい
ない。高度情報化のような分野について
は、規制緩和の方がむしろ重要との認識
があるものと思われた。また、科学技術
の振興等は長期的な課題であり、景気対
策としての財政政策として考えることは
ないとのことであった。

5 ．公共投資と公債発行
　　米国においては、たとえ大きな社会基
盤の整備のための投資であり、後の世代
にとって利益があっても、現在の資金で
投資すべきというのが一般的な考え方で、
経済が悪い時に公債発行して公共事業を
行うという考えは採られていないとのこ
とだった。これに関しては、米国ではイ
ンフラ整備が既に相当進んでいることや、
貯蓄が少ないことを理由にあげる指摘も
あったが、逆にたとえ貯蓄の余剰があっ
ても、公債発行によりこれを使用するよ
うなことは、将来の世代の負担を考える
とすべきではない、現在、既に後世代に
送らざるを得ない負担は相当大きい、と
の意見があった。

6 ．利払費と建設公債
　　債務残高の累増に関しては、利払費の
増大によって財政を圧迫することが強く
懸念されている。また、経済規模と比較
して高水準の財政赤字は、利払費が更に
財政赤字を拡大させ、結局民間設備投資
をクラウド・アウトするとの指摘があっ
た。

　　建設公債については、投資的経費と
言っても財政赤字には変わりがないとい
う意見と、借入について、現在の世代の
ためのものか将来の世代のためのものか
区別する意味で重要とする意見があった。

　　なお、米国の市町村においては、学校、
道路、競技場等を造る、あるいは警察職
員を増員するといった問題で地方債を起
債するに当たっては、それが租税負担の
増に結びつくことからレファレンダムと
いう住民投票にかけることとしている
ケースが多く、常にどこかで住民投票が
行われているとのことであり、これに
よって施策と負担の関係が住民に明らか
にされているものと考えられる。

7 ．財政健全化のためにとられている措置
⑴　90年、93年包括財政調整法（OBRA90、
93）

　　1980年代のグラム・ラドマン・ホリン
グス（GRH）法は、財政赤字の予測が
楽観的に過ぎたことや、例えば年度間の
操作による抜け道の存在によって全く機
能しなかったとのことであり、その反省
の下で、1990年に包括財政調整法（OBRA90）
が制定された。

　　OBRA90は、具体的な財政赤字削減策
として、所得税、各種間接税等の増税や
国防費、メディケア、農業補助金等の歳
出削減を行うとともに、GRH法の反省
の下に、新たに、裁量的経費の上限や、
制度改正による義務的経費の増加を規律
する仕組みを導入した。

　　1993年の包括財政調整法（OBRA93）
においても、高額所得者に対する所得税
率引き上げ、メディケア保険料の課税対
象所得の拡大、法人税の引き上げ等の増
税や、国防費、メディケア、メディケイ
ド支出の削減等からなる具体的財政赤字



削減策とともに、OBRA90の裁量的経費
と義務的経費に関する規律を1998年度ま
で適用延長している。
　（OBRA90、93の具体的財政赤字削減策
の詳細については参考参照）
　　なお、OBRA93の具体的財政赤字削減
策による財政赤字の削減効果は当初、 5
年間総額で4,960億ドルと見込まれてい
たが、現在ではこれが7,000億ドルに達
すると見込んでいるとのことであった。

 OBRA90、93における法的枠組は以下の
通りである。
a． 裁量的経費の上限の設定
  裁量的経費の総額に上限（Cap）を
設定し（1991年度から1998年度までの
上限額の毎年の平均伸率は0.1％）、こ
の上限を超える歳出予算法案（補正予
算を含む）が成立した場合、大統領命
令により裁量的経費に対する一律削減
（経費が上限額の枠内におさまるよう、
例外事項を除く全ての経費に一律の削
減率を適用する）が行われる。これま
でに一律削減は 2回実施されていると
のことであった。
b． 義務的経費のPay-as-you-goの原則
  制度改正により義務的経費を増加さ
せる場合（または減税を行う場合）、
その歳出増（歳入減）に見合った増税
または歳出削減が伴わなければならな
い。仮に、歳出増に見合った増税また
は歳出削減が行われない場合、大統領
命令により義務的経費に対する一律削
減が行われる。これまでに一律削減は
実施されたことはないが、義務的経費
や歳入に関する制度改正による財政赤
字の増加に対する抑止的機能として重
要、との指摘があった。

  これらの制度は比較的よく機能してい
るとの評価であった。更に、現在の議会
の議論では、裁量的経費について実績
（インフレを見込んだベースライン）を
前提とするのではなく、上限額自体を逓
減していくものとすべきという主張があ
り、また、義務的経費にも法律で上限額
を設けるべきとの意見があるとのことで

あった。
  これに関連して、義務的経費の当然増
に対する規律として、クリントン大統領
は1993年に行政命令を発出し、義務的経
費の歳出が93年時点での予測より大きく
伸びそうな時は、大統領は何らかの削減
案を議会に勧告しなければならないこと
としたとのことであった。

  なお、公債残高の上限を法定する1917
年の法律については、生産的なものでは
なく、議会が政府に対して注文をつける
ときに人質をとるための手段という以外
の意味はないとの指摘があった。

⑵　シーリング制度
　　OBRAに基づく裁量的経費の上限の範
囲内に予算を納めるべく、各省庁の予算
要求に先立ち、OMBが各省庁ごとに裁
量的経費（全歳出の約 1 / 3 ）に関する
予算枠を提示するシーリング制度がある。
提示の内容も、その他の政府の予算編成
過程もいっさい非公表であり、各省庁と
の調整がつき、大統領まで了承した形に
なって初めて公開されるとのことであっ
た。

（参考）
OBRA90、OBRA93の具体的赤字削減策

⑴　OBRA90（ 5 年間で約5,000億ドルの赤
字削減効果）
a．歳入増加策（ 5 年間で約1,500億ドル、
平均でGDP比0.5％）
・所得税率の引き上げ（最高税率28％
→31％）、控除の縮減

・自動車燃料税、たばこ税、アルコール
飲料税の増税

・メディケア保険料算定の課税対象所得
上限の引き上げ　　等

b．歳出削減策
・国防費の削減（ 3 年間で約670億ドル、
94・95年度は、非国防裁量的経費と
トータルで約1,150億ドル）

・メディケアの削減（ 5 年間で約820億
ドル）

・農業補助金の削減（ 5 年間で約150億
ドル）

・赤字削減等による利払費の削減　　等
⑵　OBRA93（ 5 年間で4,960億ドルの財政
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赤字削減効果）
a．歳入増加策（ 5 年間で2,410億ドル、平
均でGDP比0.6％）
・高額所得者に対する所得税率引き上げ
（最高税率31％→36％、39.6％）（ 5 年
間で1,150億ドル）
・メディケア保険料の課税対象所得の拡
大（ 5年間で290億ドル）
・公的年金給付の一部の所得算入（ 5年
間で250億ドル）
・輸送燃料税の導入（ 5 年間で240億ド
ル）
・法人税の引き上げ（ 5 年間で160億ド
ル）　　等

b．歳出削減策（ 5年間で2,550億ドル）
・メディケアの削減（入院費用標準価格、
医師報酬の年改定率の物価上昇以下へ
の抑制等）（ 5年間で560億ドル）
・メディケイドの削減（在宅医療サービ
スの選択制の延長等）（ 5 年間で80億
ドル）
・手数料収入による歳出の相殺（電波周
波数の競争入札制度等）（ 5年間で160
億ドル）

・農業補助金の削減（ 5年間で30億ドル）
・国防費の削減（ 5年間で1,110億ドル）
・赤字削減等による利払費の削減　　等
注）OBRA90、93における歳入増加額、
歳出削減額は、その当時の政策に変
更を加えなかった時に見込まれる歳
入・歳出額（ベースライン）と変更
を行った場合の歳入・歳出額との差
額を毎年累計したものである。

（出所 ）財政制度審議会基本問題小委員会
（第 4 回）平成 7 年11月24日配付資料
（3）（財政制度審議会「平成 7年度　財
政制度審議会資料集　基本問題小委員
会編」109-156ページ）。

8-146　平成 8年度の財政事情について
1．　財政の実情については、公債残高などの
計数はもとより、「今後処理を要する措置」
といったものをとりまとめて明らかにする
など、積極的な開示に努めてきたところで
ありますが、来年度の予算編成も本格化し
つつある状況にあり、 7年 9月末税収の発

表を機に、一層のディスクロージャーを図
るべく、現時点における来年度の財政事情
の見通しを御説明したいと思います。

2.⑴ 　我が国の財政は、昭和50年度補正予算
において特例公債の発行を余儀なくされ
て以降、15年間にわたり、毎年度多額の
特例公債に依存せざるを得ない状態にあ
りました。

  この間、政府は歳出の削減・合理化な
ど行財政改革の努力を傾注してまいりま
したが、加えて、昭和60年代のいわゆる
バブル経済による高い税収の伸びにも恵
まれ、平成 2年度予算において、ようや
く特例公債依存体質からの脱却が実現し
たものでありました。

  しかしながら、その後、バブル経済の
崩壊の過程で経済の実力以上に伸びた税
収が減少し、前年度を下回る年が 4年も
続くという戦後初めての事態となってお
ります。

  この間、毎年度の予算編成において歳
出の節減・合理化を行う一方、さまざま
な工夫を講ずるなどして、何とか、当初
予算においては、償還財源措置のない特
例公債の発行を回避してまいりました。

  一方、経済情勢に対しては、累次の経
済対策、補正予算、先行減税などにより
財政として可能な限りの対応を行ってき
ております。これらにより、景気の下支
えに効果が発揮されてきたと考えており
ますし、先般は、さらに、最大規模の経
済対策を実施するための補正予算が成立
したところであります。

  しかしながら、このような財政措置を
講じてきたこともあり、近年、公債残高
は急増し、 6 年度に200兆円を突破した
公債残高が 7 年度末には早くも220兆円
を超える事態となっております。

⑵　足許の 7年度の税収については、これ
までの実績をもとに現段階で試算してみ
ると、補正後予算額を 3兆円程度落ち込
み、その結果、 6年度税収を下回ると見
込まれます。

3.　こうした 7年度の税収動向からみて、 8
年度税収を現時点で見通せば、 7年度当初
予算で見込んだ税収53兆 7 千億円を下回る



可能性が高いと考えられます。なお、 8年
度において特別減税が継続されれば、さら
に減税規模相当額だけ税収の水準が下がる
ことになります。
　　他方、 5年度から国債償還のための財源
の繰入を停止することにより、毎年、 3兆
円超の歳出減を実施し、また、自動車損害
賠償責任再保険特別会計からの繰入など国
の会計間における様々な工夫を財源対策と
して行ってきたところであります。しかし、
このような特例的措置も国債整理基金特別
会計の資金が不足するなどにより、限界に
突き当たりつつあるという状況にあります。
　　その結果、こうした歳入・歳出両面にわ
たる諸要因を勘案し、 8年度の財政収支に
ついて一定の前提をもとに算出してみると、
建設公債の減額を断念するとしても、歳入
と歳出のギャップである要調整額は10兆円
を上回るものとなっております。この
ギャップは構造的なものと考えられ、財政
は今や、容易ならざる事態に立ち至ったと
申し上げざるを得ません。
　　この要調整額に対して、 8年度の予算編
成の過程でどのように対処していくか具体
的な見通しが立っていない段階であります
が、これだけ巨額にのぼっていることから
みて、まことに残念ながら、特例公債の発
行を回避することは困難と言わざるを得ま
せん。まずは、このことを率直に申し上げ
なければなりません。
　　しかしながら、特例公債を発行せざるを
得ない状況であればこそ、歳出削減などの
財政改革に一層強力に取り組み、財政事情
の歯止めなき悪化を防ぎ、後世代への負担
の転嫁である公債発行をできる限り抑制す
るよう努めていくことが、財政当局に課せ
られた責務であると考えております。その
際、優先順位のさらに厳しい選択を行うな
ど、歳出全体の洗い直しを徹底するのはも
ちろん、平常であれば優先すべき分野につ
いても、制度の根本に遡って見直さざるを
得ない場合や当面御辛抱をいただかなくて
はならない場合も出てこようかと思います
し、引き続きさまざまな工夫ができないか
検討することも必要かと思います。この点
については、是非とも各方面の御理解と御

協力をお願いしたいと考えております。
4.　さらに、高齢化の進展など今後の状況を
展望すれば、この厳しい財政事情が景気の
回復に伴いにわかに好転することは困難な
のではないかと思われます。その中で、中
長期的観点から行財政が果たすべき役割や
守備範囲を見直していくことが避けること
の出来ない課題であると考えられます。い
ずれにせよ、すべての財政支出は現在また
は将来の国民の負担によるものであります。
後世代に多大の負担を残さぬよう、公債依
存度の引下げに向けた、たゆまぬ努力が重
要であると考えております。

　　 7か国蔵相・中央銀行総裁会議において、
人口の高齢化等に備え中長期的に財政赤字
を削減することの重要性については認識の
一致をみているところであり、国際機関か
らも同様の指摘を受けております。

5.　 8 年度予算編成につきましては、本格化
しつつあるところでありますが、特に 8年
度の財政事情をお示しするとともに、各位
の御理解と御協力を求めることとした次第
であります。

（出所 ）財政制度審議会総会（第 4 回）平成
7 年11月24日配付資料（1）「 8 年度の
財政事情について」（財政制度審議会
「平成 7年度　財政制度審議会資料集　
総会・企画部会・法制部会・財政計画
等特別部会編」95-97ページ）。

8-147　 「平成 8年度における財政運営のため
の公債の発行の特例等に関する法律
案（仮称）」について

(平成 8年度特例公債法)

1 ．法律案の趣旨
　　本法律案は、平成 8年度の極めて厳しい
財政事情の下で、適切な財政運営を行うた
め、同年度における公債の発行の特例に関
する措置、厚生保険特別会計年金勘定への
繰入れの特例に関する措置及び外国為替資
金特別会計からの一般会計への繰入れの特
別措置を定めるものである。
2 ．法律案の概要
　⑴ 　特例公債の発行等（10兆1,184億円）
①　特例公債の発行
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　　 8年度の一般会計の歳出の財源に充
てるため、財政法第 4条第 1項ただし
書の規定等による公債のほか、予算を
もって国会の議決を経た金額の範囲内
で、公債を発行することができること
とする。
② 　特例公債の出納整理期間発行の特例
③ 　特例公債の償還計画表の提出
④ 　特例公債の速やかな減債に努めるも
のとする旨の努力規定

　⑵ 　厚生保険特別会計年金勘定への繰入れ
の特例（8,000億円）
　　 8年度における一般会計から厚生保険
特別会計年金勘定への繰入れについて、
国庫負担額から8,000億円を控除した金
額を繰り入れることとする。
　　なお、後日、将来にわたる厚生年金保
険事業の財政の安定が損なわれることの
ないよう、予算の定めるところにより、
8,000億円及びその運用収入相当額の合

算額に達するまでの金額を一般会計から
繰り入れることとする。

　⑶ 　外国為替資金特別会計からの一般会計
への繰入れ（2,000億円）

　　 8年度において、外国為替資金特別会
計から、外国為替資金特別会計法第13条
の規定により 7年度の決算上の剰余金の
一部を繰入れるほか、2,000億円を一般
会計に繰り入れることができることとす
る。

（出所 ）財政制度審議会総会（第 7 回）平成
8 年 1 月17日配付資料（1）「平成 7 年
度補正予算及び平成 8 年度の概要につ
いて」、「「平成 8年度における財政運営
のための公債の発行の特例等に関する
法律案（仮称）」について」（財政制度
審議会「平成 7 年度　財政制度審議会
資料集　総会・企画部会・法制部会・
財政計画等特別部会編」355ページ）。



8-
14
8　
「
建
議
」
及
び
「
報
告
」
の
平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
主
な
措
置
状
況

 
（
総
論
）

「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◎
 　
優
先
順
位
の
さ
ら
に
厳
し
い
選
択
を
行
う
な
ど
、
歳
出
全

体
の
洗
い
直
し
を
徹
底
す
る
ほ
か
、
真
に
必
要
な
財
政
需
要

に
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
限
ら
れ
た
財
政
資
金
の
配
分

の
効
率
化
・
重
点
化
を
一
段
と
徹
底
す
べ
き
。

○
 　
9
年
度
以
降
の
財
政
改
革
へ
の
地
な
ら
し
と
し
て
、
一
般
歳
出
に
つ
い
て
は
従
来
に
も
増
し
て
洗
い
直
し
を
行
い
、
特
に
経
常
部
門
経

費
を
厳
し
く
抑
制
（
対
前
年
 1
.5％
増
）
す
る
一
方
、
投
資
部
門
に
つ
い
て
は
、
5.2
％
の
伸
び
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
民
生
活
の
質

の
向
上
や
今
後
の
我
が
国
の
経
済
・
社
会
の
発
展
の
た
め
の
基
盤
な
ど
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
即
応
し
た
真
に
必
要
な
施
策
に
つ
い
て

は
、
資
金
を
重
点
的
・
効
率
的
に
配
分
。

〔
主
要
経
費
別
伸
率
の
推
移
〕

4’
5’

6’
7’

8’

社
会
保
障
関
係
費

4.3
3.2

2.6
3.3

2.6
文
教
及
び
科
学
振
興
費

5.4
2.4

2.4
2.0

2.5
恩
給
関
係
費

▲
1.4

▲
0.4

▲
0.8

▲
2.0

▲
3.9

防
衛
関
係
費

3.8
1.9
5

0.9
0.8
6

2.5
8

公
共
事
業
関
係
費

5.3
5.7

4.7
4.6

4.7
　
含
N
T
T
等
事
業
分

4.5
4.8

4.0
4.0

4.0

経
済
協
力
費

7.0
5.7

4.4
3.6

3.5
（
O
D
A
）

7.8
6.5

4.8
4.0

3.5
中
小
企
業
対
策
費

0.3
▲
0.2

▲
3.8

▲
1.0

▲
0.1

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費

6.6
3.8

3.2
0.9

1.5
主
要
食
糧
関
係
費

▲
8.3

▲
9.0

▲
11
.9

▲
0.7

▲
0.7

そ
の
他
の
事
項
経
費

5.1
3.3

1.5
6.9

0.2

一
般
歳
出
計

4.5
3.1

2.3
3.1

2.4

〔
経
　
常
〕

4.1
2.4

1.7
2.6

1.5
〔
投
　
資
〕

5.8
6.0

4.8
5.1

5.2

う
　
ち

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金

＋
2.7

国
立
学
校
特
会
へ
繰
入

＋
0.8

科
学
技
術
振
興
費

＋
10
.9

う
　
ち

社
会
福
祉
費

＋
9.4

保
健
衛
生
対
策
費

▲
3.5

　
　
　
　
　
○
 　
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
新
防
衛
大
綱
の
下
で
の
最
初
の
予
算
で
あ
り
、
極
力
圧
縮
に
努
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
歳

出
化
経
費
の
大
幅
増
等
の
事
情
に
よ
り
対
前
年
度
2.5
8％
増
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
○
　
O
D
A
に
つ
い
て
は
、
深
刻
な
財
政
事
情
の
下
、
厳
し
い
社
会
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
、
伸
率
を
圧
縮
。

　
　
　
　
　
○
　
主
要
食
糧
関
係
費
（
従
来
の
食
糧
管
理
費
）
に
つ
い
て
は
、
ピ
ー
ク
時
（
56
’）
の
約
4
分
の
1
。
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平成 8年度　　529
「
建
議
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◎
　
特
例
的
歳
出
削
減
措
置
等
に
つ
い
て

○
 　
我
が
国
財
政
が
特
例
公
債
を
発
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
危
機

的
状
況
に
直
面
し
て
い
る
現
在
、
そ
の
厳
し
い
現
状
を
直
截

に
国
民
に
開
示
し
て
い
く
た
め
に
も
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
つ

い
て
は
、
こ
の
際
、
改
め
て
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
べ
き
で

あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
事
業
の
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
か
は
も
ち
ろ
ん
、
個
々

の
措
置
に
則
し
て
そ
の
制
度
・
施
策
の
あ
り
方
に
立
ち
返
り
、

ど
こ
ま
で
こ
う
し
た
臨
時
緊
急
の
措
置
を
と
り
得
る
か
に
つ

い
て
、
今
ま
で
以
上
に
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
、
ぎ
り
ぎ
り

や
む
を
得
な
い
も
の
に
止
め
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
い
わ
ゆ
る
特
例
的
歳
出
削
減
措
置
等
に
つ
い
て
は
、「
建
議
」
に
示
さ
れ
た
考
え
方
に
基
づ
き
、
8
年
度
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
厳

し
い
財
政
事
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
個
々
の
措
置
に
則
し
て
、
慎
重
に
検
討
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
8
年
度
に
お
い
て
は
大

幅
に
縮
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

特
例
的
歳
出
削
減
措
置
等
の
7
年
度
と
8
年
度
の
比
較

措
　
　
　
　
　
　
置

7
年
度

8
年
度

1
．　
定
率
繰
入
れ
等
の
停
止

32
,45
7億
円
―

2
．　
 社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
に
よ
る
貸
付
け
に
係
る
特
例

（
11
,08
7億
円
）
―

3
．　
決
算
調
整
資
金
へ
の
繰
入
れ
の
特
例

5,6
63
億
円
―

4
．　
 一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
し
た
債
務
等
の
資
金
運
用
部
に
対
す
る
償
還
の
特
例

8,0
54
億
円
―

5
．　
 厚
生
年
金
保
険
事
業
に
係
る
一
般
会
計
か
ら
の
厚
生
保
険
特
別
会
計
年
金
勘
定
へ
の
繰
入

れ
の
特
例

4,1
50
億
円

8,0
00
億
円

6
．　
 国
民
年
金
国
庫
負
担
金
の
平
準
化
措
置
に
よ
る
加
算
額
に
係
る
一
般
会
計
か
ら
の
国
民
年

金
特
別
会
計
国
民
年
金
勘
定
へ
の
繰
入
れ
の
特
例

2,3
72
億
円
―

7
．　
 雇
用
保
険
事
業
に
係
る
一
般
会
計
か
ら
の
労
働
保
険
特
別
会
計
雇
用
勘
定
へ
の
繰
入
れ
の

特
例

30
0億
円
―

8
．　
 外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
か
ら
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ

3,5
00
億
円

2,0
00
億
円

9
．　
 自
動
車
損
害
賠
償
責
任
再
保
険
特
別
会
計
か
ら
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ

3,1
00
億
円
―

合
　
　
　
　
　
　
計

59
,59
6億
円

10
,00
0億
円

○
 　
上
記
の
趣
旨
も
踏
ま
え
、
仮
に
国
債
費
の
定
率
繰
入
れ
を

停
止
し
た
場
合
に
は
、
国
債
整
理
基
金
の
運
営
に
支
障
が
生

ず
る
こ
と
と
な
る
8
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
国
債
整
理
基

金
特
別
会
計
法
に
基
づ
き
、
国
債
費
の
定
率
繰
入
れ
を
実
施

す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
。

　
国
債
費
の
定
率
繰
入
れ
を
法
律
の
原
則
ど
お
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

1
．
社
会
保
障

⑴
　
医
療
保
険
制
度
改
革

◯
 　
8
年
度
に
は
老
人
医
療
に
お
け
る
薬
剤
投
与
の
適
正
化
を

図
っ
た
り
、
長
期
入
院
を
是
正
す
る
措
置
を
採
る
な
ど
し
て

老
人
医
療
費
を
中
心
と
す
る
医
療
費
の
適
正
化
・
合
理
化
を

行
う
と
同
時
に
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
保
険
給
付
で
賄
う

部
分
と
患
者
の
負
担
に
よ
り
賄
う
部
分
と
を
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
り
医
療
の
質
を
高
め
、
患
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る

よ
う
な
措
置
を
採
る
べ
き
。
更
に
、
そ
の
後
、
9
年
度
に
は

医
療
保
険
制
度
改
革
に
取
り
組
む
べ
き
。

・
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
、
老
人
等
の
外
来
医
療
等
の
包
括
化
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

・
 診
療
報
酬
改
定
に
関
す
る
大
蔵
大
臣
、
厚
生
大
臣
の
事
前
協
議
に
お
い
て
、
平
成
9
年
度
に
は
抜
本
的
な
医
療
保
険
制
度
改
革
に
取
り
組

む
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。

⑵
　
当
面
の
医
療
費
の
適
正
化
・
合
理
化

◯
 　
8
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
は
、
国
民
医
療
費
が

引
き
続
き
高
い
伸
び
を
示
す
一
方
、
賃
金
、
物
価
が
落
ち
着

い
た
動
き
を
示
し
て
い
る
こ
と
や
医
療
保
険
財
政
の
厳
し
い

現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
、
厳
に
抑
制
し
た
も
の
に
す
べ
き
で
あ

る
。

・
 8
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
は
、
薬
価
の
引
下
げ
、
診
療
報
酬
の
合
理
化
等
に
よ
り
捻
出
さ
れ
る
財
源
の
範
囲
内
で
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

◯
 　
薬
剤
使
用
に
つ
い
て
の
出
来
高
払
い
を
見
直
し
包
括
化
を

一
層
進
め
る
こ
と
、
新
薬
を
含
め
薬
剤
価
格
の
抑
制
を
図
る

こ
と
、
適
切
な
形
で
の
医
薬
分
業
を
推
進
す
る
こ
と
と
い
っ

た
措
置
を
8
年
度
か
ら
着
実
に
実
行
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
 ①
老
人
等
の
外
来
医
療
等
の
包
括
化
を
図
る
ほ
か
、
②
薬
価
の
引
下
げ
や
再
算
定
の
ル
ー
ル
化
、
③
適
正
な
医
薬
分
業
を
推
進
す
る
た
め

の
調
剤
報
酬
の
見
直
し
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

◯
 　
病
床
数
の
削
減
、
医
師
数
の
削
減
を
含
め
た
医
療
の
総
供

給
量
の
削
減
を
一
層
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

・
一
般
病
床
の
療
養
型
病
床
群
等
へ
の
転
換
を
促
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

・
医
学
部
・
歯
学
部
定
員
（
募
集
人
員
）
削
減
問
題
に
継
続
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

◯
　
特
定
療
養
費
を
一
層
活
用
す
べ
き
。

・
初
診
料
、
再
診
料
を
、
保
険
給
付
と
自
己
負
担
を
組
み
合
わ
せ
た
特
定
療
養
費
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

◯
 　
医
療
の
内
容
、
価
格
等
に
つ
い
て
の
情
報
公
開
を
推
進
す

べ
き
。

・
 患
者
へ
の
情
報
提
供
に
資
す
る
た
め
、
国
立
大
学
病
院
等
に
お
い
て
発
行
す
る
領
収
書
に
医
療
内
容
及
び
自
己
負
担
額
、
保
険
支
払
額
等

の
請
求
額
の
内
訳
を
明
示
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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平成 8年度　　531
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑶
　
国
立
病
院
・
療
養
所

◯
 　（
国
立
病
院
・
療
養
所
の
再
編
成
に
つ
い
て
は
）
今
後
は

福
祉
施
設
へ
の
転
換
等
を
含
む
新
た
な
展
開
を
活
用
し
て
、

再
編
成
計
画
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
 昭
和
60
年
3
月
29
日
付
閣
議
報
告
「
国
立
病
院
・
療
養
所
の
再
編
成
合
理
化
の
基
本
指
針
」
に
基
づ
く
国
立
病
院
・
療
養
所
の
再
編
成
計

画
に
よ
る
国
立
病
院
の
統
合
を
引
き
続
き
推
進
。
平
成
8
年
7
月
に
国
立
療
養
所
松
本
城
山
病
院
、
国
立
療
養
所
東
松
本
病
院
を
統
合
す

る
予
定
。

◯
 　
8
年
度
の
国
立
病
院
・
療
養
所
に
対
す
る
一
般
会
計
か
ら

の
繰
入
に
つ
い
て
は
、
経
営
合
理
化
を
さ
ら
に
推
進
す
る
こ

と
と
し
て
、
7
年
度
予
算
に
引
き
続
き
、
そ
の
縮
減
を
図
る

べ
き
で
あ
る
。

・
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
額
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
縮
減
。

7
年
度

8
年
度

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
額

2,4
86
億
円
⇒
2,1
96
億
円

（
繰
入
率

23
.7％

→
20
.6％
）

⑷
　
恩
給

◯
 　
年
金
制
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
見
直
し
を
推
進
す
べ

き
。
ま
た
、
新
規
の
個
別
改
善
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
べ
き
。
・
恩
給
年
額
を
平
成
8
年
4
月
か
ら
0.7
5％
引
き
上
げ
る
ほ
か
、
遺
族
加
算
の
引
上
げ
等
を
行
う
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

2
．
文
教
・
科
学
振
興

⑴
　
基
本
的
考
え
方

◯
 　
文
教
予
算
の
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
国
と
地
方
の
機
能
分

担
及
び
費
用
負
担
の
在
り
方
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化
等
の

観
点
か
ら
、
各
種
経
費
の
見
直
し
を
進
め
て
い
く
必
要
。

・
 国
と
地
方
の
機
能
分
担
、
費
用
負
担
の
在
り
方
等
の
観
点
か
ら
、
社
会
教
育
指
導
事
業
交
付
金
等
を
一
般
財
源
化
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

⑵
　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

◯
 　
負
担
対
象
等
に
つ
い
て
見
直
し
を
進
め
て
い
く
必
要
。

⑶
　
義
務
教
育
教
科
書
無
償
給
与
制
度

◯
 　
有
償
化
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
進
め
る
べ
き
。

・
 財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
等
の
観
点
か
ら
、
今
後
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
8
年
度
予
算
で
は
無
償
措
置
を
継
続
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

⑷
 　
高
等
教
育
、
私
学
に
係
る
負
担
の
在
り
方

◯
 　
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
の
間
で
財
源
配
分
の
見
直
し

を
行
っ
た
上
で
、
施
設
・
設
備
の
老
朽
化
、
狭
隘
化
が
特
に

著
し
い
大
学
に
つ
い
て
、
そ
の
設
備
等
の
整
備
、
改
善
を
重

点
的
、
計
画
的
に
進
め
る
べ
き
。

◯
 　
国
立
大
学
の
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
と
私
立
大

学
と
の
格
差
の
現
状
及
び
高
等
教
育
の
改
善
等
の
た
め
の
特

別
会
計
に
お
け
る
自
己
財
源
確
保
の
必
要
性
を
も
考
慮
し
、

適
正
化
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
 　
さ
ら
に
、
学
部
別
授
業
料
の
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
を
進

め
る
べ
き
。

・
 私
立
大
学
と
の
格
差
是
正
や
国
立
学
校
特
別
会
計
の
自
己
財
源
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
平
成
9
年
度
入
学
者
よ
り
授
業
料
の
引
上
げ

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

◯
 　
私
学
助
成
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
総
額
抑
制
を
図
る
と

と
も
に
、
そ
の
重
点
的
、
効
率
的
配
分
等
内
容
の
見
直
し
を

進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
 私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
及
び
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
国
の
財
政
事
情
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議

会
の
答
申
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
総
額
を
抑
制
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

7
年
度

8
年
度

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

28
03
.5億
円

⇒
28
75
.5億
円

私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金

66
6 　
億
円

⇒
70
6　
億
円
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平成 8年度　　533
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑸
　
科
学
技
術
、
学
術

◯
 　
今
後
と
も
各
種
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
時
々

の
財
政
事
情
を
踏
ま
え
、
政
府
と
民
間
の
役
割
分
担
の
視
点

に
留
意
し
つ
つ
、
研
究
制
度
の
見
直
し
や
優
先
順
位
の
厳
し

い
選
択
を
行
い
、
客
観
的
か
つ
適
正
な
外
部
評
価
を
進
め
る

な
ど
、
一
層
の
重
点
的
か
つ
効
率
的
な
資
金
配
分
を
行
う
こ

と
が
必
要
。

1
 ．
我
が
国
科
学
技
術
・
学
術
の
振
興
の
観
点
か
ら
、
公
募
方
式
等
に
よ
る
基
礎
研
究
開
発
の
充
実
、
若
手
研
究
者
の
確
保
・
養
成
等
に
重

点
的
に
資
金
配
分
し
て
い
る
。

7
年
度

8
年
度

・
公
募
方
式
等
に
よ
る
基
礎
研
究
開
発
の
充
実

0
32
0億
円

・
若
手
研
究
者
の
確
保
・
養
成
（
特
別
研
究
員
制
度
の
充
実
等
）

3,7
75
人

5,9
38
人

◯
 　
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
性
、
緊

急
性
や
後
年
度
負
担
の
状
況
を
十
分
検
討
し
、
新
規
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
着
手
を
厳
に
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
既
定
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
も
緊
要
度
に
応
じ
て
進
度
調
整
を
図
る

べ
き
で
あ
る
。

2
 ．
公
募
方
式
等
に
よ
る
基
礎
研
究
開
発
推
進
事
業
に
お
い
て
、
各
研
究
課
題
に
つ
き
、
研
究
の
中
間
段
階
あ
る
い
は
終
了
後
に
外
部
研
究

者
を
含
む
者
に
よ
る
成
果
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

3
 ．
宇
宙
開
発
関
係
経
費
（
科
学
技
術
庁
分
）
に
つ
い
て
は
、
既
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
度
調
整
を
図
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
伸
率
を
抑
制

し
て
い
る
。

 
7
年
度
 

8
年
度

　
　
・
伸
率
：
0.5
％
　
1,7
70
億
円
　
1,7
79
億
円



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

3
．
防
衛

◯
 　
新
規
正
面
装
備
の
導
入
は
、
翌
年
度
以
降
の
歳
出
化
増
と

な
る
だ
け
で
な
く
、
後
方
に
お
い
て
も
、
施
設
整
備
費
、
教

育
訓
練
費
、
運
用
経
費
（
油
代
、
検
査
・
修
理
費
等
）
の
増

大
を
招
き
、
二
重
の
硬
直
化
を
招
く
。
限
ら
れ
た
資
金
を
最

大
限
有
効
に
活
用
し
て
防
衛
能
力
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
は
、

正
面
装
備
は
無
理
の
な
い
規
模
に
抑
制
し
、
正
面
経
費
が
正

面
装
備
の
維
持
運
用
に
必
要
と
な
る
後
方
経
費
を
圧
迫
し
な

い
よ
う
な
構
造
と
す
る
こ
と
が
必
要
。
8
年
度
以
降
の
防
衛

予
算
を
編
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
点
に
十
分
留
意
し
、

正
面
契
約
額
の
抑
制
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
特
に
重
要
。

◯
 　
8
年
度
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
防
衛
力
の
合
理
化
・
効
率
化
・
コ
ン
パ
ク
ト
化
を
定
め
た
新
防
衛
大
綱
の
下
で
の
最
初
の
予
算
で

あ
り
、
容
易
な
ら
ざ
る
財
政
事
情
等
を
踏
ま
え
、
極
力
圧
縮
に
努
め
た
と
こ
ろ
。
新
中
期
防
の
下
で
効
率
的
で
節
度
あ
る
防
衛
力
の
整
備

を
図
っ
て
い
く
中
、
過
去
の
契
約
の
支
払
い
で
あ
る
歳
出
化
経
費
の
大
幅
増
等
の
事
情
に
よ
り
対
前
年
度
2.5
8％
増
と
な
っ
た
。
歳
出
化

経
費
の
増
加
だ
け
で
＋
2.2
％
の
増
要
因
が
存
在
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
最
大
限
の
圧
縮
に
努
力
。

（
単
位
：
億
円
、
％
）

7
年
度

8
年
度

対
前
年
度
増
減

対
前
年
度
増
減

防
衛
関
係
費

47
,23
6

40
1　
（
　
0.8
6 
）

48
,45
5

1,2
19
　（
　
2.5
8 
）

う
ち
人
件
糧
食
費

20
,71
4

73
9
＜
　
1.6
 ＞

20
,76
0

46
＜
　
0.1
 ＞

　
　
歳
出
化
経
費

16
,76
0
▲
54
1
＜
▲
1.2
 ＞

17
,78
8

1,0
28
＜
　
2.2
 ＞

　
　
一
般
物
件
費

9,7
61

20
2
＜
　
0.4
 ＞

9,9
07

14
5
＜
　
0.3
 ＞

（
注
）　
（
　
　
）
書
は
対
前
年
度
伸
率
。
＜
　
　
＞
書
は
寄
与
度
。

◯
 　
正
面
経
費
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
ア
ッ
プ
分
を
除
き
対
前
年
度
マ
イ
ナ
ス
に
抑
制
。
正
面
契
約
額
の
最
近
の
推
移
を
見
る
と
、
平
成
2

年
度
を
ピ
ー
ク
と
し
て
相
当
程
度
の
抑
制
を
図
っ
て
き
て
お
り
、
特
に
7
年
度
の
8,2
50
億
円
は
、
2
年
度
の
10
,72
7億
円
に
比
べ
て
30
％

低
い
水
準
。
8
年
度
は
極
め
て
抑
制
さ
れ
た
7
年
度
の
正
面
契
約
額
に
対
し
、
実
力
で
更
に
▲
50
億
円
の
減
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

正
面
抑
制
の
基
調
を
維
持
。

　〔
正
面
契
約
額
の
推
移
〕

（
単
位
：
億
円
、
％
）

63
’

元
’

2’
3’

4’
5’

6’
7’

8’
正
面
契
約
額

9,8
05

10
,20
7

10
,72
7

8,9
85

8,6
50

8,8
00

8,8
20

8,2
50

8,3
52

　
伸
　
率

8.2
4.1

5.1
▲
16
.2

▲
3.7

1.7
0.2

▲
6.5

1.2
除
く
消
費
税
ア
ッ
プ
分

8,2
00

▲
0.6
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平成 8年度　　535
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

4
．
公
共
事
業

◯
 　
平
成
6
年
度
及
び
7
年
度
の
両
年
度
に
お
い
て
は
、「
公

共
事
業
の
配
分
の
あ
り
方
に
関
す
る
報
告
」
の
考
え
方
、
及

び
昨
年
策
定
さ
れ
た
「
公
共
投
資
基
本
計
画
」
の
考
え
方
を

踏
ま
え
、
公
共
事
業
の
配
分
に
つ
い
て
、
従
来
に
な
い
相
当

の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
生
活
者
重
視
等
の
視
点
に
立
っ

て
、
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
資
す
る
分
野
を
中
心
に
思
い

切
っ
た
重
点
投
資
を
行
っ
て
い
く
こ
と
は
時
代
の
要
請
で
あ

り
、
引
き
続
き
投
資
の
重
点
化
、
効
率
化
を
図
っ
て
い
く
べ

き
。

（
参
考
）

　「
公
共
事
業
の
配
分
の
あ
り
方
に
関
す
る
報
告
」（
抜
粋
）

　
現
行
の
各
公
共
事
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
事
業
項
目
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
大
別
す
れ
ば
、
次
の
通
り
、
A
生

活
環
境
整
備
、
B国
土
保
全
、
C産
業
基
盤
整
備
の
三
つ
の

類
型
に
分
類
さ
れ
る
。

　
A
 　
住
宅
、
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
、
上
水
道
、
廃
棄

物
処
理
施
設
、
公
園
、
生
活
圏
内
道
路
、
等

　
B 　
治
水
、
海
岸
、
森
林
整
備
（
治
山
、
造
林
、
林
道
）、

等
　
C 　
工
業
用
水
、
漁
港
、
沿
岸
漁
場
整
備
、
港
湾
、
農
業

生
産
基
盤
、
等

　
三
類
型
の
優
先
順
位
は
、
上
記
⑵
「
配
分
の
見
直
し
に
あ

た
っ
て
の
考
え
方
」
の
下
で
次
の
理
由
に
よ
り
、
A
、
B、

Cの
順
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

◯
 　
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
目
前
に
控
え
、
社
会
資
本
整
備
を
着
実
に
推
進
し
、
併
せ
て
景
気
の
着
実
な
回
復
に
資
す
る
た
め
、

一
段
と
厳
し
い
財
政
事
情
の
下
で
一
般
歳
出
を
対
前
年
度
 2
.4％
と
低
い
伸
び
に
抑
え
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
公
共
事
業
関
係
費
に
つ
い

て
は
、
対
前
年
度
 4
.0％
の
高
い
伸
び
を
確
保
。

〔
7
年
度
当
初
〕

4.0
％

〔
8
年
度
当
初
〕

9
兆
3,4
23
億
円

→
9
兆
7,1
99
億
円
（
注
）
N
T
T
事
業
償
還
時
貸
付
金
を
除
く
（
以
下
同
じ
。）
。

◯
　
生
活
者
重
視
等
の
視
点
に
立
っ
た
重
点
投
資

　
 　
公
共
事
業
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
結
び
つ
く
分
野
を
は
じ
め
、
21
世
紀
に
向
け
て
新
た
な
時
代
の
ニ
ー
ズ

に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
思
い
切
っ
た
重
点
投
資
を
行
う
な
ど
、
更
に
重
点
的
・
効
率
的
に
配
分
。

　
　
＜
一
般
公
共
事
業
別
伸
率
（
対
前
年
度
）
＞

新
幹

線
13
.4％

自
然

公
園

13
.1％

市
街
地
整
備

8.5
％

環
境
衛

生
8.0
％

空
港

7.3
％

都
市

公
園

6.0
％

都
市
・
幹
線
鉄
道

5.5
％

道
路

整
備

3.8
％

治
水

3.4
％

農
業
農
村
整
備

2.6
％

港
湾

2.0
％

漁
港

1.3
％

工
業
用

水
0.0
％

一
般

公
共
 
4.1
％

◯
　
公
共
事
業
関
係
費
の
シ
ェ
ア
の
変
更

　
 　
重
点
投
資
の
結
果
、
公
共
事
業
関
係
費
の
シ
ェ
ア
は
、
相
当
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
各
々
の
事
業
の
シ
ェ
ア
の
変
更
幅
の
合
計

は
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
各
々
約
0.6
％
。
省
庁
別
の
シ
ェ
ア
の
変
更
幅
の
合
計
は
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
各
々
約
0.3
％
。
（
単
位
：
％
）

61
’

62
’

63
’

元
’

2’
3’

4’
5’

6’
7’

8’

事
業
別
シ
ェ
ア
の

変
更
幅
の
合
計

（
0.9
）

0.3
0.3

0.9
0.2

0.1
0.3

0.2
0.5

1.6
0.7

0.6

※
　
2.9
（
2.2
）

所
管
別
シ
ェ
ア
の

変
更
幅
の
合
計

（
0.4
）

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.2

0.2
0.2

0.9
0.4

0.3

※
　
1.6
（
1.2
）

（
試
算
）

機
能
別
シ
ェ
ア
の

変
更
幅
の
合
計

1.3
1.7

（
注
 ）（
　
）
書
は
、
6
年
度
に
お
け
る
公
共
事
業
関
係
費
の
範
囲
の
見
直
し
前
の
変
更
幅
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
り
、
※
は
、
直
近

3
か
年
の
累
積
変
更
幅
を
表
す
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◯
 　
公
共
事
業
の
各
事
業
の
中
に
お
い
て
も
、
社
会
経
済
情
勢

の
変
化
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
国
民
生

活
・
経
済
の
基
盤
と
し
て
真
に
必
要
な
社
会
資
本
を
整
備
す

る
よ
う
、
投
資
の
重
点
化
、
効
率
化
を
図
っ
て
い
く
べ
き
。

　
 　
こ
れ
ま
で
も
、
各
事
業
の
中
で
の
内
容
変
化
、
重
点
化
は

着
実
に
進
行
し
、
特
に
近
年
に
お
い
て
は
、
そ
の
傾
向
が
顕

著
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
各
事
業
の
投
資
重
点
の
変
化
等
も

含
め
、
公
共
事
業
の
内
容
と
そ
の
変
化
を
出
来
る
限
り
わ
か

り
や
す
く
示
す
よ
う
努
め
る
こ
と
も
重
要
。

◯
 　
各
事
業
の
中
で
、
事
業
全
体
と
し
て
は
必
ず
し
も
「
生
活
環
境
整
備
」
と
さ
れ
て
い
な
い
事
業
の
中
で
も
生
活
的
な
事
業
内
容
に
重
点

を
移
し
た
り
、
情
報
化
対
応
・
経
済
構
造
改
革
と
い
っ
た
必
ず
し
も
「
生
活
」
と
は
言
え
な
い
分
野
も
含
め
、
新
た
な
時
代
の
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
重
点
的
・
効
率
的
配
分
に
努
め
て
い
る
。

　
＜
各
事
業
の
中
に
お
け
る
生
活
的
な
事
業
内
容
等
の
新
し
い
事
業
の
伸
率
（
対
前
年
度
）＞

・
治
　
　
　
　
水

3.4
％

　
　
う
ち
　
市
街
地
整
備
型
高
規
格
堤
防
整
備

25
.7％

・
道
　
　
　
　
路

3.8
％

　
　
う
ち
　
高
規
格
幹
線
道
路
整
備

20
.2％

・
港
　
　
　
　
湾

2.0
％

　
　
う
ち
　
特
定
重
要
港
湾
等
整
備

9.4
％

・
農
業
農
村
整
備

2.6
％

　
　
う
ち
　
農
業
集
落
排
水

8.8
％

◯
 　
平
成
7
年
度
予
算
編
成
時
に
は
い
わ
ゆ
る
公
共
事
業
の
類

似
事
業
間
の
調
整
問
題
を
検
討
し
、
的
確
な
計
画
調
整
等
の

必
要
性
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
の
点
に

つ
い
て
は
関
係
省
庁
等
の
間
で
密
接
に
連
絡
を
と
り
な
が
ら

引
き
続
き
着
実
な
前
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

　
 　
更
に
、
限
ら
れ
た
期
間
内
に
投
資
の
実
効
性
を
あ
げ
る
た

め
に
は
、
必
要
に
応
じ
複
数
事
業
、
複
数
省
庁
が
連
携
・
協

調
し
て
共
通
の
政
策
課
題
へ
の
対
応
を
図
っ
て
い
く
よ
う
な

省
庁
横
断
的
・
政
策
分
野
横
断
的
な
努
力
と
工
夫
を
行
う
こ

と
も
重
要
。

◯
　
公
共
事
業
に
お
け
る
類
似
し
た
事
業
間
の
調
整
に
つ
い
て

　
1
．
下
水
道
と
農
業
集
落
排
水
及
び
合
併
浄
化
槽
等

　
・
 　
各
県
等
の
担
当
部
局
が
市
町
村
と
調
整
を
図
り
、
広
域
的
な
見
地
か
ら
効
率
的
な
施
設
整
備
を
進
め
る
た
め
、
各
都
道
府
県
に
お
い

て
は
、
各
種
の
汚
水
処
理
事
業
の
整
備
区
域
、
手
法
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
を
定
め
る
「
汚
水
処
理
の
整
備
に
係
る
都
道
府
県
構
想
」

を
策
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

　
・
 　
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
各
施
設
の
合
理
的
な
配
置
計
画
の
策
定
の
指
導
・
支
援
等
を
行
う
た
め
、建
設
、農
水
及
び
厚
生
の
3
省
に

よ
り
「
汚
水
処
理
施
設
の
整
備
等
に
係
る
関
係
省
連
絡
会
議
」
に
お
い
て
協
議
を
行
い
、
3
省
連
名
で
「
汚
水
処
理
施
設
の
整
備
に
関

す
る
構
想
策
定
に
関
す
る
基
本
方
針
に
つ
い
て
」を
都
道
府
県
担
当
部
局
宛
に
通
知
し
、そ
の
策
定
及
び
円
滑
な
事
業
の
推
進
を
図
る
よ

う
要
請
し
た
。

　
・
 　
建
設
、
農
水
及
び
厚
生
の
3
省
は
、
汚
水
処
理
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
、
近
接
事
例
の
調
整
や
調
整
費
の
活
用
等
を
内
容
と
す
る

「
類
似
し
た
事
業
間
の
調
整
に
つ
い
て
」
を
申
し
合
わ
せ
た
。

　
2
．
道
路
と
農
道

　
・
 　
地
域
の
幹
線
道
路
の
整
備
計
画
及
び
広
域
農
道
等
に
つ
い
て
調
整
の
図
ら
れ
た
「
地
域
道
路
整
備
計
画
」
を
策
定
、
公
表
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

　
・
 　
建
設
・
農
水
両
省
間
に
お
い
て
、
情
報
交
換
及
び
調
整
の
円
滑
化
を
促
進
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
「
道
路
と
農
道
に
関
す
る
連

絡
調
整
会
議
」
を
新
た
に
設
置
し
た
。

　
3
．
国
土
総
合
開
発
事
業
調
整
費
の
活
用

　
　
 　
道
路
と
農
道
、
建
設
、
農
水
及
び
運
輸
の
各
省
が
所
管
す
る
海
岸
事
業
及
び
下
水
道
と
農
業
集
落
排
水
等
の
汚
水
処
理
事
業
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
各
事
業
の
計
画
的
な
整
備
の
進
展
を
図
る
中
で
、
事
業
間
の
進
度
調
整
が
必
要
と
な
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
、
国
土
総

合
開
発
事
業
調
整
費
に
「
類
似
事
業
調
整
費
」
と
い
う
新
た
な
事
業
を
創
設
し
、
同
調
整
費
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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平成 8年度　　537
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◯
　
複
数
省
庁
タ
イ
ア
ッ
プ
事
業
の
例

　
1
．
福
祉
等
と
の
連
携

　
　
・
　
シ
ル
バ
ー
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
事
業
  

 厚
生
省
、
建
設
省

　
　
・
　
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
公
園
整
備
事
業
  

 厚
生
省
、
建
設
省

　
　
・
　
海
辺
の
健
康
拠
点
づ
く
り
事
業
  

 厚
生
省
、
建
設
省

　
2
．
経
済
発
展
基
盤
の
整
備

　
　
・
　
FA
Z活
用
事
業
  

 通
産
省
、
運
輸
省

　
　
・
　
21
世
紀
活
力
圏
創
造
事
業
  

 通
産
省
、
建
設
省

　
3
．
自
然
環
境
へ
の
配
慮

　
　
・
　
海
と
緑
の
環
境
整
備
対
策
事
業
  

 農
水
省
、
運
輸
省
、
建
設
省

　
4
．
類
似
事
業
間
の
調
整

　
　
・
　
汚
水
処
理
施
設
共
同
整
備
事
業
  

 厚
生
省
、
農
水
省
、
建
設
省

　
5
．
そ
の
他

　
　
・
　
駅
前
歩
行
者
快
適
化
事
業
  

 運
輸
省
、
建
設
省



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

5
．
政
府
開
発
援
助

◯
 　
既
に
国
際
的
に
見
て
極
め
て
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る

O
D
A
予
算
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
財
政
状
況
と
国
内
の

経
済
情
勢
を
踏
ま
え
、
国
内
向
け
諸
経
費
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

重
視
し
、
一
層
の
伸
率
圧
縮
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

1
 ．
一
般
会
計
O
D
A
予
算
に
つ
い
て
は
、
引
続
き
O
D
A
の
国
際
貢
献
の
柱
と
し
て
の
重
要
性
に
は
配
慮
し
つ
つ
、
深
刻
な
財
政
事
情
の
下
、

厳
し
い
社
会
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
、
伸
率
に
つ
い
て
は
圧
縮
す
る
こ
と
と
し
、
3
年
連
続
し
て
史
上
最
低
の
伸
率
と
な
る
11
,45
2億
円

（
伸
率
3.5
％
）
を
計
上
。

年
　
度

2
3

4
5

6
7

8
伸
　
率

8.2
8.0

7.8
6.5

4.8
4.0

3.5

◯
 　
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
環
境
へ
の
配
慮
、
女
性
の
役
割
の

重
視
等
新
し
い
側
面
へ
の
配
慮
に
加
え
、
事
前
調
査
・
事
後

評
価
を
含
め
た
援
助
体
制
の
充
実
を
通
じ
た
き
め
細
か
く
真

に
効
率
的
な
援
助
の
実
施
を
目
指
す
べ
き
。
ま
た
、
援
助
を

実
施
す
る
人
材
の
育
成
や
技
術
協
力
等
の
充
実
に
よ
り
、
我

が
国
の
顔
が
見
え
る
援
助
の
実
施
に
留
意
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

2
 ．
総
額
の
伸
び
は
抑
制
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
援
助
の
質
の
向
上
に
資
す
る
施
策
へ
の
重
点
配
分
を
行
い
、
真
に
効
率
的
な
援
助
を
目

指
す
。

⑴
　
女
性
の
役
割
重
視
、
人
口
、
エ
イ
ズ
、
環
境
な
ど
新
し
い
側
面
へ
の
十
分
な
対
応
。

〔
7
年
度
〕

〔
8
年
度
〕

・
女
性
の
役
割
（
W
ID
）
重
視

　
　
U
N
D
P「
W
ID
」
信
託
基
金
拠
出
金

1.0
百
万
ドﾙ

⇒
2.0
百
万
ドﾙ
（
 
10
0.0
％
増
）

・
国
際
協
力
事
業
団
（
JI
CA
）
に
よ
る
人
口
・
エ
イ
ズ
対
策

2.4
億
円
　

⇒
3.9
億
円
　
（
 
66
.6％
増
）

・
環
境
、
人
権
そ
の
他

　
　
日
米
コ
モ
ン
ア
ジ
ェ
ン
ダ

―
⇒

76
.3百
万
円
（
 
新
　
規
　
）

　
　
国
連
等
女
性
関
係
拠
出
金

2.1
百
万
ドﾙ

⇒
4.1
百
万
ドﾙ
（
 
96
.2％
増
）

　
　
国
連
薬
物
統
制
計
画
拠
出
金

6.0
百
万
ドﾙ

⇒
6.7
百
万
ドﾙ
（
 
11
.7％
増
）

⑵
　
効
率
的
・
効
果
的
な
援
助
の
実
施
に
向
け
て
の
取
組
み
の
強
化
。

・
事
前
調
査
等
の
拡
充

　
　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
形
成
調
査

74
件
　

⇒
82
件
　
（
 

8
件
増
）

　
　
開
発
調
査
に
お
け
る
環
境
及
び
W
ID
配
慮
団
員
 

環
境
　

18
4人
　

⇒
21
2人
　
（
 

28
人
増
）

 
W
ID

12
人
　

⇒
32
人
　
（
 

20
人
増
）

・
事
後
評
価
の
充
実

5.
5億
円

⇒
6.
4億
円
（
 
15
.7％
増
）

⑶
 　
援
助
担
当
者
の
人
材
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
開
発
途
上
国
の
「
人
造
り
」
を
支
援
す
る
た
め
に
、
国
際
協
力
事
業
団
に
よ
る
技
術
協

力
や
国
費
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
を
拡
充
。

・
国
際
開
発
高
等
教
育
機
構
（
FA
SI
D
）
委
託
費

7. 　
1億
円

⇒
7.　
5億
円

（
 

5.3
％
増
）

・
研
修
員
受
入
れ

7,3
90
人
　

⇒
7,6
40
人
　

（
 
25
0人
増
）

・
青
年
海
外
協
力
隊
新
規
派
遣

1,1
90
人
　

⇒
1,2
70
人
　

（
 

80
人
増
）

・
青
年
招
へ
い

1,5
60
人
　

⇒
1,5
70
人
　

（
 

10
人
増
）

・
国
費
外
国
人
留
学
生
新
規
受
入
れ

3,9
45
人
　

⇒
4,1
95
人
　

（
 
25
0人
増
）
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「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑷
 　
こ
の
他
、
途
上
国
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
き
め
細
か
な
援
助
を
実
施
す
る
観
点
か
ら
、
N
GO
と
の
連
携
を
更
に
強
化
す
る
こ
と
と
し
、

N
GO
補
助
金
を
大
幅
に
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
草
の
根
レ
ベ
ル
で
き
め
細
か
な
支
援
が
で
き
る
「
草
の
根
無
償
」
を
大
幅
増
。

　
 　
ま
た
、
流
動
的
な
国
際
情
勢
に
機
動
的
に
対
応
す
る
た
め
、
復
興
開
発
支
援
分
を
含
め
緊
急
無
償
を
大
幅
に
増
額
。

・
N
GO
事
業
補
助
金

7.6
億
円

⇒
10
.0億
円
（
 
31
.6％
増
）

・
草
の
根
無
償

30
.0億
円

⇒
45
.0億
円
（
 
50
.0％
増
）

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
形
成
調
査
に
お
け
る
N
GO
配
慮
団
員

―
⇒

4
人

（
 
新
　
規
　
）

・
緊
急
無
償

64
.0億
円

⇒
92
.0億
円
（
 
43
.8％
増
）

　
う
ち
　
復
興
開
発
支
援
分

―
⇒

15
.0億
円
（
 
新
　
規
　
）

　
　
　
　
民
主
化
支
援
分

3.0
億
円

⇒
6.0
億
円
（
 
10
0.0
％
増
）



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

6
．
農
業

◯
 　（
新
食
糧
法
等
）
新
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
政
府

の
役
割
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
生
産
者
や
地
域
の
自
主
的
・

主
体
的
な
生
産
調
整
へ
の
取
組
み
を
推
進
し
つ
つ
、
市
場
原

理
を
通
じ
た
需
給
調
整
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
適
切
な
運

営
に
努
め
て
い
く
必
要
。
ま
た
、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価

格
の
安
定
に
係
る
財
政
負
担
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な

観
点
か
ら
引
き
続
き
一
層
の
効
率
化
を
図
っ
て
い
く
必
要
。

　
①
　
米
麦
価

　
 　
今
後
の
米
麦
価
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
需
給
の
動
向
を
適

切
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
内
外
価
格
差
の
縮

小
を
図
る
と
と
も
に
、
政
府
管
理
経
費
の
縮
減
と
あ
わ
せ
て
、

コ
ス
ト
逆
ざ
や
の
縮
小
を
さ
ら
に
進
め
て
い
く
必
要
。

　
 　
特
に
政
府
買
入
米
価
に
つ
い
て
は
、
新
制
度
が
市
場
原
理

の
活
用
を
旨
と
し
、
政
府
米
が
備
蓄
米
と
し
て
運
営
さ
れ
る

こ
と
等
を
踏
ま
え
、
自
主
流
通
米
の
価
格
動
向
等
が
適
切
に

反
映
さ
れ
る
よ
う
な
客
観
的
な
算
定
方
式
に
基
づ
く
適
正
な

米
価
決
定
が
行
わ
れ
る
べ
き
。

　
②
　
計
画
流
通
制
度

　
 　
新
制
度
で
は
、
政
府
に
よ
る
米
の
全
量
管
理
は
廃
止
さ
れ
、

自
主
流
通
米
を
主
体
と
し
た
計
画
流
通
制
度
が
導
入
さ
れ
る

が
、
今
後
は
、
米
の
流
通
に
お
け
る
市
場
原
理
の
尊
重
が
よ

り
一
層
重
要
。

　
 　
従
来
の
自
主
流
通
米
に
係
る
助
成
制
度
に
替
わ
る
計
画
流

通
制
度
に
係
る
財
政
負
担
の
検
討
に
際
し
て
は
、
新
制
度
の

趣
旨
を
十
分
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
従
来
の
自
主
流
通
米
に

係
る
助
成
が
食
管
赤
字
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と

を
勘
案
し
、
全
体
と
し
て
財
政
負
担
の
圧
縮
が
図
ら
れ
る
よ

う
検
討
さ
れ
る
べ
き
。

◯
　
主
要
食
糧
関
係
費

　
①
　
食
糧
管
理
特
別
会
計
繰
入

　
 　
食
管
特
会
調
整
勘
定
繰
入
に
つ
い
て
は
、
本
年
11
月
に
施
行
さ
れ
た
「
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ

き
、
米
麦
に
関
す
る
適
切
な
需
給
管
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
措
置
す
る
と
と
も
に
、
政
府
管
理
経
費
の
見
直
し
等
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

で
き
る
限
り
の
節
減
を
図
る
。

　
 　
な
お
、
平
成
8
年
2
月
か
ら
小
麦
の
政
府
売
渡
価
格
を
平
均
▲
2.1
％
引
き
下
げ
る
。

　
平
成
7
年
度
（
当
初
）

　
平
成
8
年
度

調
整
勘
定
繰
入

　
1,8
30
億
円

⇒
　
1,7
70
億
円
（
3.3
％
減
）

　（
注
1
 ）
8
年
産
米
の
政
府
買
入
価
格
に
つ
い
て
は
、
7
年
産
米
と
同
水
準
と
し
て
い
る
が
、
新
食
糧
法
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
自
主
流
通

米
の
価
格
動
向
を
反
映
さ
せ
る
客
観
的
か
つ
透
明
性
の
高
い
算
定
方
式
を
確
立
。

　（
注
2
 ）
自
主
流
通
米
、
民
間
備
蓄
・
調
整
保
管
に
対
す
る
助
成
を
柱
と
す
る
「
計
画
流
通
推
進
総
合
対
策
」
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い

る
が
、
従
来
の
制
度
下
に
お
け
る
各
種
助
成
措
置
の
廃
止
等
に
よ
り
、
財
政
負
担
を
圧
縮
。

　
②
　
新
生
産
調
整
推
進
対
策
費

　
 　
近
年
の
豊
作
に
よ
る
米
需
給
の
緩
和
状
況
に
か
ん
が
み
、
平
成
8
年
度
に
お
け
る
新
生
産
調
整
推
進
対
策
（
8
年
度
～
10
年
度
）
に
お

い
て
は
、
と
も
補
償
を
活
用
し
た
生
産
者
の
主
体
的
取
組
み
を
重
視
し
つ
つ
、
生
産
調
整
目
標
面
積
78
7千
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
実
施
す
る
。

新
生
産
調
整
推
進
対
策
費

89
3億
円

⇒
93
5億
円
（
4.7
％
増
）

　（
注
3
 ）
主
要
食
糧
関
係
費
2,7
05
億
円
は
、
ピ
ー
ク
時
（
56
’：
9,9
48
億
円
）
の
約
4
分
の
1
。
ま
た
、
食
管
特
会
調
整
勘
定
繰
入
1,7
70

億
円
は
、
ピ
ー
ク
時
（
51
’：
7,6
90
億
円
）
の
約
4
分
の
1
。
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平成 8年度　　541
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

7
．
運
輸

⑴
 　
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
債
務
の
処
理

◯
 　
最
終
的
に
国
に
お
い
て
処
理
す
べ
き
債
務
が
巨
額
に
上
る

と
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
問
題
の
重
要
性
に
つ
き

広
く
国
民
の
理
解
を
求
め
る
べ
き
。
土
地
を
巡
る
環
境
の
変

化
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
種
々
の
工
夫
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

土
地
売
却
収
入
の
確
保
に
最
大
限
努
力
す
る
と
と
も
に
、

JR
株
式
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
計
画
的
な
売
却
に
努

め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
長
期
債
務
の
償
還
促
進
を
図
る
べ
き
。

◯
 　
平
成
8
年
度
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
採
ら
れ
て
き
た
種
々
の
土
地
売
却
促
進
策
を
活
用
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
土
地
売
却
収
入
を
確

保
す
る
と
と
も
に
JR
株
式
の
早
期
売
却
に
最
大
限
努
力
す
る
な
ど
資
産
処
分
を
進
め
、
長
期
債
務
の
償
還
促
進
に
努
め
る
。

（
参
考
）
国
鉄
清
算
事
業
団
の
長
期
債
務
の
見
込
み

平
成
7
年
度
首

平
成
8
年
度
首

平
成
9
年
度
首

26
.9兆
円

27
.1兆
円

27
.0兆
円

（
平
成
7
年
度
）

（
見
込
み
）

（
平
成
8
年
度
）

（
見
込
み
）

発
生
金
利
等

1.4
兆
円

発
生
金
利
等

1.3
兆
円

資
産
処
分
収
入
に
よ
る
債
務
減

△
1.2
兆
円

資
産
処
分
収
入
に
よ
る
債
務
減

△
1.4
兆
円

　
　
・
土
地
処
分
収
入

（
 
10
,20
0億
円
）

　
　
・
土
地
処
分
収
入

（
 
9,7
00
億
円
）

　
　
・
JR
株
式
売
却
収
入

（
 

0
億
円
）

　
　
・
JR
株
式
売
却
収
入

（
 
3,2
00
億
円
）

　
　
・
鉄
道
整
備
基
金
収
入

（
 
1,0
07
億
円
）

　
　
・
鉄
道
整
備
基
金
収
入

（
 

80
0億
円
）

　
　
・
補
助
金

（
 

63
5億
円
）

　
　
・
補
助
金

（
 

53
6億
円
）

　
　
・
そ
の
他
収
入

（
 

31
7億
円
）

　
　
・
そ
の
他
収
入

（
 

28
3億
円
）



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
　
整
備
新
幹
線
問
題

◯
 　
国
鉄
改
革
、
行
政
改
革
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
第
二
の
国
鉄

を
つ
く
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
着
工
区
間
、
規
格
、
財

源
、
収
支
採
算
性
、
並
行
在
来
線
の
取
扱
い
等
の
諸
問
題
に

つ
い
て
十
分
な
検
討
を
行
っ
た
上
で
定
め
ら
れ
た
基
本
的
枠

組
み
を
堅
持
し
、
そ
の
枠
内
で
処
理
す
べ
き
。

◯
 　
未
着
工
区
間
に
つ
い
て
は
、
平
成
6
年
12
月
19
日
の
関
係

大
臣
申
合
せ
に
お
い
て
「
3
線
5
区
間
以
外
の
区
間
の
整
備

の
た
め
の
新
し
い
ス
キ
ー
ム
を
引
き
続
き
検
討
し
、
平
成
8

年
中
に
そ
の
成
案
を
得
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
本
来
整
備
新
幹
線
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
高
速
道
路
、

空
港
を
含
め
た
総
合
的
な
交
通
体
系
の
一
つ
と
し
て
検
討
さ

れ
る
べ
き
。

◯
　
既
に
着
工
し
て
い
る
3
線
5
区
間
に
限
定
し
て
建
設
を
着
実
に
推
進
。

　〔
参
考
〕

区
　
　
　
　
分

7
年
度
事
業
費

8
年
度
事
業
費

整 備 新 幹 線 建 設 事 業 費

〔
新
幹
線
建
設
事
業
費
〕

2,2
76
.0億
円

2,0
01
億
円

北
陸
新
幹
線
（
高
崎
・
長
野
）

2,0
00
.0億
円

1,3
44
億
円

東
北
新
幹
線
（
盛
岡
・
八
戸
）

10
2.0
億
円

24
3億
円

九
州
新
幹
線
（
八
代
・
西
鹿
児
島
）

91
.6億
円

21
8億
円

北
陸
新
幹
線
（
石
動
・
金
沢
）

58
.0億
円

13
8億
円

北
陸
新
幹
線
（
糸
魚
川
・
魚
津
）

24
.4億
円

58
億
円

整
備
新
幹
線
駅
整
備
調
整
事
業
費

 
10
 億
円

10
億
円

整
備
新
幹
線
建
設
推
進
準
備
事
業
費

 
30
 億
円

30
億
円

（
単
位
：
億
円
）

財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳

国
67
7

公
共
事
業
関
係
費

30
5

基
金
交
付
金

37
2
　
72
4

JR
1,0
01

基
金
交
付
金

35
2

借
入
金

64
9
　
財
投

　
公
団
債

45
4
19
5

地
域

32
3
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平成 8年度　　543
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

8
．
地
方
財
政
・
補
助
金
等

◯
 　
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
委
員
会
の

「
国
と
地
方
の
関
係
等
に
関
す
る
答
申
」
等
を
踏
ま
え
、
国

と
同
様
に
歳
出
規
模
の
拡
大
を
厳
し
く
抑
制
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
。

◯
 　
8
年
度
の
地
方
財
政
対
策
の
具
体
的
方
策
に
つ
い
て
は
、

国
・
地
方
の
極
め
て
厳
し
い
財
政
状
況
の
下
、
国
と
地
方
は

い
わ
ば
公
経
済
の
車
の
両
輪
と
し
て
共
通
の
行
政
目
的
の
実

現
を
分
担
し
責
任
を
分
か
ち
合
う
関
係
に
あ
り
、
国
と
地
方

が
調
和
の
と
れ
た
財
源
確
保
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

の
基
本
的
考
え
方
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
処
し
て
い
く
必
要
。

◯
 　
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
答
申
等
の
趣
旨
に
従
い
、
国
と
同
様
、
極
力
、
経
費
の
節
減
合
理
化
に
努
め
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

　【
歳
出
】

　
・
　
歳
出
総
額

　
　
　
　
　
約
85
兆
2,8
00
億
円
程
度
 

対
前
年
度
 3
.4％
の
増

　
　
　
　
　（
公
債
費
を
除
い
た
ベ
ー
ス
 
対
前
年
度
 2
.1％
の
増
）

◯
 　
8
年
度
の
地
方
財
政
対
策
を
講
ず
る
前
の
段
階
の
地
方
財
政
収
支
見
通
し
は
、
減
税
分
で
2
兆
8,7
45
億
円
、
減
税
分
を
除
い
た
通
常

収
支
分
で
5
兆
7,5
33
億
円
の
財
源
不
足
。

◯
　
8
年
度
の
地
方
財
政
対
策
で
は
、
以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
1
．
減
税
の
影
響
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
に
よ
り
全
額
を
補
て
ん
。

　
　
⑴
　
所
得
税
減
税
に
よ
る
地
方
交
付
税
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
交
付
税
特
会
借
入
金
に
よ
り
全
額
補
て
ん
。

　
　
⑵
　
住
民
税
減
税
に
よ
る
住
民
税
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
減
税
補
て
ん
債
の
発
行
に
よ
り
全
額
補
て
ん
。

　
2
．
通
常
収
支
の
財
源
不
足
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
に
よ
り
全
額
を
補
て
ん
。

　
　
⑴
　
地
方
交
付
税
の
増
額
措
置
（
3
兆
7,2
33
億
円
）

　
　
　
①
　
一
般
会
計
加
算
（
法
定
加
算
 4
,13
8億
円
、
臨
時
特
例
加
算
 4
,25
3億
円
、
計
 8
,39
1億
円
）

　
　
　
②
　
特
会
借
入
金
の
償
還
計
画
の
変
更
（
4,2
65
億
円
）

　
　
　
③
　
新
規
の
特
会
借
入
金
（
2
兆
4,5
77
億
円
）

　
　
⑵
　
建
設
地
方
債
（
財
源
対
策
債
）
の
増
発
（
2
兆
30
0億
円
）

　（
注
）

　
　
・
　
地
方
交
付
税
の
増
額
措
置
（
3
兆
7,2
33
億
円
）

法
定
加
算

 
4,1
38
億
円

1
兆
8,6
16
.5億
円

臨
時
特
例
加
算

 
4,2
53
億
円

特
会
借
入
金

2
兆
8,8
42
億
円

　
う
ち
　
後
年
度
法
定
加
算

1
兆
 2
25
.5億
円

　
　
　
　
除
く
後
年
度
法
定
加
算

1
兆
8,6
16
.5億
円

1
兆
8,6
16
.5億
円

◯
　
こ
の
結
果
、
特
会
出
口
ベ
ー
ス
の
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
16
兆
8,4
10
億
円
と
な
る
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

【
参
　
考
】
8
年
度
の
地
方
交
付
税
交
付
金

（
8
年
度
）

（
7
年
度
）

法
定
率
分

12
兆
8,8
66
億
円

13
兆
6,1
41
億
円

過
年
度
精
算
額

▲
 

1,2
18
億
円

▲
 

5,7
97
億
円

法
定
加
算
分

4,1
38
億
円

1,8
10
億
円

臨
時
特
例
加
算
分

4,2
53
億
円

―

一
般
会
計
ベ
ー
ス

13
兆
6,0
38
億
円
（
＋
2.9
％
）

13
兆
2,1
54
億
円
（
＋
3.6
％
）

特
会
借
入
金
等
利
子
等

▲
 

4,5
25
億
円

▲
 

4,0
24
億
円

特
会
借
入
金

3
兆
6,8
97
億
円

3
兆
3,3
99
億
円

特
会
出
口
ベ
ー
ス

16
兆
8,4
10
億
円
（
＋
4.3
％
）

16
兆
1,5
29
億
円
（
＋
4.2
％
）

（
注
）
上
記
の
計
数
は
、
精
査
の
結
果
、
異
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。
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「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◯
 　
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
行
政
の
自
主
性
の
尊
重
、

財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
、
不
断
の
見
直
し
が

必
要
。

◯
 　
既
存
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
答
申
等
で
示
さ

れ
た
視
点
に
基
づ
き
、
一
層
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
い
、
廃

止
、
一
般
財
源
化
、
補
助
対
象
の
重
点
化
等
の
整
理
合
理
化

を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
。
特
に
、
零
細
な
補
助
金
に
つ
い

て
は
、
零
細
補
助
基
準
を
適
切
な
水
準
ま
で
引
き
上
げ
る
こ

と
に
よ
り
廃
止
、
統
合
等
を
進
め
て
い
く
べ
き
。
補
助
金
等

の
新
設
に
つ
い
て
は
極
力
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
真
に
や
む

を
得
な
い
場
合
に
も
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
原

則
の
徹
底
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

◯
 　
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
行
政
の
自
主
性
の
尊
重
、
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
、
累
次
の
臨
調
・
行
革
審
答
申
等
を

踏
ま
え
、
そ
の
整
理
合
理
化
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

⑴
　
一
般
財
源
化

　
 　
地
域
の
主
体
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
に
委
ね
る
べ
き
も
の
に
あ
っ
て
は
一
般
財
源
化
を
推
進
す
べ
き
で
あ

る
と
の
行
革
審
答
申
等
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
・
事
業
と
し
て
同
化
、
定
着
し
て
い
る
も
の
等
に
つ
い
て
、
一
般
財
源
化
を

図
る
。

　
◯
　
在
宅
福
祉
事
業
費
補
助
金
の
う
ち
都
道
府
県
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
費
等
（
▲
9
億
円
）

　
◯
　
児
童
保
護
費
等
補
助
金
：
市
町
村
母
子
保
健
事
業
費
等
の
う
ち
母
子
保
健
相
談
指
導
事
業
（
▲
9
億
円
）

　
◯
　
身
体
障
害
者
福
祉
費
補
助
金
の
う
ち
「
障
害
者
の
明
る
い
暮
ら
し
」
促
進
事
業
費
の
一
部
（
▲
6
億
円
）

　
◯
　
保
険
事
業
費
等
負
担
金
：
健
康
診
査
費
の
う
ち
健
康
診
査
実
施
連
絡
等
費
の
一
部
（
▲
1
億
円
）

　
◯
　
精
神
保
健
対
策
費
等
補
助
金
：
精
神
医
療
適
正
化
対
策
費
補
助
金
の
う
ち
指
定
病
院
等
指
導
監
査
費
等
（
▲
1
億
円
）

　
◯
　
社
会
教
育
指
導
事
業
交
付
金
（
▲
7.5
億
円
）

　
◯
　
学
校
教
育
設
備
整
備
費
等
補
助
金
の
う
ち
教
育
近
代
化
設
備
（
高
校
分
）（
▲
1
億
円
）　
等

【
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
施
設
の
自
主
的
な
整
備
】

　
◯
　
社
会
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
（
▲
6
億
円
）

　
◯
　
公
立
社
会
教
育
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
公
立
文
化
施
設
（
▲
1.5
億
円
）

　
◯
　
社
会
体
育
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
特
別
体
育
施
設
等
（
▲
1
億
円
）　
等

⑵
　
補
助
対
象
の
重
点
化
等

　〔
事
務
費
率
の
見
直
し
〕

　
 　
補
助
金
等
の
事
務
費
上
限
額
（
率
）
を
公
共
事
業
関
係
補
助
金
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
10
％
、
非
公
共
事
業
補
助
金
に
つ
い
て
は
原

則
と
し
て
5
％
引
下
げ

　〔
補
助
対
象
範
囲
の
見
直
し
〕

　
◯
　
児
童
生
徒
健
康
増
進
特
別
事
業
費
補
助
金
の
う
ち
自
然
教
室
推
進
事
業
（
県
分
）
に
対
す
る
補
助
を
廃
止
（
▲
1
億
円
）　
等

　〔
採
択
基
準
の
引
き
上
げ
〕

（
例
）・
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業
費
補
助

6,0
00
万
円

→
7,0
00
万
円

　
　
・
農
村
環
境
保
全
対
策
事
業
費
補
助

1
億
円

→
2
億
円



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑶
　
零
細
補
助
基
準
の
引
上
げ

　
 　
零
細
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
3,5
00
万
円
で
あ
る
都
道
府
県
等
向
け
の
基
準
額
を
5,0
00
万
円
に
、
現
行
35
0万
円
で
あ
る
市
町
村
向

け
の
基
準
額
を
50
0万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
、
着
実
に
そ
の
整
理
を
図
る
。

（
零
細
補
助
基
準
の
推
移
）

交
付
先

58
～
60

61
～
63

元
～
3

4、
5

6
7

8

都
道
府
県
等

1,0
00

1,5
00

2,0
00

2,5
00

3,0
00

3,5
00

5,0
00

市
町
村

10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

50
0

⑷
　
交
付
金
化

　
◯
　
青
少
年
育
成
非
行
防
止
推
進
事
業
費
補
助
金
の
う
ち
地
方
事
業
分
に
つ
い
て
交
付
金
化
す
る
。

⑸
　
統
合
・
メ
ニ
ュ
ー
化

　
◯
　
学
校
教
育
設
備
費
等
補
助
金
－
理
科
教
育
等
設
備
整
備
費
（
理
科
教
育
設
備
）：
理
科
設
備
と
算
数
・
数
学
設
備
を
統
合

　
◯
　
公
営
住
宅
建
設
費
等
補
助
：
第
一
種
公
営
住
宅
建
設
費
補
助
と
第
二
種
公
営
住
宅
建
設
費
補
助
を
統
合

⑹
　
そ
の
他
の
補
助
制
度
の
見
直
し
等

　
◯
　
公
営
住
宅
建
設
費
等
補
助
（
再
掲
）

　
　
　
 公
営
住
宅
建
設
費
等
補
助
の
第
一
種
と
第
二
種
の
区
別
を
廃
止
し
、
現
行
第
一
種

　1
/2
、
第
二
種

　2
/3

　の
補
助
率
を

　1
/2

　に
 

 
一
本
化

　
◯
　
農
業
構
造
改
善
事
業
費
補
助
金
等

　
　
〔
機
械
の
一
部
を
補
助
対
象
か
ら
除
外
し
、
融
資
化
〕

　
◯
　
農
業
構
造
改
善
事
業
費
補
助
金
の
う
ち
農
業
経
営
基
盤
強
化
支
援
対
策
事
業
費

　
　
〔
融
資
重
点
型
を
創
設
し
、
補
助
対
象
事
業
費
を
圧
縮
〕

　
◯
　
土
地
改
良
施
設
管
理
費
補
助

　
　
〔
新
た
に
採
択
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て
、
現
行

　4
/1
0の
補
助
率
を

　1
/3

　へ
引
下
げ
〕

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
総
会
（
第
7
回
）　
平
成
8
年
1
月
17
日
配
付
資
料
（
2）
（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
7
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
総
会
・
企
画
部
会
・
法
制
部
会
・
財
政
計
画
等
特
別
部
会
編
」

35
8-
37
6ペ
ー
ジ
）。
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8-149　 平成 8 年度予算の編成に関する建議
（抄）

平成 7年12月18日
Ⅰ．財政の基本的課題

〔中略〕
2．特例公債の発行について
⑴　 8年度における歳入と歳出のギャッ
プは、昨年度の財政の中期展望で示さ
れた建設公債の減額を断念するとして
も、極めて大きくなっており、また、
財源措置としての特例的措置も、国債
整理基金特別会計の資金が不足するな
ど、限界に突き当たりつつある。この
ため、 8年度予算においては、元年度
予算以来 7年振りに、当初予算段階か
ら償還財源の手当てについて目処のな
い特例公債を発行せざるを得ない状況
に至っている。
⑵　当審議会は、特例公債の発行につい
ては、これまで、歳出は経常的な収入
で賄うという財政法の基本原則に著し
く反し、かつ後世代に資産を残さず負
担だけを残すことになり、世代間の公
平という観点からも問題があること等
を指摘しつつ、その発行は厳に回避す
べきとの方針を繰り返し述べてきたと
ころであり、今般、当初予算段階から
特例公債を発行せざるを得ない事態と
なることについては、埋めようもない
歳入と歳出のギャップの存在を勘案す
ればやむを得ないこととは言え、誠に
遺憾である。

〔中略〕
Ⅱ．平成 8年度予算編成に当たっての考え方

〔中略〕
3．特例的歳出削減措置等について
⑴　これまでの予算編成で、歳入歳出両
面であらゆる努力を行う過程において、
とりわけ特例公債の発行を回避するた
め、いわゆる特例的歳出削減措置等が
行われてきた。これらは極めて厳しい
財政事情を踏まえやむを得ざる措置と
して行われてきたものであるが、他方、
こうした措置を多用することにより、
財政の実態が分かりにくくなってきて
いるのではないかとの批判もある。

  我が国財政が特例公債を発行せざる
を得ない危機的状況に直面している現
在、その厳しい現状を直截に国民に開
示していくためにも、これらの措置に
ついては、この際、改めて見直しを
行っていくべきであると考える。その
見直しに当たっては、それぞれの事業
の運営に支障が生じないかはもちろん、
個々の措置に則してその制度・施策の
あり方に立ち返り、どこまでこうした
臨時緊急の措置をとり得るかについて、
今まで以上に慎重に検討した上で、ぎ
りぎりやむを得ないものに止めていく
べきものと考える。

⑵　平成 5年度から 7年度においては、
日本電信電話株式会社の株式売却収入
を活用するという国債整理基金の資金
繰りの方策を採ることにより、国債費
の定率繰入れを停止してきたところで
あるが、上記の趣旨も踏まえ、仮にこ
れを停止した場合には、国債整理基金
の運営に支障が生ずることとなる 8年
度予算においては、国債整理基金特別
会計法に基づき、国債費の定率繰入れ
を実施することが適当と考える。

〔以下略〕
（出所 ）「平成 8年度予算の編成に関する建議　

平成 7 年12月18日　財政制度審議会」
（財務省図書館所蔵）。



【平成 9年度】

8-150　総理―大蔵大臣会談
　 9 年度予算編成に当たり、次の方針で取り
組むことに合意した。
1 ．我が国財政は、 8年度予算において12兆
円の特例公債を含む21兆円の公債発行を余
儀なくされるなど主要先進国中最悪といえ
る状況にある。現在の財政構造が放置され
るならば、さらに財政赤字が拡大すること
にならざるをえない。
  今後の少子・高齢化の一層の進展などを
踏まえれば、我が国経済・社会の活力を維
持するため、財政構造改革に取り組むこと
が喫緊の課題となっており、平成 9年度予
算を財政構造改革元年予算と位置付けてい
く必要がある。
2．このため、 9年度予算編成においては、
各般の制度改革の実現に努力するとともに、
財政構造改革元年にふさわしい公債減額を
実現し、中期的な財政健全化に向けた目標

の第一歩と位置づけることが必要である。
  9 年度の財政事情については、引き続き
容易ならざるものがあるが、財政構造改革
元年にふさわしいものとして、過去最大の
公債減額幅を上回る 3兆円以上の公債減額
を実現するよう、最大限努力することとす
る。

  また、 9年度以降においても財政構造改
革をさらに進め、出来るだけ速やかに現世
代の受益と負担を均衡させるべく、国債費
除きの歳出を租税等と均衡させるよう努め
るものとする。

（出所 ）財政制度審議会・財政構造改革特別
部会（第25回） 平成 8 年11月27日配布
資料（2）「総理―大蔵大臣会談」（財政
制度審議会「平成 8 年度　財政制度審
議会資料集　財政構造改革特別部会編
（第 4分冊）」222ページ）。

8-151　平成 9年度財政事情
〔単位：億円〕

8年度予算 9年度試算
備考

7’→8’ 8’→9’
（歳入）

税 収

税 外 収 入
N T T
公 債 金
建設公債
特例公債

計

513,450

25,594
1,715

210,290
90,310
119,980

751,049

▲23,860

▲19,262
▲ 10
84,310
▲ 7,159
91,469

41,178

±A
563,400

16,700
1,700

残差 　　
∓（A－A′）
214,300

±A′
796,100

±A
50,000

 ▲8,900
 ▲ 0

∓（A－A′）
4,000

±A′
45,100

8 年度予算に税制改正等による
増収分を加算。
±Aは経済成長等に伴う増収分
等。
中期展望
中期展望

歳出との残差を計上。
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（歳出）
国 債 費

地方交付税

一 般 歳 出
N T T 等
事 業 分
償 還 分

緊急金融安定化資金

計

163,752

136,038

431,409

13,000
―
6,850

751,049

31,539

3,884

9,992

0
▲11,087
皆増

41,178

176,500

±A′
160,400

446,200

13,000
0
0

±A′
796,100

12,700

±A′
24,400

14,800

0
0

皆減

±A′
45,100

概算要求額－ 7年度決算剰余金

概算要求（ 7 年度精算分を控
除）を上記税収ベースに置換
（±A′は税収のはねかえり）。
概算要求額

概算要求額

（出所 ）財政制度審議会・財政構造改革特別部会（第25回）　平成 8 年11月27日配布資料（1）
「 9 年度財政事情」（財政制度審議会「平成 8 年度　財政制度審議会資料集　財政構造改
革特別部会編（第 4分冊）」221ページ）。

8-152　 財政制度審議会財政構造改革特別部
会最終報告　11のポイント

医療
　現在、医療保険財政は構造的赤字に陥って
おり、国民皆保険は崩壊の危機に瀕している。
国民皆保険の下、21世紀にも安心して良質か
つ効率的な医療を確保できるよう医療保険制
度の構造改革を進めることが必要である。そ
の際、
⑴診療側・患者側におけるコスト意識の喚起
⑵公的給付の限定と患者の自己選択の拡大
⑶出来高払いから総額予算制への移行及び診
療報酬体系・薬価基準制度の見直し
⑷適切な医療供給体制の確立
⑸情報の非対称性を補うため競争を通じた保
険者機能の強化、医薬分業の推進
により、良質かつ効率的な給付を行うべきで
ある。特にコスト意識を喚起し、医療費を効
率化するため患者負担の引上げを中心とする
改革を、構造改革の第一段階として 9年度に
実現することが必要である。
公共投資
　我が国の財政のおかれた状況を踏まえれば、
今後の公共投資予算については、抑制基調と
していく必要がある。これまで景気対策のた
めの公共投資の大幅な追加が行われてきたが、
欧米諸国の経験にも照らし、こうした過度に
財政に依存した経済運営について見直すべき

時期にきている。
　また、投資の重点化・効率化を推進すると
ともに、私的な財に関連する分野に対する整
備のあり方について、見直すことが必要であ
る。
文教・科学技術
　文教予算については、高等教育、学術研究
等の施策の充実を求められているが、児童・
生徒数の減少を予算に反映させることを基本
としつつ、財政資金の効率的活用や、国と地
方の役割分担の見直しが必要である。
　科学技術予算については、近年、その拡充
の声が強い。しかしながら、研究資金も国民
の税金によって賄われる以上、総花的ではな
く、優先順位を明確に付け、研究業績評価、
大型プロジェクトの見直しを行うことにより、
限られた財源をより有効に活用することが求
められる。
防衛
　防衛関係費については、我が国の平和と安
全を守るという基本を確保しつつ、経済・財
政事情等を踏まえて必要最小限のものにとど
めることが基本と考えられる。
　定数削減を着実に実施するとともに、合理
化・効率化の観点から実員の削減等に努め、
人件費の増加を抑制していく必要がある。ま
た、硬直化を生み出す要因となっている正面
契約について、必要度、優先度等を十分に検
討し、抑制していくことに加え、効率的な調



達補給態勢の整備に努め、調達価格の抑制を
図るべきである。
政府開発援助
　近年、主要先進国が援助額の圧縮を図り、
援助全体が伸び悩む、いわゆる「援助疲れ」
が見られるなか、我が国のＯＤＡの拡大は国
際的に顕著なものとなっている。我が国の財
政事情及び経済状況はこうした「援助疲れ」
が見える国々と比べてもむしろ厳しいものと
なっている。ＯＤＡ予算については、これま
で以上に国内向け財政需要とのバランスを考
慮し、効果的・効率的な援助の実施を進め、
その抑制に努めるべきである。
農林水産業
　我が国農業は、農村地域の高齢化・過疎化
が進むなかで、国際的な対応を迫られている。
力強い農業の確立のためには、育成すべき経
営体の実現に向けて施策を集中化・重点化し
ていくなかで、補助から融資へ、あるいは価
格政策から構造政策へといった見直しを、強
力に進めていく必要がある。
　また、ウルグアイ・ラウンド農業合意関連
対策費をはじめとする各種事業の執行が、真
に我が国農業の競争力強化につながっていく
ものとなるよう、現場での執行の実情を含め、
十分なチェックが必要である。
　累積債務残高が 3 兆3,000億円（平成 7 年
度末）にもなっている国有林野については、
経営の健全化に向けて更なる徹底的なリスト
ラを行い、経営の抜本的改善を図る必要があ
る。
運輸
　厳しい財政事情の下、全体として整合性の
とれた合理的な総合交通体系を実現するため、
規制の緩和を進めながら運輸事業者の体質改
善、合理化努力を政策的に図らねばならない。
国の助成としては、適正な受益者負担を踏ま
え、各施策ごとに官と民との役割分担、国と
地方との費用分担により、極力国の予算の節
減を図っていく必要がある。
　国鉄清算事業団の債務については、最終的
な国民負担のあり方としていかなる形があり
得るかなどについて早急にその解決策を樹立
する必要がある。
産業・エネルギー対策
　中小企業対策は、以前は中小企業の経営基

盤の安定・強化対策が主と考えられてきた。
経済社会の大きな構造変化の中で、今後はな
お一層中小企業についての構造改革の推進に
ウェイトを移していく必要がある。
　エネルギー対策については、石油の備蓄に
ついてその費用の節減合理化を進めるととも
に、石油の資源開発や新エネルギーの開発等
について、採択基準の厳格化、事業の成功度
に応じた計画の見直し等を行うことにより、
財源の効率的な活用に努めるべきである。
情報通信
　情報通信産業は、今後のリーディング産業
であり、社会経済構造の変革にも十分に資す
るものであるが、国が直接関与するというよ
り、基本的には民間業者が利用者のニーズも
踏まえながら、これを進めるべきである。
地方財政
　地方財政については、地方行財政のスリム
化・効率化を図るとの考え方に立って、国と
同一歩調で徹底した歳出の抑制を図る。更に、
地方財政の健全化を促し、また、地方の自主
性・自立性の確立を目指す観点から、地方の
必要な財源は最終的には国が面倒を見るとい
う基本的な考え方そのものを含め、地方交付
税制度のあり方についても見直していく必要
がある。
補助金
　補助金等については、社会経済情勢の変化
に伴い、行政需要の変化、官民の役割分担の
変化が生じているので、常にその見直しを行
い、事務・事業の廃止・縮減、採択基準の引
上げ、補助対象の重点化、受益者負担の適正
化、融資措置への切り換え等の整理合理化を
積極的に図っていく必要がある。
　首都機能移転や、一般的に大きな財政負担
を強いる国際スポーツ行事、更にはイベント
が各方面で提起されている。これらの課題を
検討するに際しては、国民の合意形成の状況、
極めて厳しい財政事情をはじめとする社会経
済情勢を踏まえ、十分な議論が行われること
が必要である。

（出所 ）「財政構造改革特別部会最終報告―活
力ある21世紀への条件―　平成 8 年12
月12日　財政制度審議会」（大蔵省図書
館所蔵）。
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8-
15
3　
「
建
議
」
及
び
「
報
告
」
の
平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
主
な
措
置
状
況

「
建
議
」
及
び
「
財
政
構
造
改
革
特
別
部
会
最
終
報
告
」
の
平
成
9
年
予
算
に
お
け
る
主
な
措
置
状
況
（
総
論
）

「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
 　
9
年
度
の
一
般
歳
出
の
概
算
要
求
基
準
に
お
い
て
は
、
投

資
的
経
費
に
つ
い
て
も
原
則
と
な
る
削
減
率
を
一
層
厳
し
く

す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
削
減
対
象
外
と
し
て
き
た
経
費

に
つ
い
て
も
削
減
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
な
ど
、
財
政
構
造

改
革
元
年
予
算
の
出
発
点
と
し
て
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
が
、
予
算
査
定
に
お
い
て
も
、
財
政
構
造
改

革
の
基
本
的
な
考
え
方
を
踏
ま
え
、
更
に
厳
し
く
一
般
歳
出

を
抑
制
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
 　
個
々
の
歳
出
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
歳
出
増
加
圧
力
が
各

方
面
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
真
に
必
要
な
財
政
需

要
に
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
限
ら
れ
た
財
政
資
金
の
配

分
の
一
層
の
効
率
化
・
重
点
化
を
一
段
と
徹
底
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

○
 　
9
年
度
予
算
を
財
政
構
造
改
革
元
年
予
算
と
位
置
づ
け
、
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
は
、
各
般
の
制
度
改
革
の
実
現
に
努
め
る
な
ど
、

歳
出
全
般
に
つ
い
て
聖
域
を
設
け
る
こ
と
な
く
徹
底
し
た
洗
直
し
に
取
り
組
み
、
特
に
一
般
歳
出
の
増
加
額
を
極
力
圧
縮
。
消
費
税
の
国

庫
負
担
分
の
増
加
な
ど
の
特
殊
要
因
増
（
4,0
00
億
円
強
、
一
般
歳
出
の
約
1
％
程
度
）
が
あ
る
中
で
、
9
年
度
一
般
歳
出
は
対
前
年
度

1.5
％
増
（
平
成
元
年
以
降
最
も
低
い
伸
び
と
し
、
9
年
度
消
費
者
物
価
上
昇
率
見
通
し
（
1.6
％
）
を
も
下
回
る
実
質
伸
び
ゼ
ロ
予
算
と

し
た
と
こ
ろ
。

　
 　
ま
た
、
経
費
の
徹
底
し
た
節
減
合
理
化
を
図
る
た
め
、
各
種
施
策
に
つ
い
て
優
先
順
位
の
厳
し
い
選
択
を
行
う
と
と
も
に
、
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
に
即
応
し
た
財
政
需
要
に
対
し
て
は
、
財
源
を
重
点
的
・
効
率
的
に
配
分
。

　〔
主
要
経
費
別
伸
率
の
推
移
〕

（
伸
率
）

5’
6’

7’
8’

9’
社
会
保
障
関
係
費

3.2
2.6

3.3
2.6

1.8
文
教
及
び
科
学
振
興
費

2.4
2.4

2.0
2.5

1.9
恩

給
関

係
費

▲
0.4

▲
0.8

▲
2.0

▲
3.9

▲
3.7

防
衛

関
係

費
1.9
5

0.9
0.8
6

2.5
8

2.1
公
共
事
業
関
係
費

5.7
4.7

4.6
4.7

1.5
含
N
T
T
等
事
業
分

4.8
4.0

4.0
4.0

1.3

経
済

協
力

費
5.7

4.4
3.6

3.5
1.6

（
O

D
A

）
6.5

4.8
4.0

3.5
2.1

中
小
企
業
対
策
費

▲
0.2

▲
3.8

▲
1.0

▲
0.1

0.5
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費

3.8
3.2

0.9
1.5

▲
0.9

主
要
食
糧
関
係
費

▲
9.0

▲
11
.9

▲
0.7

▲
0.7

▲
0.5

そ
の
他
の
事
項
経
費

3.3
1.5

6.9
0.2

2.2
一

般
歳

出
計

3.1
2.3

3.1
2.4

1.5

う
ち
生
活
保
護
費
＋
1.6

社
会
福
祉
費
＋
5.3

社
会
保
険
費
＋
0.7

保
健
衛
生
対
策
費
△
2.4

失
業
対
策
費
△
0.2

う
ち
科
学
技
術
振
興
費

 
＋
11
.9

（
注
）
防
衛
関
係
費
の
う
ち
、
SA
CO
関
連
経
費
は
、
61
億
円
で
あ
り
、
こ
れ
を
除
い
た
防
衛
関
係
費
の
伸
率
は
1.9
8％
増
。



「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
 　
平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
公
債
減
額
は
特
例
公
債
を
中

心
に
し
て
思
い
切
っ
た
も
の
と
す
べ
き
。

○
 　
一
般
歳
出
を
厳
し
く
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
公
債
発
行
額
全
体
で
4.3
兆
円
の
減
額
、
特
例
公
債
に
つ
い
て
は
、
4.5
兆
円
の
減
額
を
実

現
し
、
中
期
的
な
財
政
健
全
化
に
向
け
た
第
一
歩
と
し
た
と
こ
ろ
。

8
年
度

9
年
度
（
単
位
：
億
円
、
％
、
当
初
ベ
ー
ス
）

公
債
発
行
額

21
0,2
90

→
16
7,0
70

（
▲
 4
3,2
20
）

う
ち
特
例
公
債

11
9,9
80

→
74
,70
0
（
▲
 4
5,2
80
）

公
債
依
存
度

28
.0

→
21
.6

（
▲
 6
.4）

○
 　
国
の
一
般
会
計
に
お
け
る
財
政
健
全
化
に
向
け
た
第
一
歩

と
し
て
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
現
世
代
の
受
益
と
負
担

を
均
衡
さ
せ
る
べ
く
、
国
債
費
除
き
の
歳
出
を
租
税
等
と
均

衡
さ
せ
る
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
を
均
衡
さ
せ
る
）

よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

○
　
9
年
度
予
算
に
お
い
て
、
国
債
費
を
除
く
歳
出
を
租
税
等
の
範
囲
内
に
抑
制
し
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
均
衡
を
達
成
。

8
年
度

9
年
度

（
単
位
：
億
円
）

公
債
発
行
額

21
0,2
90

▲
46
,53
8

16
7,0
70

＋
95
3

国
　
債
　
費

16
3,7
52

16
8,0
23

○
 　
い
わ
ゆ
る
特
例
的
歳
出
削
減
措
置
等
に
つ
い
て
は
、
財
政

の
危
機
的
な
状
況
を
直
截
に
国
民
に
開
示
し
て
い
く
た
め
に

も
、
個
々
の
措
置
に
則
し
て
そ
の
制
度
・
施
策
の
在
り
方
に

立
ち
返
り
、
ど
こ
ま
で
こ
う
し
た
臨
時
緊
急
の
措
置
を
と
り

得
る
か
に
つ
い
て
、
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
、
ぎ
り
ぎ
り
や

む
を
得
な
い
も
の
に
止
め
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

○
 　
い
わ
ゆ
る
特
例
的
歳
出
削
減
措
置
等
に
つ
い
て
は
、「
建
議
」
に
示
さ
れ
た
考
え
方
に
基
づ
き
、
個
々
の
措
置
に
則
し
て
、
慎
重
に
検

討
を
行
っ
た
結
果
、
法
律
に
よ
る
手
当
が
必
要
と
な
る
措
置
と
し
て
、
一
般
会
計
か
ら
の
厚
生
保
険
特
別
会
計
年
金
勘
定
へ
の
繰
入
れ
の

特
例
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

特
例
的
歳
出
削
減
措
置
等
の
比
較
（
7
～
9
年
度
）

措
　
　
　
　
　
置

7
　
年
　
度

8
　
年
　
度

9
　
年
　
度

1
．
定
率
繰
入
れ
等
の
停
止

32
,45
7億
円

行
わ
な
い

行
わ
な
い

2
．
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
に
よ
る
貸
付
け
に
係
る
特
例

（
11
,08
7億
円
）

行
わ
な
い

行
わ
な
い

3
．
決
算
調
整
資
金
へ
の
繰
入
れ
の
特
例

5,6
63
億
円

行
わ
な
い

行
わ
な
い

4
．
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
し
た
債
務
等
の
資
金
運
用
部
に
対
す
る
償
還

の
特
例

8,0
54
億
円

行
わ
な
い

行
わ
な
い

5
．
厚
生
年
金
保
険
事
業
に
係
る
一
般
会
計
か
ら
の
厚
生
保
険
特
別
会
計
年

金
勘
定
へ
の
繰
入
れ
の
特
例

4,1
50
億
円

8,0
00
億
円

7,2
00
億
円

6
 ．
国
民
年
金
国
庫
負
担
金
の
平
準
化
措
置
に
よ
る
加
算
額
に
係
る
一
般
会

計
か
ら
の
国
民
年
金
特
別
会
計
国
民
年
金
勘
定
へ
の
繰
入
れ
の
特
例

2,3
72
億
円

行
わ
な
い

行
わ
な
い

7
．
雇
用
保
険
事
業
に
係
る
一
般
会
計
か
ら
の
労
働
保
険
特
別
会
計
雇
用
勘

定
へ
の
繰
入
れ
の
特
例

30
0億
円

行
わ
な
い

行
わ
な
い

8
．
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
か
ら
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ

3,5
00
億
円

2,0
00
億
円

行
わ
な
い

9
．
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
再
保
険
特
別
会
計
か
ら
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入

れ
3,1
00
億
円

行
わ
な
い

行
わ
な
い

合
　
　
　
　
　
計

59
,59
6億
円

10
,00
0億
円

7,2
00
億
円
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平成 9年度　　553
「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
 　
8
年
度
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

被
災
地
の
復
興
対
策
や
災
害
復
旧
等
の
特
に
緊
要
と
な
っ
た

事
項
に
つ
き
積
み
上
げ
た
も
の
と
す
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、

特
例
公
債
の
発
行
は
厳
に
避
け
る
等
、
財
政
構
造
改
革
元
年

前
夜
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
 　
8
年
度
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
復
興
対
策
費
、
災
害
復
旧
等
事
業
費
等
特
に
緊
要
と
な
っ
た
事
項
に
つ
い
て
措

置
を
講
じ
て
い
る
。
ま
た
、
特
例
公
債
を
減
額
す
る
と
と
も
に
、
過
去
に
お
い
て
特
例
的
歳
出
削
減
措
置
と
し
て
講
じ
て
き
た
厚
生
保
険

特
別
会
計
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
再
保
険
特
別
会
計
の
繰
入
れ
の
措
置
に
つ
い
て
繰
戻
し
を
行
う
等
の
措
置
を
講
じ
、
財
政
の
健
全

化
に
も
配
慮
し
て
い
る
。



「
建
議
」
及
び
「
財
政
構
造
改
革
特
別
部
会
最
終
報
告
」
の
平
成
9
年
予
算
に
お
け
る
主
な
措
置
状
況
（
各
論
）

「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

1
．
社
会
保
障

⑴
　
医
療
保
険
制
度
改
革

　
 　
平
成
9
年
度
に
お
い
て
、
コ
ス
ト
意
識
の
喚
起
を
通
じ
て

医
療
費
の
効
率
化
を
図
る
観
点
か
ら
患
者
負
担
の
引
上
げ
を

中
心
と
す
る
医
療
保
険
制
度
改
革
を
実
現
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
医
療
費
の
財
源
と
し
て
は
保
険
料
、
患
者
負
担
、

公
費
が
あ
る
が
、
こ
の
中
で
、
自
己
責
任
の
原
則
が
働
き
、

コ
ス
ト
意
識
の
喚
起
に
よ
り
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通

じ
て
医
療
費
の
効
率
化
に
寄
与
す
る
の
は
患
者
負
担
の
引
上

げ
で
あ
る
。
欧
米
で
も
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
患
者
負
担
を

引
き
上
げ
て
き
て
お
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
ま
ず
患
者

負
担
の
引
上
げ
に
よ
り
医
療
費
の
効
率
化
に
取
り
組
む
べ
き

と
考
え
る
。

・
 　
平
成
9
年
度
に
お
い
て
は
、
過
剰
な
医
療
費
の
削
減
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
現
役
と
高
齢
者
の
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
観

点
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
患
者
負
担
の
見
直
し
を
行
う
（
平
成
9
年
5
月
実
施
）。

○
 　
具
体
的
に
は
、
先
般
の
医
療
保
険
審
議
会
の
建
議
で
も
報

告
さ
れ
た
よ
う
に
、
老
人
の
患
者
負
担
を
1
～
2
割
の
定
率

負
担
と
す
る
こ
と
、
被
用
者
本
人
の
患
者
負
担
を
少
な
く
と

も
健
康
保
険
法
本
則
に
従
っ
て
2
割
に
引
き
下
げ
る
こ
と
、

薬
剤
に
つ
い
て
給
付
除
外
な
い
し
3
～
5
割
の
患
者
負
担
を

実
施
す
る
こ
と
等
を
組
み
合
わ
せ
た
改
革
を
平
成
9
年
度
予

算
に
お
い
て
実
現
す
る
べ
き
で
あ
る
。

現
行

改
革
後

・
老
人

外
来
　
月
額

1,0
20
円

→
受
診
1
回
あ
た
り
50
0円
（
1
月
4
回
ま
で
）

入
院
　
日
額

71
0円

→
日
額
1,0
00
円
（
低
所
得
者
は
50
0円
）

・
被
用
者
本
人

　
 
1
割

→
　
　
2
割

・
薬
剤

　
外
来
薬
剤
に
つ
き
、
1
日
1
種
類
あ
た
り
15
円
の
加
算
。
例
え
ば
、
4
種
類
の
薬
剤
を
5
日
分
処
方
さ
れ
れ
ば
、

30
0円
（
＝
15
円
×
4
種
類
×
5
日
）

　
・
政
府
管
掌
健
康
保
険
保
険
料
率
の
引
き
上
げ
　
8.2
％
　
→
　
8.6
％

○
 　
ま
た
給
付
に
つ
い
て
は
、
一
般
用
医
薬
品
類
似
の
医
薬
品

（
い
わ
ゆ
る
O
T
C薬
剤
）
に
つ
い
て
は
給
付
除
外
と
し
た
り
、

あ
る
い
は
公
的
保
険
給
付
は
基
礎
的
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
部

分
に
限
定
し
、
そ
れ
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
患
者
の
自

己
選
択
に
基
づ
き
患
者
負
担
に
よ
り
賄
う
よ
う
に
す
る
（
特

定
療
養
費
の
活
用
）
等
自
己
責
任
の
原
則
に
従
っ
た
給
付
体

系
と
し
て
い
く
等
の
改
革
が
平
成
9
年
度
に
お
い
て
必
要
で

あ
る
。

　
・
一
般
用
医
薬
品
類
似
医
薬
品
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
。

　
・
入
院
時
食
事
療
養
費
の
自
己
負
担
に
つ
い
て
、
在
宅
患
者
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
見
直
し
を
引
き
続
き
検
討
。

　
・
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
に
つ
い
て
の
見
直
し
を
引
き
続
き
検
討
。
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平成 9年度　　555
「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
 　
ま
た
、
我
が
国
の
医
療
保
険
が
現
物
給
付
を
原
則
と
し
て

い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
傷
病
手
当
、
出
産
手
当
・
一
時
金

等
の
現
金
給
付
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
支
給
率
の
引
下
げ

あ
る
い
は
給
付
の
廃
止
等
の
見
直
し
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ

る
。

○
 　
併
せ
て
、
医
療
の
質
を
め
ぐ
る
構
造
的
問
題
を
解
消
す
る

た
め
に
、
医
療
機
関
の
機
能
分
担
の
明
確
化
を
通
じ
て
医
療

機
関
の
体
系
化
を
図
る
こ
と
や
、
医
療
に
関
す
る
情
報
公
開

の
促
進
を
図
る
等
の
改
革
に
も
平
成
9
年
度
か
ら
着
手
す
べ

き
で
あ
る
。

・
医
療
施
設
整
備
補
助
金
の
拡
充
に
よ
り
、
一
般
病
床
の
療
養
型
病
床
群
へ
の
転
換
を
支
援

・
医
療
法
改
正
に
よ
り
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
努
力
義
務
化

・
患
者
本
人
の
請
求
に
基
づ
く
レ
セ
プ
ト
の
開
示

・
カ
ル
テ
の
活
用
に
関
す
る
検
討
会
の
設
置

○
 　
ま
た
、
社
会
的
入
院
の
解
消
を
図
る
と
と
も
に
、
諸
外
国

に
比
べ
て
病
床
数
や
高
額
医
療
機
器
数
が
大
幅
に
上
回
っ
て

い
る
た
め
供
給
過
剰
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

医
師
数
、
病
床
数
を
抑
制
、
削
減
し
て
い
く
た
め
の
措
置
に

着
手
す
る
等
医
療
供
給
体
制
面
か
ら
の
取
組
も
平
成
9
年
度

か
ら
着
手
し
、
さ
ら
に
本
格
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

・
医
療
法
改
正
に
よ
り
、
医
療
計
画
に
高
額
医
療
機
器
の
共
同
利
用
に
つ
い
て
の
記
載
を
義
務
化

・
医
師
数
等
の
受
給
見
通
し
の
検
討
会
を
設
置

⑵
　
国
立
病
院
・
療
養
所

○
 　
今
後
は
、
本
年
11
月
1
日
（
閣
議
報
告
）
の
①
平
成
12
年

度
末
ま
で
に
施
設
の
廃
止
を
含
め
対
処
方
針
を
決
定
、
②
新

た
な
移
譲
等
の
追
加
等
を
内
容
と
す
る
「
再
編
成
・
合
理
化

の
基
本
指
針
」
の
見
直
し
等
を
踏
ま
え
、
再
編
成
計
画
の
更

な
る
実
施
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

○
 　
平
成
9
年
度
の
国
立
病
院
・
療
養
所
に
対
す
る
一
般
会
計

か
ら
の
繰
入
れ
に
つ
い
て
は
、
経
営
合
理
化
を
更
に
推
進
す

る
こ
と
と
し
て
、
平
成
8
年
度
予
算
に
引
き
続
き
、
そ
の
縮

減
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

・
国
立
病
院
特
別
会
計
へ
の
一
般
会
計
繰
入
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
繰
入
額
の
縮
減
を
図
る
。

　
繰
入
額
　
2,1
96
億
円
 

→
　
1,8
02
億
円
　（
▲
39
4）

　
繰
入
率
 

20
.6％
 

→
 

16
.6％



「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

2
．
公
共
事
業

○
 　
平
成
9
年
度
公
共
事
業
予
算
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
考
え

方
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
7
年

振
り
に
実
質
的
に
ゼ
ロ
・
シ
ー
リ
ン
グ
と
さ
れ
た
こ
と
を
反

映
し
た
抑
制
基
調
の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

○
 　
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
目
前
に
控
え
、
社
会
資
本
整
備
を
着
実
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
一
方
、
我
が
国
の
危
機
的
な
財
政

状
況
の
下
で
、
財
政
構
造
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

　
 　
こ
う
し
た
我
が
国
の
財
政
事
情
や
社
会
経
済
情
勢
、
社
会
資
本
の
整
備
水
準
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
決
定
さ
れ
た
7
年
ぶ
り
の
実
質

ゼ
ロ
・
シ
ー
リ
ン
グ
を
踏
ま
え
、
9
年
度
の
公
共
事
業
予
算
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
当
初
予
算
と
実
質
的
に
同
水
準
に
と
ど
め
て
い
る
。

○
 　
我
が
国
財
政
の
お
か
れ
た
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
今
後
の

公
共
投
資
予
算
に
つ
い
て
は
、
抑
制
基
調
と
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

〔
8
年
度
当
初
〕

1.3
％

〔
9
年
度
当
初
〕

9
兆
7,1
99
億
円

→
9
兆
8,4
62
億
円

（
参
考
）
・
一
般
歳
出
伸
率

1.5
％

・
消
費
者
物
価
指
数

1.6
％
程
度

平
成
9
年
度

　
経
済
見
通
し

・
名
目
経
済
成
長
率

3.1
％
程
度

○
 　
新
た
な
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
し
た
公
共
投
資
の

配
分
を
図
る
べ
く
重
点
化
枠
が
設
定
さ
れ
た
趣
旨
を
十
分
に

踏
ま
え
、
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
直
結
す
る
分
野
、
次
世

代
の
発
展
基
盤
の
整
備
等
経
済
構
造
改
革
に
真
に
資
す
る
分

野
等
へ
の
配
分
の
重
点
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
 　
近
年
、
次
世
代
の
発
展
基
盤
の
整
備
等
、
経
済
構
造
改
革

に
資
す
る
分
野
や
防
災
対
策
の
充
実
等
の
諸
課
題
に
も
適
切

に
対
処
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
厳
し
い
財
政

事
情
の
下
、
こ
れ
ま
で
よ
り
一
層
効
率
的
な
投
資
が
求
め
ら

れ
る
平
成
9
年
度
以
降
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
配
分
の
重

点
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
 　
今
後
と
も
、
こ
の
機
能
別
分
類
等
に
よ
り
、
重
点
化
の
姿

を
国
民
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
く
と
と
も
に
、
国
民

生
活
の
質
の
向
上
に
直
結
す
る
分
野
、
次
世
代
の
発
展
基
盤

整
備
と
い
っ
た
経
済
構
造
改
革
に
資
す
る
分
野
等
へ
の
投
資

の
重
点
化
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
 　
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
直
結
す
る
分
野
、
次
世
代
の
発
展
基
盤
の
整
備
等
の
経
済
構
造
改
革
に
資
す
る
分
野
等
に
重
点
的
・
効
率
的

投
資
を
図
る
と
と
も
に
、
防
災
対
策
の
充
実
、
自
然
環
境
へ
の
配
慮
等
と
い
っ
た
諸
課
題
に
も
適
切
に
対
処
し
て
い
る
。

　
①
　
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
資
す
る
分
野
に
つ
い
て
は
、
配
分
の
重
点
化
を
継
続
す
る
。

　
　
 ⇒
住
宅
（
1.6
％
増
）、
市
街
地
整
備
（
3.5
％
増
）、
下
水
道
（
2.0
％
増
）、
環
境
衛
生
施
設
（
3.2
％
増
）、
都
市
公
園
（
2.5
％
増
）
等

　
②
　
次
世
代
の
経
済
発
展
基
盤
の
整
備
等
経
済
構
造
改
革
に
資
す
る
分
野
に
つ
い
て
は
、
重
点
的
・
効
率
的
投
資
を
図
る
。

　
　
 ⇒
高
規
格
幹
線
道
路
（
13
.7％
増
）［
道
路
（
0.8
％
増
）］
、
特
定
重
要
港
湾
等
（
国
際
ハ
ブ
港
湾
）（
10
.5％
増
）［
港
湾
（
0.2
％
減
）］
、

空
港
（
8.8
％
増
）
等

　
③
　
防
災
対
策
に
資
す
る
分
野
に
つ
い
て
は
着
実
に
そ
の
充
実
を
図
る
。

　
　
⇒
市
街
地
整
備
型
高
規
格
堤
防
（
13
.3％
増
）［
治
水
（
0.5
％
増
）］
、
防
災
対
策
総
合
治
山
（
3.4
％
増
）［
治
山
（
0.3
％
増
）］
等

　
④
　
自
然
環
境
へ
の
配
慮
が
特
に
重
要
な
分
野
に
つ
い
て
は
、
重
点
的
な
投
資
を
図
る
。

　
　
⇒
自
然
公
園
（
10
.0％
増
）、
森
林
環
境
整
備
（
9.9
％
増
）
等

（
注
 ）
こ
の
よ
う
な
重
点
的
な
予
算
配
分
を
行
っ
た
結
果
、
公
共
事
業
関
係
費
が
前
年
度
当
初
予
算
と
実
質
的
に
同
水
準
と
さ
れ
た
中
で
、

大
く
く
り
で
み
た
事
業
別
の
シ
ェ
ア
変
更
幅
は
、
±
約
0.6
％
。
省
庁
別
の
シ
ェ
ア
変
更
幅
は
、
±
約
0.4
％
と
、
い
ず
れ
も
8
年
度
予
算

以
上
の
過
去
最
大
級
の
重
点
化
が
図
ら
れ
た
メ
リ
ハ
リ
の
効
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
各
事
業
を
機
能
別
分
類
に
よ
り
シ
ェ

ア
変
更
幅
の
試
算
を
行
う
と
±
約
2.4
％
と
い
う
相
当
程
度
の
重
点
化
が
図
ら
れ
て
い
る
（
シ
ェ
ア
1
％
は
約
1,0
00
億
円
に
相
当
）。
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平成 9年度　　557
「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
 　
各
事
業
の
中
に
お
い
て
も
、
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
資

す
る
分
野
や
情
報
化
、
経
済
構
造
改
革
と
い
っ
た
新
た
な
時

代
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
分
野
に
重
点
を
移
す
な
ど
、
公
共

事
業
の
内
容
は
、
表
面
的
な
事
業
別
配
分
割
合
と
い
っ
た
数

字
で
表
現
さ
れ
る
以
上
に
変
化
し
て
き
て
お
り
、
こ
う
し
た

努
力
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
事
業
の
重
点
化
の
状

況
を
国
民
の
目
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

（
単
位
：
％
）

区
　
分

元
’

2’
3’

4’
5’

6’
7’

8’
9’

6
～
9

累
積

3
～
9

累
積

一
般
公
共
伸
率

2.0
0.3

5.3
4.7

5.0
 
4.1

4.1
4.1

1.3
―

―

事
業
別
シ
ェ
ア
の

変
更
幅
の
合
計

0.2
0.1

0.3
0.2

0.5
＊（
0.9
）

 
1.6

0.7
0.6

0.6
（
2.8
）

3.5
（
3.8
）

4.5

所
管
別
シ
ェ
ア
の

変
更
幅
の
合
計

0.0
0.0

0.2
0.2

0.2
＊（
0.4
）

 
0.9

0.4
0.3

0.4
（
1.5
）

2.0
（
2.1
）

2.6

（
試
　
算
）

機
能
別
シ
ェ
ア
変
更
幅

2.1
2.4

―
―

＊
6
年
度
の
上
段
（
　
）
は
、
公
共
事
業
の
範
囲
の
見
直
し
の
影
響
を
控
除
し
た
場
合
の
実
質
の
変
更
幅
。

（
注
 ）
上
記
の
「
事
業
別
」
は
、
道
路
、
港
湾
と
い
っ
た
物
的
施
設
の
種
別
に
着
目
し
た
大
く
く
り
の
事
業
種
別
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
、

社
会
の
ニ
ー
ズ
等
に
「
生
活
直
結
」
と
い
っ
た
視
点
の
み
な
ら
ず
、「
発
展
」、
「
防
災
」
等
の
視
点
も
加
わ
る
状
況
下
で
、
各
々
の
大
く

く
り
の
事
業
の
中
で
か
な
り
大
き
な
メ
リ
ハ
リ
の
効
い
た
配
分
と
な
っ
て
お
り
、
公
共
事
業
の
内
容
は
、
表
面
的
な
シ
ェ
ア
の
数
字
の

変
動
で
表
現
さ
れ
る
以
上
に
変
化
し
て
い
る
。

○
 　
①
公
共
工
事
の
コ
ス
ト
低
減
対
策
の
推
進
、
②
事
業
実
施

箇
所
の
絞
り
込
み
と
効
果
の
早
期
発
現
、
③
事
業
間
の
連
携

の
強
化
に
よ
る
一
体
的
・
効
率
的
な
整
備
等
の
公
共
事
業
の

効
率
化
の
た
め
の
方
策
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
可
能
な
限

り
平
成
9
年
度
予
算
に
盛
り
込
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

○
 　
公
共
投
資
の
効
率
化
を
図
り
、
投
資
効
果
を
高
め
て
い
く

た
め
、
①
公
共
工
事
の
コ
ス
ト
の
低
減
対
策
を
推
進
し
、
②

類
似
事
業
間
の
調
整
や
、
省
庁
の
枠
を
超
え
た
事
業
間
の
連

携
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
③
費
用
効
果
分
析
等
の
可
能
な

限
り
客
観
的
な
評
価
を
行
っ
た
上
で
投
資
の
優
先
順
位
を
つ

け
て
い
く
等
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
　
公
共
事
業
の
効
率
的
・
効
果
的
実
施

　
⑴
　
新
し
い
調
整
費
の
創
設
等
に
よ
る
省
庁
の
枠
を
越
え
た
事
業
間
の
連
携
の
強
化

　
　
 　
公
共
事
業
の
事
業
の
縦
割
り
に
よ
る
弊
害
を
解
消
し
、
経
済
構
造
改
革
に
資
す
る
分
野
へ
の
配
分
の
重
点
化
を
図
る
た
め
、
公
共
事

業
の
効
率
化
等
に
つ
い
て
、
各
省
庁
の
枠
を
越
え
た
事
業
間
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
と
し
、
新
し
い
調
整
費
を
創
設
（
20
0億
円
）。

　
　
 　
省
庁
間
の
連
携
事
業
に
つ
い
て
は
、
既
に
建
設
・
農
水
・
運
輸
の
三
省
庁
が
13
の
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
公
表
し
、
推
進
す
る
方
向
。

こ
の
よ
う
に
、
各
事
業
の
共
同
要
求
に
よ
り
連
携
強
化
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
が
、
新
た
な
調
整
費
に
よ
り
、
①
予
算
編
成
段
階
経

過
後
に
連
携
の
内
容
・
箇
所
等
が
明
ら
か
に
な
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
も
対
応
が
可
能
と
な
り
、
年
度
を
通
し
て
切
れ
目
の
な

い
連
携
の
推
進
を
図
る
。

　
⑵
　
公
共
工
事
の
コ
ス
ト
低
減

　
　
 　
①
輸
入
資
材
の
活
用
、
仕
様
・
規
格
の
標
準
化
等
に
よ
る
資
材
費
の
縮
減
、
②
省
人
化
・
省
力
化
や
建
設
機
械
の
効
率
的
使
用
に
よ

る
生
産
性
の
向
上
、
③
技
術
開
発
の
積
極
的
推
進
、
④
技
術
基
準
等
の
合
理
化
の
推
進
、
等
の
方
策
を
盛
り
込
ん
だ
、
コ
ス
ト
削
減
の

具
体
的
な
数
値
目
標
を
設
定
し
た
公
共
工
事
の
コ
ス
ト
縮
減
計
画
を
、
平
成
8
年
度
内
に
策
定
す
る
。



「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

　
⑶
　
費
用
効
果
分
析
の
実
施

　
　
 　
公
共
事
業
の
便
益
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
側
面
の
み
で
は
な
く
、
多
様
な
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
9
年
度
予

算
に
お
い
て
は
、
従
来
客
観
的
な
分
析
が
十
分
に
実
施
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
事
業
分
野
も
含
め
、
投
資
の
効
率
性
の
確
保
と
い
う
観
点

か
ら
、
可
能
な
限
り
費
用
対
効
果
分
析
を
行
い
、
こ
れ
を
公
表
。

　
⑷
　
事
業
実
施
箇
所
の
絞
り
込
み

　
　
 　
投
資
効
果
の
早
期
発
現
・
工
期
の
短
縮
を
図
り
効
率
的
な
施
行
を
確
保
す
る
た
め
、
9
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
集
中
的
に
投
資
を

行
う
こ
と
と
し
、
事
業
箇
所
の
大
幅
な
絞
り
込
み
を
行
う
と
と
も
に
、
投
資
効
果
の
観
点
か
ら
事
業
の
見
直
し
を
行
う
。

　
　（
例
）

　
　
・
治
水
（
ダ
ム
） 
 

　
事
業
効
果
等
に
つ
い
て
の
検
討
を
踏
ま
え
平
成
8
年
度
に
お
い
て
、
4
事
業
を
凍
結
。

　
　
・
港
湾
  

　
平
成
7
年
度
か
ら
9
年
度
ま
で
の
3
年
間
で
実
施
港
数
を
47
9港
か
ら
37
6港
へ
と
10
3港
削
減
。

　
　
・
漁
港
  

　
平
成
9
年
度
か
ら
3
年
間
で
実
施
港
数
を
15
0港
削
減
。

　
　
・
農
業
農
村
整
備
  

　
農
道
空
港
に
つ
い
て
は
、
平
成
9
年
度
に
お
い
て
は
整
備
を
行
わ
な
い
。

　
　
・
林
道
  

 　
一
般
林
道
に
つ
い
て
、
2
車
線
林
道
の
新
規
採
択
を
原
則
停
止
。
公
団
林
道
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
基
準

を
設
け
幅
員
の
見
直
し
（
5
m
の
導
入
）
を
図
る
ほ
か
、
3
区
間
を
休
止
と
す
る
。

○
 　
国
と
地
方
の
役
割
分
担
に
関
し
て
は
、
国
が
費
用
を
負
担

す
る
も
の
は
、
⑴
広
域
的
な
事
業
、
⑵
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ

マ
ム
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
事
業
、
⑶
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
事
業
な
ど
根
幹
的
な
も
の
に
限
定
す

る
必
要
が
あ
る
。
国
の
費
用
負
担
に
関
し
て
は
、
今
後
と
も

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
一
般
財
源
化
、
補
助
対

象
・
採
択
基
準
の
見
直
し
等
を
一
層
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
 　
国
と
地
方
の
適
切
な
役
割
分
担
を
確
保
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
地
方
負
担
の
導
入
、
一
般
財
源
化
、
補
助
対
象
の
圧
縮
、
採
択
基
準
の

引
き
上
げ
等
を
行
う
。

　（
例
）

　
・
　
防
衛
庁
が
設
置
・
管
理
す
る
共
用
飛
行
場
に
お
い
て
地
方
負
担
を
導
入
。

　
・
　
地
方
空
港
に
つ
い
て
地
域
振
興
の
観
点
か
ら
地
域
が
主
体
的
に
進
め
る
新
た
な
滑
走
路
延
長
事
業
を
行
う
場
合
に
地
方
負
担
を
拡
充
。

　
・
　
面
積
2
ha
未
満
の
近
隣
公
園
を
原
則
一
般
財
源
化
。
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平成 9年度　　559
「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

3
．
文
教
・
科
学
技
術

・
 　
国
と
地
方
の
機
能
分
担
の
あ
り
方
等
の
観
点
か
ら
、
公
立
社
会
教
育
施
設
整
備
（
公
民
館
、
公
立
図
書
館
、
公
立
博
物
館
、
公
立
少
年

自
然
の
家
）
に
対
す
る
補
助
を
す
べ
て
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
公
立
学
校
施
設
の
う
ち
大
規
模
改
造
事
業
に
つ
い
て
採
択
基
準
の
引
上
げ

等
を
実
施
。

⑴
　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

○
 　
負
担
対
象
等
に
つ
い
て
見
直
し
を
進
め
て
い
く
と
と
も
に
、

教
職
員
の
定
数
改
善
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

⑵
　
義
務
教
育
教
科
書
無
償
給
与
制
度

○
 　
有
償
化
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

・
　
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
等
の
観
点
か
ら
、
今
後
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
9
年
度
予
算
で
は
無
償
措
置
を
継
続
。

⑶
　
育
英
奨
学
事
業
に
お
け
る
返
還
免
除
制
度

○
 　
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
等
の
観
点
を
踏
ま
え
、
廃
止
・

縮
小
を
含
め
制
度
の
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

・
 　
大
学
院
に
お
い
て
貸
与
さ
れ
た
奨
学
金
を
除
き
、
大
学
学
部
等
に
お
い
て
貸
与
さ
れ
た
奨
学
金
に
係
る
返
還
免
除
制
度
を
廃
止
。
 
 

（
実
施
は
10
年
度
）

⑷
　
高
等
教
育
、
私
学
に
係
る
負
担
の
在
り
方

○
 　
国
立
大
学
と
私
立
大
学
と
の
格
差
の
現
状
及
び
高
等
教
育

の
改
善
等
の
た
め
の
国
立
学
校
特
別
会
計
に
お
け
る
自
己
財

源
確
保
の
必
要
性
を
も
考
慮
し
、
適
正
化
を
進
め
る
必
要
が

あ
る
。

・
 　
私
立
大
学
と
の
格
差
是
正
や
国
立
学
校
特
別
会
計
の
自
己
財
源
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
平
成
10
年
度
入
学
者
よ
り
入
学
料
、
検
定

料
を
引
上
げ
。

・
　
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
等
の
観
点
か
ら
、
公
立
医
科
・
歯
科
大
学
の
経
常
費
に
対
す
る
補
助
金
を
廃
止
。

　
 　
さ
ら
に
、
学
部
別
授
業
料
の
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
を
進

め
る
べ
き
で
あ
る
。

○
 　
私
学
助
成
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
総
額
抑
制
を
図
る
と

と
も
に
、
そ
の
重
点
的
・
効
率
的
配
分
等
内
容
の
見
直
し
を

進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。



「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑸
　
科
学
技
術
・
学
術

○
 　
優
先
順
位
の
厳
し
い
選
択
を
行
い
、
本
格
的
な
研
究
評
価

制
度
を
導
入
す
る
な
ど
、
一
層
の
重
点
的
か
つ
効
率
的
な
資

金
配
分
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

1
 ．
優
先
順
位
の
厳
し
い
選
択
、
官
民
の
役
割
分
担
の
見
直
し
、
省
庁
間
の
共
同
連
携
の
推
進
等
に
よ
り
、
資
金
配
分
の
一
層
の
重
点
化
・

効
率
化
を
図
り
つ
つ
、
創
造
的
・
基
礎
的
研
究
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
公
募
方
式
等
に
よ
る
基
礎
研
究
開
発
の
推
進
、
若
手

研
究
者
の
支
援
・
活
用
等
に
重
点
的
に
資
金
配
分
し
て
い
る
。

　
　
・
公
募
方
式
等
に
よ
る
出
資
金
活
用
型
の
基
礎
研
究
開
発
の
推
進
　
　
56
9億
円
（
77
.8％
増
）

　
　
・
若
手
研
究
者
の
支
援
・
活
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7,6
39
人
（
1,7
01
人
増
）

　
 　
ま
た
、
研
究
資
金
の
重
点
的
・
効
率
的
配
分
及
び
柔
軟
か
つ
競
争
的
な
研
究
環
境
の
形
成
を
図
る
た
め
、
国
立
試
験
研
究
機
関
等
に
本

格
的
な
外
部
評
価
制
度
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
任
期
付
研
究
員
等
の
活
用
等
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

○
 　
科
学
技
術
庁
予
算
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
開
発
利
用
、
宇

宙
開
発
関
係
等
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
が
、
創
造

的
・
基
礎
的
研
究
の
充
実
を
図
る
た
め
に
も
、
分
野
別
予
算

配
分
の
よ
り
一
層
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

2
 ．
科
学
技
術
庁
一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て
は
、
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
含
む
原
子
力
分
野
は
8
年
振
り
の
対
前
年
度
マ
イ
ナ
ス
（
▲

1.0
％
）、
宇
宙
開
発
分
野
は
1.5
％
増
と
抑
制
す
る
一
方
、
基
礎
研
究
等
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
28
.2％
の
伸
び
を
確
保
。
こ
の
結
果
、
科

学
技
術
庁
一
般
会
計
予
算
に
占
め
る
原
子
力
分
野
の
比
率
は
過
去
最
低
と
な
る
一
方
、
基
礎
研
究
等
の
分
野
の
比
率
は
初
め
て
3
割
を
超

え
、
30
.1％
と
な
っ
た
。

○
 　
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
必
要
性
、
緊
急
性
、

後
年
度
負
担
の
状
況
等
を
十
分
検
討
し
、
既
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
つ
い
て
は
緊
要
度
に
応
じ
て
進
度
調
整
を
図
る
と
と
も

に
、
新
規
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
着
手
に
つ
い
て
は
慎
重
に
対
処

す
べ
き
で
あ
る
。

3
 ．
新
規
の
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
着
手
を
厳
し
く
抑
制
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
科
学
技
術
庁
の
9
年
度
末
の
後
年
度
負
担
額
は
昭
和
62

年
度
末
以
来
の
低
い
水
準
（
2,1
16
億
円
）
ま
で
圧
縮
。

　
　
・
新
規
着
手
等
を
見
送
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
例

　
　
　
　
　
月
周
回
衛
星
の
開
発
研
究
、
陸
域
観
測
衛
星
（
A
LO
S）
の
開
発
、
長
距
離
航
行
型
無
人
潜
水
機
の
開
発
等

○
 　
特
殊
法
人
等
へ
の
出
資
金
を
活
用
し
た
戦
略
基
礎
研
究
推

進
事
業
に
つ
い
て
は
、
研
究
資
金
の
大
部
分
が
大
学
の
研
究

者
に
配
分
さ
れ
て
お
り
、
現
状
に
お
い
て
は
、
文
部
省
所
管

の
日
本
学
術
振
興
会
へ
の
出
資
金
を
活
用
し
た
未
来
開
拓
学

術
研
究
推
進
事
業
と
の
役
割
分
担
が
明
確
で
な
い
と
い
う
問

題
が
あ
る
。

4
 ．
戦
略
基
礎
研
究
推
進
制
度
に
つ
い
て
は
、
9
年
度
以
降
の
新
規
採
択
課
題
に
つ
い
て
、
大
学
以
外
（
国
立
試
験
研
究
機
関
等
）
の
研
究

代
表
者
を
中
核
と
す
る
異
な
る
セ
ク
タ
ー
間
の
共
同
研
究
を
優
先
的
に
採
択
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
大
学

の
研
究
者
を
研
究
代
表
者
と
す
る
課
題
の
割
合
は
10
年
度
ま
で
に
全
体
の
5
割
未
満
に
な
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。
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4
．
防
衛

○
 　
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
人
件
・
糧
食
費
及
び
歳
出
化

経
費
と
い
っ
た
義
務
的
経
費
が
大
宗
を
占
め
て
い
る
が
、
一

般
物
件
費
を
含
め
た
防
衛
関
係
費
全
般
に
わ
た
り
、
効
率

化
・
合
理
化
に
務
め
、
極
力
経
費
を
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
 　
平
成
9
年
度
の
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
人
件
・
糧
食
費
や
、
過
去
の
契
約
の
支
払
い
で
あ
る
歳
出
化
経
費
の
大
幅
増
等
大
き
な
歳

出
増
加
要
因
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
非
常
に
厳
し
い
財
政
事
情
の
下
、
こ
れ
ま
で
に
例
の
な
い
歳
出
化
経
費
の
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、

一
般
物
件
費
を
厳
し
く
圧
縮
す
る
な
ど
最
大
限
の
抑
制
を
行
っ
た
結
果
、
SA
CO
関
連
経
費
を
除
く
ベ
ー
ス
で
4
兆
9,4
14
億
円
（
1.9
8％

増
）
を
計
上
し
て
い
る
。
ま
た
、
SA
CO
関
連
経
費
と
し
て
、
61
億
円
を
計
上
し
て
お
り
、
防
衛
関
係
費
全
体
で
は
2.1
％
増
の
4
兆
9,4
75

億
円
と
な
る
。

○
 　
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
平
和
と
安
全
を
守

る
と
い
う
基
本
を
確
保
し
つ
つ
、
経
済
・
財
政
事
情
等
を
踏

ま
え
て
必
要
最
小
限
の
も
の
に
と
ど
め
る
こ
と
が
基
本
。

［
防
衛
関
係
費
の
推
移
（
当
初
予
算
）］

（
単
位
：
億
円
，
％
）

3’
4’

5’
6’

7’
8’

9’
防
衛
関
係
費

43
,86
0

45
,51
8

46
,40
6

46
,83
5

47
,23
6

48
,45
5

49
,41
4
（
除
く
SA
CO
関
連
経
費
）

（
伸
　
率
）

（
5.4
5）

（
3.8
）

（
1.9
5）

（
0.9
）

（
0.8
6）

（
2.5
8）

（
1.9
8）

49
,47
5
（
含
む
SA
CO
関
連
経
費
）

（
2.1
）

○
 　
新
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
に
沿
っ
て
定
数
及
び
実
員
削
減

の
着
実
な
実
施
に
努
め
る
ほ
か
、
歳
出
化
経
費
の
平
準
化
を

図
る
こ
と
が
必
要
。

○
 　
防
衛
予
算
の
約
4
割
を
占
め
る
人
件
・
糧
食
費
の
増
加
を

抑
制
す
る
た
め
、
定
数
削
減
を
着
実
に
実
施
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
装
備
品
の
削
減
に
も
つ
な
が

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
合
理
化
・
効
率
化
の
観
点
か
ら
、

実
員
の
削
減
や
陸
上
師
団
編
成
の
効
率
化
、
組
織
の
弾
力
化

に
も
努
力
す
べ
き
。

○
 　
一
昨
年
策
定
さ
れ
た
新
防
衛
大
綱
に
お
い
て
、
陸
上
自
衛
隊
に
つ
い
て
18
万
人
体
制
か
ら
16
万
人
体
制
へ
と
移
行
し
、
こ
の
う
ち
1.5

万
人
は
即
応
性
の
高
い
予
備
自
衛
官
を
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
9
年
度
に
お
い
て
は
、
即
応
予
備
自
衛
官
を
導
入
す
る
と

と
も
に
、
常
備
自
衛
官
定
員
の
削
減
（
▲
1,4
23
人
、
9
年
度
末
定
員
17
8,0
07
人
）
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 
　
ま
た
、
実
員
の
削
減
に
つ
い
て
も
、
9
年
度
予
算
で
は
、
要
求
（
▲
89
人
）
か
ら
大
幅
に
削
減
し
、
44
0人
の
削
減
（
8
年
度
予
算
で

は
▲
20
人
）
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

○
 　
新
規
正
面
装
備
の
導
入
は
、
翌
年
度
以
降
の
歳
出
化
経
費

と
し
て
、
歳
出
予
算
全
体
を
圧
迫
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
後

方
支
援
部
門
の
経
費
の
増
加
に
つ
な
が
り
、
二
重
の
意
味
で

硬
直
化
を
生
み
出
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ

き
。

○
 　
正
面
契
約
に
つ
い
て
は
、
合
理
化
・
効
率
化
・
コ
ン
パ
ク
ト
化
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
要
求
額
（
9,6
10
億
円
、
＋
15
.1％
）
か
ら
1,2
00

億
円
削
減
し
、
8
年
度
の
1.2
％
よ
り
低
い
伸
び
（
0.7
％
）
に
抑
制
。
ま
た
、
円
安
要
因
を
除
け
ば
対
前
年
度
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
る
。

正
面
契
約
ベ
ー
ス
　
8,4
10
億
円
 
対
前
年
度
 

＋
0.7
％

 
除
く
円
安
要
因
 
▲
0.8
％
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置
状
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○
 　
新
規
正
面
装
備
は
、
契
約
か
ら
取
得
ま
で
の
長
期
に
わ

た
っ
て
、
歳
出
化
に
よ
る
予
算
の
硬
直
化
を
招
く
こ
と
に
加

え
、
そ
れ
に
関
連
す
る
施
設
整
備
、
教
育
訓
練
等
、
後
方
支

援
部
門
に
係
る
経
費
の
増
加
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
二
重
の
意
味
で
硬
直
化
を
生
み
出
す
要
因
と
な
っ
て

い
る
正
面
契
約
に
つ
い
て
、
必
要
度
、
優
先
度
等
を
十
分
に

検
討
し
、
抑
制
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

○
 　
装
備
品
の
数
量
の
見
直
し
に
加
え
、
輸
入
装
備
品
の
一
層

の
活
用
、
特
殊
な
規
格
・
仕
様
の
見
直
し
、
汎
用
品
の
活
用

等
に
よ
る
調
達
価
格
の
抑
制
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
 　
経
費
削
減
を
図
る
た
め
、
防
衛
庁
に
取
得
改
革
委
員
会
を
設
置
し
、
9
年
度
に
お
い
て
、
装
備
品
の
維
持
・
修
理
コ
ス
ト
低
減
の
た
め

の
施
策
の
試
行
、
規
格
・
仕
様
書
の
見
直
し
に
係
る
防
衛
庁
規
則
の
改
正
、
効
率
的
防
衛
生
産
体
制
の
構
築
等
を
内
容
と
す
る
取
得
改
革

に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

○
 　
防
衛
装
備
品
の
調
達
方
法
に
つ
い
て
も
、
我
が
国
の
防
衛

生
産
・
技
術
基
盤
の
維
持
等
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
国
内
開

発
・
国
内
生
産
又
は
ラ
イ
セ
ン
ス
生
産
が
選
択
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
が
、
現
在
の
格
段
に
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
財
政
事

情
の
下
で
は
、
輸
入
装
備
の
一
層
の
活
用
を
図
る
ほ
か
、
特

殊
な
規
格
・
仕
様
の
見
直
し
や
汎
用
品
の
活
用
等
を
含
め
、

効
率
的
な
調
達
補
給
態
勢
の
整
備
に
務
め
、
調
達
価
格
等
の

抑
制
を
図
る
べ
き
。
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平成 9年度　　563
「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

5
．
政
府
開
発
援
助

○
 　
米
国
等
財
政
事
情
の
厳
し
い
他
の
先
進
国
に
お
い
て
援
助

額
を
抑
制
し
て
い
る
こ
と
、
我
が
国
の
財
政
赤
字
が
主
要
先

進
国
中
最
も
悪
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
危
機
的
な
状
況
に
あ

る
こ
と
、
と
い
っ
た
内
外
の
大
き
な
環
境
の
変
化
が
生
じ
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
今
後
こ
れ
ま
で
以
上
に
量
か
ら
質
へ
の

転
換
を
図
る
等
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
い
、
財
政
構
造
改
革

元
年
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
と
す
る
こ
と
が
必
要
。

1
 ．
一
般
会
計
O
D
A
予
算
に
つ
い
て
は
、
O
D
A
の
国
際
貢
献
の
柱
と
し
て
の
重
要
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
我
が
国
の
財
政
事
情
が
危
機
的
な

状
況
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
量
か
ら
質
へ
の
転
換
を
図
る
こ
と
に
よ
り
抑
制
を
図
り
、
対
前
年
度
比
2.1
％
増
の
11
,68
7億
円
を
計
上
。

年
　
度

2
3

4
5

6
7

8
9

伸
　
率

8.2
8.0

7.8
6.5

4.8
4.0

3.5
2.1

○
 　「
政
府
開
発
援
助
大
綱
」
を
踏
ま
え
、
有
償
資
金
協
力
、

無
償
資
金
協
力
及
び
技
術
協
力
等
の
有
機
的
連
携
を
推
進
し
、

事
前
調
査
・
事
後
評
価
を
含
め
た
援
助
体
制
の
充
実
を
通
じ

た
き
め
細
か
い
援
助
の
実
施
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
途
上
国

に
真
に
評
価
さ
れ
る
援
助
を
効
率
的
・
効
果
的
に
実
施
す
る

こ
と
に
努
め
る
べ
き
。
ま
た
、
援
助
を
実
施
す
る
人
材
の
育

成
や
技
術
協
力
等
の
充
実
に
よ
り
、
我
が
国
の
顔
が
見
え
る

援
助
の
実
施
に
一
層
留
意
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
。

2
．
質
的
向
上
に
資
す
る
施
策
へ
重
点
化
を
図
り
、
途
上
国
か
ら
真
に
評
価
さ
れ
る
効
率
的
・
効
果
的
な
援
助
を
目
指
す
。

〔
8
年
度
〕

〔
9
年
度
〕

⑴
　
効
率
的
・
効
果
的
な
援
助
の
実
施

 ・
事
前
調
査
の
拡
充

11
.9億
円

⇒
13
.3億
円
（
11
.7
％
増
）

 ・
事
後
評
価
の
拡
充

13
.3億
円

⇒
15
.0億
円
（
12
.9
％
増
）

⑵
　
N
GO
、
民
間
セ
ク
タ
ー
等
と
の
連
携
強
化

 ・
N
GO
補
助
金

10
.0億
円

⇒
12
.0億
円
（
20
.0
％
増
）

 ・
草
の
根
無
償

45
.0億
円

⇒
50
.0億
円
（
11
.4
％
増
）

⑶
　
技
術
協
力
等
途
上
国
人
造
り
支
援

 ・
JI
CA
事
業
費

1,7
56
.8億
円

⇒
1,7
94
.8億
円
（
 
2.2
％
増
）

 ・
国
費
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ

20
5.1
億
円

⇒
21
6.6
億
円
（
 
5.6
％
増
）

⑷
　
人
間
中
心
の
開
発

 ・
子
供
の
健
康
無
償

―
　
億
円

⇒
26
.0億
円
（
皆
増
）

 ・
JI
CA
母
と
子
供
の
健
康
対
策
特
別
機
材
供
与

―
　
億
円

⇒
0.6
億
円
（
皆
増
）

⑸
　
流
動
化
す
る
国
際
情
勢
へ
の
対
応

 ・
復
興
開
発
支
援

15
.0億
円

⇒
20
.0億
円
（
33
.3
％
増
）



「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

6
．
農
業

⑴
　
農
業
関
係
予
算
の
合
理
化
・
重
点
化

　
 　
極
め
て
厳
し
い
財
政
事
情
を
踏
ま
え
、
い
わ
ゆ
る
「
新
政

策
」
に
即
し
、
経
営
感
覚
に
優
れ
た
効
率
的
・
安
定
的
な
経

営
体
が
生
産
の
大
宗
を
担
う
農
業
構
造
の
実
現
と
の
中
長
期

的
方
向
を
見
据
え
た
上
で
の
適
切
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
補
助
金
の
整
理
合
理
化
を
初
め
と
す
る
各

種
経
費
の
節
減
合
理
化
を
進
め
つ
つ
、
施
策
の
見
直
し
と
重

点
化
・
集
中
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

⑴
　
9
年
度
農
林
水
産
関
係
予
算

　
 　
9
年
度
農
林
水
産
関
係
予
算
を
巡
っ
て
は
、
米
需
給
の
著
し
い
緩
和
等
の
事
情
は
あ
る
も
の
の
、
極
め
て
厳
し
い
財
政
事
情
を
踏
ま
え
、

各
種
経
費
の
節
減
合
理
化
を
図
り
つ
つ
、
重
点
的
か
つ
効
率
的
な
予
算
配
分
を
行
っ
た
と
こ
ろ
。

 
平
成
8
年
度
（
当
初
）
 
平
成
9
年
度

農
林
水
産
関
係
予
算

35
,97
3億
円

⇒
35
,92
2億
円
（
51
億
円
減
）

（
前
年
比
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
の
は
、
平
成
2
年
度
以
来
7
年
振
り
）

　
　
　
・
施
策
の
重
点
化
・
集
中
化
の
例

　
　
　
　
 　
農
業
農
村
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
ほ
場
整
備
事
業
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
に
お
け
る
「
一
般
型
」（
担
い
手
へ
の
農
地
集
積

等
を
要
件
と
し
な
い
事
業
）
を
廃
止
す
る
一
方
、
担
い
手
育
成
に
資
す
る
基
盤
整
備
や
、
農
村
地
域
の
生
活
環
境
の
整
備
へ
思
い

切
っ
た
重
点
化
・
集
中
化
。

 
平
成
8
年
度
（
当
初
）
 
平
成
9
年
度

農
業
農
村
整
備
事
業

12
,27
9億
円

⇒
12
,28
2億
円
（
 0
.0％
増
）

　
う
ち
担
い
手
育
成
型
ほ
場
整
備
事
業

43
8億
円

⇒
62
8億
円
（
43
.1％
増
）

　
　
　
担
い
手
育
成
型
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業

13
9億
円

⇒
17
8億
円
（
27
.6％
増
）

　
　
　
農
業
集
落
排
水
事
業

1,3
83
億
円

⇒
1,4
54
億
円
（
 5
.1％
増
）

　
　
　
中
山
間
総
合
整
備
事
業

49
4億
円

⇒
52
7億
円
（
 6
.6％
増
）

⑵
　
主
要
食
糧
関
係
費

　
 　
政
府
備
蓄
の
適
切
な
運
営
や
各
種
経
費
の
見
直
し
等
を
通

じ
、
全
体
と
し
て
の
財
政
負
担
の
圧
縮
に
努
め
る
べ
き
で
あ

る
。

⑵
　
主
要
食
糧
関
係
費

 
平
成
8
年
度
（
当
初
）
 
平
成
9
年
度

2,7
05
億
円

⇒
2,6
92
億
円
（
 
0.5
％
減
）

 
（
ピ
ー
ク
時
（
56
年
度
）
9,9
48
億
円
の
27
.1％
）

　
①
　
食
糧
管
理
特
別
会
計
繰
入

　
　
 　
食
管
調
整
勘
定
繰
入
に
つ
い
て
は
、
昨
年
11
月
に
施
行
さ
れ
た
「
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、

米
麦
に
関
す
る
適
切
な
需
給
管
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
措
置
す
る
と
と
も
に
、
政
府
買
入
米
価
の
引
下
げ
（
▲
1.1
％
）、
政
府
米
買
入
数

量
の
減
少
、
政
府
管
理
経
費
の
見
直
し
等
を
通
じ
、
で
き
る
限
り
の
節
減
。

　
　
　
な
お
、
平
成
9
年
4
月
か
ら
米
の
標
準
売
渡
価
格
を
▲
0.1
％
（
国
産
米
、
税
込
み
）
引
下
げ
。

 
平
成
8
年
度
（
当
初
）
 
平
成
9
年
度

調
整
勘
定
繰
入

1,7
70
億
円

⇒
1,7
50
億
円
（
 
1.1
％
減
）

　
②
　
新
生
産
調
整
推
進
対
策
費

　
　
 　
平
成
9
年
度
に
お
け
る
米
の
生
産
調
整
に
つ
い
て
は
、
新
生
産
調
整
推
進
対
策
（
8
年
度
～
10
年
度
）
に
則
し
、
引
き
続
き
、
生
産

者
の
主
体
的
取
組
み
を
重
視
し
つ
つ
、
目
標
面
積
78
7千
ha
（
前
年
同
、
水
田
営
農
活
性
化
対
策
ベ
ー
ス
）
で
実
施
。

 
平
成
8
年
度
（
当
初
）
 
平
成
9
年
度

新
生
産
調
整
推
進
対
策
費

93
5億
円

⇒
94
2億
円
（
 
0.8
％
増
）
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「
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」・
「
最
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平
成
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年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

7
．
運
輸

⑴
　
総
合
交
通
体
系
の
実
現

○
 　
運
輸
行
政
の
範
囲
は
、
鉄
道
・
バ
ス
・
海
上
交
通
と
多
岐

に
わ
た
っ
て
お
り
、
更
に
防
災
対
策
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
・

環
境
問
題
等
も
十
分
配
慮
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
整
合
性

の
と
れ
た
合
理
的
な
総
合
交
通
体
系
の
実
現
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
課
題
を
厳
し
い
財
政
事
情
の
下
で
実
現

し
て
い
く
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
重
点
的
か
つ
効
率
的
な
政

策
体
系
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
は
、
規
制
の
緩
和
を
進
め
な
が
ら
運
輸
事
業
者
の
体
質

改
善
、
合
理
化
努
力
を
政
策
的
に
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
国

の
助
成
と
し
て
は
、
適
正
な
受
益
者
負
担
を
踏
ま
え
、
各
施

策
ご
と
に
官
と
民
と
の
役
割
分
担
、
国
と
地
方
と
の
費
用
分

担
に
よ
り
、
極
力
国
の
予
算
の
節
減
を
図
っ
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

1
 ．
官
と
民
と
の
役
割
分
担
及
び
国
と
地
方
と
の
費
用
分
担
に
つ
い
て
更
な
る
見
直
し
を
行
い
、
例
え
ば
バ
ス
運
行
対
策
費
補
助
金
及
び
鉄

道
軌
道
整
備
費
補
助
金
等
の
予
算
の
節
減
を
図
っ
た
。

2
 ．
輸
送
モ
ー
ド
毎
に
別
々
に
助
成
・
支
援
を
行
っ
て
い
る
鉄
道
整
備
基
金
と
船
舶
整
備
公
団
を
統
合
す
る
と
と
も
に
、
新
法
人
に
お
い
て

総
合
交
通
体
系
の
実
現
に
資
す
る
べ
く
公
募
型
基
礎
研
究
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
た
。

⑵
　
国
鉄
清
算
事
業
団
債
務
の
処
理

○
 　
最
終
的
な
国
民
負
担
の
あ
り
方
と
し
て
い
か
な
る
形
が
あ

り
得
る
か
な
ど
に
つ
い
て
早
急
に
そ
の
解
決
策
を
樹
立
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
項
目
が
、
今

後
検
討
課
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
・
 　
旧
国
鉄
の
赤
字
累
増
の
原
因
を
再
検
証
し
た
上
で
、
交

通
関
係
全
般
の
中
で
利
用
者
負
担
を
求
め
る
な
ど
「
新
た

な
財
源
」
を
見
出
す
工
夫
が
な
い
か
。

　
・
 　
前
述
の
よ
う
に
昭
和
63
年
1
月
の
閣
議
決
定
に
お
い
て
、

「
新
た
な
財
源
・
措
置
」
に
つ
い
て
は
「
歳
入
・
歳
出
」

の
全
般
的
見
直
し
と
合
わ
せ
て
検
討
、
決
定
す
る
と
さ
れ

て
い
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
分
野
の
歳
出
に
メ
ス
を
入
れ

て
財
源
を
確
保
す
る
べ
き
か
。

　
・
 　
こ
の
よ
う
な
歳
出
削
減
努
力
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
最

終
的
に
は
よ
り
一
般
的
な
歳
入
面
で
の
担
保
も
免
れ
な
い

と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
か
な
る
形
、
い
か
な
る
タ
イ
ミ
ン

グ
で
の
負
担
が
適
当
で
あ
る
か
。

　
国
鉄
長
期
債
務
等
の
本
格
的
処
理
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
8
年
12
月
25
日
の
閣
議
決
定
に
お
い
て
、「
平
成
10
年
度
よ
り
、
国
鉄
長
期
債

務
等
の
本
格
的
処
理
を
実
施
す
る
。」
と
さ
れ
、「
そ
の
具
体
的
処
理
方
策
の
検
討
を
進
め
、
平
成
9
年
中
に
成
案
を
得
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、

平
成
9
年
度
に
お
い
て
は
、
1
年
度
限
り
の
臨
時
・
異
例
の
措
置
と
し
て
、
事
業
団
の
9
年
度
借
入
見
込
額
に
相
当
す
る
額
の
有
利
子
債
務

約
3
兆
円
の
無
利
子
化
等
の
措
置
を
講
じ
、
金
利
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。



「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑶
　
整
備
新
幹
線
問
題

○
 　
平
成
6
年
12
月
の
関
係
大
臣
申
合
せ
の
中
で
3
線
5
区
間

以
外
の
い
わ
ゆ
る
未
着
工
区
間
に
つ
い
て
、
新
た
な
基
本
ス

キ
ー
ム
を
検
討
し
、
平
成
8
年
中
に
そ
の
成
案
を
得
る
と
さ

れ
て
い
る
。
新
た
な
基
本
ス
キ
ー
ム
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、

国
鉄
清
算
事
業
団
の
長
期
債
務
処
理
に
加
え
、
平
成
8
年
度

末
に
は
24
0兆
円
に
も
な
る
公
債
残
高
を
抱
え
る
と
い
う
危

機
的
な
財
政
状
況
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
た
な
財
源
を

確
保
し
た
上
で
、
収
支
採
算
性
、
並
行
在
来
線
の
取
扱
い
等

に
つ
い
て
も
検
討
が
行
わ
れ
、
国
鉄
改
革
の
趣
旨
に
反
し
な

い
よ
う
な
内
容
の
新
た
な
基
本
ス
キ
ー
ム
が
確
立
し
な
け
れ

ば
、
未
着
工
区
間
は
着
工
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。

1
 ．
今
般
、
政
府
・
与
党
間
で
新
た
に
合
意
さ
れ
た
整
備
新
幹
線
の
未
着
工
区
間
の
整
備
の
た
め
の
新
た
な
基
本
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
は
、

財
源
に
つ
い
て
、
国
は
従
前
の
ス
キ
ー
ム
の
考
え
方
に
よ
り
措
置
（
約
35
％
）
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地
方
交
付
税
措
置
の
導

入
と
い
う
形
で
新
た
な
財
源
が
確
保
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
事
業
規
模
を
新
た
な
財
源
ス
キ
ー
ム
の
範
囲
内
と
し
、
区
間
・
規
格
等
を
決
定

す
る
手
順
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

2
 ．
こ
れ
を
受
け
、
9
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
整
備
新
幹
線
建
設
事
業
費
を
17
35
億
円
と
し
、
こ
の
う
ち
、
新
規
着
工
区
間
の
整
備
の
た

め
に
10
0億
円
を
別
途
確
保
し
た
と
こ
ろ
。

　
 　
今
後
、
新
規
着
工
区
間
の
着
工
等
に
当
た
っ
て
は
、
政
府
・
与
党
か
ら
な
る
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
収
支
採
算
性
の
見
通
し
、
並
行

在
来
線
の
経
営
分
離
に
つ
い
て
の
地
方
公
共
団
体
の
同
意
、
関
係
JR
の
同
意
等
基
本
条
件
が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、

所
要
の
要
件
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
優
先
順
位
を
決
め
、
対
応
し
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

（
参
考
） 

（
単
位
：
億
円
）

区
　
　
　
　
　
分

8
年
度
事
業
費

9
年
度
事
業
費

【
既
着
工
区
間
】

2,0
01

1,6
35

北
陸
新
幹
線
（
高
崎
・
長
野
）

1,3
44

31
7

3
線
4
区
間

65
7

1,3
18

北
陸
新
幹
線
（
石
動
・
金
沢
）

13
8

20
0

北
陸
新
幹
線
（
糸
魚
川
・
魚
津
）

58
12
5

東
北
新
幹
線
（
盛
岡
・
八
戸
）

24
3

52
3

九
州
新
幹
線
（
八
代
・
西
鹿
児
島
）

21
8

47
0

【
新
規
着
工
区
間
】

―
10
0

〔
新
幹
線
建
設
事
業
費
〕

2,0
01

1,7
35
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終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

8
．
産
業
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

○
 　
中
小
企
業
対
策
は
、
以
前
は
中
小
企
業
の
経
営
基
盤
の
安

定
・
強
化
対
策
が
主
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
経
済
社
会
の
大

き
な
構
造
変
化
の
中
で
、
今
後
は
な
お
一
層
中
小
企
業
に
つ

い
て
の
構
造
改
革
の
推
進
に
ウ
ェ
イ
ト
を
移
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

○
 　
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
に
つ
い
て
は
、
石
油
の
備
蓄
に
つ
い
て

そ
の
費
用
の
節
減
合
理
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
石
油
の
自

主
開
発
の
た
め
の
探
鉱
資
金
の
運
用
の
た
め
に
、
採
択
基
準

の
厳
格
化
、
事
業
の
成
功
度
に
応
じ
た
計
画
の
見
直
し
を

行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発

等
に
つ
い
て
は
厳
し
い
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
財
源

の
効
率
的
な
活
用
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

1
 ．
中
小
企
業
対
策
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
を
取
り
巻
く
厳
し
い
経
営
環
境
に
配
慮
し
、
中
小
企
業
の
構
造
改
革
に
も
資
す
る
よ
う
、
技

術
開
発
や
情
報
化
に
対
す
る
支
援
措
置
等
、
特
に
緊
要
な
課
題
に
重
点
を
お
い
て
、
施
策
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
。

（
例
） ○
　
構
造
改
革
に
資
す
る
施
策

・
　
技
術
開
発

・
　
創
造
技
術
研
究
開
発
費
補
助
金

8
年
度
 
40
.8億
円
→

9
年
度
 
49
.5億
円

・
　
中
小
企
業
創
造
基
盤
技
術
研
究
事
業

8.0
億
円
→

12
.0億
円

・
　
産
学
官
連
携
独
創
的
技
術
開
発
支
援

7.5
億
円
→

10
.6億
円

・
　
地
域
産
業
集
積
中
小
企
業
活
性
化
事
業
費
補
助
金

18
.0億
円
（
新
規
）

・
　
情
報
技
術
の
活
用
に
よ
る
物
流
・
業
務
管
理
等
の
刷
新
（
中
小
企
業
の
情
報
化
）

25
.1億
円
（
新
規
）

○
　
既
存
施
策
の
見
直
し

・
　
設
備
近
代
化
補
助
金

30
.6億
円
→

17
.9億
円

・
　
商
業
基
盤
施
設
整
備
事
業

11
0.0
億
円
→

85
.0億
円

2
 ．
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
に
つ
い
て
は
、
地
球
環
境
保
全
の
重
要
性
等
を
踏
ま
え
、
環
境
関
連
の
技
術
開
発
や
太
陽
光
発
電
・
廃
棄
物
発
電
の

普
及
促
進
等
に
重
点
を
置
く
と
と
も
に
、
石
油
備
蓄
及
び
LP
G国
家
備
蓄
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
供
給
確
保
対
策
に
つ
い
て
も
着
実
に

推
進
。

○
石
油
備
蓄
に
つ
い
て

　
・
 　
調
達
資
金
の
多
様
化
に
よ
る
資
金
の
長
期
化
、
金
利
リ
ス
ク
の
分
散
（
短
プ
ラ
の
導
入
等
）
を
図
る
と
と
も
に
、
借
入
条
件
の

変
更
（
市
中
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
期
間
2
年
→
3
年
等
）
に
よ
り
資
金
調
達
コ
ス
ト
を
低
減
。

○
石
油
の
自
主
開
発
に
つ
い
て

　
・
 　
事
業
の
採
択
基
準
を
よ
り
経
済
性
の
高
い
も
の
（
質
の
高
い
油
田
の
層
が
厚
い
と
見
込
ま
れ
る
地
点
等
）
に
厳
格
化
す
る
と
と

も
に
、
債
務
保
証
料
率
の
引
き
上
げ
等
（
一
律
0.4
％
→
0.4
～
1.5
％
）
を
実
施
。

○
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
開
発
に
つ
い
て

　
・
　
新
技
術
開
発
に
つ
い
て
は
計
画
的
に
中
間
評
価
を
行
い
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
見
直
し
を
実
施
。



「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

9
．
情
報
通
信

○
 　
情
報
通
信
産
業
は
、
今
後
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
産
業
で
あ
り
、

社
会
経
済
構
造
の
変
革
に
も
十
分
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

国
が
直
接
関
与
す
る
と
い
う
よ
り
、
基
本
的
に
は
民
間
業
者

が
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
れ
を
進
め
る
べ

き
で
あ
る
。

1
 ．
高
度
情
報
通
信
社
会
の
構
築
は
、
基
本
的
に
は
民
間
主
導
で
進
め
る
べ
き
と
の
観
点
か
ら
、
民
間
で
は
取
り
組
み
が
困
難
な
基
礎
的
・

先
進
的
な
技
術
開
発
等
に
重
点
的
に
資
金
配
分
し
て
い
る
。

2
 ．
情
報
通
信
技
術
分
野
の
研
究
開
発
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
外
部
の
専
門
家
・
有
識
者
に
よ
る
そ
の
審
査
・
評
価
体
制
の
整
備
を
行
い
、

平
成
9
年
度
に
お
い
て
適
正
な
審
査
・
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

568　　Ⅲ　予算



平成 9年度　　569
「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

10
．
地
方
財
政

○
 　
国
及
び
地
方
の
財
政
事
情
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
ず
、
国
と

地
方
は
い
わ
ば
公
経
済
の
車
の
両
輪
で
あ
り
、
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
財
政
運
営
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
の
基
本
的
考
え
方

に
立
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
財
政
健
全
化
に
向
け
て
最
大
限
の

努
力
を
行
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
9
年
度

の
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
、
先
ず
、
歳
出
に
つ
い
て
、
国
と

同
一
歩
調
で
、
徹
底
的
な
抑
制
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

上
で
、
地
方
財
政
対
策
の
具
体
的
方
策
に
つ
い
て
は
、
国
及

び
地
方
の
財
政
状
況
等
を
十
分
踏
ま
え
つ
つ
、
適
切
な
財
源

確
保
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑴
　
地
方
の
歳
出

　
○
　
徹
底
し
た
歳
出
の
抑
制

8
年
度
（
当
初
）

9
年
度

・
 総

額
85
2,8
48
億
円
（
 3
.4％
増
）
→

87
0,5
00
億
円
程
度
（
 2
.1％
 増
）

・
 一
般
歳
出
見
合
い

73
8,2
53
億
円
（
 2
.3％
増
）
→

74
4,7
00
億
円
程
度
（
 0
.9％
 増
）

う
ち
投
資
的
経
費

（
地
方
単
独
）

20
1,0
00
億
円
（
 3
.1％
増
）
→

20
1,0
00
億
円
程
度
（
 0
.0％
 
）

⑵
　
地
方
財
政
収
支
の
見
通
し

8
年
度
（
当
初
）

9
年
度

○
　
 財
源
不
足
額

57
,53
3億
円

こ
の
他
、
先
行
減
税

影
響
分 28
,74
5億
円

→
46
,50
0億
円
程
度

こ
の
他
、
地
方
消
費

税
未
平
年
度
化
分

12
,00
0億
円
程
度

⑶
　
地
方
財
政
対
策

　
○
　
財
源
不
足
額
4
兆
6,5
00
億
円
程
度
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
に
よ
り
対
応
。

①
　
建
設
地
方
債
の
増
発

⇒
1
兆
9,9
00
億
円
程
度
（
8
’　
2
兆
30
0億
円
）

②
　
地
方
交
付
税
の
増
額
措
置

⇒
2
兆
6,6
44
億
円

（
8
’　
3
兆
7,2
33
億
円
）

　
　
⇒

こ
の
う
ち
、
1
/
2
＝
13
,32
2億
円
に
つ
い
て
は
国
が
負
担

一
般
会
計
加
算
 

3,6
00
億
円

特
会
借
入
金
 

9,7
22
億
円

（
う
ち
純
増
分
 

9,0
82
億
円
）

⑷
　
地
方
交
付
税

8
年
度
（
当
初
）

9
年
度

○
　
特
会
入
口
ベ
ー
ス

13
6,0
38
億
円
（
 2
.9％
増
）

→
15
4,8
10
億
円
程
度
（
13
.8％
増
）

○
　
特
会
出
口
ベ
ー
ス

16
8,4
10
億
円
（
 4
.3％
増
）

→
17
1,2
76
億
円
程
度
（
 1
.7％
増
）



「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

11
．
補
助
金
等
の
整
理
合
理
化

○
 　
既
存
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
12
月
20
日
の

臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
「
国
と
地
方
の
関
係
等
に
関
す

る
答
申
」
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
視
点
に
基
づ
き
一
層
徹
底

し
た
見
直
し
を
行
い
、
廃
止
、
一
般
財
源
化
、
補
助
対
象
の

重
点
化
等
の
整
理
合
理
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

特
に
、
零
細
な
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
行
財
政
の
効
率
化
を

図
る
観
点
か
ら
、
引
き
続
き
、
着
実
に
廃
止
、
統
合
等
を
進

め
て
い
く
べ
き
。

　
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
行
政
の
自
主
性
の
尊
重
、
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
、
累
次
の
臨
調
、
行
革
審
答
申
等
を
踏

ま
え
、
そ
の
整
理
合
理
化
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。
主
な
整
理
合
理
化
は
次
の
と
お
り
。

⑴
　
廃
止

　
社
会
的
に
意
義
の
薄
れ
た
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
、
事
業
の
廃
止
を
図
る
。

【
既
に
そ
の
目
的
を
達
し
、
あ
る
い
は
社
会
的
経
済
的
実
情
に
合
わ
な
く
な
っ
た
も
の
】

○
　
公
立
医
科
大
学
等
経
常
費
等
補
助
金
：
公
立
医
科
・
歯
科
大
学
経
常
費
 

（
▲
39
億
円
）

○
 　
補
助
金
等
の
新
設
に
つ
い
て
は
極
力
抑
制
す
る
と
と
も
に

真
に
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア

ン
ド
・
ビ
ル
ド
原
則
の
徹
底
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

【
会
館
等
公
共
施
設
に
対
す
る
も
の
】

○
　
公
立
社
会
教
育
施
設
整
備
費
補
助
金

　
　〔
公
民
館
、
大
型
公
民
館
、
公
立
図
書
館
、
公
立
博
物
館
、
公
立
少
年
自
然
の
家
〕 

（
▲
44
億
円
）

○
 　
補
助
金
等
の
終
期
設
定
を
徹
底
し
、
そ
の
終
期
到
来
時
に

は
目
的
達
成
状
況
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
を
厳
し
く
行
い
、

安
易
な
継
続
を
認
め
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
。

○
 　
地
方
行
政
の
自
主
性
・
総
合
性
を
確
保
す
る
た
め
、
地
方

公
共
団
体
等
の
事
業
執
行
の
円
滑
化
、
事
務
負
担
の
軽
減
等

の
観
点
か
ら
、
類
似
目
的
を
有
す
る
補
助
金
等
に
つ
い
て
は

引
き
続
き
統
合
・
メ
ニ
ュ
ー
化
を
推
進
す
る
ほ
か
、
会
館
等

の
公
共
施
設
に
対
す
る
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
他
の
施
設

と
の
複
合
化
を
一
層
推
進
す
る
必
要
。
ま
た
、
既
存
の
公
共

施
設
の
有
効
利
用
を
図
る
観
点
か
ら
も
引
き
続
き
事
務
手
続

の
簡
素
化
、
迅
速
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

⑵
　
一
般
財
源
化

　
地
域
の
主
体
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
に
委
ね
る
べ
き
も
の
に
あ
っ
て
は
一
般
財
源
化
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る

と
の
行
革
審
答
申
等
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
・
事
業
と
し
て
同
化
、
定
着
し
て
い
る
も
の
等
に
つ
い
て
、
一
般
財
源
化
を
図
る
。

○
　
母
子
保
護
衛
生
費
補
助
金
：
妊
婦
乳
児
健
康
診
査
費
等
補
助
金

　
　〔
う
ち
妊
婦
健
康
診
査
費
等
〕 

（
▲
13
億
円
）

 
〔
全
体
額
　
▲
38
億
円
〕

○
　
在
宅
福
祉
事
業
費
補
助
金
：
高
齢
者
社
会
活
動
推
進
等
事
業
費
補
助
金

　
　〔
う
ち
高
齢
者
の
生
き
が
い
と
健
康
づ
く
り
推
進
事
業
費
の
一
部
〕 

（
▲
 
5
億
円
）

○
　
児
童
保
護
費
等
補
助
金
：
保
母
養
成
所
費
等
補
助
金

　
　〔
う
ち
保
母
養
成
所
費
の
う
ち
公
立
分
〕 

（
▲
 
2
億
円
）

○
　
生
活
保
護
費
補
助
金
：
生
活
保
護
適
正
化
運
営
対
策
等
事
業
費

　
　〔
う
ち
審
議
会
等
経
費
等
の
一
部
〕 

（
▲
 
1
億
円
）

【
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
施
設
の
自
主
的
な
整
備
】

○
　
公
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
：
学
校
体
育
諸
施
設
整
備
費

　
　〔
う
ち
部
室
整
備
事
業
〕 

（
▲
 
7
億
円
）

570　　Ⅲ　予算



平成 9年度　　571
「
建
議
」・
「
最
終
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
9
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑶
　
大
幅
な
減
額
を
図
っ
た
補
助
金
等

8
年
度（
当
初
）

9
年
度

○
　
老
人
保
健
事
業
推
進
費
等
補
助
金

12
6億
円

⇒
97
億
円
（
▲
 
29
億
円
、
▲
23
.0％
）

○
　
給
付
費
等
臨
時
補
助
金

19
6億
円

⇒
60
億
円
（
▲
 1
36
億
円
、
▲
69
.4％
）

○
　
療
養
給
付
費
等
補
助
金
：
国
民
健
康
保
険
特
別
対
策
費
補
助
金

19
1億
円

⇒
14
6億
円
（
▲
 
45
億
円
、
▲
23
.6％
）

○
　
商
業
基
盤
施
設
整
備
費
補
助
金

11
0億
円

⇒
85
億
円
（
▲
 
25
億
円
、
▲
22
.7％
）

⑷
　
補
助
対
象
の
重
点
化

　
国
の
補
助
を
基
幹
的
な
事
業
に
重
点
化
し
、
地
方
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
観
点
か
ら
補
助
対
象
の
重
点
化
を
図
る
。

【
補
助
対
象
範
囲
の
見
直
し
】

○
　
漁
港
修
築
費
補
助
：
漁
港
改
修
事
業

　
　〔
漁
港
施
設
用
地
の
う
ち
冷
凍
及
び
冷
蔵
施
設
並
び
に
加
工
場
用
地
を
補
助
対
象
か
ら
除
外
〕

○
　
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
漁
港
関
連
道
整
備
事
業
費
補
助

　
　〔
主
要
漁
港
関
連
道
軽
微
改
良
事
業
の
廃
止
〕

【
採
択
基
準
の
引
上
げ
】

○
　
公
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
大
規
模
改
造
（
老
朽
施
設
）　
　
5,0
00
万
円
　
⇒
　
7,0
00
万
円
（
▲
20
億
円
）

○
　
公
共
事
業
に
お
け
る
採
択
基
準
の
引
上
げ

⑸
　
統
合
・
メ
ニ
ュ
ー
化

　
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
、
地
方
行
政
の
自
主
性
の
尊
重
及
び
事
務
簡
素
化
の
見
地
か
ら
、
類
似
目
的
の
補
助
金
等
の
統
合
・
メ
ニ
ュ
ー

化
を
図
る
。

○
　
保
険
事
業
費
等
補
助
金
の
メ
ニ
ュ
ー
化

○
 　
社
会
福
祉
施
設
整
備
費
、
施
設
運
営
費
の
補
助
等
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
実
態
を
調
査
し
、
補
助
金
の
適
切
・
厳
正
な
執

行
に
努
め
る
と
と
も
に
、
補
助
体
系
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に

つ
い
て
抜
本
的
に
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

〔
社
会
福
祉
法
人
の
施
設
整
備
に
係
る
補
助
金
等
の
執
行
手
続
に
つ
い
て
〕

　
実
態
を
調
査
の
上
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
9
年
1
月
末
、
そ
の
他
の
施
設
に
つ
い
て
は
9
年
3
月
末
を
目
途
に
改
善
策

を
と
り
ま
と
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
総
会
（
第
6
回
）　
平
成
9
年
1
月
17
日
配
布
資
料
（
3）
（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
8
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
総
会
・

企
画
部
会
・
法
制
部
会
・
歳
出
の
削
減
合
理
化
等
に
関
す
る
特
別
部
会
・
財
政
計
画
等
特
別
部
会
編
」
99
1-
11
01
ペ
ー
ジ
）。



8-154　 平成 9 年度特別減税決定に関する橋
本内閣総理大臣記者会見

平成 9年12月17日

冒頭発言
緊急に会見をお願いして大変恐縮です。
今回ＡＳＥＡＮ非公式首脳会議に出席をして、
十分その状況を把握していたつもりでしたが、
それ以上にアジアの経済状況が極めて深刻で
あることを改めて痛感させられました。我が
国の経済の状況については既に皆さんが御承
知のとおり、家計あるいは企業の景況感に厳
しさが見られ、また我が国の金融システムや
アジアの経済状況など、国民の不安感が払拭
出来ない状況にあることも事実です。

そして、クアラルンプールにおける会見の際
にも日本発の世界恐慌の引き金は絶対に引か
ないということを私は内外に鮮明にしてきま
した。そうした状況を踏まえて、改めて思い
切った施策を講じなければならない。そのよ
うな思いから特別減税を緊急に実施すること
を決心しました。

このため先ほど与党の幹部、自民党税制調査
会の幹部、更には大蔵大臣、自治大臣など、
関係閣僚にお集まりをいただいて、私の方か
ら平成 9年度補正予算において 2兆円の特別
減税を行うことについての指示を行いました。

今後、党、政府税調において、特別減税の具
体的な内容について早急に詰めを行っていた
だけるものと考えていますし、政府としても
与党の結論を踏まえて、早急に作業を進める
ことになります。

いずれにしても、今回の特別減税は、先般の
経済対策、昨日決定した10兆円の国債交付を
含む金融安定化対策及び法人税、有価証券取
引税、地価税などの減税を盛り込んだ平成10
年度税制改正などに加えての措置となるもの
でして、これらの措置を通じて企業や消費者
の皆さんの経済の先行きに対する不透明感が
ぬぐい去られるとともに、我が国の経済の回
復基調を確実に力強いものにすることが出来
る、そう考えております。

皆さんにお集まりをいただいた、これがその
内容です。どうぞよろしくお願いします。

質疑応答
【質問】特別減税については、これまでも与
党内、あるいは野党からいろいろ要求があり
ましたが、政府は財政構造改革ということで、
これまでそれを採らないとしてきました。今
回、総理があえて 2兆円減税を実施すると決
断されたその直接の判断の根拠というのはい
かがなものなんでしょうか。
それと、この財源はどうなるんでしょうか。
赤字国債の発行ということになるんでしょう
か。
【橋本総理】この特別減税の財源、これは補
正予算の編成過程で検討することになります
けれども、基本的には特例公債によらざるを
得ないだろうと思います。
同時に、2003年までにＧＤＰ比 3 ％という財
政構造改革は、これは今後ともに進めていか
なければならない、私は重要な課題だと今も
思っています。
その上で、先ほど申し上げたとおり、経済の
現状を踏まえて、思い切った手を打たなけれ
ばならぬ、そう考えて特別減税の実施を決断
をいたしました。
いずれにしても、日本の財政がＧ7 の中で最
悪であること、今後の急速な少子高齢化に対
応しなければならないことを考えれば、財政
構造改革が極めて重要であるという位置づけ
は何ら変化のあるものではありません。
【質問】この特別減税は単年度の措置なんで
しょうか。それとも来年度以降も続くものな
んでしょうか。
【橋本総理】ですから、平成 9 年度と、補正
予算でと今私は申し上げている。
【質問】総理にお尋ねいたしますけれども、
今年度決められた 9兆円の国民負担増という
ものは、結局間違いであったというような、
そういうようなお考えで今いらっしゃいます
か。
【橋本総理】そうおっしゃりたければおっ
しゃるのは結構。しかし、今、私たちは本当
に国の内外を考えて、その雁の群が飛ぶよう
な形でアジアの経済が動いてきた。その先頭
を飛んでいた日本というものの立場を考えて、
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クアラルンプールの 2日間、本当に私は考え
に考え抜いた挙げ句に、今あなたの言われた
ような御質問が出ることも覚悟した上で、こ
れを決断しました。国としてやらなきゃなら
ないことだから。
そして、日本発の世界恐慌は起こさないとい
う決心を持ってこれに臨んでいるんです。
【質問】総理のリーダーとしての御決断であ
るということは今よく分かりましたが、はっ
きり御決意なさったのはいつくらいのことな
んでしょうか。
【橋本総理】ですから、クアラルンプールで
2日間本当に考え抜きましたと申し上げてま
す。
【質問】政府がこれまで 2 兆円減税を踏み切
れなかったということの中には、減税が与え
る、景気に対する効果はさほどではないんで
はないかという判断も一つはあったと思うん
ですけれども、今回のこの 2兆円減税が今の
足踏みを続けている景気に与える影響という
ものについてはどのように御判断されていま
すでしょうか。
【橋本総理】私はこれがプラスに、当然なが
らなることを期待している。それなりの、相
応の効果を持つでしょう。ただ、その 2兆円
減税だけで物事、全部がうまくいくというも
のではありません。
昨日とりまとめられた10年度税制改正の内容、
これは法人税の実質減税、有価証券取引税の
税率の半減、地価税の課税停止などの措置が
盛り込まれています。こうした措置、全部を
通じて企業や消費者の経済の先行きに対する
不透明感というものが払拭される。そして、
我が国の経済の回復基調というものを力強い
ものに、確実なものにしていくことが出来る
と考えている。これが素直な申し上げ方だと
思う。
【質問】会見に先立って、自民党の三役の方
との協議では、この政局に関して御意見とか
はなかったんですか。
【橋本総理】自民党三役というのはちょっと
不正確で、私は与党幹部と、先ほどもちゃん
と申し上げているんですが、当然意見を言わ
れた方もありますよ。むしろ、例えば政治責
任を言われるんじゃないかということを言わ
れた方だってあります。だけれども、それは

今やらなきゃならぬことに比べれば小さな話
だと。そして、ここでしっかりと日本経済が
足を踏み固められるような状況をつくること
がまず第一だと。それ以上の御意見はありま
せんでした。
【質問】 2 兆円という規模なんですけれども、
いろいろ労働界を含めて、 5兆円規模、ない
しもっと大きな規模の減税を要求する声も
あったと思うんですけれども、何故 2兆円と
いう規模に決められたんですか。
【橋本総理】 1 つは、財政構造改革を進めな
がら、真に経済に有効な施策をという要請を
ベースに置きながら、同時に昨年までの特別
減税の規模というものを考慮したということ
は事実です。
それでは、どうも。

以上
（出所 ）首相官邸ウェブ・ページ「橋本内閣

総理大臣演説等」（http://kantei.go.jp/
jp/hasimotosouri/speech/1977/1217 
sorigenzei.html）。

8-155　平成 9年度補正予算について
　（財政制度審議会「平成10年度予算の編成
に関する建議　平成 9 年12月18日」、「Ⅱ. 平
成10年度予算編成に当たっての考え方」、「3. 
平成 9年度補正予算について」部分）
　補正予算に関しても財政構造改革の趣旨が
反映されるべきであり、補正予算の編成に当
たっては、財政法第29条の趣旨を厳正に判断
し、適切に対処していくべきである。
　平成 9年度補正予算については、以上のよ
うな考え方に基づき、災害関係経費の追加等、
緊急かつ真に必要な経費に限り措置すべきで
ある。
（出所 ）「平成10年度予算の編成に関する建議　

平成 9 年12月18日　財政制度審議会」
（大蔵省図書館所蔵）。

8-156　公的資金に関する国会答弁
　「預金保険のお金というのは公的資金かと
いうと、これは民間金融機関が拠出したもの
でございますから民間のお金だということも
言えますが、公的な組織を通じて出されるも
のだから公的な資金ではないかという判断も
あり得ると思います」



（参議院大蔵委員会　平成 7 年 3 月10日　大
蔵省銀行局長答弁（抄））

　「正式な定義というのはございませんが、
一般的に言われますのは、公的資金というの
は、財政資金や日銀の資金等だと思います」
（衆議院大蔵委員会　平成 9 年11月12日　大
蔵省銀行局長答弁（抄））

　「これは使う使途によって定義が違うよう
に思います。広くとりますと、一番最終的な
負担としては税金、一般会計から出るお金、
それから日本銀行の借り入れ、それから政府
保証、そういうものが含まれると思います。
したがいまして、統一された定義はないわけ
でございまして、どういう観点から公的資金
が議論されているかによると思います」
（衆議院大蔵委員会　平成 9 年12月 2 日　大
蔵省総務審議官答弁（抄））

　「公的資金をぎりぎり詰めていくというこ
とであれば、一般会計もあるでしょうし、財
投もあるでありましょうし、そして政府保証
という形もあるでありましょうし、最終的に
どこが責任を負うかというところをもって公
的資金、公的支援、こういうことになるので
はないでしょうか」
（衆議院大蔵委員会　平成 9 年12月 2 日　大
蔵大臣答弁（抄））
（出所 ）「第132回国会　参議院大蔵委員会会

議録　第四号　平成 7 年 3 月10日」、
「第141回国会　衆議院大蔵委員会議録 
　第四号　平成 9年11月12日」、「第141
回国会　衆議院大蔵委員会議録　第八
号　平成 9年12月 2 日」（国立国会図書
館　国会会議録検索システム：http://
kokkai.ndl.go.jp/）。
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【平成10年度】

8-157　 財政構造改革会議最終報告　橋本総
理記者会見

平成 9年 6月 3日
冒頭発言
【橋本総理】今日は、財政構造改革会議で取
りまとめた財政構造改革の推進方策について、
まず発言をさせていただきます。
　この財政構造改革会議をスタートさせたの
が本年の 1月ですから、延べ 5か月間、非常
に集中した論議を行っていただいた訳ですが、
お陰様で今日、推進方策がまとまり、先ほど
閣議決定まで進みました。内閣総理大臣とい
う立場、同時に財政構造改革会議の議長とし
て報告をさせていただきます。
　こうした報告をしなければならなくなった
その元、申し上げるまでもありませんが我が
国を取り巻く環境が大きく変化しているとい
うことにほかなりません。出生率が1.42人、
少子化が大変な勢いで進んでいます。
　一方で、大変これは喜ばしいことですけれ
ど、昭和38年に初めて我が国が100歳以上の
方々の実態を取り始めたとき、100歳以上の
方は153人しかおられなかった日本、昨年の
敬老の日には7,373人、この数字が示すとお
りに高齢化も進んでいる訳です。
　他方、経済の面から見れば、国際化の進む
中、まさに大競争時代というものに我々は直
面している。経済構造改革が求められるゆえ
んもここにあります。
　そうした中で、国と地方の屋台骨である財
政を見てみると、借金の総額は長期債務ベー
スで平成 9年度末に476兆円、国内総生産515
兆円に間もなく迫ろうかという状況でありま
す。財政構造、すなわち社会保障や公共投資、
教育といった各経費の構造について見直しを
怠れば、21世紀に入って経済が破綻するとい
う試算結果が幾つかの場面で示されているこ
とはもう皆さん御承知のとおりですし、子ど
もや孫の時代を考えるなら、我々はこんな状
況を続ける訳にいきません。

　このために、まず聖域なき徹底した歳出の
見直しを行うことによって赤字体質を変える
こと、次に各経費を圧縮するにしても大幅に
削減する分野と、逆に将来を考えるとき科学
技術のように増加した方が望ましい分野、め
りはりを付けて財政の構造を変えるというこ
とに着手しなければ、活力のある21世紀の展
望は開けない訳です。
　そんな問題意識を持って、財政構造改革会
議において政府与党の枢要なメンバーにお集
まりいただき、従来の枠組みにとらわれず徹
底的な議論をしてきました。
　今日取りまとめました財政構造改革の推進
方策、これは社会保障、公共投資、文教と
いった主要経費ごとに具体的な予算の削減、
抑制を金額をもって定め、各経費のめりはり
を付ける、これまで私たちが行ったことのな
い内容になっています。
　これらの歳出の改革と縮減の具体的方策を
実現することによって、当面来年度予算の一
般歳出の伸びを今年度に比べてマイナスにす
る。同時に、2003年度までに財政赤字対ＧＤ
Ｐ比を 3％以下とする。財政健全化目標への
達成の軌道がようやくこれによって可能に
なってきたと、そのように考えています。
　幾つか皆さんにお願いをしなければならな
い訳ですが、項目を手短に説明させてくださ
い。
　まず第一に社会保障について。 6つの改革
の 1つとして社会保障構造改革を進めていま
す。財政の視点からも社会保障構造改革が必
要であり、安定的運営の出来る社会保障制度
を構築すること、これを目指すことがこの中
に明記されています。今、医療については社
会保障構造改革の第一歩として国会で法改正
を御審議をいただいておりますが、更に10年
度以降、薬価基準制度の抜本的見直しなどの
諸改革に真正面から取り組むことにしていま
す。
　年金についても大変難しい問題があり、少



子高齢化の下でこのままの給付水準を維持し
ていけば、若い人々の保険料負担が極めて重
いものになってしまいます。何歳から支給を
受けることがいい、またどの程度の額を給付
することがいいのか。こうした課題に取り組
まなければなりません。これは既に11年度に
再計算を予定されている、こうした内容です。
　 2番目に公共投資ですが、近年、景気対策
のために大幅な追加が行われていきます。こ
の公共投資の水準をおおむね景気対策のため
の大幅な追加が行われてきた以前の国民経済
に見合った適正な水準にまで引き下げること
を目指します。このため、公共投資基本計画
の期間を 3年間延長し、当初の計画期間10年
間で見ますと600兆円から470兆円程度へ投資
規模を実質的に減らしていきます。また、公
共事業関係の長期計画についても計画期間を
延長し、投資規模を実質的に減らします。
　更に、公共事業予算の配分についても重点
化をさせていただかなければなりません。例
えば、経済構造改革を進めるという視点を
もって物流の効率化対策に資するものを中心
に優先的、重点的に整理をしたいと考えてい
ます。公共投資予算の各年度の予算額として
は集中改革期間中、各年度その水準の引き下
げを図っていき、まず10年度においては対 9
年度に比べマイナス 7％を上限といたしてお
ります。
　なお、これと並行して公共事業の建設コス
トの縮減については 9年度以降 3年間に少な
くとも10％以上の縮減を目指すことを既に関
係の閣僚会議で決定をし、その方向に進みつ
つあることも皆さん御承知のとおりです。
　 3番目に、防衛関係費です。我が国の安全
保障上の観点と経済、財政事情などを踏まえ
ますと、25兆1,500億円の中期防衛力整備計
画について、今後 3年間は防衛関係費の水準
を抑制するという考え方の下に、残り期間の
物件費の 1 割相当額、これは約9,200億円に
なる訳ですが、この 1割相当額の縮減を行う
べきか、本年中にこの内容を見直すことにい
たしました。また、集中改革期間中、防衛関
係費は対前年度同額以下に抑えることとして
います。
　 4 番目の問題はＯＤＡです。我々は今まで
世界一多くのＯＤＡの供給国として量的な拡

大を続けてきました。今後は、量から質への
転換を図ることに平成10年度から 3年間の集
中改革期間中、ＯＤＡ予算は各年度その水準
の引き下げを図りながら、特に10年度予算に
ついては対 9年度比10％マイナスの額を上限
とすることにしています。その際、ＯＤＡの
質の向上、予算配分の重点化・効率化、民間
資金の活用などを通じて、我が国がこれまで
にお約束をしたＯＤＡの円滑な執行を確保する。
これは当然でありますけれども、今後ともＯ
ＤＡの効果的な実施に努め、我が国の国際貢
献の姿勢を損なうことのないよう、万全を期
していきたいと思っています。
　最後に、 5番目として農林水産関係予算に
ついてであります。ウルグァイ・ラウンド農
業合意関連対策につきましては、農業農村整
備事業を中心に対策期間を 2年延長するとと
もに、新しい国際環境に対応し得る農業経営
の確立、地域特性の活用により資するよう、
事業の内容の見直しを行います。まず総事業
費 6 兆100億円における農業農村整備事業と、
そのほかの事業との事業費の比率、現在これ
は 6対 4になっていますが、これをおおむね
5対 5にすることにいたしました。なお、ウ
ルグァイ・ラウンド農業合意関連対策の予算
上の取扱いについては事業内容の見直しと併
せて予算編成過程で検討することとし、この
旨を財政構造改革会議において私から発言し
ております。
　以上、大きな点について簡単に御説明申し
上げましたが、他の項目についても、今後の
財政構造改革の方向性を深く掘り下げてお示
しをいたします。
　そこで、我々が一緒に考えなければならな
いことは景気対策という問題についてです。
私どもは、これまで不況に対して財政の出動
で対応してきました。今後は、安易に財政に
依存するのではなく、民間需要中心の中長期
的な安定成長につなげていくためには、規制
緩和を始めとした経済の構造改革を積極的に
進めていく。これによって景気の安定を図っ
てまいります。
　今、お話を申し上げました財政構造改革の
推進方策はいずれも極めて厳しい痛みを伴う
苦しい改革であります。国民の皆様にもこの
状況を是非御理解いただき、痛みを分かち
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合っていただくことを心からお願いを申し上
げなければならない、そうした大変厳しい選
択であります。
　世界に例を見ない超高齢化社会を迎えよう
としている中で、今のままの財政構造を放置
し、財政赤字の拡大を招くならば、21世紀の
経済・国民生活が破綻することは必至です。
そうした状況の中で、我々はあらゆる手段を
使いながら活力のある豊かな国民生活を実現
していくことに全力を傾けなければなりませ
ん。それが私たちの子どもたちやあるいは孫
たちの時代に対する責任、そうした思いでこ
の構造改革というものに取り組んでまいりま
した。
　そして、この財政構造改革の試練を乗り越
えることが我々の21世紀に対する責任である。
こうした点について、是非とも御理解と御協
力をいただくことを心からお願いを申し上げ
る次第です。どうぞよろしくお願いします。
（出所 ）首相官邸ウェブ・ページ「橋本内閣

総理大臣演説等」（http://www.kantei.
go.jp/jp/hasimotosouri/speech/1997/ 
0604sori-zaisei.html）。

8-158　 財政構造改革の推進方策に関する特
別措置法案（仮称）の概要

　「財政構造改革の推進方策」（平成 9年
6月 3日財政構造改革会議）及び閣議決
定に沿い、その内容のうち法律化すべき
ものを盛り込んだ法案。

第 1　総則
1　目的
　　この法律は、国及び地方の財政収支が著
しく不均衡な状況にあることにかんがみ、
次の事項を規定。
⑴　財政構造改革の推進に関する国の責務
⑵　財政構造改革の当面の目標及び国の財
政運営の当面の方針
⑶　各歳出分野における改革の基本方針・
集中改革期間における主要な経費の量的
縮減目標
⑷　政府が講ずべき制度改革等
⑸　地方財政の健全化

2 　財政構造改革の趣旨
　　財政構造改革は、将来に向けて更に効率
的で信頼できる行政を確立し、安心で豊か
な福祉社会及び健全で活力ある経済を実現
することが緊要な課題であることにかんが
み、経済構造改革を推進しつつ、財政収支
を健全化し、これに十分対応できる財政構
造を実現するために行われるもの。
3 　財政構造改革の推進に関する国の責務
　　国は、財政構造改革の趣旨にのっとり財
政構造改革を推進する責務を有する。
4  　財政構造改革の当面（平成15年度まで）
の目標
①　国・地方の財政赤字の対ＧＤＰ比 3％
以下

②　特例公債脱却及び公債依存度を引下
げ

5 　財政赤字の対国内総生産比の公表
　　平成10年度から15年度の各年度において
財政赤字の対ＧＤＰ比の見込み値及び実績
値を計算して公表。
6 　国の財政運営の当面の方針
⑴　国は、財政構造改革の当面の目標の達
成に資するよう、財政運営に当たり、一
般歳出の額を抑制するとともに、官と民、
国と地方の役割の見直し等の観点を踏ま
え、特別会計を含むすべての歳出分野を
対象とした改革を推進。

⑵　政府は、平成10年度の当初予算を作成
するに当たり、一般歳出の額が平成 9年
度の当初予算における一般歳出の額を下
回るようにする。

第 2 　各歳出分野における改革の基本方針、
集中改革期間における主要な経費の量的縮
減目標及び政府が講ずべき制度改革等

一　社会保障
1　社会保障関係費に係る改革の基本方針
　　社会保障制度の構造改革を進め、高齢化
等に伴い必要となる社会保障関係費の増加
額をできる限り抑制。
2 　社会保障関係費の量的縮減目標
⑴　平成10年度の当初予算は、平成 9年度
の当初予算の額に3,000億円を加算した
額を下回ること。

⑵　平成11年度・12年度の当初予算の額は、



前年度の当初予算の額におおむね100分
の102を乗じた額を上回らないこと。
 泫 　社会保障関係費の範囲は、集中改革
期間の各年度の当初予算で定める。な
お、他の「主要な経費」についてもこ
れと同様の方法でその範囲を定める。

3 　医療保険制度改革に関する検討
　　医療保険制度の安定的運営を図るため、
平成12年度までのできるだけ早い時期に、
医療保険制度等の抜本的な改革を行うため
の検討を行い、その結果に基づいて必要な
措置を講ずること等
4 　年金制度改革に関する検討
　　集中改革期間中において最初に行われる
財政再計算において、年金給付の在り方、
保険料率の在り方等について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるこ
と等
5  　社会保険事業の事務費に係る国庫負担等
の抑制
　　社会保険事業（年金事業等）の事務費に
係る国庫負担等を抑制するため、国民年金
法、国民年金特別会計法、厚生保険特別会
計法、国家公務員共済組合法等について、
平成10年度から15年度までの特例を規定。
6 　雇用保険制度の見直し
　　平成10年度予算の成立の日までのできる
だけ早い時期に、高年齢求職者給付金の在
り方について廃止を含めて見直し、失業等
給付に係る国庫負担の在り方について検討
を加え、その結果に基づいて必要な措置を
講ずること。
二　公共投資
1　公共事業予算に係る改革の基本方針
　　公共事業に係る予算について、経済構造
改革を早急に推進する必要性、国と地方と
の適切な役割分担等の課題に対応できるよ
う、重点化及び効率化。
2 　公共投資関係費の量的縮減目標
⑴　平成10年度の当初予算の額が平成 9年
度の当初予算の額に100分の93を乗じた
額を上回らないこと。
⑵　平成11年度・12年度の当初予算の額が
前年度の当初予算の額を下回ること。

3 　公共事業長期計画の期間の延長
　　森林整備事業計画、治山事業 5箇年計画、

治水事業 5箇年計画、港湾整備 5箇年計画、
特定交通安全施設等整備事業 5箇年計画、
下水道整備 5箇年計画、都市公園等整備 5
箇年計画、廃棄物処理施設整備計画の 2年
延長のための所要の措置。

三　文教
1　文教予算に係る改革の基本方針
　　文教予算について、児童又は生徒の数の
減少に応じた合理化、受益者負担の徹底等
の観点から、義務教育及び国立学校に対す
る一般会計の負担並びに私立学校に対する
助成等の在り方について見直し、抑制。
2  　国立学校特別会計への繰入れ・私立学校
に対する助成の総額の量的縮減目標
⑴　集中改革期間の各年度の当初予算にお
ける国立学校特別会計への一般会計から
の繰入金の額が前年度の当初予算の額を
上回らないこと。

⑵　集中改革期間の各年度の当初予算にお
ける私立学校助成費（経常費補助）の額
が前年度の当初予算の額を上回らないこ
と。

3 　教職員改善計画の計画期間の 2年延長
　　教職員改善計画の計画期間の 2年延長の
ための所要の措置。

四　防衛
1　防衛関係費に係る改革の基本方針
　　我が国の安全保障上の観点と経済事情及
び財政事情等を勘案し、節度ある防衛力の
整備を行う必要があることを踏まえつつ、
防衛関係費について、財政構造改革の推進
の緊要性に配意して、抑制。
2 　防衛関係費の量的縮減目標
　　集中改革期間の各年度の当初予算の防衛
関係費（ＳＡＣＯ関連経費を除く。）の額が
前年度の当初予算の額を上回らないこと。

五　政府開発援助
1　政府開発援助に係る改革の基本方針
　　政府開発援助について、量的拡充から質
の向上へ転換。
2 　政府開発援助費の量的縮減目標
⑴　平成10年度の当初予算の額が平成 9年
度の当初予算の額に10分の 9を乗じた額
を上回らないこと。

⑵　平成11年度・12年度の当初予算の額が
前年度の当初予算の額を下回ること。
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六　農林水産
1　農林水産関係予算に係る改革の基本方針
　　農林水産業の担い手に対して施策を集中
的に行い、市場原理の一層の導入等を図る
ことにより、農林水産関係予算について、
重点化及び効率化。
2 　主要食糧関係費の量的縮減目標
　　集中改革期間の各年度の当初予算の額が
前年度の当初予算の額を上回らないこと。
七　科学技術
1　科学技術振興費に係る改革の基本方針等
⑴　科学技術基本計画の実施に当たり、原
子力、宇宙開発、防衛等に係る研究に関
する経費を極力抑制。同計画の弾力的な
取扱い。
⑵　科学技術振興費について、重点化及び
効率化を進めるとともに、集中改革期間
中においては科学技術振興費以外の経費
との均衡に配慮。

2 　科学技術振興費の量的縮減目標
⑴　平成10年度の当初予算の額が平成 9年
度の当初予算の額におおむね100分の105
を乗じた額を上回らないこと。
⑵　平成11年度及び平成12年度の当初予算
の対前年度増加額をできる限り抑制。

3  　研究開発機関等の統合又は廃止に関する
計画の作成
　　集中改革期間中に、国の試験研究機関、
特殊法人等の統廃合計画を作成。
八　エネルギー対策
1　エネルギー対策に係る改革の基本方針
　　石炭並びに石油及びエネルギー需給構造
高度化対策特別会計のすべての歳出を見直
し、一般会計からの繰入額を縮減。
　　電源開発促進対策特別会計について、す
べての歳出を見直し、電源立地対策及び電
源多様化対策を一層効率化。
2 　エネルギー対策費の量的縮減目標
　　集中改革期間の各年度の当初予算の額が
前年度の当初予算の額を上回らないこと。
九　中小企業対策
1　中小企業対策費に係る改革の基本方針
　　中小企業対策費について、中小企業者等
の活力及び地方公共団体の役割を尊重する
観点から、すべての歳出を見直し。

2 　中小企業対策費の量的縮減目標
　　集中改革期間の各年度の当初予算の額が
前年度の当初予算の額を上回らないこと。

十　人件費の抑制
　　集中改革期間中においては、適切な措置
を講ずることにより、人件費の総額を極力
抑制。

十一　その他の事項に係る経費の抑制
　　集中改革期間の各年度の当初予算のその
他の事項に係る経費が、前年度の当初予算
の額を極力上回らないよう、抑制。

十二　補助金等の見直し
1　補助金等の見直し
　　社会経済情勢の変化、官と民、国と地方
の役割分担の在り方を踏まえ、すべての分
野において、国の補助金等を見直し。
2  　地方公共団体に対して交付される補助金
等の削減等
⑴　制度等見直し対象補助金等は、制度又
は施策の見直しや事業等の見直しを行う
ことにより、削減又は合理化を図る。

⑵　その他補助金等は、集中改革期間の各
年度の当初予算の所管ごとの額が前年度
の当初予算の所管ごとの額に10分の 9を
乗じた額を上回らないようにする。

泫　地方公共団体及び特殊法人等以外の者
に対して交付される補助金等も同様。

3  　特殊法人等に対して交付される補助金等
の削減等

　　交付の対象となる事業等の見直しを行う
ことにより、削減又は合理化を図る。
4  　補助金等の交付の決定に関し各省各庁の
長が講ずべき措置

　　各省各庁の長は、補助金等の交付決定額
等の下限を定めること、補助金等の交付決
定の概要等を公表すること等の措置を講ず
る。

第 3　地方財政の健全化
1  　財政構造改革の推進に関する地方公共団
体の責務

　　地方公共団体は、財政構造改革の当面の
目標の達成に資するよう、財政構造改革に
努め、その財政を自主的かつ自立的に健全
化。



2 　地方公共団体に対する行財政上の措置
　　政府は、地方公共団体の財政の自主的か
つ自立的な健全化が円滑に推進されるよう、
地方公共団体に対し、適切に行政上及び財
政上の措置を講ずる。
3 　地方一般歳出の額の抑制等のための措置
⑴　政府は、財政構造改革の当面の目標の
達成に資するため、地方一般歳出の額が
抑制されたものとなるよう、必要な措置
を講ずる。
⑵　政府は、平成10年度の地方財政計画に
おける地方一般歳出の額が、平成 9年度
の地方一般歳出の額を下回るよう、必要
な措置を講ずることとする。

第 4　附則
　　政府は、この法律の施行後必要に応じ、
財政構造改革の実施状況等を勘案し、国及
び地方公共団体の財政の在り方について検
討を加え、財政構造改革の当面の目標の達
成のため必要があると認めるときは、更な
る歳出の改革と縮減のための措置を講ずる
こととする。

当初の予算作成に当たっての「主要な経費」
に係る量的縮減目標等

10年度 11年度・12年度
社会保障関係費 3,000億円を加

算した額を下回
るようにする。

おおむね 102/
100を乗じた額
を上回らないよ
うにする。

公共投資関係費 93/100を乗じた
額を上回らない
ようにする。

前年度の額を下
回るようにする。

文 教 予 算
国立学校特別
会計へ繰入
私学助成（経
常費）

前年度の額を上回らないようにす
る。
前年度の額を上回らないようにす
る。

防 衛 関 係 費 前年度の額を上回らないようにす
る。

政府開発援助費 9 /10を乗じた
額を上回らない
ようにする。

前年度の額を下
回るようにする。

主要食糧関係費 前年度の額を上回らないようにす
る。

科学技術振興費 おおむね 105/
100を乗じた額
を上回らないよ
うにする。

増加額をできる
限り抑制する。

エネルギー対策費 前年度の額を上回らないようにす
る。

中小企業対策費 前年度の額を上回らないようにす
る。

人 件 費 総額を極力抑制する。
そ の 他 前年度の総額を極力上回らないよ

う、抑制する。
一 般 歳 出 前年度の額を下

回るようにする。
［平成15年度まで］
抑制する。

地方財政計画
一 般 歳 出

政府は、前年度
の額を下回るよ
う、必要な措置
を講ずる。

［平成15年度まで］
政府は、抑制さ
れたものとなる
よう、必要な措
置を講ずる。

（出所 ）財政制度審議会総会（第 2 回）及び
法制部会（第 1 回）合同会議　平成 9
年 9 月25日配布資料（9）（財政制度審
議会「平成 9 年度　財政制度審議会資
料集　総会・企画部会・法制部会・財
政計画等特別部会・財政構造改革特別
部会編」91-97ページ）。

8-159　 国鉄長期債務の本格的処理について
～平成10年度予算要求～

平成 9年10月運輸省鉄道局

国鉄改革の総仕上げに向けて、国鉄長期
債務の本格的処理を実施する。

基本的な考え方
○　国鉄長期債務の本格的処理は、昭和62年
4 月 1 日に実施された国鉄改革の総仕上げ
のために避けては通れない課題である。ま
た、財政構造改革を実施していくための不
可欠の課題である。

○　国鉄清算事業団に残る土地等の資産が乏
しくなった状況下では、事業団がその自主
財源によって国鉄長期債務の処理を行うと
いう現行のスキームは、破綻している。

○　このため、国鉄長期債務を国の債務とし
て位置付け、国においてその本格的処理を
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早急に実施する必要がある。

具体的な処理
1．国鉄長期債務については、その処理の状
況を明らかにするため、「国鉄長期債務整
理特別会計」（仮称）を設置する。
①　有利子債務及び無利子債務は、特別会
計が承継する。

   　年金追加費用等は特殊法人が支払うが、
その支払いの原資に充てるため、特別会
計が特殊法人に対して年金関係債務（有
利子の確定債務）を負担する。
②　有利子債務（年金関係債務を含む。）
の利払い分の全額及び元本償還分の一部
は、一般会計から特別会計に対して国債
費として繰り入れる。
③　無利子債務は、特殊法人からの資産処
分収入納付金に応じて、一般会計に償還
する。
④　有利子債務の元本の借換えのために必
要な資金は、特別会計において、特別会
計債券及び借入金によって調達する。

2．国鉄長期債務の処理財源は、特殊法人か
らの資産処分収入納付金及び一般財源によ
ることとする他、今後の与党における検討
等を踏まえ引き続き調整する。
3．国鉄長期債務の処理に係る金利負担の軽
減を図る。このため、既存の財投借入金に
ついて金利軽減措置を講ずるとともに、今
後の資金調達について税制上の特典を付け
た無利子債券の発行の措置を講ずる。
4．国鉄清算事業団は、整理する。このため、
職員の再就職対策を講ずる。
5．国鉄清算事業団の残る業務、権利義務等
は、他の特殊法人（日本鉄道建設公団）が
承継する。
  特殊法人は、特例的・暫定的な業務とし
て、次の業務を行う。
①　残る資産を処分し、その収益を特別会
計に納付する。

②　特別会計からの年金関係債務の元金償
還金を原資として、年金追加費用等の支
払いを行う。

③　旧国鉄時代以来の業務その他国鉄清算
事業団から引き継いだ業務を行う。

6．特別会計の設置及び国鉄長期債務の承継、
国鉄清算事業団の整理及び特殊法人による
業務、権利義務等の承継は、平成10年10月
1 日に実施する。

平成10年度における財政上・税制上の措置
○予算措置 （前年度予算）

百万円 百万円
　・ 国鉄清算事業団に
対する補助 40,100 （ 40,100）

　・ 国鉄長期債務整理
特別会計（仮称）
に対する一般会計
からの繰入れ（国
債費） 690,000 （ ―）

○財政投融資
　・財政投融資 2,172,800 （ 903,500）

上半期（国鉄清
算事業団） 868,700
下半期（国鉄長
期債務整理特別
会計（仮称）） 1,304,100

　・ 既存の財政投融資
借入金について金
利軽減措置を講ず
ること。 事項要求 （ ―）

○税制上の措置
　・ 無利子債券の発行に係る所得税・法人税
の特例措置の創設 （新規　国税）

　・ 国鉄清算事業団の整理に伴い日本鉄道建
設公団に承継される業務等に係る課税の
特例措置 （新規　国税・地方税）

　・ 国鉄長期債務の本格的処理のための所要
の税制上の措置



国鉄長期債務の本格的処理の方式（参考図）

国鉄長期債務整理特別会計（仮称）［10年度通年ベースの試算］

○一般会計
　 　13,700億円

［財源の内訳］
　※無利子債務償還分
　　　　　　3,800億円
　その他の財源
　　　　　9,900億円

○資産処分収入
　　   5,600億円

○市中・財投
　　 29,000億円

①一般会計繰入れ（国債費）

　
　利子の全額

　元本の一部

13,700億円

9,700億円

4,000億円

③債券・借入金（借換え）

②無利子債務（8.3兆円）償還

①有利子債務（19.5兆円）償還

　利子

　元本
［元本処理財源の内訳］
　○一般会計
　○納付金
　○借換え

○16兆円の有利子債務の
　元利償還（一般債権者）

　うち、厚生年金債務分

○3.5兆円の年金関係債務
　の元利償還（承継法人）

3,400億円

500億円

41,100億円

※一般会計への償還
3,800億円

44,500億円

9,700億円

34,800億円

4,000億円
1,800億円
29,000億円

5,600億円

3,800億円
1,800億円

3,800億円

48,300億円

29,000億円

48,300億円

収 入 支 出

②承継法人納付金収入

　無利子債務分
　有利子債務分

（出所 ）「国鉄長期債務の本格的処理について～平成10年度予算要求～　平成 9年10月　運輸省鉄道局」、
財政制度審議会歳出の削減合理化等に関する特別部会（第 1回）平成 9年10月16日配布資料（6）
「国鉄長期債務の本格的処理について」（財政制度審議会「平成 9年度　財政制度審議会資料集　
歳出の削減合理化等に関する特別部会編」41-47ページ）。

一　般　会　計

国

特　別　会　計

特　殊　法　人

年金の負担

支払い

資産の処分

その他の承継業務

有　利　子　債　務

有利子債務
約16兆円

年金関係債務
（有利子債務）
約3.5兆円

無利子債務
約8.3兆円

繰入れ（国債費）
・利払い
・元本償還の一部

特別会計が
資金を調達
（元本償還分）

債権債務の
関係

債権者に
元利支払い

償 還

○ 特別会計債券

無利子債券

○ 借入金

（注）債務残高は、平成10年度首時点の
　　　見込額である。

債権債務の
関係

償 還 資産処分収入納付金
（特別会計収入）
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8-160　国鉄長期債務問題について

〔財政制度審議会歳出の削減合理化等に関する特別部会（第 6回）　平成 9年12月 8 日　配布資
料（3）「国鉄長期債務問題について（説明資料）」（抄）〕

Ⅰ ．平成 9年12月 3 日の財政構造改革会議企画委員会（国鉄長期債務問題第 7回）において提
示された座長案

国鉄長期債務の処理策について
1 ．国鉄長期債務の現状

27.8兆円

有利子債務　15.2
（うち運用部7.5、簡保0.6）

一般会計に帰属（運用部・簡保分は繰上償還）

国が承継

資産も承継

法人

無利子債務
8.3

年金等負担金
4.3

2 ．毎年度の利払費等
○　有利子債務の利払費
・ 　元本償還分を借換により資金調達した場合 6600億円程度

○ 　年金等負担金（厚生年金移換金債務を含む）の支払 4000億円程度
・ 　昭和31年 6 月以前の期間分に係る年金等負担金

（総支払見込額は6.7兆円）
3400億円程度

・ 　厚生年金統合に伴う移換金債務
（元本7,700億円を19年間で分割償還）

600億円程度

3．処理策の骨格
○ 　処理策においては、年金等負担金の支払（厚生年金移換金債務の償還を含む）、利払費、
元本償還に分けて考える。
○ 　年金等負担金の支払は、法人が行うこととし、その財源については、①土地・株式の売
却収入等の自主財源、②一般会計からの補助金、及び③ＪＲ負担（調整中）を充てること
とする。
○　有利子債務（15.2兆円）及び無利子債務（8.3兆円）は、国に承継させる。
○ 　有利子債務の利払費については、①資金運用部・簡保の借入金、引受債（8.1兆円）の
繰上償還により金利負担を軽減した上で、②郵貯特会からの特別繰入れ、③税負担を財源
に充てることとする。
○ 　元本償還に要する財源については、上記の財源の一部を充てるほか、当面は、一般会計
の歳出・歳入両面にわたる努力により対応することとする。



〔通年ベース〕

注 1）初年度である10年度は、繰上償還の時期、方法、金利水準等により額は変動する。
注 2）平成10年度から平成14年度までの 5年間とする。
注 3）有利子債務（約15.2兆円）及び無利子債務（約8.3兆円）を60年で償還する場合に要する額。
注 4）最終的には、年金負担が縮小していくことに伴い確保される財源等により対応。

年金等負担金 ≪法人≫

4000億円程度

利　払　費

（10年度中に借り
換えた債務の利
子分を含む）

6600億円程度

≪ 国 ≫

4100億円程度

元　本　償　還

≪ 国 ≫

元本償還のための
財源

4000億円程度
（注 3） （注 4）

土地・株式の売却収入
等の自主財源

一般会計からの補助金
（運輸省予算）
650億円程度

JR負担　　調整中

資金運用部・簡保の
繰上償還による金利
負担軽減
　  2500億円程度

（注 1）

（注 2）

　　その他の方策
（当面は一般会計の
　歳出・歳入両面に
　わたる努力により
　対応）

　  

郵貯特会からの特別
繰入れ
　  2000億円程度

税　負　担

4000億円程度

（厚生年金移換金
債務を含む）

金利負担軽減後の
利払費
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〔財政制度審議会歳出の削減合理化等に関する特別部会（第 6回）　平成 9年12月 8 日　配布資
料（4）「国鉄長期債務問題について（参考資料）」（抄）〕

財政構造改革会議企画委員会［国鉄長期債務関係］開催状況
第 1回　10／ 1 （水）　財政当局及び運輸省からのヒアリング

第 2回　10／ 7 （火）　国鉄改革関係者からのヒアリング
　　　　　　　　　　　・ 亀井正夫氏（住友電気工業株式会社相談役（元国鉄再建管理委員会

委員長））
　　　　　　　　　　　・ 加藤　寛氏（千葉商科大学学長（元国鉄再建管理委員会委員長代理））

第 3回　10／16（木）　国鉄長期債務の本格的処理のための具体的処理方策について
　　　　　　　　　　　・ 今後の利子及び年金等負担金の見通し
　　　　　　　　　　　・ 年金関係の負担について
　　　　　　　　　　　・ 財投資金の繰上償還あるいは金利減免
　　　　　　　　　　　・ 相続税軽減等の特典を付けた無利子国債の発行

第 4回　10／29（水）　 「財投・郵貯」「年金等・ＪＲ負担」「無利子国債」「特定財源」の 4 グ
ループからの検討結果報告及びその他の選択肢について

第 5回　11／ 5 （水）　ＪＲからのヒアリング等

第 6回　11／13（木）　国鉄長期債務の本格処理のための具体的処理方策について
　　　　　　　　　　　・ 具体的処理策についての議論（フリーディスカッション）
　　　　　　　　　　　・ 整備新幹線の取扱いについて

第 7回　12／ 3 （水）　国鉄長期債務の処理のための具体的方策について
　　　　　　　　　　　・座長案の提示

財政構造改革の推進について（抜粋）
平成 9年 6月 3日
閣 議 決 定

7．清算事業団債務
　財政構造改革を実現していくためには残高が28兆円にものぼる本問題を本格的に処理するこ
とが不可欠である。
　現在、与党内において進められている検討では、これまで以下の方策が掲げられている。
・自主財源による債務償還
・財投資金の繰上償還あるいは金利減免
・相続税軽減等の特典を付けた無利子国債の発行
・歳出全般の大胆な見直し
・交通機関利用者全体の負担
・ＪＲによる負担
・鉄道利用税等の形によるＪＲ利用者の負担
・揮発油税等道路財源の活用
・事業団債務の一般会計への付け替え



・増税による国民負担
　将来世代へ負担を先送りするという形での安易な処理を回避するため、情報の公開・債務増
大の原因の分析を行いつつ、国民の理解と納得が得られるよう、これらを含むあらゆる方策に
つき個別具体的に検討を行い「平成 9年中に成案を得る」（平成 8年12月25日閣議決定）こと
とする。
（出所 ）財政制度審議会「平成 9 年度　財政制度審議会資料集　歳出の削減合理化等に関する

特別部会編」579-582ページ、585-587ページ。
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8-161　平成10年度一般会計概算要求額調
 9 年 9 月 9 日

（単位　百万円）

所　管 前年度予算額 平成10年度
概算要求額 比較増△減額 伸　率

（％） 備　考

皇 室 費 6,725 6,725 0 0.0
国 会 129,060 137,114 8,054 6.2
裁 判 所 310,788 313,824 3,036 1.0
会 計 検 査 院 16,126 16,302 176 1.1
内 閣 18,035 18,360 325 1.8
総 理 府 9,209,897 9,009,298 △ 200,599 △ 2.2
防 衛 庁 4,947,263 4,941,100 △ 6,163 △ 0.1
そ の 他 4,262,634 4,068,198 △ 194,436 △ 4.6

法 務 省 577,541 587,361 9,820 1.7
外 務 省 774,799 719,941 △ 54,858 △ 7.1
大 蔵 省 1,946,559 1,947,834 1,275 0.1
文 部 省 5,819,763 5,870,599 50,836 0.9
厚 生 省 14,716,745 14,991,489 274,744 1.9
農 林 水 産 省 3,121,684 2,948,538 △ 173,146 △ 5.5
通 商 産 業 省 924,955 922,845 △ 2,110 △ 0.2
運 輸 省 953,533 899,867 △ 53,666 △ 5.6
郵 政 省 83,728 84,293 565 0.7
労 働 省 502,539 502,254 △ 285 △ 0.1
建 設 省 5,889,076 5,245,833 △ 643,243 △ 10.9
自 治 省 105,147 167,410 62,263 59.2

物流効率化による経
済構造改革特別枠 ― 150,000 150,000 ―

生活関連等公共事業
重点化枠 ― 250,000 250,000 ―

計（ 一 般 歳 出 ） 45,106,700 44,789,887 △ 316,813 △ 0.7
国 債 費 16,802,329 18,055,750 1,253,421 7.5
地方交付税交付金 15,480,975 17,707,896 2,226,921 14.4

合　計 77,390,004 80,553,533 3,163,529 4.1

（注 1  ）「計（一般歳出）」には、前年度において「産業投資特別会計へ繰入等」で整理していた金額（平
成 9年度1,300,000百万円）を含んでいる。

（注 2  ）上記以外にも、運輸省から国鉄長期債務の処理に要する経費について、農林水産省から国有林
野事業特別会計の累積債務の処理に要する経費について、要求がある。



総理府所管（除防衛庁）内訳
（単位　百万円）

組　織 前年度予算額 平成10年度
概算要求額 比較増△減額 伸　率

（％） 備　考

総 理 本 府 等 56,153 62,959 6,806 12.1
警 察 庁 254,082 255,271 1,189 0.5
総 務 庁 1,556,233 1,523,928 △ 32,305 △ 2.1
北 海 道 開 発 庁 1,005,932 896,671 △ 109,261 △ 10.9
経 済 企 画 庁 22,636 15,158 △ 7,478 △ 33.0
科 学 技 術 庁 571,411 590,478 19,067 3.3
環 境 庁 79,304 78,797 △ 507 △ 0.6
沖 縄 開 発 庁 333,231 300,009 △ 33,222 △ 10.0
国 土 庁 383,652 344,927 △ 38,725 △ 10.1

小　計 4,262,634 4,068,198 △ 194,436 △ 4.6

（参考 1）
1．特別会計の新設等要求

農林水産省 国有林野事業特別会計（改組）
運 輸 省 国鉄長期債務整理特別会計（仮称）

2．特殊法人の新設等要求
科学技術庁 名称未定

（動力炉・核燃料開発事業団の改組）
通商産業省 日本貿易振興会

（日本貿易振興会とアジア経済研究所の統合）
運 輸 省 日本国有鉄道清算事業団（廃止）

3．定員の増加要求
一 般 会 計 △2,714人
特 別 会 計 4,745人
計 2,031人

4 ．機構の要求（主なもの）
⑴　局

大 蔵 省 金融局（仮称）（証券局及び銀行局廃止）
国際局（仮称）（国際金融局廃止）

⑵　施設等機関
厚 生 省 国立児童自立支援施設（国立教護院の名称変更）
農林水産省 真珠研究所（廃止）

⑶　特別の機関
外 務 省 （在外公館）

在チェンマイ総領事館
在デンヴァー総領事館
在クライストチャーチ総領事館
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5 ．財政投融資計画要求額調
（ 9年度計画額） （10年度要求額） （増△減額） （伸　率）
513,571億円 502,472億円 △11,099億円 △2.2％
うち　一般財政投融資 うち　一般財政投融資 うち　一般財政投融資
393,271億円 372,472億円 △18,799億円 △4.8％

（出所 ）財政制度審議会総会（第 2 回）及び法制部会（第 1 回）合同会議　平成 9 年 9 月25日　
配布資料（6）「最近の財政事情について　○平成10年度一般会計概算要求額調　平成 9
年 9月25日　大蔵省主計局」（財政制度審議会「平成 9年度　財政制度審議会資料集　総
会・企画部会・法制部会・財政計画等特別部会・財政構造改革特別部会編」79-81ページ）。



8-162　財政事情の試算
（名目成長率1.75％～ 3.5％を前提）

（単位：兆円、％）
9年度
1997年度

10年度
1998年度

11年度
1999年度

12年度
2000年度

13年度
2001年度

14年度
2002年度

15年度
2003年度

歳
　
　
出

1 ． 国 債 費 16.8
（4.7）
17.6

（2.1）（6.2）
18.0 ～ 18.7

（1.3）（3.3）
18.2 ～ 19.3

（▲3.0）（▲1.1）
17.6 ～ 19.1

（0.0）（1.7）
17.6 ～ 19.4

（0.0）（1.6）
17.6 ～ 19.7

2 ． 地 方 交 付 税 15.5
（10.5）（12.6）
17.1 ～ 17.4

（1.8）（4.4）
17.4 ～ 18.2

（2.2）（4.1）
17.8 ～ 18.9

（2.1）（3.9）
18.2 ～ 19.7

（▲0.4）（1.7）
18.1 ～ 20.0

（2.3）（4.2）
18.5 ～ 20.8

3 ． 一 般 歳 出

2％ ［－0.32］
（2.0）
45.7

（2.0）
46.6

（2.0）
47.6

1％ 45.1
（▲0.7）
44.8

（0.0）
44.8±α

（0.0）
44.8±β

（1.0）
45.2

（1.0）
45.7

（1.0）
46.2

0％
（0.0）
44.8

（0.0）
44.8

（0.0）
44.8

計

2％
（0.9）（1.7）
81.5 ～ 84.4

（1.0）（1.9）
82.3 ～ 86.0

（1.6）（2.4）
83.7 ～ 88.1

1％ 77.4
（2.7）（3.1）
79.5 ～ 79.8

（0.9）（2.3）
80.2 ～ 81.7

（0.8）（1.7）
80.8 ～ 83.0

（0.3）（1.2）
81.0 ～ 84.0

（0.5）（1.3）
81.4 ～ 85.1

（1.1）（1.9）
82.3 ～ 86.7

0％
±α　 ±α ±β　 ±β（▲0.2）（0.6）

80.6 ～ 83.5
（▲0.1）（0.8）
80.5 ～ 84.2

（0.5）（1.4）
80.9 ～ 85.3

歳
　
　
入

1 ． 税収、その他収入 60.7
（1.8）（3.7）
61.8 ～ 62.9

（1.4）（3.3）
62.6 ～ 65.0

（2.2）（4.1）
64.0 ～ 67.7

（1.9）（3.9）
65.2 ～ 70.3

（1.7）（3.6）
66.3 ～ 72..8

（1.9）（3.8）
67.6 ～ 75.6

2 ． 公 債 金 収 入 16.7
［－1.95］

14.8
［－1.25］

13.5
［－1.25］

12.3
［－1.25］

11.0
［－1.25］

9.8
［－1.25］

8.5

四 条 公 債 9.2
［－0.7］

8.5

特 例 公 債 7.5
［－1.25］

6.2

計 77.4
（▲1.1）（0.4）
76.5 ～ 77.7

（▲0.5）（1.1）
76.1 ～ 78.5

（0.2）（1.8）
76.3 ～ 79.9

（0.0）（1.7）
76.3 ～ 81.3

（▲0.2）（1.6）
76.1 ～ 82.6

（0.0）（1.9）
76.1 ～ 84.1

要 調 整 額
（ 歳 出 － 歳 入 ）

2％ 5.2 ～ 3.2 6.2 ～ 3.4 7.6 ～ 4.0
1％ ― 2.9 ～ 2.1 4.0 ～ 3.2 4.5 ～ 3.1 4.8 ～ 2.7 5.3 ～ 2.5 6.2 ～ 2.6
0％ ±α  ±α ±β  ±β 4.3 ～ 2.3 4.4 ～ 1.6 4.8 ～ 1.2

（参考） （単位：％）
国・地方の財政赤字対GDP比 5.4 4.8 ～ 4.8 4.3 ～ 4.2 4.0 ～ 3.9 3.5 ～ 3.4 3.1 ～ 3.1 2.6 ～ 2.5
＊　国・地方の財政赤字対GDP比は、本試算の公債減額が実現できた場合の仮定計算である。
○ 　この試算は、「財政構造改革の推進に関する特別措置法案」において、財政構造改革の当面の目標として、平成15年度
（2003年度）までに、国及び地方公共団体の財政赤字の対国内総生産比を 3％以下とし、国の一般会計において特例公債依
存から脱却することとされていること等を踏まえ、平成15年度（2003年度）までの財政事情を、一定の仮定の下に機械的に
試算したものである。また、本試算は、将来の予算編成を拘束するものではなく、ここに計上された計数は、試算の前提等
に応じ変化するものである。

（注） 1．国　債　費　……  10年度については、概算要求を踏まえた計数。11年度以降については、経済成長率に応じ金利
を仮置きして計算。

2．地方交付税　…… 法定率分（名目成長率×弾性値1.2（ 9 年度税制改正の影響等を調整。））＋特例措置分
3．一 般 歳 出　……  10年度については、概算要求ベースの44.8兆円（44兆7,900億円）で仮置きし、11年度及び12年

度については、10年度と同額で仮置き。13年度以降については、 0％、 1 ％、 2 ％でそれぞれ
等率で伸ばした額を仮置き。

4．税　　　収　…… 名目成長率×弾性値1.1（ 9 年度税制改正の影響等を調整。）
5．その他収入　…… 名目成長率等
6．公債金収入　……  10年度については四条公債は 9 年度の発行額から7,000億円減額した額を、特例公債は12,500億

円減額した額を仮置き。11年度以降については10年度の発行額から毎年度12,500億円ずつ機械
的に減額した額を仮置き。

7．各欄の左側の計数は、名目経済成長率1.75％の場合であり、右側の計数は名目経済成長率3.5％の場合。
8．（　）書は対前年度伸率であり、［　］書は対前年度比較増減額。

（備考）　 　運輸省から要求がある国鉄長期債務の処理に要する経費及び農林水産省から要求がある国有林野事業特別会計の累
積債務の処理に要する経費について、仮に要求通りに処理したとした場合に上記の要調整額に追加される額

（単位：兆円）
国　鉄　長　期　債　務 ― 0.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
国有林野特会累積債務 ― 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

計 ― 0.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
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（参考） 要調整額の推移

（兆円）

要調整額
（兆円）

（+1.7）（+1.7）（+1.7）
5.2 6.2 7.6 2%

（+0.8） （+1.7）（+1.7） 4.8 5.3 6.2 1% 一般歳出伸率
2.9 4.0 4.5 4.3 4.4 4.8 0%

（兆円） 【名目成長率3.5％の場合】

【名目成長率1.75％の場合】

75

80

85

90

9
（1997）

10
（1998）

11
（1999）

12
（2000）

13
（2001）

14
（2002）

15
（2003）

（年度）

75

80

85

90

9
（1997）

10
（1998）

11
（1999）

12
（2000）

13
（2001）

14
（2002）

15
（2003）

（年度）

歳出

歳出

歳入（試算の公債減額を前提）

歳入
（試算の公債減額を前提）

要調整額

要調整額

2％

1％
0％

3.7

要調整額
（兆円）

（+1.7）（+1.7）（+1.7）
3.2 3.4 4.0 2%

（+0.8） （+1.7）（+1.7） 2.7 2.5 2.6 1% 一般歳出伸率
2.1 3.2 3.1 2.3 1.6 1.2 0%2.9

3.72.9

2.9
2.1

運輸省から要求がある国鉄長期債務の処
理に要する経費及び農林水産省から要求
のある国有林野特別会計の累積債務の処
理に要する経費について、仮に要求通り
処理した場合。

運輸省から要求がある国鉄長期債務の処
理に要する経費及び農林水産省から要求
のある国有林野特別会計の累積債務の処
理に要する経費について、仮に要求通り
処理した場合。

一般歳出伸率

2％

1％
0％

一般歳出伸率

（注）歳入については、公債金収入を10年度は9年度の発行額から1.95兆円減額し、11年度以降1.25兆円
　　 ずつ機械的に減額した額を仮置きしている。

（出所 ）財政制度審議会財政構造改革特別部会（第 1 回）平成 9 年10月14日配布資料（5）「財
政事情の試算」（財政制度審議会「平成 9年度　財政制度審議会資料集　総会・企画部会・
法制部会・財政計画等特別部会・財政構造改革特別部会編」415ページ及び520ページ）。
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4　
「
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議
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び
「
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1
．
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成
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編
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＋
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円
⇒
10
年
度
 1
5,3
35
億
円
）

　
私
学
助
成
（
経
常
費
助
成
）

同
額
以
下

±
0.0
％
 （
9
年
度
  
3,6
99
億
円
⇒
10
年
度
  
3,6
99
億
円
）

防
衛
関
係
費

同
額
以
下

▲
0.2
％
 （
9
年
度
 4
9,4
75
億
円
⇒
10
年
度
 4
9,3
97
億
円
）

（
SA
CO
除
き
）

▲
0.3
％
 （
9
年
度
 4
9,4
14
億
円
⇒
10
年
度
 4
9,2
90
億
円
）

O
D
A
予
算

▲
10
％
以
下

▲
10
.4％
（
9
年
度
 1
1,6
87
億
円
⇒
10
年
度
 1
0,4
73
億
円
）

主
要
食
糧
関
係
費

同
額
以
下

▲
0.1
％
 （
9
年
度
  
2,6
92
億
円
⇒
10
年
度
  
2,6
91
億
円
）

科
学
技
術
振
興
費

概
ね
＋
5
％
以
下

＋
4.9
％
 （
9
年
度
  
8,4
93
億
円
⇒
10
年
度
  
8,9
07
億
円
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費

同
額
以
下

▲
2.6
％
 （
9
年
度
  
6,8
60
億
円
⇒
10
年
度
  
6,6
82
億
円
）

中
小
企
業
対
策
費

同
額
以
下

▲
0.4
％
 （
9
年
度
  
1,8
65
億
円
⇒
10
年
度
  
1,8
58
億
円
）

（
注
）
防
衛
関
係
費
の
キ
ャ
ッ
プ
の
か
か
る
範
囲
は
、
SA
CO
関
連
経
費
を
除
く
部
分
。



「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

2
．
社
会
保
障

⑴
　
医
療

○
　
医
療
保
険
制
度
改
革

　
 　
医
療
に
つ
い
て
は
、
国
民
医
療
費
の
伸
び
を
国
民
所
得
の

伸
び
の
範
囲
内
と
す
る
と
の
基
本
方
針
を
堅
持
し
、
医
療
提

供
体
制
及
び
医
療
保
険
制
度
の
両
面
に
わ
た
る
抜
本
的
構
造

改
革
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
　
当
面
の
医
療
費
の
適
正
化
・
合
理
化

　
 　
平
成
10
年
度
予
算
編
成
に
お
い
て
は
、
当
面
、
以
下
を
含

め
、
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
の
医
療
費
の
適
正
化
、
効
率
化
を
図

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
 　
ま
ず
、
我
が
国
の
薬
剤
給
付
に
つ
い
て
は
、
薬
の
使
い
過

ぎ
等
に
よ
り
、
諸
外
国
と
比
べ
て
薬
剤
比
率
が
高
い
と
い
う

問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
い
わ
ゆ

る
薬
価
差
か
ら
生
じ
て
い
る
面
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
薬
価
の
大
幅
な
引
き
下
げ
に
よ
り
、
薬
価
差

の
縮
小
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　
 　
ま
た
、
平
成
10
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
は
、
国

民
医
療
費
が
引
き
続
き
高
い
伸
び
を
示
す
一
方
、
賃
金
、
物

価
が
落
ち
着
い
た
動
き
を
示
し
て
い
る
こ
と
や
医
療
保
険
財

政
の
厳
し
い
現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
厳
に
抑
制
し
た
も
の
に
す

べ
き
で
あ
る
。

○
　
国
立
病
院
・
療
養
所

　
 　
今
後
は
、
昨
年
の
「
国
立
病
院
等
の
再
編
成
に
伴
う
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律
」
の
改
正
や
平
成
12
年
度
末
ま
で
に
施

設
の
廃
止
を
含
め
た
対
処
方
針
を
決
定
す
る
な
ど
を
内
容
と

し
た
「
再
編
成
・
合
理
化
の
基
本
指
針
」
の
見
直
し
を
踏
ま

え
、
再
編
成
計
画
の
実
施
を
一
層
強
力
に
推
進
す
る
必
要
が

あ
る
。

　
 　
平
成
10
年
度
の
国
立
病
院
・
療
養
所
に
対
す
る
一
般
会
計

か
ら
の
繰
入
れ
に
つ
い
て
は
、
経
営
合
理
化
を
更
に
推
進
す

る
こ
と
と
し
て
、
平
成
9
年
度
予
算
に
引
き
続
き
、
そ
の
縮

減
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

○
　
現
在
、
医
療
保
険
福
祉
審
議
会
に
お
い
て
、
薬
価
制
度
、
診
療
報
酬
体
系
等
の
抜
本
的
見
直
し
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

○
 　
平
成
10
年
度
に
お
い
て
は
、
薬
価
の
大
幅
な
引
下
げ
、
医
療
費
の
適
正
化
、
医
療
提
供
体
制
の
見
直
し
を
図
る
と
と
も
に
、
老
人
医
療

費
の
負
担
の
公
平
化
の
観
点
か
ら
所
要
の
制
度
改
正
を
行
う
。

○
薬
価
等
の
適
正
化
：
薬
価
基
準
で
9.7
％
の
引
下
げ
。
医
療
材
料
に
つ
い
て
も
価
格
を
引
下
げ
。

○
医
療
費
の
適
正
化
：
不
正
請
求
の
返
還
金
に
対
す
る
加
算
金
の
割
合
の
引
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重
複
、
頻
回
受
診
者
等
に
対
す
る
保
健
婦
の
訪
問
活
動
の
強
化
　
等

○
保
険
病
床
数
の
適
正
化
：
過
剰
病
床
地
域
に
お
け
る
保
険
医
療
機
関
の
新
規
病
床
数
の
制
限
等

○
老
人
医
療
費
拠
出
金
の
負
担
の
公
平
化
：
老
人
医
療
費
拠
出
金
の
老
人
加
入
率
上
限
の
引
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
現
行
）　
25
％
　
→
　（
見
直
し
後
）　
30
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
退
職
者
に
係
る
老
人
医
療
費
拠
出
金
の
見
直
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
→
 　
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
者
の
老
人
医
療
拠
出
金
の

　1
/2

　を
被
用
者
保
険
制
度
の
負
担

と
す
る
。

○
診
療
報
酬
改
定
：
改
定
率
1.5
％
＋
診
療
報
酬
合
理
化
分

○
国
立
病
院
特
別
会
計
へ
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
繰
入
額
の
縮
減
を
図
る
。

平
成
9
年
度

平
成
10
年
度

繰
入
額

1,8
02
億
円

→
1,4
68
億
円

繰
入
率

16
.6％

→
13
.4％

　

594　　Ⅲ　予算



平成10年度　　595
「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
　
年
金

　
 　
平
成
11
年
度
の
財
政
再
計
算
に
お
い
て
は
、
公
私
の
年
金

の
適
切
な
役
割
分
担
を
図
る
と
と
も
に
、
給
付
と
負
担
の
均

衡
を
確
保
し
、
将
来
世
代
の
負
担
が
過
重
な
も
の
と
な
ら
な

い
よ
う
、
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
 　
将
来
世
代
の
負
担
増
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
給
付
総
額

の
削
減
が
不
可
欠
で
あ
り
、
給
付
水
準
、
ス
ラ
イ
ド
方
式
、

支
給
開
始
年
齢
、
在
職
者
や
一
定
以
上
の
収
入
等
の
あ
る
者

に
対
す
る
年
金
支
給
、
施
設
入
所
者
に
対
す
る
年
金
支
給
等

に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
 　
ま
た
、
世
代
間
及
び
世
代
内
の
負
担
の
公
平
の
観
点
か
ら
、

将
来
世
代
に
負
担
を
先
送
り
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
現
行

の
段
階
的
保
険
料
率
を
見
直
す
と
と
も
に
、
総
報
酬
制
の
導

入
等
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

○
 平
成
11
年
度
に
予
定
さ
れ
る
年
金
制
度
改
革
に
向
け
て
、
年
金
審
議
会
に
お
い
て
論
点
整
理
が
行
わ
れ
、
厚
生
省
か
ら
給
付
と
負
担
の
枠

組
み
に
つ
い
て
、
年
金
改
革
の
「
5
つ
の
選
択
肢
」
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
。（
平
成
9
年
12
月
5
日
）

　
今
後
、
同
審
議
会
に
お
い
て
、
さ
ら
に
制
度
改
革
の
具
体
化
に
向
け
た
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

⑶
　
雇
用
保
険

　
 　
雇
用
保
険
に
つ
い
て
は
、
労
使
の
保
険
料
の
ほ
か
、
雇
用

に
関
す
る
国
の
責
任
の
観
点
か
ら
一
部
国
庫
負
担
（
求
職
者

給
付
1
/
5
、
雇
用
継
続
給
付
1
/1
0等
）
に
よ
り
そ
の
財
源

が
賄
わ
れ
て
い
る
が
、
国
の
財
政
の
健
全
化
及
び
自
己
責
任

原
則
の
観
点
か
ら
、
国
庫
負
担
の
在
り
方
を
見
直
す
必
要
が

あ
る
。

　
 　
65
歳
以
上
の
労
働
者
（
高
年
齢
継
続
被
保
険
者
）
が
失
業

し
た
場
合
に
一
定
の
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
高
年
齢
求
職
者

給
付
に
つ
い
て
は
、
そ
の
1
/
5
が
国
庫
負
担
で
賄
わ
れ
て

い
る
が
、
65
歳
以
降
は
む
し
ろ
年
金
で
支
え
て
い
く
べ
き
年

代
で
あ
り
、
高
年
齢
求
職
者
給
付
に
係
る
国
庫
負
担
は
廃
止

す
べ
き
で
あ
る
。

○
失
業
等
給
付
に
係
る
国
庫
負
担
に
つ
い
て
、
自
己
責
任
原
則
の
観
点
か
ら
、
国
庫
負
担
率
を
引
下
げ
。

現
行

見
直
し
後

求
職
者
給
付

1/
5

→
14
/1
00

雇
用
継
続
給
付

1/
10

→
7/
10
0

○
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
に
係
る
国
庫
負
担
に
つ
い
て
、
年
金
と
の
整
合
性
等
を
踏
ま
え
、
廃
止
。

（
注
）　
船
員
保
険
（
失
業
部
門
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
観
点
か
ら
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。



「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

3
．
公
共
投
資

○
 　
公
共
事
業
予
算
の
よ
り
一
層
の
重
点
化
・
効
率
化
の
推
進

の
た
め
、
経
済
構
造
改
革
関
連
の
社
会
資
本
に
つ
い
て
、
物

流
の
効
率
化
対
策
に
資
す
る
も
の
を
中
心
と
し
て
優
先
的
、

重
点
的
に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
相
対
的
に
立
ち

遅
れ
て
い
る
生
活
関
連
の
社
会
資
本
へ
の
重
点
化
を
図
る
こ

と
を
基
本
と
し
て
、
配
分
の
重
点
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
必

要
。
な
お
生
活
関
連
の
社
会
資
本
に
つ
い
て
は
、
国
と
地
方

の
適
切
な
役
割
分
担
に
配
慮
し
つ
つ
、
一
定
の
生
活
水
準
の

確
保
の
た
め
の
投
資
分
野
を
優
先
す
る
と
と
も
に
、
真
に
整

備
が
遅
れ
て
い
る
分
野
・
地
域
へ
の
重
点
化
を
徹
底
す
る
こ

と
が
必
要
。

○
 　
限
ら
れ
た
財
政
資
金
の
一
層
の
効
率
的
活
用
の
観
点
か
ら
、

公
共
事
業
の
効
率
化
・
透
明
化
を
推
進
す
る
た
め
、
コ
ス
ト

縮
減
対
策
の
推
進
、
費
用
対
効
果
分
析
の
積
極
的
活
用
を
図

る
ほ
か
、
長
期
に
わ
た
る
事
業
等
を
対
象
に
事
業
実
施
段
階

に
お
い
て
再
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
事
業
の
中

止
、
休
止
を
含
む
必
要
な
見
直
し
を
行
う
新
た
な
シ
ス
テ
ム

を
公
共
事
業
全
体
に
導
入
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
が
必

要
。

○
 　
経
済
構
造
改
革
の
推
進
に
資
す
る
た
め
、
特
別
枠
の
活
用
に
よ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
中
心
の
物
流
効
率
化
関
連
事
業
に
優
先
的
配
分
を

行
う
。

　
・
 　「
物
流
効
率
化
に
よ
る
経
済
構
造
改
革
特
別
枠
」（
1,5
00
億
円
）
の
う
ち
、
半
分
以
上
の
79
4億
円
を
省
庁
間
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

配
分
す
る
と
と
も
に
、
緊
密
な
連
携
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
予
算
を
国
土
庁
に
一
括
計
上

○
 　
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
直
結
す
る
分
野
に
つ
い
て
は
、
大
幅
な
マ
イ
ナ
ス
予
算
の
下
で
も
、
引
き
続
き
で
き
る
限
り
の
重
点
化
を
行

う
。

○
　
農
業
農
村
整
備
事
業
の
見
直
し
（
44
0億
円
）

○
　
上
記
を
中
心
に
、
全
体
と
し
て
昭
和
50
年
度
以
来
の
大
幅
な
事
業
別
・
所
管
別
シ
ェ
ア
の
見
直
し

　
・
　
実
額
ベ
ー
ス
で
1,8
00
億
円
程
度
の
大
幅
な
シ
ェ
ア
変
動
要
因

　
・
　
所
管
別
変
動
幅
と
し
て
は
1.0
％
、
事
業
別
変
動
幅
と
し
て
も
2.4
％
と
い
う
大
幅
な
シ
ェ
ア
変
動

○
　
事
業
採
択
段
階
に
お
け
る
費
用
対
効
果
分
析
の
積
極
的
活
用

　
・
　
全
事
業
に
お
い
て
費
用
対
効
果
分
析
を
実
施

○
　「
再
評
価
シ
ス
テ
ム
」
の
導
入
（
い
わ
ゆ
る
「
時
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」）

　
・
 　
事
業
採
択
後
一
定
期
間
経
過
後
で
未
着
工
の
事
業
や
長
期
に
わ
た
る
事
業
等
を
対
象
に
再
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
事
業

の
中
止
、
休
止
を
含
め
た
必
要
な
見
直
し
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
新
た
に
公
共
事
業
全
体
に
導
入
。

○
　
事
業
実
施
後
に
お
け
る
評
価
に
つ
い
て
も
、
手
法
等
に
つ
い
て
検
討
を
開
始
。

○
 　
上
記
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
10
年
度
予
算
に
お
い
て
も
事
業
の
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
い
、
過
去
に
例
の
な
い
規
模
で
の
事
業
の
中
止
、

休
止
等
を
決
定

　（
主
な
例
）

　
　
ダ
ム
　
　
　
　
　
中
止
　
6
ダ
ム
　
　
　
休
止
　
12
ダ
ム

　
　
港
湾
　
　
　
　
　
休
止
　
18
港

　
　
農
業
農
村
整
備
　
11
の
国
営
事
業
を
廃
止
（
羊
角
湾
等
2
干
拓
、
15
農
業
用
ダ
ム
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
道
空
港
の
制
度
廃
止
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平成10年度　　597
「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
 　
道
路
特
定
財
源
問
題
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
閣
議
決
定

『
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
』
に
基
づ
き
、
危
機
的

な
財
政
状
況
、
受
益
者
負
担
制
度
の
基
本
等
を
踏
ま
え
、
道

路
関
係
社
会
資
本
へ
の
活
用
な
ど
従
来
の
取
扱
い
等
の
見
直

し
に
つ
い
て
総
合
的
な
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
。

○
 　
閣
議
決
定
『
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
』
等
を
踏
ま
え
、
道
路
関
係
社
会
資
本
へ
の
活
用
に
よ
る
自
動
車
重
量
税
の
運
用
の
見

直
し
を
行
う
こ
と
と
し
、
具
体
的
に
は
、

　
①
　
河
川
等
関
連
公
共
施
設
整
備
促
進
事
業
　
　
　
67
5億
円

　
②
　
住
宅
宅
地
関
連
公
共
施
設
整
備
促
進
事
業
　
　
69
9億
円

　
③
　
都
市
再
開
発
関
連
公
共
施
設
整
備
促
進
事
業
　
30
億
円

　
を
道
路
整
備
事
業
に
計
上
。

（
参
考
）

　
　
平
成
10
年
度
予
算
政
府
案
に
お
け
る
　
　
道
路
整
備
国
費
の
合
計
額
　
　
　
　
3
兆
4,3
95
億
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
路
特
定
財
源
等
の
税
収
総
額
　
　
3
兆
3,4
84
億
円



「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

4
．
文
教
・
科
学
技
術

⑴
　
文
教

　
①
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金

　
 　
義
務
教
育
国
庫
負
担
制
度
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
制

度
の
目
的
、
発
足
以
来
の
経
緯
等
を
も
踏
ま
え
、
負
担
対
象

等
に
つ
い
て
見
直
し
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

　
②
 高
等
教
育
、
私
学
に
係
る
負
担
の
在
り
方

　
 　
国
立
大
学
の
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
私
立
大
学
と
の
格
差

の
現
状
及
び
国
立
学
校
特
別
会
計
に
お
け
る
自
己
財
源
確
保

の
必
要
性
を
も
考
慮
し
、
適
正
化
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
。

受
益
者
負
担
の
徹
底
の
観
点
か
ら
学
部
別
授
業
料
等
に
つ
い

て
も
検
討
を
進
め
る
べ
き
。

○
 　
第
6
次
教
職
員
配
置
改
善
計
画
（
5’
～
10
’）
の
計
画
期
間
の
2
年
延
長
を
受
け
、
10
年
度
に
お
い
て
は
計
画
残
4,7
82
人
の
う
ち
1,0
67

人
を
措
置
す
る
。

○
　
国
庫
負
担
限
度
基
準
に
つ
い
て
、
最
高
限
度
率
等
の
見
直
し
を
行
う
。

○
　
国
立
学
校
の
授
業
料
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
改
定
す
る
。

　
＊
　
大
学
（
平
成
11
年
度
入
学
者
か
ら
）

　
　
　
現
　
行
　
46
9,2
00
円
　

　
改
定
後
　
47
8,8
00
円
（
＋
9,6
00
円
、
2.0
％
）

○
 　
在
学
中
に
授
業
料
改
定
が
あ
っ
た
場
合
に
新
授
業
料
を
適
用
す
る
「
ス
ラ
イ
ド
制
」
を
導
入
し
、
平
成
11
年
度
入
学
者
か
ら
適
用
す
る
。

⑵
　
科
学
技
術

　
 　
科
学
技
術
関
係
予
算
に
つ
い
て
は
、
優
先
順
位
の
厳
し
い

選
択
を
行
う
と
と
も
に
、
同
一
分
野
の
研
究
開
発
や
同
種
の

研
究
開
発
制
度
に
つ
い
て
の
重
複
排
除
や
連
携
促
進
を
図
り

つ
つ
、
本
格
的
な
研
究
評
価
制
度
に
基
づ
い
た
一
層
の
重
点

的
か
つ
効
率
的
な
資
金
分
配
を
行
う
こ
と
が
必
要
。

　
 　
科
学
技
術
庁
予
算
に
つ
い
て
は
、
創
造
的
・
基
礎
的
研
究

の
充
実
を
図
る
た
め
に
も
、
分
野
別
予
算
配
分
の
よ
り
一
層

の
見
直
し
が
必
要
。

○
 　
創
造
的
・
基
礎
的
研
究
等
の
充
実
に
配
慮
す
る
一
方
で
、『
財
政
構
造
改
革
法
』
に
則
し
て
原
子
力
及
び
宇
宙
関
係
経
費
を
極
力
抑
制

す
る
と
い
っ
た
分
野
別
の
資
金
配
分
に
配
意
し
て
い
る
。

　
 　
例
え
ば
、
科
学
技
術
庁
予
算
に
お
い
て
基
礎
研
究
等
の
構
成
比
が
原
子
力
関
係
経
費
を
抜
い
て
初
め
て
ト
ッ
プ
と
な
っ
た
。

［
科
学
技
術
庁
一
般
会
計
予
算
の
4
分
類
］ 

（
億
円
、
％
）

9
年
度

10
年
度

伸
　
率

基
礎
研
究
等

1,7
19
（
30
.1）

1,9
23
（
32
.8）

11
.8

原
子
力

1,9
53
（
34
.2）

1,8
58
（
31
.8）

▲
4.9

宇
宙
開
発

1,8
06
（
31
.6）

1,8
25
（
31
.2）

1.0
海
洋
開
発

23
5（
4.1
）

24
5（
4.2
）

4.2

（
注
）
原
子
力
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費
を
含
む
。

○
 　
研
究
分
野
・
制
度
の
重
複
の
排
除
を
図
る
ほ
か
、
研
究
分
野
・
制
度
毎
に
省
庁
の
枠
を
越
え
て
共
同
連
携
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
戦

略
的
な
重
点
的
配
分
を
図
る
。

9
年
度

10
年
度

ゲ
ノ
ム
関
連
研
究

54
億
円

⇒
13
2億
円

目
標
達
成
型
脳
科
学
研
究

13
9億
円

⇒
17
0億
円

地
球
変
動
予
測

59
1億
円

⇒
61
6億
円

○
 　
研
究
の
競
争
的
環
境
を
醸
成
し
つ
つ
研
究
資
金
の
重
点
的
・
効
率
的
配
分
等
を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
に
開
か
れ
た
科
学
技
術
と
す
る

た
め
、
各
省
庁
に
お
い
て
事
前
・
中
間
・
事
後
に
わ
た
る
外
部
評
価
の
実
施
、
評
価
結
果
の
公
表
等
、
研
究
開
発
に
係
る
評
価
体
制
を
確

立
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
各
省
庁
連
絡
会
議
を
設
置
す
る
。

　
 　
ま
た
、
国
全
体
の
研
究
の
評
価
白
書
を
作
成
す
る
た
め
の
経
費
を
新
規
に
計
上
す
る
。
こ
れ
ら
の
た
め
、
研
究
開
発
の
評
価
に
関
す
る

経
費
と
し
て
、
5.2
億
円
（
9
年
度
2.2
億
円
）
を
計
上
す
る
。
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「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

5
．
防
衛

①
 　
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、『
財
政
構
造
改
革
法
』
を
踏

ま
え
、
合
理
化
・
効
率
化
・
コ
ン
パ
ク
ト
化
の
観
点
か
ら
、

全
て
の
経
費
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
策
を
講
じ
て
厳
し
く
抑
制

を
図
る
と
同
時
に
、
従
来
に
も
増
し
て
後
年
度
負
担
の
抑
制

に
努
め
る
こ
と
が
重
要
。

○
 　
平
成
10
年
度
の
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
SA
CO
関
係
経
費
を
除
く
ベ
ー
ス
で
4
兆
9,2
90
億
円
と
対
前
年
度
比
0.3
％
減
、
昭
和
30

年
度
以
来
の
マ
イ
ナ
ス
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
SA
CO
関
係
経
費
と
し
て
10
7億
円
を
計
上
し
て
お
り
、
防
衛
関
係
費
全
体
で
は
4
兆

9,3
97
億
円
（
▲
0.2
％
）
と
な
る
。

　
総
　
額
 

（
単
位
：
億
円
）

9
年
度

10
年
度

増
　
減

キ
ャ
ッ
プ

49
,41
4

49
,29
0

▲
12
4（
▲
0.3
％
）
SA
CO
除
き

49
,47
5

49
,39
7

▲
78
（
▲
0.2
％
）
　
対
前
年
度
同
額
以
下

上
段
は
SA
CO
関
係
経
費
を
除
い
た
金
額

②
 　
正
面
装
備
品
は
、
殆
ど
が
翌
年
度
以
降
歳
出
化
さ
れ
予
算

の
硬
直
化
要
因
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
後
方
支
援
部
門
の
経

費
の
増
加
に
つ
な
が
る
。
装
備
品
の
数
量
を
抑
制
す
る
と
共

に
、
輸
入
装
備
品
の
一
層
の
活
用
、
特
殊
な
規
格
・
仕
様
の

見
直
し
、
汎
用
品
の
活
用
等
に
よ
る
調
達
価
格
の
抑
制
等
取

得
改
革
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
。

○
 　
正
面
契
約
に
つ
い
て
は
、
合
理
化
・
効
率
化
・
コ
ン
パ
ク
ト
化
の
観
点
か
ら
、
事
業
の
緊
要
性
を
厳
し
く
吟
味
し
事
業
量
を
抑
制
し
、

平
成
10
年
度
に
お
い
て
は
、
対
前
年
度
5.1
％
減
の
7,9
80
億
円
と
し
て
い
る
。
正
面
契
約
額
8,0
00
億
円
以
下
は
、
昭
和
58
年
度
以
来
の
低

い
水
準
と
な
る
。

　
正
面
契
約
額
の
推
移
 

（
単
位
：
億
円
、
％
）

8
年
度

9
年
度

10
年
度

対
前
年
度

対
前
年
度

対
前
年
度

8,3
52

10
2

8,4
10

58
7,9
80

▲
43
0

（
1.2
）

（
0.7
）

（
▲
5.1
）

○
 　
後
年
度
負
担
に
つ
い
て
も
、
正
面
契
約
の
抑
制
等
に
よ
り
新
規
の
大
幅
な
削
減
を
盛
り
込
み
、
繰
延
べ
等
に
よ
る
増
加
分
を
上
回
り
、

34
7億
円
を
削
減
。

（
単
位
：
億
円
、
％
）

区
分

8
年
度

9
年
度

10
年
度

対
前
年
度

対
前
年
度

対
前
年
度

後
年
度
負
担

30
,44
0

69
4

31
,33
9

89
9

30
,99
2

▲
34
7

（
　
2.3
）

（
　
3.0
）

（
▲
1.1
）

新
　
規

18
,51
9

53
8

18
,93
8

41
9

17
,54
4

▲
1,3
94

既
　
定

11
,92
0

15
6

12
,40
1

48
1

13
,44
8

1,0
47

○
　
取
得
改
革

　
　
 　
防
衛
大
綱
、
中
期
防
に
示
さ
れ
た
調
達
価
格
等
の
抑
制
に
努
め
る
観
点
か
ら
、
10
年
度
、
防
衛
庁
に
設
置
さ
れ
た
取
得
改
革
委
員
会

に
お
い
て
最
終
報
告
を
取
り
ま
と
め
、
防
衛
庁
規
格
・
仕
様
の
見
直
し
等
、
取
得
改
革
の
一
層
の
推
進
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

○
 　
閣
議
決
定
『
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
』
に
基
づ
き
、
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成
8
年
度
～
平
成
12
年
度
）
の
見
直
し
を

1
年
前
倒
し
で
実
施
（
12
月
19
日
安
全
保
障
会
議
・
閣
議
決
定
）



「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

6
．
O
D
A

　
 　
O
D
A
予
算
に
つ
い
て
は
、
総
額
の
抑
制
を
図
る
中
で
、

以
下
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
O
D
A
の
量
か
ら
質
へ
の
転
換

を
進
め
る
べ
き
。

①
 　
環
境
、
社
会
開
発
、
人
道
、
金
融
セ
ク
タ
ー
改
革
支
援
等

の
分
野
の
重
点
化
。

○
 　
一
般
会
計
O
D
A
予
算
に
つ
い
て
は
、『
財
政
構
造
改
革
法
』
の
規
定
に
従
い
、
量
か
ら
質
へ
の
転
換
を
徹
底
し
、
対
前
年
度
比
10
.4％

減
の
10
,47
3億
円
程
度
を
計
上
。

○
　
各
省
庁
間
の
予
算
配
分
の
大
幅
な
見
直
し
（
外
務
省
分
▲
4.8
％
、
大
蔵
省
分
▲
16
.8％
）

・
　
環
境

　
・
温
暖
化
対
策
等
と
し
て
植
林
無
償
（
10
億
円
）、
環
境
・
社
会
開
発
セ
ク
タ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
無
償
（
50
億
円
）
を
創
設
。

　
・
地
球
環
境
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
支
援
（
9
億
円
）
を
創
設
。

　
・
世
銀
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
等
の
環
境
関
連
の
技
術
援
助
向
け
拠
出
を
拡
充
（
26
億
円
→
37
億
円
）。

・
　
社
会
開
発

　
・
 環
境
・
社
会
開
発
セ
ク
タ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
無
償
を
創
設
（
50
億
円
）、
子
供
の
健
康
無
償
に
つ
き
前
年
度
水
準
（
26
億
円
）
を
確
保
。

　
・
JI
CA
に
よ
る
社
会
開
発
分
野
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
方
式
技
術
協
力
を
拡
充
（
12
0件
→
12
4件
）。

　
・
途
上
国
の
女
性
支
援
の
た
め
、
国
連
開
発
計
画
（
U
N
D
P）
の
W
ID
信
託
基
金
等
を
拡
充
（
3
億
円
→
5
億
円
）。

　
・
国
連
合
同
エ
イ
ズ
計
画
（
U
N
A
ID
S）
拠
出
金
に
つ
き
前
年
度
水
準
（
6
億
円
）
を
確
保
。

・
　
人
道

　
・
人
道
分
野
向
け
国
際
機
関
（
U
N
H
CR
、
U
N
IC
EF
、
U
N
FP
A
、
IC
RC
）
拠
出
金
に
つ
き
前
年
度
水
準
を
確
保
。

　
・
人
道
支
援
を
行
う
緊
急
無
償
に
つ
き
前
年
度
水
準
（
97
億
円
）
を
確
保
。

・
　
金
融
セ
ク
タ
ー
改
革
支
援

　
・
IM
Fの
金
融
セ
ク
タ
ー
改
革
に
か
か
る
技
術
支
援
を
拡
充
す
る
た
め
、
拠
出
金
を
拡
充
（
19
億
円
→
28
億
円
）。

　
・
世
銀
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
等
向
け
拠
出
に
新
た
に
金
融
セ
ク
タ
ー
改
革
支
援
枠
（
35
億
円
）
を
創
設
。
 

等

②
 　
途
上
国
か
ら
の
研
修
生
の
受
入
れ
等
を
通
じ
る
途
上
国
の

人
造
り
支
援
の
重
要
性
に
配
慮
。

③
 　
O
D
A
の
裾
野
を
拡
大
す
る
観
点
か
ら
N
GO
と
の
連
携
強

化
等
に
よ
り
国
民
参
加
型
の
O
D
A
を
促
進
。

④
 　
有
償
資
金
協
力
、
無
料
資
金
協
力
、
技
術
協
力
間
の
連
携

の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
19
省
庁
に
ま
た
が
る
技
術
協
力

予
算
の
効
率
化
と
援
助
政
策
の
整
合
性
の
確
保
。

⑤
 　
事
前
調
査
・
事
後
評
価
・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
拡
充
・
強

化
や
情
報
公
開
の
徹
底
。

・
　
JI
CA
に
つ
い
て
、
研
修
員
受
入
を
拡
充
（
7,8
80
人
→
7,9
30
人
）。

・
　
国
費
外
国
人
留
学
生
を
拡
充
（
新
規
受
入
 4
,44
5人
→
4,5
45
人
）。
 

等

・
　
我
が
国
N
GO
の
活
用
等
を
念
頭
に
お
い
た
草
の
根
無
償
を
拡
充
（
50
億
円
→
57
億
円
）。

・
 　
青
年
海
外
協
力
隊
新
規
派
遣
に
つ
き
前
年
度
水
準
を
確
保
、
協
力
隊
員
登
録
制
度
を
導
入
、
帰
国
隊
員
の
就
職
対
策
と
し
て
進
路
相
談

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
拡
充
。
 

等

・
　
円
借
款
案
件
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
た
め
、
リ
ハ
ビ
リ
無
償
（
30
億
円
）
を
創
設
。

・
　
JI
CA
に
よ
る
円
借
向
け
実
施
設
計
調
査
の
拡
充
・
資
金
協
力
に
連
携
し
た
研
修
員
、
専
門
家
派
遣
の
拡
充
。

・
　
技
術
協
力
予
算
に
つ
い
て
、
効
率
化
の
観
点
か
ら
、
一
部
JI
CA
へ
の
予
算
移
管
を
実
施
（
19
省
庁
⇒
17
省
庁
）。
 

等

・
　
JI
CA
に
よ
る
在
外
ミ
ニ
開
発
調
査
の
新
設
・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
事
業
の
創
設

・
　
第
3
者
評
価
の
拡
充

・
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
情
報
公
開
の
強
化
 

等

600　　Ⅲ　予算
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7
．
農
　
業

⑴
 　
農
林
水
産
関
係
予
算
の
重
点
化
・
効
率
化

　
 　
平
成
10
年
度
農
林
水
産
関
係
予
算
に
つ
い
て
は
、
危
機
的

な
財
政
事
情
を
踏
ま
え
、
限
ら
れ
た
財
政
資
金
の
効
率
的
使

用
を
図
る
と
の
観
点
か
ら
、
担
い
手
へ
の
施
策
の
集
中
、
市

場
原
理
、
競
争
条
件
の
一
層
の
導
入
を
図
り
つ
つ
、
各
種
施

策
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
更
に
重
点
的
・
効
率
的

な
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
　
農
林
水
産
関
係
予
算
の
重
点
化
・
効
率
化

　
 　
平
成
10
年
度
農
林
水
産
関
係
予
算
に
つ
い
て
は
、
閣
議
決
定
『
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
』
を
踏
ま
え
、
全
体
と
し
て
各
種
経

費
の
節
減
合
理
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
担
い
手
へ
の
施
策
の
集
中
、
市
場
原
理
、
競
争
条
件
の
一
層
の
導
入
を
図
り
つ
つ
各
種
施
策
の

見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
重
点
的
・
効
率
的
な
予
算
配
分
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

額
の
推
移
（
億
円
）

区
　
分

9
年
度

10
年
度

増
　
減

キ
ャ
ッ
プ

農
林
水
産
関
係
予
算
総
額

35
,92
2

33
,75
6

▲
2,1
67
（
▲
6.1
％
）

　
　
　
公
共
事
業
関
係
費

19
,60
4

17
,43
9

▲
2,1
65
（
▲
11
.0％
）
（
公
共
投
資
全
体
で
）

対
前
年
度
▲
7
％
以
下

　
　
　
主
要
食
糧
関
係
費

2,6
92

2,6
91

▲
 1
（
▲
0.1
％
）

対
前
年
度
同
額
以
下

一
般
農
政
費

13
,62
7

13
,62
6

▲
 1
（
▲
0.0
％
）

（
注
 ）
計
数
は
、
四
捨
五
入
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
端
数
に
お
い
て
合
計
と
は
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

⑵
　
主
要
食
糧
関
係
費

　
 　
米
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
大
幅
な
全
体
需
給
の
緩
和
に
伴

う
持
越
在
庫
の
増
加
、
自
主
流
通
米
価
格
の
急
落
と
い
う
極

め
て
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対

処
し
、
新
た
な
米
政
策
を
構
築
す
る
た
め
、

　
①
 　
全
体
需
給
の
早
急
な
改
善
の
た
め
の
生
産
調
整
面
積
の

大
幅
拡
大
、

　
②
 　
政
府
備
蓄
水
準
の
早
期
適
正
化
の
た
め
の
買
入
・
売
渡

に
係
る
諸
ル
ー
ル
の
設
定
、

　
③
 　
自
主
流
通
米
の
助
成
、
学
校
給
食
用
米
穀
値
引
き
等
の

廃
止
を
含
め
た
抜
本
的
見
直
し
、

　
 等
、
閣
議
決
定
『
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
』
を
も

踏
ま
え
、
適
正
な
対
応
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

⑵
　
主
要
食
糧
関
係
費

　
 　
米
に
つ
い
て
の
極
め
て
厳
し
い
事
態
に
対
処
し
、
新
た
な
米
政
策
を
構
築
す
る
べ
く
、
閣
議
決
定
『
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
つ
い

て
』
を
も
踏
ま
え
、
下
記
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　
①
　
各
種
助
成
金
等
に
つ
い
て
、
市
場
原
理
の
活
用
等
の
観
点
か
ら
の
抜
本
的
見
直
し

　
　
⒜
 　
現
行
の
自
主
流
通
米
へ
の
助
成
を
廃
止
し
、
国
費
と
農
業
者
拠
出
に
よ
り
自
主
流
通
米
価
格
下
落
時
に
そ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た

め
、
過
去
3
年
間
の
平
均
価
格
と
の
差
額
の
8
割
を
補
て
ん
す
る
稲
作
経
営
安
定
対
策
を
新
設
（
10
年
度
　
96
億
円
）

　
　
⒝
 　
現
行
の
生
産
調
整
助
成
金
に
つ
い
て
、
国
費
と
農
業
者
拠
出
に
よ
る
全
国
的
な
と
も
補
償
を
新
設
（
10
年
度
 9
15
億
円
）
す
る
な

ど
抜
本
的
に
見
直
し
。

　
　
⒞
 　
学
校
給
食
用
米
穀
値
引
き
等
に
つ
い
て
、
集
中
改
革
期
間
中
に
お
い
て
段
階
的
に
廃
止
。

　
②
　
適
切
な
価
格
設
定

　
　
　
10
年
産
米
政
府
買
入
価
格
に
つ
い
て
、
算
定
ル
ー
ル
通
り
▲
2.5
％
の
引
下
げ
。

　
③
　
政
府
備
蓄
水
準
の
早
期
適
正
化
の
た
め
、

　
　
⒜
 　
食
糧
法
に
基
づ
く
指
針
及
び
基
本
計
画
上
、
各
米
穀
年
度
に
お
け
る
政
府
米
買
入
数
量
よ
り
政
府
米
販
売
数
量
を
大
き
く
す
る
、

　
　
⒝
 　
実
際
の
販
売
が
計
画
未
達
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
実
際
の
買
入
数
量
は
計
画
数
量
か
ら
販
売
未
達
数
量
を
差
し
引
い
た
数
量
と
す

る
。

　
　
と
の
ル
ー
ル
の
下
、
今
後
の
備
蓄
運
営
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　（
注
 ）　
な
お
、
全
体
需
給
の
早
急
な
改
善
の
た
め
、
10
年
産
米
・
11
年
産
米
に
係
る
生
産
調
整
面
積
を
過
去
最
大
の
96
.3万
ha
に
大
幅
拡

大
。
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⑶
 　
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
合
意
関
連
対
策
の
見
直
し

　
 　
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
対
策
に
つ
い
て
は
、
財
政
構
造

改
革
の
観
点
か
ら
、
全
体
の
事
業
内
容
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
の
実
績
の
検
証
を
踏
ま
え
、
新
し
い
国
際
環
境
に
対
応
し

得
る
農
業
経
営
の
確
立
、
地
域
特
性
の
活
用
に
、
よ
り
資
す

る
よ
う
見
直
し
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

⑶
 　
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
合
意
関
連
対
策
に
つ
い
て
は
、
財
政
構
造
改
革
の
観
点
か
ら
、
全
体
の
事
業
内
容
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
の
実
績
の
検
証
を
踏
ま
え
、
新
し
い
国
際
環
境
に
対
応
し
得
る
農
業
経
営
の
確
立
、
地
域
特
性
の
活
用
に
よ
り
資
す
る
よ
う
以
下
の
よ

う
な
見
直
し
を
実
施
。

　
①
　
棚
用
地
域
等
保
全
対
策
の
創
設
（
ハ
ー
ド
40
億
円
、
ソ
フ
ト
27
億
円
）

　
②
　
他
産
業
転
職
中
高
年
齢
者
の
就
農
支
援
の
た
め
の
無
利
子
資
金
の
創
設
（
貸
付
枠
20
億
円
）

　
③
　
系
統
資
金
を
活
用
し
た
ス
ー
パ
ー
L並
み
の
低
利
資
金
の
創
設
（
融
資
枠
20
0億
円
）

　
④
　
認
定
農
業
者
連
携
事
業
体
育
成
事
業
の
創
設
（
5
億
円
）

　
⑤
　
土
地
改
良
負
担
金
対
策
な
ど
既
存
事
業
の
見
直
し

⑷
　
国
有
林
野
改
革
問
題

　
 　
当
審
議
会
と
し
て
は
、
累
積
債
務
の
処
理
方
策
の
検
討
に

当
た
っ
て
は
、
平
成
10
年
度
予
算
が
財
政
構
造
改
革
集
中
改

革
期
間
の
初
年
度
で
あ
る
こ
と
を
も
踏
ま
え
、
以
下
の
点
に

留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
・
 　
将
来
世
代
へ
負
担
を
先
送
り
す
る
と
い
う
形
で
の
安
易

な
処
理
は
、
財
政
構
造
改
革
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ

り
適
当
で
は
な
い
。

　
・
 　
し
た
が
っ
て
、
今
後
も
事
業
を
行
っ
て
い
く
国
有
林
野

事
業
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
も
っ
て
リ
ス
ト
ラ
等
の
自
助
努

力
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
、
金
利
負
担
の
軽
減
の
た
め

の
方
策
や
関
係
す
る
部
局
を
中
心
と
し
た
歳
出
削
減
に

よ
っ
て
財
源
の
確
保
に
最
大
限
の
努
力
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
な
お
埋
め
き
れ
な
い
部
分
が
残
る

場
合
に
は
、
ギ
リ
ギ
リ
の
対
応
と
し
て
何
ら
か
の
税
負
担

の
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

　
・
 　
こ
う
し
た
対
応
に
よ
っ
て
財
源
を
確
保
し
た
上
で
、
国

有
林
野
特
会
に
よ
る
返
済
が
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
債
務

約
2.8
兆
円
を
一
般
会
計
に
承
継
し
、
処
理
を
行
う
こ
と

を
中
心
と
す
る
処
理
方
策
を
構
築
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑷
　
国
有
林
野
改
革
問
題

　
①
　
累
積
債
務
処
理
策
の
概
要

　
　
⒜
 　
3.8
兆
円
の
債
務
を
国
有
林
野
特
会
で
返
済
可
能
な
債
務
約
1.0
兆
円
と
返
済
不
能
な
債
務
約
2.8
兆
円
（
国
鉄
清
算
事
業
団
の
累
積

債
務
に
あ
た
る
部
分
）
に
区
分
。
返
済
不
能
債
務
約
2.8
兆
円
に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計
に
承
継
す
る
。

　
　
⒝
 　
返
済
可
能
債
務
約
1.0
兆
円
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
国
有
林
野
特
会
が
今
後
利
子
補
給
を
受
け
つ
つ
、
民
間
借
入
に
よ
る
借
換
も

行
い
な
が
ら
返
済
す
る
。

　
　
⒞
 　
返
済
不
能
債
務
約
2.8
兆
円
に
つ
い
て
は
、
繰
上
償
還
に
よ
り
金
利
負
担
を
軽
減
し
た
上
で
、
軽
減
後
の
利
払
費
（
通
年
ベ
ー
ス

71
0億
円
程
度
）
を
農
林
水
産
予
算
（
通
年
ベ
ー
ス
35
5億
円
程
度
）
と
た
ば
こ
特
別
税
（
仮
称
・
通
年
ベ
ー
ス
35
5億
円
程
度
）
を

財
源
に
充
て
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
⒟
 　
元
本
償
還
に
要
す
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
、
一
般
会
計
の
歳
出
・
歳
入
両
面
に
わ
た
る
努
力
に
よ
り
対
応
し
、
最
終
的
に

は
将
来
の
国
有
林
野
特
会
の
剰
余
金
に
よ
り
確
保
さ
れ
る
財
源
に
よ
り
対
応
。 （
平
成
9
年
度
）

（
平
成
10
年
度
）

②
　
国
有
林
野
特
会
へ
の
一
般
会
計
繰
入
れ
の
概
要

57
6億
円

→
44
0億
円

　
　
10
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
44
0億
円
の
一
般
会
計
繰
入
れ
を
計
上
。

（
平
成
9
年
度
）

（
平
成
10
年
度
）

⒜
　
公
益
林
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
繰
入
れ

―
→

11
0億
円

　
　
公
益
林
に
つ
い
て
の
保
全
管
理
、
森
林
計
画
の
策
定
等
の
業
務
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
繰
入
れ
。

（
平
成
9
年
度
）

（
平
成
10
年
度
）

⒝
　
森
林
整
備
の
実
施
に
要
す
る
経
費

25
9億
円

→
21
5億
円

　
　
公
益
性
の
高
い
水
土
保
全
林
に
係
る
造
林
事
業
、
林
道
事
業
の
事
業
施
設
費
に
対
す
る
繰
入
れ
を
拡
充
。

（
平
成
9
年
度
）

（
平
成
10
年
度
）

⒞
　
返
済
可
能
債
務
に
係
る
利
子
補
給

―
→

10
4億
円

　
　
国
有
林
野
事
業
特
会
が
返
済
す
る
約
1.0
兆
円
の
債
務
に
係
る
利
払
費
の
た
め
の
繰
入
れ
。

（
平
成
9
年
度
）

（
平
成
10
年
度
）

⒟
　
一
般
行
政
的
経
費
の
繰
入
れ

11
億
円

→
11
億
円

　
　
　
 　
な
お
、
公
益
的
機
能
重
視
へ
の
転
換
に
伴
う
繰
入
れ
の
実
施
に
対
応
し
て
特
別
会
計
制
度
を
独
立
採
算
性
を
前
提
と
し
た
も
の
か

ら
、
一
般
会
計
繰
入
れ
を
前
提
と
し
た
も
の
へ
と
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

602　　Ⅲ　予算



平成10年度　　603
「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

8
．
運
輸

⑴
　
国
鉄
長
期
債
務
問
題

○
 　
具
体
的
な
処
理
方
策
を
集
中
改
革
期
間
の
初
年
度
か
ら
実

施
す
べ
き
。
ま
た
、
そ
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点

に
留
意
す
べ
き
。

　
①
 　
将
来
世
代
へ
負
担
を
先
送
り
す
る
と
い
う
形
で
の
安
易

な
処
理
を
回
避
す
る
た
め
、
所
要
の
財
源
は
確
保
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
②
 　
そ
の
際
に
は
、
ま
ず
、
金
利
負
担
の
軽
減
の
た
め
の
方

策
、
自
助
努
力
、
関
係
す
る
部
局
を
中
心
と
す
る
歳
出
削

減
の
ほ
か
、
JR
負
担
を
含
め
活
用
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
財

源
を
動
員
す
る
な
ど
の
様
々
な
方
策
を
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
元
本
償
還
分
も
含
め
財
源
の
捻
出
に
最
善
を

尽
く
す
こ
と
と
す
る
が
、
そ
の
上
で
な
お
埋
め
き
れ
な
い

部
分
が
残
る
場
合
に
は
、
国
民
に
税
負
担
を
求
め
る
こ
と

は
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。

　
③
 　
上
記
の
方
針
に
沿
い
財
源
の
確
保
に
目
処
を
付
け
た
上

で
、
清
算
事
業
団
の
負
う
有
利
子
債
務
及
び
無
利
子
債
務

に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計
が
承
継
、
処
理
す
る
こ
と
と
す

る
。
な
お
、
清
算
事
業
団
が
負
う
年
金
関
係
の
支
払
い
義

務
に
つ
い
て
は
JR
負
担
は
も
と
よ
り
、
残
る
資
産
の
処

分
収
入
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
に
、
有
利
子

債
務
等
と
は
別
の
枠
組
み
で
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
。

1
 ．
国
鉄
長
期
債
務
等
の
本
格
的
処
理
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
8
年
12
月
25
日
の
閣
議
決
定
に
お
い
て
、「
平
成
10
年
度
よ
り
、
国
鉄
長
期

債
務
等
の
本
格
的
処
理
を
実
施
す
る
」
と
さ
れ
、「
そ
の
具
体
的
処
理
方
策
の
検
討
を
進
め
、
平
成
9
年
中
に
成
案
を
得
る
」
と
さ
れ
、

閣
議
決
定
『
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、「
将
来
世
代
へ
負
担
を
先
送
り
す
る
と
い
う
形
で
の
安
易
な
処
理
を
回
避

す
る
た
め
、
情
報
の
公
開
・
債
務
増
大
の
原
因
の
分
析
を
行
い
つ
つ
、
国
民
の
理
解
と
納
得
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
を
含
む
あ
ら
ゆ

る
方
策
に
つ
き
個
別
具
体
的
に
検
討
を
行
」
う
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

2
 ．
こ
れ
を
受
け
、
政
府
・
与
党
の
財
政
構
造
改
革
会
議
に
お
い
て
、
平
成
9
年
12
月
17
日
に
「
国
鉄
長
期
債
務
及
び
国
有
林
野
累
積
債
務

の
処
理
の
た
め
の
具
体
的
方
策
」
が
決
定
さ
れ
、
更
に
、
平
成
9
年
12
月
25
日
の
閣
議
決
定
「
国
鉄
長
期
債
務
及
び
国
有
林
野
累
積
債
務

処
理
の
た
め
の
抜
本
的
改
革
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、「
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
平
成
10
年
度
よ
り
国
鉄
長
期
債
務
等
の
処

理
の
実
現
を
図
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
の
所
要
の
法
律
案
を
時
期
国
会
に
提
出
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
」
と
し
て

い
る
。

（
参
考
 ）「
国
鉄
長
期
債
務
及
び
国
有
林
野
累
積
債
務
の
処
理
の
た
め
の
具
体
的
方
策
」（
抜
粋
）

○
 　
処
理
策
に
お
い
て
は
、
年
金
等
負
担
金
の
支
払
（
厚
生
年
金
移
換
金
債
務
の
償
還
を
含
む
）、
利
払
費
、
元
本
償
還
に
分
け
て
考
え
る
。

○
 　
年
金
等
負
担
金
の
支
払
は
、
法
人
が
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
①
土
地
・
株
式
の
売
却
収
入
等
の
自
主
財
源
、
②
一

般
会
計
か
ら
の
補
助
金
、
及
び
③
JR
負
担
を
充
て
る
こ
と
と
す
る
。

○
　
有
利
子
債
務
（
15
.2兆
円
）
及
び
無
利
子
債
務
（
8.3
兆
円
）
は
、
国
に
承
継
さ
せ
る
。

○
 　
有
利
子
債
務
の
利
払
費
に
つ
い
て
は
、
①
資
金
運
用
部
・
簡
保
の
借
入
金
、
引
受
債
（
8.1
兆
円
）
の
繰
上
償
還
に
よ
り
金
利
負
担
を

軽
減
し
た
上
で
、
②
郵
貯
特
会
か
ら
の
特
別
繰
入
れ
、
③
た
ば
こ
特
別
税
（
仮
称
）
を
財
源
に
充
て
る
こ
と
と
す
る
。

○
 　
元
本
償
還
に
要
す
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
財
源
の
一
部
を
充
て
る
ほ
か
、
当
面
は
、
一
般
会
計
の
歳
出
・
歳
入
両
面
に
わ
た
る

努
力
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
と
す
る
。



「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

〔
通
年
ベ
ー
ス
〕

（
注
３
）

（
注
４
）

注
１
）
初
年
度
で
あ
る
10
年
度
は
、
繰
上
償
還
の
時
期
、
方
法
、
金
利
水
準
等
に
よ
り
額
は
変
動
す
る
。

注
２
）
平
成
10
年
度
か
ら
平
成
14
年
度
ま
で
の
５
年
間
と
す
る
。

注
３
）
有
利
子
債
務
（
約
15
.2兆
円
）
及
び
無
利
子
債
務
（
約
8.3
兆
円
）
を
60
年
で
償
還
す
る
場
合
に
要
す
る
額
。

注
４
）
最
終
的
に
は
、
年
金
負
担
が
縮
小
し
て
い
く
こ
と
に
伴
い
確
保
さ
れ
る
財
源
等
に
よ
り
対
応
。

年
金
等
負
担
金

厚
生
年
金
移
換

金
債
務
を
含
む

40
00
億
円
程
度

≪
法
人
≫

40
00
億
円
程
度

利
払
費

10
年
度
中
借
換

え
の
債
務
利
子

分
を
含
む

66
00
億
円
程
度

≪
 国
 ≫

≪
 国
 ≫

金
利
負
担
軽
減

後
の
利
払
費

41
00
億
円
程
度

元
本
償
還

元
本
償
還
の

た
め
の
財
源

40
00
億
円
程
度

土
地
・
株
式
の
売
却
収
入
等
の
自
主
財
源

31
10
億
円
程
度

一
般
会
計
か
ら
の
補
助
金
（
運
輸
省
予
算
）

65
0億
円
程
度

JR
負
担

24
0億
円
程
度

資
金
運
用
部
・
簡
保
の
繰
上
償
還
に
よ
る
金
利

負
担
軽
減

25
00
億
円
程
度
（
注
１
）

そ
の
他
の
方
策

（
当
面
は
一
般
会
計
の
歳
出
・
歳
入
両
面
に

わ
た
る
努
力
に
よ
り
対
応
）

郵
貯
特
会
か
ら
の
特
別
繰
入
れ

20
00
億
円
程
度
（
注
２
）

た
ば
こ
特
別
税
（
仮
称
）

22
45
億
円
程
度
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平成10年度　　605
「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
　
整
備
新
幹
線

○
 　
当
審
議
会
に
お
い
て
は
、
財
政
構
造
改
革
、
国
鉄
長
期
債

務
問
題
と
の
関
連
で
、
引
き
続
き
、
議
論
を
行
っ
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
検
討
委
員
会
に
対
し
、
慎
重
な
検
討
、
厳
正

な
判
断
を
求
め
る
と
と
も
に
、
平
成
10
年
度
予
算
の
編
成
に

当
た
っ
て
も
、
整
備
新
幹
線
に
関
す
る
予
算
を
極
力
抑
制
す

べ
き
で
あ
る
。

1
 ．
政
府
・
与
党
か
ら
な
る
検
討
委
員
会
は
、
昨
年
末
、
整
備
新
幹
線
の
新
規
着
工
区
間
の
取
扱
い
方
針
を
取
り
ま
と
め
、
検
討
の
結
果
基

本
条
件
が
確
認
さ
れ
た
新
規
着
工
区
間
に
つ
い
て
着
工
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
一
方
、
現
下
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
鑑
み
、
特
に
財
政
構

造
改
革
の
集
中
改
革
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
当
該
事
業
費
に
つ
い
て
、
極
力
そ
の
額
を
抑
制
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
9
年
度

予
算
に
お
け
る
新
規
着
工
区
間
の
事
業
費
を
30
億
円
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

2
 ．
平
成
10
年
度
予
算
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
編
成
さ
れ
、
整
備
新
幹
線
に
係
る
公
共
事
業
関
係
費
は
、
29
4億
円
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

対
前
年
度
比
▲
13
.5％
の
減
で
あ
る
。

　
 　
ま
た
、
平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
新
規
着
工
区
間
の
事
業
費
に
つ
い
て
も
、
上
記
を
踏
ま
え
、
合
計
で
30
億
円
に
抑
制
す
る
こ
と
と

す
る
。

（
参
考
 ）
整
備
新
幹
線
建
設
事
業
費
及
び
整
備
新
幹
線
に
係
る
公
共
事
業
関
係
費
の
推
移

 
（
単
位
：
億
円
）

9
年
度

10
年
度

増
　
　
　
　
減

事
　
業
　
費

1,7
35

1,5
97

▲
13
8（
▲
7.9
％
）

う
ち
公
共
事
業
関
係
費

34
0

29
4

▲
46
（
▲
13
.5％
）



「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

9
．
中
小
企
業
対
策

○
 　「
地
方
分
権
推
進
委
員
会
第
2
次
勧
告
」
に
お
い
て
、
都

道
府
県
商
工
会
連
合
会
等
の
職
員
設
置
費
の
見
直
し
等
に
つ

い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
一
般
財

源
化
等
を
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
。

○
 　
閣
議
決
定
『
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
』
や
、「
地
方
分
権
推
進
委
員
会
第
2
次
勧
告
」（
平
成
9
年
7
月
8
日
）
の
指
摘
を
踏

ま
え
、
都
道
府
県
商
工
会
連
合
会
等
の
人
件
費
補
助
を
一
般
財
源
化
。（
▲
78
億
円
）

○
 　
予
算
全
体
の
見
か
け
の
大
き
さ
で
は
な
く
、
最
近
の
情
勢

を
踏
ま
え
た
金
融
対
策
や
中
心
市
街
地
活
性
化
等
の
政
策
課

題
に
関
し
て
、
施
策
の
在
り
方
を
十
分
に
吟
味
し
、
中
小
企

業
対
策
の
効
率
化
に
努
め
る
べ
き
。

○
 　
中
小
企
業
対
策
費
総
額
を
前
年
度
以
下
の
1,8
58
億
円
（
▲
0.4
％
）
に
抑
制
し
つ
つ
、
中
心
市
街
地
活
性
化
対
策
や
金
融
対
策
に
重
点
化
。

　
・
 　
中
心
市
街
地
活
性
化
対
策
と
し
て
、
中
心
市
街
地
へ
の
商
業
等
の
立
地
促
進
や
計
画
的
な
街
づ
く
り
へ
の
支
援
な
ど
の
た
め
、
約

30
0億
円
の
予
算
を
計
上
。

　
・
　
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
補
助
金
を
10
0億
円
計
上
す
る
等
、
中
小
企
業
金
融
対
策
を
充
実
。
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平成10年度　　607
「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

10
．
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

　
 　
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
は
、
大
宗
が
各
特
別
会
計
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
い
る
が
、
特
定
財
源
制
度
に
安
易
に
依
存
せ
ず
、
特

会
の
歳
出
全
般
の
厳
し
い
見
直
し
を
行
い
、
施
策
の
効
率
化
、

合
理
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

○
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費
に
つ
い
て
、
総
額
の
思
い
切
っ
た
抑
制
を
行
う
。

　
一
般
会
計
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費

　
　
　
　
　
　
6,6
82
億
円
（
9
年
度
：
6,8
60
億
円
　
▲
2.6
％
）

　
　
う
ち
石
特
会
計
繰
入
れ

　
　
　
　
　
　
5,0
00
億
円
（
9
年
度
：
5,1
40
億
円
　
▲
2.7
％
）

　
特
別
会
計
を
含
め
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費
全
体

　
　
　
　
　
 1
3,7
73
億
円
（
9
年
度
：
13
,91
1億
円
　
▲
1.0
％
）

○
　
石
特
会
計
全
体
と
し
て
の
重
点
化
・
効
率
化

　
・
 　
石
油
対
策
に
つ
い
て
は
、
石
油
の
国
家
備
蓄
に
つ
い
て
、
当
面
、
新
規
の
積
み
増
し
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
ほ
か
、
石
油
の
開
発

に
つ
い
て
、
案
件
の
採
択
基
準
の
厳
格
化
を
検
討
す
る
等
の
効
率
化
努
力
を
図
る
。

　
・
 　
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
以
外
の
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
に
つ
い
て
効
率
化
を
図
り

つ
つ
、
地
球
温
暖
化
問
題
へ
の
対
応
の
た
め
の
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
・
導
入
の
促
進
等
を
重
点
的
に
行
う
。



「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

11
．
地
方
財
政

○
 　
平
成
10
年
度
の
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
、『
財
政
構
造
改

革
法
』
に
お
い
て
、
同
年
度
の
地
方
財
政
計
画
上
の
地
方
一

般
歳
出
の
伸
率
を
対
前
年
度
マ
イ
ナ
ス
と
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
た
め
、
投
資
的
経
費
に
係
る
単
独
事
業
の
抑

制
な
ど
、
歳
出
全
般
に
つ
い
て
、
国
と
同
一
基
調
で
徹
底
し

た
抑
制
を
図
る
べ
き
。
そ
の
上
で
、
な
お
残
る
地
方
の
財
源

不
足
に
つ
い
て
は
、
国
・
地
方
の
財
政
事
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、

適
切
な
財
源
確
保
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
今
後
、
地
方

の
財
政
赤
字
の
縮
減
へ
向
け
て
、
引
き
続
き
財
政
構
造
改
革

を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

1
．
地
方
の
歳
出

9
年
度

10
年
度

・
歳
出
総
額

87
0,5
96
億
円
（
＋
2.1
％
）

87
0,6
00
億
円
（
＋
0.0
％
程
度
）

・
地
方
一
般
歳
出

74
5,1
92
億
円
（
＋
0.9
％
）

73
3,1
00
億
円
（
▲
1.6
％
程
度
）

　
　
う
ち
投
資
単
独

20
1,0
00
億
円
（
　
0.0
％
）

19
3,0
00
億
円
（
▲
4.0
％
程
度
）

　
　（
注
）「
地
方
一
般
歳
出
」
初
め
て
の
マ
イ
ナ
ス
（
国
と
同
一
基
調
で
厳
し
く
抑
制
）

2
．
地
方
財
政
収
支
の
見
通
し

・
財
源
不
足
額

9
年
度

10
年
度

　（
通
常
収
支
分
）

46
,54
4億
円

46
,50
0億
円
程
度

こ
の
他
、
地
方
消
費
税
未
平
年
度
化
分

12
,00
0億
円

こ
の
他
、
所
得
税
・
住
民
税
特
別
減
税
影
響
分

7,5
97
億
円

3
．
地
方
財
政
対
策

　
・
財
源
不
足
額
4
兆
6,5
00
億
円
程
度
（
通
常
収
支
）
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
に
よ
り
対
応
。

　
⑴
　
建
設
地
方
債
の
増
発
　
　
　
⇒
　
1
兆
8,9
00
億
円
程
度
（
9
’　
1
兆
9,9
00
億
円
）

　
⑵
　
地
方
交
付
税
の
増
額
措
置
　
⇒
　
2
兆
7,5
62
億
円
　
　
（
9
’　
2
兆
6,6
44
億
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⇒

　
　
こ
の
う
ち
、
特
会
借
入
金
の
償
還
繰
延
分
（
6,4
62
億
円
）
を
除
い
た
残
額
の

　1
/2
＝
10
,55
0億
円
に
つ
い
て
は
国
が
負
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
会
計
加
算
　
3,0
00
億
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
会
借
入
金
　
　
7,5
50
億
円

4
．
特
別
減
税
へ
の
対
応

　
・
 所
得
税
・
住
民
税
特
別
減
税
影
響
分
7,5
97
億
円
に
つ
い
て
は
、
減
税
補
て
ん
債
（
6,2
40
億
円
）、
特
会
借
入
金
（
1,3
57
億
円
）
に
よ

り
対
応
。

　
　（
注
 ）
特
別
減
税
の
9
年
度
補
正
で
の
影
響
分
3,1
33
億
円
（
交
付
税
減
収
分
）
に
つ
い
て
は
、
8
年
度
精
算
分
等
（
91
2億
円
）
を
活

用
す
る
ほ
か
、
一
般
会
計
加
算
（
2,2
21
億
円
）
に
よ
り
対
応
。

5
．
地
方
交
付
税

9
年
度

10
年
度

・
一
般
会
計
ベ
ー
ス

15
4,8
10
億
円
（
＋
13
.8％
）

15
8,7
02
億
円
（
＋
2.5
％
）

・
特
会
出
口
ベ
ー
ス

17
1,2
76
億
円
（
＋
1.7
％
）

17
5,1
89
億
円
（
＋
2.3
％
）

（
注
）
地
方
団
体
へ
配
分
さ
れ
る
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
額
を
確
保
。
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「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

12
．
補
助
金
等

補
助
金
等
の
整
理
合
理
化

○
 　
既
存
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、『
財
政
構
造
改
革
法
』

等
を
踏
ま
え
、
従
来
に
も
増
し
て
積
極
的
な
整
理
合
理
化
を

推
進
す
る
こ
と
が
必
要
。
新
規
の
補
助
金
等
は
厳
に
抑
制
し
、

ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
原
則
に
徹
す
る
と
と
も
に
、

終
期
設
定
を
徹
底
す
べ
き
。

○
 　
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
補
助
金
等
に
つ
い
て
、
事
務
・

事
業
の
廃
止
・
縮
減
を
進
め
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
人
件
費

に
係
る
補
助
金
等
や
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
し
て
同
化
・

定
着
又
は
定
型
化
し
た
事
務
費
に
係
る
も
の
等
の
一
般
財
源

化
、
類
似
目
的
を
有
す
る
補
助
金
等
の
統
合
・
メ
ニ
ュ
ー
化

等
を
推
進
す
る
ほ
か
、
事
務
手
続
き
の
簡
素
合
理
化
を
推
進

す
る
こ
と
が
必
要
。

○
 　
特
殊
法
人
、
認
可
法
人
及
び
公
益
法
人
に
対
す
る
補
助
金

等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
社
会
的
意
義
の
低
下
し
て
い
る
事
業

を
廃
止
す
る
な
ど
、
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
運
営
の
在
り

方
等
の
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
削
減
又
は
合

理
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

　
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、『
財
政
構
造
改
革
法
』
等
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
行
政
分
野
に
お
い
て
見
直
し
を
実
施
。

①
　
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等
に
対
す
る
補
助
金
等

　「
制
度
等
が
見
直
し
対
象
と
な
る
補
助
金
等
」　
⇒
　
制
度
・
施
策
や
事
業
等
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
削
減
又
は
合
理
化
を
図
る
。

（
例
）
＜
廃
止
＞

　
　
　
○
公
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
：
高
校
大
規
模
改
造
事
業

（
▲
 6
億
円
）

　
　
　
○
公
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
：
校
舎
開
放
の
た
め
の
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
整
備
事
業
等

（
▲
 2
億
円
）

　
　
　
○
生
活
保
護
費
補
助
金
：
生
活
保
護
安
定
運
営
対
策
等
事
業
費

（
▲
56
億
円
）

　
　
＜
一
般
財
源
化
＞

　
　
　
○
保
健
事
業
費
等
負
担
金
：
保
健
事
業
費
負
担
金
（
が
ん
検
診
費
等
）

（
▲
17
4億
円
）

　
　
　
○
保
健
事
業
費
等
負
担
金
：
市
町
村
保
健
活
動
事
業
負
担
金

（
▲
 8
億
円
）

　
　
　
○
療
養
給
付
費
等
負
担
金
：
事
務
費
負
担
金
（
国
民
健
康
保
険
　
市
町
村
分
）

（
▲
34
億
円
）

　
　
　
○
生
活
保
護
費
補
助
金
：
生
活
保
護
適
正
化
運
営
対
策
等
事
業
費

（
▲
20
億
円
）

　
　
　
○
救
急
医
療
施
設
運
営
費
等
補
助
金
：
休
日
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
運
営
費

（
▲
25
億
円
）

　
　
　
○
母
子
保
健
衛
生
費
補
助
金
：
妊
婦
乳
児
健
康
診
査
費
等
補
助
金
；
妊
婦
健
康
診
査
費
等

（
▲
34
億
円
）

　
　
＜
交
付
金
化
＞

　
　
　
○
中
小
企
業
指
導
事
業
費
補
助
金
（
一
般
診
断
事
業
）
→
診
断
指
導
事
業
交
付
金

　「
そ
の
他
の
補
助
金
等
」　
⇒
　
各
省
各
庁
の
所
管
ご
と
に
1
割
を
削
減
。

（
例
）　
○
社
会
教
育
指
導
事
業
交
付
金

（
▲
11
億
円
）

　
　
　
○
教
育
方
法
等
実
践
研
究
委
託
費

（
▲
 1
億
円
）

　
　
　
○
保
健
福
祉
調
査
委
託
費

（
▲
 1
億
円
）

　
　
　
○
保
健
事
業
費
等
補
助
金
：
保
健
事
業
推
進
等
補
助
金
；
健
康
診
査
管
理
指
導
事
業
費
補
助
金

（
▲
 2
億
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
保
健
事
業
費
補
助
金

（
▲
18
億
円
）

　
　
　
○
小
規
模
事
業
指
導
費
補
助
金
：
都
道
府
県
商
工
会
連
合
会
に
お
け
る
人
件
費
等

（
▲
33
億
円
）

　
　
　
○
組
織
化
指
導
費
補
助
金
：
都
道
府
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会
に
お
け
る
人
件
費
等

（
▲
36
億
円
）

②
　
特
殊
・
認
可
法
人
に
対
す
る
補
助
金
等
　
⇒
　
法
人
が
行
う
事
業
の
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
削
減
又
は
合
理
化
を
図
る
。

　
　
○
住
宅
・
都
市
整
備
公
団

　
　
　
 　「
特
殊
法
人
等
の
整
理
合
理
化
に
つ
い
て
」（
9.
6.
6閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
、
公
団
業
務
の
ス
リ
ム
化
を
行
う
と
と
も
に
、
公
団

の
自
立
的
経
営
へ
の
転
換
を
図
り
、
財
政
措
置
を
抜
本
的
に
見
直
し
（
新
規
に
着
手
す
る
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
住
宅
建
設
費
補
助
金

の
廃
止
、
補
給
金
の
20
年
打
ち
切
り
（
現
行
70
年
）
等
）

　
　
○
公
営
企
業
金
融
公
庫

　
　
　
　
　「
特
殊
法
人
等
の
整
理
合
理
化
に
つ
い
て
」（
9.
9.
24
閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
、
補
給
金
を
段
階
的
に
縮
減

　
　
　
　
　
　
公
営
企
業
金
融
公
庫
補
給
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
▲
13
億
円
）

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
総
会
（
第
5
回
）
及
び
法
制
部
会
（
第
2
回
）　
平
成
10
年
1
月
14
日
配
布
資
料
⑸
「「
建
議
」
及
び
「
報
告
」
の
平
成
10
年
度
予
算
に
お
け
る
主
な
措
置
状
況
」（
財
政
制
度
審
議
会
「
平

成
9
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
総
会
・
企
画
部
会
・
法
制
部
会
・
財
政
計
画
等
特
別
部
会
・
財
政
構
造
改
革
特
別
部
会
編
」
36
2-
37
8ペ
ー
ジ
）。



8-165　 臨時福祉特別給付金の概要及び平成
10年度「臨時福祉特別給付金」の補
正予算内訳概要

臨時福祉特別給付金の概要
1 　趣旨
　平成10年分所得税等の特別減税の追加実施
に関連し、老齢福祉年金の受給者等及び高齢
の低所得者の生活の安定と福祉の向上並びに
低所得の在宅ねたきり老人等に対する在宅介
護の支援に資するため、臨時特例の措置とし
て、平成10年度補正予算成立後、臨時福祉特
別給付金を支給するものである。

2　臨時福祉特別給付金の種類
　⑴　臨時福祉給付金
　⑵　臨時介護福祉金
　⑶　臨時特別給付金
　　　 （注 ）生活保護受給者、社会福祉施設入

所者については、各制度に基づき別
途対処。

3　支給対象者
　⑴　臨時福祉給付金
　　　 老齢福祉年金、特別障害者手当等の受

給者
　⑵　臨時介護福祉金
　　　 市町村民税所得割の非課税の在宅ねた

きり老人等
　⑶　臨時特別給付金
　　　市町村民税非課税の65歳以上の者

4　支給額
　⑴　臨時福祉給付金
　　　支給対象者 1人につき　 1万円
　⑵　臨時介護福祉金
　　　支給対象者 1人につき　 3万円
　⑶　臨時特別給付金
　　　支給対象者 1人につき　 1万円

5　支給総額
　　　1529億円（平成10年度補正予算案）
　　　（注）生活保護等、各制度分を含む。

6　経緯
　平成10年 4 月24日　 与党三党確認  

総合経済対策決定  
 （経済対策閣僚会議）

　平成10年 5 月11日　 平成10年度補正予算案
の閣議決定

　平成10年 5 月15日　 臨時福祉特別給付金支
給要綱の閣議決定

平成10年度「臨時福祉特別給付金」の補正
予算内訳概要

区　分 対象予定人数 国庫所要見込額
臨時福祉給付金 約 205万人 約 205億円
臨時介護給付金 約 40万人 約 120億円
臨時特別給付金 約 1,045万人 約 1,045億円
小　計 約 1,290万人 約 1,370億円

生活保護受給者 約 77万人 約 58億円
社会福祉施設入 約 54万人 約 27億円
所 者 等
小　計 約 131万人 約 85億円

事 務 費 ― 約 74億円
小　計 ― 約 74億円
合　計 約 1,421万人 約 1,529億円

（注 ）「生活保護受給者」、「社会福祉施設入所者
等」については、それぞれの制度から、「臨
時福祉給付金」と同様の措置（ 1 万円を支
給）が行われるため、その国庫所要見込額を
計上している。

（出所）厚生労働省資料。
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8-166　 最近の経済情勢等について

⑴　平成10年度経済見通し改訂試算
平成10年10月 6 日　経済企画庁

9年度
実績

10年度
当初見通し 改訂試算

1．国内総生産 （程度） （程度）
国内総生産（名目、兆円） 504.6 519.7 495.4
同　成長率（％） ▲0.7 1.9 ▲1.8

（上段：実質、下段：名目） 0.3 2.4 ▲1.8
（内訳　伸び率、％）
　民間最終消費支出 ▲1.1 2.5 ▲0.9

（上段：実質、下段：名目） 0.9 3.3 ▲0.8
　民間住宅 ▲21.1 4.9 ▲11.6

（上段：実質、下段：名目） ▲19.7 5.7 ▲12.4
　民間企業設備 0.7 3.5 ▲10.1

（上段：実質、下段：名目） 0.4 3.0 ▲11.3
2 ．雇用 （程度） （程度）
労働力人口（万人） 6,794 6,830 6,785
就業者総数（万人） 6,557 6,605 6,500

3 ．鉱工業生産指数 （程度） （程度）
伸び率（％） 1.2 1.8 ▲7.3

4 ．物価
国内卸売物価上昇率（％） 1.0 ▲0.8 ▲1.7
消費者物価上昇率（％） 2.0 0.7 0.1

5 ．国際収支 （程度） （程度）
経常収支（兆円） 12.9 12.4 16.6

（改訂試算にあたっての主要前提）
・大規模な金融機関の破綻は生じない。
・世界経済において、金融・通貨市場の大きな混乱は生じない。



⑵　日本経済の動向について
我が国経済の現状をみると、景気は低迷状態が長続き、極めて厳しい状況にある。

1．Ｇ Ｄ Ｐ…… 10年 4 ～ 6 月期（速報）の実質国内総生産は、前期比△0.8％減（年率
△3.3％減）となった。

（前年度比、季調済前期比、％）

8年度 9年度 9 /10-12 10/ 1 - 3 / 4 - 6
10年度
見通し

実質GDP 3.2 △0.7 △0.4 △1.3 △0.8 1.9
　民間最終消費 2.8 △1.1 △1.0 0.3 △0.8 2.5
　民間住宅投資 13.7 △21.1 △4.2 1.7 △1.0 4.9
　民間企業設備 9.1 0.7 0.0 △5.2 △5.5 3.5
公的固定資本形成 △2.7 △7.2 △1.8 △1.9 0.1 ―
　内需寄与度 3.5 △2.2 △0.9 △0.9 △1.6 1.9
　外需寄与度 △0.4 1.5 0.6 △0.4 0.7 0.0

名目GDP 2.8 0.3 △0.7 △0.3 △1.5 2.4
（注）年度の計数は、前年度比、四半期の計数は季節調整済前期比。

2．個 人 消 費…… 低調である。これは、収入が減少していることに加え、消費者の財布の
ひもが依然として固いからである。

（前年比、％） 7年度 8年度 9年度 9 /10-12 10/ 1 - 3 / 4 - 6 10/ 4 / 5 / 6 / 7 / 8
実質消費支出
（家計調査） △1.3 △0.1 △2.1 △2.3 △4.8 △1.3 △2.1 △0.6 △1.0 △3.4 ―
大型小売店販売 △1.9 △0.3 △1.5 △3.2 △8.2 △0.7 3.9 △0.9 △4.8 △4.0 △5.1
乗用車販売台数 3.7 8.6 △13.6 △12.3 △20.4 △2.4 △2.9 △0.4 △3.6 △2.5 △2.6
（注） 7、 8、 9年度の大型小売店販売は暦年の計数。

3 ．住 宅 建 設……マンションが大幅に減少していることなどから一段と低水準になった。
（前年比、％） 8年度 9年度 9 /10-12 10/ 1 - 3 / 4 - 6 10/ 4 / 5 / 6 / 7 / 8
新設住宅着工戸数 9.8 △17.7 △22.6 △13.9 △15.0 △16.1 △17.0 △11.7 △11.3 △11.4
<季調済年率、万戸> <163> <134> <129> <130> <124> <124> <125> <121> <110> <118>

4 ．設 備 投 資……減少している。特に中小企業の減少が著しい。
（前年比、％） 8年度 9年度 9 /10-12 10/ 1 - 3 / 4 - 6 10/ 5 / 6 / 7 / 8
機械受注

（船舶・電力除く民需） 11.4 △3.9 △13.4 △5.8 △21.7 △28.6 △18.6 △24.1 ―
建設受注

（民間非住宅（50社）） 10.2 △7.3 8.4 △1.9 △11.5 △31.0 11.3 △10.5 △19.9

5 ．鉱工業生産…… 生産は、減少傾向にある。在庫はこのところ減少しているものの、まだ
高水準である。

（前年比、％） 8年度 9年度 9 /10-12 10/ 1 - 3 / 4 - 6 10/ 6 / 7 / 8 / 9 （予）/10（予）
鉱工業生産 3.4 1.2 △2.5 △1.3 △5.1 1.7 △0.6 △0.6 3.0 △1.0
鉱工業出荷 4.3 1.1 △2.6 △1.1 △5.1 0.9 △0.3 △0.9
鉱工業在庫 △4.1 10.1 1.6 0.7 △1.9 △0.4 △0.7 △0.5
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6 ．雇 用…… 依然として厳しい。雇用者数が減少し、勤め先や事業の都合による失業者
が増加している。完全失業率は僅かに低下したが、就業者数が減少して
いることを考えれば、これは求職活動を諦めた者が増えたためとみられる。
8年度 9年度 9 /10-12 10/ 1 - 3 / 4 - 6 10/ 5 / 6 / 7 / 8

有効求人倍率（倍） 0.72 0.69 0.69 0.61 0.53 0.53 0.51 0.50 0.50
完全失業率（％） 3.3 3.5 3.5 3.7 4.2 4.1 4.3 4.1 4.3

雇用者数（前年比、％） 1.3 0.8 1.0 0.0 △0.6 △0.5 △0.8 △1.0 △0.3
（注）完全失業率、有効求人倍率は季節調整済。

7 ．物 価…… 国内卸売物価は、内外の需給の緩み等から、弱含みで推移している。ま
た、消費者物価は、安定している。

（前年比、％） 8年度 9年度 9 /10-12 10/ 1 - 3 / 4 - 6 10/ 5 / 6 / 7 / 8
国内卸売物価指数 △1.5 1.0 0.9 0.3 △2.3 △2.3 △2.1 △2.2 △2.1

総合消費者物価指数 （全国） 0.4 2.0 2.2 2.0 0.4 0.5 0.1 △0.1 △0.3 / 9
 （東京） 0.1 1.8 2.1 2.0 0.6 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0

8 ．国 際 収 支……貿易・サービス収支の黒字は、増加傾向にある。
円ベース＜百億円＞ 7年度 8年度 9年度 9 /10-12 10/ 1 - 3 / 4 - 6 10/ 4 / 5 / 6 / 7
貿易・サービス収支 588 192 728 238 203 256 73 94 90 90
（前年比、％） △35.1 △67.3 278.8 215.7 291.1 84.5 83.6 144.3 47.6 94.6
経　常　収　支 948 717 1,295 366 355 402 117 141 144 135
（前年比、％） △23.7 △24.4 80.6 100.1 74.3 37.9 10.3 62.2 46.2 53.1

9 ．景気動向指数…… 一致指数が昨年 8月以降連続して50％を割っており、生産関連の指標が
減少傾向にあること、消費関連の指標が低調であること、雇用情勢が更
に厳しくなっていることの影響がみられる。

9 / 9 /10 /11 /12 10/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
先行指数 63.6 27.3 13.6 18.2 27.3 18.2 27.3 9.1 27.3 27.3 50.0
一致指数 45.5 4.5 0.0 0.0 18.2 18.2 9.1 9.1 18.2 27.3 20.0
遅行指数 50.0 50.0 50.0 37.5 12.5 31.3 18.8 37.5 12.5 12.5 28.6

10．業 況 判 断……企業の業況判断は、中小企業を中心に一層厳しさが増している。
（日銀短観・業況判断DI）
主要企業 8 / 8 /11 9 / 3 / 6 / 9 /12 10/ 3 / 6 / 9 /12（予）
製造業 △ 7 △ 3 2 7 3 △11 △31 △38 △51 △46
非製造業 △ 4 0 △ 6 △ 7 △15 △20 △30 △28 △36 △31

（景気予測調査・景況判断BSI）

（全産業）
10年 4 - 6 月
前回調査

10年 7 - 9 月
現状判断

10年10-12月
見通し

11年 1 - 3 月
見通し

大企業 △28.3 △28.3 △12.8 △0.8
中堅企業 △37.1 △37.7 △27.9 △10.2
中小企業 △47.1 △47.0 △37.5 △21.9

（注）季節調整済

（出所 ）財政制度審議会総会（第 3 回）平成10年10月 7 日配布資料（5）「最近の経済情勢等に
ついて」（財政制度審議会「平成10年度　財政制度審議会資料集　総会・企画部会・法制
部会・財政計画等特別部会・財政構造改革特別部会編」268-272ページ）。
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間
投
資
誘
発
等
 
 

都
市
再
生

0.7
兆
円

程
度

3,0
76

0.7
兆
円
程
度

3,0
68
・
 民
間
投
資
誘
発
効
果
の
高
い
都
市
再
開

発
・
国
際
ハ
ブ
空
港
（
関
空
、
中
部
）

・
通
勤
混
雑
緩
和
の
た
め
の
地
下
鉄
整
備

0.0
兆
円
程
度

8

⑦
防
災

0.7
兆
円

程
度

4,0
62

0.7
兆
円
程
度

3,9
36
・
 災
害
発
生
危
険
箇
所
緊
急
解
消
対
策
 
 

（
河
川
、
下
水
道
等
）

0.0
兆
円
程
度

12
6

計
6.2
兆
円

35
,00
0
4.5
兆
円

22
,50
0

1.7
兆
円

12
,50
0

⑧
 災
害
復
旧
等
事
業
費

0.6
兆
円

4,6
01

0.6
兆
円

4,6
01

―
―

再
　
計

6.8
兆
円

39
,60
1
5.1
兆
円

27
,10
1

1.7
兆
円

12
,50
0

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
総
会
（
第
4
回
）
及
び
法
制
部
会
（
第
2
回
）
合
同
会
議
　
平
成
10
年
11
月
27
日
配
布
資
料
（
3）
（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
10
年
度
　
財
政
制
度

審
議
会
資
料
集
　
総
会
・
企
画
部
会
・
法
制
部
会
・
財
政
計
画
等
特
別
部
会
・
財
政
構
造
改
革
特
別
部
会
編
」
31
0-
31
1ペ
ー
ジ
）。



8 -168　緊急経済対策（平成10年11月16日）の効果・財政措置

対策の効果：

金融システムの安定化・信用収縮対策等：
実体経済回復のための条件を整備

＋
社会資本整備及び所得課税減税等による今後 1
年間のGDPへの効果：

名目2.5％程度、実質2.3％程度
＋

このほか、住宅投資の促進策、雇用対策、法人
課税減税等により、景気回復に大きな効果

わが国経済を厳しい状況から脱却させ、
11年度はプラス成長へ

事業規模：
　17兆円超。減税 6兆円超を含めれば、20兆円を大きく
上回る規模。

財政措置 事業費
（兆円程度）

1．社会資本整備 ・一般公共 5.7
・施設費等（非公表） 1.8
・災害復旧 0.6

2 ．その他 ・貸し渋り対策 5.9
・住宅投資の促進 1.2
・雇用対策 1.0
・地域振興券 0.7
・アジア対策 1.0

計 17兆円超

3．減税 ・所得課税減税 6兆円超
・法人課税減税

※　一般公共については 5％程度の用地費を含む。
（出所 ）財政制度審議会総会（第 4 回）及び法制部会（第 2 回）合同会議　平成10年11月27日

配布資料（2）（財政制度審議会「平成10年度　財政制度審議会資料集　総会・企画部会・
法制部会・財政計画等特別部会編」309ページ）｡

8-169　地域振興券
　緊急経済対策の一環として、個人消費を喚
起し、商店街等地域経済の活性化を図ること
を目的とする地域振興券交付事業が実施され
ます。
●交付対象は、
　⑴15歳以下の児童がいる世帯主
　⑵老齢福祉年金等の受給者
　⑶ 65歳以上の住民税（所得割）非課税の寝
たきりの方

　 ⑷65歳以上の住民税非課税の方　等で
　全国で約3,500万人が対象となります。

● 1 人（15歳以下の児童がいる世帯主につい
ては児童 1人）につき 2万円分の地域振興
券が市町村から交付されます。

● 地域振興券の使用期限は 6か月で、譲渡や
換金はできません。

（出所 ）首相官邸ウェブ・サイト「緊急経済
対策」〔平成11年 1 月〕（https://www.
kantei .go. jp/jp/kouhou/archive/
kinkyu.html）。
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8-170　地域振興券交付事業助成費

　〔「平成10年度一般会計補正予算（第 3 号）」、「参照書」、「平成10年度一般会計各省各庁予定
経費補正要求書等」、「自治省所管」（抜粋）〕

平成10年度自治省所管
甲号　予定経費補正要求書
〔組織別事項別内訳〕

組　織 項 事　　項
補　正　要　求

説　　明追　加　額
（千円）

修正減少額
（千円）

差　引　額
（千円）

自治本省 024　 地域振興
券交付事
業助成費

95　 地域振興券
交付事業の
助成に必要
な経費

769,838,236 0 769,838,236 最近の経済情勢等にかんがみ、緊
急経済対策の一環として個人消費
の喚起と地域経済の活性化を図る
ため市町村等が行う地域振興券交
付事業に要する経費の補助等

　科目別内訳

項　　　目 平 成 1 0 年 度
成立予算額（千円）

補　正　要　求
改 平 成 10 年 度
予 算 額（千円）追　加　額

（千円）
修正減少額

（千円）
差　引　額

（千円）

024　地域振興券交付事業助成費 0 769,838,236 0 769,838,236 769,838,236

　95199-2122-08 職 員 旅 費 0 3,511 0 3,511 3,511

　95199-2123-09 庁 費 0 578,766 0 578,766 578,766

　95199-2865-16 地域振興券交付事業費補助金 0 700,000,000 0 700,000,000 700,000,000

　95199-2865-16 地域振興券交付事務費補助金 0 69,255,959 0 69,255,959 69,255,959

（出所 ）「平成10年度一般会計補正予算（第 3 号）」549ページ（財務省ウェブ・ページ：
https://www.bb.mof.go.jp/server/1998/dlpdf/DL199821003.pdf）｡
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8-171　 第143回国会における小渕内閣総理大
臣所信表明演説

平成10年 8 月 7 日
（はじめに）
　この度、私は、内閣総理大臣に任命されま
した。重責を担う身として、わが国が直面す
る重大な事態を直視するとき、「今日の勇気
なくして明日のわが身はない」との感を強く
しております。全身全霊を打ち込んで国政に
取り組んでまいります。
　現下の最大の問題は、長期化する景気の停
滞と金融システムに対する信頼の低下であり
ます。先の参議院議員通常選挙において示さ
れたのは、国民が何よりもまず、わが国の経
済情勢を極めて深刻に感じ、その一日も早い
回復を願っているということでありました。
私は、こうした国民の声を真摯に受け止め、
この内閣を「経済再生内閣」と位置づけ、果
断に取り組んでまいります。日本の金融シス
テムが健全に機能し、日本経済が再生するこ
とこそ、アジアを始めとする世界に日本が貢
献する最大の道であります。
　今日のわが国経済の危機的状況を乗り越え
るためには、国民の叡智を結集することが何
よりも重要です。このため、私に直属する
「経済戦略会議」を設置し、民間の方々や経
済専門家を中心に検討していただくこととし
ました。その上で、最終的な政策は、私自ら
が決断、実行してまいります。また、私は、
勤労者、中小企業の経営者の皆様などを始め
とする国民の生の声に直接耳を傾け、私の考
えをお話しする機会を、できる限り設けてま
いります。
　今日、わが国は、急速な少子高齢化、情報
化、国際化などが進展する中で、大きな変革
期に直面しております。国民の間に、わが国
経済・社会の将来に対する不安感が生まれて
います。政治は、国民の不安感を払拭し、国
民に夢と希望を与え、そして国民から信頼さ
れるものでなければなりません。私は、この

難局を切り拓き豊かで安心できる社会を築き
上げるため、政治主導の下、責任の所在を明
確にしながらスピーディーに政策を実行して
まいります。
　国民の皆様並びに議員各位のご支援をお願
いいたします。
（日本経済再生に向けた決意）
　日本経済再生のために、まず成し遂げるべ
きことは、金融機関の不良債権問題の抜本的
な処理であります。「金融再生トータルプラ
ン」に基づき、いわゆるブリッジバンク制度
を早急に具体化するとともに、不動産担保付
き不良債権に係る債権債務関係を迅速・円滑
に処理するための組織・手続の整備などを
図ってまいります。そのための所要の法案を
既に今国会に提出し、関連する議員立法法案
も提案されています。私は、預金者保護に万
全を期し、金融再生までの期間を可能な限り
短くすることを基本に据え、金融機関の不良
債権処理に当たります。法案の速やかな成立
にご理解とご協力をお願いいたします。
　資金は社会の血液であり、その循環をつか
さどる金融機関は、心臓の役割を担っており
ます。このため、部分の破綻が金融システム
全体の危機を招くおそれがあります。私は、
システム全体の危機的状況は絶対に起こしま
せん。金融再生トータルプランの実行に伴い、
金融システムの再生のために公的資金を活用
することとなりますが、その必要性について
国民の皆様のご理解をいただけるよう、内閣
を挙げて責任を持って取り組みます。他方、
金融機関は、国際的に通用する水準での情報
開示を進め、自ら再編やリストラに果敢に取
り組むことが必要です。破綻した金融機関の
経営者に対しては、経営責任、更には民事・
刑事上の厳格な責任が問われるべきでありま
す。善意かつ健全な借り手に対しては十分に
配慮する一方で、悪質な借り手については、
その責任が厳しく追及されることは当然であ
ります。私は、将来にわたりわが国社会が丈
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夫な「心臓」を持ち、隅々まで「血液」が行
き渡るよう、金融システムの再生を図るとと
もに、いわゆる貸し渋り対策にも引き続き積
極的に取り組んでまいります。金融機関相互
の「垣根」の解消を目指し、利用しやすく信
頼できる市場・制度の整備を進めるための金
融システム改革は、「円の国際化」の観点か
らも重要な取組であり、今後とも推進してま
いります。
　わが国の厳しい経済情勢を直視し、私は、
財政構造改革法を当面凍結することとし、そ
のための法案を次の通常国会に提出します。
また、景気回復に向け、政治が主導して全力
を尽くすことを内外に明らかにするため、平
成十一年度予算案の概算要求の基本方針は、
財政構造改革法の凍結を前提として設定しま
す。他方、将来の世代のことを考えるとき、
中長期的な財政構造改革の必要性が否定され
るものではありません。国鉄長期債務の処理、
国有林野事業の債務の処理を含めた抜本的改
革は、もはや先送りの許されない状況にあり、
継続審議となっている関連法案について、速
やかな成立にご協力をお願いいたします。
　さらに私は、一刻も早い景気回復を図るた
め、平成十一年度に向け切れ目なく施策を実
行すべく、事業規模で十兆円を超える第二次
補正予算を編成いたします。その際、公共投
資のあり方について、景気回復への効果を踏
まえるとともに、従来の発想にとらわれるこ
となく、二十一世紀を見据えた分野に重点化
するなど、その見直しを行ってまいります。
　また、経済構造改革の推進は、経済の供給
サイドを強化し、産業の高コスト構造の是正
を図りながら、中長期的な成長を高めること
となり、極めて重要です。米国や一部の欧州
諸国の経済が八十年代以降再生した過程も範
としながら、規制緩和、行政改革、公的部門
の民営化、税制改革等の施策を推進し、研究
開発の振興を図り、優れたアイディアに人材、
資金、技術が絶えず集まることを通じ、新た
な産業が活発に生まれ、海外からもわが国の
魅力的な事業環境を目指して企業が進出して
くる社会を創ってまいります。ベンチャー企
業を始めとする新規事業の育成・振興につい
ても、強力に推進してまいります。
　税制については、わが国の将来を見据えた

より望ましい制度の構築に向け、抜本的な見
直しを展望しつつ、景気に最大配慮して、
六兆円を相当程度上回る恒久的な減税を実施
いたします。個人所得課税につきましては、
国民の意欲を引き出せるような税制を目指し、
所得税と住民税を合わせた税率の最高水準を
五十パーセントに引き下げます。景気の現状
に照らし、課税最低限は引き下げる環境にな
いと考えており、減税規模は四兆円を目途と
します。法人課税につきましては、わが国企
業が国際社会の中で十分競争力が発揮できる
よう、総合的な検討を行い、実効税率を四十
パーセント程度に引き下げます。所得課税の
改正は来年一月以降、法人課税の改正は来年
度以降、それぞれ実施することとし、関連法
案を次の通常国会に提出するよう準備を進め
ます。減税の財源としては、徹底した経費の
節減、国有財産の処分などを進めながら、当
面は赤字国債を充てることといたします。長
期的には、今後の経済の活性化の状況、行財
政改革の推進等と関連づけて検討すべき課題
だと考えております。
　現在の雇用情勢は極めて厳しい状況にあり
ます。雇用の確保に万全を期すとともに、雇
用の先行き不安を払拭するため、産業構造や
雇用慣行の変化に対応した能力開発対策、雇
用環境の整備を積極的に進め、国民が希望に
応じ多様な働き方ができるようにしてまいり
ます。また、雇用の拡大・創出を目指し、今
後成長が期待される情報通信、医療・福祉、
環境等の分野における新規産業の創出に向け、
信頼性の高い高速情報通信ネットワークの構
築や利用技術の開発などに取り組んでまいり
ます。併せて、わが国雇用の約八割を占める
中小企業の基盤強化、経営革新を強力に進め
てまいります。
　以上申し上げました政策を実行し、一両年
のうちにわが国経済を回復軌道に乗せるよう、
内閣の命運をかけて全力を尽くす覚悟であり
ます。
（より良い社会の実現と構造改革の推進）
　経済・社会のグローバル化、少子高齢化の
急速な進展などを踏まえ、大量生産型近代工
業社会に向かって整えられたわが国の社会シ
ステムを、二十一世紀における知恵の時代に
ふさわしいものに変革していくことも、私の



使命であります。橋本内閣が推進してきた基
本理念を踏まえ、諸改革を進めてまいります。
　行政改革については、先の通常国会で成立
した中央省庁等改革基本法に基づき、政治主
導の下、二〇〇一年一月の新体制への移行開
始を目標として、来年四月にも所要の法案を
国会に提出することを目指します。このスケ
ジュールは決して後退させません。併せて、
独立行政法人化等や業務の徹底した見直し、
事前規制型から事後チェック型への行政の転
換を基本とする規制緩和、地方分権の推進を
通じ、中央省庁のスリム化を図ります。以上
の取組の結果として、十年の間に、国家公務
員の定員は二十パーセント、コストは三十
パーセントの削減を実現するよう努力いたし
ます。また、地方分権推進計画を踏まえた関
連法案を次の通常国会に提出するなど、国と
地方の役割分担、費用負担のあり方を明確に
しながら地方分権の一層の推進を図るととも
に、地方公共団体の体制整備、行財政改革へ
の取組を求めてまいります。これは、地域の
活性化、均衡ある国土の発展のためにも、極
めて意義のあることであります。国民に開か
れた行政の実現を図ることも重要な課題です。
継続審議となっている情報公開法案について、
速やかな成立にご協力をお願いいたします。
また、行政、そしてリーダーシップを持って
行政を指揮する立場にある政治のいずれもが、
国民からの信頼を確保するため、先の国会に
議員立法としてご提案いただいた政治改革関
連法案や国家公務員倫理法案について、その
早期成立を期待いたします。
　安全な国民生活や公正な経済活動の基礎を
支える司法制度について、国民がより利用し
やすいものとするため、制度全般の改革を進
めてまいります。
　また、現在のように急激に少子化が進むと、
国力の源である人口の減少につながり、将来
の社会・経済に深刻な影響を与えます。子育
ての経済的・肉体的・精神的な負担、職業と
の両立困難、住宅問題など、様々な制約を取
り除き、個人が望むような結婚や出産などが
選択できる環境を整備することは、社会全体
で取り組むべき課題です。政府としても、子
育てに携わっている若い世代など幅広い人々
の参加の下で「少子化への対応を考える有識

者会議」を設け、議論を始めました。結婚や
出産に夢を持てる社会を築くことは、時代を
超えた非常に難しい課題でありますが、国民
各層の知恵を合わせ、展望を切り拓いていき
たいと考えております。これは、男女が共同
して参画する社会を創り上げていく上でも重
要な課題であり、そうした社会を実現するた
めの基本となる法律案を、次の通常国会に提
出いたします。
　社会保障制度は、お年寄りを始めとする全
ての国民の生活の拠り所となるものであり、
極めて重要なものであります。こうした機能
を的確に果たしながら、少子高齢化の進展等
による国民負担の増加が見込まれる中で効率
的で安定した制度が構築できるよう、改革を
進めてまいります。とりわけ医療、年金につ
いては、将来にわたり国民皆保険・皆年金体
制を維持していけるよう、具体案を提示して
国民的議論を十分尽くしながら、制度全体の
抜本的な見直しを図ってまいります。また、
民間活力も活用しながら、介護保険制度の円
滑な実施を進めてまいります。
　次代を担う子供たちがたくましく心豊かに
成長する、これは二十一世紀を確固たるもの
とするための基本であります。このため、ま
ず、子供たちが自分の個性を伸ばし、自信を
持って人生を歩み、豊かな人間性を育むよう、
「心の教育」を充実させるとともに、多様な
選択ができる学校制度を実現し、現場の自主
性・自律性を尊重した学校づくりや、国際的
に通用する大学を目指した大胆な大学改革を
推進するなど、教育改革の推進に引き続き力
を注いでまいります。家庭特に父親や、地域
社会にも積極的な役割を果たしていただきた
いと考えております。
　また、都市政策に力を注ぐとともに、農林
水産業と農山漁村の発展を確保するため、食
料・農業・農村に係る新しい基本法の制定に
向けた検討を進めるなど、農政の抜本的な改
革にも積極的に取り組んでまいります。
　国民的な関心事項である地球環境問題に関
しては、六月に取りまとめた「地球温暖化対
策推進大綱」の着実な実施などを図ってまい
ります。身近な不安となっているダイオキシ
ン問題については、その排出削減や調査研究
を進め、いわゆる環境ホルモンの問題につい
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ては、人の健康への影響等に対する科学的な
解明を進めるとともに、化学物質の安全管理
のための新たな法的枠組みの導入を検討しま
す。また、和歌山市で発生した毒物混入事件
など国民の日常生活に不安を与える治安問題
に断固として対応するのはもちろんですが、
組織犯罪、コンピューターへの不正アクセス
等を手段とするハイテク犯罪などに的確に対
処するための対策も推進してまいります。
（外交）
　内政と外交は、表裏一体であります。現在
わが国は困難な状況に直面しておりますが、
わが国に期待される責任を適切に果たすため、
日本の安全と世界の平和の実現に向け、国際
社会における地位にふさわしい役割を、積極
的かつ誠実に果たしてまいります。
　日米関係は、引き続きわが国外交の基軸で
あり、安全保障、経済等広範な分野で良好に
して強固な二国間関係を築くとともに、国際
社会の諸問題に協力して取り組んでいくこと
が重要です。私は、国会のご了承が得られれ
ば、九月にもクリントン大統領と会談の機会
を持ちたいと考えております。また、継続審
議となった「日米防衛協力のための指針」関
連法案等の成立・承認、米軍の施設・区域が
集中する沖縄が抱える問題の解決は、新内閣
においても引き続き重要課題です。ＳＡＣＯ最
終報告の内容の実現を図り、併せて沖縄の振
興を図るため、沖縄県の協力と理解の下、政
府として全力を挙げて取り組んでまいります。
　日露関係の改善について、私は、橋本前総
理が築かれた成果を踏まえ、様々な分野にお
ける関係を強化しながら、二〇〇〇年までに
東京宣言に基づいて平和条約を締結し、日露
関係を完全に正常化するよう全力を尽くして
まいります。できればこの秋に、私自ら訪露
し、エリツィン大統領と会談いたしたいと考
えております。
　わが国外交の最大の課題であるアジア太平
洋地域の平和と安定のため、この地域だけで
なく、世界経済に不安定感を与えるアジア各
国の通貨・金融市場の混乱に対しては、ＩＭＦ
を中心とする国際的な枠組みを基本としなが
ら、真剣に対応してまいりました。今後とも
アジア各国の経済回復のため、できる限りの
支援を実行し、主導的な役割を担ってまいり

ます。
　本年は日中平和友好条約締結二十周年であ
り、九月には江沢民国家主席の訪日が予定さ
れています。日本と中国は、アジア太平洋地
域全体の安定と繁栄に責任を有する国家とし
て、単なる二国間関係にとどまらず、国際社
会にも目を向けた対話と交流の一層の発展を
図らねばなりません。また、韓国との関係で
は、この秋の金大中大統領の訪日を控え、
二十一世紀に向けて新たな日韓パートナー
シップの構築を目指すとともに、漁業協定締
結に向けて努力を続けます。北朝鮮について
は、諸懸案の解決に努めつつ、朝鮮半島の平
和と安定に資する形で日朝間の不正常な関係
を正すよう、韓国等とも連携しながら取り組
んでまいります。
　国際社会の平和と安定への貢献も重要な課
題であります。先日、私が外務大臣の時にタ
ジキスタンに派遣した秋野豊さんを始めとす
る四名の方が非業の死を遂げられました。言
葉では言い表せないほど悲しい事件であり、
謹んでお悔やみを申し上げます。この犠牲を
無駄にすることなく、国連平和維持活動に参
加する方々の安全を確保するため、「国連要
員等安全条約」の早期発効に向けて各国に積
極的に働きかけてまいります。また、カンボ
ディアにおける中田さん、高田さんの貴重な
犠牲にも思いをいたしながら、国連職員の安
全対策のため、国連に対し、いわば「秋野
ファンド」として、資金を拠出することとし
たいと思います。
　先般、インドとパキスタンが核実験を行い
ました。唯一の被爆国として非核三原則を堅
持し、核軍縮・不拡散政策を推進してきたわ
が国としては、全く容認できない行為です。
従来から機会あるごとに、国際社会に対しわ
が国の考え方を訴えてまいりましたが、今後
とも、八月末に発足する「核不拡散・核軍縮
に関する緊急行動会議」等を通じ、不拡散体
制の堅持・強化、核軍縮の促進、更には核兵
器のない世界を目指した現実的な取組につき、
世界に向けイニシアティヴを発揮してまいり
ます。いわゆる対人地雷禁止条約については、
できるだけ早い発効のため、わが国としても
可能な限り早期の締結に努力いたします。ま
た、国連が時代の要請に適合した役割を果た



すため、わが国の安保理常任理事国入りの問
題を含め、国連改革の実現が必要と考えます。
　外交は、単に政府だけの取組ではその実は
上がりません。国民の皆様のご理解とご支援
をいただきながら、私のモットーである「国
民と共に歩む外交」を推進してまいります。
（むすび）
　わが国の経済と社会は、依然として力強い
基礎的条件を有しております。近年、対外資
産残高は対外負債残高を上回り、純資産残高
はおよそ一二〇兆円と高水準のプラスであり
ます。高い貯蓄率に支えられた豊富な個人金
融資産は概ね一、二〇〇兆円、また年間のＧ
ＤＰは五〇〇兆円を超え、いずれも世界第二
位の規模であります。以上の数字から判断さ
れるとおり、日本の経済的な基礎条件は極め
て強固です。他方、社会秩序は良好であり、
国民の教育水準、勤労モラルは極めて高い水
準にあります。日本は、社会的にも実に強固
な基盤を有しております。国民の皆様には、
日本という国に自信と誇りを持っていただき
たいのです。
　こうした力強い基盤を持つわが国は、現在
の厳しい状況を乗り切れば、再び力強く前進
すると考えます。私は、この国に「今日の信
頼」を確立することで、「明日の安心」を確
実なものといたします。
　二十一世紀を目前に控え、私は、この国の
あるべき姿として、経済的な繁栄にとどまら
ず国際社会の中で信頼されるような国、いわ
ば「富国有徳」を目指すべきと考えます。来
るべき新しい時代が、私たちや私たちの子孫
にとって明るく希望に満ちた世の中であるた
めに、「鬼手仏心」を信条として、国民の叡
智を結集して次の時代を築く決意であります。
私は、日本を信頼と安心のできる国にするた
め、先頭に立って死力を尽くします。
　国民の皆様並びに議員各位のご支援とご協
力を心からお願い申し上げます。

（出所 ）首相官邸ウェブ・ページ「小渕内閣
総理大臣演説等」、「平成10年」、「第143
回国会における小渕内閣総理大臣所信
表明演説（平成10年 8 月 7日）」（https://
www.kantei .go. jp/jp/obutisouri/
speech/1998/0807syosin.html）｡

8-172　 第145回国会　衆議院予算委員会議録
平成11年 1 月25日

〔宮澤大蔵大臣答弁部分抜粋〕
宮澤国務大臣　それはまさに財政は容易なら
ぬ状態ではございますけれども、私は基本的
には、日本と申しますか、日本経済と申しま
すか、将来については十分自信を持っており
ますものですから、今の状況は大変ではござ
いますけれども、別段特に悲観はいたしてお
りません。
　御承知のように、平成十一年度の税収は
四十七兆円でございますけれども、これは昭
和六十二年の水準でございますから、十何年
押し倒されておるわけで、こういうことは
あってはならぬことでございますが、減税も
それはございました。減税もございましたが、
何分こうやってマイナス成長を続けておれば、
毎年税収は減るのが当たり前でございますか
ら、これをどうかしない分には、財政再建と
いうものはなかなか簡単なことじゃないんだ。
と申しますか、一番早道は、プラスの成長率
が出て、そして国民が少しでも、個人も法人
も収入がふえて、そして少し余計税金を払っ
てくだすってということでないと、十何年
戻っていたのではなかなかやりようがないな
という思いでございますから、まず、そこの
ところを一生懸命やらせていただきたいとい
う思いでございます。
　それで、しかし、その話を少し見当をつけ
て、さあこの辺で将来が考えられるなという
時期というのは、やはり成長軌道に乗ったな
ということでありませんと、一年ぐらいでは
どうも危なくていけませんで、やはり二％と
かなんとかいう成長の軌道にほぼ乗ったなと
いうときには一生懸命考えなければならない
ことだと思います。
　今言われましたことの意味は私は私なりに
理解をいたしておりますけれども、そのとき
にどうするのか、歳出歳入両方で考えなけれ
ばいけないのだと思いますが、それをまず確
率をもって考え得る時期はやはり、せめて二％
ぐらいの成長軌道というものがほぼ確保でき
たというときではないかと考えております。
（出所 ）「第145回国会　衆議院予算委員会議

録　第二号　平成11年 1 月25日」（国立
国会図書館　国会会議録検索システ
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ム：http://kokkai.ndl.go.jp/）。

8-173　 平成11年度予算編成に関する所見（会
長談話）

平成10年 8 月12日
財政制度審議会会長

豊田 章一郎
　平成11年度予算の具体的編成作業の開始を
間近に控えたこの機会に、現下の我が国の経
済社会情勢を踏まえて、11年度予算編成に関
する基本的考え方について所見を述べること
としたい。
1．財政制度審議会としては、一昨年末に
「財政構造改革特別部会最終報告」をとり
まとめ、21世紀に向けて、本格的な高齢化
が進む中での財政構造改革の必要性を確認
した上で、国及び地方の財政赤字を対ＧＤ
Ｐ比でみて 3％以下に抑制していくことと
する等の財政構造改革の方向性を示したと
ころである。
  主要先進国の財政事情は、先般の当審議
会財政構造改革特別部会の海外調査報告に
おいても明らかにされている通り、財政構
造の改革が着実に推進されていることから、
顕著に改善してきている。他方、我が国の
財政事情を見ると、国と地方を合わせた
ベースで、平成10年度補正後の財政赤字は
ＧＤＰ比で 6％を超え（注）、債務残高のＧＤ
Ｐ比も 100％を超えるという、極めて深刻
な状況にある。さらに、平成 9年度決算で
は補正後予算に対して 2兆 3千億円程度の
税収の落込みが生ずるという事態に直面し
ている。このように、我が国財政は、益々
厳しさを増している。
　（注 ）国鉄・国有林野に係る債務の一般会

計承継分を除く。
・　本格的な高齢化を迎える21世紀に向けて、
将来の世代に大きな負担を残さずに、活力
ある経済・社会を実現していくためには、
財政構造を改革し、その健全化を図ってい
く必要がある。また、現在の財政構造を放
置すれば、利払費の増加が政策的経費であ
る一般歳出を圧迫し、一般歳出の一般会計
歳出に占める割合は 6割を切るほどまでに
下がり、財政硬直化が進んでいる状況が、
さらに悪化することとなる。したがって、

中長期的な財政構造改革を推進していくこ
との必要性は、いささかも変わるものでは
ない。

・　一方、我が国経済の現状をみると、昨年
秋以来、バブル経済の後遺症に加え、複数
の金融機関の経営破綻等により、金融シス
テムへの信頼性が低下した上に、アジアの
いくつかの国が金融・経済の混乱に見舞わ
れたことなどから将来への不透明感が増し、
雇用不安も台頭した。

  こうしたことから家計や企業の景況感が
大きく悪化した結果、景気は停滞状態が長
引き、非常に厳しい状況にある。

  新内閣は、このような厳しい情勢を直視
し、一刻も早い景気回復を図るため、財政
構造改革法を当面凍結し、さらに第 2次補
正予算を編成するとの方針を表明している。
また、平成11年度予算の概算要求の基本方
針についても、景気対策に即効性のある施
策について特別の配慮を行うべく、同法の
凍結を前提として設定することとしている。

  これは、現下の極めて厳しい経済情勢を
踏まえ、景気回復に全力を尽くすとの政治
決断として行われたものであると受け止め
ている。しかしながら、その結果、増額と
される経費については、従来の発想にとら
われることなく、経済構造改革の推進に資
するもので中長期的な成長を高めることと
なるような分野、または、21世紀を見据え
た分野に重点化するなどの工夫を行ってい
くことも極めて重要であると考える。

  いずれにせよ、11年度予算の編成に当
たっては、財政構造改革の基本的な考え方
を踏まえ、既存の制度・施策を徹底して見
直し、財政資金のより一層の重点的・効率
的配分を図るよう強く期待したい。

  また、今回の措置が景気回復のための臨
時的措置であることにかんがみ、特別の措
置を講ずる必要がなくなったあかつきには、
従来にも増して財政支出の縮減合理化を図
り、財政構造改革の実現に向け全力を傾注
すべきであると考える。

（出所 ）国立国会図書館ウェブ・アーカイブ・
ページ（「財政制度審議会」、「提出資
料・議事録等」、「〈総会〉」、「平成10年
度」、「第 2回（10.8.12）」、議事要旨）。



8-174　 公共事業関係費の10年度・11年度の支出見込
金額 11年度への繰越率 10年度支出見込 11年度支出見込

⑴ 　 9 年度からの繰越し
及び10年度当初

10.2兆円 8％ 9.4兆円 0.8兆円

⑵　10年度 1次補正 2.5兆円 35％ 1.6兆円 0.9兆円

⑶　10年度 3次補正 2.7兆円 84％ 0.4兆円 2.3兆円

⑷　11年度 9.4兆円 ― ― 9.4兆円

11.4兆円 13.4兆円
（18％程度の増）

5％程度が12年度に
繰り越されるとすると

12.7兆円
（11％程度の増）

（出所 ）財政制度審議会総会（第 7 回）及び法制部会（第 3 回）合同会議　平成11年 1 月18日
配布資料（3）（財政制度審議会「平成10年度　財政制度審議会資料集　総会・企画部会・
法制部会・財政計画等特別部会編」389ページ）。

8-175　公共事業等予備費とは

　公共事業等予備費と予備費の憲法・財政法
上の違いは単に使途のみか
・　公共事業等予備費は、予備費の中で、そ
の使用における使途を特定したものにすぎ
ず、憲法上、財政法上においては、予備費
そのものである。
・　予備費は、使途が特定されていないこと
から、その使用において、公債発行対象経
費（公共事業費等）に充てられるとしても、
公債発行対象外経費として整理せざるを得
ない。一方、公共事業等予備費は、予備費
の使途が公共事業等に限定しており、その
使用においても公債発行対象経費である公
共事業費等に限られることから、公債発行
対象経費としての整理となる。
・　予備費の使用は、災害復旧費などの緊急
性を要する経費、義務的な経費を除き、国
会開催中においては、使用できない（景気
対策に要する経費は、政策的な経費であり、
国会開催中においては使用できない。）と
の整理が国会との間で行われており、その
使用に当たっては、一定の制約があり、予
備費の使途を特定した公共事業等予備費に
おいてもその制約が該当。したがって、公

共事業等予備費は、その使用において、機
動的な使用ができないといった制約がある。

8-176　予備費の使用について
昭和29． 4 ．16　閣議決定

改正　昭和33． 4 ．28　閣議決定
改正　昭和35． 4 ．12　閣議決定
改正　昭和38． 4 ． 2 　閣議決定
改正　昭和39． 4 ． 3 　閣議決定
改正　昭和43． 4 ．19　閣議決定
改正　昭和54． 4 ． 6 　閣議決定
改正　昭和57． 4 ． 9 　閣議決定
改正　昭和61． 4 ． 8 　閣議決定
改正　昭和62． 5 ．22　閣議決定
改正　平成元． 5．30　閣議決定
改正　平成11． 4 ． 2 　閣議決定

1　財政法第35条第 3項但書の規定に基づき、
大蔵大臣の指定する経費は別表のとおりと
する。

　（参照）
　◎財政法
　　第35条
③  大蔵大臣は、前項の要求〔各省各庁
の長の予備費使用要求〕を調査し、こ
れに所要の調整を加えて予備費使用書
を作製し、閣議の決定を求めなければ
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ならない。但し、予め閣議の決定を経
て大蔵大臣の指定する経費については、
閣議を経ることを必要とせず、大蔵大
臣が予備費使用書を決定することがで
きる。

2　国会開会中は、前項の経費及び次に掲げ
る経費を除き、予備費の使用は行なわない。
⑴  事業量の増加等に伴う経常の経費。
⑵  法令又は国庫債務負担行為により支出
義務が発生した経費。
⑶  災害（暴風雨、こう

4 4

水、高潮、地震等
異常なる天然現象により生じた災害及び
火災をいう。）に基因して必要を生じた
諸経費その他予備費の使用によらなけれ
ば時間的に対処し難いと認められる緊急
な経費。
⑷  その他比較的軽微と認められる経費。
3　予備費を使用した金額については、これ
をその目的の費途以外に支出してはならな
い。
4　昭和28年 8 月14日閣議決定「予備費の使
用について」は廃止する。

（別　表）
1 扶 養 手 当
2 調 整 手 当
3 休 職 者 給 与
4 公務災害補償費
5 退 職 手 当
6 国家公務員共済組合負担金
7 賠償償還及払戻金
8 利子及び割引料

9 年金及び恩給
10 保険金、再保険金、保険給付費及び保
険料還付金

11 消 費 税
12 議案類印刷費
13 印紙類製造費
14 褒賞品製造費
15 裁 判 費
16 証人等被害給付金
17 訟 務 費
18 検 察 費
19 矯 正 収 容 費
20 貨幣交換差減補塡金
21 義務教育費国庫負担金
22 養護学校教育費国庫負担金
23 感染症予防事業費等負担金
24 原爆被爆者医療費
25 生活保護扶助費負担金
26 災 害 救 助 費
27 老人保護措置費国庫負担金
28 児童保護措置費負担金
29 児童扶養手当
30 社会保険国庫負担金
31 家畜伝染病予防費
32 農業共済組合連合会等交付金
33 雇用保険国庫負担金
34 政府職員等失業者退職手当

（出所 ）『平成11年度　予算事務提要』（平成
11年 5 月　財団法人大蔵財務協会）88―
89ページ。

8-177　公共事業等予備費の使用について
平成11年 9 月29日

大蔵省

　平成11年度当初予算に計上された公共事業等予備費500,000百万円の使用内訳は、事項別で
は（別紙 1）、所管別では（別紙 2）のとおりである。



（別紙 1）
公共事業等予備費使用額（事項別内訳）

（単位：百万円　）

事　　　　　　　　　　項 使　　用　　額

I．国家的プロジェクトの推進 155,005 （ 242,299）

○関西国際空港二期 15,500 （ 42,267）

○羽田空港沖合展開 3,000 （ 3,000）

○整備新幹線 42,000 （ 63,000）

○高規格幹線道路 67,200 （ 92,329）

○UR対策 27,305 （ 41,703）

II．21世紀発展基盤整備
○情報通信 ○環境対策 ○高齢化対応 ○街づくり・地域づくり

146,749 （ 243,270）

（重点事項）

・ ITS（高度道路交通システム）、情報ハイウェイ（光ファイバー収容空間等）の
整備

19,000 （ 30,849）

・農業用水管理システムの高度情報化 1,474 （ 1,709）

・トリハロメタン等緊急水質改善 3,598 （ 6,390）

・沿道環境改善事業（遮音壁の設置、低騒音舗装の敷設） 8,182 （ 13,260）

・水質保全等のための農業用用排水・集落排水施設等整備 10,766 （ 13,895）

・歩行空間のバリアフリー化 6,882 （ 10,404）

・介護基盤整備及び国立病院等の緊急施設整備 18,911 （ 22,403）

・踏切道の改良促進（連続立体交差事業等） 4,400 （ 8,800）

・防災拠点等整備、密集市街地の更新・整備等 10,278 （ 23,128）

・都市近郊等における良好な生活空間形成のための農村・森林整備 5,400 （ 9,260）

III．緊急課題対応 136,245 （ 175,474）

○ 九州・沖縄サミット関連事業  
（空港、会場、宿泊施設等間のアクセス道路の整備、会場等として利用される
関連公園の整備、空港危機管理システムの構築　等）

20,778 （ 26,975）

○ 中央省庁再編関連事業等  
（新中央合同庁舎第 2号館の整備　等）

10,613 （ 10,613）

○ 災害危険箇所緊急対策  
（トンネル補修応急対策、橋梁等の補強等、学校施設の耐震改修　等）

50,495 （ 62,249）

○ 再度災害防止対策  
（集中豪雨・土砂災害、高波浪災害等再度災害防止対策　等）

54,359 （ 75,637）

IV．災害復旧等 62,001 （ 78,944）

合　　　　　　　　　　計 500,000 （ 739,987）

（注） 1 ．使用額の欄の（　）書きは事業費。  
2 ．計数は、四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない。
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（別紙 2）
公共事業等予備費使用額（所管別内訳）

（単位：百万円）
（所　　　管） （使　用　額）

国　　　会 265
総理府 49,477
警察庁 1,439
北海道開発庁 33,805
科学技術庁 708
環境庁 746
沖縄開発庁 9,975
国土庁 2,804

法務省 3,810
外務省 106
大蔵省 194
文部省 23,058
厚生省 18,911
農林水産省 80,780
通商産業省 3,602
運輸省 63,695
郵政省 1,399
建設省 254,703

　　　合　　計 500,000

（出所 ）財務省ウェブ・ページ「平成11年度予算」、「公共事業費等予備費の使用について（1997
年 7 月 8 日）」（http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy1999/index.
htm）。



8-
17
8　
「
建
議
」
及
び
「
報
告
」
の
平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
主
な
措
置
状
況

「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

1
．
総
論

○
 　
平
成
11
年
度
予
算
の
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
政
府
は
、
景

気
対
策
の
観
点
か
ら
新
規
に
実
施
す
る
施
策
に
つ
い
て
は
、

将
来
に
わ
た
り
過
大
な
後
年
度
負
担
を
も
た
ら
す
こ
と
が
な

い
か
等
、
そ
の
中
身
に
つ
い
て
十
分
精
査
す
る
と
と
も
に
、

既
存
の
制
度
・
施
策
に
つ
い
て
も
、
財
政
構
造
改
革
の
基
本

的
な
考
え
方
を
踏
ま
え
て
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
い
、
財
政

資
金
の
よ
り
重
点
的
・
効
率
的
配
分
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

制
度
改
革
・
歳
出
合
理
化
に
最
大
限
努
力
す
べ
き
。

○
 　
平
成
11
年
度
予
算
は
、
平
成
10
年
度
第
3
次
補
正
予
算
と
一
体
的
に
と
ら
え
、
年
度
末
か
ら
年
度
始
め
に
か
け
て
切
れ
目
な
く
施
策
を

実
施
す
べ
く
、
い
わ
ゆ
る
15
か
月
予
算
の
考
え
方
の
下
、
当
面
の
景
気
回
復
に
向
け
全
力
を
尽
く
す
と
の
観
点
に
立
っ
て
編
成
。
財
政
構

造
改
革
の
基
本
的
考
え
方
は
維
持
し
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
経
費
の
一
層
の
合
理
化
・
効
率
化
・
重
点
化
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、

11
年
度
一
般
歳
出
の
規
模
は
46
兆
8,8
78
億
円
と
な
り
、
前
年
度
当
初
予
算
に
対
し
て
＋
5.3
％
の
増
。

　［
主
要
経
費
別
伸
率
の
推
移
］

（
伸
率
：
％
）

7’
8’

9’
10
’

11
’

社
会
保
障
関
係
費

3.3
2.6

1.8
2.0

8.4
文
教
及
び
科
学
振
興
費

2.0
2.5

1.9
0.0

2.0
恩

給
関

係
費

▲
2.0

▲
3.9

▲
3.7

▲
4.1

▲
3.4

防
衛

関
係

費
0.8
6

2.5
8

2.1
▲
0.2

▲
0.2

公
共
事
業
関
係
費

4.0
4.1

1.3
▲
7.8

5.0

経
済

協
力

費
3.6

3.5
1.6

▲
10
.2

0.8
（

O
D

A
）

4.0
3.5

2.1
▲
10
.4

0.2
中
小
企
業
対
策
費

▲
1.0

▲
0.1

0.5
▲
 0
.4

3.5
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費

0.9
1.5

▲
0.9

▲
 2
.6

▲
2.3

主
要
食
糧
関
係
費

▲
0.7

▲
0.7

▲
0.5

▲
 0
.1

▲
0.1

そ
の
他
の
事
項
経
費

6.9
0.2

2.2
2.1

1.7
3.1

2.4
1.5

▲
 1
.3

5.3

う
ち
生
活
保
護
費

3.8
社
会
福
祉
費

7.6
社
会
保
険
費

10
.2

保
健
衛
生
対
策
費

▲
1.6

失
業
対
策
費

5.2

う
ち
科
学
技
術
振
興
費

8.1

　
　（
注
）・
 社
会
保
障
関
係
費
は
厚
生
年
金
国
庫
負
担
の
繰
延
べ
措
置
を
行
わ
な
い
こ
と
に
よ
る
影
響
を
除
け
ば
＋
3.7
％
の
増
。

　
　
　
　
・
防
衛
関
係
費
は
SA
CO
関
連
経
費
を
除
く
ベ
ー
ス
で
も
▲
0.2
％
の
減
。

　
　
　
　
・
 公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
公
共
事
業
等
予
備
費
を
含
め
予
算
ベ
ー
ス
・
支
出
ベ
ー
ス
と
も
に
10
％
を
上
回
る
伸
び
を
確
保
。
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「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
 　
平
成
11
年
度
予
算
に
関
し
て
は
、
概
算
要
求
の
基
本
方
針

に
お
い
て
、「
景
気
対
策
臨
時
緊
急
特
別
枠
」
と
と
も
に
、

中
期
的
な
経
済
再
生
を
図
る
た
め
「
情
報
通
信
、
科
学
技
術
、

環
境
等
21
世
紀
発
展
基
盤
整
備
特
別
枠
」
が
設
定
さ
れ
て
い

る
ほ
か
、
公
共
投
資
の
更
な
る
重
点
化
を
図
る
た
め
、
公
共

事
業
関
係
費
に
関
し
て
「
物
流
効
率
化
に
よ
る
経
済
構
造
改

革
特
別
枠
」、
「
環
境
・
高
齢
者
等
福
祉
・
中
心
市
街
地
活
性

化
等
21
世
紀
の
経
済
発
展
基
盤
整
備
特
別
枠
」、
「
生
活
関
連

等
公
共
事
業
重
点
化
枠
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
そ
れ
ら
の
趣
旨
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
要
求
内
容
の
厳

し
い
吟
味
を
行
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

○
景
気
対
策
臨
時
緊
急
特
別
枠

　
 　
当
面
の
景
気
回
復
に
向
け
全
力
を
尽
く
す
と
の
観
点
か
ら
、
景
気
回
復
の
た
め
に
即
効
性
が
あ
り
、
ま
た
後
年
度
に
過
度
の
負
担
を
も

た
ら
さ
な
い
経
費
を
対
象
と
し
て
総
額
4
兆
円
の
枠
を
用
意
し
、
そ
の
相
当
部
分
に
つ
い
て
、
平
成
10
年
度
第
3
次
補
正
予
算
に
前
倒
し

計
上
し
、
11
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
公
共
4,5
00
億
円
、
非
公
共
50
0億
円
を
計
上
。

○
情
報
通
信
・
科
学
技
術
・
環
境
等
21
世
紀
発
展
基
盤
整
備
特
別
枠

　
 　
中
期
的
な
我
が
国
経
済
再
生
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し
て
、
情
報
通
信
・
科
学
技
術
・
環
境
等
を
中
心
と
し
た
、
21
世
紀
に
お
け
る
我

が
国
の
発
展
基
盤
を
整
備
す
る
た
め
に
特
に
資
す
る
施
策
に
対
し
て
、
公
共
事
業
関
係
費
を
除
く
経
費
と
し
て
総
額
1,5
00
億
円
の
枠
を

用
意
し
た
。

　
　［
重
点
的
・
優
先
的
に
措
置
し
た
5
分
野
］

　
　
　
　
情
報
通
信
：
高
度
情
報
通
信
社
会
構
築
を
目
指
し
た
基
盤
整
備

　
　
　
　
科
学
技
術
：
生
命
科
学
研
究
の
加
速
的
推
進
、
競
争
的
・
重
点
的
資
金
の
導
入
に
よ
る
研
究
の
活
性
化

　
　
　
　
環
境
・
そ
の
他
：
化
学
物
質
に
よ
る
健
康
・
生
態
系
に
及
ぼ
す
影
響
へ
の
対
応
、
雇
用
確
保
・
人
材
育
成
及
び
国
際
貢
献
の
推
進

○
公
共
事
業
予
算
の
重
点
化
の
推
進

　
 　
特
別
枠
の
活
用
に
よ
り
、
物
流
効
率
化
に
よ
る
経
済
構
造
改
革
に
資
す
る
分
野
（
国
際
ハ
ブ
空
港
、
ハ
ブ
港
湾
、
高
規
格
幹
線
道
路
等
）

や
21
世
紀
を
展
望
し
た
経
済
発
展
基
盤
と
な
る
分
野
（
情
報
通
信
、
環
境
、
高
齢
者
等
福
祉
、
中
心
市
街
地
活
性
化
等
）、
更
に
は
生
活

関
連
社
会
資
本
（
下
水
道
、
集
落
排
水
施
設
、
各
種
防
災
施
設
等
）
へ
優
先
的
・
重
点
的
に
配
分
。

　
　
①
「
物
流
効
率
化
に
よ
る
経
済
構
造
改
革
特
別
枠
」（
1,5
00
億
円
）

　
　
②
「
環
境
・
高
齢
者
等
福
祉
・
中
心
市
街
地
活
性
化
等
21
世
紀
の
経
済
発
展
基
盤
整
備
特
別
枠
」（
1,0
00
億
円
）

　
 （
注
）
い
ず
れ
も
小
渕
総
理
の
提
唱
す
る
「
21
世
紀
先
導
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
優
先
的
配
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
③
「
生
活
関
連
等
公
共
事
業
重
点
化
枠
」（
2,5
00
億
円
）



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

2
．
社
会
保
障

⑴
　
年
金

　
 　
経
済
・
財
政
と
調
和
の
と
れ
た
長
期
的
に
安
定
し
た
年
金

制
度
を
構
築
し
て
い
く
た
め
に
は
、
公
私
の
年
金
の
適
切
な

役
割
分
担
を
図
る
と
と
も
に
、
給
付
と
負
担
の
均
衡
を
確
保

し
、
将
来
世
代
の
負
担
が
過
重
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
、

制
度
全
般
に
わ
た
る
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
 　
な
お
、
制
度
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
現
下
の
経
済
状
況
等

を
も
十
分
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

○
 　
年
金
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
給
付
の
適
正
化
等
、
制
度
全
般
に
わ
た
る
見
直
し
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
平
成

11
年
度
に
お
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
料
率
及
び
国
民
年
金
保
険
料
を
据
え
置
く
と
と
も
に
、
年
金
額
は
物
価
ス
ラ
イ
ド
（
＋
0.6
％
）

に
よ
り
改
定
。

⑵
　
医
療

　
 　
医
療
に
つ
い
て
は
、
人
口
の
高
齢
化
が
進
む
中
、
国
民
医

療
費
の
伸
び
を
国
民
所
得
の
伸
び
の
範
囲
内
と
す
る
と
の
基

本
方
針
を
堅
持
し
、
経
済
、
財
政
と
調
和
の
と
れ
た
効
率
的

な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
、
医
療
提
供
体
制
及
び

医
療
保
険
制
度
の
両
面
に
わ
た
る
抜
本
改
革
に
取
り
組
ん
で

い
く
必
要
が
あ
る
。

○
 　
現
在
、
医
療
提
供
体
制
及
び
医
療
保
険
制
度
の
抜
本
的
改
革
に
つ
い
て
、
医
療
保
険
福
祉
審
議
会
等
に
お
い
て
議
論
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
。

　
 　
国
立
病
院
・
療
養
所
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
平
成
8

年
の
「
国
立
病
院
等
の
再
編
成
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
」
の
改
正
や
、
平
成
12
年
度
末
ま
で
に
施
設
の
廃
止
を

含
め
た
対
処
方
針
を
決
定
す
る
な
ど
を
内
容
と
し
た
「
再
編

成
・
合
理
化
の
基
本
方
針
」
の
見
直
し
を
踏
ま
え
、
再
編
成

計
画
の
実
施
を
一
層
強
力
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
　
平
成
12
年
2
月
国
立
嬉
野
病
院
、
国
立
療
養
所
武
雄
病
院
を
統
合
予
定
。

　
　
平
成
12
年
3
月
国
立
高
田
病
院
、
国
立
療
養
所
新
潟
病
院
を
統
合
予
定
。

　
 　
平
成
11
年
度
の
国
立
病
院
・
療
養
所
に
対
す
る
一
般
会
計

か
ら
の
繰
入
れ
に
つ
い
て
は
、
経
営
合
理
化
を
更
に
推
進
す

る
こ
と
と
し
て
、
平
成
10
年
度
予
算
に
引
き
続
き
、
そ
の
縮

減
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

○
　
国
立
病
院
特
別
会
計
へ
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
繰
入
額
の
縮
減
を
図
る
。

平
成
10
年
度

平
成
11
年
度

繰
入
額

1,4
68
億
円

→
1,4
18
億
円

繰
入
率

13
.4％

→
13
.2％
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平成11年度　　631
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

3
．
公
共
投
資

⑴
 　
社
会
資
本
整
備
の
あ
り
方
と
し
て
、
従
来
の
発
想
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
21
世
紀
を
見
据
え
て
真
に
必
要
な
分
野

へ
投
資
を
重
点
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
公
共
事

業
予
算
に
つ
い
て
は
、
よ
り
一
層
の
重
点
化
・
効
率
化
を
推

進
す
る
こ
と
が
必
要
。

　
 　
平
成
11
年
度
に
お
い
て
は
、
本
年
8
月
12
日
の
閣
議
了
解

に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

　
①
 　
物
流
効
率
化
に
よ
る
経
済
構
造
改
革
を
推
進
す
る
と
い

う
観
点
、

　
②
 　
21
世
紀
を
見
据
え
て
豊
か
で
活
力
の
あ
る
経
済
社
会
の

構
築
に
向
け
て
、
真
に
必
要
と
な
る
社
会
資
本
を
重
点
的

に
整
備
す
る
と
い
う
観
点
、

　
③
 　
生
活
関
連
社
会
資
本
の
整
備
・
地
域
の
振
興
・
安
全
な

地
域
づ
く
り
等
の
諸
課
題
に
適
切
に
応
え
る
と
い
う
観
点

か
ら
配
分
の
更
な
る
重
点
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
。

　
 　
な
お
、
小
渕
総
理
の
提
唱
に
よ
る
「
生
活
空
間
倍
増
戦
略

プ
ラ
ン
」
の
う
ち
の
地
域
戦
略
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
広
域

的
な
連
携
の
も
と
に
、
地
域
が
自
ら
テ
ー
マ
を
選
び
、
総
合

的
な
プ
ラ
ン
を
策
定
・
推
進
す
る
趣
旨
に
鑑
み
、
地
域
に
お

け
る
プ
ラ
ン
の
作
成
に
は
十
分
時
間
を
か
け
、
ま
た
全
国
一

律
で
な
く
、
地
方
の
実
情
を
踏
ま
え
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
適
切

に
対
応
す
る
事
業
を
支
援
す
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
う
べ

き
。

○
 　
特
別
枠
の
活
用
に
よ
り
、
物
流
効
率
化
に
よ
る
経
済
構
造
改
革
に
資
す
る
分
野
（
国
際
ハ
ブ
空
港
、
ハ
ブ
港
湾
、
高
規
格
幹
線
道
路
等
）

や
21
世
紀
を
展
望
し
た
経
済
発
展
基
盤
と
な
る
分
野
（
情
報
通
信
、
環
境
、
高
齢
者
等
福
祉
、
中
心
市
街
地
活
性
化
等
）、
更
に
は
生
活

関
連
社
会
資
本
（
下
水
道
・
集
落
排
水
施
設
、
各
種
防
災
対
策
等
）
へ
優
先
的
・
重
点
的
に
配
分
。

　
①
「
物
流
効
率
化
に
よ
る
経
済
構
造
改
革
特
別
枠
」（
1,5
00
億
円
）

　
②
「
環
境
・
高
齢
者
等
福
祉
・
中
心
市
街
地
活
性
化
等
21
世
紀
の
経
済
発
展
基
盤
整
備
特
別
枠
」（
1,0
00
億
円
）

　
　（
注
）
い
ず
れ
も
小
渕
総
理
の
提
唱
す
る
「
21
世
紀
先
導
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
優
先
的
配
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
③
「
生
活
関
連
等
公
共
事
業
重
点
化
枠
」（
2,5
00
億
円
）

○
　
事
業
ご
と
に
見
れ
ば
、
大
き
な
重
点
化

（
伸
率
）

市
街
地
整
備

＋
53
.8％

自
然
公
園

＋
27
.5％

空
港

＋
10
.3％

○
 　「
地
域
戦
略
プ
ラ
ン
推
進
費
（
総
額
2,0
00
億
円
、
国
土
庁
一
括
計
上
）」
に
よ
り
、
地
方
自
ら
の
創
意
工
夫
の
発
現
を
促
す
地
域
戦
略

プ
ラ
ン
の
推
進
に
最
大
限
の
支
援
。

⑵
 　
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
効
率
化
、
透
明
化
の
推
進
が
重

要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
省
庁
間
の
枠
を
超
え
た

事
業
間
の
連
携
の
強
化
、
公
共
工
事
の
コ
ス
ト
縮
減
対
策
の

推
進
、
費
用
対
効
果
分
析
等
の
客
観
的
な
評
価
に
よ
る
投
資

の
効
率
性
の
確
保
、
再
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
及
び
精
度
の

向
上
に
よ
る
継
続
事
業
の
見
直
し
等
を
一
層
徹
底
す
る
こ
と

が
必
要
。
特
に
費
用
対
効
果
分
析
等
に
よ
る
事
業
評
価
に
つ

い
て
は
、
公
共
事
業
全
体
と
し
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す

べ
き
。

  

○
　
再
評
価
シ
ス
テ
ム
（
い
わ
ゆ
る
「
時
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」）
の
実
施

　
・
　
10
年
3
月
に
各
省
庁
が
再
評
価
の
実
施
要
領
を
策
定
。

　
・
　
10
年
度
中
に
全
事
業
に
つ
い
て
再
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
。

○
　
事
業
採
択
段
階
に
お
け
る
費
用
対
効
果
分
析
の
積
極
的
活
用

　
・
　
10
年
度
中
に
全
事
業
で
費
用
対
効
果
分
析
手
法
を
導
入
。

　
・
　
共
通
的
な
運
用
指
針
（
試
行
案
）
の
策
定
に
向
け
た
検
討
。

○
　
11
年
度
予
算
に
お
い
て
事
業
の
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
い
、
事
業
の
中
止
・
休
止
等
を
決
定
。（
次
頁
参
照
）



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

事
業
名

中
　
止

休
　
止

事
業
の
縮
小

ダ
　
ム

7
ダ
ム

5
ダ
ム

―

治
　
山

2
事
業

5
事
業

1
事
業

港
　
湾

1
事
業

25
事
業

2
事
業

漁
　
港

―
8
事
業

3
事
業

農
業
農
村
整
備

3
農
業
ダ
ム

1
農
業
ダ
ム

1
農
業
ダ
ム

国
有
林
林
道

10
事
業

2
事
業

5
事
業

大
規
模
林
道

1
事
業

2
事
業

1
事
業

工
業
用
水

2
事
業

3
事
業

2
事
業

　（
注
 ）
上
記
見
直
し
に
は
、
再
評
価
シ
ス
テ
ム
の
適
用
に
よ
る
も
の
と
、
再
評
価
の
対
象
で
は
な
い
が
、
事
業
の
必
要
性
等
の
見
直
し
を

行
っ
た
も
の
を
含
む
。

⑶
 　
ま
た
、
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
等
の
観
点
を
踏
ま
え
、

PF
I（
民
間
の
技
術
力
、
経
営
力
及
び
資
金
力
を
活
用
し
た

新
た
な
手
法
に
よ
る
社
会
資
本
整
備
）
に
つ
い
て
も
、
推
進

の
た
め
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
。

　
 　
な
お
、
PF
Iの
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
公
的
部
門
が

整
備
、
運
営
等
に
当
た
っ
て
い
た
サ
ー
ビ
ス
の
代
替
と
し
て

行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
安
易
な
財
政
負
担

の
増
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
に
十
分
に
配
慮

す
る
こ
と
が
重
要
。

○
 　
平
成
11
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
PF
Iを
推
進
す
る
目
的
で
の
普
及
・
啓
発
、
事
業
の
早
期
形
成
・
実
施
の
支
援
等
の
た
め
の
経
費
（
経

済
企
画
庁
）
等
を
計
上
。
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「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

4
．
文
教
・
科
学
技
術

⑴
　
文
教

　
①
　
高
等
教
育

　
　
 　
高
等
教
育
に
つ
い
て
は
、
資
金
の
重
点
配
分
を
図
り
つ

つ
、
受
益
者
負
担
の
徹
底
等
の
観
点
か
ら
、
各
種
経
費
の

見
直
し
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
　
公
立
看
護
大
学
等
経
常
費
補
助
（
10
年
度
　
10
億
円
）
を
廃
止
す
る
。

　
②
　
国
立
学
校
特
別
会
計

　
　
 　
国
立
大
学
の
授
業
料
・
入
学
料
に
つ
い
て
は
、
受
益
者

負
担
の
徹
底
及
び
自
己
財
源
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
入
学

料
等
に
つ
き
適
正
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

○
　
国
立
学
校
の
入
学
料
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
改
定
す
る
。

　
　［
大
学
（
平
成
12
年
度
入
学
者
か
ら
）］

　
　
現
　
行
　
27
5,0
00
円
　
→
　
改
定
後
　
27
7,0
00
円
（
＋
2,0
00
円
、
＋
0.7
％
）　
（
大
学
学
部
（
昼
間
部
））

　
③
　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金

　
　
 　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き

制
度
の
目
的
、
発
足
以
来
の
経
緯
等
を
も
踏
ま
え
、
負
担

対
象
等
に
つ
い
て
見
直
し
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
 　
第
6
次
教
職
配
置
改
善
計
画
（
5’
～
12
’、
当
初
の
6
年
計
画
を
2
年
延
長
）
に
よ
り
、
11
年
度
に
お
い
て
は
、
計
画
残
3,7
15
人
の

う
ち
2,5
15
人
を
措
置
す
る
。

⑵
　
科
学
技
術

　
 　
科
学
技
術
関
係
予
算
に
つ
い
て
は
、
21
世
紀
を
見
据
え
つ

つ
、
真
に
必
要
な
施
策
に
対
し
て
限
ら
れ
た
財
政
資
源
を
重

点
的
・
効
率
的
に
配
分
し
、
国
民
経
済
に
最
大
の
効
果
を
も

た
ら
す
と
の
観
点
か
ら
、
優
先
順
位
の
厳
し
い
選
択
、
同
一

分
野
の
研
究
開
発
や
同
種
の
研
究
開
発
制
度
に
つ
い
て
の
重

複
排
除
や
連
携
促
進
、
本
格
的
な
研
究
評
価
制
度
の
厳
正
な

運
用
を
引
き
続
き
行
う
こ
と
が
必
要
。

　
 　
ま
た
、
科
学
技
術
庁
予
算
に
つ
い
て
は
、
創
造
的
・
基
礎

的
研
究
の
充
実
を
図
る
た
め
に
も
、
分
野
別
予
算
配
分
の
よ

り
一
層
の
見
直
し
が
必
要
。

○
 　
創
造
的
・
基
礎
的
研
究
等
の
充
実
に
配
慮
す
る
一
方
で
、
原
子
力
及
び
宇
宙
関
係
経
費
を
極
力
抑
制
す
る
と
い
っ
た
分
野
別
の
資
金
配

分
に
配
意
し
て
い
る
。

［
科
学
技
術
庁
一
般
会
計
の
4
分
類
］ 

（
単
位
：
億
円
、
％
、（
　
）
書
き
は
構
成
比
）

10
年
度

11
年
度

伸
率

基
礎
研
究
等

1,9
23
（
32
.9）

2,1
64
（
35
.2）

＋
12
.6

原
子
力

1,8
58
（
31
.8）

1,8
23
（
29
.6）

▲
1.9

宇
宙
開
発

1,8
25
（
31
.2）

1,8
72
（
30
.4）

＋
2.6

海
洋
開
発

24
5（
4.2
）

29
4（
4.8
）

＋
19
.8

○
 　
研
究
分
野
・
制
度
の
重
複
の
排
除
を
図
る
ほ
か
、
省
庁
連
絡
会
等
に
よ
る
連
絡
・
調
整
等
を
通
じ
て
研
究
分
野
・
制
度
毎
に
省
庁
の
枠

を
超
え
て
共
同
・
連
携
促
進
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
一
層
の
重
点
化
を
図
る
。

10
年
度

11
年
度

・
　
ゲ
ノ
ム
関
連
研
究

19
9億
円

→
26
5億
円

・
　
脳
科
学
研
究

22
4億
円

→
26
5億
円

・
　
環
境
ホ
ル
モ
ン
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
関
連
す
る
調
査
研
究

23
億
円

→
11
5億
円

○
 　
研
究
の
競
争
的
環
境
を
醸
成
し
つ
つ
研
究
資
金
の
重
点
的
・
効
率
的
配
分
等
を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
に
開
か
れ
た
科
学
技
術
と
す
る

た
め
、
各
省
庁
に
お
い
て
事
前
・
中
間
・
事
後
に
わ
た
る
外
部
評
価
の
実
施
、
評
価
結
果
の
公
表
等
を
推
進
す
る
。

10
年
度

11
年
度

・
　
関
係
省
庁
の
研
究
開
発
評
価
予
算

5.7
億
円

→
11
.1億
円



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

5
．
防
衛

①
 　
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
益
々
深
刻
さ
を
増
し
て
い
る

我
が
国
の
財
政
事
情
を
踏
ま
え
、
あ
ら
ゆ
る
経
費
・
施
策
に

わ
た
っ
て
効
率
化
・
合
理
化
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
 　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
引
き
続
き
常
備
自
衛
官
定
数
及
び

実
員
の
削
減
を
着
実
に
進
め
る
と
と
も
に
装
備
品
の
調
達
価

格
の
抑
制
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
後
年
度
負
担
の
抑

制
に
引
き
続
き
取
り
組
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
と
り
わ
け

正
面
装
備
品
は
、
正
面
と
後
方
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
つ
つ

そ
の
抑
制
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

○
 　
平
成
11
年
度
の
防
衛
関
係
費
は
、
総
額
で
4
兆
9,3
22
億
円
、
対
前
年
度
比
▲
0.2
％
と
10
年
度
に
続
い
て
の
対
前
年
度
マ
イ
ナ
ス
。

SA
CO
関
係
経
費
を
除
く
ベ
ー
ス
で
も
4
兆
9,2
01
億
円
と
対
前
年
度
比
▲
0.2
％
の
減
。

（
億
円
）

区
　
　
　
分

10
年
度

11
年
度

増
　
　
　
減

除
く
SA
C
O
関
係
経
費

49
,29
0

49
,20
1

▲
89
（
▲
0.2
％
）

防
衛

関
係

費
49
,39
7

49
,32
2

▲
75
（
▲
0.2
％
）

正
面
契
約
 

（
億
円
、
％
）

9
年
度

対
前
年
度

10
年
度

対
前
年
度

11
年
度

対
前
年
度

8,4
10

58
7,9
80

▲
43
0

7,9
65

▲
15

（
＋
0.7
）

（
▲
5.1
）

（
▲
0.2
）

後
年
度
負
担
 

（
億
円
、
％
）

9
年
度

対
前
年
度

10
年
度

対
前
年
度

11
年
度

対
前
年
度

31
,33
9

80
9

30
,99
2

▲
34
7

30
,50
7

▲
48
5

（
＋
3.0
）

（
▲
1.1
）

（
▲
1.6
）

　（
注
）
SA
CO
関
係
経
費
を
含
む
。

○
　
基
幹
部
隊
の
改
編
と
常
備
自
衛
官
の
削
減

　
 　
新
防
衛
大
綱
（
平
成
7
年
11
月
策
定
）
を
踏
ま
え
、
陸
上
自
衛
隊
第
7
師
団
の
改
編
、
海
上
自
衛
隊
掃
海
隊
群
（
仮
称
）
の
新
編
等
の

基
幹
部
隊
の
見
直
し
と
と
も
に
、
陸
上
自
衛
隊
常
備
自
衛
官
定
数
を
1,6
04
人
削
減
（
11
年
度
末
定
数
17
.1万
人
）。

②
 　
防
衛
装
備
品
の
調
達
に
関
し
て
は
、
技
術
研
究
開
発
段
階

で
の
量
産
コ
ス
ト
低
減
策
の
検
討
、
輸
入
品
の
一
層
の
活
用

を
含
め
た
規
格
・
仕
様
の
見
直
し
、
競
争
原
理
の
一
層
の
活

用
な
ど
調
達
コ
ス
ト
の
低
減
に
向
け
た
取
り
組
み
を
推
進
し
、

取
得
改
革
を
加
速
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
 　
ま
た
、
今
後
は
制
度
・
機
構
面
の
取
組
み
を
着
実
に
推
進

し
、
効
率
的
で
透
明
・
公
正
な
調
達
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
図

る
必
要
が
あ
る
。

○
　
防
衛
装
備
品
の
単
価
引
下
げ

　
 　
一
定
の
要
件
に
あ
て
は
ま
る
装
備
品
等
の
単
価
に
つ
い
て
、
5
年
間
で
10
％
低
減
と
い
う
防
衛
庁
の
当
初
目
標
を
2
年
前
倒
し
し
て
、

原
則
と
し
て
3
年
間
で
10
％
低
減
す
る
こ
と
と
し
、
11
年
度
予
算
に
お
い
て
は
4
％
の
単
価
引
下
げ
を
織
込
み
。
こ
の
結
果
、
契
約
ベ
ー

ス
で
約
22
0億
円
の
コ
ス
ト
削
減
。

○
　
防
衛
調
達
の
適
正
化

　
 　
契
約
企
業
の
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
監
査
法
人
・
公
認
会
計
士
等
専
門
家
の
助
言
・
支
援
を
得
る
と
と
も
に
、
部
外
有
識
者
に
よ
る

チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
整
備
等
を
行
う
た
め
の
所
要
経
費
2.5
億
円
を
計
上
。

634　　Ⅲ　予算
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6
．
政
府
開
発
援
助

　
通
貨
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
ア
ジ
ア
諸
国
等
を
始
め
、
世
界
の

経
済
状
況
は
依
然
と
し
て
不
安
定
な
中
で
、
我
が
国
へ
の
途
上

国
支
援
の
期
待
は
更
に
大
き
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
、

我
が
国
に
お
い
て
は
、
政
府
開
発
援
助
（
O
D
A
）
供
与
実
積

が
7
年
連
続
で
世
界
一
と
な
る
な
ど
既
に
高
い
水
準
に
達
し
て

い
る
。
今
後
我
が
国
が
国
際
社
会
に
お
け
る
責
務
を
果
た
し
て

い
く
た
め
に
は
、
O
D
A
の
実
施
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
以
上
に

国
民
の
支
持
と
理
解
を
得
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め

に
は
、
深
刻
な
財
政
状
況
の
中
で
、
引
き
続
き
そ
の
効
率
的
な

実
施
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
｡

○
 　
平
成
11
年
度
O
D
A
予
算
に
関
し
て
は
、
国
際
機
関
分
担
率
の
上
昇
、
ア
ジ
ア
支
援
に
関
す
る
我
が
国
へ
の
期
待
の
増
大
等
に
対
応
し

つ
つ
、
引
き
続
き
重
点
的
・
効
率
的
な
配
分
を
実
施
。（
10
,48
9憶
円
計
上
　
対
前
年
度
比
＋
0.2
％
）

○
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
経
済
支
援

　
・
ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
イ
ン
フ
ラ
等
整
備
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
無
償
（
26
憶
円
）

　
・
ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
構
造
改
革
努
力
の
支
援
の
た
め
の
ノ
ン
プ
ロ
無
償
（
15
億
円
）

　
・
ア
ジ
ア
諸
国
の
資
金
調
達
支
援
の
た
め
の
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
支
援
資
金
（
20
0億
円
）

　
・
研
修
員
受
入
れ
・
専
門
家
派
遣
の
拡
充
（
17
3億
円
（
10
年
度
）
→
17
7億
円
（
11
年
度
））

　
以
上
の
趣
旨
に
鑑
み
、
O
D
A
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
特

に
以
下
の
点
に
留
意
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

⑴
 　
O
D
A
の
実
施
に
際
し
、
O
D
A
の
重
点
分
野
・
地
域
等
に

つ
き
、
我
が
国
の
国
益
を
踏
ま
え
た
戦
略
的
な
判
断
を
行
っ

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
特
に
国
際
機
関
を
通
じ
た
援

助
に
関
し
て
、
二
国
間
援
助
と
の
相
互
補
完
性
を
確
保
し
つ

つ
、
我
が
国
の
顔
が
見
え
る
支
援
と
す
る
よ
う
工
夫
を
行
っ

て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

○
顔
の
見
え
る
O
D
A

　
・
途
上
国
の
人
造
り
の
拡
充
→
人
造
り
拠
点
支
援
無
償
（
20
億
円
）、
留
学
生
支
援
無
償
（
3
億
円
）

　
・
N
GO
支
援
等
の
キ
メ
の
細
か
い
援
助
→
草
の
根
無
償
の
拡
充
（
57
億
円
→
70
億
円
）
等

　
・
 我
が
国
が
使
途
決
定
に
関
与
で
き
る
国
際
機
関
フ
ァ
ン
ド
へ
の
拠
出
に
よ
り
、
我
が
国
の
二
国
間
支
援
と
マ
ル
チ
の
支
援
と
の
相
互
補

完
性
を
確
保
す
る
。（
U
N
D
P人
造
り
基
金
：
10
億
円
→
12
億
円
）

　
・
国
費
留
学
生
の
受
入
れ
・
私
費
留
学
生
学
習
奨
励
費
の
拡
充
（
27
4億
円
→
28
5億
円
）

⑵
 　
我
が
国
の
援
助
が
真
に
途
上
国
か
ら
評
価
さ
れ
る
も
の
と

す
る
た
め
、
相
手
国
の
実
情
を
十
分
に
把
援
し
た
キ
メ
の
細

か
い
援
助
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
効
率
的
な

援
助
の
実
施
の
観
点
か
ら
、
各
省
庁
の
連
携
等
に
つ
い
て
も

工
夫
を
行
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

⑶
 　
我
が
国
の
国
民
及
び
受
入
国
側
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、

我
が
国
の
貢
献
に
つ
い
て
の
情
報
公
闘
を
積
極
的
に
行
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

○
透
明
で
効
率
的
な
O
D
A

　
・
無
償
資
金
協
力
実
施
体
制
の
強
化
（
設
計
積
算
審
査
の
強
化
等
：
21
億
円
→
29
億
円
）

　
・
外
部
機
関
に
よ
る
評
価
の
実
施
（
0.6
億
円
）

　
・
O
D
A
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
拡
充
（
発
注
業
者
名
、
受
注
額
等
幅
広
く
情
報
公
開
：
1
憶
円
）

　
・
O
D
A
事
業
の
公
募
モ
ニ
タ
ー
（
一
般
市
民
に
よ
る
O
D
A
事
業
の
視
察
：
1.4
億
円
）
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7
．
農
業

⑴
 　
農
林
水
産
関
係
予
算
の
重
点
化
・
効
率
化

　
 　
農
林
水
産
関
係
予
算
に
つ
い
て
は
、
財
政
資
金
の
効
率
的

使
用
の
観
点
か
ら
、
担
い
手
へ
の
施
策
の
集
中
、
市
場
原
理
、

競
争
条
件
の
一
層
の
導
入
を
図
り
つ
つ
、
各
種
施
策
の
見
直

し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
更
に
重
点
的
・
効
率
的
な
も
の
と

す
る
必
要
が
あ
る
。

　
 　
な
お
、
食
糧
供
給
力
の
低
下
、
農
村
の
過
疎
化
・
高
齢
化

の
進
行
等
農
業
・
農
村
を
め
ぐ
る
状
況
を
踏
ま
え
、
現
在
検

討
が
行
わ
れ
て
い
る
農
政
改
革
に
当
た
っ
て
は
、
現
行
農
業

基
本
法
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
て
い
る
農
政
を
、
今
日
的
観
点

か
ら
、
国
民
全
体
の
視
点
に
立
っ
て
抜
本
的
に
見
直
し
、
経

営
感
覚
に
優
れ
た
効
率
的
・
安
定
的
担
い
手
に
よ
る
農
業
生

産
を
中
心
と
し
た
政
策
体
系
と
し
て
再
構
築
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

○
　
農
林
水
産
関
保
予
算
の
重
点
化
・
効
率
化

　
 　
平
成
11
年
度
農
林
水
産
関
係
予
算
に
つ
い
て
は
、
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
、
担
い
手
へ
の
施
策
の
集
中
、
市
場
原
理
・

競
争
条
件
の
一
層
の
導
入
を
図
り
つ
つ
、
各
種
施
策
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
更
に
重
点
的
・
効
率
的
な
予
算
配
分
を
図
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

（
額
の
推
移
） 

（
億
円
）

区
　
　
　
分

10
年
度

11
年
度

増
減

農
林
水
産
予
算
関
係
総
額

33
,75
6

34
,05
6

30
0（
＋
0.9
％
）

公
共
事
業
関
係
費

17
,43
9

17
,58
8

14
9（
＋
0.9
％
）

主
要
食
糧
関
係
費

2,6
91

2,6
87

▲
4
（
▲
0.1
％
）

一
般
農
政
費

13
,62
6

13
,78
1

15
4（
＋
1.1
％
）

　（
注
 ）
計
数
は
、
四
捨
五
入
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
端
数
に
お
い
て
合
計
と
は
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

○
　「
新
基
本
法
」
に
向
け
た
農
政
改
革
大
綱
の
と
り
ま
と
め
を
踏
ま
え
、
以
下
の
と
お
り
施
策
を
推
進
。

　
　
⑴
担
い
手
へ
の
施
策
の
集
中
の
観
点
か
ら
、
施
設
整
備
事
業
の
補
助
対
象
を
認
定
農
業
者
等
に
重
点
化
。

　
　
　
　
　
・
農
業
生
産
体
制
強
化
対
策
事
業
（
22
8億
円
）

　
　
　
　
　
・
畜
産
再
編
総
合
対
策
事
業
（
75
億
円
）

　
　
⑵
 農
業
農
村
整
備
事
業
に
お
い
て
、
担
い
手
の
育
成
に
資
す
る
事
業
（
担
い
手
育
成
型
ほ
場
整
備
事
業
）
に
予
算
を
重
点
配
分
す
る
と

と
も
に
、
大
区
画
ほ
場
整
備
と
併
せ
た
必
要
な
共
同
利
用
機
械
の
導
入
を
支
援
す
る
制
度
を
創
設
。

　
　
　
　
　
・
担
い
手
育
成
型
ほ
場
整
備
事
業
（
89
9億
円
）

　
　
　
　
　
・
大
区
画
ほ
場
高
度
利
用
促
進
事
業
（
1
億
円
）

　
　
⑶
 経
営
感
覚
に
優
れ
た
認
定
農
業
者
の
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
経
営
展
開
を
支
援
す
る
た
め
に
、
機
械
等
の
リ
ー
ス
料
の
一
部
を
助
成

す
る
制
度
を
創
設
。

　
　
　
　
　
・
認
定
農
業
者
支
援
緊
急
リ
ー
ス
事
業
（
3
億
円
）

　
　
⑷
農
業
の
持
続
的
な
発
展
に
資
す
る
生
産
方
式
を
定
着
・
普
及
さ
せ
る
た
め
の
総
合
対
策
を
実
施
。

　
　
　
　
　
・
持
続
的
農
業
総
合
対
策
（
24
億
円
）

　
　
⑸
食
品
関
連
産
業
等
の
経
営
体
質
の
強
化
を
通
じ
た
流
通
合
理
化
、
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
の
円
滑
化
等
を
推
進
。

　
　
　
　
　
・
生
産
流
通
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
構
築
モ
デ
ル
事
業
（
6
億
円
）

　
　
　
　
　
・
地
域
食
品
電
子
商
取
引
推
進
支
援
事
業
（
1
億
円
）
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「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
　
主
要
食
糧
関
係
費

　
　
米
に
つ
い
て
は
、「
新
た
な
米
政
策
」
を
着
実
に
実
施
し
、

　
①
 　
11
年
産
政
府
買
入
米
価
に
つ
い
て
、
算
定
方
式
に
基
づ

き
引
下
げ
（
▲
1.7
5％
）、

　
②
 　
政
府
備
蓄
水
準
の
早
期
適
正
化
の
た
め
、
備
蓄
運
営

ル
ー
ル
に
基
づ
き
、
10
年
産
米
政
府
買
入
数
量
を
決
定
し

た
（
9
年
産
11
9万
㌧
→
10
年
産
30
万
㌧
）。

　
 　
11
年
度
に
お
い
て
も
同
政
策
を
引
き
続
き
推
進
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

○
　
米
に
つ
い
て
は
、「
新
た
な
米
政
策
」
を
着
実
に
実
施
す
る
べ
く
、
所
要
の
予
算
を
計
上
。

　
 　
ま
た
、
麦
に
つ
い
て
は
、
国
内
産
麦
に
係
る
民
間
流
通
の

導
入
を
柱
と
す
る
「
新
た
な
麦
政
策
」
の
具
体
化
に
向
け
た

検
討
を
早
急
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
　
麦
に
つ
い
て
は
、「
新
基
本
法
」
に
向
け
た
農
政
改
革
大
綱
の
と
り
ま
と
め
を
踏
ま
え
、
以
下
の
通
り
施
策
を
推
進
。

　
　
 　
国
内
産
麦
に
係
る
民
間
流
通
の
導
入
を
柱
と
す
る
「
新
た
な
麦
政
策
」
の
具
体
化
に
向
け
、
品
種
開
発
等
に
関
す
る
緊
急
研
究
、
高

品
質
・
大
ロ
ッ
ト
の
生
産
体
制
の
整
構
等
を
実
施
。

　
　
・
麦
大
豆
品
質
向
上
定
着
特
別
対
策
事
業
（
64
億
円
）

　
　
・
麦
の
新
品
種
の
開
発
の
推
進
（
5
億
円
）

⑶
　
農
業
農
村
整
備
事
業

　
 　
農
業
農
村
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、
コ
ス
ト
の
縮
減
対
策

の
推
進
、
費
用
対
効
果
分
析
等
の
客
観
的
な
評
価
に
よ
る
投

資
の
効
率
化
の
確
保
、
再
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
及
び
精
度

の
向
上
に
よ
る
継
続
事
業
の
見
直
し
等
を
一
層
徹
底
し
、
効

率
化
、
透
明
化
を
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
 　「
農
業
農
村
整
備
事
業
の
コ
ス
ト
縮
減
計
画
」（
平
成
9
年
4
月
策
定
）
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
建
設
コ
ス
ト
を
縮
減
（
9
年
度
に
は
、

2.3
％
の
コ
ス
ト
縮
減
）。

○
 　
費
用
対
効
果
分
析
に
つ
い
て
、
実
施
対
象
事
業
の
拡
大
（
従
来
か
ら
行
っ
て
い
る
農
業
生
産
基
盤
整
備
事
業
に
加
え
、
農
業
集
落
排
水

事
業
な
ど
の
農
村
生
活
環
境
整
備
事
業
へ
の
拡
大
を
検
討
）、
農
業
水
利
施
設
（
約
22
兆
円
）
全
体
で
み
た
マ
ク
ロ
的
な
効
果
の
試
算
等

を
通
じ
、
よ
り
積
極
的
に
活
用
。

○
　
再
評
価
等
の
実
施
に
よ
り
計
画
を
見
直
し
。

　
　
・
農
業
用
ダ
ム
の
中
止
　
　
　
3
地
区

　
　
・
　
　
〃
　
　
の
休
止
　
　
　
1
地
区

　
　
・
　
　
〃
　
　
の
規
模
縮
小
　
1
地
区



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑷
　
国
有
林
野
事
業

　
 　
国
有
林
野
累
積
債
務
問
題
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
処
理
方

策
及
び
管
理
経
営
方
針
の
公
益
的
機
能
重
視
へ
の
転
換
、
公

益
林
の
適
切
な
管
理
等
の
た
め
の
一
般
会
計
繰
入
を
前
提
と

し
た
特
別
会
計
制
度
へ
の
移
行
等
を
内
容
と
す
る
所
要
の
法

律
が
、
平
成
10
年
10
月
15
日
に
可
決
成
立
し
た
。

　
 　
こ
の
改
革
案
に
則
り
、
平
成
10
年
度
よ
り
着
実
に
国
有
林

野
改
革
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計

が
約
1
兆
円
の
債
務
を
円
滑
か
つ
確
実
に
償
還
し
て
い
く
た

め
、
組
織
・
要
員
の
徹
底
し
た
縮
減
、
合
理
化
と
い
っ
た
リ

ス
ト
ラ
を
確
実
に
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
　
国
有
林
野
事
業

　
 　
平
成
10
年
度
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
国
有
林
野
事
業
の
抜
本
的
改
革
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
、
公
益
林
の
管
理
に
要
す
る
人
件
費
相

当
額
等
公
益
林
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
の
経
費
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
が
償
還
す
る
約
1
兆
円
の
債
務
に
係
る
利
払
い
費
相
当
額

に
つ
い
て
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
を
実
施
（
44
9億
円
）。
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「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

8
．
運
輸

⑴
　
国
鉄
長
期
債
務
問
題

　
 　
国
鉄
長
期
債
務
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
成
10
年
10
月
15
日

に
可
決
成
立
し
た
法
律
に
基
づ
く
処
理
方
策
に
則
り
、
平
成

10
年
度
よ
り
、
着
実
に
債
務
の
処
理
を
実
施
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

○
 　
国
鉄
長
期
債
務
処
理
関
係
に
つ
い
て
は
、
日
本
鉄
道
建
設
公
団
が
行
う
年
金
等
負
担
金
の
支
払
に
当
て
る
た
め
の
補
助
金
65
0億
円

（
平
成
10
年
度
と
同
額
）
を
計
上
し
た
。

⑵
　
整
備
新
幹
線

　
 　
平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
整
備
新
幹
線
に
関
す
る
予
算

及
び
新
規
着
工
区
間
の
事
業
費
に
つ
い
て
は
、
景
気
回
複
の

た
め
に
設
け
ら
れ
た
景
気
対
策
臨
時
緊
急
特
別
枠
を
活
用
し

て
事
業
費
を
追
加
す
る
場
合
に
も
、
既
着
工
区
間
の
優
先
整

備
方
針
や
新
規
着
工
3
区
間
の
間
の
優
先
順
位
な
ど
こ
れ
ま

で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
整
備
新
幹
線
の
基
本
的
枠
組
み
は

維
持
し
つ
つ
、
適
切
に
対
応
す
る
べ
き
。

○
 　
整
備
新
幹
線
に
つ
い
て
は
、
平
成
11
年
度
予
算
に
お
い
て
、
8
年
末
の
政
府
・
与
党
合
意
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

た
整
備
新
幹
線
の
基
本
的
枠
組
み
（
既
着
工
区
間
の
優
先
整
備
方
針
や
新
規
着
工
3
区
間
の
間
の
優
先
順
位
等
）
を
前
提
と
し
て
措
置
し

て
お
り
、
整
備
新
幹
線
に
係
る
公
共
事
業
関
係
費
は
31
7億
円
（
対
前
年
度
比
＋
7.7
％
）、
事
業
費
は
1,6
34
億
円
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
新
規
着
工
3
区
間
の
事
業
費
に
つ
い
て
は
、
各
区
間
20
億
円
と
し
て
い
る
。

　（
参
考
）
整
備
新
幹
線
建
設
事
業
費
の
推
移

（
単
位
：
億
円
）

区
　
　
　
　
分

9
年
度
事
業
費

10
年
度
事
業
費

（
補
正
後
）

11
年
度
事
業
費

整 備 新 幹 線 建 設 事 業 費

［
事
業
費
］

1,7
35

1,7
47

1,6
34

東
北
新
幹
線
（
盛
岡
・
八
戸
）

55
1

66
6

63
2

北
陸
新
幹
線
（
高
崎
・
長
野
）

31
7

40
12

北
陸
新
幹
線
（
糸
魚
川
・
魚
津
）

13
7

16
2

17
2

北
陸
新
幹
線
（
石
動
・
金
沢
）

20
5

21
5

19
0

九
州
新
幹
線
（
新
八
代
・
西
鹿
児
島
）

49
5

60
4

56
8

東
北
新
幹
線
（
八
戸
・
新
青
森
）

10
20

20
北
陸
新
幹
線
（
長
野
・
上
越
）

10
20

20
九
州
新
幹
線
（
船
小
屋
・
新
八
代
）

10
20

20



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

9
．
中
小
企
業
対
策

　
中
小
企
業
の
構
造
改
革
の
推
進
に
資
す
る
施
策
に
重
点
化
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
社
会
経
済
の
変
化
に
即
し
た
不

断
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

　
景
気
の
低
迷
状
態
が
長
引
く
な
か
で
、
中
小
企
業
の
経
営
環

境
は
、
一
層
厳
し
く
な
っ
て
お
り
、
平
成
10
年
度
第
3
次
補
正

予
算
で
も
中
小
・
中
堅
企
業
等
金
融
特
別
対
策
費
を
手
当
て
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成
11
年
度
予
算
編
成
に
お
い
て
も
、

中
小
企
業
対
策
予
算
全
体
と
し
て
の
見
か
け
の
大
き
さ
で
は
な

く
、
最
近
の
情
勢
を
踏
ま
え
た
金
融
対
策
や
経
営
革
新
の
支
援

等
の
政
策
課
題
に
関
し
て
、
施
策
の
在
り
方
を
十
分
に
吟
味
す

る
こ
と
に
よ
り
、
中
小
企
業
対
策
の
効
率
化
に
努
め
る
べ
き
で

あ
る
。

○
 　
中
小
企
業
を
取
り
巻
く
厳
し
い
経
営
環
境
を
踏
ま
え
、
金
融
対
策
、
経
営
革
新
支
援
等
に
重
点
化
を
行
い
、
中
小
企
業
対
策
費
は
対
前

年
度
比
＋
3.5
％
増
の
1,9
23
億
円
を
計
上
。

○
金
融
対
策

　
・
中
小
企
業
信
用
保
険
公
庫
出
資
金
（
11
3.2
億
円
→
17
5.2
億
円
）

○
経
営
革
新
支
援

　
・
中
小
企
業
経
営
革
新
補
助
金
（
　
―
　
→
18
億
円
）

　
・
新
規
成
長
産
業
連
携
支
援
事
業
（
5.7
億
円
→
12
.3億
円
）
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「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

10
．
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

　
石
油
の
備
蓄
や
開
発
等
を
通
じ
た
我
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

開
発
、
利
用
の
推
進
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
に
つ
い
て
は
、

石
炭
並
び
に
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特

別
会
計
等
の
特
別
会
計
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
こ
う
し
た
特
別
会
計
に
つ
い
て
、
歳
出
全
般
の
見
直
し
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
施
策
の
効
率
化
・
重
点
化
を
図
っ
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
石
油
備
蓄
に
つ
い
て
、
平
成
10
年
度

か
ら
当
面
国
家
備
蓄
の
積
増
し
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る

こ
と
を
含
め
、
費
用
の
節
減
合
理
化
を
図
る
と
と
も
に
、
石
油

の
自
主
開
発
に
つ
い
て
、
最
近
の
石
油
公
団
を
巡
る
議
論
を
踏

ま
え
つ
つ
、
採
択
基
準
の
厳
格
化
等
に
よ
る
案
件
の
精
査
、
事

業
計
画
の
見
直
し
等
に
よ
り
、
資
金
の
効
率
的
活
用
を
図
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

○
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費
に
つ
い
て
、
施
策
の
効
率
化
を
図
り
つ
つ
、
総
額
の
抑
制
を
行
う
。

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費

　
　
　
　
　
6,5
31
億
円
（
▲
2.3
％
）

　
　
う
ち
石
特
会
計
繰
入
れ

　
　
　
　
　
4,8
80
億
円
（
▲
2.4
％
）

　
ま
た
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
に
つ
い
て

は
、
昨
年
の
地
球
温
暖
化
防
止
条
約
第
3
回
締
約
国
会
議

（
CO
P
3
）
の
合
意
も
踏
ま
え
つ
つ
、
政
策
効
果
の
高
い
施
策

へ
の
重
点
化
な
ど
、
財
源
の
効
率
的
活
用
に
努
め
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

○
　
地
球
環
境
問
題
へ
の
対
応
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
（
石
特
・
電
特
）

　
昨
年
の
CO
P
3
の
結
果
も
踏
ま
え
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
に
向
け
た
諸
施
策
を
実
施
。

　
・
住
宅
・
建
築
物
高
効
率
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
導
入
促
進
事
業
（
　
―
　
→
8
億
円
）

　
・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
者
支
援
（
43
.9億
円
→
93
.4億
円
）

　
・
先
進
型
廃
棄
物
発
電
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ス
ト
事
業
（
　
―
　
→
15
.9億
円
）



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

11
．
地
方
財
政

○
 　
平
成
11
年
度
の
地
方
の
財
政
事
情
は
、
極
め
て
厳
し
い
状

況
に
あ
る
。
一
方
国
の
財
政
事
情
も
、
前
述
の
と
お
り
極
め

て
深
刻
な
状
況
に
あ
る
。

　
 　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
国
と
地
方
が
い
わ
ば

公
経
済
を
支
え
る
車
の
両
輪
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
財

政
運
営
を
行
っ
て
い
く
と
の
基
本
的
な
考
え
方
の
も
と
、
地

方
財
政
対
策
に
お
い
て
地
方
財
政
の
円
滑
な
運
営
に
十
分
配

慮
す
る
一
方
で
、
地
方
に
お
い
て
も
、
各
地
方
公
共
団
体
が
、

行
財
政
運
営
の
簡
素
化
や
、
定
員
の
管
理
、
給
与
水
準
等
の

適
正
化
の
一
層
の
推
進
な
ど
、
歳
出
全
般
に
わ
た
る
見
直
し
、

合
理
化
・
効
率
化
に
徹
底
的
に
取
り
組
み
、
地
方
財
政
の
健

全
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

Ⅰ
．
基
本
的
考
え
方

　
1
 ．
11
年
度
の
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
、
歳
出
面
に
お
い
て
、
景
気
に
配
慮
し
つ
つ
も
、
行
財
政
改
革
を
進
め
、
経
費
の
節
減
合
理
化
・

効
率
化
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
歳
出
総
額
は
対
前
年
度
比
＋
1.6
％
の
増
。

　
2
 ．
し
か
し
な
が
ら
、
歳
入
面
に
お
い
て
、
地
方
税
・
国
税
と
も
に
、
最
近
の
経
済
動
向
及
び
恒
久
的
な
減
税
等
の
影
響
に
よ
り
大
幅
な

減
収
が
見
込
ま
れ
、
巨
額
の
財
源
不
足
が
生
じ
る
見
通
し
で
あ
り
、
Ⅱ
．
の
と
お
り
、
地
方
財
政
の
円
滑
な
運
営
に
支
障
を
生
ず
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

Ⅱ
．
地
方
財
政
対
策
の
概
要

　
1
．
地
方
の
歳
出

11
年
度

10
年
度

・
歳
出
総
額

88
兆
5,3
00
億
円
程
度
（
＋
1.6
％
程
度
）

87
兆
0,9
64
億
円
（
＋
0.0
％
）

・
地
方
一
般
歳
出

74
兆
6,8
00
億
円
程
度
（
＋
1.8
％
程
度
）

73
兆
3,6
25
億
円
（
▲
1.6
％
）

　
　
う
ち
投
資
単
独

19
兆
3,0
00
億
円
程
度
（
　
0.0
％
程
度
）

19
兆
3,0
00
億
円
（
▲
4.0
％
）

　
2
．
地
方
財
政
収
支
の
見
通
し

　
　
・
財
源
不
足
額
　
総
額
　
　
　
13
兆
 5
00
億
円
程
度
（
10
年
度
5
兆
4,0
59
億
円
）

　
　
　
　
通
常
収
支
　
　
　
　
　
　
10
兆
3,7
00
億
円
程
度
（
10
年
度
4
兆
6,4
62
億
円
）

　
　
　
　
恒
久
的
な
減
税
の
影
響
　
2
兆
6,0
00
億
円
程
度

　
　
　（
注
）
上
記
の
他
、
10
年
度
総
合
経
済
対
策
に
お
け
る
特
別
減
税
影
響
分
約
80
0億
円
が
あ
る
。

　
3
．
地
方
財
政
対
策

　
　
⑴
　
財
源
不
足
額
10
兆
3,7
00
億
円
程
度
（
通
常
収
支
）
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
に
よ
り
対
応
。

11
年
度

10
年
度

①
　
建
設
地
方
債
の
増
発

2
兆
2,5
00
億
円
程
度

1
兆
8,9
00
億
円

②
　
地
方
交
付
税
の
増
額
措
置

8
兆
1,1
94
億
円
　
　

2
兆
7,5
62
億
円

　
　
　
う
ち
一
般
会
計
加
算

5,5
00
億
円
　
　

3,0
00
億
円

　
　
　
　
　
交
付
税
特
会
借
入
金
（
国
）

 
3
兆
4,4
84
.5億
円

7,5
50
億
円

（
地
方
）

 
3
兆
4,4
84
.5億
円

 
1
兆
 5
50
億
円

　
　
　
　
　
9
年
度
精
算
の
繰
延
べ

6,7
25
億
円
　
　
―

　
　
　
　
　
特
会
借
入
の
償
還
繰
延
べ

―
6,4
62
億
円
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平成11年度　　643
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
　
恒
久
的
な
減
税
の
影
響
額
（
2
兆
5,9
95
.4億
円
）
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
に
よ
り
対
応

地
方
税
の
減
税
の
影
響

1
兆
 7
11
億
円

①
 　
国
の
た
ば
こ
税
の
税
率
引
下
げ
と
同
額
の
地
方
た
ば
こ
税
の
税
率
引
下
げ
に
よ
り
地
方

た
ば
こ
税
の
増
収
措
置

　
　
1,1
13
億
円

②
　
法
人
税
の
交
付
税
率
の
引
下
げ
（
0.5
％
）　
　
　（
注
）

 
52
1.4
億
円

③
　
地
方
特
例
交
付
金

　
　
6,3
98
.6億
円

④
　
減
税
補
て
ん
債

　
　
2,6
78
億
円

国
税
の
減
税
の
地
方
交
付
税
へ
の
影
響

1
兆
5,2
84
.4億
円

交
付
税
特
会
借
入
金
等
（
国
）
11
年
度
発
生
利
子
は
、
一
般
会
計
加
算
（
60
億
円
）

　
　
7,6
42
.2億
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
地
方
）

　
　
7,6
42
.2億
円

（
注
 ）
法
人
税
の
交
付
税
率
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
減
税
が
概
ね
平
年
度
化
す
る
平
成
12
年
度
か
ら
、
当
分
の
間
、
35
.8％
（
現
行
32
％
）

4
．
地
方
交
付
税
交
付
金
等

⑴
　
地
方
交
付
税
交
付
金

11
年
度

10
年
度

　
・
特
会
入
口
ベ
ー
ス

12
兆
8,8
31
億
円
（
▲
18
.8％
）

 

15
兆
8,7
02
億
円
（
＋
2.5
％
）

 

　
・
特
会
出
口
ベ
ー
ス

20
兆
8,6
42
億
円
（
＋
19
.1％
）

 

17
兆
5,1
89
億
円
（
＋
2.3
％
）

 

⑵
　
地
方
特
例
交
付
金

11
年
度

 
6,3
98
.6億
円
（
皆
増
）



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

12
．
補
助
金
等

⑴
 　
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、「
地
方
分
権
推
進
計
画
」（
平
成

10
年
5
月
29
日
閣
議
決
定
）、
「
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
」

（
平
成
10
年
法
律
第
10
3号
）
等
を
踏
ま
え
、
社
会
経
済
情
勢

の
変
化
、
官
と
民
及
び
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
在
り
方
等

の
観
点
か
ら
、
制
度
改
正
を
含
め
既
存
の
施
策
や
事
業
そ
の

も
の
を
見
直
す
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
聖
域
な
く
見
直
し

を
行
い
、
そ
の
整
理
合
理
化
を
積
極
的
に
推
進
す
る
必
要
が

あ
る
。

⑴
　
整
理
合
理
化
の
状
況

　
①
　
廃
止

　
　
・
防
疫
業
務
委
託
費

　
　
　
　
職
員
設
置
費
 

（
▲
19
億
円
）

　
　
・
公
立
看
護
大
学
等
経
常
費
等
補
助
金

　
　
　
　
公
立
看
護
大
学
等
経
常
費
補
助
 

（
▲
10
億
円
）

　
　
・
農
林
水
産
試
験
研
究
費
民
間
団
体
補
助
金

　
　
　
　
農
業
動
植
物
情
報
高
精
度
分
析
診
断
技
術
開
発
事
業
費
補
助
金
　
　（
▲
1
億
円
）

　
②
　
一
般
財
源
化

　
　
・
社
会
福
祉
事
業
助
成
費
補
助
金

　
　
　
　
福
祉
活
動
専
門
員
設
置
費
 

（
▲
24
億
円
）

　
　
・
母
子
保
健
衛
生
費
補
助
金

　
　
　
　
乳
児
健
康
診
査
費
等
補
助
金

　
　
　
　
　
乳
児
健
康
診
査
費
、
乳
幼
児
健
康
診
査
費
 

（
▲
10
億
円
）

　
　
・
不
当
景
品
類
防
止
事
務
委
託
費

　
　
　
　
職
員
設
置
費
、
事
務
費
 

（
▲
2
億
円
）

　
③
　
補
助
対
象
の
重
点
化

　
　
・
社
会
体
育
施
設
整
備
費
補
助
金

　
　
　
　（
水
泳
プ
ー
ル
上
屋
等
を
補
助
対
象
か
ら
除
外
。）

　
　
・
農
業
生
産
体
制
強
化
対
策
事
業
費
補
助
金

　
　
　
畜
産
再
編
総
合
対
策
事
業
費
補
助
金

　
　
　
牛
肉
等
関
税
財
源
畜
産
再
編
総
合
対
策
費
補
助
金

　
　
　（
 農
業
の
担
い
手
に
施
策
を
集
中
す
る
観
点
か
ら
、
非
公
共
施
設
整
備
事
業
の
補
助
対
象
を
認
定
農
業
者
等
に
重
点
化
し
、
補
助
金

の
重
点
化
を
図
る
。）

　
④
　
交
付
基
準
の
見
直
し

　
　
・
土
地
利
用
規
制
等
対
策
費
交
付
金

　
　
　
　（
 交
付
基
準
の
う
ち
、
客
観
的
指
標
に
基
づ
く
も
の
の
比
率
を
現
行
の
7
割
か
ら
8
割
に
引
き
上
げ
る
。）

　
⑤
　
採
択
基
準
の
引
上
げ

　
　
・
漁
港
局
部
改
良
事
業
（
市
町
村
営
）
の
採
択
基
準
の
引
き
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3,0
00
万
円
→
5,0
00
万
円

　
　
・
海
岸
事
業
に
お
け
る
補
修
事
業
（
都
道
府
県
事
業
）
の
採
択
基
準
の
引
き
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3,0
00
万
円
→
3,5
00
万
円
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平成11年度　　645
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

　
⑥
　
そ
の
他
の
合
理
化

　
　
・
統
計
調
査
地
方
公
共
団
体
委
託
費

　
　
　
　
周
期
統
計
調
査
委
託
費

　
　
　
　
　
事
業
所
・
企
業
簡
易
調
査
経
費

　
　
　
中
小
商
工
業
等
統
計
調
査
事
務
地
方
公
共
団
体
委
託
費

　
　
　
　
中
小
商
業
等
統
計
調
査
一
般
業
務

　
　
　
　（
 通
産
省
と
総
務
庁
の
統
計
調
査
事
務
に
お
い
て
、
対
象
事
業
所
が
一
部
重
複
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
両
調
査
を
同
時
に
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
経
費
の
合
理
化
を
図
る
。）

⑵
 　
上
記
の
趣
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間

団
体
に
対
す
る
補
助
金
等
に
つ
い
て
、「
制
度
等
が
見
直
し

の
対
象
と
な
る
補
助
金
等
」
は
、
制
度
改
正
を
含
め
既
存
の

施
策
や
事
業
を
見
直
し
、「
そ
の
他
の
補
助
金
等
」
は
、
各

省
庁
ご
と
に
1
割
を
削
減
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
特
殊

法
人
等
に
対
す
る
補
助
金
等
に
つ
い
て
も
、
交
付
の
対
象
と

な
る
事
業
等
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
整
理
合
理
化
を
図
る
必

要
が
あ
る
。

⑵
　
交
付
先
別
の
概
要

　
 　
景
気
回
復
に
向
け
全
力
を
尽
く
す
と
の
観
点
か
ら
、
社
会
保
障
関
係
費
及
び
公
共
事
業
関
係
費
等
の
増
加
に
伴
い
、
補
助
金
等
の
総
額

は
増
加
し
た
も
の
の
、「
そ
の
他
補
助
金
等
」
に
つ
い
て
は
、
21
.3％
減
を
図
る
な
ど
そ
の
整
理
合
理
化
を
推
進
し
た
と
こ
ろ
。

［
参
考
］ 

（
単
位
：
億
円
）

10
年
度

当
初

11
年
度

増
減

伸
び
率

地
方
公
共
団
体

（
3,0
74
）

16
0,8
02

（
2,4
65
）

16
4,0
65

（
▲
60
9）

＋
3,2
63

（
▲
19
.8％
）

＋
2.0
％

特
殊
法
人
等

27
,10
5

28
,41
0

＋
1,3
05

＋
4.8
％

民
間
団
体
等

（
1,5
03
）

8,5
95

（
1,1
36
）

7,9
13

（
▲
36
7）

▲
68
2

（
▲
24
.4％
）

▲
7.9
％

合
　
　
　
計

（
4,5
77
）

19
6,5
01

（
3,6
01
）

20
0,3
87

（
▲
97
5）

＋
3,8
86

（
▲
21
.3％
）

＋
2.0
％

（
注
 ）（
　
　
　
）
書
き
は
、「
そ
の
他
補
助
金
」
の
金
額
で
内
数
で
あ
る
。



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
11
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑶
 　
さ
ら
に
、
新
規
の
補
助
金
等
は
、
引
き
続
き
ス
ク
ラ
ッ

プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
及
び
終
期
設
定
の
原
則
を
徹
底
し
、

真
に
止
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
極
力
抑
制
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

⑶
　
新
規
補
助
金
等

　
 　
平
成
11
年
度
に
お
け
る
新
規
補
助
金
等
は
、
行
政
需
要
の
変
化
等
に
即
応
す
る
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン

ド
・
ビ
ル
ド
原
則
は
徹
底
さ
れ
て
い
る
。

［
参
考
］

10
年
度

11
年
度

新
　
規

67
件

11
2件

廃
　
止

11
5件

13
2件

⑷
 　
な
お
、「
地
方
分
権
推
進
委
員
会
第
5
次
勧
告
」
で
は
、

統
合
補
助
金
の
創
設
を
は
じ
め
と
し
て
、
国
庫
補
助
負
担
金

の
整
理
合
理
化
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

今
後
、
そ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
補
助
金
等
の
見
直
し
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
総
会
（
第
7
回
）
及
び
法
制
部
会
（
第
3
回
）
合
同
会
議
　
平
成
11
年
1
月
18
日
配
布
資
料
（
6）
（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
10

年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
総
会
・
企
画
部
会
・
法
制
部
会
・
財
政
計
画
等
特
別
部
会
編
」
42
1-
43
9ペ
ー
ジ
）。
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平成11年度　　647

8-179　 平成11年度上半期における公共事業
等の事業施行等について

平成11年 3 月23日
閣議決定

1 　平成11年度上半期における公共事業等
（一般会計、特別会計、公団及び事業団の
公共投資関係の事業をいう。以下同じ。）
の施行については、現下の経済情勢を踏ま
え、景気回復に全力を尽くす観点から、下
記によるものとする。

記
⑴　上半期の契約目標
　　上半期においては、期末における契約
済額が、全体として過去最高の前倒しを
図った平成10年度上半期末実績（約13.6
兆円）と比較して10％を上回る伸びとな
ることを目指して、積極的な施行を図る。
⑵　施行に当たっての留意点
イ　一般会計及び特別会計の支出負担行
為実施計画、公団及び事業団の事業計
画、資金計画の立案、承認等の事務を、
事業の効率性・透明性を確保しつつ、
速やかに進める。早期発注の促進の観
点から、第 1・四半期において、でき
る限り多くの契約を行うよう努めるも
のとする。
ロ　施行に当たっては、北海道等の各地
域の経済情勢、社会資本の整備状況等
に応じ公共事業等が適切に配分される
よう十分配意するものとする。
ハ　災害復旧及び積雪寒冷地関係の事業
等については、その早期実施に努める
ものとする。
ニ　公共事業等の施行に当たっては、関
係各省庁、地方公共団体等の相互間で
密接な連絡をとり、建設資材、労務及
び用地の各面にわたり需給・価格の動
向に配慮を行うものとする。
ホ　中小建設業者に対し受注機会の確保
を図るとともに、取引条件の適正化等
に配慮する。
ヘ　財政投融資計画についても、上記の基
本方針に沿った適切な運用に配意する。

⑶　地方公共団体への協力要請
　　地方公共団体に対しても、公共事業等
の積極的な施行を図るよう要請する。

　　なお、地方公共団体における事業施行
の円滑化に資するため、補助金等の交付
及び地方債の許可について、事務処理の
促進を図るものとする。

2⑴ 　平成11年度における公共事業等の適切
な施行を確保するため、内閣に、「公共
事業等施行対策連絡会議」（以下「連絡
会議」という。）を設ける。

⑵　連絡会議は、関係機関相互間の密接な
連絡の下に、公共事業等の施行の進捗状
況及び事業の施行に伴う諸問題について
協議するものとする。

⑶　連絡会議の構成員は、次のとおりとする。
議　長 大蔵大臣
副議長 内閣官房副長官
 経済企画事務次官
 大蔵事務次官
 自治事務次官
委　員 警察庁長官
 金融監督庁長官
 総務事務次官
 北海道開発事務次官
 防衛事務次官
 科学技術事務次官
 環境事務次官
 沖縄開発事務次官
 国土事務次官
 法務事務次官
 外務事務次官
 文部事務次官
 厚生事務次官
 農林水産事務次官
 通商産業事務次官
 運輸事務次官
 郵政事務次官
 労働事務次官
 建設事務次官

⑷　議長は、必要に応じ、公共事業等の進
捗状況等を閣議に報告するものとする。

⑸　連絡会議の庶務は、大蔵省主計局にお
いて処理する。

（出所 ）財務省ウェブ・ページ「平成11年度
予算」、「平成11年度上半期における公
共事業等の事業施行等についての閣議
決定（平成11年 3 月23日）」（https://
www.mof.go.jp/budget/budger_work 
flow/budget/fy1999/sy034.htm）。



8-180　経済新生対策（別紙）

経済新生対策〔抜粋〕
平成11年11月11日

（別紙）

事業規模 国　　費
社会資本整備 6.8兆円程度 3.5兆円
　⑴物流効率化・競争力強化 1.1兆円程度

　⑵生活基盤充実 1.2兆円程度

　⑶ 情報通信・科学技術振興等経済発展基盤
強化

1.2兆円程度

　⑷少子高齢化・教育・環境 1.1兆円程度

　⑸緊急安全防災 0.9兆円程度

　⑹災害復旧 0.7兆円程度

　⑺公共事業の契約前倒し 0.6兆円程度

中小企業等金融対策 7.4兆円程度 0.7兆円強　
住宅金融対策 2.0兆円程度 0.2兆円程度
雇用対策 1.0兆円程度 0.3兆円程度
金融システム安定化対策 ― 0.9兆円程度

計 17兆円程度 5.6兆円程度
介護対策 0.9兆円程度 0.9兆円程度

再　　　計 18兆円程度 6.5兆円程度

 

 

（出所 ）内閣府ウェブ・ページ「経済新生対策（本文）（平成11年11月11日）」（http://www5.
cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/1999/19991111ｂ-taisaku.html）。
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【平成12年度】

8-182　 三党連立政権合意書

◆小渕恵三内閣（自自公）
三党連立政権合意書

　自由民主党、自由党および公明党・改革クラブの三党派は、連立政権発足にあたり、次のと
おり合意した。
一 、三党派は、連立政権樹立にあたり、別紙の政治・政策課題につき合意を遂げたことを確認
する。
二、三党派は、連立内閣において前項合意事項について法律改正等を通じその実現を図る。
三、三党派は、次期総選挙においては、小選挙区の候補者調整を行う。

平成十一年十月四日
　　　　　自 由 民 主 党 総 裁
　　　　　内 閣 総 理 大 臣　　小渕恵三
　　　　　自 由 党 党 首　　小沢一郎
　　　　　公明党・改革クラブ代表　　神崎武法

〔別紙〕
三党連立政権政治・政策課題合意書

◎　経済
一 、景気回復に万全を期し、雇用の安定を図るため、第二次補正予算を含めた追加の経済対策
を早急に講ずる。
　　また、平成十二年度の予算編成、税制改正を通じ需要面からの下支えを継続する。
二 、経済新生のため構造改革を強力に推進することとし、次の諸点に重点を置く。
⑴　二十一世紀に向けた戦略的プロジェクトを内閣官房（内閣府）が中心となり、産学官共
同で推進する。
　　そのため、制度改革を進めるとともに、資金及び人的資源の集中的投入を図る。
⑵　成長分野での一層の規制緩和と制度改革を進め、通信料金の大幅引き下げ、福祉サービ
スの多様化等を実現する。
⑶　経済発展の原動力としての中小企業やベンチャーのための施策を推進する。
三 、二十一世紀初頭から、円のドル、ユーロと並ぶ国際通貨としての役割を高める方途を、デ
ノミネーションも含めて協議を開始する。
四 、国債の円滑な消化を図るため、国債多様化を協議する。

◎　社会保障
一 、高齢化社会での生活の安心を実現するため、まず、二〇〇五年を目途に、年金、介護、後
期高齢者医療を包括した総合的な枠組みを構築する。それに必要な財源の概ね二分の一を公
費負担とする。



　　基礎的社会保障の財政基盤を強化するとともに、負担の公平化を図るため、消費税を福祉
目的税に改め、その金額を基礎年金・高齢者医療・介護を始めとする社会保障経費の財源に
充てる。
二、当面は、
　① 介護については、平成十二年四月から新しい制度を円滑に実施するために、高齢者の負担
軽減、財政支援を含めた検討を急ぎ十月中の取りまとめを目指す。

　　その際、税、社会保険料全体としての家計負担への影響に配慮する。
　② 児童手当及び奨学制度の拡充等、少子化対策を進めるとともに、これとの関連で、所得課
税の諸控除の整理、税率の引き下げと簡素化について直ちに協議を開始する。

◎　安全保障
一 、わが国の緊急事態への対応
　　政府の進めてきた有事法制研究を踏まえ、
　① 第一分類、第二分類のうち早急に整備するものとして合意が得られる事項について立法化
を図る。

　② 右記①で当面、立法化の対象とならない事項及び第三分類についても、今後、所要の法整
備を行うことを前提に検討を進める。

二、領域警備
　　現行の法制度の下での対応を強化するとともに法整備を図る。
三、国際協力
　　わが国憲法の基本的考え方に則り、積極的に推進する。
⑴　外交努力とともに官民を通じた国際的な対話や交流を推進する。
⑵　PKOのうちPKF本体業務の凍結を解除するための法的措置を早急に講ずる。PKO訓練
センター等の誘致を図る。
⑶　PKO以外の国連活動については、人道面におけるわが国の役割をさらに強化するとと
もに、武力行使と一体化しない平和活動への参加・協力の道を開くため、速やかに所要の
法整備を図る。
⑷　現在の内外情勢を適切に反映した内容の「安全保障の基本方針」を策定する。

◎　政治行政改革
一、定数削減
⑴　衆議院議員の定数については五〇名の削減と、うち二〇名については次期総選挙におい
て比例代表選出議員を削減することを内容とする公職選挙法の改正を次期臨時国会冒頭に
おいて処理する。（比例区ブロック別定数は別紙）
⑵　残余の三〇名の削減については小選挙区定数などを中心に対処することとし、平成十二
年の国勢調査の結果により所要の法改正を行う。

二、企業団体献金の禁止措置
　　次期臨時国会開会までに、自由民主党において提案し協議のうえ結論を得るものとする。
三 、永住外国人地方選挙権附与について
　　衆議院倫理特委に継続審査中の「永住外国人に対する地方選挙権附与に関する法律案」の
うち、地方分権関連法成立に伴う修正等を行った法案を改めて 3党において議員提案し、成
立させる。
四、国会改革
⑴　国会活性化の新しいシステムが発足することを踏まえ、国会の事務局機能を強化するた
め、抜本改革の検討を開始し速やかに結論を得る。
⑵　「国会情報公開法」（仮称）を制定する。
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五、多選禁止
　　地方分権の健全な発展を確保するため、都道府県・政令市等の首長の多選を制限する。そ
の具体的方法については、今後協議する。
　　同時に首長の日常の行政執行が選挙運動的効果をもたらしていることに鑑み、選挙の公正
を期するため、立候補を一定期間制限する。
六、行政評価
　　行政改革を着実に進める観点から、客観的基準に基く政策評価を徹底する。
　　また、特殊法人・認可法人等のさらなる整理を進める。
七、地方分権推進
　　地方分権推進のため、補助金の統合化を一層進めるとともに、市町村合併を促進する見地
から財政上のインセンティブの強化を図る。

◎　教育・環境その他の重要事項
一、教育改革国民会議
　　青少年の人間形成を促すとともに、二十一世紀を支える有為の人材を育成する教育を実現
するため、多方面の有識者が参加する「教育改革国民会議」（仮称）を設け、学校制度・学
術研究体制も含めた教育の基本問題を幅広く検討し、結論を得られたものから順次、法整備
も含めて具体化してゆく。
二、循環型社会の構築
　　平成十二年度を「循環型社会元年」と位置づけ、基本的枠組みとしての法制定を図るとと
もに、予算、税制、金融面等において環境対策に重点的に配慮する。
三、人権擁護
　　国民の人権をより一層守る見地から、個人情報保護のための法整備を含めた包括的なシス
テムの整備や犯罪被害者救済の仕組みの改善等を図る。
四、住環境改善
　　住環境の改善を図るため、持家とともに民間及び公共の良質な賃貸住宅の供給を拡大する
ための方策を講ずる。

（別紙）比例区ブロック別定数
　　　　　　  現行 改正後
　　北海道　 　　九 八
　　東北　　 　十六 十四
　　北関東　 二十一 二〇
　　南関東　 二十三 二十一
　　東京　　 　十九 十七
　　北陸信越 　十三 十一
　　東海　　 二十三 二十一
　　近畿　　 三十三 三〇
（出所 ）服部龍二「連立政権合意文書」（『中央大学論集』第35号、2014年 2 月、中央大学出版

部）80-83ページ。



8-183　社会保障関係
平成11年10月

Ⅰ ．社会保険方式と税方式について
1 ．現行制度とその趣旨

○「救貧」／「公助」⇒「生活保護」
　趣旨： 生活保護制度は、生活困窮者に対して最抵限度の生活を保障する税財源による「救貧」制

度。
　制度： 保護の必要性を判断するため、資産・所得など、厳密な資力調査の後、保護基準との差額

を支給。

○「防貧」／「共助」⇒「社会保険」
　趣旨： 公的年金、医療保険、介護保険は、広く国民に所得やサービスを保障し、老齢や疾病など

により貧困に陥ることを防止する「防貧」制度。
　制度： 一定年齢に到達するなどの定型的な要件により、簡易な手続きで給付が行われる。

2．検討の視点
① 　税方式と社会保障の基本理念
○　税方式の場合、「自己責任、自助努力」を基本とする考え方と整合的ではないのではな
いか。
○　先進諸外国でも社会保険方式が一般的であることをどう考えるか。
○　税方式の場合、給付の性格が生活保護と類似のものに変質しかねないことについてどう
考えるか。

② 　給付と負担の緊張関係
○　社会保険方式の最大のメリットは「拠出なければ給付なし」、「財源なければ給付なし」。
税方式の場合には、この関係が成り立たないことをどう考えるのか。

③ 　消費税率への影響及び税・保険料を併せた国民負担全体のバランス
○　仮に消費税による税方式とすると、消費税率が大幅に上昇してしまうことについてどう
考えるか。
○　なお、その場合には将来の国民負担に占める消費課税のウェイトが著しく高くなり、バ
ランスを欠いた姿となることについてどう考えるか。
○　税方式の場合、社会保険料に係る事業主負担が軽減され、その分家計に転嫁されること
をどう考えるか。

　　（例 ）基礎年金を税方式とした場合、3.3兆円（10年度ベース）の事業主負担が家計部門に
転嫁され、負担増となる。

○　主要先進国においても高齢者給付について事業主負担を求めている中で、社会保障に係
る負担を国際的に特異なものとするということについてどう考えるか。

三党連立政権
　政治・政策課題合意書
 　　平成十一年十月四日
◎　社会保障
一、高齢化社会での生活の安心を実現するため、まず、二〇〇五年を目途に、年金、介護、後
期高齢者医療を包括した総合的な枠組みを構築する。それに必要な財源の概ね二分の一を
公費負担とする。

　　　基礎的社会保障の財政基盤を強化するとともに、負担の公平化を図るため、消費税を福
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祉目的税に改め、その金額を基礎年金・高齢者医療・介護を始めとする社会保障経費の財
源に充てる。

昭和63年度決算
（単位：兆円）

歳 入 歳 出

歳 入 歳 出

公債発行額
7.2

税外収入等 3.5
特定財源関係 2.2

相続税、酒税、
たばこ税、関税、
印紙収入等 7.3

法人税
18.4

相続税、酒税、
たばこ税、関税、
印紙収入等

10.0

所得税
18.0

物品税等 2.2

特定財源関係 2.2

特定財源関係 2.2

地方交付税
交付金

地方交付税
交付金
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35.6
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地方交付税
交付金等

13.5

税外収入等相当分 3.5

税外収入等相当分 3.7

国債費

国債費

12.0

42.7

平成11年度予算（当初）
（単位：兆円）

公債発行額

31.1

税外収入等 3.7

特定財源関係 3.3

法人税

10.4

所得税

15.7

消費税
10.4

23.0

消費税（国分）
7.3

特定財源関係 3.3

地方交付税
交付金等

13.5

特定財源関係 3.3

19.8

54.1

1.5
基礎年金
老人医療 8.8
介　　護

一般会計
税収
50.8

一般
会計
税収
47.1

61.5

81.9

税収の構成等について
一般会計における歳出と歳入のイメージ図

Ⅱ．介護保険制度
　 1 ．制度の基本的考え方

特別養護老人
ホーム

特別養護老人ホーム
老人保健施設、療養型
病床群
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訪問看護、デイケア等
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ホームヘルプ
サービス等

［借地制度］

〔
施
設
〕

〔
在
宅
〕

老人保健
施設

［医療保険］

訪問
看護

療養型
病床群

デイケア
等

［医療保険］

コ
ス
ト
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

　

に
よ
る
在
宅
へ
の
シ
フ
ト

【 介 護 保 険 制 度 】【 現 行 制 度 】

　介護保険制度は、高齢化の進展に伴って深刻化する介護問題に対応するため、介護サービス
の「普遍化」と「効率化」を目指すもの。
⑴　高齢者にも応分の負担を求めつつ、個人の自助・自立を基本とし、給付と負担の対応関



係の明確な社会保険料と、税財源との組合せにより、介護費用を社会全体で支える仕組み
を構築。

　　⇒　普遍的なサービスの提供。
　　　　 利用者の選択により、権利としてサービスを受給。
⑵　老人福祉（措置制度）、老人医療（医療保険）の縦割りの制度を統合。
　　⇒　 保健医療・福祉にわたる介護サービスを一元的に提供。
　　⇒　 一元的な手続き、共通の負担の導入により、社会的入院を縮小し、老人医療費の無駄

を排除。
⑶　保険制度のコストインセンティブにより、施設から在宅サービスヘ給付内容をシフト。
⑷　サービス水準、負担水準は、住民参加により、市町村が自主的に決定。
⑸　民間事業者の参入、民間保険等との組合せを可能にすることにより民間活力・市場メカ
ニズムを活用。

　 2 ．介護制度の財源を巡る議論
⑴　検討の視点
①　「税負担なき税方式」や「保険料負担なき保険方式」は、単なる負担の先送りとなる
のではないか。
②　給付と負担の「緊張関係」を確保することが不可欠ではないか。
③　給付の在り方とあわせて議論することが必要ではないか。
⑵ 　保険料の一定期間徴収凍結―以下のような指摘についてどう考えるか。
①　巨額の財源不足を生じる。
②　保険料負担なしにサービスを提供することは保険制度の趣旨に反するのではないか。
　　凍結期間経過後に、保険料負担を求めることは事実上困難となるのではないか。
③　新たに保険料負担を求めることとの見合いで予定されている介護サービス水準の向上
（在宅サービスの供給量を 2倍以上に拡大等）も実施することは困難ではないか。
④　なお、 2 兆円の負担増は誤解。新たな保険料負担は7,600億円（12年度）であり、介
護保険料は、全て介護サービスによる消費に充てられる。
　　介護保険の導入は、民間ビジネス・雇用の拡大、貯蓄の必要性を減らすことによる個
人消費の拡大をもたらし、経済や雇用にプラス効果を及ぼす。

⑶ 　税方式―以下のような指摘についてどう考えるか。
①　対象者やサービス水準が限定されるのではないか。
②　給付と負担が対応しないため、コスト・インセンティブを通じた施設から在宅サービ
スへのシフト等が図られないのではないか。
③　市町村が自主的にサービス水準、負担水準を決定することができず、地方分権が進ま
ないのではないか。
④　増大する介護費用を賄うための税財源の確保が必要。
⑷ 　在宅サービスのみの介護保険への移行
　　当面、在宅サービスのみを介護保険に移行し、施設サービスは現行通り、老人医療、措
置制度により対応することについては、以下のような指摘についてどう考えるか。
①　施設サービスは、医療・福祉の縦割りのままとなるため、介護サービスの一元化や社
会的入院の縮小が図られないのではないか。
②　施設サービスは介護保険料に影響しないため、施設偏重となるのではないか。
③　市町村、施設関係者等、これまで準備作業を積み重ねてきた関係者の間に混乱を生じ
るのではないか。
④　施設サービスを賄うための財源の確保が必要。
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　 3 ．介護保険制度の円滑な実施
⑴　検討の視点
　　介護保険制度の円滑な実施を図るための対応策については、市町村等の要望をも踏まえ
つつ、増大する介護費用の財源が安定的に確保されるとともに、制度の導入目的の着実な
達成が図られるように検討していくことが必要ではないか。

　　（参考 1  ）平成12年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について（平成11年 7 月
30日）

　　　　　「 なお、介護制度の円滑な実施のための対策に要する経費については、予算編成過
程で検討するものとする。」

　　（参考 2  ）与党合意（平成11年10月 4 日）
　　　　　「 介護については、平成12年 4 月から新しい制度を円滑に実施するために、高齢者

の負担の軽減、財政支援を含めた検討を急ぎ10月中の取りまとめを目指す。その際、
税、社会保険料全体としての家計負担への影響に配慮する。」

⑵　市町村等の主な要望と留意点
○　高齢者保険料が高額にならないよう配慮すべき。

　　　⇒ 　高齢者保険料を一定期間国費で大幅に軽減することを求める議論については、
　　　　・ 介護保険は、高齢者にも応分の負担を求めつつ、給付と負担の関係が明確な社会保

険方式により、介護費用を賄う仕組みを創設するもの、
　　　　・ 一定期間経過後、保険料負担が急増することになる、
　　　　・ サービス水準の向上は保険料財源の導入との見合いで予定されているもの、
　　　　・ 介護保険の費用負担の原則（保険料：国負担：地方負担＝ 2： 1： 1）
　　　　　 等を踏まえて検討する必要があるのではないか。
○　低所得者の負担が急増することがないようにすべき。

　　　⇒ 　新制度においては、既に、高齢者保険料は所得段階別に設定し、低所得者について
は、利用者負担、食費負担額も低く設定することとしていること等に留意する必要が
あるのではないか。

○　要介護認定の結果、介護保険の対象外となる在宅高齢者への生活支援対策を講ずるべ
き。
○　介護サービス基盤の整備を進めるべき。
○　医療保険者における現役保険料の徴収事務の円滑な遂行等が図られるようにすべき。

Ⅲ．児童手当
1 ．制度の経緯
　　昭和47年　児童手当制度の創設
　　　　　　　 義務教育終了前、第 3子以降を対象
　　昭和57年　 所得制限の強化、特例給付の実施
　　昭和61年　 小学校入学前、第 2子以降を対象
　　平成 4年　 3 歳未満に重点化、第 1子まで拡大、手当額増額
2．概算要求
　○　平成12年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について（平成11年 7 月30日）
　　 　「児童手当については、税制上の扶養控除制度と併せて、予算編成過程で検討するもの
とする。」

　　（参考）与党合意（平成11年10月 4 日）
　　　 　「児童手当及び奨学制度の拡充等、少子化対策を進めるとともに、これとの関連で、

所得課税の諸控除の整理、税率の引き下げと簡素化について直ちに協議を開始する。」



3 ．論点
　 　児童手当の在り方については、以下のような点に留意するとともに、税制上の扶養控除制
度と併せて検討する必要があるのではないか。
　⑴　制度の目的と効果
　　・ 　現行の児童手当制度は、「家庭における生活の安定」、「児童の健全育成及び資質の向

上」を自的としており、人口政策をねらいとするものではないとされていることについ
てどう考えるか。（児童手当法第 1条）

　　・ 　最近の出生率低下の原因は、未婚率の上昇であり、経済的負担の軽減より仕事と育児
の両立を図る施策を優先すべきとの意見があることについてどう考えるか。

　　・ 　少子化対策については、固定的な男女の役割分業や雇用慣行の是正、育児と仕事の両
立に向けた子育て支援をはじめとして、雇用、福祉、教育、住宅など様々な施策を総合
的に推進していくことが適当ではないか。

　　・ 　制度の趣旨、相当の公費負担があることから、所得制限は堅持すべきではないか。
　　　（参考）
　　　　○ 　「児童手当については、手当の支給が現金給付であることから、その施策の目的

に有効かどうか、あるいはそもそも必要かどうか疑問視する意見や、児童手当と保
育施策で政策目的が重なる部分があること等を総合的に考えて見直すべきとの考え
方もあり、今後の検討課題になっています。」（「財政制度審議会中間報告」平成 8
年 7月）

　　　　○　1980～1997年の出生率の低下 1.39 － 1.75 ＝ △0.36
　　　　　　　うち有配偶出生率の変化によるもの ＋0.19
　　　　　　　　　有配偶率の変化によるもの △0.55
　　　　○ 　夫婦の出生児数（結婚持続期間15～19年）は、出生率が低下した1970年代以降も

平均2.2人で安定して推移。
　　　　○ 　「出生率回復への効果という面では、経済的負担軽減措置よりも、仕事と育児を

両立させるための支援施策の方がはるかに有効であるとの意見もある。」（「少子化
に対する基本的な考え方」平成 9年10月人口問題審議会）

　　　　○ 　子育ての環境整備に関する意識調査では、経済的負担の軽減よりも、保育所の充
実等、就業と子育ての両立を図る施策の充実を望む意見が多い。（「社会保障の将来
像に関する調査」）

　　　　　・労働時間の短縮等 男 58.5％ 女 62.7％
　　　　　・育児休業制度の充実  50.3％  54.6％
　　　　　・ 出産・子育て後の再雇用制度  52.1％  43.8％
　　　　　・保育所の充実  39.0％  53.5％
　　　　　・ 児童手当等の経済的支援の充実  19.6％  11.9％
　⑵ 　給付費規模に見合う具体的財源確保
　　・ 　仮に、児童手当拡充の財源を借金で賄うならば、元利償還の負担を負うのは現在の子

供となってしまうのではないか。
　　・ 　現行制度においては、国、地方負担、事業主拠出金により給付を行っており、地域住

民の福祉、将来の労働力の育成に資するという観点から、相応の地方負担、事業主拠出
が必要ではないか。

　⑶ 　税制上の扶養控除制度との関係
　　・ 　児童手当と併せて検討される扶養控除については、基幹税たる個人所得課税の基本的

性格に照らし、将来的に人的控除を含む課税ベースについて、全体としてどういう姿が
適切であるか検討する中で、税率構造や課税方式のあり方とあわせて、幅広い観点から
十分に検討を行っていく必要があるのではないか。
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（参考）
税制上の措置 児童手当

アメリカ 人的控除あり 児童手当なし
イギリス 人的控除なし 児童手当あり
ド イ ツ 人的控除と児童手当（税額控除方式）の選択制
フランス 世帯単位課税（N分N乗） 児童手当あり

Ⅳ ．医療保険制度の見直しと医療のスリム化
1  ．医療保険制度の見直しを巡る経緯
　⑴　問題の所在
　　 　高齢化の進展、医療の高度化などにより老人医療費を中心として医療費の伸びは国民所
得の伸びを大きく上回っており、今後ともこの傾向が続くことが見込まれる。このまま推
移すると、現役世代を中心に医療費負担がますます過重となり、国民皆保険制度の崩壊を
招くことになりかねない。

　　 　こうした状況の下、薬価制度や高齢者医療制度の見直しを行い、無駄のない効率的な医
療を実現できる体制にしていくことが喫緊の課題。

（参考）近年における国民医療費、国民所得等の推移（対前年比、単位；％）
7年度 8年度 9年度 10年度（推計） 11年度（推計）

国民医療費 ＋4.5％ ＋5.8％ ＋1.9％ ＋0.2％ ＋3.0％
老人医療費 ＋9.3％ ＋9.1％ ＋5.7％ ＋2.7％ ＋6.2％
国民所得 ＋1.9％ ＋2.7％ ▲0.2％ ▲2.4％ ＋0.1％

　⑵　主な経過
　　・ 　平成 9年 6月、当面の保険財政の立て直しのための健康保険法等の改正法案が成立。
　　　［ 9年 9月改正の主な内容］

　・被用者保険の本人負担の引上げ； 2割 （⇦改正前； 1割）
　・老人医療における自己負担の引上げ
　　　入院； 1日　1,200円 （⇦改正前；710円）
　　　外来； 1日　  500円（ 1月 4回まで）（⇦改正前；1,020円（ 1月 1回））
　・薬剤一部負担の導入
　・政管健保の保険料の引上げ；8.5％ （⇦改正前；8.2％）

　　・ 　平成 9年 8月、与党医療保険制度改革協議会が「21世紀の国民医療」を発表し、医療
保険制度改革の基本的枠組みが提示。
（参考）「21世紀の国民医療」（与党協、平成 9年 8月）の概要
　○　診療報酬体系の見直し （慢性期等における定額払いの拡大等）
　○　薬価制度の見直し （日本型参照価格制度の導入）
　○　医療提供体制の見直し （急性期病床と慢性期病床の区分等）
　○　高齢者医療制度の見直し （定率患者負担の導入など）



　⑶　各分野の見直しのポイント等

見直しのポイント等

診療報酬体系の
見直し

①　老人慢性期医療等における診療報酬の包括化の推進
②　病室以外の療養環境等に対する特定療養費制度の拡充
③　医療機関間の連携（例；大病院と診療所）への評価の充実

薬価基準制度の
見直し

・　薬価差の解消
　　（⇦　多剤投与など、薬価差に起因する歪みの是正）
・　薬剤価格の適正化。より安価な薬剤の使用促進。

主な経緯など 11年 1 月　医福審制度企画部会「薬価給付のあり方について」
　　　　　（日本型参照価格制度の厚生省案「薬剤定価・給付基準額制」を提示）
　　 4月　自民党　医療基本問題調査会「薬価制度改革の方針」
　　　　　（「厚生省案」を白紙に戻して検討）

・ 　なお、現下の厳しい経済状況に鑑み、本年 7月から平成12年 3 月までの間、
医療機関にかかる機会の多い高齢者について、薬剤一部負担に係る臨時特例措
置が講じられる。

医療提供体制の
見直し

①　病床のあり方の見直し（急性期・慢性期病床を区分し規制）
②　医療における情報提供の推進（広告規制の緩和等）

高齢者医療制度
の見直し

①　高齢者の自己負担のあり方（定額制⇒定率制）
② 　老健〔老人保健〕拠出金制度の見直し（「突抜け方式」、「高齢者独立方式」、
「医療保険制度の統合一元化」等の検討）

2  ．平成12年度概算要求における医療費の概要等

　医療費12年度要求；▲4,828億円（12年度；67,525億円⇦11年度；72,353億円）

▲4,828億円 ＝3,401億円 人口の高齢化等
に伴う自然増等 －　8,230億円 介護保険導入

に伴う影響額

・ 　医療保険制度の見直しなど制度改革の影響については、現在、厚生省などにおいて具体的
内容の検討を行っているところであり（注）、現時点では具体的計数の形では盛り込まれて
いない。
　 　また、他に医療費に影響を及ぼす事項として診療報酬改定・薬価改定が考えられるが、そ
のいずれについても、現時点で内容が固まっているわけではなく、概算要求には織り込まれ
ていない。
　（注 ）医療保険制度の見直しなど制度改革については、本年 7 月29日に自民党・日医の間に

おいて、
　　 ○ 　薬剤一部負担制度を廃止する、
　　 ○ 　老人医療の自己負担について上限定額を設け、概ね 1割を超えない負担を求める、
　　 ○ 　薬価算定方式の見直し、高額医療の適正化、大病院の診療報酬の見直し等の措置の

実現を図る
　　  等を内容とする合意があったと報じられている。いずれにせよ、概算要求においては、

これらの問題も含め、全体として財政ニュートラルとされている。
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3  ．平成12年度予算編成における諸論点
　⑴　医療費の効率化・適正化
　　 　診療報酬体系、薬価基準制度、高齢者医療制度及び医療提供体制の各分野で検討を積み
重ねてきた制度の見直し方策を、医療費の効率化・適正化の観点から、いかに具体化して
いくか。

　⑵　診療報酬改定等の取扱い
　　　最近の物価や人件費その他の医療経営を巡る環境をみると極めて落ち着いた状況にある。
　　 　平成12年度は 2年に 1度の診療報酬の改定年に当たるが、今後、医療経済実態調査や薬
価調査などの結果を踏まえ、診療報酬をこのような周囲の状況といかに整合的なものとし
ていくか。

　◎ 　自民党・日医合意（ 7 /29）について
　　（自民党医療基本・社会部会合同会合後の丹羽会長の記者レク時の発言）

現行制度 2000年 4 月以降

・高齢者の自己負担
　　外来　　 1回530円（ 4回まで）
　　入院　　 1日1,200円

「財源確保の必要性にかんがみ老人医療の自己負担を改
め、限度額を設けた上で、おおむね 1割を超えない負担
とする。」

・その他 「また、同様の観点から、老人の自己負担を見直すにと
どまらず、現役世代を含めた適切な改革措置の実現を図
ることとする。具体的には、薬価算定方式の見直し、高
額医療の適正化、大病院の診療報酬の見直しなどの改革
措置について、早急に結論を得て、その実現を図る。」

・薬剤定額負担 「まず、薬剤別途負担の取扱いであるが、これは従来か
ら方針を示してきたとおり、廃止することとする。」

　　12年度概算要求基準において医療保険制度改革は、全体として財政ニュートラル

全体として、
財政ニュートラル

「薬剤一部負担廃止」の影響（＋8,100億円（厚生省推計））

○「老人患者 1割負担」の影響
○ 「薬価算定方式の見直し、高額医療の適正化、大病院の診療報
酬等の改革措置」の影響



診療報酬の改定状況等
（単位：％）

年度 診療報酬
改 定 率

人勧
（引上率）

人勧
（期末手当等）

物価
（CPI）

薬価
（医療費ベース）

ネット
改定率

58 2.8 2.0 4.9月 1.9 ▲16.6
（▲ 5.1）

▲2.3

59 3.3 3.4 〃 2.2 ▲ 6.0
（▲ 2.1）

1.2

60 5.7 〃 1.9
61 2.3 2.3 〃 0.0 ▲ 5.1

（▲ 1.6）
0.7

62 1.5 〃 0.5
63 3.4 2.4 〃 0.8 ▲10.2

（▲ 2.9）
0.5

元 0.1 3.1 5.1月 0.6 　2.4
（　 0.7）

0.8

2 3.7 3.7 5.35月 3.3 ▲ 9.2
（▲ 2.7）

1.0

3 3.7 5.45月 2.8
4 5.0 2.9 〃 1.6 ▲ 8.1

（▲ 2.5）
2.5

5 1.9 5.3月 1.2
6 4.8 1.2 5.2月 0.4 ▲ 6.6

（▲ 2.1）
2.7

7 0.9 〃 ▲0.1
8 3.4 1.0 〃 0.4 ▲ 6.8

（▲ 2.6）
0.8

9 1.7 1.0 5.25月 0.5 ▲ 4.4
（▲ 1.3）

0.4

10 1.5 0.8 〃 0.2 ▲ 9.7
（▲ 2.8）

▲1.3

11 0.3 4.95月 0.1（見通し）

（注）本年度の人事院勧告は、年収ベースで戦後初めてのマイナス勧告

（消費税分2.3を除く）

（1.5は10月～）

（0.8は消費税） （消費税分1.5を除く）

12年度診療報酬改定については、実施の有無を含め、今後検討。

Ⅴ ．雇用保険制度の見直しについて
○ 　雇用保険制度（失業等給付）とは
　・ 　雇用保険制度（失業等給付）は、労使の雇用関係を前提に、一時的にその雇用関係から
外れた（＝離職）労働者が、再び雇用関係に入ろうとする意思能力を有するにもかかわら
ず就職できない場合（＝失業）に、必要な給付を行い、その生活の安定を図りつつ再就職
を援助しようというものである。

○　雇用保険財政の現状
　・ 　雇用保険受給者の急速な増加や、負担面の随時の引下げが行われる中で、平成 6年度以
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降、赤字が続いている。収支差は、積立金の取崩しで対応してきており、12年度末の積立
金残高見込は約0.2兆円となっている。

　・ 　このままの状況が続けば、13年度途中の給付に支障が生ずる可能性が高いことから、13
年度当初には、相応の収支改善措置の実施が必要な状況にある。

○ 　雇用保険制度の見直しの視点
　・ 　雇用保険の現在の収支状況や、少子・高齢化により大幅な収入増が見込めない状況を踏
まえ、給付と負担の両面からの見直しが不可欠である。

　　（参考 ）保険料率　1/1000当たりの年間保険料収入＝約1,600億円
　・ 　また、特に給付の見直しに当たっては、真に就職の緊要度の高い者への給付の重点化を
図る必要がある。

　（参考 ）年齢構成別の被保険者、受給者及び支給金額（平成10年度）

被保険者（万人） 受給者（万人） 支給金額（億円）

30歳未満 969（ 30％） 21（ 20％） 2,860（ 15％）
30歳以上45歳未満 1,069（ 33％） 19（ 18％） 3,260（ 17％）
45歳以上60歳未満 1,087（ 33％） 32（ 31％） 6,338（ 33％）
60歳以上65歳未満 133（　 4 ％） 32（ 31％） 6,660（ 35％）

計 3,258（100％） 104（100％） 19,058（100％）

雇用保険制度の概要及び予算規模（平成12年度要求）

保険料率 14.5/1,000
　　 5年度以降当分の間

11.5/1,000

2.2 兆円

積立金

三事業

求職者給付

就職促進給付

 教育訓練給付

雇用継続給付

高年齢雇用継続給付

育児休業給付

介護休業給付

一般求職者給付

高年齢求職者給付

短期雇用特例
求職者給付

日雇労働求職者給付

雇用安定事業（特定求職者雇用開発助成金、雇用調整助成金等）
能力開発事業（職業能力開発施設の設置運営等）
雇用福祉事業（労働者の就職、雇入れ等についての相談、援助等（財源）

・保険料（事業主のみ負担）
　料率 3.5/1,000
○国庫負担なし

（財源）
・保険料（労使折半）
　　　 1.3兆円
　料率 11/1,000
　　5年度以降当分
　の間 8/1,000
○国庫負担
　　0.3兆円

被保険者期間、年齢等により
90～300日分
（短時間受給資格者は90～210日分）

再就職手当、常用就職支度金等

教育訓練の受講費用の80％
相当額を支給
60歳以後の賃金額の25％
相当額を支給
育児休業取得前の賃金額の25％
相当額を支給
介護休業取得前の賃金額の25％
相当額を支給

65歳以上に対し、被保険者期間
により30～75日分
（短時間受給資格者は30～50日分）

季節労働者に50日分

失業のつど一日単位
0.3兆円

0.03兆円

0.2兆円

ピーク（ 5年度末） ９′ 10′ 11′ 12′（要求）
4.8兆円 3.9兆円 2.9兆円 1.8兆円 0.2兆円

△0.9兆円 △1.0兆円 △1.1兆円 △1.6兆円

2.4兆円

0.7兆円

剰
余
金
積
立
て

予
算
で
取
崩
し（
1.
6
兆
円
）

失業等給付

雇用保険

労働保険特別会計雇用勘定
3.9兆円

（予備費 0.2兆円等を含む）

一般会計
（労働省所管）
0.5兆円

特別繰入 0.3兆円
人件費等 0.2兆円

2.9兆円



失業等給付関係収支状況
（単位：億円）

5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度
（予算）

12年度
（要求）

収 　　　　　 入 18,187 17,797 18,593 18,413 19,423 17,397 17,328 16,816
うち保険料収入 12,266 12,270 12,457 12,650 12,923 12,929 12,959 12,677
うち国庫負担金 2,810 2,672 3,374 3,273 4,388 3,078 3,095 3,442

支 　　　　　 出 16,126 17,996 20,221 21,358 23,203 27,018 29,161 32,421
差　引　剰　余 2,061 ▲199 ▲1,628 ▲2,945 ▲3,780 ▲9,621 ▲11,833 ▲15,605
積 立 金 残 高 47,527 47,328 45,700 42,755 38,975 29,354 17,521 1,916

参
考

完全失業率 2.5％ 2.9％ 3.2％ 3.4％ 3.4％ 4.1％ 4.7％ ―
受給者実人員 667千人 773千人 825千人 842千人 874千人 1,021千人 1,052千人 ―

（注 1）　 「支出」に掲げた額には、予備費（11年度　1,970億円、12年度　2,180億円）が歳出として計上されて
いる。

（注 2）　 完全失業率（季節調整値）及び受給者実人員は、暦年（ 1月～12月の平均）である。なお、11年度は、
1月～ 7月の平均である。

（出所 ）財政制度審議会制度改革・歳出合理化特別部会（第 2回）　平成11年10月13日配布資料
4「社会保障関係／（資料編）」（財政制度審議会「平成11年度　財政制度審議会資料集　
制度改革・歳出合理化特別部会編」201-218ページ）。
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8-184　新府省所管・旧府省所管

新府省所管 旧府省所管

内閣府所管
　（組織）内閣本府
　（組織）北方対策本部
　（組織）国際平和協力本部
　（組織）沖縄総合事務局
　（組織）宮内庁
　（組織）警察庁
　（組織）防衛本庁
　（組織）防衛施設庁
　（組織）金融庁

総理府所管
　（組織）総理本府
　（組織）国際平和協力本部
　（組織）警察庁
　（組織）金融再生委員会
　（組織）金融監督庁
　（組織）金融庁
　（組織）宮内庁
　（組織）防衛本庁
　（組織）防衛施設庁
　（組織）経済企画庁
　（組織）沖縄開発庁

総務省所管
　（組織）総務本省
　（組織）通信総合研究所
　（組織）日本学術会議
　（組織）管区行政評価局
　（組織）総合通信局
　（組織）公正取引委員会
　（組織）公害等調整委員会
　（組織）消防庁

総理府所管
　（組織）日本学術会議
　（組織）公正取引委員会
　（組織）公害等調整委員会
　（組織）総務庁
郵政省所管
　（組織）郵政本省
　（組織）通信総合研究所
　（組織）地方電気通信監理局
自治省所管
　（組織）自治本省
　（組織）消防庁

財務省所管
　（組織）財務本省
　（組織）財務局
　（組織）税関
　（組織）国税庁

大蔵省所管
　（組織）大蔵本省
　（組織）財務局
　（組織）税関
　（組織）国税庁

文部科学省所管
　（組織）文部科学本省
　（組織）文部科学本省所轄機関
　（組織）文化庁

総理府所管
　（組織）科学技術庁
文部省所管
　（組織）文部本省
　（組織）文部本省所轄機関
　（組織）文化庁



新府省所管 旧府省所管

厚生労働省所管
　（組織）厚生労働本省
　（組織）厚生労働本省試験研究機関
　（組織）検疫所
　（組織）国立ハンセン病療養所
　（組織）国立更生援護機関
　（組織）中央労働委員会
　（組織）地方厚生局
　（組織）都道府県労働局

厚生省所管
　（組織）厚生本省
　（組織）厚生本省試験研究機関
　（組織）検疫所
　（組織）国立ハンセン病療養所
　（組織）国立更生援護機関
　（組織）地方医務局
　（組織）麻薬取締官事務所
労働省所管
　（組織）労働本省
　（組織）労働本省研究機関
　（組織）中央労働委員会
　（組織）労働官署

経済産業省所管
　（組織）経済産業本省
　（組織）製品評価技術センター
　（組織）産業技術総合研究所
　（組織）資源エネルギー庁
　（組織）原子力安全・保安院
　（組織）中小企業庁
　（組織）経済産業局
　（組織）鉱山保安監督官署

通商産業省所管
　（組織）通商産業本省
　（組織）製品評価技術センター
　（組織）工業技術院
　（組織）資源エネルギー庁
　（組織）中小企業庁
　（組織）通商産業局
　（組織）鉱山保安監督官署

国土交通省所管
　（組織）国土交通本省
　（組織）国土地理院
　（組織）国土交通本省試験研究機関
　（組織）国土交通本省教育機関
　（組織）地方整備局
　（組織）北海道開発局
　（組織）地方運輸局
　（組織）地方航空局
　（組織）船員労働委員会
　（組織）気象庁
　（組織）海上保安庁
　（組織）海難審判庁

総理府所管
　（組織）北海道開発庁
　（組織）国土庁
運輸省所管
　（組織）運輸本省
　（組織）運輸本省試験研究機関
　（組織）運輸本省教育機関
　（組織）地方運輸局
　（組織）港湾建設局
　（組織）地方航空局
　（組織）船員労働委員会
　（組織）海上保安庁
　（組織）海難審判庁
　（組織）気象庁
建設省所管
　（組織）建設本省
　（組織）国土地理院
　（組織）建設本省試験研究機関
　（組織）地方建設局

環境省所管
　（組織）環境省

総理府所管
　（組織）環境庁
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8-185　 平成11年度の財政制度審議会の運営
について

平成11年10月 1 日

1 ．今後の運営方針
⑴　予算編成過程の透明性向上の観点から、
制度改革・歳出合理化特別部会において、
10月上旬に平成12年度予算要求の焦点や
予算編成上の問題点についての説明・審
議を行い、さらに11月に前回示した問題
点に対する考え方について説明・審議す
ることとする。
⑵　財政構造改革特別部会において、財政
運営・予算編成の透明性・アカウンタビ
リティ向上を図る観点からの施策の検討
として、諸外国の予算査定における政策
評価手法等の諸施策について調査・報告
することとする。
⑶　財投改革関連事項を法制部会において
審議することとする。
⑷　財政について各界各層の意見を幅広く
伺うための地方懇談会を広島及び福岡に
おいて開催することとする。
⑸　なお、審議会の公開性向上の観点から、
議事録を原則として公開することとする。

2．審議事項及び部会等の構成
⑴　総会においては、各部会からの報告等

必要な事項について審議するとともに、
平成12年度予算の編成に関する建議等を
行う。

⑵　平成11年度においては、次のとおり部
会を設置することとする。

審　議　事　項

企画部会
平成12年度予算の編成に関する
建議案、その他財政運営の基本
問題

法制部会 財政に関する法制上の諸問題

制度改革・
歳出合理化
特別部会

制度改革を中心とした歳出合理
化に関する諸問題

財政計画等
特別部会 財政計画等に関する諸問題

財政構造改
革特別部会

財政構造改革における中長期的
な諸問題

（出所 ）財政制度審議会総会（第 2 回）平成
11年10月 1 日配布資料 1（財政制度審
議会「平成11年度　財政制度審議会資
料集　総会・企画部会・法制部会・財
政計画等特別部会・財政構造改革特別
部会編」63ページ）。



8-
18
6　
「
建
議
」
及
び
「
報
告
」
の
平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
主
な
措
置
状
況

「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

（
総
論
）

○
 　
現
下
の
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
15
ヶ
月
予

算
の
考
え
方
の
下
で
編
成
さ
れ
る
平
成
12
年
度
予
算
に
つ
い

て
は
、
平
成
11
年
度
に
引
き
続
き
景
気
に
配
慮
し
た
も
の
と

す
る
こ
と
は
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
る
。

　
 　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
引
き
続
き

大
幅
な
公
債
発
行
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
十
分
に

踏
ま
え
、
新
規
に
実
施
す
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要

性
や
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
精
査
す
る
と
と
も
に
、
既
存
の

制
度
・
施
策
に
つ
い
て
も
、
過
去
の
経
緯
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、

そ
の
根
本
ま
で
遡
っ
た
見
直
し
を
行
い
、
限
ら
れ
た
財
政
資

金
の
よ
り
一
層
の
合
理
化
・
効
率
化
・
重
点
化
を
図
る
べ
き

で
あ
る
。

○
 　
公
債
残
高
の
累
増
が
後
年
度
に
残
す
弊
害
の
大
き
さ
を
考

え
れ
ば
、
景
気
に
配
慮
し
た
平
成
12
年
度
予
算
に
お
い
て
も
、

財
政
構
造
改
革
の
基
本
理
念
に
沿
っ
た
制
度
改
革
と
歳
出
合

理
化
に
果
断
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
公
債
発
行
額
を
出

来
る
だ
け
抑
制
す
べ
き
で
あ
る
。

◯
 　
平
成
12
年
度
予
算
は
、
緩
や
か
な
改
善
を
続
け
て
い
る
も
の
の
経
済
が
厳
し
い
状
況
を
な
お
脱
し
て
い
な
い
中
に
あ
っ
て
、
こ
れ
を
本

格
的
な
回
復
軌
道
に
繋
げ
て
い
く
た
め
、
経
済
運
営
に
万
全
を
期
す
と
の
観
点
に
立
っ
て
編
成
。

　
　
具
体
的
に
は
、

　
⑴
 　
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
景
気
回
復
に
全
力
を
尽
く
す
と
の
観
点
に
立
っ
て
編
成
し
た
11
年
度
当
初
予
算
と
同
額
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
公
共
事
業
等
予
備
費
5,0
00
億
円
を
計
上
。

　
⑵
 　
金
融
面
に
お
い
て
、
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
化
・
預
金
者
保
護
を
図
る
た
め
、
預
金
保
険
機
構
の
保
有
す
る
交
付
国
債
の
償
還
財
源
と

し
て
4.5
兆
円
を
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
繰
入
。

◯
　
極
め
て
厳
し
い
財
政
状
況
に
鑑
み
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
経
費
の
一
層
合
理
化
・
効
率
化
・
重
点
化
を
図
っ
た
。

　
 　
具
体
的
に
は
、
一
般
歳
出
を
対
前
年
度
当
初
予
算
比
2.6
％
増
と
す
る
中
で
、
科
学
技
術
振
興
費
を
6.8
％
増
、
社
会
保
障
関
係
費
を

4.1
％
増
と
す
る
一
方
で
O
D
A
を
▲
0.2
％
減
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費
を
▲
2.8
％
減
と
す
る
な
ど
、
メ
リ
ハ
リ
の
効
い
た
配
分
を
行
う
と
と

も
に
、
特
別
枠
の
活
用
に
よ
り
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
3
分
野
（
情
報
化
・
高
齢
化
・
環
境
対
応
）
を
は
じ
め
と
し
て
物
流
効

率
化
な
ど
新
た
な
発
展
基
盤
の
構
築
を
目
指
し
て
、
重
点
的
・
効
率
的
な
配
分
を
実
施
。

◯
 　
こ
の
結
果
、
公
債
発
行
額
は
32
兆
6,1
00
億
円
に
の
ぼ
り
、
公
債
依
存
度
は
38
.4％
に
達
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
我

が
国
経
済
を
本
格
的
な
回
復
軌
道
に
繋
げ
て
い
く
た
め
、
経
済
運
営
・
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
化
に
万
全
を
期
す
と
の
観
点
に
立
っ
て
の
も

の
。

　
　（
参
考
）
平
成
12
年
度
の
財
政
事
情

◯
　
公
債
依
存
度

11
年
度
当
初

11
年
度
補
②
後

12
年
度
当
初

37
.9％

43
.4％

38
.4％

（
参
考
 ）
仮
に
預
金
者
保
護
の
た
め
の
交
付
国
債
償
還
財
源
繰
入
（
11
’　
2.5
兆
円
、
12
’　
4.5
兆
円
）
を
除
い
た
場

合
の
公
債
依
存
度
を
計
算
す
る
と
、
11
年
度
当
初
36
.0％
、
12
年
度
当
初
34
.9％
。

◯
　
公
債
発
行
額
（
億
円
）

11
年
度
当
初

11
年
度
補
②
後

12
年
度
当
初

31
0,5
00

38
6,1
60

32
6,1
00

　
　（
注
）
 12
年
度
公
債
発
行
額
の
内
訳
 

 
建
設
公
債
　
9
兆
1,5
00
億
円
、
特
例
公
債
　
23
兆
4,6
00
億
円
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平成12年度　　669
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
 　「
情
報
通
信
、
科
学
技
術
、
環
境
等
経
済
新
生
特
別
枠
」

が
設
け
ら
れ
た
趣
旨
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
21
世
紀
に
向
け

て
真
に
必
要
な
分
野
・
事
業
へ
の
重
点
的
な
予
算
配
分
に
十

分
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

◯
 　
平
成
12
年
度
概
算
要
求
に
当
た
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
は
じ
め
、
21
世
紀
に
向
け
、
我
が
国
経
済
を
新

生
さ
せ
る
た
め
に
特
に
資
す
る
施
策
に
特
段
の
予
算
配
分
を
行
う
こ
と
と
し
、「
情
報
通
信
、
科
学
技
術
、
環
境
等
経
済
新
生
特
別
枠
」

2,5
00
億
円
を
原
則
基
準
に
上
乗
せ
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
こ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
12
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
総
理
自
ら
が
施
策
の
優
先

度
合
い
に
つ
い
て
仕
分
け
を
行
い
、
重
点
的
・
効
率
的
な
配
分
を
実
現
。

「
情
報
通
信
、
科
学
技
術
、
環
境
等
経
済
新
生
特
別
枠
」
の
内
容

（
億
円
）

ミ
レ
ニ
ア
ム
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

1,2
06

主
　
　
な
　
　
施
　
　
策

情
報
化

◯
教
育
の
情
報
化

11
9

◯
電
子
政
府

99
◯
IT
21
の
推
進

15
2

高
齢
化

◯
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
、
イ
ネ
ゲ
ノ
ム

64
0

◯
高
齢
者
の
雇
用
就
労
を
可
能
と
す
る
経
済
社
会
の
調
査
研
究

13

環
境
対
応

◯
地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
次
世
代
技
術
の
開
発
・
導
入

40
◯
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
・
環
境
ホ
ル
モ
ン
対
策
・
リ
サ
イ
ク
ル
技
術

10
4

◯
循
環
型
経
済
社
会
構
築
の
た
め
の
調
査
研
究

8

提
案
公
募

◯
革
新
的
な
技
術
開
発
の
提
案
公
募

30

そ
　
の
　
他

1,2
94

主
　
　
な
　
　
施
　
　
策

◯
情
報
収
集
衛
星
シ
ス
テ
ム
の
開
発
等

40
5

◯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
（
IT
S）

17
◯
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
（
GI
S）

11
◯
対
人
地
雷
対
策
支
援
無
償
（
除
去
活
動
支
援
）
の
実
施

15
◯
地
球
環
境
の
戦
略
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

20

計
2,5
00



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

1
．
社
会
保
障

⑴
　
児
童
手
当

　
児
童
手
当
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
対
策
の
た
め
に
、
抜
本
的

に
拡
充
す
べ
き
と
の
意
見
が
あ
る
が
、
最
近
の
出
生
率
低
下
の

原
因
は
、
未
婚
率
の
上
昇
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
経
済
的
負
担
の

軽
減
の
少
子
化
に
対
す
る
歯
止
め
と
し
て
の
効
果
に
は
疑
問
が

あ
り
、
む
し
ろ
仕
事
と
育
児
の
両
立
を
図
る
施
策
を
優
先
す
べ

き
と
の
意
見
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
少
子
化

対
策
に
つ
い
て
は
、
固
定
的
な
男
女
の
役
割
分
業
や
雇
用
慣
行

の
是
正
に
よ
る
男
女
共
同
参
画
の
促
進
、
育
児
と
仕
事
の
両
立

に
向
け
た
子
育
て
支
援
を
は
じ
め
と
し
て
、
雇
用
、
福
祉
、
教

育
、
住
宅
な
ど
様
々
な
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
て
い
く
必
要

が
あ
り
、
少
子
化
対
策
全
体
の
在
り
方
や
税
制
上
の
扶
養
控
除

と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
将
来
世
代
に
負
担
を
先
送
り
し
た
形
で
児
童
手
当
の

拡
充
を
行
う
こ
と
は
適
当
で
な
く
、
給
付
費
規
模
に
見
合
う
具

体
的
財
源
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。

◯
　
総
合
的
な
少
子
化
対
策
の
推
進

　
 　「
少
子
化
対
策
推
進
基
本
方
針
」（
11
年
12
月
17
日
　
少
子
化
対
策
推
進
関
係
閣
僚
会
議
）
を
踏
ま
え
て
、
雇
用
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
、
教

育
、
住
宅
等
の
分
野
に
つ
い
て
、「
重
点
的
に
推
進
す
べ
き
少
子
化
対
策
の
具
体
的
実
施
計
画
」
を
策
定
（
厚
生
・
労
働
・
文
部
・
建
設
・

大
蔵
・
自
治
　
6
大
臣
合
意
）。

◯
　
児
童
手
当
の
見
直
し

　
 　
年
少
扶
養
控
除
の
見
直
し
等
に
よ
り
、
所
要
財
源
を
確
保
し
、
児
童
手
当
制
度
に
つ
い
て
以
下
の
見
直
し
を
実
施
。
併
せ
て
、
子
育
て

支
援
基
金
を
拡
充
。

　
⑴
　
児
童
手
当
の
見
直
し

　
・
　
支
給
対
象
年
齢
の
拡
大
　
　
　
現
行
3
歳
未
満
→
義
務
教
育
就
学
前
（
6
歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末
）
ま
で

　
・
　
手
当
額
 

現
行
通
り
（
第
1
子
・
第
2
子
　
月
額
5,0
00
円
、
第
3
子
以
降
　
月
額
10
,00
0円
）

　
・
　
所
得
制
限
 

現
行
通
り

　
・
　
費
用
負
担
 

0
歳
～
3
歳
未
満
 

現
行
通
り

 
3
歳
～
義
務
教
育
就
学
前
　
　
　
国
　
2/
3、
地
方
　
1/
3、
公
務
員
 所
属
庁

　
・
　
実
施
時
期
 

12
年
6
月
実
施
、
10
月
支
給
。

　
・
　
追
加
所
要
額
 

約
1,4
80
億
円
（
満
年
度
ベ
ー
ス
　
約
2,1
70
億
円
）

 
児
童
手
当
給
付
費
国
庫
負
担
　
　
　
11
年
度
　
25
9億
円
→
12
年
度
　
1,1
74
億
円

　
⑵
　
年
少
扶
養
控
除
の
見
直
し

　
　
年
少
扶
養
控
除
（
年
齢
16
才
未
満
）
に
係
る
扶
養
控
除
の
額
の
割
増
（
10
万
円
加
算
）
の
特
例
の
廃
止
（
控
除
額
48
万
円
→
38
万
円
）。

　
　
増
収
額
　
約
2,0
30
億
円

　
⑶
　
子
育
て
支
援
基
金
の
拡
充

　
　
40
0億
円
を
増
資
（
現
行
90
0億
円
）

670　　Ⅲ　予算
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「
建
議
・
報
告
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け
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成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
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置
状
況

⑵
　
医
療

　
 　
医
療
に
つ
い
て
は
、
薬
価
制
度
や
高
齢
者
医
療
制
度
の
見

直
し
を
行
い
、
無
駄
の
な
い
効
率
的
な
医
療
を
実
現
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

　
 　
具
体
的
に
は
、
以
下
の
諸
項
目
を
は
じ
め
と
す
る
見
直
し

を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
①
 　
現
行
の
薬
価
制
度
（「
R幅
方
式
」）
を
抜
本
的
に
見
直

し
、
多
剤
投
与
等
の
「
ゆ
が
み
」
の
原
因
と
な
っ
て
い
る

薬
価
差
を
縮
小
す
る
。

　
②
 　
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て
、
医
療
費
の
少
な
く
と
も
1
割

を
目
途
に
患
者
負
担
を
求
め
、
高
齢
者
と
若
年
者
と
の
間

の
負
担
の
公
平
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
の
医
療

に
対
す
る
コ
ス
ト
意
識
を
高
め
る
。

　
③
 　
診
療
報
酬
体
系
に
つ
い
て
、
病
状
の
安
定
し
た
慢
性
患

者
の
入
院
な
ど
に
つ
い
て
包
括
払
い
方
式
を
積
極
的
に
導

入
し
、
医
療
の
コ
ス
ト
削
減
の
誘
因
を
高
め
る
。

　
④
 　
医
療
提
供
体
制
に
つ
い
て
カ
ル
テ
開
示
の
推
進
等
医
療

に
お
け
る
情
報
提
供
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
急
性
期

病
床
と
慢
性
期
病
床
と
を
区
分
し
つ
つ
病
床
数
の
適
正
化

を
図
る
。

　
 　
ま
た
、
平
成
12
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
は
、
人

件
費
や
物
価
な
ど
医
療
経
営
を
巡
る
環
境
が
極
め
て
落
ち
つ

い
て
い
る
こ
と
や
医
療
保
険
財
政
が
厳
し
い
現
状
を
踏
ま
え

れ
ば
、
厳
に
抑
制
し
た
も
の
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　
 　
な
お
、
平
成
9
年
度
の
健
保
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
薬
剤

一
部
負
担
制
度
に
つ
い
て
廃
止
を
求
め
る
主
張
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度
を
維
持
す
べ
き
で
あ
り
、
仮

に
廃
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
代
わ

る
制
度
改
正
を
行
い
、
少
な
く
と
も
全
体
と
し
て
財
政
中
立

で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

　
医
療
保
険
制
度
の
改
革
の
中
で
、
平
成
12
年
度
は
、
医
療
保
険
制
度
の
安
定
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
基
本
的
に
財
政
中
立
を
確
保
し

つ
つ
、
給
付
と
負
担
の
見
直
し
等
必
要
な
改
正
を
実
施
。

◯
　
薬
価
制
度
の
見
直
し

　
 　
平
成
12
年
度
に
お
い
て
は
、
R幅
を
薬
剤
流
通
の
安
定
化
の
た
め
の
調
整
幅
と
し
て
、
一
律
に
2
％
に
縮
小
す
る
と
と
も
に
、
平
成
14

年
度
ま
で
に
こ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
薬
価
算
定
方
式
を
検
討
。

◯
　
医
療
保
険
制
度
・
老
人
保
健
制
度
に
お
け
る
給
付
と
負
担
の
見
直
し
（
平
成
12
年
7
月
実
施
予
定
）

　
⑴
　
一
部
負
担
金
の
見
直
し

　
　
・
入
院
　
1,2
00
円
／
日
　
→
　
定
率
1
割
負
担
制
　
※
月
額
上
限
有
り

　
　
　
　
※
月
額
上
限
　
　
一
般
 

37
,20
0円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
低
所
得
者
 

24
,60
0円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
低
所
得
者
か
つ
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
　
　
15
,00
0円

　
　
・
外
来
　
53
0円
／
回
（
月
4
回
ま
で
）　
→
　
定
率
1
割
負
担
制
　
※
月
額
上
限
＝
3,0
00
円

　
　
　
　
※
20
0床
以
上
の
病
院
の
場
合
、
月
額
上
限
＝
5,0
00
円

　
　
　
　
　
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
定
率
負
担
と
定
額
負
担
の
選
択
制

　
⑵
　
高
額
医
療
費
の
見
直
し

　
　
・
一
般
　
　
　
　
　
　6
3,6
00
円
　
→
　
63
,60
0円
＋
（
医
療
費
－
31
8,0
00
円
）
×
1
％

　
　
・
上
位
所
得
者
※
　
12
1,8
00
円
＋
（
医
療
費
－
60
9,0
00
円
）
×
1
％

　
　
※
上
位
所
得
者
は
標
準
報
酬
月
額
56
万
円
以
上
の
者
及
び
同
程
度
以
上
の
者

　
⑶
　
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
標
準
負
担
額
の
見
直
し

　
　
・
一
般
　
　
　
　
76
0円
／
日
　
→
　
78
0円
／
日

　
　
※
低
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り

◯
　
診
療
報
酬
体
系
の
見
直
し

　
　
高
齢
者
や
慢
性
疾
患
に
つ
い
て
段
階
的
に
包
括
化
を
拡
大
。

◯
　
医
療
提
供
体
制
の
見
直
し

　
　
現
在
、
関
係
審
議
会
等
に
お
い
て
検
討
中
。

◯
　
診
療
報
酬
改
定
（
平
成
12
年
4
月
実
施
予
定
）

　
　
実
質
　
　
0.2
％
　
　
　
　
　
薬
価
改
定
等
　
　
　
△
1.7
％

 
診
療
報
酬
改
定
 

1.9
％

◯
　
薬
剤
一
部
負
担
制
度

　
　
老
人
に
係
る
薬
剤
一
部
負
担
制
度
に
つ
い
て
老
人
保
健
制
度
の
給
付
と
負
担
の
見
直
し
の
中
で
廃
止
。
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度
予
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措
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⑶
　
雇
用
保
険

　
 　
雇
用
保
険
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
深
刻
な
雇
用
・
失
業
情

勢
の
影
響
を
受
け
、
収
支
状
況
が
急
速
に
悪
化
し
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
か
つ
、
就
業
構
造
・
雇
用
の
流
動
化
に
対
応

す
る
た
め
、
そ
の
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
確
保
す
る

観
点
か
ら
、
給
付
と
負
担
の
両
面
に
わ
た
る
制
度
改
革
が
必

要
で
あ
る
。

　
　
制
度
改
革
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
視
点
が
必
要
で
あ
る
。

　
①
 　
雇
用
保
険
は
本
来
掛
け
捨
て
で
あ
る
と
い
う
原
点
に

戻
っ
て
、
高
齢
者
層
（
60
歳
以
上
65
歳
未
満
）
を
中
心
に

給
付
の
偏
り
が
み
ら
れ
る
現
行
の
給
付
日
数
や
給
付
日
額

等
を
見
直
し
、
給
付
総
額
の
縮
減
を
図
る
。

　
②
 　
自
発
的
失
業
と
非
自
発
的
失
業
の
区
分
と
い
っ
た
失
業

の
理
由
を
勘
案
し
、
給
付
の
必
要
度
に
応
じ
て
給
付
体
系

を
見
直
す
。

　
③
 　
全
体
の
給
付
縮
減
を
図
る
中
に
あ
っ
て
、
中
高
年
層

（
45
歳
以
上
60
歳
未
満
）
に
つ
い
て
は
、
若
年
層
（
30
歳

未
満
）
と
異
な
り
、
失
業
の
深
刻
度
が
高
い
こ
と
等
を
踏

ま
え
、
こ
の
層
に
対
し
て
給
付
の
重
点
化
を
図
る
一
方
、

若
年
層
に
つ
い
て
は
、
自
発
的
失
業
を
助
長
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
配
慮
す
る
。

　
④
 　
保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
経
済
構
造
の
変
化
等
に
対
応

し
て
、
雇
用
保
険
の
安
定
的
運
営
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
給

付
削
減
と
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
よ
る
見
直
し
を
行
う
。

　
⑤
 　
国
庫
負
担
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
率
の
見
直
し
を
踏
ま

え
つ
つ
、
雇
用
保
険
と
代
替
・
補
完
関
係
に
あ
る
雇
用
対

策
の
近
年
に
お
け
る
拡
充
等
も
勘
案
し
て
、
そ
の
在
り
方

を
検
討
す
る
。

◯
 　
労
働
保
険
特
別
会
計
（
雇
用
勘
定
）
へ
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
に
つ
い
て
は
、
厳
し
い
雇
用
失
業
情
勢
を
反
映
し
、
以
下
の
増
額
。

平
成
11
年
度
（
当
初
）

平
成
12
年
度
（
当
初
）

繰
入
額

3,1
04
億
円

3,3
63
億
円

◯
　
雇
用
保
険
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
中
央
職
業
安
定
審
議
会
に
法
案
要
綱
を
諮
問
（
1
月
19
日
）。

　
 　
改
革
に
お
い
て
は
、
全
体
と
し
て
の
給
付
削
減
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
率
及
び
国
庫
負
担
率
の
引
上
げ
を
行
う
も
の
の
、
保
険

料
負
担
増
及
び
国
庫
負
担
増
を
抑
制
。

　
 　
な
お
、
育
児
・
介
護
休
業
給
付
の
給
付
率
の
引
上
げ
（
25
％
→
40
％
）
に
つ
い
て
は
、
12
年
度
（
13
年
1
月
）
施
行
の
予
定
。
そ
れ
以

外
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
13
年
度
（
13
年
4
月
）
施
行
の
予
定
。

　（
参
考
）
法
案
要
綱
の
主
な
内
容

　
1
．
給
付
面

　
　
⑴
　
給
付
日
数
の
変
更
：
 離
職
前
か
ら
予
め
再
就
職
の
準
備
が
で
き
る
よ
う
な
者
に
対
す
る
給
付
日
数
を
圧
縮
す
る
と
と
も
に
、
倒
産
、

解
雇
等
に
よ
り
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
に
対
す
る
給
付
日
数
を
確
保
。

　
　
　（
参
考
）
改
正
前
後
の
給
付
日
数

　
　
　
　
 

　
　

　
　
⑵
　
育
児
・
介
護
休
業
給
付
：
育
児
・
介
護
休
業
給
付
の
給
付
率
を
現
行
の
25
％
か
ら
40
％
へ
引
き
上
げ
。

　
2
．
負
担
面

　
　
⑴
　
保
険
料
率
：
現
行
の
附
則
暫
定
措
置
（
8/
10
00
）
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
本
則
率
を
11
/1
00
0か
ら
12
/1
00
0へ
引
き
上
げ
。

　
　
⑵
　
国
庫
負
担
率
：
現
行
の
附
則
暫
定
措
置
（
14
％
）
を
廃
止
し
、
本
則
率
（
25
％
）
に
戻
す
。

［
現
行
］

被
保
健
者
期
間
1年
未
満
1～
5年

5～
10
年
10
～
20
年
20
年
以
上

30
歳
未
満

90
90

90
18
0

―
30
～
45
歳
未
満

90
90

18
0

21
0

21
0

45
～
60
歳
未
満

90
18
0

21
0

24
0

30
0

60
～
65
歳
未
満

90
24
0

30
0

30
0

30
0

（
注
 ）
現
行
で
は
、
上
記
の
給
付
日
数
に
加
え
、
個
別
延
長
給

付
（
特
に
再
就
職
が
困
難
な
者
に
対
す
る
60
日
の
延
長
給

付
）
が
あ
る
。

［
改
正
案
］

①
　
下
記
②
以
外
の
者

被
保
健
者
期
間
1年
未
満
1～
5年

5～
10
年
10
～
20
年
20
年
以
上

30
歳
未
満

90
90

12
0

15
0

―
30
～
45
歳
未
満

90
90

12
0

15
0

18
0

45
～
60
歳
未
満

90
90

12
0

15
0

18
0

60
～
65
歳
未
満

90
90

12
0

15
0

18
0

②
　
倒
産
、
解
雇
等
に
よ
り
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者

被
保
健
者
期
間
1年
未
満
1～
5年

5～
10
年
10
～
20
年
20
年
以
上

30
歳
未
満

90
90

12
0

18
0

―
30
～
45
歳
未
満

90
90

18
0

21
0

24
0

45
～
60
歳
未
満

90
18
0

24
0

27
0

33
0

60
～
65
歳
未
満

90
15
0

18
0

21
0

24
0
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平成12年度　　673
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

2
．
公
共
事
業

○
 　
特
に
、
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
景
気
回
復
に
全
力
を
尽

く
す
と
の
考
え
方
に
立
っ
て
編
成
し
た
平
成
11
年
度
当
初
予

算
と
同
額
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
中
身
に

つ
い
て
は
、
配
分
重
点
化
枠
が
設
定
さ
れ
た
趣
旨
を
踏
ま
え
、

経
済
構
造
改
革
に
資
す
る
分
野
、
21
世
紀
の
発
展
基
盤
と
な

る
分
野
等
へ
の
重
点
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
要
求
内
容
の
厳

し
い
吟
味
を
行
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
個
別
事
業
の
実
施
に

お
い
て
も
効
率
的
な
執
行
を
図
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

○
　
重
点
化
の
取
組
み

　
 　
平
成
12
年
度
予
算
の
編
成
に
当
た
っ
て
は
、「
経
済
新
生

特
別
枠
」
に
お
い
て
示
さ
れ
、
ま
た
、
21
世
紀
の
新
た
な
発

展
基
盤
と
考
え
ら
れ
る
、
①
物
流
効
率
化
に
よ
る
経
済
構
造

改
革
の
推
進
、
②
環
境
と
調
和
し
た
持
続
的
な
経
済
社
会
の

構
築
、
③
少
子
高
齢
化
社
会
等
に
対
応
し
た
街
づ
く
り
・
地

域
づ
く
り
、
④
高
度
情
報
通
信
社
会
の
基
盤
作
り
等
の
課
題

に
対
し
、
事
業
評
価
を
徹
底
し
た
上
で
予
算
配
分
の
重
点
化

を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

◯
　
政
策
課
題
に
対
応
し
た
重
点
化
の
推
進

　
　
 　
特
別
枠
設
置
の
趣
旨
等
を
踏
ま
え
、
新
た
な
発
展
基
盤
の
構
築
を
目
指
し
、
我
が
国
が
直
面
す
る
政
策
課
題
に
対
応
し
た
施
策
・
事

業
に
対
し
、
執
行
可
能
額
等
を
踏
ま
え
た
上
で
重
点
的
に
配
分
。（
別
紙
参
照
）

　
　
課
題
：
物
流
効
率
化
に
よ
る
経
済
構
造
改
革

　
　
　
　
　
→
　
国
際
ハ
ブ
空
港
・
ハ
ブ
港
湾
、
幹
線
道
路
網
の
整
備
等
に
重
点
。

　
　
課
題
：
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
持
続
的
な
経
済
社
会
の
構
築

　
　
　
　
　
→
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
、
水
質
改
善
対
策
、
騒
音
対
策
、
地
球
温
暖
化
対
策
そ
の
他
環
境
保
全
・
改
善
対
策
に
重
点
。

　
　
課
題
：
少
子
高
齢
化
社
会
等
に
対
応
し
た
街
づ
く
り
・
地
域
づ
く
り

　
　
　
　
　
→
　
少
子
高
齢
化
対
応
の
施
設
整
備
、
快
適
性
・
利
便
性
の
向
上
、
安
全
対
策
等
に
重
点
。

　
　
課
題
：
高
度
情
報
通
信
社
会
の
基
盤
作
り

　
　
　
　
　
→
　
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
高
度
情
報
化
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
収
容
空
間
、
防
災
・
施
設
管
理
の
高
度
化
等
に
重
点
。

◯
　
事
業
区
分
別
の
対
前
年
度
増
減
の
状
況

治
山
・
治
水

＋
1.3
％

道
路
整
備

＋
2.7
％

港
湾
・
空
港
・
鉄
道
等

　
　（
交
通
基
盤
整
備
）

＋
6.2
％

住
宅
・
市
街
地

＋
4.0
％

下
水
道
・
環
境
衛
生
等

＋
0.9
％

農
業
・
農
村
整
備

＋
0.2
％

森
林
保
全
・
漁
港
等

　
　（
森
林
・
水
産
基
盤
整
備
）

＋
0.6
％



（別　紙）
政策課題に対応した公共事業の重点化

（単位：億円、％）
11年度 12年度 （伸率）

　物流効率化による経済構造改革の推進　
国際ハブ空港の整備
　・新東京国際空港 82 99 （ 20.0）
　・関西国際空港 386 465 （ 20.6）
　・中部国際空港 55 255 （ 363.7）
　・羽田空港沖合展開 649 606 （ ▲6.7）

国際ハブ港湾の整備
　・中枢国際港湾 544 557 （ 2.4）
　・中核国際港湾 395 384 （ ▲2.7）

幹線道路網の整備
　・国際物流拠点事業
　　（大都市拠点空港及び中枢港湾に関連する事業）

866 965 （ 11.4）

　・広域物流拠点事業
　　（拠点空港、中核港湾及び高規格幹線道路に関連する事業）

1,185 1,162 （ ▲1.9）

　環境と調和した持続的な経済社会の構築
ダイオキシン対策
　・ダイオキシン排出抑制対策廃棄物処理施設整備 780 900 （ 15.4）

水質改善対策
　・安全な飲料水確保のための緊急水質改善事業 52 67 （ 29.6）
　・河川・重要湖沼等における水質改善対策 371 395 （ 6.2）
　・水資源涵養、濁水防止のための水源林整備 573 576 （ 0.5）
　・用排水路等水質保全・水循環対策 327 328 （ 0.3）

騒音対策
　・沿道環境対策 288 322 （ 11.7）

地球温暖化防止対策
　・健全な森林の育成のための間伐等 304 409 （ 34.7）

その他環境保全・改善対策
　・水と緑のネットワーク再生事業 63 66 （ 4.7）
　・農村水辺環境の整備 137 161 （ 17.3）
　・有機性廃棄物等の資源循環による環境負荷軽減対策 86 106 （ 22.2）
　・藻場、干潟等水産資源の生息環境の保全・創造対策 279 285 （ 2.2）
　・廃棄物海面処分場の整備 130 135 （ 4.0）

　少子高齢化社会等に対応した街づくり・地域づくり
少子高齢化対応
　・幅広歩道等の整備 658 697 （ 5.9）
　・地方定住や都心居住に資する特定優良賃貸住宅の供給 203 216 （ 6.2）
　・高齢者向け優良賃貸住宅、生活支援サービス付き公営住宅
　　（シルバーハウジング）の供給

218 254 （ 16.5）

　・子育て支援施設を備えた公営住宅の整備 23 33 （ 42.9）
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平成12年度　　675

　★鉄道駅総合改善事業（移動円滑化施設整備） ― 14 （ 皆増）

快適性・利便性の向上
　・踏切道の改良（連続立体交差事業等） 638　 692 （ 8.4）
　★交通結節点改善事業 （106） 182 （ 71.1）
　★幹線鉄道等活性化事業（乗継円滑化） ― 0.3 （ 皆増）
　・電線共同溝・共同溝の整備 701　 784 （ 11.8）
　・ふるさとの下水道整備 1,389　 1,475 （ 6.2）
　・生活環境（集落排水等）・田園空間（親水公園等）の整備 1,788　 1,793 （ 0.3）
　・集落排水施設・集落道の整備等安全で快適な漁村づくり 214　 219 （ 2.2）

安全対策
　・床上浸水地区緊急解消対策 1,251　 1,320 （ 5.5）
　・スーパー堤防等の整備 295　 326 （ 10.4）
　・災害弱者関連緊急土砂災害対策 358　 426 （ 19.1）
　・防災公園等の整備 623　 660 （ 6.0）
　・地下空間・床上浸水緊急対策のための下水道整備 328　 387 （ 18.0）
　・密集住宅市街地整備促進事業 119　 125 （ 5.0）
　・混住化地域における水路・ため池改修 685　 728 （ 6.3）

　高度情報通信社会の基盤作り
道路交通システムの高度情報化
　・ITS研究開発・整備推進 115　 133 （ 15.2）
　・ETCの整備促進 488　 508 （ 4.1）

光ファイバー収容空間
　・情報BOX等の整備 433　 405 （ ▲6.4）
　・河川等管理用光ファイバー収容空間の整備 53　 55 （ 5.2）
　・下水道光ファイバー網の整備 59　 62 （ 5.0）

防災対応
　・山地災害等予知システムの整備  0.5　 1 （ 24.4）
　★土砂災害情報相互通報システムの整備 ― 50 （ 皆増）

施設管理の高度化等
　・水管理合理化のための情報通信システムの整備 10　 14 （ 46.1）
　・港湾諸手続の情報処理化 1　 1 （ 0.0）
　・漁場環境調査システムの整備 1　 2 （ 38.5）

（注） 1．12年度の計数については、実施計画の策定段階で異動を生じることがあり得る。
　　 2 ．★印は12年度の新規事業であり、11年度の（　）書きは同様の事業を集計したもの。
　　 3 ．11年度第 2次補正予算における情報BOX等の整備に係る予算額は839億円。

〈事業費〉



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

○
　
効
率
性
・
透
明
性
の
確
保

　
 　
費
用
対
効
果
分
析
に
対
す
る
信
頼
性
を
更
に
高
め
る
観
点

か
ら
、
需
要
予
測
等
に
つ
い
て
適
切
な
情
報
開
示
を
進
め
る

ほ
か
、
類
似
事
業
間
に
お
け
る
評
価
手
法
の
共
通
化
の
促
進
、

建
設
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
事
業
に
係
る
便
益
の
計
測
手
法

の
見
直
し
等
の
改
善
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　
 　
継
続
中
の
事
業
等
に
つ
い
て
も
、
財
政
資
金
の
効
率
的
使

用
等
の
観
点
か
ら
改
め
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ

り
、
平
成
12
年
度
予
算
に
お
い
て
も
、
再
評
価
に
よ
り
引
き

続
き
事
業
の
見
直
し
を
厳
し
く
実
施
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
、
事
業
計
画
の
見
直
し
が
必
要
と
判
断
さ
れ

る
場
合
に
は
、
再
評
価
を
待
た
ず
に
見
直
し
等
を
行
え
る
シ

ス
テ
ム
も
導
入
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
 　
ま
た
、
事
後
評
価
に
つ
い
て
も
、
同
種
の
新
規
事
業
採
択

時
に
お
け
る
参
考
と
な
る
な
ど
、
公
共
事
業
全
体
に
と
っ
て

効
率
性
・
透
明
性
の
向
上
に
一
層
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
適
切
な
評
価
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
適

当
で
あ
り
、
可
能
な
限
り
早
期
に
試
行
に
着
手
し
、
手
法
等

の
検
討
、
開
発
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

◯
　
12
年
度
事
業
に
お
け
る
新
た
な
中
止
・
休
止
事
業
等
（
合
計
23
事
業
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
→
　
事
業
費
削
減
効
果
　
　
約
24
5億
円
以
上

事
　
　
業
　
　
名

中
　
　
　
止

休
　
　
　
止

事
業
の
縮
小

ダ
　
　
　
　
　
　
ム

4
　
ダ
　
ム

港
　
　
　
　
　
　
湾

3
　
事
　
業

1
　
事
　
業

漁
　
　
　
　
　
　
港

6
　
事
　
業

国
営
か
ん
が
い
排
水

2
　
事
　
業

国
有
林
林
道

1
　
事
　
業

大
規
模
林
道

2
　
事
　
業

工
　
業
　
用
　
水

4
　
事
　
業

（
注
 ）
上
記
の
見
直
し
に
は
現
時
点
ま
で
に
再
評
価
を
終
了
し
て
い
る
も
の
に
加
え
、

再
評
価
の
対
象
で
は
な
い
が
事
業
の
必
要
性
等
の
見
直
し
を
行
っ
た
も
の
を
含

む
。
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平成12年度　　677
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

3
．
文
部
・
科
学
技
術

⑴
　
国
立
学
校
特
別
会
計

　
①
 　
第
三
者
機
関
に
よ
る
国
立
大
学
等
の
評
価
体
制
の
整
備

に
つ
い
て

　
　
 　
第
三
者
機
関
に
よ
る
大
学
評
価
体
制
を
整
備
す
る
場
合
、

外
部
の
有
識
者
の
参
加
を
求
め
る
こ
と
、
各
種
の
評
価
の

役
割
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
評
価
の
意
義
を
高
め
る
た
め

評
価
の
内
容
に
つ
い
て
も
将
来
的
に
は
そ
の
結
果
を
予
算

配
分
に
も
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
に
す

る
こ
と
、
に
留
意
し
つ
つ
、
組
織
に
つ
い
て
は
必
要
最
小

限
の
も
の
と
す
る
な
ど
の
対
応
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

◯
　
学
位
授
与
機
構
を
改
組
し
、
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
（
仮
称
）
を
創
設
。

　
　
外
部
の
有
識
者
の
参
加
に
つ
い
て
予
算
措
置
。

　
　
定
員
増
に
つ
い
て
は
、
大
部
分
を
振
替
に
よ
る
な
ど
極
力
抑
制
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
単
位
：
人
）

　
　
　
　
　
　
　
教
　
官
　
そ
の
他
職
員
 
　
計

 
△
11
 

△
69
 
△
80
（
振
替
）

　
12
年
度
定
員
　
 

25
 

69
 
　
94

　
②
 　
大
学
院
の
重
点
整
備
を
推
進
し
、
高
度
専
門
職
業
人
の

養
成
な
ど
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
 　
国
立
大
学
の
大
学
院
の
重
点
整
備
に
つ
い
て
は
、
様
々

な
考
え
方
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
に

応
じ
て
、
一
部
の
国
立
大
学
に
つ
い
て
は
、
高
度
専
門
職

業
人
養
成
の
た
め
に
大
学
院
レ
ベ
ル
の
高
度
な
教
育
を
提

供
し
て
い
く
こ
と
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
 　
た
だ
し
、
個
別
の
案
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
な

内
容
に
応
じ
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
、
必
要
性
の

有
無
な
ど
の
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

◯
　
高
度
専
門
職
業
人
の
養
成
を
図
る
た
め
の
専
門
大
学
院
と
し
て
、
次
の
2
大
学
に
新
設
。

△
5（
既
設
講
座
か
ら
振
替
）

一
橋
大
学

国
際
企
業
戦
略
研
究
科
経
営
・
金
融
専
攻

40
人（
修
士
）
教
職
員
定
員

　
7

△
18
（
社
会
医
学
系
専
攻
の

京
都
大
学

医
　
学
　
研
　
究
　
科
社
会
健
康
医
学
系
専
攻
22
人（
修
士
）
教
職
員
定
員
　
21
　
廃
止
等
か
ら
振
替
）

　
　
 　
ま
た
、
そ
の
際
、
国
立
大
学
全
体
と
し
て
の
組
織
の
膨

張
と
な
ら
な
い
よ
う
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド

の
原
則
を
基
本
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
今
後
と

も
、
大
学
院
の
整
備
を
検
討
す
る
際
に
は
、
横
並
び
的
な

発
想
は
止
め
、
各
大
学
の
特
色
を
活
か
し
た
も
の
と
す
る

必
要
が
あ
る
。

◯
　
国
立
学
校
特
別
会
計
の
定
員
に
つ
い
て
は
、
極
力
抑
制
。

（
教
職
員
定
員
）

（
入
学
定
員
） 

（
単
位
：
人
）

11
年
度

12
年
度

11
年
度

12
年
度

定
員
削
減

△
80
1

△
80
1

大
学
院

2,4
44

2,3
40

新
規
増
員

66
2

54
2

大
学
学
部

△
2,6
27

△
2,6
02

ネ
ッ
ト
計

△
13
9

△
25
9

ネ
ッ
ト
計

 △
 1
83
 
△
 2
62



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

　
③
　
財
務
基
盤
の
充
実
に
つ
い
て

　
　
 　
我
が
国
に
お
い
て
は
国
立
大
学
に
対
し
て
相
当
大
き
な

財
政
負
担
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
高
等
教
育
を
受
け
る

こ
と
は
そ
の
本
人
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
こ
と
、

な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
国
立
大
学
の
授
業
料
等
の
学
生
納

付
金
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化
及
び
自
己
財

源
の
充
実
の
観
点
か
ら
、
私
立
大
学
と
の
格
差
の
実
態

（
私
立
大
学
に
お
い
て
は
、
施
設
設
備
費
も
徴
し
て
い
る
）

を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
是
正
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

◯
　
国
立
大
学
等
の
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
13
年
度
か
ら
の
授
業
料
を
改
定
し
、
平
成
13
年
度
以
降
の
入
学
者
に
適
用
。

　
　（
増
収
効
果
　
12
年
度
　
約
14
億
円
、　
13
年
度
　
約
96
億
円
）

　（
大
学
学
部
：
昼
間
部
）

　
　
現
　
行
　
　
47
8,8
00
円
　
　
→
　
　
改
定
後
　
　
49
6,8
00
円
（
＋
18
,00
0円
、
＋
3.8
％
）

　（
参
　
考
）

9
年
度

10
年
度

11
年
度

12
年
度

13
年
度

国
立
大
学

46
9,2
00
―
→

47
8,8
00
―
→

49
6,8
00

私
立
大
学

75
7,1
58

77
0,0
24

78
3,2
98
―

―
比
　
　
率

1.6
1

1.6
4

1.6
4
―

―

　
④
 　
国
立
学
校
特
別
会
計
の
財
務
内
容
等
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
の
推
進
に
つ
い
て

　
　
 　
国
立
学
校
特
別
会
計
全
体
に
つ
い
て
の
バ
ラ
ン
ス
・

シ
ー
ト
の
作
成
の
検
討
を
進
め
る
な
ど
、
今
後
、
更
に
、

財
務
内
容
等
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
推
進
に
努
め
る

必
要
が
あ
る
。

◯
　
現
在
、
国
立
学
校
特
別
会
計
の
バ
ラ
ン
ス
・
シ
ー
ト
の
作
成
な
ど
を
検
討
中
。
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平成12年度　　679
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
　
科
学
技
術

　
①
 　
科
学
技
術
振
興
費
の
分
野
別
の
配
分
の
在
り
方
に
つ
い

て
　
　
 　
科
学
技
術
振
興
費
の
分
野
別
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
そ

の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、
時
代
の
要
請
に
応
じ
、
弾
力

的
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。

◯
　
12
年
度
の
科
学
技
術
振
興
費
と
そ
の
分
野
別
配
分

　
・
　
予
算
額
　
10
,18
3億
円
（
対
前
年
度
比
　
6.8
％
増
）

　
　
　（
う
ち
、「
情
報
通
信
、
科
学
技
術
、
環
境
等
経
済
新
生
特
別
枠
」
に
よ
る
予
算
額
　
77
1億
円
）

　
・
 　
科
学
技
術
の
発
展
可
能
性
、
期
待
さ
れ
る
経
済
的
・
社
会
的
効
果
な
ど
を
考
慮
し
て
、「
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
」、
「
情
報
科
学
・
電

子
工
学
」、
「
地
球
科
学
及
び
環
境
」
等
の
分
野
に
配
慮
す
る
な
ど
、
資
金
配
分
を
重
点
化
。

（
主
要
分
野
の
科
学
技
術
振
興
費
）
11
年
度

12
年
度

ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス

1,6
11
億
円

1,9
57
億
円
（
＋
21
.5％
）

情
報
科
学
・
電
子
工
学

29
7億
円

35
0億
円
（
＋
18
.0％
）

地
球
科
学
及
び
環
境

55
7億
円

6.3
7億
円
（
＋
14
.4％
）

分
野
横
断
的
な
資
金

3,2
85
億
円

3,5
20
億
円
（
＋
 7
.1％
）

そ
の
他
の
分
野

1,8
98
億
円

1,9
18
億
円
（
＋
 1
.0％
）

宇
宙

1,8
83
億
円

1,8
01
億
円
（
△
 4
.4％
）

合
計

9,5
31
億
円

10
,18
3億
円
（
＋
 6
.8％
）

　
②
 　
科
学
技
術
関
係
の
研
究
費
の
効
果
的
活
用
の
在
り
方
に

つ
い
て

　
　
 　
研
究
費
を
よ
り
効
果
的
に
活
用
す
る
た
め
に
、
従
来
か

ら
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
対
応

を
よ
り
積
極
的
に
進
め
、
そ
の
実
効
性
を
一
層
高
め
る
よ

う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
イ
．
 研
究
の
一
層
の
活
性
化
の
た
め
、
競
争
的
配
分
の
行

わ
れ
る
資
金
の
充
実
を
図
る
。

　
　
ロ
．
 そ
の
際
、
可
能
性
の
高
い
若
手
研
究
者
へ
の
研
究
費

配
分
に
も
留
意
す
る
。

　
　
ハ
．
 研
究
に
際
し
て
は
、
省
庁
間
及
び
、
産
学
官
の
共
同

研
究
・
連
携
が
十
分
行
わ
れ
る
よ
う
一
層
配
意
す
る
。

◯
　
科
学
技
術
関
係
の
研
究
費
の
効
果
的
活
用

　
イ
．
研
究
の
競
争
的
環
境
を
強
化
す
る
た
め
、
競
争
的
資
金
を
拡
充 1
1年
度

12
年
度

競
争
的
資
金

2,6
13
億
円

2,9
38
億
円

（
＋
12
.4％
）

　
う
ち
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
文
部
省
）

1,3
14
億
円

1,4
19
億
円

（
＋
 8
.0％
）

　
　
　
　
科
学
技
術
振
興
調
整
費
（
科
技
庁
）

30
2億
円

32
4億
円

（
＋
 7
.3％
）

　
　
　
　
特
殊
法
人
に
よ
る
基
礎
研
究
推
進
事
業

　
　
　
　（
科
技
庁
、
文
部
省
等
7
省
庁
）

70
1億
円

85
3億
円

（
＋
21
.7％
）

　
ロ
．
優
れ
た
若
手
研
究
者
の
能
力
を
活
か
す
た
め
の
施
策
を
拡
充
11
年
度

12
年
度

若
手
向
け
競
争
的
資
金
（
競
争
的
資
金
の
一
部
）

16
9億
円

29
2億
円

（
＋
73
.3％
）

ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
等
一
万
人
支
援
計
画

10
,18
7人

10
,59
6人

（
＋
 4
.0％
）

　
　
ニ
．
 研
究
内
容
の
改
善
及
び
研
究
費
の
適
切
な
配
分
に
資

す
る
た
め
、
研
究
に
つ
い
て
、
事
前
・
中
間
・
事
後

の
各
段
階
に
お
け
る
評
価
の
充
実
を
図
る
。

　
ハ
．
研
究
分
野
・
制
度
の
重
複
の
排
除
、
省
庁
間
及
び
産
学
官
の
共
同
・
連
携
の
促
進

　
　
　
省
庁
間
連
携
に
よ
る
主
な
研
究
開
発
分
野
・
制
度
　
34
分
野

　
　
　
　
　
　（
11
年
度
に
比
べ
て
「
発
生
・
分
化
・
再
生
」、
「
若
手
研
究
者
活
用
」
等
の
6
分
野
・
制
度
で
新
た
に
連
携
）

　
ニ
．
事
前
・
中
間
・
事
後
の
外
部
評
価
の
実
施
と
評
価
結
果
の
公
表
等
研
究
開
発
評
価
の
推
進

　
　
 　
各
省
庁
に
お
い
て
、
評
価
体
制
の
整
備
は
ほ
ぼ
完
了
（
10
、
11
年
度
の
実
績
を
踏
ま
え
、
よ
り
効
果
的
な
研
究
開
発
評
価
を
実
施
す

る
方
針
）。



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

4
．
防
衛

　
 　
我
が
国
の
防
衛
力
整
備
は
、「
平
成
8
年
度
以
降
に
係
る

防
衛
計
画
の
大
綱
」
及
び
「
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成

8
年
度
か
ら
平
成
12
年
度
、
平
成
9
年
12
月
減
額
修
正
）」

に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
が
、
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、

益
々
深
刻
さ
を
増
し
て
い
る
我
が
国
の
財
政
事
情
等
を
踏
ま

え
、
あ
ら
ゆ
る
経
費
・
施
策
に
わ
た
っ
て
効
率
化
・
合
理
化

を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
 　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
特
に
以
下
の
点
に
留
意
す
べ
き
と

考
え
ら
れ
る
。

◯
 　
平
成
12
年
度
の
防
衛
関
係
費
は
、
総
額
で
4
兆
9,3
58
億
円
、
対
前
年
度
＋
0.1
％
と
ほ
ぼ
横
ば
い
。
SA
CO
関
係
経
費
を
除
く
ベ
ー
ス

で
は
4
兆
9,2
18
億
円
、
対
前
年
度
＋
0.0
％
。

（
億
円
）

区
　
　
　
　
　
分

11
年
度

12
年
度

増
▲
減

防
衛
関
係
費

49
,32
2

49
,35
8

＋
36
（
＋
0.1
％
）

除
く
SA
CO
関
係
経
費

49
,20
1

49
,21
8

＋
17
（
＋
0.0
％
）

　
①
 　
後
年
度
負
担
の
抑
制
に
引
き
続
き
取
り
組
む
こ
と
が
肝

要
で
あ
り
、
と
り
わ
け
正
面
装
備
品
は
そ
の
殆
ど
が
翌
年

度
以
降
歳
出
化
さ
れ
予
算
の
硬
直
化
要
因
と
な
る
ば
か
り

で
な
く
、
後
方
支
援
部
門
の
経
費
の
増
加
に
も
つ
な
が
る

こ
と
か
ら
、「
中
期
防
」
に
お
け
る
計
画
的
な
防
衛
力
整

備
の
基
本
的
考
え
方
を
踏
ま
え
つ
つ
、
正
面
契
約
額
に
つ

い
て
極
力
そ
の
抑
制
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

◯
　
正
面
契
約

（
億
円
、
％
）

8
年
度

対
前
年
度

9
年
度

対
前
年
度

10
年
度

対
前
年
度

11
年
度

対
前
年
度

12
年
度

対
前
年
度

（
＋
1.2
）

（
＋
0.7
）

（
▲
5.1
）

（
▲
0.2
）

（
▲
3.1
）

8,3
52

＋
10
2

8,4
10

＋
58

7,9
80

▲
43
0

7,9
65

▲
15

7,7
20

▲
24
5

◯
　
後
年
度
負
担
（
除
く
SA
CO
関
係
経
費
）

・
後
年
度
負
担
の
伸
率
の
推
移

3’
4’

5’
6’

7’
8’

9’
10
’

11
’

12
’

総
　
　
額

▲
　2
.2％

▲
　0
.7％

＋
0.1
％

＋
1.5
％

＋
　2
.9％

＋
2.3
％

＋
2.9
％

▲
1.3
％

▲
1.6
％

▲
2.0
％

　
新
　
規

▲
　4
.9％

＋
　3
.6％

＋
3.4
％

＋
3.3
％

▲
　1
.7％

＋
3.0
％

＋
2.2
％

▲
7.8
％

＋
1.7
％

▲
1.4
％

　
　
正
面

▲
16
.2％

▲
　3
.7％

＋
2.1
％

＋
0.9
％

▲
　6
.1％

＋
1.6
％

＋
1.0
％

▲
5.2
％

＋
0.3
％

▲
3.1
％

　
　
後
方

＋
11
.8％

＋
11
.5％

＋
4.7
％

＋
5.5
％

＋
　2
.1％

＋
4.1
％

＋
3.2
％

▲
9.7
％

＋
2.8
％

▲
0.0
％

　
既
　
定

＋
　1
.7％

▲
　6
.5％

▲
4.8
％

▲
1.4
％

＋
11
.0％

＋
1.3
％

＋
4.0
％

＋
8.4
％

▲
5.8
％

▲
2.9
％

・
後
年
度
負
担
の
内
訳
 

（
億
円
、
％
）

区
　
分

11
年
度

対
前
年
度

12
年
度

対
前
年
度

 （
▲
 1
.6）

 （
▲
 2
.0）

総
　
　
額

30
,43
1

▲
48
3

29
,81
9

▲
61
3

　
新
　
規

17
,76
3

＋
29
7

17
,51
8

▲
24
5

　
　
正
面

7,8
63

＋
27

7,6
22

▲
24
1

　
　
後
方

9,9
00

＋
27
0

9,8
96

▲
　
4

　
既
　
定

12
,66
8

▲
78
0

12
,30
1

▲
36
7
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平成12年度　　681
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

　
②
 　
防
衛
関
係
費
の
4
割
強
を
占
め
る
人
件
費
に
つ
い
て
、

中
長
期
的
観
点
か
ら
そ
の
抑
制
及
び
平
準
化
を
図
る
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
防
衛
力
の
コ
ン
パ
ク
ト
化
に
向
け

常
備
自
衛
官
定
数
の
削
減
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

実
員
に
つ
い
て
も
全
般
的
に
抑
制
、
削
減
の
前
倒
し
を
図

る
こ
と
や
、
新
規
採
用
数
に
つ
い
て
抑
制
を
図
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
自
衛
官
の
処
遇
改
善
を
図
り
つ
つ
、
若
年

定
年
退
職
者
給
付
金
等
の
支
給
方
法
を
見
直
す
こ
と
も
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

◯
　
基
幹
部
隊
の
改
編
等
と
常
備
自
衛
官
定
数
の
削
減

　
 　
陸
上
自
衛
隊
の
基
幹
部
隊
の
見
直
し
［
第
12
師
団
の
旅
団
化
改
編
（
約
7
千
人
⇒
約
4
千
人
）］
等
に
よ
り
、
常
備
自
衛
官
定
数
を
前

年
度
に
比
べ
3,8
79
人
削
減
（
17
1,2
62
⇒
16
7,3
83
人
）。

◯
　
自
衛
官
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
等
の
見
直
し

　
 　
自
衛
官
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
の
支
給
方
法
の
見
直
し
及
び
職
種
別
の
定
年
延
長
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
関
係
部
局
と
の
調
整
が

つ
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
12
年
度
予
算
に
は
盛
り
込
ま
ず
、
引
き
続
き
検
討
。

　
③
 　
一
般
物
件
費
の
う
ち
、
在
日
米
軍
駐
留
経
費
を
含
む
基

地
対
策
経
費
に
つ
い
て
、
財
政
事
情
を
勘
案
し
、
整
備
率

の
上
昇
に
合
わ
せ
そ
の
整
備
ペ
ー
ス
を
抑
制
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

◯
　
在
日
米
軍
駐
留
経
費
の
抑
制

　
 　
在
日
米
軍
駐
留
経
費
（
い
わ
ゆ
る
「
思
い
や
り
予
算
」）
の
う
ち
提
供
施
設
整
備
に
つ
い
て
、
初
め
て
、
財
政
事
情
を
理
由
と
し
て
概

算
要
求
額
か
ら
削
減
［
対
概
算
要
求
▲
25
億
円
。
83
4億
円
⇒
80
9億
円
（
契
約
ベ
ー
ス
）］
。

11
年
度

12
年
度

在
日
米
軍
駐
留
経
費
（
契
約
ベ
ー
ス
）

2,6
78
億
円

⇒
2,6
03
億
円
（
▲
75
億
円
、
▲
2.8
％
）

（
歳
出
ベ
ー
ス
）

2,7
56
億
円

⇒
2,7
55
億
円
（
▲
 2
億
円
、
▲
0.1
％
）

　
うち
提
供
施
設
整
備
（
契
約
ベ
ー
ス
）

85
6億
円

⇒
80
9億
円
（
▲
46
億
円
、
▲
5.4
％
）

（
歳
出
ベ
ー
ス
）

93
4億
円

⇒
96
1億
円
（
＋
27
億
円
、
＋
2.9
％
）

　
　
　
労
務
費

1,5
03
億
円

⇒
1,4
93
億
円
（
▲
10
億
円
、
▲
0.7
％
）

　
　
　
光
熱
水
料
費

31
6億
円

⇒
29
8億
円
（
▲
19
億
円
、
▲
5.9
％
）

　
　
　
訓
練
移
転
費

4億
円

⇒
4億
円
（
▲
 0
億
円
、
▲
8.1
％
）

　
④
 　
防
衛
装
備
品
の
調
達
に
関
し
て
は
、
取
得
改
革
を
更
に

推
進
す
る
た
め
、
競
争
状
態
に
な
い
等
一
定
の
要
件
に
当

て
は
ま
る
装
備
品
等
の
単
価
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
、

平
成
11
年
度
か
ら
平
成
13
年
度
ま
で
の
3
年
間
で
10
％
低

減
す
る
と
の
目
標
に
向
け
て
、
平
成
12
年
度
は
3
％
の
単

価
引
下
げ
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
時
に
、

競
争
原
理
が
十
分
に
機
能
す
る
よ
う
、
調
達
の
よ
り
一
層

の
透
明
性
・
公
正
性
の
徹
底
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

◯
　
防
衛
装
備
品
の
単
価
引
下
げ

　
 　
一
定
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
装
備
品
等
の
単
価
に
つ
い
て
、
平
成
11
年
度
の
4
％
に
続
き
、
12
年
度
予
算
に
お
い
て
は
更
に
3
％
の
単

価
引
下
げ
を
織
り
込
み
。
こ
の
結
果
、
取
得
改
革
が
な
か
っ
た
場
合
に
比
較
し
、
契
約
ベ
ー
ス
で
約
29
0億
円
の
コ
ス
ト
削
減
。

◯
　
防
衛
調
達
の
適
正
化

　
 　
部
外
者
有
識
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
と
し
て
防
衛
調
達
審
査
会
（
仮
称
）
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
契
約
工
数
を
マ
ク
ロ
的
に

チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
の
工
数
集
計
シ
ス
テ
ム
の
整
備
等
を
行
う
た
め
、
防
衛
調
達
適
正
化
経
費
と
し
て
4.4
億
円
（
前
年
度
比
約
2.1
億
円

増
）
を
計
上
。



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

5
．
政
府
開
発
援
助

⑴
 　
我
が
国
の
国
際
貢
献
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
政
府
開
発
援
助

（
O
D
A
）
に
つ
い
て
は
、
供
与
実
績
が
8
年
連
続
で
世
界
一

と
な
る
な
ど
、
既
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
。
財
政
事
情

が
深
刻
な
も
の
と
な
る
中
で
、
今
後
と
も
、
我
が
国
が
国
際

貢
献
を
適
切
に
果
た
し
て
い
く
た
め
に
は
、
O
D
A
に
つ
い
て
、

よ
り
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
事
業
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
、

及
び
国
民
に
十
分
な
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
に
よ

り
、
幅
広
い
国
民
の
理
解
と
支
持
を
得
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
O
D
A
事
業
に
つ
い
て
の
評
価
を
拡

充
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
評
価
結
果
を
積
極
的
に
公
開
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

⑵
 　
こ
う
し
た
趣
旨
を
踏
ま
え
、
O
D
A
事
業
の
実
施
に
当

た
っ
て
は
、
以
下
の
具
体
的
方
策
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

　
①
 　
こ
れ
ま
で
の
事
後
評
価
に
加
え
て
、
事
前
・
中
間
評
価

を
行
う
こ
と
と
し
、
事
前
か
ら
事
後
ま
で
の
一
貫
し
た
評

価
プ
ロ
セ
ス
の
導
入
を
図
る
。

　
②
 　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
活
用
に
よ
り
評
価
結
果
を
積
極

的
か
つ
迅
速
に
公
開
す
る
な
ど
、
情
報
公
開
を
一
層
促
進

す
る
。

　
③
 　
費
用
対
効
果
分
析
等
の
定
量
的
手
法
を
可
能
な
範
囲
で

積
極
的
に
導
入
す
る
こ
と
、
評
価
に
当
た
っ
て
第
三
者
を

活
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
評
価
の
客
観
性
を
高
め
る
。

◯
 　
O
D
A
予
算
に
つ
い
て
は
、
円
高
の
進
展
を
適
切
に
織
り
込
み
つ
つ
、
評
価
拡
充
等
の
実
施
体
制
強
化
、
顔
の
見
え
る
援
助
の
推
進
等

に
よ
り
、
O
D
A
を
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
も
の
と
す
る
と
の
方
針
で
編
成
を
行
い
、
10
,46
6億
円
（
対
前
年
度
比
▲
0.2
％
）
を
計
上
。

◯
　
評
価
制
度
の
拡
充

　
　
　
・
平
成
12
年
度
か
ら
幾
つ
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
事
前
評
価
を
開
始

　
　
　
・
第
三
者
評
価
の
拡
充

　
　
　
・
定
量
的
手
法
の
可
能
な
範
囲
で
の
積
極
的
導
入

　
　
　
・
評
価
に
関
す
る
研
究
の
促
進

◯
　
情
報
公
開
の
促
進

　
　
民
間
モ
ニ
タ
ー
の
増
員
（
47
名
→
10
4名
）、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
拡
充
な
ど
、
情
報
公
開
の
一
層
の
促
進
。

682　　Ⅲ　予算
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6
．
農
業

　
 　
農
林
水
産
関
係
予
算
に
つ
い
て
は
、
38
年
ぶ
り
に
基
本
法

（
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
）
の
改
正
が
行
わ
れ
た
状
況

の
中
で
、
今
後
一
層
、
担
い
手
に
施
策
を
集
中
し
、
市
場
原

理
、
競
争
条
件
の
導
入
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
更
に
重
点

的
、
効
率
的
な
も
の
と
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

◯
　
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
を
踏
ま
え
、
既
存
の
予
算
を
大
幅
に
見
直
し
、
次
の
よ
う
な
施
策
を
推
進
。

　
⑴
　
食
料
自
給
率
向
上
の
観
点
か
ら
麦
・
大
豆
関
係
予
算
等
の
見
直
し
（
後
述
）

　
⑵
　
市
場
原
理
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
の
農
産
物
価
格
政
策
の
見
直
し
と
経
営
安
定
対
策
の
導
入

　
　
・
　
麦
作
経
営
安
定
資
金
を
創
設
（
79
7.0
億
円
）

　
　
・
　
大
豆
の
不
足
払
い
制
度
を
見
直
す
と
と
も
に
、
経
営
安
定
対
策
を
創
設
（
15
6.9
億
円
）

　
⑶
 　
担
い
手
の
育
成
・
発
展
を
図
る
た
め
ソ
フ
ト
事
業
と
施
設
整
備
等
を
一
体
的
に
推
進
す
る
総
合
メ
ニ
ュ
ー
事
業
の
創
設
（
経
営
構
造

対
策
事
業
21
7.1
億
円
）

　
⑷
　
中
山
間
地
域
に
お
け
る
直
接
支
払
い
の
導
入
（
後
述
）

⑴
 　
農
産
物
価
格
政
策
の
見
直
し
に
沿
っ
た
米
政
策
の
推
進

　
　
米
に
つ
い
て
は
、

　
　
・
 　
平
成
12
年
産
政
府
買
入
米
価
に
つ
い
て
、
算
定
ル
ー

ル
ど
お
り
に
引
下
げ
（
▲
2.7
％
）、

　
　
・
 　
需
給
計
画
を
上
回
る
平
成
11
年
産
米
（
17
万
ト
　
　
ン
）
を

生
産
者
団
体
が
飼
料
用
米
と
し
て
主
体
的
に
処
理
す
る

こ
と
に
伴
う
政
府
助
成
額
に
つ
い
て
は
、
現
行
に
お
い

て
自
主
流
通
米
の
調
整
保
管
へ
政
府
と
し
て
助
成
し
て

い
る
経
費
と
仮
に
翌
年
以
降
の
生
産
調
整
に
よ
り
対
応

し
た
場
合
に
要
す
る
経
費
の
合
計
額
（
90
億
円
）
と
決

定
し
た
、

　
 と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
適
切
な
対
応
を
行
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

◯
 　
コ
メ
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
決
定
等
に
基
づ
き
、
国
内
米
買
入
費
、
生
産
数
量
の
計
画
オ
ー
バ
ー
分
を
飼
料
用
に
処
理
す
る
こ
と
へ
の

一
部
助
成
に
要
す
る
経
費
等
、
所
要
の
予
算
を
計
上
。

　
 　
ま
た
、
食
糧
管
理
特
別
会
計
の
収
支
は
極
め
て
厳
し
い
状

況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
更
に
政
策
的
な
経
費
を
見
直
す
と
と

も
に
、
農
産
物
検
査
の
民
営
化
や
麦
の
民
間
流
通
へ
の
移
行

等
に
応
じ
て
管
理
経
費
の
縮
減
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

◯
　
食
糧
管
理
特
会
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
経
費
の
節
減
を
図
っ
た
と
こ
ろ
。

　
　（
国
内
米
管
理
勘
定
・
管
理
経
費
（
11
年
度
）
32
02
億
円
→
（
12
年
度
）
28
28
億
円
）



「
建
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成
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度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
 　
食
料
自
給
率
向
上
の
観
点
か
ら
の
麦
・
大
豆
施
策
等
の
見

直
し

　
 　
米
の
生
産
調
整
助
成
金
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
麦
・
大
豆

等
の
本
格
的
な
生
産
を
誘
導
す
る
シ
ス
テ
ム
に
大
幅
に
改
組

す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
制
度
の

下
で
交
付
さ
れ
る
助
成
金
の
水
準
が
市
場
価
格
に
基
づ
く
作

物
の
売
上
高
を
大
き
く
上
回
る
こ
と
等
を
勘
案
す
れ
ば
、
今

後
、
生
産
性
の
向
上
等
を
通
じ
、
助
成
金
か
ら
の
脱
却
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
 　
ま
た
、
水
田
を
中
心
と
し
て
麦
・
大
豆
等
の
生
産
に
本
格

的
に
取
り
組
む
た
め
に
必
要
な
設
備
整
備
や
技
術
対
策
等
に

つ
い
て
は
、
対
象
を
主
産
地
と
な
り
得
る
可
能
性
の
高
い
地

域
に
限
定
し
て
い
く
等
、
精
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
 　
な
お
、
食
料
自
給
率
（
カ
ロ
リ
ー
・
ベ
ー
ス
）
に
つ
い
て

は
、
昭
和
40
年
度
に
73
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
9
年
度

に
は
41
％
に
落
ち
込
む
に
至
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
様
々
な
議

論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
自
給
率
に
つ
い
て

は
、
消
費
者
の
嗜
好
の
変
化
に
よ
り
大
き
な
影
響
を
受
け
る

も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
向
上
の
た
め
に
生
産
面
で
主
導

的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
麦
・
大
豆
の

自
給
率
に
占
め
る
割
合
は
41
％
中
2
％
程
度
に
過
ぎ
な
い
こ

と
な
ど
の
実
態
を
踏
ま
え
た
議
論
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

◯
　
食
料
自
給
率
向
上
の
観
点
か
ら
麦
・
大
豆
関
係
予
算
等
の
見
直
し
（
85
7.5
億
円
の
一
部
）

　
・
　
主
産
地
形
成
に
向
け
て
地
域
ぐ
る
み
で
策
定
す
る
水
田
農
業
振
興
計
画
の
下
で
、

　
　
　
①
　
作
付
け
団
地
化
又
は
土
地
利
用
の
担
い
手
へ
の
集
積

　
　
　
②
　
地
域
の
気
象
条
件
等
踏
ま
え
た
基
本
的
な
栽
培
技
術
の
実
施

　
　
等
の
要
件
を
満
た
し
て
麦
・
大
豆
等
の
本
格
的
生
産
に
取
り
組
む
農
業
者
を
支
援
。

　
　
 　
作
付
け
の
団
地
化
、
土
地
利
用
の
担
い
手
へ
の
集
積
要
件
に
つ
い
て
は
、
段
階
的
に
向
上
を
図
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
こ
の
助
成
シ

ス
テ
ム
全
体
を
5
年
ご
と
に
見
直
し
を
実
施
。

　
・
　
ま
た
、
設
備
整
備
等
の
対
象
地
域
に
つ
い
て
も
、
団
地
化
や
土
地
利
用
の
担
い
手
へ
の
集
積
等
の
一
定
の
要
件
を
設
定
。

⑶
　
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
い
の
導
入
に
つ
い
て

　
 　
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
い
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
財

源
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
、

　
・
　
中
山
間
地
域
農
業
の
生
産
性
向
上
を
図
る
も
の
か
、

　
・
 　
中
山
間
地
域
以
外
の
草
地
や
特
認
地
域
等
に
つ
い
て
、

適
切
な
内
容
か
、

　
・
 　
地
域
に
お
け
る
担
い
手
が
育
っ
て
き
た
段
階
で
、
本
補

助
金
依
存
か
ら
の
脱
却
が
図
ら
れ
る
も
の
か
、

　
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

◯
 　
中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
耕
作
放
棄
を
防
止
し
、
多
面
的
機
能
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
直
接
支
払
（
国
費
33
0億
円
）
を
予
算
措
置
。

こ
の
制
度
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
対
応
を
実
施
。

　
①
 　
直
接
支
払
の
対
象
と
な
る
農
業
者
は
、
生
産
性
の
向
上
、
担
い
手
の
定
着
に
関
す
る
目
標
等
に
つ
き
協
定
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、

市
町
村
等
は
、
そ
の
実
施
状
況
等
に
つ
き
毎
年
公
表
。

　
②
 　
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
対
応
を
可
能
と
す
る
た
め
、
国
の
負
担
割
合
の
抑
制
等
の
歯
止
め
を
設
け
た
う
え
で
、
一
定
限
度
で
都
道

府
県
知
事
が
定
め
る
特
認
地
域
を
設
置
。

　
③
 　
中
山
間
地
域
農
業
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
変
化
、
上
記
①
の
協
定
に
よ
る
目
標
達
成
に
向
け
て
の
取
り
組
み
を
反
映
し
た
農
地
の
維

持
・
管
理
の
全
体
的
な
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
5
年
後
に
制
度
全
体
の
見
直
し
を
実
施
。
ま
た
必
要
が
あ
れ
ば
3
年
後
に
所
要
の
見

直
し
を
実
施
。
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平成12年度　　685
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

7
．
運
輸
―
新
幹
線
鉄
道
整
備
事
業
費
―

　
 　
整
備
新
幹
線
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
基
本
的
枠
組
み

の
下
で
効
率
的
な
整
備
が
図
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
　
な
お
、
未
着
工
区
間
の
着
工
等
に
つ
い
て
は
、

　
①
 　
現
行
ス
キ
ー
ム
は
、
想
定
さ
れ
る
財
源
の
範
囲
内
で
着

工
区
間
を
定
め
、
概
ね
20
年
間
で
完
成
さ
せ
る
前
提
で
作

ら
れ
て
お
り
、
未
着
工
区
間
の
着
工
等
を
行
う
た
め
に
は
、

そ
の
た
め
の
新
た
な
財
源
が
必
要
と
な
る
こ
と
、

　
②
 　
未
着
工
区
間
の
着
工
に
あ
た
っ
て
は
、
収
支
採
算
性
、

並
行
在
来
線
の
経
営
分
離
、
JR
の
同
意
等
の
基
本
条
件

に
つ
い
て
、
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、

　
 か
ら
、
安
定
的
な
新
た
な
財
源
の
確
保
等
が
な
さ
れ
な
い
限

り
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
も
の
と
考
え
る
。

◯
 　
整
備
新
幹
線
に
つ
い
て
は
、
平
成
12
年
度
予
算
に
お
い
て
、
公
共
事
業
関
係
費
を
35
2億
円
（
対
前
年
度
当
初
予
算
比
＋
11
％
）［
事
業

費
ベ
ー
ス
1,6
95
億
円
］
計
上
。
8
年
末
の
政
府
・
与
党
合
意
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
基
本
的
枠
組
み
を
前
提
と

し
て
既
着
工
区
間
及
び
新
規
着
工
区
間
を
対
象
に
措
置
。

◯
 　
な
お
、
昨
年
、
与
党
に
お
い
て
新
幹
線
の
整
備
促
進
を
め
ぐ
る
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
昨
年
末
、
自
民
党
政
調
会
長
か
ら
、

政
府
に
対
し
「
12
年
度
予
算
の
成
立
後
、
政
府
与
党
か
ら
な
る
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
12
年
度
以
降
の
財
源
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

新
し
い
区
間
の
着
工
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
基
本
条
件
を
確
認
の
上
、
認
可
す
る
。」
と
の
提
案
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
。

　（
参
考
）
整
備
新
幹
線
建
設
事
業
費
の
推
移

（
単
位
：
億
円
）

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

11
年
度
事
業
費

（
当
　
初
）

11
年
度
事
業
費

（
補
正
後
）

12
年
度
事
業
費

整 備 新 幹 線 建 設 事 業 費

事
　
業
　
費

（
国
費
）

1,6
34

（
31
7）

2,7
14

（
1,0
37
）

1,6
95

（
35
2）

東
北
新
幹
線
（
盛
岡
・
八
戸
）

63
2

94
9

67
6

北
陸
新
幹
線
（
高
崎
・
長
野
）

12
12

―

北
陸
新
幹
線
（
糸
魚
川
・
魚
津
）

17
2

21
9

17
2

北
陸
新
幹
線
（
石
動
・
金
沢
）

19
0

19
8

15
0

九
州
新
幹
線
（
新
八
代
・
西
鹿
児
島
）

56
8

95
1

60
7

東
北
新
幹
線
（
八
戸
・
新
青
森
）

20
12
2

30

北
陸
新
幹
線
（
長
野
・
上
越
）

20
14
1

30

九
州
新
幹
線
（
船
小
屋
・
新
八
代
）

20
12
2

30

（
注
）
11
年
度
事
業
費
（
補
正
後
）
に
は
、
公
共
事
業
等
予
備
費
に
よ
る
国
費
42
0億
円
、
事
業
費
63
0億
円
を
含
む
。



「
建
議
・
報
告
」
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け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

8
．
郵
政
―
郵
便
事
業
―

　
 　
最
近
に
お
け
る
郵
便
事
業
損
益
は
、
平
成
10
年
度
に
、
郵

便
引
受
物
数
の
伸
び
悩
み
等
か
ら
、
5
年
振
り
に
赤
字
を
計

上
し
、
平
成
11
年
度
予
算
に
お
い
て
も
赤
字
が
見
込
ま
れ
て

い
る
。
ま
た
、
平
成
12
年
度
予
算
概
算
要
求
に
お
い
て
も
引

き
続
き
赤
字
を
見
込
ん
だ
要
求
と
な
っ
て
い
る
。

　
 　
人
件
費
割
合
が
高
い
と
い
う
郵
便
事
業
の
費
用
構
造
の
下

で
、
長
期
間
に
わ
た
り
料
金
を
据
え
置
く
た
め
に
は
、
引
き

続
き
事
業
の
厳
し
い
合
理
化
に
よ
り
、
郵
便
事
業
財
政
の
健

全
化
に
取
り
組
む
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
 　
平
成
12
年
度
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
も
以
上
の
よ
う
な

観
点
か
ら
、
人
件
費
・
物
件
費
両
面
に
お
い
て
そ
の
必
要
性

を
厳
し
く
見
直
し
、
業
務
費
用
の
削
減
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

◯
　
郵
便
事
業
に
つ
い
て
は
、
郵
便
業
務
収
入
の
厳
し
い
現
状
を
踏
ま
え
、
経
費
全
般
に
つ
い
て
削
減
。

　
　
　
　
郵
便
事
業
損
益
（
当
初
予
算
ベ
ー
ス
）

（
単
位
：
億
円
）

11
年
度

12
年
度

増
▲
減

収
　
　
益

22
,67
9

22
,89
8

21
9

費
　
　
用

23
,42
1

23
,30
1

▲
　
12
0

損
　
　
益

▲
　
74
2

▲
　
40
3

33
9
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議
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報
告
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事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

9
．
中
小
企
業
対
策

　
 　
中
小
企
業
対
策
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
基
本
法
の
改
正

に
よ
り
、
政
策
理
念
が
「
格
差
の
是
正
」
か
ら
「
多
様
で
活

力
あ
る
独
立
し
た
中
小
企
業
者
の
育
成
発
展
」
へ
と
転
換
さ

れ
、
経
営
革
新
や
創
業
に
向
け
て
の
自
助
努
力
の
支
援
、
経

営
基
盤
の
強
化
等
が
新
し
い
政
策
の
柱
と
な
っ
た
。

　
 　
こ
の
よ
う
な
政
策
転
換
を
踏
ま
え
、
平
成
11
年
度
第
2
次

補
正
予
算
に
お
い
て
も
、
中
小
企
業
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
へ

の
資
金
供
給
の
多
様
化
・
円
滑
化
に
係
る
諸
措
置
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
小
企
業
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

へ
の
財
政
支
援
に
つ
い
て
は
、
そ
の
公
益
性
、
政
府
介
入
に

よ
る
市
場
の
歪
み
の
防
止
、
企
業
・
投
資
家
の
モ
ラ
ル
ハ

ザ
ー
ド
の
防
止
等
に
関
し
、
十
分
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
支
援
は
、
税
制
、
直
接
金
融
市
場
の
整

備
等
の
総
合
的
な
支
援
策
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

　
 　
平
成
12
年
度
予
算
編
成
に
つ
い
て
も
、
施
策
の
内
容
が
新

し
い
中
小
企
業
基
本
法
に
基
づ
く
政
策
理
念
や
政
策
の
柱
に

沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
施
策
の
在
り
方
を

十
分
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
小
企
業
対
策
予
算
の
重
点

化
・
効
率
化
に
努
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

◯
 　
中
小
企
業
対
策
費
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
厳
し
い
中
小
企
業
の
経
営
環
境
に
配
慮
し
、
中
小
企
業
が
人
材
、
技
術
、
情
報
等
の
ソ
フ

ト
な
経
営
資
源
を
円
滑
に
確
保
で
き
る
経
営
支
援
体
制
の
整
備
や
創
業
・
経
営
革
新
等
に
向
け
た
自
助
努
力
支
援
を
中
心
と
す
る
総
合
的

な
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
1,9
43
億
円
を
計
上
（
対
平
成
11
年
度
当
初
予
算
比
＋
1.0
％
）。

◯
　
経
営
革
新
や
創
業
に
向
け
て
の
自
助
努
力
支
援

　
　
・
経
営
革
新
支
援
補
助
金
（
18
.0億
円
→
27
.1億
円
）

　
　
・
中
小
企
業
に
よ
る
課
題
対
応
型
技
術
研
究
開
発
補
助
金
（
15
.8億
円
→
31
.4億
円
）

　
　
・
商
工
会
・
商
工
会
議
所
に
よ
る
創
業
塾
・
創
業
セ
ミ
ナ
ー
（
6.4
億
円
→
6.4
億
円
）

◯
　
経
営
基
盤
の
強
化
（
経
営
支
援
体
制
の
整
備
）

　
　
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
支
援
（
　
―
　
→
13
.3億
円
）

　
　
・
都
道
府
県
等
の
支
援
拠
点
に
よ
る
支
援
（
　
―
　
→
63
.9億
円
）

　
　
・
身
近
な
支
援
拠
点
（
30
0カ
所
）
の
整
備
（
　
―
　
→
18
.1億
円
）

（
参
考
）
平
成
11
年
度
第
2
次
補
正
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

　
◯
　
中
小
企
業
へ
の
資
金
供
給
の
多
様
化
・
円
滑
化

　
　
・
中
小
企
業
が
発
行
す
る
私
募
債
に
対
す
る
信
用
保
証
協
会
の
保
証

　
　
・
中
小
公
庫
に
よ
る
中
小
企
業
の
ワ
ラ
ン
ト
付
社
債
の
引
受

　
◯
　
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
へ
の
資
金
供
給
の
充
実

　
　
・
産
業
基
盤
整
備
基
金
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
に
よ
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
へ
の
出
資

　
◯
 　
諸
措
置
の
実
施
に
当
た
り
、
公
益
性
、
政
府
介
入
に
よ
る
市
場
の
歪
み
の
防
止
、
企
業
・
投
資
家
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
の
防
止
等
に

配
意

　
　（
例
）・
公
益
性
　
―
　
経
済
環
境
の
変
化
に
強
い
資
金
調
達
構
造
の
確
立
、
雇
用
の
創
出
・
新
市
場
の
創
出
に
よ
る
経
済
活
性
化

　
　
　
　
・
政
府
介
入
に
よ
る
市
場
の
歪
み
の
防
止
　
―
　
制
度
の
廃
止
を
含
め
て
5
年
後
に
見
直
し

　
　
　
　
・
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
の
防
止
　
―
　
私
募
債
保
証
に
関
し
、
保
証
割
合
は
90
％
と
す
る

　
　
　
　
・
政
策
評
価
　
―
　
3
、
5
年
後
に
お
け
る
評
価
指
標
の
公
表
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摘
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平
成
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年
度
予
算
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お
け
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10
．
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

　
 　
石
油
の
備
蓄
や
開
発
等
を
通
じ
た
我
が
国
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
新
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
開
発
、
利
用
の
推
進
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
に

つ
い
て
は
、
石
炭
並
び
に
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造

高
度
化
対
策
特
別
会
計
等
の
特
別
会
計
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
特
別
会
計
に
つ
い
て
、
歳

出
全
般
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
施
策
の
効
率
化
・

重
点
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
 　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
石
油
の
自
主
開
発
に
つ
い
て
、
石

油
公
団
を
巡
る
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
採

択
基
準
の
厳
格
化
等
、
引
き
続
き
同
公
団
の
業
務
運
営
の
改

善
に
取
り
組
む
。
ま
た
、
石
油
備
蓄
に
つ
い
て
、
費
用
の
節

減
合
理
化
を
図
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
資
金
の
効
率
的
活
用

を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
石
油
製
品
の
生
産
・
流
通
の

合
理
化
を
図
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
石
油
の
商
品
特

性
や
規
制
等
の
政
府
の
関
与
の
度
合
い
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、

施
策
の
内
容
に
つ
い
て
不
断
に
見
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
 　
石
炭
政
策
に
つ
い
て
は
、
本
年
8
月
の
石
炭
鉱
業
審
議
会

答
申
に
則
り
、
平
成
13
年
度
に
円
滑
に
完
了
す
る
。
こ
の
た

め
、
産
炭
地
域
振
興
対
策
、
鉱
害
対
策
等
の
各
施
策
が
実
施

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
同
政
策
の
財
源
と
な
っ
て
い
る
原

油
等
関
税
の
収
入
が
現
行
石
炭
政
策
策
定
時
の
見
通
し
を
下

回
っ
た
こ
と
に
よ
り
歳
入
不
足
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

所
要
の
原
油
等
関
税
収
入
を
確
保
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

◯
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費
に
つ
い
て
、
施
策
の
効
率
化
を
図
り
つ
つ
、
総
額
を
抑
制
。

平
成
12
年
度

平
成
11
年
度

（
単
位
：
億
円
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費

6,3
51
（
△
2.8
％
）

6,5
31
（
△
2.3
％
）

　
う
ち
、
石
特
会
計
繰
入
れ

4,7
50
（
△
2.7
％
）

4,8
80
（
△
2.4
％
）

（
注
）
地
球
環
境
問
題
へ
の
対
応
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
は
着
実
に
推
進

　（
例
）・
草
の
根
地
域
省
エ
ネ
・
新
エ
ネ
活
動
に
対
す
る
支
援
＜
電
特
・
石
特
＞

（
 ―
 →
18
.3（
新
規
））

　
　
　
・
風
力
発
電
の
出
力
安
定
化
対
策
に
係
る
調
査
＜
電
特
＞

（
 ―
 →
17
.3（
新
規
））

　
　
　
・
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
導
入
促
進
＜
電
特
＞

（
26
7.2
→
27
1.2
（
＋
4.0
））

◯
　
石
特
会
計
石
油
対
策
に
関
し
、
施
策
を
重
点
化
・
効
率
化
。

平
成
12
年
度

（
単
位
：
億
円
）

石
油
対
策
　
計

4,5
86
（
△
21
6、
△
 4
.5％
）

　
開
発

98
0
（
△
11
6、
△
10
.6％
）

　
備
蓄

2,9
83
（
△
21
2、
△
 6
.6％
）

　
産
業
体
制
整
備
等

57
2
（
＋
11
2、
＋
24
.3％
）

　
　（
注
 ）
産
業
体
制
整
備
予
算
に
関
し
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
を
確
保
し
つ
つ
、
一
層
の
規
則
緩
和
を
円
滑
か
つ
速
や
か

に
進
め
る
た
め
、
3
年
間
の
時
限
措
置
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
う
え
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
・
石
油
精
製
設
備
の
廃
棄
に
係
る
費
用
の
1/
2補
助

　
　
　
　
・
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
設
備
撤
去
費
用
の
補
助

◯
　
石
炭
政
策
に
つ
い
て
は
、
13
年
度
に
円
滑
に
完
了
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
の
法
案
を
通
常
国
会
に
提
出
予
定
。

　
 　
歳
入
不
足
に
対
し
て
は
、
12
、
13
年
度
に
借
入
を
行
っ
て
、
資
金
調
達
を
行
い
、
そ
の
返
済
財
源
は
、
以
下
の
関
税
改
正
に
よ
り
確
保

（
関
税
暫
定
措
置
法
の
改
正
）。

　
　
①
 　
原
油
関
税
を
14
年
度
以
降
、
現
行
の
21
5円
／
K
Lか
ら
17
0円
／
K
Lに
引
き
下
げ
た
上
で
、
4
年
間
延
長
し
、
18
年
度
以
降
無
税

と
す
る
。

　
　
②
 　
石
油
製
品
関
税
に
つ
い
て
は
、
原
油
関
税
の
引
下
げ
に
併
せ
、
14
年
度
以
降
引
き
下
げ
て
、
17
年
度
ま
で
の
暫
定
税
率
を
設
定
す

る
。
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平成12年度　　689
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

11
．
地
方
財
政

⑴
 　
平
成
12
年
度
の
地
方
財
政
を
巡
る
状
況
に
つ
い
て
み
る
と
、

地
方
の
財
政
事
情
は
、
平
成
11
年
度
に
引
き
続
き
、
極
め
て

厳
し
い
状
況
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
国
の
財
政

事
情
は
、
大
量
の
特
例
公
債
の
発
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な

ど
極
め
て
危
機
的
な
状
況
に
立
ち
至
っ
て
い
る
。

　
 　
平
成
12
年
度
に
お
け
る
地
方
財
政
の
運
営
に
つ
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
国
と
地
方
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
と

地
方
が
行
政
目
的
の
実
現
を
分
担
し
責
任
を
分
か
ち
合
う
い

わ
ば
公
経
済
の
車
の
両
輪
の
関
係
に
あ
り
、
両
者
が
バ
ラ
ン

ス
の
と
れ
た
財
政
運
営
を
行
っ
て
い
く
と
の
基
本
的
な
考
え

方
に
立
っ
て
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
地
方
財
政
対
策
に
お
い
て
、
国
、
地
方
の
財
政
事

情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
地
方
財
政
の
円
滑
な
運
営
に
適
切
に
配

慮
す
る
一
方
で
、
歳
出
全
般
に
わ
た
る
合
理
化
・
効
率
化
に

徹
底
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

◯
　
基
本
的
考
え
方

　
⑴
 　
12
年
度
の
地
方
財
政
の
収
支
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
行
政
需
要
に
的
確
に
対
応
し
つ
つ
、
歳
出
の
合
理
化
・
効
率
化
を
図
る
こ
と
と

し
、
地
方
一
般
歳
出
は
対
前
年
度
▲
0.9
％
程
度
と
見
通
す
。

　
⑵
 　
一
方
、
歳
入
面
で
は
昨
年
に
引
き
続
き
厳
し
い
状
況
が
続
き
、
12
年
度
の
地
方
財
政
の
収
支
見
通
し
は
大
幅
な
財
源
不
足
を
見
込
む
。

　
⑶
 　
こ
の
財
源
不
足
に
対
し
て
は
、
国
の
財
政
状
況
も
極
め
て
厳
し
い
中
、
地
方
財
政
の
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
し
、

所
要
の
地
方
交
付
税
等
の
額
を
確
保
し
た
と
こ
ろ
。

◯
　
地
方
財
政
対
策
の
概
要

　
⑴
　
地
方
財
政
収
支
見
通
し
の
概
要

（
単
位
：
億
円
）

11
年
度
地
方
財
政
計
画

12
年
度
地
方
財
政
収
支
見
通
し

伸
率

（
見
込
み
）

伸
率

歳
　
入
　
歳
　
出
　
規
　
模

88
5,3
16

1.6
％

88
9,6
00
程
度

0.5
％
程
度

［
主
要
歳
入
項
目
］

地
　
　
　
　
方
　
　
　
　
税

35
2,9
57

▲
8.3
％

35
0,5
68

▲
0.7
％

地
　
方
　
譲
　
与
　
税

6,1
31

2.0
％

6,1
41

0.2
％

地
方
特
例
交
付
金

6,3
99

皆
増

9,1
40

42
.8％

地
　
方
　
交
　
付
　
税

20
8,6
42

19
.1％

21
4,1
07

2.6
％

一
　
般
　
財
　
源
　
計

57
4,1
29

1.4
％

57
9,9
56

1.0
％

地
　
　
　
　
方
　
　
　
　
債

11
2,8
04

2.3
％

11
1,2
71

▲
1.4
％

［
主
要
歳
出
項
目
］

給
　
　
与
　
　
関
　
　
係

23
6,9
22

1.2
％

23
6,6
00
程
度

▲
0.1
％
程
度

一
　
　
般
　
　
行
　
　
政

19
2,7
45

4.2
％

19
7,2
00
程
度

2.3
％
程
度

公
　
　
　
　
債
　
　
　
　
費

11
3,8
82

8.6
％

12
1,0
00
程
度

6.2
％
程
度

投
　
　
資
　
　
単
　
　
独

19
3,0
00

0.0
％

18
5,0
00
程
度

▲
4.1
％
程
度

公
営
企
業
繰
出
金

32
,70
9

3.6
％

32
,80
0程
度

0.1
％
程
度

地
　
方
　
一
　
般
　
歳
　
出

74
6,8
88

1.8
％

74
0,1
00
程
度

▲
0.9
％
程
度

（
注
1
）
 投
資
単
独
事
業
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
地
方
財
政
計
画
と
実
績
と
の
乖
離
を
調
整
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

実
質
的
な
地
方
単
独
事
業
の
減
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
注
2
）
12
年
度
の
計
数
は
、
精
査
の
結
果
異
動
を
生
ず
る
。



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

　
⑵
　
地
方
財
政
収
支
の
見
通
し
と
地
方
財
政
対
策
の
概
要

　
①
　
収
支
の
見
通
し

 
12
’ 

11
’

　
　
通
常
収
支
の
財
源
不
足
 

9兆
8,7
00
億
円
程
度
 

10
兆
3,6
94
億
円

　
　
恒
久
的
な
減
税
の
影
響
 

3兆
5,0
26
億
円
 

2兆
5,9
95
億
円

　
②
　
通
常
収
支
の
財
源
不
足
額
（
9兆
8,6
73
億
円
程
度
）
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
に
よ
り
対
応

 
12
’ 

11
’

　
　
建
設
地
方
債
の
増
発
 

2兆
4,3
00
億
円
程
度
 

2兆
2,5
00
億
円
　

　
　
地
方
交
付
税
の
増
額
措
置
 

7兆
4,3
73
億
円
 

8兆
1,1
94
億
円

　
　
　
う
ち
一
般
会
計
加
算
 

7,5
00
億
円
 

5,5
00
億
円

　
　
　
　
　
交
付
税
特
会
借
入
金
（
国
） 

3兆
2,4
46
億
円
 

3兆
4,4
84
.5億
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
地
方
） 

3兆
2,4
46
億
円
 

3兆
4,4
84
.5億
円

　
　
　
　
　
10
年
度
精
算
の
繰
延
べ
 

1,9
81
億
円
 

6,7
25
億
円

　
③
　
恒
久
的
な
減
税
の
影
響
額
（
3兆
5,0
26
億
円
）
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
に
よ
り
対
応

 
12
’ 

11
’

　
　（
ⅰ
）　
地
方
税
の
減
税
の
影
響
 

1兆
9,0
37
億
円
 

（
1兆

　7
11
億
円
）

　
　
　
→
・
 国
と
地
方
の
た
ば
こ
税
の
税
率
変
更
に
よ
る
 

 
地
方
た
ば
こ
税
の
増
収
措
置
 

1,3
58
億
円
 

1,1
13
億
円

　
　
　
　
・
法
人
税
の
交
付
税
率
引
上
げ
（
3.8
％
） 

3,7
80
億
円
 

（
0.5
％
）
52
1億
円

　
　
　
　
・
地
方
特
例
交
付
金
 

9,1
40
億
円
 

6,3
99
億
円

　
　
　
　
・
減
税
補
て
ん
債
 

4,7
59
億
円
 

　
　
　
2,6
78
億
円

　
　（
ⅱ
）　
国
税
の
減
税
の
地
方
交
付
税
へ
の
影
響
 

1兆
5,9
89
億
円
 

（
1兆
5,2
84
億
円
）

　
　
　
→
　
交
付
税
特
会
借
入
金
等
（
国
） 

7,9
94
億
円
 

　
　
　
7,6
42
億
円

　
　
　
　
　
交
付
税
特
会
借
入
金
（
地
方
） 

7,9
95
億
円
 

7,6
42
億
円

　
⑶
　
地
方
交
付
税
交
付
金

 
12
’ 

11
’

　
　
◯
　
一
般
会
計
ベ
ー
ス
 

14
兆
　1
63
億
円
（
＋
8.8
％
） 

12
兆
8,8
31
億
円
（
▲
18
.8％
）

　
　
◯
　
特
会
出
口
ベ
ー
ス
 

21
兆
4,1
07
億
円
（
＋
2.6
％
） 

20
兆
8,6
42
億
円
（
＋
19
.1％
）

　
⑷
　
地
方
特
例
交
付
金

 
12
’ 

11
’

 
9,1
40
億
円
（
＋
42
.8％
） 

（
　
　
6,3
99
億
円
（
皆
増
））

　（
注
）
地
方
交
付
税
と
地
方
特
例
交
付
金
（
11
’～
）
を
合
わ
せ
た
地
方
財
政
に
係
る
一
般
会
計
の
歳
出

 
12
’ 

11
’

 
14
兆
9,3
04
億
円
（
＋
10
.4％
） 

（
13
兆
5,2
30
億
円
（
▲
14
.8％
））
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平成12年度　　691
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
 　
平
成
12
年
度
予
算
編
成
の
中
で
議
論
さ
れ
て
い
る
合
併
推

進
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
推
進
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、

全
て
の
合
併
関
係
市
町
村
に
財
源
を
交
付
す
る
と
い
っ
た
仕

組
み
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
合
併
が
進
展
し
な
い
の
は
、

既
存
の
地
方
交
付
税
や
国
庫
補
助
金
の
配
分
の
仕
組
み
が
小

規
模
市
町
村
で
も
合
併
の
必
要
性
を
感
じ
な
い
よ
う
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
し
た
交

付
金
の
新
設
に
つ
い
て
は
補
助
金
等
の
整
理
合
理
化
の
観
点

か
ら
慎
重
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
後
年
度
の

財
政
負
担
を
大
き
な
も
の
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見

が
あ
っ
た
。
ま
た
、
合
併
推
進
の
た
め
に
何
ら
か
の
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
は
必
要
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
に
は
、
ま
ず
、
合

併
し
な
い
市
町
村
へ
の
不
利
益
措
置
の
仕
組
み
が
併
せ
て
必

要
で
は
な
い
か
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

　
 　
こ
の
よ
う
な
意
見
を
踏
ま
え
、
合
併
推
進
の
た
め
に
何
ら

か
の
施
策
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
合
併
推
進
の
た
め
の
事

業
・
施
策
の
目
的
・
対
象
と
財
政
負
担
の
関
係
を
で
き
る
だ

け
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
効
率
的
に
事
業
が
実
施
さ
れ
る

よ
う
な
仕
組
み
を
工
夫
・
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

◯
　
市
町
村
合
併
推
進
交
付
金
に
つ
い
て

　
⑴
 　
全
て
の
合
併
関
係
市
町
村
に
自
動
的
に
財
源
を
交
付
す
る
交
付
金
で
は
な
く
、
合
併
に
向
け
て
の
準
備
や
、
合
併
に
伴
い
市
町
村
が

実
施
す
る
モ
デ
ル
事
業
に
対
し
て
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
を
行
う
補
助
金
を
創
設
（
12
年
度
予
算
額
1.2
億
円
）。

 
（
別
紙
　
自
治
省
資
料
参
照
）

　
⑵
 　
従
っ
て
、
後
年
度
の
財
政
負
担
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
進
展
に
応
じ
当
然
に
増
加
す
る
も
の
で
は
な
く
、
各
年
度
の
予
算
編
成
の
中

で
の
問
題
。

　
　
　
ま
た
、
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
他
方
で
既
存
の
補
助
金
の
整
理
合
理
化
を
図
る
中
で
、
本
補
助
金
を
創
設
。

　
⑶
 　
な
お
、
現
在
の
合
併
の
推
進
は
市
町
村
の
自
主
的
な
合
併
を
推
進
す
る
も
の
（
従
っ
て
、
政
府
と
し
て
合
併
を
実
質
的
に
強
制
す
る

も
の
で
は
な
い
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
併
し
な
い
市
町
村
へ
の
不
利
益
措
置
の
仕
組
み
は
と
り
得
ず
。

　
　
 　
ま
た
、
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
標
準
的
な
財
政
運
営
を
行
う
た
め
の
財
源
の
保
障
を
行
う
も
の
。
た
だ
し
、

地
方
分
権
推
進
計
画
等
を
踏
ま
え
、
自
治
省
に
お
い
て
、
そ
の
配
分
の
仕
組
み
の
簡
素
化
等
を
推
進
。



（別紙）
市町村合併推進補助金

1．趣旨
　 　市町村合併特例法の期限である平成17年 3 月までに、円滑に市町村合併を推進するため、合併に向けての準
備及び合併に伴い市町村が実施するモデル事業に対する補助金制度を創設する。

2．補助金の内容 120,000千円
　⑴　
　　①　対象団体： 平成11年度以降に設置され、市町村建設計画の作成等、市町村の合併に関し、先導的な取組

を積極的に行っている法定合併協議会の構成市町村
　　②　対象事業：市町村建設計画の作成及びそのための準備等に要する経費
　　③　補 助 額： 1関係市町村につき5,000千円を上限とする定額補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 1回限り補助）
　　④　平成12年度概算要求額：5,000千円×24地方公共団体＝120,000千円

　⑵　
　　①　対象団体： 平成17年 3 月31日までに合併した市町村で、下記の事業により先導的な取組を行っている市

町村
　　②　対象事業： 合併に伴い必要な事業として市町村建設計画に位置付けられたもので、かつ、別に定める事業

（別紙参照）のうち、全国的な市町村合併の推進という観点からモデルとなる事業 （別紙省略）
　　③　補 助 額： 下記の表に基づいて人口規模により算出される合併関係市町村毎の額の合算額を上限として、

合併成立年度から 3か年度を限度として合併市町村に補助（定額補助、平成12年度は補助対
象団体の見込みなし）

（金額は千円単位）

関係市町村人口
～　　5,000（人） 20,000

　5,001　～　 10,000（人） 30,000
10,001　～　 50,000（人） 50,000
50,001　～　100,000（人） 70,000
100,001　～　　　　　（人） 100,000

　　　※ 　国が特に必要と認める場合については、各年度の補助の合計額が単年度上限額の 3倍の範囲内で、単
年度に、上記の上限額を超えて補助をすることができる。

＜注＞ 　合併市町村補助金を受けた市町村は、当該補助金に係る事業に関する実績報告書を国に提出し、国は、
全国の市町村の合併の参考に資するよう、当該報告書を公表することとする。

合併準備補助金

合併市町村補助金
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平成12年度　　693
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

12
．
補
助
金
等

　
⑴
 　
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
、
国

と
地
方
及
び
官
と
民
の
役
割
分
担
等
の
観
点
か
ら
、「
地

方
分
権
推
進
計
画
」（
平
成
10
年
5
月
29
日
閣
議
決
定
）、

「
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
」（
平
成
10
年
法
律
第
10
3号
）

等
を
踏
ま
え
、
全
て
の
行
政
分
野
に
お
い
て
聖
域
な
く
見

直
し
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

◯
　
整
理
合
理
化
の
状
況

　
①
　
廃
止

　
　
・
　
外
国
人
登
録
事
務
委
託
費

　
　
　
　
　
府
県
委
託
費
 

（
▲
6
億
円
）

　
　
・
　
公
営
交
通
施
設
改
良
モ
デ
ル
事
業
費
補
助
金
 
（
▲
1
億
円
）

　
　
・
　
母
子
保
健
衛
生
費
補
助
金

　
　
　
　
　
母
子
保
健
推
進
費
補
助
金

　
　
　
　
　
　
都
道
府
県
母
子
保
健
医
療
推
進
費
 

（
▲
1
億
円
）

　
②
　
一
般
財
源
化

　
　
・
　
母
子
保
健
衛
生
費
補
助
金

　
　
　
　
　
母
子
保
健
推
進
費
補
助
金

　
　
　
　
　
　
妊
産
婦
乳
幼
児
死
亡
等
改
善
対
策
費
等
 
（
▲
11
億
円
）

　
　
・
　
貸
金
業
監
督
事
務
委
託
費
 

（
▲
1
億
円
）

　
③
　
補
助
対
象
の
重
点
化
、
補
助
率
の
引
下
げ

　
　
・
　
社
会
体
育
施
設
整
備
費
補
助
金

　
　
　
　
　
体
育
施
設
整
備
費

　
　
　
　
　
　
水
泳
プ
ー
ル

　
　
　
　（
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
一
般
）
を
廃
止
し
、
補
助
対
象
を
重
点
化
）

　
　
・
　
中
小
企
業
活
性
化
補
助
金

　
　
　
　
　
地
域
活
性
化
創
造
技
術
研
究
開
発
費
補
助
金

　
　
　
　
　
　
創
造
的
中
小
企
業
振
興
枠
　
1/
2　
→
　
1/
3

　
　
　
　
　
　
環
境
技
術
枠
　
　
　
　
　
　
1/
2　
→
　
1/
3

　
　
　
　
　
　
地
域
産
業
集
積
活
性
化
枠
　
1/
2　
→
　
1/
3

　
　
・
　
特
定
重
要
港
湾
、
重
要
港
湾
に
係
る
補
助
事
業
の
補
助
率
の
引
下
げ

　
　
　
　
　
　（
－
5.5
m
以
下
の
小
型
係
留
施
設
関
係
　
5/
10
→
4/
10
）

　
④
　
採
択
基
準
の
引
上
げ

　
　
・
　
地
方
道
改
修
費
補
助
の
う
ち
、
一
次
改
良
、
一
次
橋
梁
新
設
、
一
次
舗
装
新
設
、
二
次
改
築
の
採
択
基
準
の
引
上
げ

　
　
　
（
市
町
村
道
：
5,0
00
万
円
→
5
億
円
、
都
道
府
県
道
：
2
億
円
→
5
億
円
）

　
　
・
　
街
路
事
業
費
補
助
の
う
ち
、
局
部
改
良
の
採
択
基
準
の
引
上
げ
（
1
億
円
→
5
億
円
）

　
　
・
　
沿
岸
漁
場
整
備

　
　
　
　
　
沿
岸
漁
場
施
設
改
良
　
都
道
府
県
　
2,0
00
万
円
　
→
　
3,0
00
万
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
町
村
　
　5
00
万
円
　
→
　
1,0
00
万
円

　
　
　
　
　
沿
岸
漁
場
施
設
補
修
　
都
道
府
県
　
1,0
00
万
円
　
→
　
1,5
00
万
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
町
村
　
　5
00
万
円
　
→
　
1,0
00
万
円



「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
 　
上
記
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体

に
対
す
る
補
助
金
等
に
つ
い
て
、「
制
度
等
が
見
直
し
の
対

象
と
な
る
補
助
金
等
」
は
、
制
度
改
正
を
含
め
既
存
の
施
策

や
事
業
を
見
直
し
、「
そ
の
他
の
補
助
金
等
」
は
、
各
省
庁

ご
と
に
1
割
削
減
す
る
必
要
が
あ
る
。

◯
　
交
付
先
別
の
概
要

  　
景
気
回
復
に
向
け
全
力
を
尽
く
す
と
の
観
点
か
ら
、
社
会
保
障
関
係
費
及
び
公
共
事
業
関
係
費
等
の
増
加
に
伴
い
、
補
助
金
等
の
総

額
は
増
加
し
た
も
の
の
、「
そ
の
他
補
助
金
等
」
に
つ
い
て
は
、
22
.3％
減
を
図
る
な
ど
そ
の
整
理
合
理
化
を
推
進
。

［
参
考
］

11
　
年
　
度

当
　
　
　
初

12
　
年
　
度

増
　
　
　
減

伸
　
び
　
率

地
方
公
共
団
体

（
2,4
65
）

16
4,0
65
 

（
1,9
34
）

16
8,8
91
 

（
▲
53
1）

4,8
26
 

（
▲
21
.6％
）

2.9
％
 

特
殊
法
人
等

28
,41
0 

29
,32
2 

91
1 

3.2
％
 

民
間
団
体
等

（
1,1
36
）

7,9
13
 

（
86
3）

8,7
57
 

（
▲
27
3）
84
4 

（
▲
24
.0％
）

10
.7％
 

合
計

（
3,6
01
）

20
0,3
87
 

（
2,7
97
）

20
6,9
69
 

（
▲
80
4）

6,5
81
 

（
▲
22
.3％
）

3.3
％
 

（
注
1
）（
　
）
書
き
は
、「
そ
の
他
の
補
助
金
等
」
の
金
額
で
内
数
で
あ
る
。

（
注
2
）
計
数
に
つ
い
て
は
精
査
中
で
あ
り
、
今
後
変
動
の
可
能
性
が
あ
る
。

⑶
 　
さ
ら
に
、
新
規
の
補
助
金
等
は
、
引
き
続
き
ス
ク
ラ
ッ

プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
及
び
終
期
設
定
の
原
則
を
徹
底
し
、

真
に
止
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
極
力
抑
制
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

◯
　
新
規
補
助
金
等

　
 　
平
成
12
年
度
に
お
け
る
新
規
補
助
金
等
は
、
行
政
需
要
の
変
化
等
に
即
応
す
る
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン

ド
・
ビ
ル
ド
原
則
は
徹
底
。

［
参
考
］

11
年
度

12
年
度

新
　
規

11
2件

19
5件

廃
　
止

13
2件

22
3件

　
　
　（
注
）
計
数
に
つ
い
て
は
精
査
中
で
あ
り
、
今
後
変
動
の
可
能
性
が
あ
る
。
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平成12年度　　695
「
建
議
・
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
12
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑷
 　
な
お
、「
第
2
次
地
方
分
権
推
進
計
画
」（
平
成
11
年
3
月

26
日
閣
議
決
定
）
で
は
、
地
方
公
共
団
体
に
裁
量
的
に
施
行

さ
せ
る
統
合
補
助
金
の
創
設
を
は
じ
め
と
し
て
、
国
庫
補
助

負
担
金
の
整
理
合
理
化
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、

特
に
統
合
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
12
年
度
に
創
設
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
創
設
に
積
極
的
に
取
り
組
む
べ

き
で
あ
る
。

◯
　「
第
2
次
地
方
分
権
推
進
計
画
」（
平
成
11
年
3
月
26
日
閣
議
決
定
）
を
も
踏
ま
え
、
以
下
の
統
合
補
助
金
を
創
設
。

　
⑴
 　
国
が
箇
所
付
け
し
な
い
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
具
体
の
事
業
箇
所
・
内
容
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
が
主
体
的
に
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
基
本
的
な
仕
組
み
と
す
る
統
合
補
助
金
を
以
下
の
事
業
に
お
い
て
創
設
。

　
　（
ⅰ
）　
二
級
河
川
（
個
別
補
助
金
の
対
象
と
な
る
も
の
を
除
く
。）

　
　（
ⅱ
）　
公
営
住
宅
等

　
　（
ⅲ
）　
 公
共
下
水
道
（
大
規
模
な
事
業
、
水
質
保
全
等
に
広
域
的
影
響
を
及
ぼ
す
事
業
、
終
末
処
理
場
又
は
ポ
ン
プ
場
に
係
る
も
の
を

除
く
。）

　
　（
ⅳ
）　
都
市
公
園
（
防
災
公
園
、
大
規
模
公
園
、
国
家
的
事
業
関
連
公
園
を
除
く
。）

　
　（
ⅴ
） 　
港
湾
の
既
存
施
設
の
有
効
活
用
（
港
湾
利
用
高
度
化
促
進
事
業
（
大
規
模
な
も
の
を
除
く
。）
、
局
部
改
良
事
業
及
び
補
修
事
業

を
統
合
）。

　
　（
ⅵ
） 　
農
業
農
村
整
備
事
業
（
農
村
総
合
整
備
事
業
（
団
体
営
の
も
の
に
限
る
。）
及
び
集
落
地
域
整
備
事
業
（
団
体
営
の
も
の
に
限

る
。）
を
対
象
。）

　
　（
ⅶ
） 　
漁
港
漁
村
整
備
事
業
（
漁
港
環
境
整
備
事
業
（
市
町
村
営
の
も
の
に
限
る
。）
及
び
漁
港
漁
村
総
合
整
備
事
業
（
市
町
村
営
の

も
の
に
限
る
。）
を
対
象
。）

　
⑵
 　
ま
た
、
国
が
箇
所
付
け
し
な
い
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
一
定
の
政
策
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
複
数
の
事
業
を
一
体
的
か
つ
主
体
的

に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
類
型
統
合
補
助
金
を
創
設
。

　
　（
ⅰ
）　
ま
ち
づ
く
り
に
係
る
統
合
補
助
金

　
　（
ⅱ
）　
住
宅
宅
地
関
連
公
共
施
設
等
整
備
促
進
事
業
に
係
る
統
合
補
助
金

　
　（
ⅲ
）　
都
市
再
開
発
関
連
公
共
施
設
整
備
促
進
事
業
に
係
る
統
合
補
助
金

　
　（
ⅳ
）　
住
宅
市
街
地
整
備
総
合
支
援
事
業
に
係
る
統
合
補
助
金

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
総
会
（
第
5
回
）
平
成
12
年
1
月
20
日
配
布
資
料
（
3
）（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
11
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
総
会
・

企
画
部
会
・
法
制
部
会
・
財
政
計
画
等
特
別
部
会
・
財
政
構
造
改
革
特
別
部
会
編
」
14
7-
17
4ペ
ー
ジ
）。



8-187　預金保険機構国債の交付・償還状況等
（単位：億円）

年度

国債の交付・償還状況 償還財源

交付額 償還額 未償還
残　高

財源繰入 未償還
財　源予算繰入 株式売却

9年度 70,000 ― 70,000 ― ― ― ―

10年度 ― 11,992 58,008 19,413 11,054 8,359 7,421

11年度 ― 35,909 22,099 50,587 34,279 16,308 22,099

12年度 60,000 36,265 45,834 54,366 45,000 9,366 40,200

13年度 ― 6,382 39,452 0 ― 0 33,817

14年度 ― 13,778 25,674 395 ― 395 20,435

合計 130,000 104,326 25,674 124,761 90,333 34,428 20,435
（注）単位未満四捨五入。

（参考）預金保険法（昭和46年法律第34号）

　附則（抄）
　（政府からの国債の交付）
第十九条の四　政府は、特例業務基金に充て
るため、国債を発行することができる。
2　政府は、前項の規定により、七兆円を限
り、国債を発行し、これを機構に交付する
ものとする。
3　前項の規定により交付するものとされて
いる国債の額に相当する金額のほか、政府
は、第一項の規定により、六兆円を限り、
国債を発行し、これを機構に交付するもの
とする。
4　第一項の規定により発行する国債は、無
利子とする。
5　第一項の規定により発行する国債につい
ては、政令で定める場合を除くほか、譲渡、
担保権の設定その他の処分をすることがで
きない。
6　前各項に定めるもののほか、第一項の規
定により発行する国債に関し必要な事項は、
財務省令で定める。

　（国債の償還等）
第十九条の五　政府は、機構が附則第十九条
の三第一項又は第二項の規定により特例業
務基金を使用するため、前条第二項又は第
三項の規定により交付した国債の全部又は

一部につき機構から償還の請求を受けたと
きは、速やかに、その償還をしなければな
らない。
2　政府は、国債整理基金特別会計に所属す
る株式に係る平成九年度以後の売払収入金
を、前項の規定による償還に要する費用の
財源に優先して充てるものとする。
3　前条第一項の規定により発行する国債は、
国債整理基金特別会計法（明治三十九年法
律第六号）第二条第二項の規定の適用につ
いては、国債とみなさない。
4　平成九年度から特例業務勘定の廃止の年
度までの間における日本電信電話株式会社
の株式の売払収入金（以下この項において
「特定期間売払収入金」という。）に係る日
本電信電話株式会社の株式の売払収入の活
用による社会資本の整備の促進に関する特
別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）
第六条第一項の規定の適用については、平
成九年度から当該廃止の年度までの間にお
いては、特定期間売払収入金は、同項の売
払収入金に該当しないものとみなす。

第十九条の六　政府は、附則第十九条の四第
一項の規定により発行した国債の円滑な償
還を確保するため、前条第二項の規定によ
る財源のほか、国債整理基金特別会計法の
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規定による繰入れを適切に行うものとし、
当該繰入れに要する費用に充てるための財

源の適切な確保に努めるものとする。

8-188　公共事業費等予備費の使用について
平成12年 7 月25日

大蔵省

　平成12年度当初予算に計上された公共事業等予備費の使用内訳は、事項別では（別紙 1）、
所管別では（別紙 2）のとおりである。

 

（別紙 1）
平成12年度公共事業等予備費の使用額内訳

（単位：百万円）
①　有珠山等の緊急災害復旧・防災対策
　・緊急災害復旧 20,194
　　　有珠山噴火災害関連［4,349］
　・緊急防災対策 49,396
　　　有珠山関連［15,326］……  迂回路・避難路等の整備［9,452］、災害対策用ヘリ

コプター基地局の緊急整備［669］
　　　その他 ……  活火山緊急防災対策［4,321］、山地災害未然防止事業［10,083］
②　国民生活の改善に直結する分野
　・地域生活の質の向上 39,396
　　　 下水道整備［4,800］、集落排水［8,601］、地域の拠点的な福祉施設等へのアク

セス道路［3,758］
　・都市機能の向上 39,646
　　　 立体交差化等踏切対策［5,372］、電線類の地中化［13,735］、市街地再開発・都

市再生区画整理［1,700］
　・環境対策 44,340
　　　ダイオキシン類対策［6,570］、間伐促進対策［9,683］、沿道環境対策［8,708］
　・公共空間等のバリアフリー化 29,064
　　　 歩道の段差解消・エスカレーター等設置［11,332］、公営住宅ストックの改善

［4,000］、地下鉄駅のバリアフリー化［1,704］
　・社金保障・教育研究基盤の充実 54,629
　　　 特別養護老人ホーム・病院整備等［21,035］、教育情報化・学校施設等整備

［26,794］、災害弱者施設周辺保全整備［6,300］
③　生活構造改革・経済活性化に資する分野
　・基幹的交通網の整備 126,599
　　　 整備新幹線［56,000］、高規格幹線道路［54,000］、ハブ空港［5,000］、国際航

路の整備［5,505］
　・情報通信基盤の整備 34,228
　　　 ＩＴＳ（高度道路交通システム）［2,150］、情報ＢＯＸ（光ファイバー収容空間）

［6,904］、次世代情報通信基盤研究施設整備［2,999］、地域・生活情報通信基盤
高度化施設整備［2,400］

　・食料自給率向上のための基盤整備 42,500



　　　水田汎用化対策［23,031］、畑地かんがい推進［13,912］
○ 三宅島・神津島・新島等既発生災害対応、有珠山避難指示区域の早期復旧対応等の  
ため使用留保 20,008
 計 500,000

（参考）事業費　約7,460億円

 

（別紙 2）
公共事業等予備費使用額（所管内訳）

 （単位：百万円）　　　　　　　　
（所　管） （使用額）

国　会 2,277
裁判所 1,332
総理府 55,990
警察庁 1,255
北海道開発庁 44,155
科学技術庁 1,400
環境庁 740
沖縄開発庁 3,446
国土庁 4,994
法務省 1,932
外務省 211
大蔵省 520
文部省 27,060
厚生省 27,605
農林水産省 74,552
通商産業省 5,423
運輸省 77,831
郵政省 3,400
労働省 500
建設省 201,359

合　計 479,992

（出所 ）財務省ウェブ・ページ「平成12年度予算」、「 1．公共事業等予備費の使用について
（2000年 7 月25日）」（http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2000/
sy067.htm）。

698　　Ⅲ　予算



平成12年度　　699

8-189　平成12年度補正予算について
平成12年11月
大蔵省主計局

平成12年度補正予算の骨格
（単位：億円）

歳　出 歳　入

［経済対策関係］
1．社会資本整備費 25,000 1 ．税収 12,360
⑴　IT特別対策費 6,431
⑵　環境特別対策費 2,659
⑶　高齢化特別対策費 2,453 2 ．税外収入 489
⑷　都市基盤整備特別対策費 5,483

⑸　 教育・青少年・科学技術等　　特別対策費 1,511

⑹　生活基盤充実特別対策費 3,419 3 ．公債金収入（建設公債） 19,880
⑺　防災特別対策費 3,044
2 ．IT関連特別対策費 964
3 ．災害対策費 3,707
4 ．中小企業等金融対策費 7,640
5 ．住宅金融・雇用等対策費 1,209
（小　計 38,521）
［その他］ 4．前年度剰余金受入 15,103
6 ．地方交付税交付金 8,985 ⑴　財政法 6条剰余金 10,403
7 ．義務的経費の追加 8,227 ⑵　地方交付税分 4,700
8 ．都市基盤整備公団補給金等 1,088
9 ．その他の経費 1,345
10．既定経費の節減 ▲8,834
11．予備費の減額 ▲1,500

歳　出　計 47,832 歳　入　計 47,832

（参考） 財政投融資計画  
日本育英会、中部国際空港等に対し、総額340億円を追加する。

11’決算 12’当初 12’補正後
公債発行額 375,136 326,100 → 345,980
（公債依存度） （42.1％）（38.4％） （38.5％）



「日本新生のための新発展政策」の事業規模と国費
（平成12年10月19日　経対閣・財政首脳会議合同会議決定）

事業規模 国　費

社会資本整備 4.7兆円程度 2.5兆円
⑴　IT 0.8兆円程度
⑵　環境 0.6兆円程度
⑶　高齢化 0.5兆円程度
⑷　都市基盤整備 0.9兆円程度
⑸　 教育・青少年・科学技術等 0.2兆円程度
⑹　生活基盤充実 0.6兆円程度
⑺　防災 0.5兆円程度
⑻　 公共事業の契約前倒し 0.6兆円程度

IT関連特別対策
　　（IT技能基礎講習等） 0.2兆円程度 0.1兆円程度
災害対策 0.5兆円程度 0.4兆円程度
中小企業等金融対策 4.5兆円程度 0.8兆円程度
住宅金融・雇用対策等 1.1兆円程度 0.1兆円程度

計 11 兆円程度 3.9兆円程度
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＜基本的考え方＞

◆　景気の本格的回復の確立
　 景気は緩やかな改善を続けているものの、雇用や消費はなお厳しい状況を
脱していない。このような状況の下、公需から民需への円滑なバトンタッ
チに万全を尽くし、景気の自律的回復に向けた動きを本格的回復軌道に確
実につなげる。

◆　経済の新たな発展基盤の確立
　 規制改革など法制度の整備、21世紀の新たな経済発展基盤の整備など、時
代を先取りした経済構造改革を推進する。

日本新生のための新発展政策のポイント

重要 4分野
○　IT革命の飛躍的推進
○ 　循環型社会の構築など環境問題への対応
○ 　活力と楽しみに満ちた未来社会を目指す高齢化対策
○ 　便利で住みやすい街づくりを目指す都市基盤整備

全体として事業規模11兆円程度の事業を、早急に実施。

等
生活基盤充実・防災 住宅金融対策中小企業等金融対策



＜具体的施策＞
― 日本新生プラン具体化等のための施策 ―

ＩＴ革命の飛躍的推進のための施策
　・ 公衆インターネット拠点の整備　　　・ＩＴ基礎技能講習
　・ 学内ＬＡＮの整備 ・電子政府実現へ向けた取組み
　・ 光ファイバー収容空間の整備 等　　　　

循環型社会の構築等環境問題への対応のための施策
　・廃棄物処理・リサイクル施設の整備
　・循環型社会構築のための技術開発 等　　　　

活力と楽しみに満ちた未来社会を目指す高齢化対応のための施策
　・ 公共空間のバリアフリー化　　　　　・介護サービス基盤の整備
　・ゲノム研究　　　　　　　　　　　　・企業年金制度の改革 等　　　　

便利で住みやすい街づくりを目指す都市基盤整備のための施策
　・渋滞ボトルネック重点的解消　　　　・電線類地中化
　・三大都市圏環状道路の重点的整備 等　　　　

教育・青少年健全育成対策の推進
　・育英奨学事業の充実　　　　　　　　・薬物乱用防止対策
　・保育施設の整備 等　　　　

生活基盤の充実・防災のための施策
　　生活基盤の充実
　　　・下水道、集落排水、地域高規格道路の整備 等　　　　
　　防災・災害復旧のための施策
　　　・ 有珠山噴火・三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震、東海豪雨、  

鳥取県西部地震等の災害復旧 等　　　　
　　住宅金融対策
　　　・住宅金融公庫の融資枠の追加 等　　　　

― 産業新生のための事業環境整備 ―
ダイナミックな企業活動を支える企業法制等の整備

　企業法制の見直し
　　・ストックオプション制度の見直し　・商法の抜本的改正
　構造変化に対応した雇用システムの整備

創造的技術革新のための基盤整備
　　・国立大学の講座編成の柔軟化　　　・競争的研究資金の拡充 等　　　　　

中小企業対策
　中小企業等金融対策
　　・一般信用保証制度の拡充
　中小企業へのＩＴ対応支援 等　　　　

（
重
要
四
分
野
）
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金融システムの安全化・金融市場の活性化
　　・検査・監督体制の強化　　　　　　・金融システムの安全化
　　・ＣＰのペーパーレス化 等　　　　

債券流動化の促進

― その他 ―
税制

　 　税制については、平成13年度改正において、現下の経済情勢等を踏まえ、企業の組織再
編成に係わる税制、国民生活に資する税制等、真に有効かつ適切な措置について、検討を
行い、結論を得る。
　 　また、株式譲渡益課税について、これまでの経緯を踏まえ、株式市場の役割や株式市場
への影響、一般投資家の参加、公平な課税等の見地から、検討し、年度改正の中で早急に
結論を得る。

日本銀行による金融政策の適切かつ機動的な運営
　 　日本銀行に対して、金融・為替市場の動向も注視しつつ、豊富で弾力的な資金供給を行
うなど、引き続き適切かつ機動的に金融政策を運営するよう要請。

（出所 ）財政制度審議会総会（第 4回）、制度改革・歳出合理化特別部会及び財政構造改革特別
部会合同部会（第 4回） 平成12年11月10日配布資料（総会）資料 1（財政制度審議会「平
成12年度　財政制度審議会資料集（第 1分冊）」469-476ページ）。

　 8 -190　 「平成11年度歳入歳出の決算上の
剰余金の処理の特例に関する法律
案」について（平成11年度剰余金
特例法案）

平成12年11月
大蔵省

1．法律案の趣旨
　　本法律案は、平成12年度の一般会計補
正予算の編成にあたり、国債の追加発行
を極力抑制するとの観点から、平成11年
度歳入歳出の決算上の剰余金の処理につ
いての特例を講ずるものである。

2．法律案の概要
　　財政法第 6条第 1項においては、各年
度の歳入歳出の決算上の剰余金の 2分の
1を下らない金額を公債の償還財源に充

てなければならないこととされているが、
平成11年度の剰余金については、この規
定は適用しないこととする。

　　（参考）平成11年度決算上の剰余金
 10,403億円
3．法案の施行日
　　本法律案は、公布の日から施行するこ
ととしている。

（出所 ）財政制度審議会総会（第 4回）、制度
改革・歳出合理化特別部会及び財政構
造改革特別部会合同部会（第 4 回） 平
成12年11月10日配布資料（総会）資料
2（財政制度審議会「平成12年度　財
政制度審議会資料集（第 1 分冊）」477
ページ）。
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,76
9

11
,04
7

11
,64
9

決
算
不
足
補
て
ん
繰
戻

―
22
,52
5
△
22
,52
5

―
―

―
―

―
―

―
―

―
15
,44
8
△
9,7
84

―
―

―
16
,17
4

産
業
投
資
特
別
会
計
へ
繰
入
等

n.
a.

n.
a.

n.
a.

n.
a.

n.
a.

―
0

0
0

0
0

78
3

△
78
3

〔
0〕

△
22
,64
1

〔
0〕

△
11
,08
7

―
―

―

緊
急
金
融
安
定
化
資
金

n.
a.

n.
a.

n.
a.

n.
a.

n.
a.

n.
a.

n.
a.

n.
a.

n.
a.

―
―

―
―

―
―

△
6,8
50

―
―

合
計

39
,57
4

20
,90
6

15
,91
3

28
,05
0

29
,08
4

4,7
37

16
,75
4

36
,75
6

26
,21
8

41
,69
2

23
,90
3

12
,34
2

2,9
77
〔
49
,44
4〕

4,1
62
〔
54
,78
7〕

32
,61
4

35
,98
6

20
,34
3
△
2,6
42

前
年
度
予
算
総
額
に
対
す
る
割
合

8.5
％

4.2
％

3.2
％

5.5
％

5.5
％

0.9
％

3.1
％

6.5
％

4.3
％

6.3
％

3.4
％

1.7
％

0.4
％

〔
6.8
％
〕

0.6
％

〔
7.7
％
〕

4.6
％

4.8
％

2.6
％

△
0.3
％

（
注
） 
1
．
各
年
度
と
も
当
初
ベ
ー
ス
で
あ
る
。

 
2
．「
3
．
⑴
　
給
与
費
」
に
つ
い
て
は
、
投
資
部
門
及
び
平
年
度
化
増
に
係
る
も
の
を
除
い
て
い
る
。

 
3
．「
6
→
7
」
欄
の
〔
　
〕
書
は
、
6
年
度
に
行
っ
た
N
T
T
-B
繰
上
げ
償
還
に
よ
る
影
響
を
除
い
た
ベ
ー
ス
で
あ
る
。

 
4
．「
7
→
8
」
欄
の
〔
　
〕
書
は
、
7
年
度
に
行
っ
た
N
T
T
-A
、
C繰
上
げ
償
還
に
よ
る
影
響
を
除
い
た
ベ
ー
ス
で
あ
る
。

 
5
．「
9
→
10
」
欄
の
「
一
般
歳
出
」
は
、
9
年
度
に
お
い
て
「
産
業
投
資
特
別
会
計
へ
繰
入
等
」
で
整
理
し
て
い
た
金
額
（
13
,00
0億
円
）
を
含
ん
で
い
る
。

 
6
．
12
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
省
庁
再
編
に
伴
い
11
年
度
予
算
と
の
連
続
性
が
欠
如
す
る
た
め
、
比
較
対
照
が
不
能
。
し
た
が
っ
て
、
12
年
度
の
計
数
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
掲
示
し
て
い
な
い
。

 
7
．
―
は
出
所
も
と
で
―
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
使
用
し
て
い
る
。

（
出
所
）
大
蔵
省
作
成
資
料
。

（
執
筆
者
注
）
 平
成
7
年
度
当
初
予
算
に
お
い
て
、
平
成
4
年
度
決
算
不
足
補
て
ん
措
置
繰
戻
当
然
減
は
15
,44
8億
円
と
な
る
が
、
平
成
5
年
度
決
算
不
足
補
て
ん
措
置
繰
戻

5,6
63
億
円
が
当
然
増
経
費
と
し
て
想
定
さ
れ
た
。
た
だ
し
実
際
に
は
、
繰
戻
し
は
平
成
7
年
度
第
二
次
補
正
予
算
で
行
わ
れ
た
。



8-192　一般会計から特別会計への繰入れ状況
　 （単位：百万円）

会計・勘定名 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
交付税及び譲与税配付金
交付税及び譲与税配付金勘定 10,184,120 10,905,620 13,368,840 15,275,090 15,974,910 15,771,880 15,617,350

登 記 （54,514） （56,608） （58,014） （61,808） （65,533） （68,470） （68,607）
54,514 56,608 58,014 61,808 65,533 68,470 68,607

資 金 運 用 部 2 2 2 2 2 2 2

国 債 整 理 基 金 （109,634） （88,984） （86,198） （81,999） （93,545） （95,095） （92,356）
11,333,530 11,511,987 11,664,867 14,288,586 16,035,980 16,447,320 15,442,348

産 業 投 資
社 会 資 本 整 備 勘 定 ― 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 216,647 186,622

石 炭並びに石油及び石油
代 替 エ ネ ル ギ ー 対 策3）

石 油 及 び 石 油 代 替
エ ネ ル ギ ー 勘 定3） 325,000 296,000 366,000 388,000 432,000 472,000 494,000

特 定 国 有 財 産 整 備 1,843 2,088 1,761 1,410 1,133 724 292
国 立 学 校 1,111,438 1,102,689 1,140,799 1,199,785 1,265,945 1,379,635 1,461,992
厚 生 保 険
健 康 勘 定 586,838 659,546 723,434 835,747 901,720 857,539 774,347
年 金 勘 定 1,643,572 1,599,421 1,659,313 2,144,172 2,373,857 2,605,962 2,837,695

児 童 手 当 勘 定 （5,176） （5,738） （5,389） （5,081） （5,414） （4,796） （4,558）
56,174 39,405 35,937 28,485 29,076 44,197 32,453

業 務 勘 定 （81,411） （79,138） （85,663） （91,823） （97,784）（104,455）（108,274）
81,411 79,138 85,663 91,823 97,784 104,455 108,274

船 員 保 険 （1,377） （1,350） （1,355） （1,356） （1,378） （1,437） （1,457）
7,763 7,518 7,957 7,056 6,951 7,227 7,243

国 立 病 院
病 院 勘 定 61,995 64,632 77,717 84,466 104,395 119,299 122,044
療 養 所 勘 定 80,178 80,232 81,291 97,163 114,391 121,254 126,140

国 民 年 金
国 民 年 金 勘 定 725,897 919,737 951,411 954,757 1,068,288 1,155,029 1,238,236
福 祉 年 金 勘 定 528,324 467,942 432,300 342,051 290,234 239,649 210,804

業 務 勘 定 （105,758）（109,644）（118,686）（126,181）（137,186）（143,911）（147,233）
105,758 109,644 118,686 126,181 137,186 143,911 147,233

食 糧 管 理
国 内 米 管 理 勘 定 62,000 0 0 0 ― ― ―
輸 入 飼 料 勘 定 300 300 300 300 300 300 300
調 整 勘 定 296,000 262,000 232,000 232,000 210,000 207,000 210,000

農 業 共 済 再 保 険
再保険金支払基金勘定 100 100 100 100 ― ― ―
農 業 勘 定 56,462 51,053 47,670 47,084 45,266 44,073 42,936
家 畜 勘 定 26,712 26,755 27,475 28,171 30,641 32,613 35,277
果 樹 勘 定 4,744 4,444 4,393 3,689 2,683 2,881 3,662
園 芸 施 設 勘 定 2,284 2,517 2,358 2,516 2,669 2,726 2,956

業 務 勘 定 （1,129） （1,214） （1,232） （1,280） （1,337） （1,447） （1,425）
1,129 1,214 1,232 1,280 1,337 1,447 1,425
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（単位：百万円）

会計・勘定名 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度
交付税及び譲与税配付金
交付税及び譲与税配付金勘定 12,757,752 13,215,395 13,603,826 15,480,975 15,870,150 13,523,000 14,930,360

登 記 （71,292） （72,327） （73,567） （73,314） （73,059） （75,856） （76,285）
71,292 72,327 73,567 73,314 73,059 75,856 76,285

資 金 運 用 部 2 2 2 2 2 ― ―

国 債 整 理 基 金 （111,416）（126,548）（127,048）（136,381）（144,113）（194,657）（171,244）
14,360,242 13,221,300 16,375,197 16,802,329 17,262,816 19,831,923 21,965,341

産 業 投 資
社 会 資 本 整 備 勘 定 172,541 1,281,226 171,541 171,541 159,533 159,533 159,533

石 炭並びに石油及び石油
代 替 エ ネ ル ギ ー 対 策3）

石 油 及 び 石 油 代 替
エ ネ ル ギ ー 勘 定3） 511,000 515,000 524,000 514,000 500,000 488,000 475,000

特 定 国 有 財 産 整 備 198 100 47 7 1,807 1,807 1,612
国 立 学 校 1,520,352 1,557,599 1,569,822 1,554,981 1,533,503 1,553,705 1,553,028
厚 生 保 険
健 康 勘 定 814,717 979,137 946,010 924,751 906,149 932,964 979,467
年 金 勘 定 2,979,058 2,829,544 2,516,904 2,711,454 2,830,224 3,635,619 3,720,886

児 童 手 当 勘 定 （2,650） （2,592） （2,645） （2,682） （2,017） （2,120） （11,072）
10,675 14,391 26,231 27,940 25,427 28,063 128,453

業 務 勘 定 （115,117）（117,833）（121,609）（122,586） （80,869） （84,984） （85,374）
115,117 117,833 121,609 122,586 80,869 84,984 85,374

船 員 保 険 （1,442） （1,448） （1,431） （1,404） （1,342） （1,328） （1,297）
7,044 6,874 6,799 6,711 5,996 6,280 5,913

国 立 病 院
病 院 勘 定 121,528 127,324 117,243 94,964 85,360 83,331 80,902
療 養 所 勘 定 137,271 121,281 102,329 85,190 61,441 58,470 59,474

国 民 年 金
国 民 年 金 勘 定 1,088,933 1,184,556 1,467,872 1,332,231 1,326,490 1,322,664 1,363,651
福 祉 年 金 勘 定 195,272 173,766 143,792 107,996 88,828 80,734 68,369

業 務 勘 定 （154,727）（159,984）（162,198）（163,648）（130,304）（127,178）（114,084）
154,727 159,984 162,198 163,648 130,304 127,178 114,084

食 糧 管 理
国 内 米 管 理 勘 定 ― ― ― ― ― ― ―
輸 入 飼 料 勘 定 300 300 300 4,000 4,000 4,000 4,000
調 整 勘 定 190,000 183,000 177,000 175,000 243,444 243,343 223,879

農 業 共 済 再 保 険
再保険金支払基金勘定 ― ― ― ― ― ― ―
農 業 勘 定 50,139 49,231 47,833 46,206 41,151 39,544 36,883
家 畜 勘 定 35,889 39,689 38,531 34,891 33,403 33,682 32,325
果 樹 勘 定 4,917 5,701 5,936 5,370 5,055 4,866 4,588
園 芸 施 設 勘 定 3,638 4,169 4,247 3,910 3,757 3,734 3,573

業 務 勘 定 （1,424） （1,439） （1,477） （1,536） （1,532） （1,516） （1,403）
1,424 1,439 1,477 1,536 1,532 1,516 1,403



　 （単位：百万円）
会計・勘定名 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

漁船再保険及漁業共済保険
漁 船 普 通 保 険 勘 定 6,242 6,331 6,578 6,552 6,450 6,413 6,552
漁 業 共 済 保 険 勘 定 7,263 6,977 6,830 6,761 6,749 7,040 7,199

業 務 勘 定 （856） （896） （955） （972） （1,000） （1,028） （1,073）
856 896 955 972 1,000 1,028 1,073

農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,500 5,500
国 有 林 野 事 業
国 有 林 野 事 業 勘 定 11,896 14,459 16,398 18,592 24,952 30,305 36,347

治 山 勘 定 （9,616） （9,851） （10,643） （11,483） （12,666） （13,457） （14,512）
139,423 136,093 138,060 137,484 141,684 176,857 185,726

国 営 土 地 改 良 事 業 195,729 234,371 231,996 224,393 230,220 241,768 262,440
貿 易 保 険 1,000 0 3,200 3,650 8,500 20,600 22,822
特 許 13 13 13 14 15 16 16
自動車損害賠償責任再保険
保 険 勘 定 6,500 0 0 ― ― ― ―
保 障 勘 定 200 0 0 ― ― ― ―

港 湾 整 備

港 湾 整 備 勘 定 （13,962） （14,409） （15,060） （15,325） （15,562） （15,270） （15,091）
237,902 239,122 249,977 252,010 268,021 319,125 339,686

特 定 港湾施設工事勘定 （679） （524） （272） （277） （337） （403） （428）
5,000 4,304 2,072 2,266 3,215 3,993 4,533

自 動 車 検 査 登 録 （1,569） （1,622） （1,706） （1,805） （1,950） （2,096） （2,155）
1,569 1,622 1,706 1,805 1,950 2,096 2,155

空 港 整 備 （2,350） （2,396） （2,548） （2,381） （3,033） （3,048） （3,228）
87,965 87,669 90,485 91,207 96,725 109,790 116,356

郵 政 事 業 （10,963） （10,190） （9,688） （9,485） （9,085） （6,212） （4,662）
10,963 10,190 9,688 9,485 9,085 6,212 4,662

労 働 保 険
労 災 勘 定 1,433 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307

雇 用 勘 定 （850） （850） （850） （850） （850） （850） （850）
297,510 296,387 296,272 294,325 289,904 282,450 279,850

道 路 整 備 （37,957） （39,037） （40,277） （41,482） （44,240） （46,400） （50,048）
1,712,452 1,714,853 1,752,855 1,757,891 1,868,214 2,256,272 2,401,588

治 水

治 水 勘 定 （37,122） （36,531） （37,595） （40,488） （43,967） （45,347） （45,971）
691,783 670,243 683,523 686,644 735,179 933,611 978,366

特定多目的ダム建設工事勘定 （6,562） （6,912） （7,137） （8,278） （9,373） （9,754） （10,538）
100,230 118,152 119,331 119,253 122,261 129,647 135,893

都 市 開 発 資 金 融 通 0 0 0 2,500 4,300 5,700 7,800

合計 30,855,017 33,094,578 36,001,773 41,160,033 44,313,212 44,581,970 43,972,112
対一般会計歳出比（％） 57.0 58.4 59.6 62.1 63.0 61.7 60.8
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　 （単位：百万円）
会計・勘定名 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

漁船再保険及漁業共済保険
漁 船 普 通 保 険 勘 定 6,680 6,813 7,634 7,565 6,990 7,281 7,648
漁 業 共 済 保 険 勘 定 7,409 7,822 7,997 7,984 7,831 7,450 7,433

業 務 勘 定 （1,103） （1,147） （1,218） （1,215） （1,171） （1,212） （1,229）
1,103 1,147 1,218 1,215 1,171 1,212 1,229

農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 8,386 11,342 18,500 17,521 15,492 16,755 19,945
国 有 林 野 事 業
国 有 林 野 事 業 勘 定 41,417 45,881 52,862 57,568 44,015 70,547 71,603

治 山 勘 定 （15,560） （15,467） （15,378） （15,331） （13,660） （13,580） （13,605）
253,791 195,297 201,465 202,052 184,052 186,331 187,435

国 営 土 地 改 良 事 業 266,497 276,595 286,577 289,354 270,402 277,463 276,024
貿 易 保 険 24,250 24,816 25,188 22,709 14,220 11,600 10,600
特 許 17 17 17 17 17 17 17
自動車損害賠償責任再保険
保 険 勘 定 ― ― ― ― ― ― 200,000
保 障 勘 定 ― ― ― ― ― ― ―

港 湾 整 備

港 湾 整 備 勘 定 （14,582） （14,622） （13,869） （14,132） （14,081） （14,153） （14,042）
430,126 343,107 349,204 349,021 325,976 334,052 342,281

特 定 港湾施設工事勘定 （335） （319） （379） （371） （265） （349） （304）
4,983 5,134 6,435 6,176 4,204 4,868 4,666

自 動 車 検 査 登 録 （2,204） （2,241） （2,282） （2,313） （2,102） （2,121） （2,082）
2,204 2,241 2,282 2,313 2,102 2,121 2,082

空 港 整 備 （3,333） （3,393） （3,424） （3,504） （3,264） （3,304） （3,199）
139,736 131,300 140,883 153,219 143,360 158,254 170,034

郵 政 事 業 （4,116） （3,727） （3,190） （3,805） （3,734） （3,549） （3,411）
4,116 3,727 3,190 3,805 3,734 3,549 3,411

労 働 保 険
労 災 勘 定 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307

雇 用 勘 定 （850） （850） （850） （850） （850） （850） （850）
249,850 255,009 290,667 292,162 294,692 310,369 336,279

道 路 整 備 （50,416） （49,784） （50,867） （51,918） （50,813） （51,153） （51,061）
3,072,725 2,553,757 2,652,970 2,673,965 2,653,445 2,672,698 2,748,018

治 水

治 水 勘 定 （48,596） （47,145） （47,490） （47,820） （48,568） （52,488） （47,977）
1,355,853 1,027,619 1,060,625 1,061,634 911,048 972,725 990,989

特定多目的ダム建設工事勘定 （9,730） （9,447） （9,522） （9,970） （9,974） （11,188） （9,839）
140,649 149,301 158,117 161,701 148,376 158,199 154,529

都 市 開 発 資 金 融 通 7,600 7,650 7,700 6,900 4,500 7,300 9,300

合計 41,322,727 40,911,050 43,479,152 45,763,722 46,311,235 47,528,895 51,619,213
対一般会計歳出比（％） 58.7 57.6 57.9 59.1 59.6 60.0 60.7

（注） 1  ．（　）内書は、業務取扱に係る事務費であって、法律で特定して繰入れることとしているものについて掲記している。
2  ．計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。
3  ．「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策」及び「石油及び石油代替エネルギー勘定」は平成 5年度以降それぞれ
「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策」及び「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」と変更されている。
4．―は出所元の資料で―となっている箇所及び記載がない場合に使用している。

（出所）大蔵省作成資料。



8 -193　一般会計から政府関係機関、公団、事業団への繰入れ状況
（単位：百万円）

法　人　名 出　資　金
62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

国 民 金 融 公 庫 0 0 0 5,000 20,000 25,000 23,000
国 民 生 活 金 融 公 庫
住 宅 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
農 林 漁 業 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
中 小 企 業 金 融 公 庫 0 0 0 4,500 0 0 0
公 営 企 業 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
中小企業信用保険公庫 20,000 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500
環 境 衛 生 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
沖縄振興開発金融公庫 0 0 0 0 0 0 0
日 本 開 発 銀 行 0 0 0 0 0 0 0
国 際 協 力 銀 行
商 工 組 合 中 央 金 庫 0 0 0 0 0 0 0
水 資 源 開 発 公 団 0 0 0 0 0 0 0
地 域 振 興 整 備 公 団 0 0 0 0 0 0 0
森 林 開 発 公 団 17,600 21,300 23,400 25,300 27,300 29,000 30,672
緑 資 源 公 団
農 用 地 整 備 公 団 0 0 0 0 0 0 0
船 舶 整 備 公 団 0 0 0 0 0 0 0
日 本 鉄 道 建 設 公 団 0 0 0 0 0 0 0
本 州 四 国 連 絡 橋 公 団 0 0 0 0 0 0 ―
住 宅・ 都 市 整 備 公 団 281 254 2,273 112 3,221 3,500 5,500
都 市 基 盤 整 備 公 団
新 技 術 開 発 事 業 団
（新技術事業団（仮称））

4,190 4,830 6,095 7,439 8,576 9,805 10,803

動力炉・核燃料開発事業団 50,832 48,416 46,413 41,572 39,542 35,670 34,701
核燃料サイクル開発機構
宇 宙 開 発 事 業 団 83,846 87,563 97,287 106,370 117,712 129,261 139,867
公 害 防 止 事 業 団
（環境事業団（平成4年より））

0 0 0 0 0 0 1,000

国 際 協 力 事 業 団 4,722 2,375 2,432 3,191 3,132 3,932 4,389
社会福祉・ 医療事業団 0 0 0 0 0 0 0
畜 産 振 興 事 業 団 100 100 0 0 0 0 0
蚕糸砂糖類価格安定事業団 0 0 0 0 0 0 0
農 畜 産 業 振 興 事 業 団
金 属 鉱 業 事 業 団 0 0 0 0 0 0 0
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中期統計　　711

（単位：百万円）

法　人　名 出　資　金
6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

国 民 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 ― ―
国 民 生 活 金 融 公 庫 0 0
住 宅 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
農 林 漁 業 金 融 公 庫 4,000 2,500 2,400 1,800 0 500 500
中 小 企 業 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
公 営 企 業 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
中小企業信用保険公庫 19,500 19,500 19,500 19,500 11,320 17,520 ―
環 境 衛 生 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 ― ―
沖縄振興開発金融公庫 60 3,038 3,536 3,529 3,500 3,500 3,500
日 本 開 発 銀 行 0 0 0 0 0 ― ―
国 際 協 力 銀 行 184,900 306,300
商 工 組 合 中 央 金 庫 0 0 0 0 0 0 0
水 資 源 開 発 公 団 0 0 0 0 0 0 0
地 域 振 興 整 備 公 団 0 0 0 0 3,700 6,535 6,335
森 林 開 発 公 団 32,286 33,908 35,642 36,316 33,184 33,767 ―
緑 資 源 公 団 34,115
農 用 地 整 備 公 団 0 0 0 0 0 0 ―
船 舶 整 備 公 団 0 ― ― ― ― ― ―
日 本 鉄 道 建 設 公 団 △ 22,391 0 △ 31,325 △ 4,935 0 0 0
本 州 四 国 連 絡 橋 公 団 ― ― ― ― 0 ― ―
住 宅・ 都 市 整 備 公 団 9,500 11,500 11,500 11,500 20,000 38,600 ―
都 市 基 盤 整 備 公 団 34,200
新 技 術 開 発 事 業 団
（新技術事業団（仮称））

11,966 12,933 27,389 ― ― ― ―

動力炉・核燃料開発事業団 35,612 34,080 34,703 34,296 29,498 ― ―
核燃料サイクル開発機構 25,003 21,354
宇 宙 開 発 事 業 団 151,553 159,328 159,462 162,278 163,512 167,920 152,436
公 害 防 止 事 業 団
（環境事業団（平成4年より））

1,000 1,000 1,000 1,000 900 500 500

国 際 協 力 事 業 団 4,806 4,975 3,666 3,690 3,270 1,941 2,578
社会福祉・ 医療事業団 0 0 0 0 0 0 40,000
畜 産 振 興 事 業 団 0 0 0 ― ― ― ―
蚕糸砂糖類価格安定事業団 0 0 0 ― ― ― ―
農 畜 産 業 振 興 事 業 団 0 0 0 0
金 属 鉱 業 事 業 団 0 0 0 0 0 0 0



（単位：百万円）

法　人　名 出　資　金
62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

中 小 企 業 事 業 団 4,050 1,318 1,325 1,059 100 100 200
中 小 企 業 総 合 事 業 団
中 小 企 業 総 合 事 業 団
信 用 保 険 部 門
勤労者退職金共済機構
日本国有鉄道清算事業団 0 0 0 0 0 0 0
中小企業退職金共済事業団 0 0 0 0 0 0 0
雇 用 促 進 事 業 団 0 0 0 0 0 3,000 3,000
雇 用 能 力 開 発 機 構
科学技術振興事業団（仮称）
運輸施設整備事業団（仮称）
北方領土問題対策協会 0 0 0 0 0 0 0
海 外 経 済 協 力 基 金 194,000 211,500 225,600 255,500 273,000 296,200 311,500
国 民 生 活 セ ン タ ー 0 0 0 0 212 100 94
日 本 原 子 力 研 究 所 76,470 73,433 69,794 70,814 70,128 71,124 72,806
日本科学技術情報センター 0 0 0 0 0 0 0
理 化 学 研 究 所 8,625 9,742 9,726 10,218 10,231 13,244 14,360
公害健康被害補償予防協会 0 181 279 751 1,033 1,326 1,481
国 際 交 流 基 金 0 0 100 1,400 0 0 0
日 本 育 英 会 0 0 0 0 0 0 0
日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済組合 0 0 0 0 0 0 0
日本体育・学校健康センター 0 0 0 0 0 0 0
国 立 教 育 会 館 0 0 0 0 0 0 0
国 立 劇 場
（ 日 本 芸 術 文 化 振 興 会
（平成 2 年 3 月より ））

500 500 500 500 1,300 910 910

日 本 学 術 振 興 会 0 0 0 0 0 0 0
日 本 私 学 振 興 財 団 250 250 250 250 250 250 300
放 送 大 学 学 園 483 602 840 566 572 556 557
社会保険診療報酬支払基金 0 0 0 0 0 0 0
社 会 保 障 研 究 所 0 0 0 0 0 0 0
心 身 障 害 者 福 祉 協 会 0 0 0 0 0 0 0
農林漁業団体職員共済組合 0 0 0 0 0 0 0
農 業 者 年 金 基 金 0 0 0 0 0 0 0
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中期統計　　713

（単位：百万円）

法　人　名 出　資　金
6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

中 小 企 業 事 業 団 2,000 5,400 3,600 800 30 30 ―
中 小 企 業 総 合 事 業 団 0 0
中 小 企 業 総 合 事 業 団
信 用 保 険 部 門

18,120

勤労者退職金共済機構 0 0 0
日本国有鉄道清算事業団 22,391 0 31,325 4,935 ― ― ―
中小企業退職金共済事業団 0 0 0 0 ― ― ―
雇 用 促 進 事 業 団 0 0 0 0 0 0 ―
雇 用 能 力 開 発 機 構 0
科学技術振興事業団（仮称） 0 0 326 42,216 48,030 54,472 66,800
運輸施設整備事業団（仮称） ― ― 300 370 430 569
北方領土問題対策協会 0 0 0 0 0 0 0
海 外 経 済 協 力 基 金 321,900 335,400 373,300 386,500 323,100 127,700 ―
国 民 生 活 セ ン タ ー 100 100 100 100 100 35 100
日 本 原 子 力 研 究 所 74,447 76,541 76,753 78,950 78,685 77,077 72,637
日本科学技術情報センター 0 855 1,999 ― ― ― ―
理 化 学 研 究 所 17,081 21,783 25,083 32,693 37,329 48,917 60,868
公害健康被害補償予防協会 1,021 0 0 0 0 0 0
国 際 交 流 基 金 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0
日 本 育 英 会 0 0 0 0 0 3,700 0
日本私立学校振興・共済事業団 300 300 300
私立学校教職員共済組合 0 0 0 0 ― ― ―
日本体育・学校健康センター 0 0 0 0 0 0 0
国 立 教 育 会 館 0 0 109 146 205 29 81
国 立 劇 場
（ 日 本 芸 術 文 化 振 興 会
（平成 2 年 3 月より ））

860 1,010 1,010 566 349 356 371

日 本 学 術 振 興 会 0 0 11,000 20,600 21,800 25,000 28,252
日 本 私 学 振 興 財 団 300 300 300 300 ― ― ―
放 送 大 学 学 園 729 729 729 729 380 208 922
社会保険診療報酬支払基金 0 0 0 0 0 0 0
社 会 保 障 研 究 所 0 0 0 ― ― ― ―
心 身 障 害 者 福 祉 協 会 0 0 0 0 0 0 0
農林漁業団体職員共済組合 0 0 0 0 0 0 0
農 業 者 年 金 基 金 0 0 0 0 0 0 0



（単位：百万円）

法　人　名 出　資　金
62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

日 本 貿 易 振 興 会 0 0 0 0 0 0 0
ア ジ ア 経 済 研 究 所 0 0 0 0 0 0 0
新エネルギー・産業技術総
合 開 発 機 構

0 4,400 7,234 5,906 4,803 3,947 3,636

国 際 観 光 振 興 会 0 0 0 0 0 0 0
鉄 道 整 備 基 金 ― ― ― ― 100 0 0
日 本 放 送 協 会 0 0 0 0 0 0 0
日 本 労 働 協 会
（ 日 本 労 働 研 究 機 構
〔 平 成 2 年 よ り 〕）

0 0 0 0 0 0 0

建設業・清酒製造業・林業
退 職 金 共 済 組 合

0 0 0 0 0 0 0

消防団員等公務災害補償等
共 済 基 金

0 0 0 0 0 0 0

北海道旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
東日本旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
東海旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
西日本旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
四国旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
九州旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
日本貨物鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 ―
そ の 他

合　　　計 465,499 486,264 513,048 559,948 600,712 646,425 678,276
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中期統計　　715

（単位：百万円）

法　人　名 出　資　金
6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

日 本 貿 易 振 興 会 0 0 0 0 0 1,272 860
ア ジ ア 経 済 研 究 所 0 0 0 1,458 1,797 ― ―
新エネルギー・産業技術総
合 開 発 機 構

3,366 3,518 6,080 8,154 12,419 19,064 24,684

国 際 観 光 振 興 会 0 0 0 0 0 800 308
鉄 道 整 備 基 金 0 0 0 0 ― ― ―
日 本 放 送 協 会 0 0 0 0 0 0 0
日 本 労 働 協 会
（ 日 本 労 働 研 究 機 構
〔 平 成 2 年 よ り 〕）

0 0 0 0 0 0 0

建設業・清酒製造業・林業
退 職 金 共 済 組 合

0 0 0 0 ― ― ―

消防団員等公務災害補償等
共 済 基 金

0 0 0 ― ― ― ―

北海道旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
東日本旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
東海旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
西日本旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
四国旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
九州旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
日本貨物鉄道株式会社 ― ― ― ― ― ― ―
そ の 他 0

合　　　計 693,087 729,398 800,187 847,421 793,778 840,077 876,690



（単位：百万円）

法　人　名 補　助　金　等
62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

国 民 金 融 公 庫 給 41,235 40,767 38,771 30,992 14,646 9,586 11,646
国 民 生 活 金 融 公 庫
住 宅 金 融 公 庫 交 46,800 46,800 46,800 ― ― ― ―

給 296,450 297,195 307,195 353,995 373,995 393,995 404,500
農 林 漁 業 金 融 公 庫 給 143,732 144,141 141,751 119,751 120,851 118,321 108,125
中 小 企 業 金 融 公 庫 委 24 24 24 24 24 24 24

給 31,199 30,426 27,398 18,601 13,020 12,508 12,639
公 営 企 業 金 融 公 庫 給 15,115 13,604 10,883 9,436 8,493 7,644 7,380
中小企業信用保険公庫 給 0 0 0 0 0 0 0
環 境 衛 生 金 融 公 庫 給 5,740 4,690 4,869 4,012 5,991 6,420 6,720
沖縄振興開発金融公庫 給 12,864 13,202 13,366 13,615 13,565 13,297 12,611
日 本 開 発 銀 行 交 119 483 738 2,251 3,239 3,687 3,785

給 5,797 0 0 ― ― ― ―
国 際 協 力 銀 行
商 工 組 合 中 央 金 庫 給 2,373 2,436 2,088 1,215 565 231 96
水 資 源 開 発 公 団 補 33,687 32,824 33,367 32,996 33,917 41,657 44,510
地 域 振 興 整 備 公 団 補 ― ― ― ― ― ― 0

給 1,728 1,733 1,698 1,657 1,657 1,660 1,680
森 林 開 発 公 団 補 11,642 11,536 11,669 11,622 12,194 15,029 15,911

給 2,111 2,171 2,167 2,124 2,038 1,936 1,826
緑 資 源 公 団
農 用 地 整 備 公 団 補 19,962 19,524 19,755 19,708 21,264 22,666 24,734
船 舶 整 備 公 団 給 0 207 435 230 398 256 ―
日 本 鉄 道 建 設 公 団 補 18,000 18,000 18,800 19,600 11,989 0 0給 11,817 11,239 11,997 13,086 0 0
本 州 四 国 連 絡 橋 公 団 補 12 13 15 14 0 0 ―
住 宅・ 都 市 整 備 公 団 補 3,774 3,806 5,853 6,306 8,969 7,048 9,967
都 市 基 盤 整 備 公 団
新 技 術 開 発 事 業 団 補 732 731 849 911 992 1,020 1,200
（新技術事業団（仮称）） 交 0 0 0 1,103 1,227 1,338 1,972
動力炉・核燃料開発事業団 補 13,907 13,863 14,804 15,071 14,992 16,239 16,916
核燃料サイクル開発機構
宇 宙 開 発 事 業 団 補 8,802 8,971 9,470 9,923 10,601 11,528 12,317

委 3,246 2,915 3,479 3,272 2,946 3,425 4,530
負 ― ― ― ― ― ― 0

公 害 防 止 事 業 団 補 3,280 2,447 2,900 2,930 2,988 3,130 3,940
（環境事業団（平成4年より）） 交 3,832 3,756 3,778 3,642 4,008 4,359 4,643
国 際 協 力 事 業 団 委 6,972 7,180 7,624 8,099 8,482 8,845 9,252

交 98,833 106,207 113,731 121,824 130,965 140,152 149,785
社会福祉・ 医療事業団 補 16,386 14,908 17,337 18,054 23,270 25,437 27,692

給 5,470 7,682 6,163 7,849 8,821 7,742 8,341
畜 産 振 興 事 業 団 交 45,462 37,967 35,088 33,717 113,053 111,546 112,173
蚕糸砂糖類価格安定事業団 補 1,130 1,151 1,222 1,294 1,384 1,472 1,521

交 27,439 24,877 23,724 16,377 16,285 16,946 17,924
農 畜 産 業 振 興 事 業 団

金 属 鉱 業 事 業 団 補 4,149 3,989 3,924 4,114 4,413 4,699 4,635
委 1,883 2,013 2,373 2,316 2,308 2,315 2,457
給 228 202 187 152 137 134 130
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中期統計　　717

（単位：百万円）

法　人　名 補　助　金　等
6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

国 民 金 融 公 庫 給 35,589 38,589 38,589 38,589 39,589 ― ―
国 民 生 活 金 融 公 庫 42,172 40,779
住 宅 金 融 公 庫 交 0 0 37,300 49,200 410,000 435,000 447,500給 404,500 410,900 390,100 390,800
農 林 漁 業 金 融 公 庫 給 100,835 100,727 99,297 98,635 96,175 87,723 84,266
中 小 企 業 金 融 公 庫 委 24 24 24 19 23,535 23,535 23,535給 14,814 22,803 22,800 22,800
公 営 企 業 金 融 公 庫 給 6,192 5,573 5,016 4,166 2,900 2,000 1,400
中小企業信用保険公庫 給 0 0 41 71 51 0 ―
環 境 衛 生 金 融 公 庫 給 6,604 6,730 5,544 5,002 4,517 ― ―
沖縄振興開発金融公庫 給 12,229 9,052 8,636 8,839 8,837 8,629 7,433
日 本 開 発 銀 行 交 3,669 2,133 1,063 384 84 ― ―給 ― ― ― ―
国 際 協 力 銀 行 0
商 工 組 合 中 央 金 庫 給 36 21 72 31 18 11 10
水 資 源 開 発 公 団 補 60,644 45,230 46,441 46,175 33,625 32,782 31,837
地 域 振 興 整 備 公 団 補 0 140 394 344 1,374 1,218 1,204

給 1,540 1,479 1,405 1,345
森 林 開 発 公 団 補 20,857 16,950 17,650 17,696 17,161 16,920 ―給 1,712 1,596 1,478 1,361
緑 資 源 公 団 41,217
農 用 地 整 備 公 団 補 25,336 25,671 26,008 26,022 23,997 24,327 ―
船 舶 整 備 公 団 給 ― ― ― ― ― ― ―
日 本 鉄 道 建 設 公 団 補 0 0 0 0 65,000 65,000 65,076給 ― ― ― ―
本 州 四 国 連 絡 橋 公 団 補 ― ― ― ― 31 ― ―
住 宅・ 都 市 整 備 公 団 補 16,172 15,577 16,963 19,468 16,083 33,111 ―
都 市 基 盤 整 備 公 団 35,679
新 技 術 開 発 事 業 団 補 1,233 1,410 1,686 ― ― ― ―
（新技術事業団（仮称）） 交 2,630 2,966 4,198 ―
動力炉・核燃料開発事業団 補 16,870 16,657 16,234 16,414 16,095 ― ―
核燃料サイクル開発機構 14,245 13,309
宇 宙 開 発 事 業 団 補 12,795 13,070 13,537 13,605

委 3,363 290 11 12 14,382 16,357 39,396
負 0 150 300 600

公 害 防 止 事 業 団 補 4,478 4,729 5,018 4,693 8,346 9,948 11,241（環境事業団（平成4年より）） 交 4,235 3,898 3,678 3,905
国 際 協 力 事 業 団 委 9,930 10,422 10,682 10,156 181,833 183,582 184,787交 157,868 164,273 172,017 175,790
社会福祉・ 医療事業団 補 28,078 29,701 32,285 41,565 40,429 35,728 32,303給 7,915 8,339 9,823 0
畜 産 振 興 事 業 団 交 112,057 134,318 137,304 ― ― ― ―
蚕糸砂糖類価格安定事業団 補 1,586 1,621 1,612 ― ― ― ―

交 18,983 18,419 18,021 ―
農 畜 産 業 振 興 事 業 団 補 ― ― ― 1,603 157,153 154,626 150,173交 ― ― ― 159,672
金 属 鉱 業 事 業 団 補 4,565 4,554 4,779 4,823

委 2,309 2,141 2,007 1,782 6,541 6,482 6,441
給 106 86 66 58



（単位：百万円）

法　人　名 補　助　金　等
62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

中 小 企 業 事 業 団 補 13,508 13,876 13,599 14,236 14,295 13,532 14,163
中 小 企 業 総 合 事 業 団
中 小 企 業 総 合 事 業 団
信 用 保 険 部 門
勤労者退職金共済機構
日本国有鉄道清算事業団 補 166,841 164,300 160,000 151,000 100,400 92,400 85,000

負 1,543 1,614 0 ― ― ― ―
交 18,613 12,700 5,880 2,375 0 0 ―

中小企業退職金共済事業団 補 2,869 2,922 3,007 3,051 3,247 3,356 3,446
雇 用 促 進 事 業 団 補 476 530 15 11 9 7 4

委 0 0 0 0 5 20 39
給 103 87 68 44 169 482 112

雇 用 能 力 開 発 機 構
科学技術振興事業団（仮称）

運輸施設整備事業団（仮称）
北方領土問題対策協会 補 487 501 524 567 621 692 786
海 外 経 済 協 力 基 金 交 33,936 33,751 39,002 29,925 35,501 30,192 36,587
国 民 生 活 セ ン タ ー 交 1,883 1,847 1,842 1,865 1,933 2,153 2,260
日 本 原 子 力 研 究 所 補 22,992 23,877 25,051 26,773 29,563 30,587 30,573
日本科学技術情報センター 補 2,064 2,061 1,850 1,775 1,633 1,895 2,542
理 化 学 研 究 所 補 6,067 6,292 6,330 6,892 7,436 8,189 8,626
公害健康被害補償予防協会 補 665 566 594 603 634 660 696

交 19,910 19,539 20,264 19,285 19,053 18,746 18,506
国 際 交 流 基 金 補 3,658 5,871 5,420 7,050 9,080 9,857 12,089
日 本 育 英 会 補 4,615 4,825 4,982 5,096 5,293 6,017 6,475

給 3,522 4,615 5,491 6,403 8,121 8,974 9,532
日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済組合 補 17,803 19,183 21,595 22,479 25,094 27,935 25,824
日本体育・学校健康センター 補 5,572 5,928 6,722 6,981 7,190 7,848 7,735
国 立 教 育 会 館 補 571 579 592 628 706 797 862
国 立 劇 場
（ 日 本 芸 術 文 化 振 興 会
（平成 2 年 3 月より ））

補 4,160 4,229 4,425 4,584 4,755 5,162 5,499

日 本 学 術 振 興 会 補 4,211 4,768 5,568 6,148 6,661 7,657 8,989
日 本 私 学 振 興 財 団 補 244,350 245,350 248,650 252,050 255,950 260,150 265,550
放 送 大 学 学 園 補 5,579 5,499 5,676 6,018 6,631 7,360 7,940
社会保険診療報酬支払基金 委 8 8 9 9 10 10 10
社 会 保 障 研 究 所 補 263 279 309 329 338 362 375
心 身 障 害 者 福 祉 協 会 補 1,590 1,643 1,848 1,977 2,216 2,390 2,522
農林漁業団体職員共済組合 補 34,089 34,461 36,442 38,215 40,566 44,872 46,215
農 業 者 年 金 基 金 補 30,892 32,213 33,730 34,391 42,631 54,078 63,493

負 67,837 68,719 69,822 68,788 65,082 56,920 48,586
交 382 575 575 739 853 784 466
給 1,305 1,252 1,209 1,144 1,097 1,050 1,019

718　　Ⅲ　予算



中期統計　　719

（単位：百万円）

法　人　名 補　助　金　等
6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

中 小 企 業 事 業 団 補 15,336 17,366 15,325 15,092 15,669 20,506 ―
中 小 企 業 総 合 事 業 団 289 20,832
中 小 企 業 総 合 事 業 団
信 用 保 険 部 門

100

勤労者退職金共済機構 4,728 4,657 4,608
日本国有鉄道清算事業団 補 76,200 63,500 53,600 40,100

負 ― ― ― ― ― ― ―
交 ― ― ― ―

中小企業退職金共済事業団 補 3,855 3,893 3,774 3,538 ― ― ―
雇 用 促 進 事 業 団 補 7 9 9 13

委 56 98 145 166 184 815 ―
給 34 21 18 5

雇 用 能 力 開 発 機 構 7,326
科学技術振興事業団（仮称） 補 ― ― 0 5,245

13,097 15,044 15,140
交 0 ― 94 6,626

運輸施設整備事業団（仮称） ― ― 0 115,605 123,613 131,936
北方領土問題対策協会 補 821 848 901 902 913 1,135 949
海 外 経 済 協 力 基 金 交 42,802 43,528 13,914 8,675 836 0 ―
国 民 生 活 セ ン タ ー 交 2,398 2,473 2,534 2,600 2,617 2,665 2,638
日 本 原 子 力 研 究 所 補 32,385 33,877 34,082 35,125 35,314 35,685 35,625
日本科学技術情報センター 補 3,363 3,375 3,398 ― ― ― ―
理 化 学 研 究 所 補 9,018 9,099 9,285 9,648 10,417 10,386 10,528
公害健康被害補償予防協会 補 697 702 720 711

16,744 15,649 14,689
交 18,224 17,667 16,847 16,539

国 際 交 流 基 金 補 12,944 14,004 14,972 16,076 15,163 15,087 16,604
日 本 育 英 会 補 6,903 7,191 7,164 7,362

17,326 18,226 19,346
給 9,608 10,185 10,283 10,546

日本私立学校振興・共済事業団 329,929 338,031 347,942
私立学校教職員共済組合 補 26,431 30,002 32,358 33,283 ― ― ―
日本体育・学校健康センター 補 7,508 7,713 7,499 8,042 7,566 8,152 8,058
国 立 教 育 会 館 補 897 1,093 1,158 1,236 1,318 2,019 1,900
国 立 劇 場
（ 日 本 芸 術 文 化 振 興 会
（平成 2 年 3 月より ））

補 5,527 6,205 8,266 11,507 12,364 12,361 12,775

日 本 学 術 振 興 会 補 10,666 12,384 15,308 18,402 20,344 105,028 106,431
日 本 私 学 振 興 財 団 補 273,350 280,350 287,550 295,050 ― ― ―
放 送 大 学 学 園 補 8,148 8,552 9,281 9,803 10,745 11,117 11,192
社会保険診療報酬支払基金 委 10 10 11 10 12,963 14,058 13,633
社 会 保 障 研 究 所 補 355 361 240 ― ― ― ―
心 身 障 害 者 福 祉 協 会 補 2,678 2,774 2,874 2,963 2,956 2,982 3,105
農林漁業団体職員共済組合 補 48,454 53,009 54,527 53,654 52,819 54,488 58,496
農 業 者 年 金 基 金 補 72,048 78,407 67,017 61,720

負 41,810 37,880 33,956 30,812
88,252 89,412 92,747

交 396 396 492 483
給 958 909 839 755



（単位：百万円）

法　人　名 補　助　金　等
62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

日 本 貿 易 振 興 会 補 13,842 13,842 13,835 19,146 20,581 23,513 24,130
委 0 0 177 2,305 2,353 2,339 1,228

ア ジ ア 経 済 研 究 所 補 3,172 3,253 3,377 3,597 3,894 4,149 4,417
委 166 165 198 206 209 218 219

新エネルギー・産業技術総
合 開 発 機 構

補 0 491 841 1,154 1,251 1,610 2,562
委 61 46 241 489 1,349 1,296 1,564

国 際 観 光 振 興 会 補 1,989 1,981 2,011 2,108 2,244 2,449 2,533
鉄 道 整 備 基 金 補 ― ― ― ― 68,315 101,375 102,509

交 ― ― ― ― 2,378 ― ―
給 ― ― ― ― 17,685 14,811 11,098

日 本 放 送 協 会 交 1,440 1,454 1,477 1,497 1,521 1,645 1,786
日 本 労 働 協 会
（ 日 本 労 働 研 究 機 構
〔 平 成 2 年 よ り 〕）

補 507 516 508 501 520 546 561

建設業・清酒製造業・林業
退 職 金 共 済 組 合

補 935 970 952 1,060 1,015 1,092 1,129

消防団員等公務災害補償等
共 済 基 金

補 59 59 61 48 52 56 58

北海道旅客鉄道株式会社 補 1,006 1,473 478 125 31 ― ―
負 0 0 53 54 46 46 42

東日本旅客鉄道株式会社 補 3,452 2,315 976 545 197 ― ―
負 0 0 576 569 528 527 496

東海旅客鉄道株式会社 補 819 1,246 822 427 150 ― ―
負 0 0 210 221 224 209 201

西日本旅客鉄道株式会社 補 2,442 2,161 1,007 287 113 ― ―
負 0 0 504 512 516 424 419

四国旅客鉄道株式会社 補 280 337 196 79 39 ― ―
負 0 0 69 90 82 62 60

九州旅客鉄道株式会社 補 1,551 1,691 473 215 94 ― ―
負 0 0 244 257 251 210 177

日本貨物鉄道株式会社 補 0 0 5 5 0 ― ―
そ の 他

合　　　計 補 738,839 741,851 752,436 762,694 810,418 870,518 900,646
委 12,360 12,351 14,125 16,720 17,686 18,492 19,323
負 69,380 70,333 71,478 70,491 66,729 58,398 49,981
交 298,649 289,956 292,899 234,600 330,016 331,548 349,887
給 580,789 575,649 575,736 584,306 591,249 599,047 597,455

720　　Ⅲ　予算



中期統計　　721

（単位：百万円）

法　人　名 補　助　金　等
6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

日 本 貿 易 振 興 会 補 25,297 25,518 26,241 27,708 29,896 36,988 36,244
委 123 0 21 508

ア ジ ア 経 済 研 究 所 補 4,708 4,871 5,005 4,396
4,712 ― ―

委 230 241 241 221
新エネルギー・産業技術総
合 開 発 機 構

補 3,407 4,003 4,099 3,937 6,488 6,415 24,116
委 1,672 1,794 1,706 1,415

国 際 観 光 振 興 会 補 2,474 2,437 2,427 2,460 2,486 2,515 2,668
鉄 道 整 備 基 金 補 129,416 121,584 128,973 133,338

交 ― ― ― ― ― ― ―
給 5,387 3,586 2,372 1,459

日 本 放 送 協 会 交 1,804 1,865 1,898 1,959 2,020 1,973 1,973
日 本 労 働 協 会
（ 日 本 労 働 研 究 機 構
〔 平 成 2 年 よ り 〕）

補 450 451 422 422 403 387 378

建設業・清酒製造業・林業
退 職 金 共 済 組 合

補 1,161 1,160 1,109 1,290 ― ― ―

消防団員等公務災害補償等
共 済 基 金

補 59 60 60 ― ― ― ―

北海道旅客鉄道株式会社 補 ― ― ― ―
20 18 15

負 33 30 27 24
東日本旅客鉄道株式会社 補 ― ― ― ―

271 250 203
負 407 392 361 313

東海旅客鉄道株式会社 補 ― ― ― ―
127 101 94

負 164 163 141 140
西日本旅客鉄道株式会社 補 ― ― ― ―

247 219 207
負 350 361 274 293

四国旅客鉄道株式会社 補 ― ― ― ―
39 35 35

負 52 61 39 45
九州旅客鉄道株式会社 補 ― ― ― ―

104 117 106
負 158 201 130 140

日本貨物鉄道株式会社 補 ― ― ― ― ― ― ―
そ の 他 600

合　　　計 補 977,177 970,048 980,191 995,431 2,002,438 2,143,820 2,220,222
委 17,717 15,020 14,848 14,289
負 42,974 39,238 35,228 32,367
交 365,066 391,936 409,360 425,833
給 608,059 620,596 596,379 584,462



（単位：百万円）

法　人　名 貸　付　金
62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

国 民 金 融 公 庫 7,600 7,100 6,500 8,000 6,500 5,000 3,300
国 民 生 活 金 融 公 庫
住 宅 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
農 林 漁 業 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
中 小 企 業 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
公 営 企 業 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
中小企業信用保険公庫 0 0 0 0 0 0 0
環 境 衛 生 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
沖縄振興開発金融公庫 0 0 0 0 0 0 0
日 本 開 発 銀 行 0 0 0 0 0 0 0
国 際 協 力 銀 行
商 工 組 合 中 央 金 庫 0 0 0 0 0 0 0
水 資 源 開 発 公 団 0 0 0 0 0 0 0
地 域 振 興 整 備 公 団 0 0 0 0 0 0 0
森 林 開 発 公 団 0 0 0 0 0 0 0
緑 資 源 公 団
農 用 地 整 備 公 団 0 0 0 0 0 0 0
船 舶 整 備 公 団 0 0 0 0 0 0 0
日 本 鉄 道 建 設 公 団 0 0 0 0 0 0 0
本 州 四 国 連 絡 橋 公 団 0 0 0 0 0 0 ―
住 宅・ 都 市 整 備 公 団 0 0 0 0 0 0 0
都 市 基 盤 整 備 公 団
新 技 術 開 発 事 業 団
（新技術事業団（仮称））

0 0 0 0 0 0 0

動力炉・核燃料開発事業団 0 0 0 0 0 0 0
核燃料サイクル開発機構
宇 宙 開 発 事 業 団 0 0 0 0 0 0 0
公 害 防 止 事 業 団
（環境事業団（平成4年より））

0 0 0 0 0 0 0

国 際 協 力 事 業 団 0 0 0 0 0 0 0
社会福祉・ 医療事業団 0 0 0 0 0 0 0
畜 産 振 興 事 業 団 0 0 0 0 0 0 0
蚕糸砂糖類価格安定事業団 0 0 0 0 0 0 0
農 畜 産 業 振 興 事 業 団
金 属 鉱 業 事 業 団 0 0 0 0 0 0 0

722　　Ⅲ　予算



中期統計　　723

（単位：百万円）

法　人　名 貸　付　金
6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

国 民 金 融 公 庫 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ― ―
国 民 生 活 金 融 公 庫 3,000 3,000
住 宅 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
農 林 漁 業 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
中 小 企 業 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
公 営 企 業 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 0 0
中小企業信用保険公庫 0 0 0 0 0 0 ―
環 境 衛 生 金 融 公 庫 0 0 0 0 0 ― ―
沖縄振興開発金融公庫 0 0 0 0 0 0 0
日 本 開 発 銀 行 0 0 0 0 0 ― ―
国 際 協 力 銀 行 0
商 工 組 合 中 央 金 庫 0 0 0 0 0 0 0
水 資 源 開 発 公 団 0 0 0 0 0 0 0
地 域 振 興 整 備 公 団 0 0 0 0 0 0 0
森 林 開 発 公 団 0 0 0 0 0 0 ―
緑 資 源 公 団 0
農 用 地 整 備 公 団 0 0 0 0 0 0 ―
船 舶 整 備 公 団 0 ― ― ― ― ― ―
日 本 鉄 道 建 設 公 団 0 0 0 0 0 0 0
本 州 四 国 連 絡 橋 公 団 ― ― ― ― 0 ― ―
住 宅・ 都 市 整 備 公 団 0 0 0 0 0 0 ―
都 市 基 盤 整 備 公 団 0
新 技 術 開 発 事 業 団
（新技術事業団（仮称））

0 0 0 ― ― ― ―

動力炉・核燃料開発事業団 0 0 0 0 0 ―
核燃料サイクル開発機構 0 0
宇 宙 開 発 事 業 団 0 0 0 0 0 0 0
公 害 防 止 事 業 団
（環境事業団（平成4年より））

0 0 0 0 0 0 0

国 際 協 力 事 業 団 0 0 0 0 0 0 0
社会福祉・ 医療事業団 0 0 0 0 0 0 0
畜 産 振 興 事 業 団 0 0 0 ― ― ― ―
蚕糸砂糖類価格安定事業団 0 0 0 ― ― ― ―
農 畜 産 業 振 興 事 業 団 ― ― 0 0 0 0
金 属 鉱 業 事 業 団 0 0 0 0 0 0 0



（単位：百万円）

法　人　名 貸　付　金
62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

中 小 企 業 事 業 団 0 0 0 0 0 0 0
中 小 企 業 総 合 事 業 団
中 小 企 業 総 合 事 業 団
信 用 保 険 部 門
勤労者退職金共済機構
日本国有鉄道清算事業団 0 0 0 0 0 0 0
中小企業退職金共済事業団 0 0 0 0 0 0 0
雇 用 促 進 事 業 団 0 0 0 0 0 0 0
雇 用 能 力 開 発 機 構
科学技術振興事業団（仮称）
運輸施設整備事業団（仮称）
北方領土問題対策協会 0 0 0 0 0 0 0
海 外 経 済 協 力 基 金 0 0 0 0 0 0 0
国 民 生 活 セ ン タ ー 0 0 0 0 0 0 0
日 本 原 子 力 研 究 所 0 0 0 0 0 0 0
日本科学技術情報センター 0 0 0 0 0 0 0
理 化 学 研 究 所 0 0 0 0 0 0 0
公害健康被害補償予防協会 0 0 0 0 0 0 0
国 際 交 流 基 金 0 0 0 0 0 0 0
日 本 育 英 会 73,819 73,893 72,483 71,940 73,252 73,918 76,303
日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済組合 0 0 0 0 0 0 0
日本体育・学校健康センター 0 0 0 0 0 0 0
国 立 教 育 会 館 0 0 0 0 0 0 0
国 立 劇 場
（ 日 本 芸 術 文 化 振 興 会
（平成 2 年 3 月より ））

0 0 0 0 0 0 0

日 本 学 術 振 興 会 0 0 0 0 0 0 0
日 本 私 学 振 興 財 団 0 0 0 0 0 0 0
放 送 大 学 学 園 0 0 0 0 0 0 0
社会保険診療報酬支払基金 0 0 0 0 0 0 0
社 会 保 障 研 究 所 0 0 0 0 0 0 0
心 身 障 害 者 福 祉 協 会 0 0 0 0 0 0 0
農林漁業団体職員共済組合 0 0 0 0 0 0 0
農 業 者 年 金 基 金 0 0 0 0 0 0 0

724　　Ⅲ　予算



中期統計　　725

（単位：百万円）

法　人　名 貸　付　金
6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

中 小 企 業 事 業 団 0 0 0 0 0 0 ―
中 小 企 業 総 合 事 業 団 0 0
中小企業総合事業団　信用
保 険 部 門

0

勤労者退職金共済機構 0 0 0
日本国有鉄道清算事業団 0 0 0 0 ― ― ―
中小企業退職金共済事業団 0 0 0 0 ― ― ―
雇 用 促 進 事 業 団 0 0 0 0 0 0 ―
雇 用 能 力 開 発 機 構 0
科学技術振興事業団（仮称） ― 0 0 0 0 0
運輸施設整備事業団（仮称） ― ― 0 0 0 0
北方領土問題対策協会 0 0 0 0 0 0 0
海 外 経 済 協 力 基 金 0 0 0 0 0 0 ―
国 民 生 活 セ ン タ ー 0 0 0 0 0 0 0
日 本 原 子 力 研 究 所 0 0 0 0 0 0 0
日本科学技術情報センター 0 0 0 ― ― ― ―
理 化 学 研 究 所 0 0 0 0 0 0 0
公害健康被害補償予防協会 0 0 0 0 0 0 0
国 際 交 流 基 金 0 0 0 0 0 0 0
日 本 育 英 会 79,379 81,247 86,896 87,398 89,102 95,257 102,021
日本私立学校振興・共済事業団 0 0 0
私立学校教職員共済組合 0 0 0 0 ― ― ―
日本体育・学校健康センター 0 0 0 0 0 0 0
国 立 教 育 会 館 0 0 0 0 0 0 0
国 立 劇 場
（ 日 本 芸 術 文 化 振 興 会
（平成 2 年 3 月より ））

0 0 0 0 0 0 0

日 本 学 術 振 興 会 0 0 0 0 0 0 0
日 本 私 学 振 興 財 団 0 0 0 0 ― ― ―
放 送 大 学 学 園 0 0 0 0 0 0 0
社会保険診療報酬支払基金 0 0 0 0 0 0 0
社 会 保 障 研 究 所 0 0 0 ― ― ― ―
心 身 障 害 者 福 祉 協 会 0 0 0 0 0 0 0
農林漁業団体職員共済組合 0 0 0 0 0 0 0
農 業 者 年 金 基 金 0 0 0 0 0 0 0



（単位：百万円）

法　人　名 貸　付　金
62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

日 本 貿 易 振 興 会 0 0 0 0 0 0 0
ア ジ ア 経 済 研 究 所 0 0 0 0 0 0 0
新エネルギー・産業技術総
合 開 発 機 構

0 0 0 0 0 0 0

国 際 観 光 振 興 会 0 0 0 0 0 0 0
鉄 道 整 備 基 金 ― ― ― ― 0 0 0
日 本 放 送 協 会 0 0 0 0 0 0 0
日 本 労 働 協 会
（ 日 本 労 働 研 究 機 構
〔 平 成 2 年 よ り 〕）

0 0 0 0 0 0 0

建設業・清酒製造業・林業
退 職 金 共 済 組 合

0 0 0 0 0 0 0

消防団員等公務災害補償等
共 済 基 金

0 0 0 0 0 0 0

北海道旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
東日本旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
東海旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
西日本旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
四国旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
九州旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
日本貨物鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 ―
そ の 他

合　　　計 81,419 80,993 78,983 79,940 79,752 78,918 79,603

62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
出資金、補助金等、貸付金
の 合 計 （ 億 円 ） 22,474 22,574 22,987 23,087 24,966 26,033 26,752

一 般 会 計 歳 出 予 算
（ 当 初 予 算， 億 円 ） 541,010 566,997 604,142 662,368 703,474 722,180 723,548

対一般会計歳出予算比
（ 対 当 初 予 算 比， ％） 4.2 4.0 3.8 3.5 3.5 3.6 3.7

（注） 1  ．出所の資料には 3年度分ずつの資料が掲載されているところ，各年度の数値は直近の記載，例えば昭和62年度の数
値については平成元年の資料における記載、平成10年度、平成11年度及び平成12年度の数値は平成12年度の資料の記
載に基づいている。
2  ．補助金等欄の符号は、次のとおりである。　　補 …補助金、　　委 …委託費、　　負 …負担金、　　交 …交付金、　　
給 …補給金  
　平成10年度より補助金欄が一括されて掲載されているため、これらの区分は平成10年度以降は該当しない点に注意
されたい。
3  ．法人名の掲載の順番は、年度によって異なっているため、当該法人が最初に掲載された時点の順番に従っている。
また、―については出所で―となっている箇所及び記載がない場合に使用している。
4．平成11年度資料には次の通りの注意書きがある。
（1 ）国民生活金融公庫は、「国民金融公庫法の一部を改正する法律」（仮称）の施行により、国民金融公庫と環境衛生金
融公庫が統合されて設立予定であり、本表において国民生活金融公庫の欄には、統合前の国民金融公庫に係るものを
含んで記載。

（2 ）「森林開発公団法の一部を改正する法律」（仮称）の施行により、森林開発公団は緑資源公団になるとともに、農用
地整備公団は解散し、その業務を緑資源公団に承継予定。

（3）住宅・都市整備公団は「都市基盤整備公団法」（仮称）の施行により解散し、その業務を都市基盤整備公団に承継予定。
（4 ）中小企業事業団は「中小企業総合事業団法」（仮称）の施行により中小企業信用保険公庫と統合し、中小企業総合事
業団が設立予定であり、設立時に繊維産業構造改善事業協会の業務を承継予定。  
　なお、本表において中小企業事業団の欄には、中小企業総合事業団に承継される業務に係るものが含まれており、
中小企業総合事業団の欄には、それ以外の業務に係るものを記載。

（5 ）雇用促進事業団は、「雇用・能力開発機構法」（仮称）の施行により解散し、その業務を雇用・能力開発機構に承継
予定。
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中期統計　　727

（単位：百万円）

法　人　名 貸　付　金
6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

日 本 貿 易 振 興 会 0 0 0 0 0 0 0
ア ジ ア 経 済 研 究 所 0 0 0 0 0 ― ―
新エネルギー・産業技術総
合 開 発 機 構

0 0 0 0 0 0 0

国 際 観 光 振 興 会 0 0 0 0 0 0 0
鉄 道 整 備 基 金 0 0 0 0 ― ― ―
日 本 放 送 協 会 0 0 0 0 0 0 0
日 本 労 働 協 会
（ 日 本 労 働 研 究 機 構
〔 平 成 2 年 よ り 〕）

0 0 0 0 0 0 0

建設業・清酒製造業・林業
退 職 金 共 済 組 合

0 0 0 0 ― ― ―

消防団員等公務災害補償等
共 済 基 金

0 0 0 ― ― ― ―

北海道旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
東日本旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
東海旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
西日本旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
四国旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
九州旅客鉄道株式会社 0 0 0 0 0 0 0
日本貨物鉄道株式会社 ― ― ― ― ― ― ―
そ の 他 0

合　　　計 82,379 84,247 89,896 90,398 92,102 98,257 105,021

6 年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度
出資金、補助金等、貸付金
の 合 計 （ 億 円 ） 27,865 28,505 29,261 29,902 28,883 30,822 32,019

一 般 会 計 歳 出 予 算
（ 当 初 予 算， 億 円 ） 730,817 709,871 751,049 773,900 776,692 818,601 849,871

対一般会計歳出予算比
（ 対 当 初 予 算 比， ％） 3.8 4.0 3.9 3.9 3.7 3.8 3.8

（6 ）国際協力銀行は「国際協力銀行法」（仮称）の規定により日本輸出入銀行と海外経済協力基金が統合し、その業務を
承継予定。
5．平成12年度資料には次の通りの注意書きがある。
（1 ）国民生活金融公庫は、「国民金融公庫法の一部を改正する法律」の施行により、国民金融公庫と環境衛生金融公庫が
統合されて設立。本表において国民生活金融公庫の欄には、統合前の国民金融公庫に係るものを含んで記載。

（2 ）「森林開発公団法の一部を改正する法律」の施行により、森林開発公団は緑資源公団になるとともに、農用地整備公
団は解散し、その業務を緑資源公団に承継。

（3）住宅・都市整備公団は「都市基盤整備公団法」の施行により解散し、その業務を都市基盤整備公団に承継。
（4 ）中小企業事業団は「中小企業総合事業団法」の施行により中小企業信用保険公庫と統合し、中小企業総合事業団が
設立。設立時に繊維産業構造改善事業協会の業務を承継。  
　なお、本表において中小企業事業団の欄には、中小企業総合事業団に承継される業務に係るものが含まれており、
中小企業総合事業団の欄には、それ以外の業務に係るものを記載。

（5）雇用促進事業団は、「雇用・能力開発機構法」の施行により解散し、その業務を雇用・能力開発機構に承継。
（6）国際協力銀行は「国際協力銀行法」の規定により日本輸出入銀行と海外経済協力基金が統合し、その業務を承継。

（出所）大蔵省作成資料
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